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1.　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当社」、「発行会社」または「SCPLC」とは、 スタンダード・チャータード・ピーエルシーをいう。

「当グループ」、「SC」または「スタンダード・

チャータード」とは、

スタンダード・チャータード・ピーエルシーならびにそ

の子会社および従属会社をいう。

「SCバンク」とは、 スタンダード・チャータード・バンクをいう。

「SCBHK」とは、 スタンダード・チャータード・バンク（ホンコン）リミ

テッドをいう。
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「連合王国」または「英国」とは、 グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国をい

う。

「米国」または「アメリカ」とは、 アメリカ合衆国をいう。

2.　別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「ポンド」は英国ポンドを、

「円」は日本円を指す。2016年４月13日（日本時間）現在における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の対顧客

電信直物売買相場の米ドルの円に対する仲値は、１米ドル＝108.67円であった。本書において記載されて

いる米ドルの円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するもの

ではない。

3.　本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。

4.　この書類には将来の見通しに係る記述が含まれている。それらの記述は将来の事柄に関係するものであ

り、将来の事柄に影響を与えることもある。それらは発行会社およびその子会社の将来の戦略、事業計画

および業績を含んでいることがあり、発行会社の取締役による現在の予想に基づいて作成されている。そ

れらは、実際の業績および成果を将来の見通しに係る記述に記載された予想から大きく乖離させることの

ある、数多くのリスクと不確定要素を前提としている。これらの要因には、当局規制の動向だけに止まら

ず、株式市場、IT開発、および競争的、一般的な経営環境なども含まれている。

この書類において「見積る」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「期待する」、「するはずで

ある」、およびそれらと同様な表現が、発行会社、その子会社およびそれらの経営に関係して使用されて

いる場合は、そのような将来を見通した記述であると確認することを意図したものである。それらの将来

を見通した記述はこの書類の日付現在で述べているものであり、読者はそれらに過度に依存しないよう注

意すべきである。発行会社は、本書類の日付後に生じた事象や環境を反映させるために、または予想しな

かった事象の発生を反映させるために、これらの将来を見通した記述の改訂版を公表するいかなる義務も

負うものではない。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

①会社制度

本書の提出日現在、当社のような会社の設立および存続を規制する主たる法律的枠組みは、イングラ

ンドの2006年会社法（以下「英会社法」という。）である。英会社法は、2006年11月８日に女王から裁

可され、段階的に施行された。英会社法は、2009年10月１日に（ただし、いくつかの限定的な対象外箇

所がある。）最終施行された。

英会社法により、1989年会社法の規定により修正および補足された1985年会社法（これまでイングラ

ンドおよびウェールズで設立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。以下「1985年法」と

いう。）は、廃止され、書き換えられた。英会社法の最終施行によって、当社を含む会社の根幹を統制

する法的枠組みにつき多くの点が変更された。

以下は、当社を含む会社に適用される英会社法の主要規定を要約したものである。

会社の設立手続には、発起人による基本定款への署名、および通常の場合、通常定款への署名が含ま

れる。登記官が設立証書を交付する前に、署名済の基本定款および通常定款を会社登記機関（以下「登

記官」という。）に登録しなければならない。当社は、1948年から1967年の会社法に基づいて1969年11

月18日付で設立され、有限責任会社として登記された。その後、1982年２月１日に1948年から1980年の

会社法に基づき、公開会社として再登記され、1984年スタンダード・チャータード・バンク法（同法に

基づき、当社が従前に行ってきた銀行業務がその100％子会社であるSCバンクに譲渡された。）に基づい

て1985年１月１日に現在の登記名であるスタンダード・チャータード・ピーエルシーに変更された。

英会社法の下では、新しく設立される会社にとって基本定款の範囲は減少し、基本定款は、発起人が

会社を設立しようとしていること、およびそれぞれが会社の株主となり最低１人１株は保有することに

同意していることを示すものでしかない。1985年法に基づき基本定款に記載することが求められた事項

（会社の目的、会社の株式資本の額面金額、会社の商号および有限責任公開会社か有限責任非公開会社

のいずれであるかの確認記載）は、現在、基本定款に記載することができない。さらに、英会社法は、

2009年10月１日より前に設立された（当社のような）会社の基本定款に記載された事項は、通常定款が

それに応じて変更されていない限り、通常定款に記載されたものとみなす旨規定している。

通常定款には、会社の内部管理統制に係る規則が記載される。通常定款は、（裁判所もしくは会社の

通常定款を変更する権利能力を制限もしくは排除している他の当局の命令、および形式について確立さ

れた条項、またはすべての株主によって合意された条項に従い、）特別決議によってのみ変更すること

ができる。

通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に係る規定が含まれる。

(a)　会社の株式に付随する権利および義務（株式の割当、登録および譲渡ならびに株式資本の増加お

よび変更に係る事項を含む。）

(b)　株主総会の議決および運営

(c)　取締役（取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の宣

言および承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に係る事項を含む。)
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(d)　会社の秘書役の選任および社印の使用

(e)　配当の宣言および支払

(f)　財務書類の管理および株主総会への提出ならびに株主への通知手続

会社は、会社の取引を表示および説明するに足りる会計記録を保管することを英会社法によって義務

づけられている。会計記録は、当該時点の会社の財務状態をいかなる時にも合理的な正確性をもって開

示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に会社の状況および損益の状態が真実かつ公

正に表示されていることを保証するに足りるものでなければならない。会社の取締役は、事業年度ごと

に、英会社法およびその下で制定される下位立法の要件に従った貸借対照表、損益計算書および注記か

らなる財務書類を作成しなければならない。これらの財務書類は会計士（以下「会計監査人」とい

う。）による会計士の専門家団体が定めた手続および基準に従った監査を受けなければならない。会計

監査人は、適法に監視され適切に資格を有さなければならず、会計監査は適法に、かつ、誠実で適切な

独立性をもって、行われなくてはならない。会計監査人は、法律により、会計監査人の判断において、

貸借対照表および損益計算書が英会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作成されているか

どうか、特に当該貸借対照表または損益計算書が会社（またはグループ）のその事業年度末における財

務状況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを記載した報

告書を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は、会計監査人の意見では事業年度

についての戦略報告書（もしあれば）および取締役の報告書が当該事業年度の財務書類に合致している

か否かを、会計監査人の報告書に記載しなくてはならない。小会社に該当する会社は、一般的な会計お

よび監査要件の一定の免除を受けることができるが、当社はこの要件を満たしていない。

年次財務書類は、会社の事業に係る公正な検討を含む戦略報告を記載した取締役の報告書、会社およ

びそのグループが直面する主要なリスクおよび不確定要素に係る記載（関連ある事業年度中の会社およ

びそのグループの事業および当該事業年度末の事業状況の推移と実績に係る分析を含む。）、取締役の

報酬報告書（上場会社の場合）およびかかる年次財務書類に係る会計監査人の報告書と共に株主総会に

提出されなければならず、当該財務書類が提出される株主総会の21日以上前に会社の株主名簿に登録さ

れた会社の全株主に送付されなければならない。公開会社（当社を含む。）の場合には、財務書類が株

主総会に提出され、かつ、関連ある事業年度末から６か月以内に登記官に提出されなければならない。

ロンドン証券取引所の主要市場で取引が許可されている特定の種類の株式を発行する（当社のような）

会社の場合、財務書類は、関連する事業年度末から４か月以内に公開しなければならない。ビジネス・

革新・技術大臣が定める一定の場合において、株主に対して戦略報告書（特定の補足資料を含む）の写

しのみを送付することができる。

取締役の報告書には、特に英会社法に定める一定の事項（会社が宣言する配当に係る取締役の勧告を

含む。）を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払については株主総会の承認を受け

なければならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うことを

決議できない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するのが通常

である。英会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益（英会社法に定める方法で

計算し、概ね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額）がある場合にのみ支払うことができ

る旨を定めている。さらに、当社のような公開会社は、純資産が払込済資本金総額と配当不能な準備金

の合計額を下回る場合、または、配当支払により、そのおそれがある場合には、配当を実施することを

禁止されている。

②株主
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公開会社（当社を含む。）は、株主総会を少なくとも毎暦年に１回開催しなければならず、かかる株

主総会を定時株主総会という。慣例上、定時株主総会の開催の主な目的は、年次報告書および財務書類

の受領に加えて、取締役の選任または再任、期末配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならびにその

報酬額について決定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は、定時株主総

会以外の株主総会（単なる株主総会）を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主は、取締

役に対してかかる株主総会の招集を請求することができる。

会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常定

款に規定されている。

株主総会に出席し議決権を行使することのできる株主は、当該株主の、総会に出席し、発言および議

決権を行使する権利の、すべてまたは一部を行使することのできる代理人を総会に出席させることがで

きる。代理人は会社の株主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選任など株

主総会に係るその他の事項が定められる。

株主総会の決議の多くは、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した株主の単純過

半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択される。ただし、英

会社法に定めのある、または通常定款に定められ得る場合（通常定款の固定化されていない条項の変更

など）は、議決権を行使した株主の４分の３以上の賛成挙手または場合によって４分の３以上の賛成票

を必要とする特別決議によらなくてはならない。

③経営および運営

公開会社には、２人以上の取締役（いずれか１名は自然人でなければならない。）および１人以上の

秘書役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。

秘書役は、英会社法上特定の義務および責任を負い、英会社法に定める資格を満たさなくてはならな

い。

通常定款は会社の業務が取締役会により運営されると定めている。取締役は、通常の場合、取締役会

として行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、会議を招集せずに決議す

る。通常の場合、取締役は、通常定款に基づき１人以上の取締役により構成される委員会または業務執

行取締役に対して特定の権限を付与することができる。

通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表す

る権限をいかなる者（会社の従業員を含む。）に対しても付与することができる。

株主は、通常、普通決議（単純多数決）により何時でも取締役の一部または全部を解任する権限を有

する。当社の場合、通常定款において、特別決議によりいずれの取締役もその任期満了前に解任できる

旨定められている。

④新株引受権および株式の発行

英会社法によると、株式の割当てまたは新株引受権もしくは有価証券を株式へ転換する権利を付与す

るためには、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取締役

は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権を受ける場合、その授権の下で割り当てるこ

とのできる株式の上限額を定め、授権が失効する日（有効期間は、設立時の定款の定めによる授権の場

合は設立日から５年、その他の場合は、授権決議の日から５年を超えないものとする。）を明示する必

要がある。

英会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれるエクイティー証券（英会社法に定義され

る。）の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議または通常

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

  5/616



定款により適用されなくなるかまたは修正される可能性がある。英会社法上、かかる特別決議による授

権は５年間に限り有効である。

⑤株式に係る利害関係の調査

英会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている者ま

たは利害関係を現に有していると信じるに足る合理的な理由がある者もしくは過去３年以内に利害関係

を有していた者に対して、当該利害関係に係る事項の開示を要求する権利を付与している。要求された

情報を提供しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に係る権利の剥奪、当該株式に係る譲渡および

配当その他の支払いならびに追加株式の発行が禁止される場合がある。会社の通常定款により、英会社

法に基づく当該開示義務の不履行があった場合に、かかる不履行があった者に対し取締役会は制裁措置

を課すことができる。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

当社は英国法に基づいて設立されており、同時に当社の通常定款にも準拠している。以下に記載した

のは2010年５月７日改訂後の最新の当社通常定款の主な規定を抜粋したものである。通常定款のすべて

の規定を完全に理解するためには、その全文を読むべきである。

英会社法セクション28に基づき、当社の通常定款の規定として取り扱われてきた当社基本定款のすべ

ての規定は、2010年５月７日以降当社の通常定款から削除された。

①株式

(ⅰ) 資本

香港上場規則の要件および当社の既存株式に付与された権利を条件として、当社は、当社が通常

決議で決定する権利または制限を付与した、またそのような決議が行われなかった場合や決議が特

段の規定をしなかった場合にはその時々における当社取締役会（「取締役」とは当社の１名の取締

役を意味し、「取締役ら」、「取締役の」および「取締役らの」などの用語はそれに準じて解釈さ

れるものとする。）あるいは定足数が充足されている取締役らによる会議（以下「取締役会」とい

う。）の出席取締役らが決定する内容の権利または制限を付した株式を、発行することができる。

取締役が知る限り、テマセク・ホールディングス（プライベート）リミテッドは、当社発行済み

普通株式の10％を超える持分を保有している当社唯一の「大口株主」である。当社は英会社法に基

づく「上場会社」である。

(ii) 株式の発行

通常定款の規定を条件として、取締役会はあらゆる通貨建の優先株式を、当該シリーズの発行を

承認する決議において決定する権利ならびに制約と制限を付しかつそれらを条件として、ひとつま

たは複数のシリーズ(それぞれを以下では「シリーズ」という。)で発行することができる。これに

関して取締役会は、既に割当済または発行済の優先株式のシリーズに付されたのと同じ権利、制約

および制限を、優先株式の他のシリーズに付すことを要求されない。

通常定款の規定および当社により採択された決議を条件とし、かつ既存株式に付与された権利を

害することなく、取締役会は、取締役会が決定する者に対し、取締役会が決定する時期に、取締役

会が決定する対価および条件で、当社株式の募集、割当て、当社株式に対するオプションの付与、

その他当社株式の取引あるいは処分を行うことができる。
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2016年５月４日に開催された当社定時株主総会において、当社は、取締役会が下記のように当社

株式を割り当て、当社株式の引受権を付与し、または何らかの証券の当社株式への転換を認めるこ

とを、承認する通常決議を行った。

(1)　　上限を額面金額で327,968,254米ドルとして行うこと。ただし、本号および下記第(2)号に基づ

いて割り当てられる金額が546,613,757米ドルを超えないこと、ならびに本号および下記第(2)

号および(3)号に基づいて割り当てられる金額が1,093,227,514米ドルを超えないことを条件と

する。前述の条件に従い、327,968,254米ドルという額面金額は、当該総会後の12カ月間に当

社が買戻した株式数（この株式数は327,968,254株を超えないものとする。）に相当する金額

だけ、増額することができるが、かかる増額は本号および下記第(2)号および(3)号に従って割

り当てられる1,093,227,514米ドルを超えないものとする。

(2)　　以下に記載するものについては額面金額で546,613,757米ドルを上限として行うこと。ただし、

常に上記第(1)号に記載された総額限度に従う。

(ア) 　以下に係る募集または勧誘をする場合

(A)　　普通株主に対し、それぞれの既存株式保有数に（実行可能な限り）比例した

形で行う場合、

(B)　　他の資本証券の保有者に対し、それら証券に付随する権利に基づいて行われ

る場合、または取締役会が必要と考えた場合

(イ) 　スクリップ配当制度または当社通常定款に従って実施される同様な取決めにより行う

場合

(3)　　常に上記第(1)号に記載された総額限度に従い、株主割当発行の方法により行われる募集に係る

資本証券（英会社法の定義による。）を額面金額1,093,227,514米ドルを上限として以下のよ

うに行うこと

(ア) 　普通株主に対し、（実行可能な限り）それぞれの既存保有株式数に比例した形で行う

場合

(イ) 　他の資本証券の保有者に対し、それら証券に付随する権利に基づいて行われる場合、

または取締役会が必要と考えた場合

(4)　　定時株主総会の開催日前に採択された、既存の当社または当社子会社の株式制度の条件に従っ

て行うこと

加えて、取締役会は、当社、当社の子会社または従属会社による追加的Tier1転換株式証券（以下

「ECAT1証券」という。）の発行であって、前もって定めた条件に従って自動的に当社株式に転換さ

れ、または交換されるものに関して、額面金額の合計の上限を327,968,254米ドル（または

655,939,508株）として、当社株式を割り当て、当社株式の引受権を付与し、または何らかの証券の

当社株式への転換を認めることを、承認された。

また取締役会は、当社の既存株主以外の者に資本証券を非優先ベースで、(1)上限81,992,063.50

米ドルまでまたは(2)上記ECAT1証券の発行に関して、割り当てる権限も与えられた。

上記の権限は2017年に開催される定時株主総会の終了時まで（または2017年８月３日の営業終了

時のいずれか早い時まで）適用される。（ただし、当社の株主総会において取り消しまたは変更さ

れた場合を除く。）

(iii) 株式の譲渡

適用ある通常定款の規定に従い、次の各規定のとおりとする。
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(1)　　株主は、保有する無券面化された株式の全部または一部を、その時々において無券面化され

た証券に適用される会社法およびその他の法律あるいは規則に規定された方法により、かつ

当該法律規則の規定に従い、適切な決済あるいは清算のシステムを通じて譲渡することがで

きる。したがって、書面の証書または譲渡される株式の券面の提出によって譲渡を行うこと

が要求または企図されている通常定款の規定は、無券面化された株式に適用されない。

(2)　　株主は、券面化された株式の全部または一部を、通常の形式または取締役会が承認するその

他の形式の譲渡証書によって、譲渡することができる。

譲受人の氏名・名称が株主名簿に記載されるまでは、株式の譲渡人が引き続き当該株式の株主と

みなされる。通常定款は、取締役会が株式譲渡の登録を拒絶できる幾つかの限定的状況を規定して

いる。

株券の保有者として名前が株主名簿に記載された者（法律により会社が証書の発行を要求されて

いない者を除く。）は誰でも、英会社法に規定された期限内に（または、規定された期限よりも株

式発行時に指定された期限または期間が早い場合はその期限あるいは期間内に）ひとつのクラスの

すべての株式に対して１通の証書を（支払をすることなく）受領する権利を有する。券面化された

株式が複数の者により共有されている場合、当社は１通を超える券面を発行する義務を負わず、か

つ共有株主の１名に対する券面１通の引渡しは全共有株主に対する充分な引渡を構成する。１通の

券面を構成している株式のすべてではなく一部を譲渡する株主が、残る株式を券面で保有する場

合、その株主は費用を支払うことなく残る株式の券面を受領する権利を有する。

無券面化された株式の権原は、関連する決済・清算システムの運営会社により指定されたものを

含め、会社法およびその他の関連法律・規則の関連規定に準拠して認識される。

(iv)　無記名株式

2015年５月26日より効力を有している2015年中小企業および雇用法により、当社による無記名株

券の発行は禁じられている。さらに、当社は認証された様式での引渡しおよび再発行または既発行

の無記名株券の解除を当該法律で規定される期間内に準備しなければならない。

②株主総会

(ⅰ) 株主総会の招集

取締役らは株主総会を招集することができ、かつ英会社法の規定に従って株主の要求があった場

合には速やかに、その要求受領の日から21日以内に株主総会を招集し、総会招集通知の日から28日

以内の日に開催しなければならない。

(ii) 株主総会の招集通知

(1)　　当社の株主総会は下記のような通知により招集されなければならない。

(ア) 　（下記第(2)号に記載された）条件アからウが充足されている場合には少なくとも正味

14日前に

(イ) 　その他の場合には少なくとも正味21日前に

(2)　　かかる条件は以下のとおりである。

(ア) 　条件アは、その総会が定時株主総会でないこと

(イ) 　条件イは、総会で投票する権利が付着している株式を保有するすべての株主が使用で

きる、電子的手段による投票の設備を当社が株主に提供すること。当社により提供さ
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れたそのような設備が存在し、該当するすべての株主がウェブサイトを通じて行う代

理人の任命にその設備を使用することができる場合に、この条件は充足される。

(ウ) 　条件ウは、招集通知の期間を正味14日以上に短縮する特別決議が、下記の総会で可決

されること

(A)　　直前の定時株主総会、または

(B)　　かかる定時株主総会以降に開催された株主総会

上記のように通知期間を正味14日以上に短縮する決議は、2016年５月４日に開催され

た当社の定時株主総会において可決された。

(3)　　招集通知には総会の日時、場所、および審議する議題のおおよその性質が明記され、定時株

主総会の場合にはその旨が明記される。また招集通知には、英会社法で要求された手続に係

る情報も記載しなければならない。

(iii) 株主総会における議事の進行

総会の議題に入る時点で定足数が出席していない場合、総会における議題の審議および決議は行

わないが、定足数を欠いていることによって、総会の議長の選任が妨げられるものではなく、当該

選任は総会の議題の一部としては取り扱われない。株主または株主の代理人としての立場で議題の

審議・決議に議決権を有する５名の者が、定足数を構成する。

総会に指定された時刻後５分（もしくは当該総会の議長が１時間を超えない範囲で待つことを決

定するこれより長い時間）以内に定足数が出席しない場合、または会議の途中で定足数が欠けた場

合、当該総会については以下のとおりとする。

(1)　　株主によりまたは株主の請求に基づいて開催されたものである場合は散会となる。

(2)　　その他の総会の場合は、当該総会の議長が決定するその他の日時（当該総会が延会とされる

日および再招集される日を除いて10日以上の間隔を設ける。）および場所まで延会となる。

延会とされた後の総会においては、本人または代理人が出席している議決権を有する１名の

株主（所有する株式数を問わない。）を定足数とし、延会とされた後の総会の招集通知に

は、本人または代理人が出席した議決権を有する１名の株主（所有する株数を問わない。）

が定足数となることを明記する。

(iv) 決議

株主総会において当該総会の決議に付される決議案は挙手によって決議されるが、（挙手の結果

の宣言の前または宣言の時に）投票が要求された場合はこの限りでない。次に掲げるそれぞれの者

は、投票を要求することができる。

(1)　　当該総会の議長

(2)　　出席していて当該決議案に係る議決権を有する少なくとも３名の者

(3)　　本人が直接または代理人によって出席しており、当該決議案に係る議決権を有するすべての

株主の議決権総数の10分の１以上を占める１名または複数の株主

(4)　　本人が直接または代理人により出席しており、当該決議案に係る議決権を伴う所有株式の払

込済金額が、当該議決権を伴うすべての株式の払込済金額合計の10分の１以上を占める１名

または複数の株主
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株式発行時に条件として付されていた、または関連時点において保有株式に付されていた議決権

に係る特別の条件を前提として、株主総会においては、

(1)　　その総会に本人が出席しているすべての株主は挙手により１個の議決権を、そしてその総会

に出席しているすべての（１名またはそれ以上の株主により適法に任命された）代理人は挙

手により１個の議決権を、それぞれ保有する。ただし、(i)その決議案に投票する権利を有す

る複数の株主により代理人が適法に任命されていて、かつ(ii)その代理人がそれら株主の１

名以上によりその決議案に賛成の投票をすべきことを、そしてそれら株主の他の１名以上に

よりその決議案に反対の投票をすべきことを指示されている場合に、代理人がその総会で決

議案に対する賛成に１個の議決権を、そして反対に１個の議決権を行使する場合はこの限り

でない。

(2)　　投票において、本人が直接または代理人により出席しているすべての株主は、各々が所有す

る株式資本の額面金額各２米ドルにつき１個の議決権を有する。

挙手による議決権行使の方法に係る裁量権が代理人に付与されている場合、その代理人は自らが

選択する裁量権行使の方法に従って議決権を行使するよう当該株主に指示されているものとして取

り扱う。

③取締役

(ⅰ) 取締役会の権能

通常定款および当社が株主総会において特別決議により与える指示に従い、当社の事業経営は取

締役会が行う。取締役会は、当社の事業経営に関連するものかどうかを問わず、当社のすべての権

能を行使することができる。通常定款が変更された場合および特別決議により可決された場合で

も、それ以前に取締役会により行われた行為で当該変更が行われなかったまたは当該決議が可決さ

れなかったとすれば有効であったはずの行為は、無効とならない。取締役会に付与された権能は、

通常定款により取締役会に付与された特別の権能によって限定されるものではない。

取締役会は、金銭の借入、（現在および将来の）事業、財産、資産および当社の払込未請求資本

の全部または一部に対する抵当権またはチャージの設定、ディベンチャーおよびその他の有価証券

の発行、ならびに当社または第三者の債務、負債または義務に係る担保の差入れ（譲渡の形式によ

るか担保権としての提供かを問わない。）を行うための、当社のすべての権能を行使することがで

きる。

取締役は、自らが決定する目的のために自らが決定する条件で、他の者を、当社の代理人に（委

任状その他により）任命することができる（委任された権能の全部または一部を委任する権限の委

任を含む）。

(ii) 取締役の員数

取締役の員数は５名以上30名以下とする。当社は随時通常決議により取締役の最小数および/また

は最大数を変更することができる。

(iii) 報酬

取締役会または取締役により権限を付与された委員会は、当社に雇用されまたは常勤役員となる

取締役を、随時、一人または複数人選任することができる。かかる選任された常勤取締役は、取締

役会または取締役会により権限を付与された委員会がその裁量により決定する報酬（給与、手数
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料、利益への参加またはその他のいずれによるものかを問わない。）の支払いを、常勤取締役とし

ての報酬に加えてまたは代えて、受けるものとする。

各取締役は、取締役会が随時決定する率に従って俸給の支払を受ける。ただし、取締役に支払わ

れるすべての俸給（通常定款に基づいて支払われるその他の金額を除く。）の合計が年間1,500,000

ポンドを、または当社が随時通常決議によりそれより多い金額を決定した場合はその金額を、超え

ないことを条件とする。取締役会または取締役により権限を付与された委員会の見解において、取

締役の通常の職務を超えるものであると認められた役務を履行する取締役は、通常定款により規定

された報酬に加え、取締役会または取締役会により権限を付与された委員会がその裁量により決定

する追加の報酬（給与、手数料、利益への参加またはその他のいずれによるものかを問わない。）

の支払いを受けることができる。

(iv) 取締役の利害関係

(1)　　取締役会は、通常定款に定める定足数および議決権の要件に従い、承認されないとすれば取

締役が会社法上の利益相反避止義務に違反することとなる事項（以下「相反」という。）を

承認することができる。

(2)　　相反に係る承認を求める取締役は、実務上合理的に可能な限り速やかに相反している利害関

係の性質および範囲を取締役会に報告する。当該取締役は、取締役会が当該相反に対処する

方法を決定するために必要な当該事項の詳細および取締役会が請求する追加的情報を、取締

役会に提出する。

(3)　　取締役（当該取締役を含む。）は、相反している事項に係る承認を当該取締役に付与すべき

旨を提案することができる。かかる提案および取締役会により付与される承認は、次の各号

の点を除き、通常定款の規定に基づいて他の議案が提案され取締役会により決議される場合

と同一の方法によって行われる。

(ア) 　当該取締役および同様の利害関係を有する他の取締役は、定足数に算入されず、当該

承認を付与する決議に係る議決権を有しない。

(イ) 　利害関係のない他の取締役がその旨を決定した場合は、相反の審議を行う間、当該取

締役および同様の利害関係を有する取締役を退席させることができる。

(4)　　取締役会が相反に係る承認を付与する場合、または上記第(2)号に定める状況に取締役が該当

する場合（以下「当該状況」という。）は、次の各号のとおりとする。

(ア) 　取締役会は、（関連する時点またはその後のいずれかの時点において）(a)当該取締役

が、（取締役会におけるものかどうかを問わず）相反または当該状況に関連する情報

の受領、議論、および/または決定への参加から除外されるよう要求し、かつ(b)相反

または当該状況に対処する目的で取締役会が決定するその他の条件を当該取締役に課

すことができる。

(イ) 　当該取締役は、相反または当該状況に関連して取締役会により課される条件に従って

行動する義務を負う。

(ウ) 　取締役会は、当該取締役が第三者に対して秘密にされている情報を（当社の取締役と

しての地位によらない形で）入手した場合でかつ当社に当該情報を開示することまた

は当社の業務に関連して当該情報を使用もしくは適用することが秘密保持義務の違反

になる場合には、当該取締役が当該情報の当社に対する開示や当社の業務に関連する

使用または適用を行う義務を負わない旨を規定することができる。
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(エ) 　承認の条件は書面に記録する（ただし、当該承認は、当該条件が本号に従って記録さ

れたかどうかを問わず有効となる。）。

(オ) 　取締役会は当該承認の取消しまたは変更をいつでも行うことができるが、当該取締役

が当該取消前に当該承認の条件に従って行った事項は、その影響を受けるものではな

い。

(5)　　取締役が、提案されている当社との契約または当社が締結済みの契約に対して何らかの方法

で直接的または間接的に利害関係を有している場合、当該取締役は、英会社法に従い当該利

害関係の性質および範囲を取締役らに申告しなければならない。

(6)　　取締役は、上記第(5)号に従って申告を済ませることを条件として、次の各号に掲げる事項を

行うことができる。

(ア) 　当社との契約、または当社が直接もしくは間接的に利害関係を有している契約の当事

者となること、あるいはそれらの契約についてその他の利害関係を有すること。

(イ) 　取締役会が決定する期間および条件（報酬に係るものを含む。）に従って、取締役と

しての自らの職務と同時に当社のその他の役職または報酬を伴う地位（監査役の職務

を除く。）を務めること。

(ウ) 　当社または当社が利害関係を有する可能性のある他の会社のために、自らがまたは関

係する事務所を通じて専門的資格による行為（監査人としての行為を除く。）をする

こと。

(エ) 　当社の持株会社もしくは子会社または当社が利害関係を有する可能性のある他の会社

において、取締役もしくはその他の役員となり、雇用され、またはその他の利害関係

を持つこと、またはこれらの事項を継続すること。

(オ) 　当社が利害関係を有しておらず、その会社の取締役に就任した時点では利益相反が生

じることを合理的に予想できなかった他の会社の、取締役であることまたは取締役に

就任すること

(7)　　取締役は、上記第(1)号に基づき承認されたまたは上記第(6)号に基づき許可された何らかの

種類の利害関係を有していることによって得た報酬、利潤またはその他の利益に関しては、

取締役としての職務またはそれによって確立された信認関係を理由として当社または株主に

報告する責任を負うものではなく、いかなる契約についても、上記第(1)号に基づき承認され

たまたは上記第(6)号に基づき許可された何らかの種類の利害関係を保有していることを理由

として、回避する義務を負うものではない。

(8)　　一部の限定的な場合を除き、取締役は、自らまたはその関係者が自分の知る限り（個々にま

たは合計して）重大と思われる利害関係を有している契約または提案された契約、取引また

は取決め、および提案された取引または取決め(契約に相当するか否かを問わない。)に係る

取締役会の決議において、議決権を行使する権利がなく、定足数の計算にも加えられない。

(9)　　合理的に考えて利益相反が生ずると思われる利害関係を取締役が有している場合、その取締

役は、利益相反を全般的に管理するため随時取締役らにより定められる手続および/または問

題となっている状況や事柄の管理を目的としてまたはそれらに関連して取締役らにより承認

された特定の手続を遵守することを含め、当該利益相反を管理するために必要もしくは望ま

しいと思われる追加の措置を講ずることができる。そして、取締役らにより要請された場

合、当該取締役はそのような措置を講ずるものとする。

(v) 任命
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通常定款の規定に従い、当社は取締役を務める意思を有する者を、欠員を補充するためまたは既

存の取締役の増員として、(a)当社の通常決議により、または(b)取締役会により、任命することが

できる。取締役会により任命された取締役は、当初の任命後最初に到来する定時株主総会で再任さ

れた場合にのみ、引き続き取締役として行為することができる。

(vi) 退任

毎回の定時株主総会において、最低限でも取締役の３分の１は退任するが、取締役の数が３また

は３の倍数でない場合には、退任することを要する最低限の数は３分の１に最も近い３分の１以上

の数とする。取締役の数が３名を下回っている場合は、全取締役が退任する。

それぞれの場合に交代のため退任する取締役は、前２回の定時株主総会の時点で在任しており、

そのいずれにおいても退任していない取締役とする。上記により退任する取締役の数が、通常定款

により交代のため退任することを要求されている取締役の最低数未満である場合、当該数に達する

まで追加の取締役も退任する。退任する追加の取締役は、前回の選任以降の在任期間が最も長い取

締役とするが、前回同一の日に選任された者の間では、（相互間で別段の合意をした場合でない限

り）抽選によって退任する者を決定する。加えて、他の点においては退任することを要しない取締

役も、総会開催日までの当社における雇用または常勤役員の職務以外の職務の在任期間が連続して

９年以上となる場合は退任する。それぞれの場合に退任する取締役は、（その数および本人特定の

両方とも）定時株主総会招集通知の日の営業開始時点における取締役会の構成に基づいて決定さ

れ、それらの取締役は、当該招集通知日の当該時刻後でかつ当該総会の終了前に生じた取締役の数

または本人特定の変更を理由として、交代のため退任を要求されることも交代のための退任を免除

されることもない。

④配当

(ⅰ) 配当の宣言

英会社法の規定に従い、当社は随時通常決議により、取締役会が提案する金額を超えない範囲

で、株主それぞれの権利に従った配当を宣言することができる。

(ii) 中間配当および固定配当

英会社法の規定に従い、取締役会は、当社の財政状態により正当化されると取締役会が考える中

間配当を支払うことができ、固定された率で支払われるべき配当も、当社の財政状態により支払が

正当化されると取締役会が考える場合には、取締役会が決定する間隔で支払うことができる。いず

れかの株式と同順位のまたはその株式クラスに劣後する他のクラスの株式に係る中間配当または固

定配当の支払の結果として、当該株式の株主が損失を被ったとしても、取締役会が誠実に行為して

いる場合には、取締役会は当該株主の損失に責任を負わない。

(iii) 配当の計算および通貨

株式に伴う権利またはその発行条件に別段の規定がある場合以外は、次の各項のとおりとする。

(1)　　すべての配当は、当該配当が支払われる株式の払込済金額に応じて宣言され、支払われ

る。ただし、株式に係る払込請求に先行して支払われた金額は、当該株式の払込部分と

しては取り扱われない。

(2)　　すべての配当は、当該配当の対象となるひとつまたは複数の期間に、当該株式について

払込済金額に比例して割り当てられ、支払われる。
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(3)　　配当の宣言または支払いはいかなる通貨によっても行うことができる。

さらに、取締役会は、必要となる通貨換算に係る換算の基準および関係する費用を賄う方法を決

定することができる。

(iv) 配当からの控除

取締役会は、株式に基づきまたは関連して当社から株主に支払われる配当またはその他の金額か

ら、当社の株式に係る払込請求またはその他に基づいて当該株主から当社に支払われるべき期限到

来済みのすべての金額(もしあれば)を控除することができる。前記に基づいて控除した金額は、当

該株式に関連して当社に支払われるべき金額の支払に使用することができる。

(v) 資産の分配

配当を宣言する株主総会は、取締役会の提案に基づいてその全部または一部を資産の分配によ

り、そして特に他の会社の払込済株式またはディベンチャーの分配によって行うことを、通常決議

によって取締役会に指示することができ、取締役会は、中間配当について同様の指示を行うことが

できる。当該分配について困難が生じた場合、取締役会は、取締役会が適切と考える方法によりそ

れを解決すること、特に端数の売却および譲渡を行う権限を任意の者に付与することや端数全部を

無視することができ、分配する資産またはその一部の価値を分配の目的で決定すること、ならびに

分配の公平性を確保するために、決定された合計価値に基づいて株主に現金が支払われるべき旨の

決定を行うこと、および取締役が適切と考える場合には、分配する資産を受託者に帰属させること

ができる。

(vi) スクリップ配当

当社の通常決議によりその権限を付与された場合、取締役会は通常定款の規定に従い、当該通常

決議により指定された配当の全部(または取締役会が決定する部分)に係る現金に換え、全額払込済

として貸方計上された普通株式の受領を選択する権利を普通株式の株主（金庫株として株式を所有

する株主を除く。）に提供することができる。

２【外国為替管理制度】

現在、国際連合、欧州連合（以下「EU」という。）、連合王国の金融制裁に係る法令、規則その他の命

令により禁じられている支払いまたは取引に係る規制を除き、連合王国非居住者による当社普通株式また

は負債証券の取得ならびに連合王国非居住者に対する(1)普通株式の配当その他の分配金、(2)普通株式の

売却手取金または(3)負債証券の元利金の送金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。

３【課税上の取扱い】

連合王国における課税

以下の記述は、発行会社により発行され日本で販売される債券（以下「本社債」という。）に係る元利

金の支払いに関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収課税の取扱いについて要約したもの

である。本要約は、現行法（2016年５月26日現在）および連合王国歳入税関庁（以下「歳入税関庁」とい

う。）の実務に依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されることがある。以下の記述

は、本社債の取得、保有および処分に係る連合王国のその他の課税上の取扱いについて記述したものでは

ない。以下の記述は、もっぱら本社債の完全な実質所有者である者の地位に関連するものである。将来に
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おいて本社債の債権者となる者（以下、「本社債権者」という。）は、本社債のいずれかの回号に係る特

定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債のその他の回号における課税上の取扱いに影響を及ぼす可能

性があることに留意すべきである。以下の記述は情報の提供を目的とする一般的な指針であり、十分な注

意をもって取り扱われるべきである。以下の記述は税務上の助言を提供することを意図したものではな

く、本社債の購入希望者に関連する可能性があるすべての税務上の検討事項について記述することを目指

したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について何らかの疑いがある場合は、専門家に助

言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処分について連合王国以外の管轄地で納

税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無（および納税義務がある場合はいずれの管轄地

の法律に基づいてかかる納税義務を負うか）について、専門家の助言を求めることが特に望ましい。なぜ

なら、以下の記述は、本社債に係る支払いについて、もっぱら連合王国における課税上の一定の側面を述

べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債に係る支払いについては、たとえかかる支払

いが連合王国の法律に基づく課税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収または控除なしに行われる場

合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う可能性があることに留意すべきである。

(A) 連合王国の源泉徴収税

1.　利息の支払いを受ける権利を伴う本社債は、承認された証券取引所に上場されており、かつ上場

され続けるという場合に限り、「上場ユーロ債」を構成する。かかる本社債が上場ユーロ債であ

り、かつ上場され続けている間、本社債についてなされる利息の支払いについては、連合王国の

所得税上の（またはこれを理由とする）源泉徴収または控除なしに行うことができる。

　歳入税関庁のコミッショナーが下した命令により、承認された証券取引所として指定された取

引所において取引が許可されている場合、証券は、この目的において、「承認された証券取引所

に上場」され、連合王国オフィシャル・リスト（2000年金融サービス市場法第６章の意味におけ

る）に含まれるか、または一般に欧州経済地域加盟国に適用される規定に相当する規定に基づ

き、承認された証券取引所を持つ連合王国外の国において正式に上場される。

　香港証券取引所は承認された証券取引所である。発行会社は、現行の歳入税関庁の実務につ

き、かかる取引所のメインボードに正式に上場されかつ取引が許可されている証券は、これらの

目的において「承認された証券取引所に上場」されているとみなされる、と理解している。

2.　上記1.に記載する免除規定に該当しないその他すべての場合において、本社債の利息の支払い

は、基本税率（現行では20％）により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当する可能

性がある。ただし、適用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるその他の免

除規定に基づいて歳入税関庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合にはこれに従う。ただ

し、かかる源泉徴収は、期限１年未満で発行され、かつ本社債を合計１年以上の期間を有する借

入れの一部とする効果のある取決めに基づいて発行されたのではない本社債についてなされる利

息の支払いについては、適用されない。

(B) 連合王国の源泉徴収税に係るその他の規則

1.　利息の支払いが、連合王国の所得税の控除を受けて行われた場合、連合王国に居住していない本

社債権者または利札の所持人は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定があるときまたは地方

税法上可能なときには、控除税額の全部または一部を回復できる可能性がある。

2.　本社債が元本金額の100％を下回る発行価格で発行される場合、かかる本社債の割引相当部分に

ついては、上記(A)の諸規定により、一般的に連合王国の源泉徴収税は課されない。

3.　本社債が、額面を超える金額にて償還される（またはそうなる可能性がある）場合は、（割引価

格で発行される場合とは異なり、）かかる額面超過相当部分は、利息の支払いを構成する可能性

がある。利息の支払いは、上記に概説した連合王国の源泉徴収税に服する。
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4.　上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記は、他の法律

に基づき、または、本社債の要項もしくは関連する書類によって設定される、「利息」または

「元本」についてのいかなる異なる定義も考慮に入れていない。本社債に係る支払いが、連合王

国の税務目的上、利息を構成せず（または利息として扱われず）、例えば、連合王国の税務目的

上、年次払いまたは貸株関連払（manufactured payment）を構成する（またはそのように扱われ

る）場合（特に、本社債の特定の発行条件に規定する諸要項によって決定される）は、連合王国

の源泉徴収税の対象となる可能性がある。この場合には、連合王国の所得税が控除されて（源泉

徴収税率は当該支払いの性質による）支払いがなされるものに該当する可能性がある。ただし、

適用される可能性のある源泉徴収の免除規定および適用ある二重課税防止条約の規定に基づいて

歳入税関庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合には、これに従う。本社債権者は、本社

債に係る支払いであって、連合王国の税法上の解釈においては「利息」または「元本」を構成し

ないものに係る源泉徴収税上の取扱いについて、各自専門家の助言を求めるべきである。

5.　発行会社によって捺印証書に基づきなされる支払いは上記の連合王国の源泉徴収税の免除を受け

られない可能性がある。

6.　「連合王国における課税」と題する上記の概要は、発行会社の代替がないことを前提とするもの

であり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していない。

４【法律意見】

当社の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出してい

る。

(1)　当社は、イングランド法に基づいて有限責任公開会社として適法に設立されている。

(2)　本書の「第一部　企業情報－第１　本国における法制等の概要」における記載は、当該記載がイン

グランド法（または租税に関しては、連合王国の租税法）に基づく記載である限り、あらゆる重要な

点において真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

2015年

百万米ドル

2014年

百万米ドル

2013年

百万米ドル

2012年

百万米ドル

2011年

百万米ドル

減損損失控除前税引前営業利益 4,116 7,289 8,584 8,061 7,720

貸付金減損損失およびその他の信用リス

ク引当金 (4,976) (2,141) (1,617) (1,196) (908)

その他の減損 (855) (1,161) (1,129) (196) (111)

税引前当期(損失)/利益 (1,523) 4,235 6,064 6,851 6,775

株主に帰属する(損失)/利益 (2,194) 2,613 4,090 4,887 4,849

銀行に対する貸付金
1

64,494 83,890 83,702 67,797 65,981

顧客に対する貸付金
1

257,356 284,695 290,708 279,638 266,790

資産合計 640,483 725,914 674,380 631,208 592,686

銀行からの預金
1

37,611 54,391 43,517 36,427 35,296

顧客勘定
1

350,633 405,353 381,066 372,874 345,726

株主資本 46,204 46,432 46,246 45,362 40,714

資本的資源合計
2

70,364 69,685 67,238 64,643 58,092

普通株式１株当たりの情報（セント）  

基本的利益
3

(91.9) 97.3 156.5 190.1 191.1

標準化後利益
3, 4

(6.6) 138.9 194.2 214.3 188.5

配当金
3

13.71 81.85 81.85 79.95 72.34

純資産価額 1,366.0 1,833.9 1,872.8 1,852.3 1,653.2

正味有形資産価額 1,224.1 1,610.9 1,597.6 1,526.5 1,355.6

総資産収益率(％)
5

(0.3)％ 0.4％ 0.6％ 0.8％ 0.8％

比率  

標準化後普通株主資本収益率
4

(0.4)％ 7.8％ 11.2％ 12.8％ 12.2％

基本的な営業収益に対する営業経費の比

率 73.1％ 60.2％ 54.3％ 57.1％ 56.2％

標準化後の営業収益に対する営業経費の

比率
4

67.8％ 58.9％ 54.4％ 53.7％ 56.5％

自己資本比率

CET１／Tier１資本
6

12.6％ 10.5％ 10.9％ 13.4％ 13.7％

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

 17/616



自己資本合計
6

19.5％ 16.7％ 17.0％ 17.4％ 17.6％

1　損益を通じた公正価値評価区分で保有する金額を除く。

2　株主資本、非支配株主持分および劣後ローン資本。

3　2015年のライツ・イシューに算入されている割増要素の影響を受けて修正再表示されている。

4　標準化後の損益は、無形資産の償却および減損、資本的性格の損益、および劣後負債の買戻しに係る損失を除外した当グループの損

益を反映している。

5　株主に帰属する利益を当グループの総資産で除した数値を表している。

6　未監査。

２【沿革】

SCPLCは1969年11月18日に、イングランドおよびウェールズで株式会社として設立され登記された。普通株

式および優先株式はロンドン証券取引所で上場取引されており、同取引所のオフィシャル・リストに掲載さ

れている。SCPLCの普通株式は香港証券取引所にも上場されており、インド預託証券によりボンベイ証券取引

所およびインド国立証券取引所にも上場されている。SCPLCは英会社法に基づいて営業しており、登記番号は

第966425号である。

当グループは、特にアジア、アフリカおよび中東の市場に重点を置いて国際的な銀行・金融サービスを提

供しているグループである。2016年３月31日現在で、当グループは67の市場において、合計約84,000人の従

業員を保有している。

SCバンクは、スタンダード・バンク・オブ・ブリティッシュ・サウス・アフリカ（以下「スタンダード・

バンク」という。）およびチャータード・バンク・オブ・インディア・オーストラリア・アンド・チャイナ

（以下「チャータード・バンク」という。）という２つの銀行の合併により1969年に組織された。

チャータード・バンクは、ビクトリア女王の勅許を得てジェームズ・ウィルソンにより1853年に設立され

た。チャータード・バンクは1858年にムンバイ（ボンベイ）、コルカタおよび上海に事務所を開設し、その

後1859年には香港およびシンガポールに事務所を開設した。伝統的な貿易は、ムンバイからの綿、コルカタ

からの藍および紅茶、ビルマからの米、ジャワ島からの砂糖、スマトラ島からのたばこ、マニラからの麻、

そして横浜からの絹などの取引であった。1869年にスエズ運河が開通し1871年に電信が中国まで延伸した

後、チャータード・バンクは東方との貿易発展に大きな役割を果たした。1957年、チャータード・バンクは

イオニアン・バンクのキプロス支店と共にイースタン・バンクを買収して、湾岸地域における拠点を確立し

た。

スタンダード・バンクは、南アフリカのケープ・コロニー出身のジョン・パターソンにより1862年にロン

ドンで設立され、翌年ポート・エリザベスで営業を開始した。チャータード・バンクは、1870年代からキン

バリーのダイアモンド産地に開発金融を提供していたことでよく知られていた。その後1886年に北方のヨハ

ネスブルグのニュータウンで金鉱が発見された時に、ネットワークはさらにそこまで拡大した。1953年まで

に、チャータード・バンクはアフリカの南部、中部および東部に拡大して、600の事務所を保有するに至っ

た。1965年、スタンダード・バンクはバンク・オブ・ウェスト・アフリカと合併し、その営業をカメルー

ン、ガンビア、ガーナ、ナイジェリアおよびシエラレオネに拡大した。

1987年、SCバンクは保有していたスタンダード・バンクの持分を売却した。現在同行は別個の銀行として

営業している。
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2000年以降当グループは数々の提携を組み、買収を行った。その結果、当グループの主要地域や国におけ

る所在地および商品の拡大が可能となった。以下に主要なものを掲げる。

2000年には当グループは、香港にあるチェース・マンハッタン・カード・カンパニーを1,320百万米ドルで

買収し、グローバルにはオーストラリア・ニュージーランド・バンク・グリンドレーズを1,340百万米ドルで

買収した。

2004年には、インドネシアではスタンダード・チャータード・バンク・アンド・ピーティー・アストラ・

インターナショナル・テルブカの共同事業によりペルマタバンクの株式の63％を355百万米ドルで買収した。

2005年には、韓国でコリア・ファースト・バンクを3,300百万米ドルで買収した。

2006年には、台湾の新竹国際商業銀行を1,200百万米ドルにて、パキスタンではユニオン・バンクの株式の

95.37％を487百万米ドルにて、更には、スタンダード・チャータード・バンク・アンド・ピーティー・アス

トラ・インターナショナル・テルブカの共同事業では、ペルマタバンクの株式の26％を193百万米ドルにて買

収した。

2008年には、823百万米ドルにて、アメリカン・エクスプレス・カンパニーの100％子会社であり、47カ国

にて事業展開しているアメリカン・エクスプレス・バンクのグローバルな買収を完了した。2010年には、当

グループの初インド受託機関としての業務を開始し、インドの投資家が当グループの発展に寄与することを

可能にした。

３【事業の内容】

SCPLCは、持株会社であり、すべてのビジネスを子会社を通じて行っている。

当グループの事業

スタンダード・チャータードは、世界で最も動的な市場の一部において150年の歴史を持つ、主要な国際的

な銀行グループである。当グループは、アジア、アフリカおよび中東全土にわたり、個人や企業にバンキン

グ・サービスを提供し、投資、取引および富の創造を推し進めている。

当グループは本社をロンドンに置き、ロンドン証券取引所と香港証券取引所の両方でプライマリー上場し

ており、時価総額によりFTSE100構成企業に入っている。当グループのインド預託証券は、ボンベイ証券取引

所およびインド国立証券取引所に上場している。

当グループは、香港金融管理局より香港で紙幣を発行する認可を受けている商業銀行３行のうちの１行で

あり、世界で第７位の米ドル決済行として１日平均200十億米ドル以上を決済している。当グループはまた、

人民元（以下「RMB」という。）の国際化の最前線に立っている。当グループのアジアの現地についての深い

知識とRMB取扱能力が相まって、当行が多角的な事業と成長機会を特定することを可能にしている。

貿易金融とコマーシャル・バンキングにおける当グループのルーツは、当グループの歴史を通じて成功の

中核を成してきたが、現在の当グループの事業の基盤は拡大しており、30を超える市場でリテール・バンキ

ングにも従事している。当グループのブランド・プロミスである「ヒア・フォー・グッド」は、当グループ

のすべての意思決定に組み込まれており、当グループの顧客、株主および当グループが営業する国に対する

コミットメントの拠り所である。

当グループの組織構造

2015年６月、ビル・ウィンターズが新任のグループ最高経営責任者に任命された。その直後の2015年７月

に、当グループは新しい経営陣とともに新しい組織構造を発表した。当グループの事業の再編成は2015年10

月１日より実施され、当グループの2016年年次報告書および決算報告書に反映される。
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この新たな組織構造により、当グループは事業を簡素化・効率化し、階層の削減、明確な説明責任の整

備、効率の向上を行うと同時に、最高水準のリスク管理、コンプライアンスおよび行動に対する明確な焦点

を維持した。

加えて、当グループの事業再編成は、各国の顧客へのサービスが各国または各地域の経営構造を通じて行

われ、グローバル規模の顧客および事業へのサービスは全世界ベースで行われることを確実にし、また、当

グループがすべての顧客に商品および機能を一貫性を伴って提供することを確実にする。

この結果、当グループは８地域を４つの地域事業に統合し、それぞれは地域最高経営責任者（以下「CEO」

という。）が指揮をとる。これらの地域CEOは、各国の当グループ顧客および事業、純利益および資本、なら

びに各国規制当局との関係に対する責任を負う。これらのCEOはまた、行動およびコンプライアンス・プログ

ラムの推進を支援する。

当グループは、これらの４つの地域事業に加えて、４つの顧客事業を持ち、それぞれは事業CEOが指揮す

る。コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングおよびプライベート・バンキング・ア

ンド・ウェルス・マナジメントは、グローバルレベルで経営される。コーポレート・アンド・インスティ

テューショナル・バンキングは、顧客のクロスボーダーの取引リスク管理および投資ニーズを支援する。こ

の事業は、ファイナンシャル・インスティテューションとインターナショナル・コーポレートの２つの顧客

セグメントと、コーポレート・ファイナンス、ファイナンシャル・マーケッツおよびトランザクション・バ

ンキングの３つの商品から構成される。コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングは

グローバル事業として当グループの各地域で営業し、当グループのネットワークを使用して高品質の顧客経

験を提供する。リテール・バンキングおよびコマーシャル・バンキングは国別に管理され、地域ごとの監督

をもって経営される。

当グループは効率改善およびグループの業務構造の改善をさらに推進し、2018年末までに、総従業員数

を、自然減を含めて約15,000名削減することを見込んでいる。当グループの全体の従業員数は、2014年末の

90,940名から、2015年末は84,076名へと減少した。

2016年４月30日現在の組織構造

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

 20/616



顧客セグメントグループ

当グループは顧客主体の銀行であり、投資の助言、革新的な商品およびソリューションを顧客に提供する

ことに焦点を置いている。当グループは、コーポレート・アンド・インスティテューショナル、コマーシャ

ル、プライベート・バンキングおよびリテールそれぞれの顧客の金融ニーズを理解し、これに対応するた

め、顧客と密接な連携を取っている。当グループは、３つの顧客セグメントグループ、すなわちコーポレー

ト・アンド・インスティテューショナル・バンキング、コマーシャル・アンド・プライベート・バンキング

およびリテール・バンキングで組織されている。

１　コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキング

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキング部門は、運転資本および現金管理に係る

ソリューション、決済、貿易金融、外国為替ならびに投資に係るソリューション等、様々な機能を提供して

いる。

・　ファイナンシャル・インスティテューション：　銀行、投資顧客、保険会社、ブローカー・ディー

ラー、公的機関（中央銀行、政府系ファンドおよび開発機関を含む。）その他の種類の金融機関を

担当する。

・　インターナショナル・コーポレート：　高いレベルでの国際的サービスが必要な、最先端かつクロ

ス・ボーダーのニーズを有する大手多国籍企業および大手事業グループで構成される。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングは３つの商品グループに係るサービスを

提供している。
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・　ファイナンシャル・マーケッツ：　FX、金利および信用取引、コモディティ、エクイティ、キャピ

タル・マーケッツ、ならびに資産負債管理におけるオリジネーション、トレーディング、セールス

およびストラクチャリングに及ぶ。

・　コーポレート・ファイナンス：　アドバイザリー・アンド・インフラストラクチャー・ファイナン

ス、ストラテジック・ファイナンス、ストラクチャード・トレード・ファイナンス・アンド・ファ

イナンシング・ソリューション、ストラクチャード・ファイナンスおよびプリンシパル・ファイナ

ンスの分野において、各顧客向けにソリューションを提供している。

・　トランザクション・バンキング：　キャッシュ・マネジメント、貿易および証券サービス等、運転

資本に係る統合的なソリューションを提供している。

２　コマーシャル・アンド・プライベート・バンキング

・　コマーシャル・バンキング：　指定された取引先関係担当者によって管理される中小企業顧客で、

概算で10百万米ドルから100－150百万米ドルの売上高を有する法人顧客にサービスを提供してい

る。

・　プライベート・バンキング：　富裕層の顧客に対し、各個人向けのサービス、グローバルおよび現

地でのトップレベルの投資マネージャーへのアクセスならびに評判の高い商業銀行からの一流の信

用業務および取引銀行業務の提供に専心している。

コマーシャル・アンド・プライベート・バンキングは、ファンド、仕組商品、トレジャリー・サービスお

よび保険の管理および調達を行うウェルス・マネジメントに係るサービスを提供している。

３　リテール・バンキング

・　プライオリティ・アンド・インターナショナル・クライアント：　重要部門の顧客管理、かかる顧

客へのサービスの提供および独自で差別化された顧客満足体験の提供に責任を有している。

・　パーソナル・アンド・プリファード・クライアント：　より広範な顧客市場への銀行商品および

サービスの提供。パーソナル・バンキング（プリファード・バンキングを含む。）はポートフォリ

オ主導型モデルに基づく営業を行い、テレフォン・バンキング、ATM、インターネット、携帯、SMS

バンキング等の多様で便利なチャンネルを通じて、一貫して高品質なサービスを提供している。

・　ビジネス・クライアント：　小規模事業顧客、個人事業主、パートナーシップおよび非公開会社に

対し、運転資本、事業拡張、事業の保護、収益強化等についてのソリューションを提供している。

リテール・バンキングは、トランザクション・バンキング、モーゲージ、クレジット・カードおよび個人

向けローンといったコンシューマー・バンキング・サービスを提供するリテール・プロダクツに係るサービ

スを提供している。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングは、グローバル事業として営業を行って

いる。リテール・バンキングおよびコマーシャル・バンキングは、地域的な監視の下、本社部門チームが伝

える顧客および商品戦略に従って国毎に運営される。

当グループの戦略およびビジネスモデル

当グループのプレゼンス

当グループは、世界の成長市場の多くで事業を営んでいる。一部マクロ経済上の困難な課題は存在してい

るが、これらの市場は活気に満ちた長期的な機会を提供している。当グループのヨーロッパおよび南北アメ
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リカにおけるプレゼンスも、当グループが西側諸国とアジア、アフリカおよび中東との間の事業の橋渡しを

行うことを可能にしている。

都市中流層の台頭、デジタル技術の急速な成長、および全世界の接続性の向上のすべてが当グル―プの強

みを生かす。

当グループの新たな戦略、強力なブランド、ウェルス・プラットフォームならびにアジア、アフリカおよ

び中東におけるプレゼンスにより、当グループは当グループの顧客への傑出したサービスの提供に焦点を当

てることで、基調的な力強い成長トレンドの恩恵を享受することが可能となる。

中国における市場の動向、低迷するコモディティ価格および新興国市場に対する投資家心理の冷え込みな

ど、当グループの業績に影響を及ぼす外部的な課題がいくつか存在している。当グループはこれらの課題に

対しては現実主義的であり、正しい行動方針は、当グループの戦略計画を規律正しく実行し、事業をより動

的に推進することによって、当グループがその事業および市場に固有の収益性と成長を生み出すことを可能

にすることであると信じている。

当グループの目標

現在、当グループは、強固な資本基盤と潤沢な流動性を持ち、貸借対照表の分散化を進めている。当グ

ループは、ボラティリティが高く経済が向かい風の期間を通じて、この強固な基盤が当グループを保護する

と同時に、機会が現れた際にその機会を十分に利用するためのプラットフォームを当グループに与えること

を確信している。

当グループは2015年11月に新たな戦略を発表し、その戦略と当グループが引き続き推進している取組みの

結果、効率と集中度が高められた組織がもたらされる。当グループは、これらの変更が、2018年までに８％

超の株主資本利益率を達成する財務的に強固な事業を構築するために役立つことを確信している。なお、当

グループは2020年までに10％超の株主資本利益率の達成を目指している。

当グループは2020年までに、富裕層および新興中産階級のニーズを満たし、ネットワーク間で取引を行う

企業の国際化を可能にする市場で最良かつ最も革新的な金融機関となり、同時に当グループの規制当局に

とって信頼できるカウンターパーティとなることを目指している。

当グループの中核目的

当グループの新戦略には、基盤の確保、効率化および集中化、ならびに投資および革新の３つの中核目的

がある。当グループの広範な見直しが完了し、当グループは現在この戦略の実行および利益率の向上に焦点

を当てている。

この戦略を支えるために、当グループは顧客および株主への真の価値創造のためにリスク、利益率および

資本を管理すること、投資および慎重な費用管理を通じて効率を向上させること、ならびに利益を伴った安

全な成長を可能にすることを目的としている。

当グループは、この新戦略により当グループが持続可能で利益を伴った成長に戻り、株主のために好リ

ターンを達成することを確信している。この新戦略は、当グループが短期的な不確実性を乗り切り、過去の

問題点を解決し、潜在的に大きな機会を捉えるためのリポジショニングを行う。

事業構成の変化

不可避的に、この戦略は当グループの事業構成の変化を必要とし、当グループは事業における資本集約

的、低成長かつ低収益のセグメントから撤退することになる。このことは、当グループのリテール・バンキ

ング、ウェルス・マナジメント、プライベート・バンキング、外国為替およびトランザクション・バンキン

グにおける事業または収益の割合の増大を意味する。

要するに、当グループはネットワークおよび能力の強みを十分に活用することを可能にする事業の部分に

投資を行おうとしている。

当グループの活動状況
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当グループの戦略を実行し、３つの中核目的を達成するために、当グループは行動の包括的なプログラム

を策定した（以下を参照）。2015年11月以降、当グループはすでに当該戦略の多くの面で進展を遂げてい

る。

３つの中核目的のための行動の包括的プログラム

1.　基盤の確保

-　貸借対照表を大幅に強化するためのライツ・イシュー。

-　緊縮化されたリスク許容度と事業戦略との調整。

-　当グループのリスク加重資産の約１／３を占める事業および資産の再編成。

-　地域的な執行の重点を高めるための簡素化された組織構造。

-　行動および金融犯罪リスク・プログラムの発表。

2.　効率化および集中化

-　利益性向上のためのコーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングの再

編。

-　リテール・バンキングの変革の加速。

-　コマーシャル・バンキングの根本的な見直し。

-　地域についての明確かつ実行可能な戦略。

-　投資余力を創出するための費用の積極的管理。

3.　投資および革新

-　機会を捉えるためのプライベート・バンキング・アンド・ウェルス・マナジメントにおける

投資および革新

-　アフリカにおける強固な基盤の上への構築および安全な成長のための投資。

-　中国における機会の活用および人民元の国際化からの機会の捕捉。

-　進出先全体にわたっての強化されたリテールのデジタル機能の本格展開。

当グループの戦略の主要な要素は、中核的な強みおよび当グループが競争上の優位を持っている、あるい

は持つことになる分野に投資することである。当グループは、テクノロジー、リテール・バンキング、プラ

イベート・バンキング・アンド・ウェルス・マナジメント、アフリカ、中国、人民元の国際化およびこれら

の統制の改善に、今後３年間で３十億米ドル以上を投資しようとしている。これは、当グループの最近の投

資と比べ50％の増加であり、当グループにとって史上最大の投資となる。

当グループは、当グループの市場が進化するにつれて、その機会を活用できることを確実にするための投

資および革新を継続する。

加えて、当グループはアフリカにおける多くの市場で２桁シェアを有しており、当グループの差別化され

たポジションを十分に活用し、アフリカを大市場に育てることに興奮している。

現在アフリカが困難な課題を抱えていることは明白であるが、長期的な傾向は揺るぎないものがあり、当

グループはGDP成長とアフリカ経済の開発の両面からこの傾向を十分に活用することを計画している。特に人

民元におけるトランザクション・バンキングのような中核的機能は、アフリカ市場と非常に関係がある。

当グループは、中国市場の開拓および人民元の国際化、国際通貨基金の特別引出権通貨への人民元の採用

（人民元を準備通貨にする）ならびに中国の一帯一路構想を利用するための機能を構築している。これらの

展開は、直接的に当グループの強みを生かす。
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当グループの中国本土における中核的ポジションおよび人民元取引の主要拠点におけるプレゼンスは、

ASEAN、中央・南アジアおよび東アフリカ市場への焦点とともに、当グループが当グループの大中華圏の事業

および機能に対して多額かつ逓増的に投資することを必要とする。

当グループの文化

当グループの事業遂行および目標の達成へのアプローチを支えているのは、当グループのブランド・プロ

ミスである「ヒア・フォー・グッド」へのコミットメントである。これは、当グループが何者かであるかの

中核を成し、当グループの豊かな伝統、文化および価値観の上に築かれている。

当グループの事業を最高の倫理基準で遂行することは、当グループの文化の中心を成している。「ヒア・

フォー・グッド」は、当グループの価値観とともに、事業のすべての側面にわたって、意思決定および行動

の指針となる。これには、当グループが商品を設計し、販売する方法、当グループがお互いをどのように扱

うか、当グループが事業を営んでいる地域社会をどのように尊重し、奉仕するかが含まれる。当グループの

中核的価値観は次のとおりである。

- 勇気：当グループは、当グループが信じることを擁護し、正しいことを行う

- 応答性：当グループは迅速に対応し持続的な価値を提供することで信頼できる

- 国際性：当グループは他を尊重し、前向きに協調する

- 創造性：当グループは進化するニーズに対応するために、適応し、革新する

- 信頼性：当グループは誠実に行動し、他の信頼を勝ち得る

正しいことを行うという当グループの文化およびコミットメントは新しいものではないが、当グループは

この両方を強化し、行動、リーダーシップならびに多様性および多様性の受入れにおける進展の上に構築す

ることを決定した。

当グループは、その事業全体にわたって人権を尊重する。当グループは、雇用者として、財およびサービ

スの生産者として、または金融サービスの提供者としての役割としてにかかわらず、責任を負う。当グルー

プは、行動規範（以下「行動規範」という。）およびサプライヤー憲章の中で、人権について取り上げてい

る。当グループは、意見表明書を指針として財務上の意思決定の中で人権を考慮する。これには、特定の産

業セクターリスクに関連した子ども、労働者および地域社会の権利が含まれる。

グローバルな銀行として、当グループは事業を営む国において善を推進する力である特権、機会および責

任を有している。当グループは、事業を営む市場における社会および経済の明るい進展を推進することにコ

ミットしており、持続可能な経済成長に貢献することに焦点を当てた包括的なサステナビリティ・プログラ

ムを有し、責任能力を持つ企業であり、地域社会に投資している。

銀行の行動が強化されつつある監視下にある環境においては、当グループの倫理基準は非の打ちどころが

ないものでなければならない。当グループは、法の文言と精神を理解しこれらに従い、金融犯罪に対する闘

いにおいて断固とした役割を果し、自らの行動の結果に気を配る必要がある。

当グループの業績測定方法

当グループは、一連の財務および非財務指標ならびに重要業績指標（以下「KPI」という。）を使用して戦

略の実施における進捗を監視する。

経営チームはこれらのKPIのオーナーであり、各事業のKPIに対する進捗を監視する。これらは経営チーム

によって定期的に審査され、決められた目標に向けての軌道が十分であることを確実にし、必要な場合に適

時の措置を可能にする。

これらのKPIは、各地域、顧客セグメントおよび機能部門に適応されたビジネススコアカードを通じて、あ

るいは個別の業績目標を通じて、事業の中で段階的に下の単位に落とし込まれる。こうした下の単位に落と

し込むことは、説明責任と組織内での連携を確実にし、当グループが共通の目標に進む助けとなる。
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当グループの2016年の年次報告書および決算報告書において、当グループは2015年11月に当グループが公

表した新たな戦略を反映するために、この要約を更新する。

当グループの価値創造の方法

当グループは、ビジネスモデルを通じて広範な利害関係者にとっての長期的な価値を創造することを目指

している。
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当グループは、事業に対して持

続可能なアプローチを行い、こ

のアプローチはブランド・プロ

ミスである「ヒア・フォー・

グッド」に反映されている

当グループは明確な強みを利用し

て顧客にとっての付加価値を生み

出す

当グループの事業は、顧客への

サービスの向上が可能となるよ

うに構築されている

顧客中心主義

顧客との長期的関係の発展

強力なブランド

当グループの市場における150年

の歴史と明確な戦略的目標を持

ち、顧客満足を重視する大手の国

際的な銀行グループ

コーポレート・アンド・インス

ティテューショナル・バンキン

グ

企業および金融機関に複数の市

場でサービスを提供することに

より、顧客がグローバルに営業

し、取引することを可能にする

持続可能な経済成長に貢献する

当グループのバンキングの中核

事業が持続可能な成長と雇用創

出の支援を確実にする

国際的ネットワーク

実績に裏打ちされた、アジア、ア

フリカおよび中東にわたるバンキ

ング・サービスの提供

コマーシャル・バンキング

中規模企業による国外への拡大

と成長の目標の達成を支援する

財務ソリューションとサービス

の提供

責任ある企業であり続ける

当グループの事業活動を管理

し、利害関係者にとっての長期

的な価値を実現させる

地域との連携

現地の豊かな知識と各国拠点を通

じた連携により、地域レベルで顧

客を支援する

プライベート・バンキング

富裕層個人の銀行サービスへの

ニーズを国境を越えて支援し、

全世界の投資機会へのアクセス

を提供する

地域社会に投資する

現地地域社会と協働し、社会的

および経済的発展を促進する

投資手法

当グループの事業およびシステム

に投資して、当グループのサービ

スを改善させ、顧客のための長期

的な価値を推進する

リテール・バンキング

小規模事業ならびに富裕層およ

び新興富裕層の個人にあらゆる

バンキング上の支援を提供する

当グループの構成員

当グループの多様かつ開放性に富

んだ従業員は、全員が高度に熟練

し、最高水準の行動規範および誠

実性の規範に忠実である
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当グループは、顧客の高まる

ニーズに応えるソリューション

を提供する

これらの活動を通じて、当グルー

プは収益、利益および株主資本利

益を生み出すことを目指している

当グループは、広範な利害関係

者にとっての長期的な価値を創

造する

リテール・プロダクツ

預金、貯蓄商品、モーゲージ、

クレジット・カードおよび個人

向けローン、ならびにその他の

リテール・バンキング・プロダ

クツ

収益

正味受取利息、手数料収入および

トレーディング収入

株主

安定したリターンと長期的に持

続可能な価値を株主に提供する

ことを目指している

ウェルス・マナジメント

投資、ポートフォリオ管理、保

険ならびにアドバイザリーおよ

びプランニング・サービス

利益

当グループの商品およびサービス

の提供による収益から、費用、減

損および税金を控除した額

顧客

個人の成長および財産保護を可

能にし、事業の投資、トレー

ド、取引および拡大を手助けす

る

トランザクション・バンキング

キャッシュ・マネジメント、支

払および取引管理、証券保有お

よび貿易金融商品

株主資本利益

投下株式資本と関連して創出され

る利益

規制当局、政府および業界団体

統治機関による金融政策および

財政政策上の改善の推進を支援

する

コーポレート・ファイナンス

資金調達、戦略的アドバイス、

M&A、エクイティ・ファイナンス

およびプリンシパル・ファイナ

ンス

地域社会

成長と雇用創造を支え、金融上

の革新を実現させ、環境負荷を

低く抑える

ファイナンシャル・マーケッツ

投資、リスク管理および借入資

本市場

従業員

学習および成長の機会を提供

し、上下関係がなく、価値観で

動かされるチームを形成する

４【関係会社の状況】

(１)　当グループのストラクチャー（要約）

2015年12月31日現在
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(２)　親会社

発行会社は親会社をもたない。

(３)　子会社

主要子会社

2015年12月31日現在で、当グループが間接所有していて主に銀行業務およびその他金融サービスの提供に

従事しているすべての主要子会社は、以下のとおりである。

名称

設立または
登記が行われた
国および場所

普通株式資本に
占める

当グループの
持分 (％) 主な事業の性質

自己資本の
金額

(百万米ドル)

スタンダード・チャータード・
バンク

イングランド
およびウェールズ

100 バンキングその他
の金融サービス

34,534

スタンダード・チャータード・
バンク・コリア・リミテッド

韓国 100 バンキングその他
の金融サービス

3,796

スタンダード・チャータード・
バンク・マレーシア・ブルハッド

マレーシア 100 バンキングその他
の金融サービス

1,023

スタンダード・チャータード・
バンク（パキスタン）リミテッド

パキスタン 98.99 バンキングその他
の金融サービス

588

スタンダード・チャータード・
バンク（台湾）リミテッド

台湾 100 バンキングその他
の金融サービス

1,376

スタンダード・チャータード・
バンク（香港）リミテッド

香港 100 バンキングその他
の金融サービス

8,023

スタンダード・チャータード・
バンク（シンガポール）リミテッ
ド

シンガポール 100 バンキングその他
の金融サービス

1,539

スタンダード・チャータード・
バンク（中国）リミテッド

中国 100 バンキングその他
の金融サービス

3,020

スタンダード・チャータード・
バンク（タイ）パブリック・カン
パニー・リミテッド

タイ 99.99 バンキングその他
の金融サービス

1,159
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スタンダード・チャータード・
バンク・ナイジェリア・リミテッ
ド

ナイジェリア 100 バンキングその他
の金融サービス

544

スタンダード・チャータード・
バンク・ケニア・リミテッド

ケニア 74.30 バンキングその他
の金融サービス

397

スタンダード・チャータード・
プライベート・エクイティ・リミ
テッド

香港 100 証券への直接投資
および証券取引

275

子会社の完全なリストは、下記「第６－１財務書類－財務諸表注記　46」に含まれている。

スタンダード・チャータード・バンク・ケニア・リミテッドにおける25.7％、金額にして95百万米ドル

（2014年は106百万米ドル）の非支配持分を除き、当グループが子会社に保有している重要な非支配持分はな

い。この非支配持分は、当グループに対して、営業利益の3.4％、当グループ資産の0.3％に貢献している。

当グループ子会社は、現地で外国為替送金に係る自己資本規制および流動性規制の対象となっているが、

これらの制限は通常の業務の過程で生ずるもので、当社がそれらの資産に利用または使用すること、および

債務を清算するという当社の機能を、大きく制限するものではない。

重大な制限

銀行子会社がその中で事業を行うべき規制上の枠組みに起因するものを除き、当グループにおいて、当グ

ループの資産を利用または使用し、当グループの債務を清算する機能に重大な制限は存在しない。かかる枠

組みは、銀行業務に対し、一定レベルの自己資本、流動資産およびエクスポージャーを維持し、その他要求

される比率を遵守することを求めている。かかる制限を以下に要約する。

規制要件および流動性要件

当グループ子会社は、最低資本、レバレッジ比率、流動性およびエクスポージャー比率を維持することを

求められており、それにより、かかる子会社は、現金その他の資産を親会社に分配する機能が制限されてい

る。

子会社はまた、事業を行っている国々の中央銀行およびその他規制当局における残高を維持するよう求め

られている。2015年12月現在、現金および中央銀行預け金は合計で65十億米ドル（2014年度は97十億米ド

ル）であったが、そのうち９十億米ドル（2014年度も10十億米ドル）は規制の対象であった。流動資産の開

示については、下記「第６－１財務書類」の「リスク・プロファイル－流動資産比率」を参照のこと。

法定要件

当グループ子会社は、支払能力を維持するため、親会社への資本および未実現利益の分配を行ってはなら

ないという法定要件に服している。かかる要件により、子会社が当グループに配当を送金することは制限さ

れている。さらに一定の子会社は、通常の配当によらない資本の国外持ち出しを制限する各地の為替管理規

制にも服している。

契約上の要件

当グループ子会社の貸借対照表に計上されている被担保資産は、当グループ内の資産移転に利用すること

はできない。さらに、下記「第６－１財務書類－財務諸表注記　15」に開示されている証券化資産は、法的

規制の対象である。

ジョイント・ベンチャー

当グループの主要なジョイント・ベンチャーは、ピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカ（ペルマ

タ）であり、当グループは、ペルマタに対する投資の大多数を保有するジョイント・ベンチャーを通じて、

ペルマタの持分44.56％（2014年度も44.56％）を保有している。ペルマタは、インドネシアでコンシュー

マーおよびコマーシャル部門向けに金融サービスを提供している。当グループのペルマタの利益に対する持
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分は９百万米ドル（2014年度は59百万米ドル）であり、当グループの純資産に対する持分は672百万米ドル

（2014年度は743百万米ドル）であった。

関連会社

当グループの主要な関連会社は以下のとおりである。

関連会社 主な地域事業

普通株式資本に対

する当グループの

持分(％) 主な事業の性質

自己資本の金額

百万米ドル

渤海銀行 中国 19.99 バンキングその他

の金融サービス

5,495

(2015年11月30日現在)

アジアコマーシャル

銀行(ACB)

ベトナム 15.00 バンキングその他

の金融サービス

561

(2015年９月30日現在)

(４)　関連当事者との取引

当社

当社は、スタンダード・チャータード・バンクから受取利息627百万米ドル（2014年は633百万米ドル）を

受領している。当社は外部で社債を発行し、その手取金で当グループ会社に貸付を行っている。2015年12月

31日現在、当社は、スタンダード・チャータード・バンクに対する貸付金ならびにスタンダード・チャー

タード・バンクが発行した負債商品併せて16,209百万米ドル（2014年は13,308百万米ドル）、デリバティブ

金融資産639百万米ドル（2014年は865百万米ドル）およびデリバティブ金融負債1,438百万米ドル（2014年は

477百万米ドル）を保有するとともに、スタンダード・チャータード・ホールディングス・リミテッドに対す

る貸付金130百万米ドル（2014年も130百万米ドル）を保有している。2015年12月31日現在で、当社はスタン

ダード・チャータード・インターナショナル・ホールディングスに対する貸付金1,801百万米ドル（2014年は

1,925百万米ドル）を保有している。

当社は、スタンダード・チャータード・バンクが債務の契約条件で要求されているクーポン利息の支払に

ついて不履行を起こした場合、当社がそのクーポン利息不払いを決済するために株式を発行する契約を、ス

タンダード・チャータード・バンクとの間で締結している。

５【従業員の状況】

2016年３月31日現在で、常勤換算ベースで計算された当グループの従業員数は83,804人である。下の表

は、表示日現在の常勤換算従業員数をグローバルビジネス機能および地理的地域別に記載したものである。

グローバルビジネス機能 2016年３月31日現在

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・バ

ンキング
6,461

コマーシャル・アンド・プライベート・バンキング 5,328

リテール・バンキング 29,607

ビジネス・サポート 813

グローバル・サポート・ファンクション 12,412

グローバル・サポート・サービス 18,263

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

 31/616



インフォメーション・テクノロジー・オペレーション 10,920

合計 83,804

地域 2016年３月31日現在

アフリカ 7,687

中東 7,111

ASEAN 20,970

南アジア 23,310

ヨーロッパ 2,253

南北アメリカ 1,251

大中華圏 16,270

北アジア 4,952

合計 83,804
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

下記「７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

２【生産、受注及び販売の状況】

下記「７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

３【対処すべき課題】

事業環境

アジア

当グループは、アジアの経済成長率が2015年は６％であったのに対し、2016年は6.1％になると見込んでい

る。多事多難で変動の激しかった2015年夏の後に、市場にはアジアが1997年から1998年に見られたように再

びリセッションに向かっているのかについての懸念があった。当グループはこうした事態は予想していない

が、これはアジアが当時危機に向かって進んでいた際と比べて、アジアのファンダメンタルズが著しく強固

なためである。第一の重要な差異は、今日の為替レートはより自由に変動するため、重大な連鎖的な信用上

の事象に至ることなく、交易条件などのファンダメンタルズの変化に適応することができる。アジアの対外

債務は、現在、各国通貨建てと外貨建ての両方であり、外貨建債務の大半はヘッジされているか、既知の将

来の外貨建債権とマリーされている。マレーシアの外貨建債務は現在対外債務合計の47％を占めており、ア

ジア危機の前と比較すると著しく低下している。短期債務および輸入に対する外貨準備高の比率も改善され

ている。一部のセクターおよび国における過剰優先レバレッジから生じるリスクは、成長を促進するための

政策立案者の選択肢を狭めるかもしれないが、当グループではこうしたリスクは管理可能と考えている。

中国経済は、2016年には6.8％成長すると予想される。当グループでは、今後数か月間で、比較的短期的な

成長の支援に重点を置いた政策がより明確になると予想している。中国の成長に対する主要な支援は、すで

に実施されている金融緩和を補完する財政政策から来ると見られる。財政政策については、中国は成長を支

援するために、政策銀行の資本増強を通じた準財政政策による刺激を引き続き使用する可能性が高い。国営

企業の改革を中心とした長期的な成長を支える改革は、今後数か月間で更なる進展を見せる可能性がある。

このことは、中国および近隣地域に対するセンチメントを安定させるだろう。この見解に対する最大のリス

クは、突然かつ大幅に人民元の下落がさらに進むことであるが、当グループはこの事態を見込んでいない。

アジアの他地域では、国内刺激策に関して引き続き進展が継続する可能性が高い。アジア全域にわたっ

て、当グループは2016年上半期には、一層の金融緩和が行われる（オーストラリア、マレーシアおよびイン

ドネシア）、あるいは政策に変更がないことを予想している。下半期には、当グループは一部の国で、小幅

かつ超緩和的な水準からではあるが、金融の引締めが行われることを見込んでいる。これは、部分的には、

2016年にエネルギー価格のインフレが再び始まることに伴う緩やかなインフレの上昇トレンドに対応するも

のである。当グループの見方に対するリスクは、近年外需が継続的に期待外れに終わっていること、および

抑圧されているインフレ圧力がないことから、ハト派的なサイドに偏っている。金融の状況も、大半の国に

おいて比較的タイトであり、当グループの推定では、例外はマレーシアと韓国のみである。韓国とフィリピ

ンでは、選挙が2016年の主要な焦点となるであろう。
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インドネシアでは、公共投資は、低いベースからではあるが、やはり加速している。消費者支出はインド

ネシアの成長にとっての基盤であるが、2016年についての変動要因はインフラ投資計画の実行になりそうで

ある。ジョコ・ウィドド大統領は、この分野で切迫感を強めてきているようである。

インドでは、2015年終盤に、外国投資の規制の変更を発表した。この変更は、建設および単一ブランドの

小売などのセクターについて海外直接投資の限度額を引き上げることに加えて、投資家にとっての手続きを

改善するもので、外国投資を長期的に大幅に増加させるものとなるであろう。投資の見通しについての直近

の課題は、公共セクターの賃上げ予定であり、当グループではこの賃上げにより政府の負担は2017年度にGDP

の0.7％から１％増加すると考えている。これにより財政資源が、2016年度にインドにおける投資の回復の原

動力となっている公共投資から転用される可能性が高くなる。この結果、翌年の成長率は加速するかもしれ

ないが（当グループでは2016年の7.4％に対して7.6％の成長を2017年に見込んでいる）、これは投資の牽引

部分は減少し、一過性の消費者所得の上昇による割合が増加する可能性が高い。

一方、中央政府レベルでの土地取得法の改正および消費税の導入を含む主要な改革は行き詰っている。州

政府における進展は、より良いものになる可能性がある。投資の回復のための主要な前提条件である土地取

得法の改正は、中央レベルでは政治的な反対に直面しているが、州政府は州レベルでこの法律を施行するこ

とができる。インドの南東部の州であるタミル・ナードゥ州ではすでに、それを実行している。

サハラ砂漠以南のアフリカ諸国（以下「SSA」という）

当グループは、SSA諸国ではトレンドを下回る成長が2016年も続くと見込んでいる。当グループは、2016年

の経済成長は3.2％となり、2015年の2.4％から穏やかに加速すると推定しているが、依然として過去のトレ

ンド水準である約５％を下回る。ナイジェリアでは、石油価格の崩壊および選挙関連の減速により2015年に

１人当たり所得の増加がごくわずかにとどまったことを受け、2016年において見込まれる回復は、大きなモ

メンタムを提供する。新内閣が就任し、2016年には改革が加速され、成長モメンタムの上昇がもたらされる

ことが望まれる。外貨の利用可能性がナイジェリアにおける制約である。実体経済が引き続き低迷する石油

価格への適応の重荷に対して、固定為替レートを支えるために需要を抑制する政策で対応する場合、2016年

の回復についての当グループの見込は期待外れに終わるかもしれない。南アフリカは、2008年から2009年の

世界金融危機以降、トレンドを下回る経済成長にとどまっている。財政刺激策を増加させる措置は、望んだ

成果を生み出していない。南アフリカは高い公的債務比率およびさらなる格下げの可能性に直面しているた

め、これ以上の刺激のための余地はほとんどなくなっている。この国の成長のための最大の希望は、有意義

な構造改革を行うことである。

SSAの他の国では、成長の状況はまちまちである。中国における減速の影響は、主にコモディティ価格の低

迷を通じてSSA経済にすでに悪影響を及ぼしている。影響度はまちまちであり、鉱業および石油に依存してい

る経済は、最初に減速の兆候を示した経済であり、コモディティ価格の低迷を通じて急速な伝播を示した。

農畜産物の輸出への依存度が高い経済は、これよりも良い状態であったが、それも一定の時点までであっ

た。2016年には、2015年の大半を損なったコモディティ主導の減速および外国為替のボラティリティは、SSA

経済全般に対するリスク回避となって表れる可能性が高い。

この地域の成長は、世界的なショックに対する反応を長期にわたって受ける傾向にある。2016年には、す

でに進行中の減速の二次効果が問題となるかもしれない。銀行貸出、新規海外直接投資およびポートフォリ

オ・フローの欠如ならびにSSA諸国が直面する可能性のある外国資金調達における困難により、SSA諸国経済

の減速の第二波に至るおそれがある。しかし、当グループはこのことが、2016年を通じて継続的に起こると

は予想していない。この下降トレンドは2016年上半期に集中する可能性が高く、米連邦準備制度理事会によ

る最初の引締め後のハト派寄り的な論調および中国の刺激策が好結果をもたらしたことの確認は、2016年後

半の方向転換のきっかけとなるだろう。コモディティ価格の回復も重要となる。

中東および北アフリカ（以下「MENA」という。）
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MENA諸国の2016年の成長はやや低いものになる可能性が高い。湾岸協力会議（以下「GCC」という。）経済

は、経常支出および資本的支出を含む政府支出の削減、ならびに石油セクターの成長の減速を背景に、成長

の減速を目の当たりにする可能性が高い。GCCの石油生産はフル稼働に近づいており、現時点では増産の余地

は限定的である。2015年には石油価格ショックに対処するために各種の政策が実施され、実体経済および事

業活動へのショックを限定した。エネルギー補助金の改革を開始することにより、政府は長期的に見た場合

の財政運営の改善のための基礎作りを行った。このことは石油価格が高い状況では起こることはなかった。

アブダビ、オマーン、サウジアラビアおよびクウェートは、自国の石油セクターを実質ベースで拡大さ

せ、名目ベースでの石油価格ショックの影響を軽減させるために、ほぼフル稼働で石油を生産している。こ

の結果、2015年の実質GDP成長は僅かな減速にとどまり、依然として世界全体の平均である約３％を上回った

ため、この戦略は効果的であったことが証明された。しかし、この戦略を2016年に適用することは、さらに

困難であることが明らかになるだろう。余裕は限定的であり、石油およびガスへの投資策にもかかわらず、

現在の生産能力を拡大するためには時間が必要である。当グループは、2016年はGCC諸国の大半で、石油セク

ターの成長が１％から３％の間に減速すると見込んでいる。

MENA諸国では、石油輸出国と石油輸入国の両方とも、石油価格が低い間に補助金を改革する機会を利用し

た。補助金改革のペースは2015年に加速し、当グループは、政策立案者がそれぞれの国について最も適した

改革を決定し、2016年にこのペースはさらに加速すると予想している。アラブ首長国連邦は、現時点までで

最も大胆な補助金改革を開始しており、燃料および軽油の補助金を2015年８月１日時点で合理化した。サウ

ジアラビアは、産業事業体に対する水道料金を引き上げることで、これに続いた。アブダビは、2015年の初

めに水道および電気料金を引き上げた。

GCC諸国は、財政赤字を各国通貨建債券の発行および、商業銀行における預金または外国における外貨準備

の形態の貯蓄を取り崩して賄ってきた。このことは、各国通貨の債券市場の発展を促進し、市場参加者に

とっての機会を創出した。また、財政規律も強化され、政府が支出の優先順位に焦点を当てることを後押し

した。

資本

資本のレビュー

健全性監督機構（以下「PRA」という。）は、引き続き資本要件指令および規則（以下「CRD IV」とい

う。）を導入している。CRD IVの一部の分野は、依然としてさらに協議が必要か、関係する欧州銀行監督局

の技術的基準や英国の最終施行規則の発布を待っているところである。そのため、本書で示されている数値

は、現在の当グループによる規則の理解によるものであり、変更されることもあり得る。

資本の概要

当グループの資本管理に対するアプローチは、当グループの顧客および事業戦略を支え、そしてストレ

ス・テストおよび将来損失吸収要件を含む規制要件を満たすために、自己資本とレバレッジのポジションを

維持することに焦点を当てている。当グループの貸借対照表は強固であり、潤沢な流動性を有し、レバレッ

ジは低い。

資本、レバレッジおよびリスク加重資産

2015年

％

2014年

％

CET１完全適用ベース
１

12.6 10.7

資本合計 19.5 16.7

レバレッジ 5.5 4.5

RWA（百万米ドル） 302,925 341,648
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1  
2015年１月１日、売却可能有価証券の未実現損益を規制資本から除外する移行措置は終了した。したがっ

て、2015年１月１日現在で、普通株式等Tier１比率は、10.5％から10.7％へと上昇した。

2015年12月に完了した５十億米ドルのライツ・イシューおよび2015年中に講じられた、リスク加重資産

（以下「RWA」という。）の管理効率向上、リスク回避および処分を含む一連の経営措置の結果、当グループ

の普通株式等Tier１（以下「CET１」という。）比率は、10.7％から2015年12月31日現在で12.6％（完全適用

ベース）へと上昇した。加えて、当グループは2015年11月に、2015年度の期末配当を支払わない旨を発表し

た。これらの措置が相まって、当グループのCET１比率は、戦略レビューの一環として発表された当グループ

の修正後目標レンジである12％から13％の範囲に入った。

当グループのCET１の状態は、現在予想されている2019年のピラー１および２Aの最低要件ならびに資本

バッファーを含めた最低要件である9.1％を大きく上回っている。当グループは、資本を、当グループに随時

適用される現在のCET１要件および進化するCET１要件に照らして引き続き管理する。

2015年４月、当グループは２十億米ドルの追加的Tier１（以下「AT１」という。）資本を発行して、当グ

ループのレバレッジ比率と資本合計のポジションを向上させた。

戦略レビューでは、100十億米ドルを超えるRWA（約１／３）を再編成することを強調している。2015年に

わたって、RWAは約39十億米ドル（11％）減少したが、これは主に貸付金組成の選別強化、リスク回避、処分

および効率向上を含む経営措置に起因するものであった。

当グループの資本合計のポジションは、５十億米ドルのライツ・イシューおよびAT１証券の発行により強

化された。当グループは、確立された持株会社発行の無担保シニア債のプログラムを継続しており、これ

は、規則に対する現在の理解では、適格債務最低基準（以下「MREL」という。）の導入に対して当グループ

の態勢を十分に整えるものである。2015年12月現在、当グループはRWAの推定24％のMREL適格商品を計上して

いる。

資本の変動

2015年１月１日から2015年12月31日までの間の主な資本の変動は、以下のとおりである。

-　CET１資本比率は約190ベーシスポイント（bps）上昇して12.6％になったが、これは次に説明する

CET１資本の増加ならびに資産削減、事業売却およびRWA効率向上によるRWAの減少に起因する。

-　CET１資本は、主にライツ・イシューの手取金および見積損失超過額の削減により増加した。この増

加に対しては、当期損失、外貨換算差額および健全性評価調整の増加による相殺があった。

-　AT１資本は、2015年４月のAT１証券２十億米ドルの発行により増加した。

-　Tier２資本は、主にTier２資本の規制上の償却、外貨換算差額およびTier２少数株主持分の認識中

止の段階的適用により減少した。

上記の変動の結果、当グループの総自己資本比率は、2015年12月31日現在で19.5％へと上昇した。

自己資本比率

2015年

％

2014年

％

CET１資本 12.6 10.5

Tier １資本 14.1 11.4

資本合計 19.5 16.7

CRD IVの資本基盤

後述の、「第６－１財務書類－CRD IV　資本基盤」の項を参照のこと。
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資本合計の変動

後述の、「第６－１財務書類－資本合計の変動」の項を参照のこと。

リスク加重資産の変動

RWAは、2014年12月31日と比べ、38.7十億米ドル（11.3％）減少した。これは、主に信用リスクRWAの減少

40.8十億米ドルが、市場リスクRWAの増加1.6十億米ドルおよびオペレーショナル・リスクRWAの増加0.5十億

米ドルによって部分的に相殺されたことによる。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアント

信用リスクは、次の要因により35.3十億米ドル減少した。

-　主にトランザクション・バンキング、貸付およびプリンシパル・ファイナンスの資産の減少による

9.0十億米ドル削減

-　主にヨーロッパおよび南アジア地域のGSAM顧客の信用格付の変動および公正価値調整による一部相

殺後での、引当金の増加による5.3十億米ドル削減

-　主にファイナンシャル・マーケッツのトレードの圧縮措置およびクレジット・サポート・アネック

ス（以下「CSA」という）の採用拡大を通じて達成されたRWA節減4.1十億米ドル、ならびに貸付金の

売却および既存の低収益の取引関係の整理に伴う8.8十億米ドル削減による17.4十億米ドルのRWA効

率改善

-　プリンシパル・ファイナンスの売却の結果としての1.1十億米ドル削減

-　インドネシア、ヨーロッパ、インドおよび中国を含む主要市場における通貨の下落による外貨換算

差額の減少5.8十億米ドル

この減少は、主に資産価値相関から発生するリスク加重資産の計算にEU以外の機関を含めたことに伴うモ

デル、手法および方針の変更による増加3.4十億米ドルにより部分的に相殺された。

リテール・クライアント

信用RWAは、主に次の要因により6.1十億米ドル減少した。

-　韓国、香港、中国、レバノンおよびアラブ首長国連邦のビジネス顧客におけるコンシューマー・

ファイナンス事業などの事業／ポートフォリオからの撤退による1.6十億米ドル削減

-　ポートフォリオにおいて、無担保貸付の減少が担保付貸付の増加で相殺されたことに伴うリスク回

避および再編の遅行的影響の結果としての、信用RWAの0.9十億米ドル減少

マレーシア、韓国、シンガポール、中国、台湾およびインドを含む主要市場における通貨の下落による外

貨換算差額の減少2.8十億米ドル。

プライベート・バンキング・クライアント

プライベート・バンキングのRWAは、主に担保の適格性方針の変更の影響、手法変更およびポートフォリオ

の構成の影響により、0.6十億米ドル増加した。

市場リスク

市場リスクRWAは2014年12月31日から1.6十億米ドル（8.0％）増加して21.9十億米ドルとなったが、これは

主にスタンダード・チャータード・バンク（中国）リミテッドの取扱いで、市場リスク所要資本を単独ベー

スで計算するように変更があり、当グループのRWAに1.3十億米ドルが加算されたことに起因する。

オペレーショナル・リスク

RWAは0.5十億米ドル増加して35.6十億米ドルとなったが、これは主として、３年間の対象期間における収

益の変動（2011年の収益から2014年の収益に置き換えられた）による。2014年12月に対する、コマーシャ

ル・クライアントにおける１十億米ドルの減少と対応するリテール・クライアントにおける増加は、部門全

体の収益基盤の変更による。
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事業別リスク加重資産

2015年

信用リスク

オペレーショナ

ル・リスク 市場リスク リスク合計

百万米ドル

コーポレート・アンド・インスティ

テューショナル・クライアント 169,979 22,586 21,913 214,478

コマーシャル・クライアント 18,553 1,759 － 20,312

プライベート・バンキング・クライアント 7,101 1,015 － 8,116

リテール・クライアント 49,769 10,250 － 60,019

リスク加重資産合計 245,402 35,610 21,913 302,925

2014年

信用リスク

オペレーショナ

ル・リスク 市場リスク リスク合計

百万米ドル

コーポレート・アンド・インスティ

テューショナル・クライアント 201,978 22,322 20,295 244,595

コマーシャル・クライアント 21,874 2,778 － 24,652

プライベート・バンキング・クライアント 6,507 902 － 7,409

リテール・クライアント 55,887 9,105 － 64,992

リスク加重資産合計 286,246 35,107 20,295 341,648

地域別リスク加重資産

2015年 2014年

百万米ドル

大中華圏 57,536 66,585

北東アジア 19,752 23,990

南アジア 23,384 26,522

ASEAN 70,406 82,603

MENAP 27,022 29,775

アフリカ 19,156 20,289

南北アメリカ 12,784 13,692

ヨーロッパ 82,921 89,592

312,961 353,048

相殺残高
1

(10,036) (11,400)

リスク加重資産合計 302,925 341,648

1  
地域別リスク加重資産は、相殺による恩恵込みの総額で計上されている。
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RWAの変動

信用リスク

コーポレート・

アンド・インス

ティテューショ

ナル・クライア

ント

コマーシャ

ル・クライア

ント

プライベー

ト・バンキン

グ・クライア

ント

リテール・ク

ライアント 合計

オペレーショナ

ル・リスク 市場リスク リスク合計

百万米ドル

2014年1月1日現在 193,968 22,162 4,829 60,297 281,256 33,289 16,751 331,296

資産の増加／（減少） 2,614 (596) 379 (929) 1,468 － － 1,468

信用の移行 6,780 1,491 (25) (1,846) 6,400 － － 6,400

リスク加重資産効率 (10,393) (1,656) 479 (596) (12,166) － － (12,166)

モデル、方法および方針の

変更 12,574 863 956 502 14,895 － － 14,895

取得および処分 － － － 331 331 － － 331

外貨換算差額 (3,565) (390) (111) (1,872) (5,938) － － (5,938)

信用リスク以外の変動 － － － － － 1,818 3,544 5,362

2014年12月31日現在 201,978 21,874 6,507 55,887 286,246 35,107 20,295 341,648

資産の（減少）／増加 (7,527) (1,508) 383 (904) (9,556) － － (9,556)

信用の移行 (4,332) (1,005) － 22 (5,315) － － (5,315)

リスク加重資産効率 (17,429) － 138 － (17,291) － － (17,291)

モデル、方法および方針の

変更 3,533 (133) 266 (843) 2,823 － 1,300 4,123

取得および処分 (1,108) － － (1,615) (2,723) － － (2,723)

外貨換算差額 (5,136) (675) (193) (2,778) (8,782) － － (8,782)

信用リスク以外の変動 － － － － － 503 318 821

2014年12月31日現在 169,979 18,553 7,101 49,769 245,402 35,610 21,913 302,925

レバレッジ比率

EUにおけるレバレッジ比率の定義と調整への最終的な修正は、2018年１月１日までにレバレッジ比率を法

的拘束力のあるピラー１の要件に移行させることを目的として、2017年上半期中に行われる予定である。

英国において、金融政策委員会（以下「FPC」という。）はレバレッジ比率の枠組みをまとめた。これに基

づき、英国の銀行は、３％の最低レバレッジ比率と併せて、対応するグローバルなシステム上重要な金融機

関（以下「G-SII」という。）バッファーおよび景気連動抑制的バッファーの35％に設定された補完的レバ

レッジ比率バッファーの適用を受け、これは個別の銀行に段階的に適用される。この結果、当グループの

2019年についての最新の予想レバレッジ比率要件は3.37％となり、これは（i）最低の３％、（ii）G-SIIレ

バレッジ比率バッファー0.35％および（iii）関連法域に対するエクスポージャーの割合が一定であることお

よび現行景気連動抑制的資本バッファー率を仮定した、景気連動抑制的バッファー0.02％で構成される。

このレバレッジ比率の計算では、資本要件規制（以下「CRR」という。）の完全適用時のTier１の定義が分

子に使用され、分母としてCRRにおけるレバレッジ・エクスポージャーの定義が使用されている。

当グループの現在のレバレッジ比率は5.5％で、現在の最低要件を上回っている。2014年12月からのレバ

レッジ比率１パーセントポイントの上昇は、2015年のライツ・イシューおよびAT１証券の発行に伴うTier１

資本の増加ならびにエクスポージャー指標の低下による。

2015年 2014年

百万米ドル
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Tier１資本（移行期ベース） 42,773 38,799

段階的廃止対象の追加的Tier１資本 (2,624) (2,786)

未実現利益に関連した規制上の調整 - 481

Tier １資本（完全適用ベース） 40,149 36,494

デリバティブ金融商品 63,143 65,834

デリバティブ現金担保 13,430 10,311

証券金融取引 36,765 29,856

貸付金およびその他資産 527,145 619,913

貸借対照表上の資産合計 640,483 725,914

規制上の連結修正 12,826 15,008

デリバティブの修正

デリバティブの相殺 (38,766) (43,735)

現金担保への修正 (23,252) (17,316)

正味売建て信用プロテクション 8,922 7,885

デリバティブに係る潜在的な将来のエクスポージャー 58,379 46,254

デリバティブの修正合計 5,283 (6,912)

SFTについてのカウンターパーティ・リスク・レバレッジ・エクスポージャー値 11,299 9,963

規制上の控除およびその他の調整 (6,331) (7,701)

オフバランスシート項目 65,660 67,042

レバレッジ・エクスポージャー合計（完全適用ベース） 729,220 803,314

レバレッジ比率（完全適用ベース） 5.5％ 4.5％

先進的内部格付モデル

当グループは2008年１月１日から、当グループの関係規制当局の承認を得て、信用リスクの資本要件の算

定に先進的内部格付モデル（以下「IRB」という。）手法を用いている。市場リスク内部モデル手法（以下

「IMA」という。）については、当グループは関係規制当局の認可を得て、当グループの市場リスクの資本要

件の算定にバリュー・アット・リスク（以下「VaR」という。）モデルを用いている。当グループの市場リス

ク・エクスポージャーが規制当局によるIMAの認可に含まれていない場合には、当グループは関係規制当局の

定める標準的手法を適用する。当グループはオペレーショナル・リスクの資本要件の算定に標準的手法を用

いている。

PRAは、国固有のデフォルト実績がモデル作成上で十分とはみなされない場合の、基礎的内部格付（以下

「FIRB」という。）手法に基づく各種のデフォルト時損失率（以下「LGD」という。）の下限の導入を含む、

特定のエクスポージャーの取扱いの変更を提案した。このような変更は、こうしたエクスポージャーについ

てのRWAを増加させる結果となる可能性が高いが、最終的な影響は関連するモデルの変更に対するPRAの承認

に左右される。

2014年12月、バーゼル銀行監督委員会（以下「BCBS」という。）は（i）信用リスク、市場リスクおよびオ

ペレーショナル・リスクに対する標準的手法に基づいた、資本フロアの枠組みの設計の変更、および （ii）

信用リスクに対する標準的手法の変更について、２つの協議文書（「CD306」および「CD307」）を発行し

た。2015年12月、BCBSは信用リスクに対する標準的手法の変更について、業界からのフィードバックを受け

て当初の提案を大幅に変更した、２回目の協議文書を発行した。この市中協議は2016年上半期の定量影響度

調査によって補完される。
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提案された資本フロアの枠組みは、標準化アプローチの最終版に基づくことになり、現行のバーゼルIの枠

組みに基づく移行期の資本フロアから置き換わる事が予想される。フロアの調整については、信用リスク、

市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに対する標準的手法の修正版を仕上げるBCBSによる作業と並行

して、2016年下半期に完了すると見込まれている。かかる変更は、かかる手法によって算出されたRWAを増加

させる結果に至るおそれがあるが、最終的な影響は、協議プロセスおよび資本フロアの調整の最終結果に左

右される。規制当局は、この変更はシステム全体の所要資本を大幅に増やすことはない旨の見通しを公表し

ている。

当グループはこの協議プロセスに積極的に参加している。BCBSは、調整と導入手配を含めた最終基準を

2016年末に公表する予定である。EUおよび／またはPRAがBCBSの提案を採択する範囲は未知である。

CET１資本要件

当グループの資本要件は、時とともに変わる可能性がある。当グループが規則を理解するところによれ

ば、予想される当グループの2019年のCET１資本要件は9.1％であり、その構成は以下のとおりである。

-　最低CET１資本要件は、2015年１月１日から4.5％

-　ピラー２AによるCET１資本要件は約１％（進行中のPRAによる検証に従う）

-　資本保全バッファーは、2019年１月１日までに2.5％

-　G-SIIバッファーは2019年１月１日までに１％

-　景気連動抑制的資本バッファー率は、2016年１月までに約0.1％

当グループに適用される景気連動抑制的資本バッファーにより、当グループの最低CET１資本要件は増加す

る。当グループの景気連動抑制的資本バッファー要件は、様々な国家特有の景気連動抑制的バッファー率を

当グループの該当する国における適格信用エクスポージャー（債務者の法域に基づく）に加重平均ベースで

適用して算定される。

香港金融管理局（以下「HKMA」という。）は、2016年１月から香港で適用される景気連動抑制的資本バッ

ファーを0.625％とする旨を発表した。英国においては、FPCは、PRAが香港のエクスポージャーに対してHKMA

の0.625％の景気連動抑制的資本バッファー率を返す旨に言及した。この結果、香港の景気連動抑制的資本

バッファーが変動せず、当グループの香港へのエクスポージャーの構成比が一定と仮定して、2016年1月から

の景気連動抑制的資本バッファーは推定７bpsとなる。

また当グループでは、最低資本要件に保守的な管理バッファーを上乗せして、事業を継続していくことを

見込んでいる。英国当局は、システミック・リスク・バッファーおよびPRAバッファーの査定ならびに追加の

セクター別の資本要件に係る規則の仕上げを終わらせていない。

ピラー２

ピラー２Aは、ピラー１資本要件では十分に対応されないリスクを捕捉する。これらのリスクは、年金債務

リスク、非トレーディング勘定の金利リスク、信用集中リスクおよびオペレーショナル・リスクを含むが、

これらには限られない。2015年１月１日から、英国の銀行は自己のピラー２Aバッファーの56％以上をCET１

において、75％以上をTier１で保持することが義務付けられた。

2015年12月31日現在の当グループの最新のピラー２Aのガイダンスは172bpsに相当し、このうち、最低限

97bpsはCET１で保持されなければならない。当グループのピラー２Aガイダンスは、その時々で変化すること

が予想される。

ピラー２Bは、現在キャピタル・プランニング・バッファー（以下「CPB」という）で構成されており、こ

のバッファーは当グループがストレス下の期間中に十分な資本を保持していることを確保する。2016年よ

り、CPBはPRAバッファーに移行する。当グループは、PRAがPRAバッファーを定める際に、イングランド銀行

（以下「BoE」という。）のストレス・テスト、隔年の試験的シナリオおよび内部自己資本評価（以下

「ICAAP」という。）の一環として実施される銀行固有のシナリオからの結果に加えて、その他の関連する情
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報を考慮するものと理解している。PRAバッファーは既存のCRD IVバッファー要件が当グループのリスク・プ

ロファイルに十分に対応していないとPRAがみなした範囲で、CRD IVバッファーに追加されるものとなる。

PRAバッファーが開示されることは見込まれていない。

グローバルなシステム上重要な金融機関

当グループは、2012年11月より金融安定理事会（以下「FSB」という。）によってG-SIIに指定されてい

る。当グループは、G-SII CET１要件で１％に分類されており、2016年１月１日から2019年１月１日までに１

年当たり0.25％で段階的に導入される。

損失吸収力

FSBは、2015年11月に総損失吸収力（以下「TLAC」という。）の最終基準を公表して、破綻処理中のG-SII

の損失吸収および資本増強の能力に係る原則、ならびに国際基準のためのG-SIIのTLACの性格および水準に係

る条件概要を示した。

当グループに対してはまた、EU銀行再生・破綻処理指令の下での最低MRELが設定される。2015年12月、BoE

はMRELの設定手法に係る協議文書を公表したが、この協議文書はBoEがMRELを設定してFSBのTLAC基準を実施

するためにBoEの権力を行使する意図を確認したものであった。MRELは、損失吸収額と資本増強額で構成され

る。英国のG-SIIについては、損失吸収額は企業の最低規制資本要件（ピラー１とピラー２Aの合計、または

レバレッジ比率もしくはバーゼルIのフロアの高い方）であり、BoEは損失吸収額の調整から資本バッファー

を除外する計画である。資本増強額は損失吸収額と同額になると予想されるが、調整される可能性はある。

MRELに係るEBAの技術的基準の最終草案は2015年７月３日に公表されたが、欧州委員会による採択は行われて

いない。

PRAもMRELと規制以上のバッファーとの関係に係る協議文書を公表した。この協議文書に基づくと、最低

MREL要件を満たすために使用したCET１は、合算バッファーを満たすために使用することはできない。

当グループの理解に基づくと、上記の基準で、当グループのMREL要件は約19.4％となり、資本保全バッ

ファー、G-SIIバッファーおよび現時点で既知の景気連動抑制的バッファーを含めた場合は23.0％となる。

当グループは、2015年12月31日現在で、当グループが計上しているMREL適格商品は、RWAの約24％そしてレ

バレッジ・エクスポージャーの約10％と見積もっている。この見積りには以下が含まれる。

-　規制資本合計（外国子会社によって発行された非株式資本を除く）

-　スタンダード・チャータード・ピーエルシーが発行した優先債で満期まで１年以上のもの

-　満期まで１年以上の劣後債（スタンダード・チャータード・ピーエルシーまたはスタンダード・

チャータード・バンク発行）の部分で、以下により規制資本の認識の範囲外のもの。（i）関係する

商品のデュレーションの最終５年間にわたって償却されること、または （ii）その他の規制上の認

識除外

イングランド銀行のストレス・テスト

2015年に、PRAは２回目の英国の銀行システムの同時ストレス・テストを完了した。2015年のBoEのストレ

ス・テストの焦点は、英国に対する外部リスクであり、したがって、ストレス・パラメータは2014年に適用

された英国ベースのテストに比べ新興市場に重点が置かれている。そのため、中国および韓国などの当グ

ループの市場の一部に適用されるGDPの水準、資産価格および為替変動を含むストレス・パラメータは、2014

年のストレス・テストと比べてより深刻である。2015年のストレス・テストは、2014年12月31日現在の貸借

対照表に基づいていた。BoEは、2015年のストレス・テストの結果を2015年12月に公表した。仮定上のストレ

スシナリオにおいて、当グループの資本ポジションは、それぞれ戦略的経営措置実施後で、CET１資本比率が

5.4％、レバレッジ比率が3.0％となり、依然としてのCET１資本比率の閾値4.5％を上回り、レバレッジ比率

の閾値3.0％を満たした。Tier１資本比率は、最低Tier１資本要件6.0％に対し、戦略的経営措置実施後で

5.9％であった。PRAの理事会は、2015年６月30日現在でのCET１資本比率の11.5％への上昇、2015年４月の２
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十億米ドルのAT１証券の発行および５十億米ドルのライツ・イシューを含む、2015年に講じられた資本ポジ

ション強化のための施策を考慮して、当グループに対して修正資本計画の提出を要求しなかった。当グルー

プは、BoEのストレス・テストの結果は当グループが営業する主要市場全体を通じての深刻な経済の減速に対

する当グループの抵抗力を実証していると信じている。

2015年10月、BoEは英国の銀行システムのストレス・テストの取り組み方を公表し、将来のストレス・テス

トについてのCET１の閾値を概説した。この中に示されている要件に基づいて、当グループは現在、2016年の

BoEのストレス・テストにおけるCET１の閾値は5.8％になると見込んでいる。しかし、当グループのピラー２

の要件が変われば、これも変わる可能性がある。

資本管理およびガバナンス

当グループは、当グループの事業の発展を支援して、そして規制資本とレバレッジの要件を満たすため

に、強固な資本基盤を維持する努力をしている。

期間を５年とした、戦略計画、事業計画および資本計画が作成され、取締役会の承認を受ける。資本計画

は、当グループの戦略計画および事業計画を支援するために、十分な水準の資本および異なった資本構成要

素の効率的な構成が維持されることを確実にする。グループ・トレジャリーは、資本に対する需要の評価の

継続的評価および当グループの資本計画を最新に保つ責任を担う。

資本計画には、以下が考慮に入れられる。

-　最新の規制資本要件および将来の基準に対する当グループの評価

-　事業見通し、貸付金の減損見通し、および潜在的な市場の打撃またはストレスによる、資本に対す

る需要

-　利用可能な資本供給および資本調達の選択肢

当グループは、資本計画を、内部モデルおよびその他の定量化技法の助けを借りて策定する。当グループ

は、主要なリスクに対する資本需要を評価するために、資本モデルを使用し、当グループの内部自己資本評

価でこれを支援する。その他の内部モデルは、信用リスク、市場リスクおよびその他のリスクから発生する

潜在的な将来損失の見積り、ならびにその潜在損失に対応するために必要な資本金額の規制上の公式を使用

しての見積りに役立てられる。加えて、かかるモデルにより、潜在的な集中の特定やポートフォリオ管理の

措置の影響の評価等を通じて、当グループは自己のリスク・プロファイルについての理解を深めることが可

能となる。ストレス・テストおよびシナリオ分析は資本計画の必要不可欠な部分であり、内部自己資本評価

が、例外的だが蓋然性のあるシナリオが、当グループのリスク・プロファイルおよび資本ポジションに及ぼ

す影響を考慮していることを確実にするために使用されている。これらは、重要な不利な事象の潜在的な影

響および、どのようにその影響が適切な経営上の措置を通じて軽減される可能性があるかに対する理解を提

供する。資本モデル化プロセスは、当グループの経営領域の重要な一部である。

強固なガバナンスおよびプロセスの枠組みが、当グループの資本計画策定と評価の方法に組み込まれてい

る。重要な資本管理の委員会は、グループ資産負債委員会（以下「GALCO」という。）である。2015年には、

GALCOの構成員には、グループ執行取締役およびグループ最高リスク責任者が含まれ、またグループ・トレ

ジャリー、財務、リスクおよび事業部門から上級管理職が参加している。GALCOは資本計画を定期的に検証

し、資本管理方針とそのガイドラインを承認する。

2015年の検証を受けて、主要な資本管理委員会についての変更が2016年に実施された。GALCOの委員構成は

拡張され、グループ・トレジャラー、ALMのトップおよび副最高財務責任者、ならびに経営チームおよび事業

部門からの他の上級管理職が加えられた。GALCOに付託された権限に変更はないが、現在GALCOが承認してい

る特定の方針は、グループ最高財務責任者への付託権限となり、グループ財務責任者が助言を行う。以前は

GALCOから資本管理委員会に委譲されていた責任は、新たに設置された業務遂行貸借対照表委員会（以下

「OBSC」という。）に移管され、OBSCは、事業戦略の執行において当グループが内部で承認され、外部から
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義務付けられた資本、損失吸収能力、流動性およびレバレッジ・リスク許容度の範囲で業務を遂行すること

を確実にすることに焦点を当てる。

当グループの資本ポジションは、当グループのリスク選好度声明との関係も含め、定期的に取締役会リス

ク委員会において検討される。国別レベルでは、資本は国別資産負債委員会が監視する。当グループ内の資

本の移管について定めている適切な方針が整備されている。

当グループの見解では、不透明な経済環境ならびに銀行の規制資本およびその他の損失吸収要件の最終的

な状態について不透明な状態が続いていることを考慮して、引き続き強固な資本基盤を持ち、かつ規制要件

を大幅に上回っていることが適切である。

当グループが保持しなければならない資本は、自己の貸借対照表、オフバランスシート、カウンターパー

ティ、およびその他のリスク・エクスポージャーによって決定される。 カウンターパーティおよびリスク・

エクスポージャーの詳細は、後述の「第６－１財務書類－リスク管理アプローチ」に記載されている。

支店および子会社における資本は、ホスト国の規制当局の要件、ならびに平時およびストレス時における

資本要件に対する当グループの評価に基づいて維持される。当グループのすべてのグループ会社において、

資本の十分性を監視・管理し、現地の規制要件の遵守を確実にするための、適切なプロセスおよび統制が整

備されている。これらのプロセスは、当グループが現地の規制資本要件を満たすために利用可能な資本を十

分に保有していることを確実にすることを目的としている。

スタンダード・チャータード・バンクは、スタンダード・チャータード・バンクとして（非連結）PRAに

よって認可され、金融行動監督機構(以下「FCA」という。)およびPRAの規制を受けている。当グループは、

支店および、スタンダード・チャータード・バンク、スタンダード・チャータード・バンク（香港）リミ

テッドおよびスタンダード・チャータード・バンク・コリア・リミテッドを含む数多くの主要な子会社を通

じて事業を営んでいる。これらの子会社は現地の規制の適用を受け、そのため、資本およびRWA要件ならびに

バーゼルIIIの実施および段階導入に関連して異なった規則の適用を受けることがあり得る。当グループの

2015年のピラー３開示では、これらの子会社に係る詳細が提供されている。

主要な不確実性

当グループが直面する当年度における主要な不確実性および重大なリスクは、以下に示されている。これ

は、当グループが被る可能性のあるすべての潜在的なリスクおよび不確実性の、網羅的かつ包括的な記述と

はみなされるべきではない。

拠点を持つ国におけるマクロ経済環境の悪化

マクロ経済環境は、個人支出や消費、企業の商品およびサービスへの需要、個人および企業の債務返済負

担、リテールおよび法人の借り手向けの信用枠、それに当グループの事業にとっての資本および流動性の利

用可能性に影響する。かかる要因はすべて、当グループの業績に影響する可能性がある。

世界経済は厳しい時期にあり、一部の国での経済成長率は上向いているが、他の国では困難な経済状況に

直面している。米国金利の更なる上昇は、金融市場のボラティリティの上昇、および新興市場からの資本逃

避につながる可能性があり、新興市場からの資本逃避は、当グループが事業を営む一部の脆弱な国の成長率

を低下させる可能性がある。中国における成長の減速は、エネルギー、金属、および鉱業セクターといった

多数のコモディティ・セクターで価格を一層押し下げ、取引をさらに減少させる可能性があり、減速が長期

化すれば経済的な影響は拡大するおそれがある。特にエネルギー価格のさらなる低迷は、エネルギーおよび

関連サービス産業が価格の下落および低水準の投資に対して脆弱であることから、エネルギー産出国の政府

歳入と外貨収入の両方を減少させ、これらの国に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

ユーロ圏のソブリン危機は完全に解決されたわけではなく、現在継続中の政策により重大なリスクは対処

され、ヨーロッパ諸国の多くにおける経済的見通しは改善しているが、依然として抜本的構造改革の必要性
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がある。（リデノミネーションのリスクに係る詳細な情報は、後述の「第６－１財務書類－リスク管理アプ

ローチ」を参照のこと）。英国の欧州連合離脱に係る国民投票の提案は、さらなる経済的および政治的な不

透明性をもたらす。

当グループには、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガルおよびスペインを含む影響を受ける欧

州諸国に対する直接的なソブリン・エクスポージャーはないが、当グループは引き続き、金融機関、その他

のカウンターパーティおよび世界経済成長に係る事象に起因する二次的影響のリスクを警戒している。

インフレと不動産価格は、当グループが事業を営む国の多くでは制御されているようであるが、一部の中

央銀行は引き続き不動産価格の上昇を緩和するために、マクロプルーデンス政策を採用している。金融政策

の変更は、現行の歴史的な低水準からの金利の大幅な上昇につながる可能性があり、結果的に経済全般や不

動産価値に影響を及ぼす。

当グループはリスクと収益の均衡をとり、景気循環を通して状況の変化を考慮し、当グループの市場にお

ける経済傾向を密接に監視する。当グループは、ストレス・テストを実施し当グループのポートフォリオに

及ぼす例外的ではあるが蓋然性のある状況の影響を評価し、また当グループのリスク方針および統制の適合

性を継続的に見直している。当グループは、信用リスクへのエクスポージャーを、商品、地域および顧客セ

グメントにわたって分散する原則に従って管理する。このことは、当グループの１つまたはそれ以上のポー

トフォリオにおける経済的ショックに対する強靭な抵抗力をもたらす。

金融市場の混乱

金融市場の突然の混乱は、当グループの売却可能およびトレーディング・ポートフォリオにおける資産評

価への影響を通じて直接的に、あるいは資本もしくは流動性の利用可能性を通じて間接的に、当グループの

業績に影響を及ぼすおそれがある。金融市場の不安定性はまた、当グループのカウンターパーティによる債

務不履行の可能性を高め、また、顧客との係争の可能性を高め得る。

当グループは、当グループの市場リスクへのエクスポージャーに対してストレス・テストを実施し、これ

らのエクスポージャーに対する例外的な市場事象の影響を浮き彫りにし、その影響がストレス時の損失の許

容範囲内であることを確認している。ストレスシナリオは、リスク・プロファイルおよび経済事象の変動を

織り込むために定期的に更新される。必要に応じて、市場リスクへのエクスポージャーの全体的な削減が強

行される。

当グループは、ストレスシナリオにおいてすべてのカウンターパーティの業績を注意深く評価し、その評

価に従って限度額を修正する。

当グループは、顧客に提供している商品およびサービスの持続可能性および適切性を評価する強固なプロ

セスを維持している。

地政学的事象

当グループは世界中の数多くの市場で業務を行っており、その業績の一部はクロスボーダー取引や資本フ

ローの開放性に左右されている。当グループは、当グループの拠点における地政学的な緊張や対立が、取引

フロー、顧客の支払能力、および当グループが国境を越えて資本または業務を管理する能力に影響を及ぼす

おそれのあるリスクに直面している。

当グループは、当グループのすべての主要市場における政治の状況を積極的に監視している。当グループ

はまた、ウクライナ、中東および北東アジアにおける領土問題等の、地政学的事象全体の動向も監視してい

る。当グループは、例外的だが蓋然性のある地政学的事象が当グループの業績に及ぼす影響、および、かか

る事象が、当グループが規定しているリスク選好度の範囲内で事業を遂行する能力を脅かす可能性に係るス

トレス・テストを実施している。ストレス・テストに係る詳細な情報は、後述の「第６－１財務書類－リス

ク管理アプローチ」を参照のこと。

詐欺行為およびその他の犯罪行為のリスク
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銀行業界は長く、詐欺行為を行い、合法的な経済活動の妨害、またはその他の違法活動の助長を行おうと

する第三者のターゲットとなってきた。サイバー犯罪に関する懸念は著しく高まってきており、地政学的事

象もその部分的な要因となっている。サイバー犯罪リスクには、詐欺、破壊行為および重要なインフラを混

乱に陥れることが含まれる。

インターネットとネットワーク化された技術によって事業のデジタル化の大きな機会がもたらされた一方

で、十分な装備およびモチベーションを有する攻撃者が一段と巧妙になったことから重大なリスクも生じさ

せた。サイバー犯罪の発生が一般に増加し、またより国際化しており、あらゆる組織にとって課題となって

いる。

当グループは、人材、プロセスおよびシステム、ならびに顧客やその他利害関係者との取引に係る管理に

おける内部および外部犯罪のリスクの警戒に努めている。当グループは、ハッキング、不正利用、マルウェ

ア、エラー、ソーシャル・エンジニアリングおよび物理的脅威からの保護のために、一連のサイバー犯罪に

対する防御措置を実施した。ローン組成、求人、物理的セキュリティおよび情報セキュリティなどの、当グ

ループの幅広い活動全体にわたる当グループの方針および手順の中に、コントロールシステムは組み込まれ

ている。当グループは定期的な統制環境の検証を実施し、政府のおよび国際的なサイバー基準および枠組み

と比較する外部とのベンチマーキングを実施し、また、サイバーおよびその他の攻撃に対する防御のテスト

を実施している。

厳しく規制され、サイバー犯罪の脅威が増大する環境において、当グループは現在の能力の増強、方針の

枠組みの強化ならびに監視および内部統制の強化を通じて、引き続きサイバー・リスクに対する用心深い監

視および対応を行っている。

当グループは、適切な場合には、当行グループの防御の保護、検証および強化を進めるために第三者セ

キュリティ・プロバイダーを利用し、当グループの活動は、このリスクに対する対応の一環として、同業他

社、規制当局、法執行機関およびその他の専門家機関と連携している。

為替レートの変動

為替レートの変動は、とりわけ、当グループの外貨建ての資産および負債の評価額、ならびに米ドル建て

以外の当グループの支店および子会社から報告される損益に影響を及ぼす。通貨の急激な変動はまた、取引

フロー、国および顧客が借入に対する元利支払いを行う能力ならびに顧客の財産にも影響を及ぼす可能性が

あり、これらのいずれも、当グループの業績に影響を与えるおそれがある。

当グループは、為替レートの変動を綿密に監視し、それに従って当グループのエクスポージャーを調整し

ている。特定の状況下では、当グループは自己資本諸比率を為替レートの変動の影響から保護するために、

当グループの外貨エクスポージャーをヘッジすることを決定する場合がある。自己資本比率に対する為替

レートの変動の影響は、リスク加重資産に比例的な増減がある範囲で、軽減される。

次の表は、2015年12月31日終了年度および2014年12月31日終了年度について、インド・ルピー、韓国ウォ

ン、マレーシア・リンギ、人民元およびシンガポール・ドルの期末および期中平均の対米ドル為替レートを

示している。これらは、為替レートの変動が2015年の当グループの業績に最も大きな換算影響を及ぼした市

場である。

2015年 2014年

インド・ルピー

平均 64.11 60.98

期末 66.13 62.96

韓国ウォン

平均 1,131.23 1,052.25

期末 1,172.29 1,098.85

マレーシア・リンギ
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平均 3.9059 3.2702

期末 4.2921 3.4947

人民元

平均 6.2283 6.1431

期末 6.4915 6.1255

シンガポール・ドル

平均 1.3748 1.2667

期末 1.4172 1.3253

規制の変更

当グループの国際銀行としての事業は引き続き、当グループが事業を営む各国において、法令、規則、規

制措置および慣行で構成される進化しつつある複雑な規制の枠組みの適用を受ける。主な不透明性は、いか

に政府および規制当局が、マクロ経済およびその他のシステム上の状況に対応して、法律、規制および経済

政策を修正するかにある。かかる将来の変更の性質および影響は、常に予測可能とは限らず、当グループの

戦略的利害に悪影響を及ぼすおそれがある。当グループに重要な影響を及ぼすおそれのあるこれらの変更の

一部が、以下で説明されている。

欧州委員会は、自己勘定取引の禁止および銀行の取引活動に関連する監督者の分離権限を含む、EUの金融

機関の抵抗力を高めるための構造的施策に係る規制法案を公表した。この法案は、欧州委員会、欧州議会お

よびEU理事会の間で討議されている。現時点ではこの規則がいつ成立するかは不透明であるが、2016年中に

採択が見込まれ、自己勘定取引の禁止は2017年１月１日より、監督者の分離権限は2018年７月１日より、そ

れぞれ発効することが見込まれる。

（i）EUのCRD IVの下での特定の流動性要件（特に安定調達比率）およびレバレッジ比率の最終的な調整お

よび導入（ただし、PRAはスタンダード・チャータードを含む英国の大手銀行に対して、2016年１月１日より

最低３％のレバレッジ比率および補完的レバレッジ比率バッファーを欧州連合の最終調整に先んじて満たす

ことを義務付けている）ならびに、（ii）当グループの市場全体にわたる店頭デリバティブの改革の最終的

な調整および導入に関して、依然として不透明性が残っている。これは潜在的に当グループおよび当グルー

プのビジネスモデルに重大な影響が及ぶ可能性がある。さらに、規制変更の提言は、個別の銀行、または影

響が蓄積する事で金融システムのいずれかに意図しなかった結果をもたらす場合がある。これらの施策の最

終的な調整および導入次第では、これらは経済成長、ならびに金融市場のボラティリティおよび流動性に悪

影響を及ぼし、そしてその結果として、当グループによる事業の遂行、当グループの全世界の営業モデルの

構築ならびに資本および流動性の管理の方法に悪影響を及ぼすおそれがある。これらの影響は、直接的また

は間接的に当グループの財務業績に影響する可能性がある。

規制

下記「４事業等のリスク－当グループおよびその業務に係るリスク－マクロプルーデンス、規制および法

務リスク－３　当グループは、資本、レバレッジおよび流動性要件の引き上げなど、より厳格なプルデン

シャル基準を規制当局が課すリスクにさらされている」を参照のこと。

４【事業等のリスク】

当社は、以下の要因が本社債に基づく義務を当社が履行する能力に影響する場合があると考えている。 か

かる要因はすべて偶発事象であり、発生する場合も発生しない場合もあり、当社はかかる偶発事象の発生の

可能性について意見を表明することはできない。
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当社は、下記の要因について本社債への投資に固有の主要リスクに該当すると考えているが、その他の理

由で本社債の、もしくは本社債に関連する利息、元本、またはその他の金額の支払いを行えない場合があ

り、発行会社は本社債の保有のリスクに係る以下の記述は網羅的であるとは述べていない。

当社の社債の購入を検討している投資家は、本書のその他に記載される詳細な情報を閲覧し（本書の参考

文献に含まれると見なされる文書を含む。）、自らの見解をまとめた上で、投資判断を行うべきであろう。

本節の将来の予測に係る記載は、本書の提出日現在の当社の意見、見通し、目標、予想、および見積もり

に基づいている。

当グループおよびその業務に係るリスク

事業、マクロ経済および地理的リスク

1　当グループはマクロ経済リスクにさらされている

当グループは約70の市場にわたって事業を展開しており、当グループが事業を営む各市場の実勢の経済状

況の影響を受ける。マクロ経済要因は、個人支出や消費、企業の商品およびサービスへの需要、個人および

企業の債務返済負担、リテールおよび法人の借り手の信用枠、それに当グループにとっての資本および流動

性の利用枠に影響する。これらの要因は当グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼしてきており、

引き続き影響を及ぼす可能性がある。

世界経済は厳しい時期にあり、一部の国での経済成長率は上向いているが、他の国では困難な経済状況に

直面している。

米国金利のさらなる上昇は、金融市場のボラティリティの上昇、および新興市場からの資本逃避につなが

る可能性があり、新興市場からの資本逃避は、当グループが事業を営む一部の脆弱な国の成長率を低下させ

る可能性がある。

中国における成長の減速は、多数のコモディティ・セクター（エネルギー、金属、および鉱業セクターを

含む）で価格を一層押し下げ、取引をさらに減少させる可能性があり、減速が長期化すれば世界経済または

地域経済に対する影響は拡大するおそれがある。特にエネルギー価格のさらなる低迷は、エネルギー産出国

に対して（エネルギーおよび関連サービス産業が価格の下落および低水準の投資に対して脆弱であることか

ら、これらの国の政府歳入と外貨収入の両方を減少させることを通じてを含め）、重大な悪影響を及ぼして

きており、引き続き重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

ユーロ圏のソブリン危機は完全に解決されたわけではなく、現在継続中の政策により重大なリスクは対処

され、ヨーロッパ諸国の多くにおける経済的見通しは改善しているが、依然として抜本的構造改革の必要性

がある。欧州連合（EU）加盟国としての残留を問う英国の国民投票が2016年６月23日に予定されているた

め、英国およびEU加盟国の経済的および政治的不透明感は高まるであろう。

低い経済成長率およびインフレ率を受けて、一部の中央銀行は基準金利を実質的にマイナスに設定し、ま

た量的緩和を行う等、異例の金融政策措置を採用している。金融政策のさらなる変更、特に多くの市場で歴

史的に低水準であった現在の実勢金利の大幅な上昇は、信用の質や資産価値を通じて経済全般に影響を及ぼ

すおそれがある。

2　当グループはアジア、アフリカ、それに中東に戦略的な焦点を当てていることから、これらの地域の市

場の政治、事業および経済環境によるリスクにさらされている

当グループは、景気変動、景気後退、インフレ圧力、為替変動、および事業の中断、それに暴動、汚職、

為替および資本規制の賦課、特定の国、法人、および個人に関連する制裁、収用、国有化、既存の契約の再

交渉および無効化、法律、税制、および規制の変更に由来するリスクを含め、重大な経済、事業および政治

のリスクにさらされている。当グループのいくつかの主要市場における、またはこれらの市場に影響を及ぼ

すかかるリスクの発生により、当グループの財務内容および最近の経営成績は影響を受ける可能性がある。
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当グループが事業を展開する国の多くは近年、西欧および北米の多数の国々に比べて相対的に高いパ

フォーマンスをあげているが、その経済環境は優位性が失われてきており、このことはこれらの国に悪影響

を及ぼす可能性がある。特に、中国経済は移行を経験するにつれて、その拡大のペースは目に見えて減速し

ており、このことは、中国（ならびに中国との貿易または中国への輸出に依存する他の市場）に関連するリ

スク全体の水準を引き上げる。

上記のリスクのいずれかが発生または継続した場合、当グループの財務内容および業績に、そして深刻な

場合または長期化した場合には、見通しにも重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

3　当グループは、事業を展開する市場で競争にさらされている

当グループは、財務およびその他の資源をより多く有する競合他社を含め、当グループが事業を展開する

市場で事業を営んでいる現地の銀行およびその他の国際銀行と激しく競争している。また、関連する商品や

市場の新規参入者による競争の激化に直面する場合があり、また既存の競合他社同士が現在の市場プレゼン

スまたは市場シェアを高めるために協力する場合がある。

当グループの市場で事業を展開する現地銀行および国際銀行の多くが当グループとほぼ同じ顧客の獲得で

争っていることから、競争が当グループの主要市場の一部またはすべてで激化する場合がある。競争力を維

持するために、当グループは一部の市場において、期待していた、または希望していた利益を実現できない

場合がある。また、一部の競合他社は資金調達コストを引き下げることができ、当グループよりも有利な条

件で貸付を提供できる場合がある。更に、当グループの一部の市場では、政府または政府機関の支援または

支配を受けた金融機関と競合し、当グループは一定の貸出水準およびその他の特定された目標を満たさなけ

ればならない場合がある。また規制も、当グループなどの国際銀行が市場に参入する能力および／または既

存事業を拡大する能力を制限し、地元の銀行を優遇する場合がある。かかる制限は当グループのかかる市場

での競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。

加えて、銀行業界全体は、いくつかの重要なテクノロジーに関連したトレンドに直面しており、これは主

に銀行間貸付、支払およびクロスボーダーの送金等の分野でノンバンクのテクノロジー企業からの競争をも

たらしつつある。

上記の問題は個別にも総合的にも、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす

可能性がある。

4　当グループは、信用度やカウンターパーティからの貸付金および債権の回収可能性の変動に伴うリスク

にさらされている

信用度やカウンターパーティからの貸付金および債権の回収可能性の変動に伴うリスクは、広範囲の当グ

ループの事業に内在するものである。

当グループの借り手やカウンターパーティ（ソブリンおよび非ソブリン双方）の信用度の悪化、および世

界経済もしくは国固有の経済の状況または資産価値の悪化（または長期化したもしくは深刻な悪化）に伴う

悪影響は、当グループの資産の回収可能性および価値を低下させ、または引き続き低下させるおそれがあ

り、当グループの不良債権に対する引当水準を引き上げさせるか、または当グループで発生する減損もしく

は評価損の水準を引き上げる可能性がある。１つ以上の金融システムでシステム上の破綻が発生した場合に

も、当グループはこうした影響に直面する可能性がある。

加えて、経済状況の悪化はいくつかの当グループの主要な地域市場（中国およびインドを含む）および主

要な市場セクター（コモディティ等）全体における銀行業務の水準に影響を及ぼし、このような状況が持続

した場合には悪影響が継続する可能性がある。

当グループは上記のリスクの管理に相当の資源を充てているが、借り手およびカウンターパーティの信用

リスクに影響を及ぼす要因の多くは当グループの力の及ぶ範囲を超えている。上記のリスク（例えば、中国

およびインドを含む当グループの特定の主要市場で最近起こり、貸付金の減損の大幅な増加を引き起こした
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リスク要因）のいずれかが発生した場合、または当グループがかかるリスクを管理できなかった場合、当グ

ループの財務内容および業績に、そして深刻な場合または長期化した場合には見通しにも、重大な悪影響を

及ぼす可能性がある。

5　当グループは、時間の経過とともに変化する場合がある予測、判断、および見積りを織り込んだ財務モ

デルを活用して算定される一部の金融商品の価値に伴うリスクにさらされている

欧州連合が採択した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に基づき当グループが公正価値で認識し

ている金融商品の価値を算定するため、当グループは市場相場価格、または金融商品の市場が十分に活発で

はない場合には、観察可能な市場データを活用する一般に公正妥当と認められた会計原則（国際会計基準第

39号等）に沿って内部評価モデルに依拠している。一定の環境では、かかる評価モデルで活用する個別の金

融商品もしくは金融商品のクラスのデータは市況の変化により入手できない、または入手できなくなる可能

性がある。かかる環境において当グループの内部評価モデルでは、当グループは時価を定めるために予測、

判断、および見積りを行わなければならない。他の金融機関と同様、かかる内部評価モデルは複雑であり、

当グループが行わなければならない予測、判断、および見積りは、予想キャッシュ・フロー、借り手の債務

返済能力、資産価格の上昇および下落、相対的なデフォルトおよび赤字の水準などの本来不確実である問題

に関連することが多い。かかる予測、判断、および見積りは、新しい情報、動向の変化、および市場状況を

反映するために更新される必要のある場合がある。

加えて、当グループが金融商品の評価のために採用することを義務付けられている手法は、時の経過とと

もに変化する可能性がある（IFRS第９号で規定されている基準等の関連する会計基準の変更の結果を含

む）。

IFRS第９号等のまだ発効していないIFRSの変更の影響は、現時点で正確に定量化することはできないが、

上記による金融商品の公正価値の変動は、当グループの財務内容および業績に、そしてこのような変更が大

幅である場合は見通しにも、重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの会計上の信用評価調整（以

下「CVA」という。）の見積手法の変更に関連して、下記「３　当グループは、資本、レバレッジおよび流動

性要件の引き上げなど、より厳格なプルデンシャル基準を規制当局が課すリスクにさらされている」と題さ

れたリスク要因における「協議中の規制」の項目を参照のこと。

6　当グループは、貸借対照表および資本資源の管理に係る制約および意思決定から発生するリスクにされ

されている

当グループは自己の事業の運営、組織的な成長および自己の戦略の遂行のため、自己資本の有効管理を確

保しなければならない。当グループの財務内容や資本資源を有効に管理する能力を制限する将来の変化、ま

たは当グループが行う資本、戦略、業務もしくは財務に係る意思決定は、当グループの規制資本、財務内

容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

7　当グループは流動性リスクにさらされている

流動性リスクとは、当グループが期限の到来した自己の債務を履行するために利用可能な資金を十分保有

していない、または過度の費用でしか資金を確保できないというリスクである。当グループの現在の貸借対

照表は高水準の流動性および十分な資金調達を示しているが、かかるリスクは銀行業務に固有のものであ

り、特定の資金源への過度な依存もしくはかかる資金源の利用不可（例えば、銀行間融資への依存な

ど。）、グループ内借り入れの機動性、信用格付けの変動、または金融市場の不安定化や自然災害などの市

場全体にわたる現象を含む多数の要因により増大することがある。

当グループは有価証券、貸出、デリバティブ、およびその他の約定のエクスポージャーを通じて直接また

は間接に非流動性や大幅な価格ボラティリティの影響を受けてきており、また今後も受け続けることのある

市場で事業を展開していることから、当グループはあらゆる場所で、またあらゆる通貨について自己の流動

性を慎重に管理する方針である。しかし、かかる状況の再発もしくはその長期化は当グループの財務内容や
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業績に悪影響を及ぼす可能性があり、またその影響が深刻であった場合は、当グループの見通しにも重大な

悪影響を及ぼす可能性がある。また、預金獲得コストの大幅な上昇、預金拡大の未達成、または当グループ

からの預金の大幅な流出は、短期間に発生した場合には特に、当グループの財務内容や流動性の状況に重大

な悪影響を及ぼす可能性がある。

8　当グループは、当グループの信用格付の格下げに伴うリスクにさらされている

当グループの資本市場へのアクセス能力、かかる市場での借入コストは当グループの信用格付けによる重

大な影響を受ける。2015年11月５日、フィッチはSCPLCおよびSCバンクの長期発行体格付をAA-からA+に格下

げし、好ましくない資産の質のトレンドならびに困難な業務上および規制上の環境によるボラティリティ等

をこの要因として挙げた。これらのリスクについての詳細は、「事業、マクロ経済および地理的リスク―４

当グループは、信用度やカウンターパーティからの貸付金および債権の回収可能性の変動に伴うリスクにさ

らされている」、「オペレーショナル・リスクは当グループに事業に固有なものである」および「当グルー

プは、規制の厳しい産業で事業を展開するリスクならびに銀行および金融サービスに係る法規の変更に係る

リスクにさらされている」と題されたリスク要因に記載されている。さらに、2016年３月７日付でムー

ディーズ香港は、発行会社の長期発行体格付をAa３からA１、SCバンクの長期発行体格付をAa２からAa３に格

下げしており、2016年３月31日付でスタンダード・アンド・プアーズも、発行会社の長期発行体格付をA
-
か

らBBB
+
、SCバンクの長期発行体格付をA

+
からAに格下げしている。当グループは、フィッチ、ムーディーズ香

港およびスタンダード・アンド・プアーズによる格下げに影響が現時点では重大ではないと考えている。格

付機関は、将来当グループの格付の下方修正に至るおそれのあるいくつかの要因を特定しており、その一部

はその時々に格付機関の公式声明の中で言及される可能性がある。これらの要因が実現した場合、他の事象

が起こった場合、またはまだ特定されていない他の要因が発生した場合、それによりSCPLCおよび／またはSC

バンクの格付が引き下げられる事態に至るおそれがある。例えば、フィッチはSCPLCが概説している戦略計画

の実施において、信用サイクルの悪化による問題の可能性を指摘している。これらのリスクのいくつかにつ

いての詳細は、「オペレーショナル・リスク―３ 当グループは戦略計画のすべては達成できないかもしれな

い、あるいは計画した恩恵を目標どおりには達成できないかもしれない」および「当グループはマクロ経済

リスクにさらされている」と題されたリスク要因に記載されている。

当グループの現在の貸借対照表は高水準の流動性および十分な資金調達を示しているが、将来のSCPLCおよ

び／またはSCバンクの短期または長期の信用格付けの大幅な下方修正は、その資金調達の金額、コスト、お

よび財源に影響を及ぼす、または当グループの競合上の地位に悪影響を及ぼすおそれがあり、これにより当

グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

9　当グループは、金利、為替レート、コモディティ価格および株価の変動に伴うリスク、ならびにその他

市場リスクにさらされている

市場リスクとは、金融市場における金利または価格の不利な変動による、収益または経済価値の損失の潜

在的な可能性である。当グループの市場リスクに対するエクスポージャーは、主に顧客のニーズに基づいた

取引によって生じる。

当グループの主な市場リスク区分は以下のとおりである。

-　金利リスク　イールド・カーブ、クレジット・スプレッドおよび金利オプションのインプライド・

ボラティリティの変動によって生じる。

-　為替リスク　為替レートおよび為替オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生

じる。

-　コモディティ価格リスク　エネルギー、貴金属、ベースメタルおよび農産物を含む、コモディティ

価格およびコモディティ・オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生じる。
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-　株価リスク　株価、株価指数、株式バスケットおよび関連オプションの予想変動率の変動によって

生じる。

-　信用スプレッド・リスク　CVAの会計処理を通じたデリバティブのカウンターパーティの信用スプ

レッドの変動によって生じる。

予期せぬ事象の発生または継続により市場が大きく混乱した（例えば、2015年８月の人民元の切下げ、お

よび大幅かつ長期化したコモディティ価格の低迷）結果、当グループの財務内容および業績に、そして深刻

な場合または長期化した場合には見通しにも重大な不利な影響を及ぼしたが、引き続き重大な不利な影響を

及ぼすおそれもある。これらのリスクを有効に管理できない場合にも、当グループの財務内容および業績

に、そしてその管理の不備が重大または長期化した場合は、見通しにも重大な不利な影響を及ぼす可能性が

ある。

10　当グループは、事業の地理的分散から生じる為替変動リスクにさらされている

当グループの事業は、数多くの法域で数多くの通貨（例えば、米ドル、ポンド、韓国ウォン、香港ドル、

シンガポール・ドル、台湾ドル、人民元、インド・ルピーおよびいくつかのアフリカ通貨）で行われている

ため、当グループの事業は為替レート変動のリスクにさらされている。グループ会社の営業成績は、まずは

本拠地の現地通貨で報告され、これらの営業成績は当グループの連結財務書類に含められるために、適用さ

れる為替レートを使用して米ドルに換算されている。現地通貨と米ドルの間の為替レートは変動しており、

引き続き変動する可能性がある。このため当グループは、米ドル以外の通貨の授受、外国の子会社および支

店からの配当金およびその他の収益、外国子会社および支店の報告利益、ならびに米ドル以外の通貨建ての

投資および米ドル以外の通貨による事業活動に起因するリスク加重資産の純資産帳簿価額に関連して、為替

レートの変動にさらされている。

加えて、当グループは為替レートの不利な変動を監視している（そして一部の場合には、かかる変動に対

するヘッジに努めることもある）が、経済や市場の状況の変化について正確に予測すること、またかかる変

動が当グループに及ぼす可能性がある影響や、当グループが業務を行っている国の通貨の為替レート変動に

よる米ドル換算への影響を予想することは困難である。このような経済および市場の状況の変動のいずれか

が発生した場合、またはこのようなリスクを有効に管理できない場合、当グループの財務内容および業績

に、そして重大または長期化した場合は、見通しにも重大な不利な影響を及ぼす可能性がある。

11　当グループは、金融市場および資産クラスに影響を及ぼすボラティリティおよび混乱に伴うリスクに

さらされている

特定の金融市場や資産クラスに影響を及ぼす、ボラティリティや混乱は、不意であったか、長期化したか

または高まったがとは無関係に、当グループの資産、財務内容および業績に重大な不利な影響をもたらす可

能性がある要因である。特に、これらの要因は、当グループの「売却可能」ポートフォリオおよびトレー

ディング・ポートフォリオの資産の時価評価額に不利な影響を及ぼしてきており、また引き続き不利な影響

を及ぼす可能性がある。資産負債管理（以下「ALM」という。）は、100十億米ドルを超える良質の流動性資

産を規制目的のために会計規則上の「売却可能」の下で保有している。CRDIV規制の下で、売却可能項目に係

る損益は、当グループの普通株式等Tier１資本（以下「CET１資本」という。）のポジションに直接的に影響

を及ぼす。加えて、このようなボラティリティや混乱が深刻である場合または長期化した場合は、当グルー

プの見通しに悪影響を及ぼすこともあり得る。

市場の変動はまた、デリバティブ契約を締結している特定の顧客に不利な影響を及ぼす可能性もある。当

グループは顧客のエクスポージャーおよびリスクを管理しようとしているが、デリバティブ契約の結果、特

定の顧客に与える潜在的な損失によって、顧客との係争や会社の債務不履行が増加し、当グループによる評

価減または減損が追加で生じる可能性があり、かかるリスクを有効に管理できない場合、当グループの財務

内容、業績に加えて、その管理の不備が重大または長期化した場合、見通しにも悪影響が及ぶ。
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12　当グループは、銀行、その他金融機関、企業の破綻に起因するシステミック・リスクにさらされてい

る

金融サービス業界内でいずれかの金融機関または企業が不履行に陥れば、他の金融機関も不履行に陥る可

能性がある。与信、取引、決済、その他の関係により、多くの金融機関の営業の健全性は密接な相関関係に

あるため、ある一つの金融機関の懸念や不履行が、他の金融機関の重大な流動性の問題、損失、不履行につ

ながる可能性がある。このリスクは「システミック・リスク」と呼ばれることがあり、当グループが日常的

にやり取りしている決済機関、銀行、証券会社、その他金融機関、取引所などの金融仲介機関に不利な影響

を及ぼすことがあり、このことが当グループの資金調達能力に不利な影響を及ぼしたり、当グループの事

業、財務内容、業績、見通しに重大な不利な影響を及ぼしたりする可能性がある。

13　当グループは、カントリー・クロスボーダー・リスクにさらされている

カントリー・クロスボーダー・リスクは、外国政府が講じた特定の措置（主に外貨の転換性および移動性

に係る措置）によって、当グループが顧客（ソブリンおよび非ソブリン）または第三者から契約上の債務に

係る支払を受けることのできないリスクである。特に、経済および政治の状況の悪化に対応して、一部の政

府は資本の移動および通貨の移動に係る制約を課しているか、または新たに課すもしくは強化する可能性が

あり、これにより、カウンターパーティが当グループに対する契約上の債務を履行することが不可能な事態

に至るおそれがある。

当グループまたは当グループのカウンターパーティが、資本またはその他の資産を取得、移動または配分

する能力に対する重大な制約は、当グループの財務内容および業績に、そして深刻な場合または長期化した

場合には、見通しにも重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

14　当グループは、司法制度や紛争解決制度の発達が比較的遅れている市場でも業務を行っていることに

伴うリスクにさらされている

当グループが業務を行っている一部の未発達な市場では、北米、西ヨーロッパと比べて司法制度や紛争解

決制度の発達が遅れていることがある。契約違反が発生した場合、契約の相手方に対する請求やその執行が

難しいことがある。反対に、当グループに対して請求がなされる場合、かかる申し立てを抗弁するのは難し

いことがある。当グループが、司法制度が十分発達していない市場において法手続きの当事者になる場合、

このことは予期しなかった結果が起こるリスクを悪化させ、かかる手続きに対する不利な結果が、当グルー

プの財務内容、業績、見通しに重大で不利な影響を及ぼす可能性がある。

15　当グループは、当グループが業務を行っている市場における敵対行為、テロ攻撃または社会不安、な

らびに自然災害に伴うリスクにさらされている

当グループは世界中の数多くの市場で業務を行っており、その業績の一部はクロスボーダー取引や資本フ

ローの開放性に左右されている。当グループが事業を展開する地域における地政学的な緊張や対立が、取引

フロー、顧客の支払能力、また当グループが国境を越えて資本、流動性、事業を管理する能力に影響を及ぼ

す可能性がある。

当グループが業務を行っている一部の国および地域（中東、東南アジアおよびアフリカを含む）では、社

会不安、国内および近隣諸国との敵対行為、テロ攻撃が今までも、また現在も発生している。これらの国の

一部では近年、地震、洪水、干ばつなどの自然災害も発生している。これらの、または同様の敵対行為、緊

張状態、自然災害が、当グループが業務を行っている市場における政治的または経済的不安定性につなが

り、当グループの事業、財務内容、業績、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

16　当グループは、特定の資産および事業を再編成する戦略（処分の方法を含む）および買収を手段とし

た業務の拡大に伴うリスクにさらされている

当グループは、低収益の取引関係および当グループの引締め後のリスク許容度水準を満たさない信用エク

スポージャーからの撤退、ならびに各種の資産および事業の処分を含む、焦点をよりはっきりさせるための
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戦略を発表した。 処分の成功（およびRWAや株主資本利益率の改善目標を含む、かかる処分において期待さ

れた効果の実現）は、事業または資産に対して当グループが期待する価格または対価の実現に加えて、売却

される事業の業務の移行を当グループのリスク管理の枠組みに沿って管理する能力にも、一部左右される。

当グループは、また予期しなかった問題の結果、このような撤退または処分の達成において困難に直面する

可能性があり（常にまたは目標としたタイムスケール内で）、およびかかる撤退もしくは処分を効果的に管

理することができなかった、またはかかる撤退もしくは処分によって目指した効果を達成することができな

かった結果として、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

当グループはまた、その時々に、各種の市場における既存事業の合理的な拡張であると考える資産または

事業を取得することも検討する。当グループの買収の成功は、当グループが期待する水準の業績の達成のほ

か、新規買収事業の業務を当グループのリスク管理の枠組みに統合する経営陣の能力にも、一部左右され

る。当グループは、このような取得した資産または事業からの期待された水準の実績の達成（またはこれら

の資産または事業の当グループへの統合の成功）において困難に直面する可能性があり、こうした買収およ

び統合を効果的に管理することができなかった場合、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な

悪影響を及ぼす可能性がある。

17　当グループは、レピュテーションリスクおよび風評被害（レピュテーションリスクを効果的に管理す

ることができなかった結果を含む）にさらされている

レピュテーションリスクとは、利害関係者が当グループもしくはその行動を否定的に考える結果、収益の

逸失もしくは時価への悪影響となる当グループの主要事業に対する被害の可能性である。

レピュテーションリスクは次の場合から発生する可能性がある（そして特定の場合ではこれらから発生し

た）

-　当グループが、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、規制リスク、法務リ

スクまたはその他のオペレーショナル・リスクのうちの１つもしくは複数を含め、当グループの事

業上のリスクを効果的に軽減することができない場合（詳細および例について、後述の「当グルー

プは法務および規制リスクを適切に管理できないことに伴うリスクにさらされている」と題された

リスク要因を参照のこと）

-　戦略の更新の一環として行った、カウンターパーティとの間の取引または特定の市場における業務

の取止めまたは縮小の意思決定を含め、当グループが行った意思決定

加えて、当グループの活動は、当グループの顧客との関係や当グループによる財務上の意思決定を通じ

て、環境および社会上の影響を引き起こす。当グループは、特定のリスクを伴うセクターで事業を営む顧客

への金融サービスの提供に適用され、主要な環境上および社会的な問題に取り組むことに努めるための一連

の意見表明書を公表し、貸付金組成および与信プロセスに、環境および社会リスクを特定し評価する仕組み

を持ち、また特定のリスクを伴う取引案を見直す、専門の環境および社会的リスク管理チームがある。だ

が、環境上または社会的な基準を遵守することができず、結果としてのレピュテーション上の影響が伴うこ

とを回避するために、かかる措置が十分に効果的であるという保証はない。

当グループの評判が損なわれた場合、既存の顧客は当グループとの取引を減らすか、または停止する可能

性があり、潜在顧客は当グループとの取引に消極的になる可能性がある。

当グループの評判の重大な毀損は、現在もしくは将来の顧客の喪失、または政府もしくは規制当局との重

要な関係への打撃を通じて、当グループの将来の収益力に重大な影響を及ぼす可能性がある。そのため、レ

ピュテーションリスクを効果的に管理できない場合、当グループの事業、業績、および見通しに重大な影響

を及ぼす可能性がある。

18　当グループは年金リスクにさらされている
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年金リスクは、当グループの年金制度の数理的に評価された不足額を充足しなければならない、または充

足することによる損失の可能性である。年金リスクのエクスポージャーは、当グループの年金制度の積立義

務の充足の必要から生じる財務状況のリスクに重点が置かれている。このような不足が生じた場合、当グ

ループは自己の年金制度に追加的な支払いが義務付けられる、もしくは追加的な支払いを選択する場合があ

る。このことはかかる支払額に応じて、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼ

す可能性がある。

マクロプルーデンス、規制および法務リスク

1　当グループは、法務および規制リスクを適切に管理できないことに伴うリスクにさらされている

当グループは様々な銀行および金融サービスに係る法律ならびに規制の対象となっており、事業を展開す

る各法域の多数の規制および施行当局による監督を受けている。その結果、当グループは多数の各種法律お

よび規制上のリスクにさらされている。かかるリスクは、以下をはじめとした複数の形で生じることがあ

る。

-　適用される法律および規則、またはその適用もしくは解釈の変更によって損失が発生する可能性が

あり、当グループは、国際的な銀行や金融機関に対して一般的になりつつある、現在または将来の

規制もしくは法律の施行イニシアチブの時期あるいはその形態を予測することができない可能性が

ある。

-　当グループが事業を展開する多数の国における、様々な複雑な法律および規制上の制度の適用を受

け、また、かかる要件に関連する基準または制裁が国によって大きく異なる結果として。

-　マネーロンダリングやテロリストへの資金提供を防止する広範な法令の適用を受け、一定の国、法

人、および個人（当グループが随時事業を行っている、もしくは行っていた国、またかかる国の法

人もしくは個人を含む。）に対する制裁規定の遵守を強制するための措置が義務付けられる結果と

して。

-　契約上の義務を強制執行できない場合、意図された権利および義務を享受できない場合、契約上の

義務が予想外もしくは不利な方法で、または瑕疵のある担保合意により、当グループに対して強制

執行可能となる場合のいずれかの理由で、瑕疵のある取引または契約から発生するリスクに関連し

て。

-　当グループの資産（商号などの当グループの知的財産権を含む。）を管理する権利および能力が適

切に保護されない結果として。

-　当グループに対して不利な申立てまたは請求（訴訟を通じてを含む）が提起され、このような申立

てまたは請求の理非にかかわらず、訴訟の結果が本質的に不確実であり、財務的損失に至る（当グ

ループが損害に対する支払いを行う債務を負う結果としてを含む）おそれがある結果として。

法的および規制上のリスクを適切に管理できなかったことにより、一部の場合において、当グループに対

して様々な不利な結果をもたらしており（また、一部の場合には継続して不利な結果をもたらす可能性があ

り）、そのことは個別的にまたは集合的に当グループの事業、財務内容、業績、および見通しに悪影響を及

ぼすおそれがある。例えば、

-　当グループは、規制上の措置、審査、情報提供依頼および適用される法令の遵守に関連する調査の

対象であり、引き続き対象となる（詳細は、「マクロプルーデンス、規制および法務リスク―６ 規

制上の審査および調査ならびに内部の手続きおよびプロセスの審査が当グループにとって不利な結

果に至る可能性がある」と題されたリスク要因を参照のこと）。

-　当グループ（または当グループの従業員、代理人、代理店もしくは第三者サービスプロバイダー）

による適用される法令の不遵守、またはそのような不遵守の嫌疑もしくは認識の結果発生した手続
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きに関連して、当グループに費用が発生する可能性があり（かかる手続きの維持に伴う費用および

関連する損害に関する負債を含む）、また、そのような不遵守はレピュテーション上の損害を引き

起こす可能性もある。

-　当グループが適用される法令の遵守を怠ることにより、当グループが事業または当グループが事業

を展開する市場に対する制約の実施を決定する（または、関係規制当局にそのような制約を実施す

ることを提案する、もしくは提案された制約を受け入れるもしくは関係規制当局に受入れを義務付

けられる）事態に至る可能性がある。これらの制約は、当グループが関係規制当局に対して該当す

る制約の遵守について定期的な証明を行う義務を伴う可能性がある（そして、当グループがかかる

制約を遵守しない場合、または義務付けられた証明を提出できない場合、上記の不利な結果を引き

起こす可能性がある）。

2　当グループは、規制の厳しい産業で事業を展開するリスクならびに銀行および金融サービスに係る法規

の変更に係るリスクにさらされている

当グループの事業は、複雑な枠組みのバンキングおよび金融サービスに係る法律および規制の対象であ

り、かかる法律および規制は、法律、規制、政策、規制上の解釈および自主的な実務規範の変更の影響を含

め、関連する法務および規制リスクを引き起こす。金融危機の結果、政府や規制当局の介入や監視の水準は

大幅に強化され、金融機関に適用される法律および規制は更に変更されているか、変更が予定されている。

法律や規制の更なる変更は多数の法域で検討されている。当グループは自己の規制当局と緊密に協力し、状

況を定期的に監視しているが、法律、規制、および財務またはその他の政策の今後の変更は予想することが

難しく、当グループの力が及ばない。加えて、法律や規制が当グループの財務内容、業績、および見通しに

重大な悪影響を及ぼす可能性がある方法で採用、施行、または解釈される場合がある。

当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある法律および規制の変更ならびに政府または規制当局の政

策には以下のものが含まれる。

-　中央銀行や規制当局の金融、金利、およびその他の政策

-　政府もしくは規制当局の政策の一般的な変更、または当グループが事業を展開する市場における投

資家の意思決定に大幅な影響を与える規制制度の変更、かかる市場の構造や販売する商品を変える

規制制度の変更、またはかかる市場での事業コストを高める規制制度の変更

-　自己資本比率および／または流動性、危機に対する政府の介入の資金を賄うための特別賦課金の請

求（当グループにとって税控除とならない場合がある。）、一部事業の預金業務からの分離および

破綻リスクをとるには規制当局があまりに大きいと考える金融機関の清算に関連する消費者保護に

係る規則およびプルーデンス規則などのその他の規制要件の変更

-　当グループの市場全体にわたる、システミック・リスクの抑制（集中決済、証拠金要件、資本）と

市場の透明性の向上（即時報告、取引所またはスワップ取引執行機関における取引、情報開示、記

録保持）を意図した店頭デリバティブの改革

-　競争および価格設定環境の変動

-　財務報告に関連する動向（会計および監査基準（IFRS第９号で規定されている基準等）、コーポ

レート・ガバナンス、業務遂行、および従業員報酬の変更を含む）

-　収用、国有化、資産の没収、外国人持分に関連する法律の変更

-　当グループの商品およびサービスに係る需要に影響しうるその他の不利な政治、軍事、および外交

上の動向、社会の不安定化、または法律の不確定化

金融危機や近年の世界の経済状況に対応して、将来の金融危機を防止し、金融機関の安定を確保するた

め、資本および流動性の要件（バーゼルIIIやCRD IVへの準拠を含む）の引上げ、税金および賦課金の引上

げ、一部の取引についての中央清算の義務化、開示基準の強化、コーポレート・ガバナンスや従業員報酬制
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度の強化、一定の種類の取引構造の制限など、金融サービス業界の規制および監督はすでに大幅に厳格化さ

れている（詳細については、後述の「マクロプルーデンス、規制および法務リスク―３ 当グループは、資

本、レバレッジおよび流動性要件の引き上げなど、より厳格なプルデンシャル基準を規制当局が課すリスク

にさらされている」および「４ 当グループの事業および業務が規制当局によって策定された破綻処理策（EU

銀行再生・破綻処理指令および2009年銀行法に従って導入されたものを含む。）の悪影響を受ける可能性が

ある」と題されたリスク要因を参照のこと）。

これらの新要件は、程度は異なるものの、当グループのグループ会社を含め、金融サービス業界で事業を

営む企業の収益性および経営成績に大きな影響を及ぼすおそれがある。また、かかる影響を受けたものに対

して、現在の戦略の変更を求める、既存の事業の継続を妨げる、締結できる取引の種類もしくは金額を制限

する、または請求できる金利もしくは手数料に制限を課すもしくは変更を求める可能性がある。当グループ

はまた、コンプライアンス・コストの増加および事業活動の遂行能力に係る制限に直面する可能性がある。

世界およびEUの銀行グループの監督ならびに規制に係る国際的な規制協力が強まっているが、当グループ

は現在また将来も事業を展開する各法域で既存および新規の規制要件を遵守するという複雑な状況にある。

規制が変更されても、かかる規制要件は調整されることはなく、結果として当グループは異なる、また場合

によっては対立する要件を遵守しなければならないことがある。上記の問題は当グループの多数の事業およ

び活動分野に悪影響を及ぼす場合があり、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及

ぼす場合がある。

3　当グループは、資本、レバレッジおよび流動性要件の引き上げなど、新たなプルデンシャル基準を規制

当局が課すリスクにさらされている

当グループの主要監督機関である健全性監督機構（以下「PRA」という。）は、当グループが自己のバラン

スシート、オフバランスシート、カウンターパーティ、およびリスク・エクスポージャーを参照して保持し

なければならない資本、流動性及びレバレッジの最低水準を決定している。

当グループは、指令（以下「CRD IV指令」という。）および規則（以下「CRD IV規則」といい、CRD IV指

令と併せて以下「CRD IV」という。）で構成される包括的な法令を通じてヨーロッパにおいて施行された

バーセルIIIの適用を受けている。PRAは、銀行、住宅金融組合およびPRA指定投資会社を対象とした英国にお

ける政策要綱、方針、規則及び監督要綱を通じてCRD IVの関連規定を実施している。

現在、当グループは、CRD IVに基づく最低水準を満たしている。しかし、当グループは、PRAまたはイング

ランド銀行が（後述の変更を超えて）以下の措置を講じた場合、当グループはリスクにさらされることにな

る。

-　当グループやその英国の規制対象企業（当行を含む。）の最低資本要件の決定の際により厳しいス

トレス・テストのシナリオを適用する。

-　当グループおよびその英国の規制対象企業につき設定された規制上の最低要件を引き上げる。

-　資本、流動性、レバレッジおよびRWAの算定基準の変更を実施する。

-　資本バッファー、流動性バッファーおよびレバレッジバッファーを上乗せする。

-　新しい規制要件を適用する、および／または

-　当グループもしくはその英国の規制対象企業のいずれかに既存の要件を適用する方法を変更する。

その結果、上述の要件または制約のどれを満たす（またははかかる要件もしくは制約のいかなる変更、も

しくは適用の変更に対応する）ための場合でも、当グループは資本もしくは流動性を増強する、または法令

遵守を確保するためのその他の措置を取ることを義務付けられる可能性があり、これは当グループの財務内

容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある（詳細は、特に、後述の「英国のマクロプ

ルーデンス規制」と題されたパラグラフを参照のこと）。
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長期的に規制資本およびレバレッジ比率を維持するための当グループの能力は、当グループのRWAおよびエ

クスポージャー、税引き後利益、為替レートの変動、公正価値の調整などの多数の要因に影響される可能性

もある。資本水準および要件はバーゼルIIIでは、従来の制度に比べて市場や経済状況に大きく左右される

ことから、経済や金融市場の状況が悪化すれば、実効的な資本要件は高くなる可能性がある。

資本要件

CRD IVに基づき、銀行は、RWAの８％という総自己資本要件の適用を受けており、当該要件には、RWAの

4.5％以上という最低CET１資本要件およびRWAの６％以上という最低Tier１資本要件が含まれている。

英国において銀行は、PRAが設定したピラー２A資本要件の適用をうけているが、ピラー２A資本要件は、ピ

ラー１資本要件では十分に対応されないリスクを捕捉する。ピラー２A要件については、その56％以上をCET

１資本、75％以上をTier１資本によって満たされなければならない。

加えて、銀行に対しては、RWAの2.5％の資本保全バッファーおよびRWAの2.5％以下の景気連動抑制的資本

バッファーの維持の他、該当する場合には規制当局が設定した金融機関のシステミックな重要性を反映する

追加的バッファーの維持が要求されている。これらの資本バッファー要件のそれぞれが、CET１資本によって

満たされなければならない。

PRAバッファーは、ピラー２B資本バッファーの一部としてPRAにとって利用可能な追加的バッファーであ

る。PRAバッファーは、ストレス・シナリオにおけるグループの脆弱性、またはPRAが特定したCRD IVに基づ

くバッファーでは対応できないリスク管理およびガバナンスの失敗を鑑み、PRAが一部のバッファーにつき不

適切であるとみなすPRA監視対象グループに対してのみ適用される。PRAバッファーについてはCET１資本に

よって満たさなければならず、法により要求されない限り開示することが認められていない。

規制資本要件およびバッファーの増加は、当グループが保有すべき資本の額を引き上げる可能性がある。

これは、当グループの財務内容、業績、見通しおよび配当支払能力に悪影響を及ぼすおそれがある。

レバレッジ要件

FPCは、対応するグローバルなシステム上重要な金融機関（以下「G-SIB」という。）バッファーおよび景

気連動抑制的バッファーの35％に設定された補完的レバレッジ比率バッファーと併せて、英国の銀行を対象

として３％の最低レバレッジ比率を導入した。

結果的に、現時点で予想される当グループの2019年のレバレッジ比率要件は3.37％であり、その構成は以

下のとおりである。

-　2015年から最低レバレッジ比率要件は3.0％

-　G-SIBレバレッジ比率バッファーは0.35％

-　景気連動抑制的レバレッジ比率バッファーは0.02％

当グループのG-SIBバッファー要件および景気連動抑制的資本バッファーの引き上げは、当グループのレバ

レッジ比率要件を増加させる可能性がある。

損失吸収力要件

2015年11月にFSBは、G-SIBが有する損失吸収力の充実度に係る最終基準を公表した。FSBの最終基準は、

（i） 破綻処理手続きにおけるG-SIBの損失の吸収および資本再構築能力に係る原則集と、（ii） G-SIBの総

損失吸収力（以下「TLAC」という。）の特徴および充実度に関して国際的に合意される基準を定めた大まか

な「条件規定書」によって構成されている。G-SIBは、2019年１月１日より、各破綻処理グループのRWAの

16％である最低外部TLAC要件の適用を受け、この要件は2022年１月１日より段階的に18％に引上げられる。

さらに、G-SIBは、2019年１月１日よりバーゼルIIIのレバレッジ比率の分母の６％、また2022年１月１日よ

り6.75％の最低外部TLAC要件の適用を受ける。FSBはまた、国内の破綻処理当局が上記の水準を超えた追加要

件を課すことも認めている。
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FSBのTLACの条件規定書の下では、（EUにおいてはCRD IVを通じて反映された）バーゼルIIIの最低規制資

本要件の充足のために算入される規制資本財源が、一定の条件の下に、最低TLAC要件の充足に関しても算入

されることが認められる。具体的に、最低TLACを満たすために使用されたCET１資本は、規制上の資本バッ

ファーを満たすために使用してはならない。規制資本ではないTLACには一定の適格性条件が適用され、これ

には、（i） 契約上の満期までの期間が最低１年であること、（ii） 無担保であること、および（iii）

TLACの構成要素の適格性を有しないものとして列挙される特定の負債（例えば預金保険の対象預金）に対し

て契約上、仕組み上または制定法上劣後することが含まれる。さらに、適格TLACの償還により当グループの

TLAC要件に違反する結果となる場合、当該TLACの償還は監督当局の承認を要する。FSBの最終基準は、EU加盟

国を拘束しないが、G20のメンバーであるEUおよび英国は、上記の日程に沿ったFSBの最終基準の導入を確約

している。

金融機関および投資会社の再建・破綻処理の枠組みを定めるEU指令（以下「EU銀行再生・破綻処理指令」

または「BRRD」という。）も、EUの銀行および投資会社（以下「該当機関」という。）をして各自の債務お

よび自己資金の合計の一定割合として計算される自己資金および適格債務に係る最低基準（以下「MREL」と

いう。）を充足させる義務をEU加盟国に課している。

英国においては、2013年金融サービス（銀行改革）法によりFSMAが改正され、英財務省には、金融機関に

対して債務証書を発行するよう、または債務の一部が特定の種類の債務証券から構成されるよう要求する権

限が付与された。かかる権限は、CRD IVに基づく規制資本要件に追加されるものとなっている。金融機関に

課すMREL要件を設定するイングランド銀行の権限は、2016年１月１日付で発効した。イングランド銀行は、

2015年12月に公表された協議文書において、FBSのTLAC基準の導入という方法で英国のG-SIB（発行会社等）

を対象とするMRELを設定すること、およびベイルインが適切な破綻処理戦略である金融機関を対象とする

MRELについては、損失吸収額（会社の最低規制資本要件（即ち、ピラー１およびピラー２Aの合計、または高

基準の場合は適用のあるレバレッジ比率要件もしくはバーゼルIフロア）になるとみられる。）および資本増

強額（損失吸収額と同額になると予想されるが、調整され得るもの。）で構成される見通しであることを示

唆している。イングランド銀行はまた、資本バッファーが損失吸収額の算定対象から除外される見込みであ

ること、およびMRELの水準およびその他の条件については、妥当であればFSBのTLAC基準と足並みを揃える予

定であることも伝えている。

さらにPRAも2015年12月に、MRELおよび規制上のバッファーとの関係に関する協議文書を公表した。当該協

議文書においてPRAは、FBS基準の重要な点に基づき、MREL要件を充足するために使用したCET１については、

合算バッファーまたはPRAバッファーを充足するために使用することはできないという方針案を示している。

上記の基準に基づく当グループの現時点の理解では、当グループの総MREL要件は約19.4％となり、資本保

全バッファー、G-SIIバッファーおよび現時点で既知の景気連動抑制的バッファーを含めた場合はさらに約

23.0％となる。かかる要件は、当グループの事業運営費を著しく増加させ、当グループにとっては、要件を

充足させるために十分な債券を発行することが困難になるおそれがある。

FSBの基準は、G-SIBが、外部TLACを持つことに加えて、「グループ内TLAC」を持つことを義務付けてお

り、グループ内TLACは、破綻処理対象事業体（すなわち、破綻処理手段が当該G-SIBの破綻処理戦略に従って

適用される事業体）が「重要な子会社グループ」に対して確約した損失吸収力である。TLACの条件規定書の

下では、各重要な子会社グループについてのグループ内TLAC要件は、当該重要な子会社グループが破綻処理

グループである場合に適用される外部最低TLAC要件の75％から90％に設定しなければならない。実際のグ

ループ内TLAC要件（この範囲内）は、ホスト国の当局が破綻処理グループのホーム国の当局と協議の上で算

出する。内部TLACを持つ要件が、当グループの業務と収益性に悪影響を及ぼすことがあり得る。

英国のマクロプルーデンス規制
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2013年３月、FPCは、英国の銀行システムの資本充実度を評価するための同システムの定期的ストレス・テ

ストを開発すべきであると勧告した。2015年12月1日、イングランド銀行は、第２回の同時ストレス・テスト

の結果を公表した。2015年のイングランド銀行ストレス・テストにおける焦点は、英国の外部リスクであ

り、よってストレス・パラメーターは、2014年の英国ベースのテストよりも新興市場により焦点を当ててお

り、金融システムの安定性に係る主要な国内のリスクについてのFPCの評価が反映されている。

2016年から2018年のイングランド銀行のストレス・テスト

2015年10月、イングランド銀行は翌３年間のストレス・テストのアプローチについての意図を公表した。

そのアプローチの一部の主要な側面には、以下が含まれる。

-　金融サイクルから生まれる銀行システムに対するリスクの評価を目的とした、2016年に開始される

「年次サイクルシナリオ」。このシナリオの深刻度は、銀行システムが直面しているリスクのイン

グランド銀行による評価に従って調整される。

-　広範囲のリスクに対する銀行システムの抵抗力の評価を目指し、その焦点が当てられるリスクが時

とともに変化する、2017年に開始される「隔年の試験的シナリオ」。イングランド銀行は、このシ

ナリオの範囲は年次サイクルシナリオよりも柔軟性を持つ可能性が高く、その年に試験されるリス

クによって、一部の銀行のみに限定されることもあり得る旨を述べている。

-　ストレスシナリオにおいて、銀行が維持することを期待する最低水準の資本を示す、「ハードル

レート」の枠組みの発達。各銀行はストレスシナリオにおいて最低CET１資本要件（ピラー１および

ピラー２A）を満たすことが期待されることとなり、システム上重要な銀行（当グループ等）に対す

るバッファーはハードルレートの枠組みに含められる。当グループの現在の規則に対する理解に基

づくと、既知の将来のハードルレートは約6.5％であり、以下で構成されている。（i）2015年１月

１日より4.5％の最低CET１資本要件、（ii）2019年１月１日までに1.0％のG-SIBバッファー、そし

て（iii）PRAによって設定されたCET１資本のピラー２Aの約1.0％（これは時とともに変化する可能

性がある）。

イングランド銀行は、ストレス・テストの結果が、マクロプルーデンスおよびミクロプルーデンスの両方

のレベルで、FPC／PRAが規制資本要件を設定する際の情報として使用される旨を示している。

当グループに適用される規制資本要件、レバレッジ要件、流動性要件、またはその他の要件が今後引き上

げられた場合、当グループの財務内容、業績、および見通しに悪影響を及ぼす場合がある。さらに当グルー

プがかかる引き上げ後の要件を満たせなければ、規制当局の介入もしくは制裁（銀行免許の喪失もしくは停

止など。）または重大な評判の悪化を招く結果となる可能性があり、このことは当グループの財務内容、業

績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす場合がある。

なお、本書において別段の定義がない限り、「CET１資本」、「追加的Tier１資本」、「Tier１資本」およ

び「Tier２資本」は、文脈に応じて、（i） CRD IV（EBA技術的基準を含む。）および／もしくはバーゼル

IIIに基づき要求されるもの、または （ii） PRAのガイダンスもしくは規則において定められたものを意味

する。

協議中の規制

当グループは、現在協議中の、またはまだ確定していない、追加的規制の影響を受ける可能性がある。例

として、これらには以下に係るBCBSの市中協議が挙げられる。（i）信用リスクに対する標準的手法に基づい

た資本フロアの枠組みのデザイン（BCBS CP306）、（ii）信用リスクに対する標準的手法の修正（BCBS

CD347）、（iii）オペレーショナル・リスク対する標準的手法の修正（BCBS CP291）、（iv）トレーディン

グ勘定の抜本的な見直しの提案で、これは市場リスクの枠組みに影響する可能性がある（BCBS CP305）、お

よび（v）CVAリスクの枠組み（BCBS CD325）。

各国規制当局による資本要件の適用
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各国の規制当局は、その法域の事業体に対してPRA要件およびバッファーを満たすために要求される水準よ

りも高水準の資本の保有を義務付けることができる。かかる規制は、当グループにとって、RWAの上昇または

規制資本要件の増加を直接的又は間接的にもたらし、当グループの事業、財務内容、業績および見通しに重

大な悪影響を及ぼす可能性がある。加えて、各国の規制当局は子会社化を含め、事業体の構造の変更を求め

ることがあり得、このことは資本要件を引き上げ、そしてそれに伴い当該事業体が当グループに配当を支払

う能力の低下をもたらす可能性がある。

CRD IVに基づく新しい流動性基準

CRD IVに基づき、銀行は、２つの新しい流動性基準、すなわち（i）流動性カバレッジ比率要件（以下

「LCR」という。）および（ii）安定調達比率要件（以下「NSFR」という。）を満たさなければならない。

LCRは銀行に対して、かかる銀行が深刻な短期的流動性ストレス・シナリオの下で直面する可能性のある純

キャッシュ・アウトフローを補うために利用可能である、使用に障害がなく質の高い流動性資産を保有する

ことを求めている。NSFRは、資金調達された資産の流動性プロファイルならびにオフバランスシートの約定

および債務に起因する偶発的な流動性の必要可能性と比較した、銀行の使用する安定した資金源の金額を測

定する。CRD IV（およびそれに基づき制定された委任法）に基づき、EU域内に本拠地を有する銀行には、

2015年10月１日から最低60％のLCR要件が適用され、この比率は、2018年１月１日までに100％に達するよう

に毎年少なくとも10パーセントポイント引き上げられる。

一方でPRAには、段階的導入期間に高水準を維持する権限が付与されている。2015年6月にPRAは、とりわ

け、2018年１月１日までの段階的導入期間に、CRD IVによって要求される最低要件よりも厳しい流動性カバ

レッジ要件を課す裁量権を行使することを確認した。PRAは、2015年10月１日より最低80％のLCRを適用して

おり、この率を2017年１月１日より90％、2018年１月１日より100％に引上げる予定である。なお、NSRFにつ

いては、2018年１月１日付の導入予定に先立ち観察期間中である。

当グループは現時点において、PRAが定めた最低要件を満たしている。しかし、適用される流動性要件の将

来的な変更が当グループの財務内容、業績および見通しに悪影響を及ぼさないという保証はない。

4　当グループの事業および業務が規制当局によって策定された破綻処理策（EU銀行再生・破綻処理指令お

よび2009年銀行法に従って導入されたものを含む。）の影響を受ける可能性がある。  

不健全なまたは破綻しつつある銀行の事業、業務ならびに資本および負債の構造に介入してそれを変更で

きるよう当グループの規制当局がこれまでに導入したおよび今後導入することを予定している幅広い権限

は、当グループの収益性、資金調達コストおよび世界戦略の実施に重大な影響を及ぼす可能性がある。破綻

処理権限の行使またはその可能性は、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす

場合がある。

さらに、再建および破綻処理の制度では、銀行が財政困難に陥る可能性に備えるために、当グループがそ

の法律上、資本上または業務上の構造を変更すること、一定の活動を変更しまたはその続行を中止するこ

と、またはMREL要件を満たすことを要求する権限が当グループの規制当局に与えられている。当グループの

規制当局が、当グループの破綻処理可能性および／または再建可能性を高めるためにこうした変更が必要も

しくは望ましいと最終的に決定した場合には、要求される変更の効果が当グループの資本、流動性およびレ

バレッジ比率または全体的な収益性に重大な影響を及ぼす可能性がある。

規制に基づく資本の減額、ベイルイン権限およびその他の破綻処理権限

2014年５月15日、該当機関の再建および破綻処理の枠組みを構築するBRRDが、EU議会とEU理事会によって

可決された。BRRDには、不健全なまたは破綻した該当機関の秩序立った破綻処理を促進するためのEUの規制

当局の統一化された手段および権限を含んでいる。BRRDは、該当機関および／またはそのEEA持株親会社が発

行した特定の資本性商品（有価証券等）の恒久的減額処理を行うこと（または資本性商品を株式に転換する

こと）によって、深刻な財政困難または存続不可能な状態にある該当機関および／またはそのEEA持株親会社
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の一部の資本を再構成する権限を、加盟国がその規制当局および破綻処理業務の責任を負うその他の機関

（以下「破綻処理機関」という。）に付与することを要求している（以下「規制に基づく資本の減額権限」

という。）。破綻処理機関はまた、破綻処理シナリオにおいて該当機関および／またはそのEEA持株親会社の

一部の無担保債務の「ベイルイン」を行う権限、すなわち、無担保債務の減額または無担保債務の株式への

転換を通じて、破綻したまたは破綻しつつある該当機関の損失を一部の債権者に負担させる権限も有する

（以下「ベイルイン権限」という。）。EU加盟国は、2014年12月31日までにBRRDの下で定められた要件の国

内法化を行い、2015年１月１日から当該要件を適用することを要求されたが、ベイルイン権限の適用につい

ては2016年１月１日まで延期することを許可されている。英国では2015年1月1日からベイルイン権限が施行

された。

2009年銀行法は2009年２月21日に発効し、英国の法律の下で法人化され設立された預金受入金融機関（当

行等。）に適用される。かかる法律により、FSMAセクション55Bおよびスケジュール６で規定する閾水準を満

たせない、または満たせないと思われる銀行およびその他の預金受入金融機関に対処するために、当該閾水

準を満たす措置が講じられることが合理的に見込まれない場合に、行使することができる権限（以下に述べ

る安定化策を含む。）が、英財務省、イングランド銀行、PRAおよびFCAに付与されている（現在、当行に係

る事例はない。）。2009年銀行法は、２つの倒産手続きと５つの安定化策から成る特別な破綻処理制度を定

めている。

倒産手続きは次のとおりである。

-　適格預金者の口座が別の銀行に譲渡され、または、金融サービス補償制度に基づいて適格預金者が

補償を受けることを確保するように設計され、その後、銀行の債権者にとって最善の結果が達成さ

れるようにするための銀行の業務の清算、銀行の倒産手続き。

-　特別破綻処理制度に基づいて民間部門の購入者または受け皿銀行への銀行の一部の譲渡が実施され

る場合に、商業的購入者または譲受機関が円滑に事業を行うことを可能にするために、売却または

移転されなかった銀行が、譲渡対象の事業に対するサービスおよびファシリティの提供を継続する

ことを確保するように設計された、銀行の更生管財手続き。

安定化策は次を規定している。

-　該当する銀行または預金受入金融機関の事業の全部または一部の、民間セクターへの譲渡。

-　該当する銀行または預金受入金融機関の事業の全部または一部の、イングランド銀行が全持分を所

有する受け皿銀行への譲渡。

-　該当する銀行または預金受入金融機関の事業の全部または一部の、イングランド銀行が所有または

支配する資産管理ビークルへの譲渡。

-　該当する銀行もしくは預金受入金融機関またはその英国における持株会社の全部または全部の一時

的な公的所有（国有化）。

-　該当する銀行もしくは預金受入金融機関の無担保債権者の特定の債権（有価証券を含む。）の減

額、および／または特定の無担保債務請求権（有価証券を含む。）の株式への転換（ベイルイン権

限。この場合、株式は将来の減額の対象となる可能性もある。）。

英財務省、イングランド銀行、PRAおよびFCAは、特別破綻処理権限の行使に当たって、指定された目的

（英国の金融システムの安定の保護および拡大、英国の銀行制度の安定に係る信頼度の保護および向上、預

金者保護、公的資金の保護、ヨーロッパ人権条約に違反する財産権の侵害の回避）を重視しなければならな

い。

破綻処理当局が利用可能な追加的権限は、以下のとおりである。

-　該当機関が発行した債務証券の満期の変更、または当該債務証券に基づくの支払利息額もしくは利

息支払日の変更。
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-　株式もしくはその他の所有商品または債務証書の上場廃止または取引排除、新株またはその他の所

有商品の上場またはその承認、および減額された債務証書の再上場または再承認。

-　法律上または契約上の譲渡制限のない該当機関の資産、権利および債務の譲渡。

-　該当機関に対する、当該機関の事業の買収者が当該事業を効果的に運営するために必要なサービス

または設備の提供要求。

-　EU法域外に所在する財産の移転要求。

早期介入権限および破綻処理可能性の障害を取り除く権限

BRRDはまた、存続可能な該当機関の再建を促進する目的で、規制当局が有する適切な早期段階で介入する

権限を強化している。その中には、取締役の解任および交代に係る権限、該当機関の再建計画で特定された

１つもしくは複数の措置を実行する権限、該当機関の法律上もしくは事業上の構造変更を求める権限、また

は該当機関の財務上の健全性を回復させるために特別マネージャーを任命する権限が含まれる。破綻処理機

関はまた、該当機関もしくはそのグループの破綻処理の実現可能性を向上させる特定の措置（例えば、グ

ループの特定の事業または重要なサービスの子会社化。）を講じるよう要求することができるが、これによ

り該当機関のグループの構造または事業戦略の変更が必要となる場合もある。

ベイルインの契約上の認識

BRRD第55条により、発行会社等のEEA域外国の法律に準拠しているEU域内で設立された該当機関（その支店

を含む。）の債務に関する契約につき、新たな要件が導入された。EU加盟国は、債権者または当該債務を発

生する契約の当事者が、当該債務がベイルイン権限の対象となる可能性があることを認識し、ベイルイン権

限の行使により有効となった、支払期限の到来した元本もしくは未返済残高の減額、転換または消却に拘束

されることに同意することを定めた条項を契約に規定するよう、該当機関に要求しなければならない。破綻

処理機関は、当該条項の執行可能性および有効性に関する法律意見書の提出を金融機関に要求することがで

きる。当該条項が規定されなかった場合でも、破綻処理機関による関連する債務に係るベイルイン権限の行

使が妨げられることはない。PRAは、2015年11月に承諾による変更を公表し、コンプライアンスが実行不可能

であると判断された場合の特定の債務につき第55条を適用するという規則が廃止されった。また、2016年3月

には、2016年７月１日から適用される第55条を適用するという規則の恒久的変更に関する協議文書も公表し

た。当該協議文書では、実行不可能性につき、会社自ら合理的に評価することが提案している。当グループ

は、かかる変更案の影響について評価中である。顧客につき第55条を実施した場合、当該要件は、当グルー

プのEEA域外の支店が現地市場において資金および預金の調達および維持する能力に影響を及ぼす可能性があ

り、かかる資金調達のコストが上昇し、当グループはEEA域外の競合他社との競争上不利となり、ストレス期

間中の資金調達が影響を受け、追加的な業務上の要件が発生し得る。当グループの実行不可能性に関する評

価およびその実施については随時変更がなされている。さらには、当局が当グループの実行不可能性に関す

る評価に異議を唱え、規制上の制裁を科すおそれおよび／または追加的な実施を要求するおそれもある。

継続的要件

当グループは、自己の財務内容の大幅な悪化に耐えるための再建計画の作成および更新を求められる。該

当機関はまた、自己の事業および法人についての詳細な情報を提供することが求められ、破綻処理機関はか

かる情報から該当機関およびそのグループを破綻処理する計画を策定することを求められる。 再建計画なら

びに破綻処理計画関連の情報の策定および提出の必要性（それにかかる計画および情報を定期的に更新する

要件）は、大きな事業上の負担である。

破綻処理基金

BRRDに基づき、EU加盟国は、破綻処理基金の設立を義務づけられており、該当機関は、債務（自己資金を

除く。）から預金保険対象預金を控除した後に、当該機関のリスク・プロファイルを反映するための調整を

加えた金額応じて事前拠出を行うこととなる。かかる破綻処理資金は、破綻処理機関が破綻処理権限を効果
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的に行使できるようにすることを目的として設立される。各破綻処理基金は、個々の該当機関が拠出する金

額を個別に決定することとなるが、当該破綻処理基金の利用可能な財源については、該当する地域で認可さ

れたすべての金融機関の預金保険対象預金額の少なくとも１％相当額を2024年12月31日までに確保しなけれ

ばならない。このため英国は、英国破綻処理当局（即ち、イングランド銀行）が支配する基金において拠出

金を中央管理せずに、銀行からの年次強制拠出による破綻処理基金の仕組みを構築するため、BRRDに基づく

裁量権に関する協議を行い、かかる裁量権を活用するとみられる。かかる裁量権により事実上、英国は、英

国の銀行からの強制拠出を選択された年次資金調達源として取り扱うことができ、適切であれば銀行からの

年次強制拠出を臨時拠出で補えることから、英国政府が求める方法であるとみられる。（英国の銀行からの

強制拠出および／または臨時拠出）を通じたかかる拠出のコストは、当グループにとって莫大な費用となる

可能性がある。該当機関はまた、事前拠出額が該当機関の破綻処理に伴う損失、コストまたはその他の費用

を補うには不十分である場合、臨時事後拠出を行わなければならないこともあり得る。

5　当グループは、欧州銀行同盟の設立に伴うリスクにさらされている

欧州中央銀行（以下「ECB」という。）は、2013年10月に確定したEU SSM規則（EU規則1024/2013）および

付随するEUの立法措置の規定に従い、単一監督制度の枠組みの一環として2014年11月４日にユーロ圏の銀行

を監督する責任を引き継いだ。他のEU加盟国（英国など）はECBと密接な協力体制を構築することができ、そ

の場合にはECBがかかる加盟国の金融機関に対する許可、監督について責任を負うことがあり得る。 英国が

ECBと密接な協力体制を構築するか、または欧州通貨同盟に参加する場合、ECBは当グループの監督について

責任を負うようになるが、これは重大な点においてPRAやFCAが実施する監督とは異なることがある。また状

況に応じて、当グループの業務、戦略、収益性、よって財務内容、業績、見通しにも重大な不利な悪影響を

及ぼす可能性がある。

6　規制上の審査および調査ならびに内部の実務およびプロセスの審査が当グループに悪影響を及ぼすこと

があり得る

世界金融危機以降、銀行業界はより厳格な規制上の監視を受けるようになった。かつてない量の規制変更

と要件の導入が行われ、より厳格化された監督および監視ならびに企業行動に対するアプローチが採用され

るとともに、銀行に係る規制上の審査、情報要求（召喚状および書類の要求を含む）および調査の数が増加

する結果となっており、強制措置がもたらされることも多い。

当グループは、様々な法域において、適用される法令の遵守に関連した、規制上の措置、審査、情報提供

依頼および調査の対象であり、引き続き対象となる。当グループは、数多くの審査、情報要求および調査に

協力しているが、これらの事項の結末の性格と時期の双方とも不確実であり、予測することは困難である。

そのため、当グループに起こり得る負債またはその他の不利な結果の範囲を予測することは不可能である。

規制当局および執行当局は、法令の不遵守に対して訴追を追求し、様々な罰を科すための広範な裁量権を有

している。当局から科される罰には、相当額の課徴金、追加的な法令遵守要求および改善要求、および／ま

たは、追加的な事業への制約が含まれる。近年、こうした当局が裁量権を行使して、法令に違反したと判定

された金融機関に対して科す罰は厳しさを増してきており、将来の罰が異なった種類とはならない、または

厳しさが増さないという保証はない。その結果、このような審査、情報要求および調査は、次に当グループ

の事業、財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

とりわけ、

-　2012年に米国当局との間で達した経済制裁コンプライアンスに関する和解（以下「2012年の和解」

と総称する。）の条件には、改善プログラム、報告要件、コンプライアンスの見直しおよびプログ

ラム、銀行業務の透明性の要件、研修策、監査プログラム、開示義務、（ニューヨーク州金融サー

ビス局（以下「NYDFS」という。）の同意命令との関係では）外部監視者としてのナビガント・コン

サルティング。インク（以下「モニター」という。）の任命といった制裁やマネーロンダリング対
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策（以下「AML」という。）および銀行機密法（以下「BSA」という。）の統制の改善に係る多数の

条件および継続的な義務が含まれる。2012年の和解に関連して、当グループは罰金を科され、約667

百万米ドルを支払うことに同意した。

-　2014年８月19日、当グループは、モニターが特定したニューヨーク支店（以下「当該支店」とい

う。）におけるマネーロンダリング防止取引監視システムの欠陥に係るNYDFSとの最終的和解に達し

たことを発表した。制裁スクリーニングプロセスとは別途のものであるこのシステムは、当グルー

プの全体的な金融犯罪関連統制の一部分であり、当該支店に対して追加調査を要する異常な取引パ

ターンに係る警告を事後的に発するように、設計されている。和解条件は次のようなに要約され

る。（i）300百万米ドルの民事課徴金、（ii）当該支店における取引監視システムの改善、（iii）

モニター期間の２年間の延長、および（iv）一式の一時的是正手段。取引監視システムの検出シナ

リオがモニターによって承認された基準どおりに機能するようになるまでの間、これらの手段の実

施が継続される。これらの一時的是正手段には、当該支店で米ドルの要求払い預金口座をすでに開

設していないあらゆる顧客についての米ドルの要求払い預金口座開設の制限（NYDFSの事前同意がな

い場合）、一つの法域における高リスク・リテール事業顧客向けの米ドル清算サービスに対する制

限、およびもう一つの法域における特定の高リスク顧客の監視の強化が含まれる。

-　2014年12月９日、当グループは、米国司法省（以下「DOJ」という。）、ニューヨーク地方検事局

（以下「DANY」という。）および当グループが、2012年に締結した起訴猶予合意（以下「DPA」とい

う。）の2017年12月10日までの３年間の延長と、その後の当グループの制裁遵守プログラムに係る

評価を行って勧告を行うモニターの保持について合意したことを発表した。このDOJとの合意では、

当グループが当初のDPAの要件を遵守するとともにその制裁遵守を改良および最適化するための多数

の手段を講じたことが認められた。これには、米国の制裁に係る厳格化された方針および手順、認

証を受けた職員研修、法務および金融犯罪コンプライアンスの幹部担当職員の雇用、ならびに、米

国の制裁法令の対象国に関連する支払指図を阻止する追加手段の導入が含まれる。当グループは、

DPAにより要求される基準に達するための当グループの米国制裁関連プログラムの追加的かつ実質的

な改善を行うために、各当局と緊密に協力している。

-　当グループは、米国の制裁法令に対する過去の違反の可能性に関連する米国当局およびニューヨー

ク州検事局による調査に協力しているが、現段階では、これらの当局は違反が生じたかどうかにつ

いて、いかなる結論にも達していない。当グループが2007年に既知のイランの当事者と新規取引を

行うことを取り止める決定を下す前の期間に焦点を当てた2012年の和解とは対照的に、現在継続中

の調査は、2007年以降に行動規範および統制の不備により、イランに利害を持つ顧客がSCバンクを

通じて取引を行うことを許容した程度、ならびにかかる不備が2012年に関係米国当局と情報共有さ

れた程度を検査することに焦点を当てている。現時点の調査段階では、当グループはその性質や結

果の出る時期につき予測することができない。

-　FCAはSCバンクの金融犯罪統制を調査し、SCバンクロンドン支店が遂行しているコルレス銀行業務に

おいて、特に欧州経済地域外のコルレス銀行との間で遂行された業務に関連して、これらの統制の

有効性とガバナンスを検査していることに加えて、SCバンクの一海外支店におけるこうした統制な

らびに当グループレベルでこれらの統制に対して遂行される監視の有効性とガバナンスを検査して

いる。現時点の調査段階では、当グループはこれについてもその性質や結果の出る時期について予

測することができない。

-　一部の市場の規制当局やその他の機関は、多数の分野の規制の遵守および幅広い金融商品に係る販

売や取引などの市場行動、それに様々な市場金利や為替などその他の金融ベンチマークを設定する

ための提出に関する調査と見直し要求を行っている。当グループの支店および／もしくは子会社の
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一部は、その対象の時点で、過去（および現在）にかかる市場の一部の参加者となっており、かか

る金利やその他の金融ベンチマークを設定する機関にデータを提出している場合がある。現段階で

は、当グループはかかる調査または見直しの結果の性質や時期について予測することができない。

-　規制上の期待を満たし積極的なリスク管理を実証するため、当グループは、リスクの許容範囲を越

えた事業を売却し、またはそこから撤退するなどの、リスクの大きい事業活動を制限、再編、ある

いは緩和する措置をとる。

-　当グループの過去、現在、および将来の制裁、AMLおよびBSAの要件、それに顧客デューデリジェン

スの遵守は関係当局の焦点であるが、将来においても引き続き焦点となる。

-　法律、規制、和解合意（DPAを含む）もしくは命令に対する違反、または当グループのAML、BSA、経

済制裁、コンプライアンス、汚職および税務犯罪防止策についての方針、手続き、システム、統制

および保証の不遵守もしくは欠陥は、上記の不利な結果を引き起こす可能性があり、そのいずれも

が当グループの評判、事業、業績、財務内容および見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。

7　国際的な税の透明性の向上および脱税対策のための多数の法的取り組みの結果、当グループはコンプラ

インス・コストの増加に直面することを予想している

共通報告基準

経済協力開発機構（以下「OECD」という。）は、財務会計情報を多国間で自動的に交換できるよう、共通

報告基準（以下「CRS」という。）およびモデル協定の草案を策定した。CRSには、潜在的源泉要因は含まれ

ていない。CRSに基づき、金融機関は、計画を支持する98カ国（うち55カ国（EU加盟国を含む。）は、2017年

を目処に最初の情報交換をすることでCRSの導入を確約済み。。その他の43カ国も、その後の2018年を目処に

最初の情報交換をすることでCRSの導入を確約済み。）における顧客の税務上の居住状況につき特定および報

告する義務を負うこととなる。2014年12月、欧州連合はCRSを行政協力に係る修正後指令（指令2011/16/EUを

修正する2014/107/EU）（以下「DAC」という。）に組み込み、CRSにEU内における法的根拠を与えた。EU加盟

国は、2015年12月31日までに修正後DACを遵守するための法案を可決および公布し、2016年１月１日より修正

後DACの規定を遵守しなければならない。顧客情報に係るデューディリジェンスの増加と税務当局への情報の

報告は、当グループを含む銀行の業務上およびコンプライアンス上の費用を増加させると予想される。一部

の点がまだ未決定であることから、現時点では、かかる新法を遵守するための総コストを数値化することは

できない。

（i）CRSの現地の法律への導入、（ii）当グループの特定の事業部門、または（iii）特に当グループに関

連して、CRSが更に変更される可能性については保証できない。かかる項目の一つ以上が、当グループの事業

の遂行、当グループの戦略および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、それゆえ当グループの財務

内容、業績、および見通しにも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

8　デリバティブに適用される法律または規制の改訂は、当グループの事業に悪影響を及ぼす場合があり、

当グループはコストの増加および／または減収に直面する場合がある

当グループの事業は国内および国際レベルで規制の強化や規制の変更にさらされており、これにより事業

コストの増加および／または事業収入の減少に直面する場合がある。また当グループは、事業を展開する各

地の金融サービスに係る法律、規制、行政措置、および政策の適用を受ける。全世界の金融規制当局は、近

年の金融危機に対応するため、当グループなど金融サービス企業に適用される規制枠組みの大幅な変更を提

案している。現行の監督および規制制度が変更された場合、または準拠する法律および規則を遵守できな

かった場合、当グループの事業、財務内容、または業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

2010年７月、米国はドッド・フランク・ウォール街改革および投資者保護法（以下「ドッド・フランク

法」という。）を可決した。ドット・フランク法は、システミック・リスクを抑制し（集中決済、証拠金要

件、資本）、市場の透明性を高める（リアルタイム報告、為替、またはスワップ執行ファシリティ取引、情
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報開示、記録の保持）ことを意図した米国の規制制度の広範囲にわたる改革を定めたものである。またかか

る法律により、スワップを扱う主要法人の登録および監督が導入された。当グループは米国法人ではなく、

海外法人スワップ・ディーラーとして米商品先物取引委員会（以下「CFTC」という。）に登録されている。

かかる改革は、関係する連邦規制機関が新しい規則を発行し、規制を実行し、関係する規制機関に措置を講

じる前に個別の問題の検討を指示していることから、すべてが直ちに発効しているわけではない。それゆ

え、当グループは詳細な内容および時期が判明した時点でかかる改革の影響を継続して追跡・評価する。

2012年８月16日、欧州市場インフラ規制（以下「EMIR」という。）（正式には、欧州議会ならびにOTCデリ

バティブ、中央清算機関および情報蓄積機関に係る評議会によるレギュレーション（EU）No 648/2012とい

う。）が発効した。EMIRはすべてのデリバティブ取引を授権または認可された取引情報蓄積機関に報告する

ことを要請し、相手方の金融機関や非金融機関と締結され、一定の決済閾値を超す一定のOTCデリバティブ取

引を授権または認可された中央清算機関で清算することを義務付けている。EMIRはまた、担保または証拠金

の交換の要請を含め、中央清算されないOTCデリバティブ取引すべてに係る厳格なリスク緩和制度を導入して

いる。

ドッド・フランク法、EMIR、および同様の国際的な改革の取組みによる規制の変更やその結果としての要

請は、当グループのOTCデリバティブ（以下「当該取引」という。）および関連業務に携わるコストを増大さ

せ、また当該取引および関連業務からの収入を減らす場合がある。ドッド・フランク法の規定では、一部の

市場参加者はそのデリバティブ業務の一部を別法人に譲渡させられる、または譲渡しなければならない場合

がある。その場合、現在の法人ほど信用力が高くない場合がある。したがって、当該取引を締結・履行する

能力、または将来取引に携わる能力は、かかる業務に携わるコストの増大またはかかる業務に携わるインセ

ンティブの低下など予期しない方法で影響を受ける場合がある。 新規制はまた、かかるデリバティブが中央

清算機関を通じて決済されない場合、当グループがデリバティブに係る事業を行う方法について制限を課す

場合がある。

かかる規制制度が（i）米国またはその他の国で、（ii）当グループの特定の事業部門について、または

（iii）当グループに関連して具体的に、更に変更される可能性については保証できない。かかる要素の一部

または全部が、当グループの業務の遂行、当グループの戦略、および収益性に影響を及ぼし、それゆえ当グ

ループの財務内容、業績、および見通しに影響を及ぼす可能性がある。

オペレーショナル・リスク

1　オペレーショナル・リスクは当グループの事業に内在するものである

オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス、人員、およびシステムが不適切または不全なため、ある

いは法務リスクなど外部事象の影響により発生する潜在的な損失である。事業上の損失は、例えば以下の項

目の失敗によって発生することがあり得る。すなわち、マネーロンダリングの防止もしくは発見、国際的テ

ロリストへの資金提供の防止・発見もしくは制裁規則の遵守、法律上もしくは規制上の要件の遵守、ITの障

害もしくは機能停止の防止もしくは是正、情報セキュリティ侵害またはサイバー・セキュリティ侵害の防止

もしくは検知、内部および外部の詐欺の阻止、防止もしくは発見、十分なデータの管理もしくは適切な注意

義務を尽くした顧客データの取扱い、重要な変更プロジェクトの管理、システミックな商品リスクの管理、

誤売却の防止、当グループおよびその従業員に期待される業務行為の提供、関連する贈収賄および汚職防止

法令の遵守、重要な第三者ベンダーへのリスクの集中の防止、市場行動に関して当局が定めた基準の遵守、

大規模なシステム障害の防止、重大な事業中断の防止、「ローグ・トレーディング」の防止、および取引担

保と法的文書が要求された場合のそれらの利用可能性および信頼性の確保、である。 当グループはオペレー

ショナル・リスクを適時かつ有効な方法で、方針、手続き、および手段の枠組みを通じて管理することの確
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保に努めている。銀行業務に固有の上記リスクの１つ以上が発生もしくは継続した場合、またはかかるリス

クの１つ以上を有効に管理することができなかった場合、当グループの財務内容、業績および見通しに重大

な悪影響が及ぶ可能性がある。

なお、上記は、発行会社または当グループ所属企業がPRAおよびFCAの規制対象である被監督企業としてそ

の義務を順守できないということを意味しない。

2　当グループは戦略計画のすべては達成できないかもしれない、あるいは計画した恩恵を目標どおりには

達成できないかもしれない

当グループは、自行を強固で、効率的、集中的かつ収益力のある銀行として再構築するための、重要な戦

略的リポジショニングを実行している途上である。これを達成するためには、引き続き当グループの顧客の

ニーズを満たしかつ平常通りに業務を遂行しつつ、複数の相互依存的な経営措置の実現と組織および事業イ

ンフラストラクチャーにおける著しい変革の実行が必要となる。

この戦略計画は野心的であり、実行にはいくつかの偶発事項も織り込まれているが、著しい執行リスクが

伴っている。さらに、当グループ、当グループの事業または当グループが事業を展開する市場に影響を及ぼ

す他のリスクによって、執行リスクは増加する可能性がある。

加えて、当グループは現地での執行および説明責任の改善に焦点を当てるための再編途上であるが、この

再編の利益を実現するためには業務および意思決定の新しい方法を当グループに根付かせることが必要とな

り、これらの結果の時期および実現を成功させることに関してリスクを伴う。

戦略計画には、当グループの正味費用を2018年末までに2015年の水準以下に削減する費用効率向上３年計

画が含まれている。当グループは、これらの費用節減の大半を、計画されている当グループの戦略的リポジ

ショニング（当グループの事業構成の変更計画およびウェルス・マナジメントとプライベート・バンキング

の成長計画を含む）を支援する効率的かつ拡張性のあるプラットフォームの作成を目的とした、当グループ

のテクノロジーおよびインフラストラクチャーへの投資の増強に充てる計画である。目標とした費用節減が

達成できなかった場合、またはこのような目標とした費用節減の実現が遅れた場合、当グループが計画され

ているテクノロジーおよびインフラストラクチャーへの投資を実行する能力は、悪影響を受ける可能性があ

る。さらに、大規模なテクノロジー投資には、概して各種の執行リスクが伴う。これらの要素はいずれも、

当グループの修正後戦略の一部を形成する戦略的リポジショニングおよび目標としたこの戦略からの付随利

益を当グループが実現する能力に重大な影響を及ぼす可能性がある。加えて、当グループは戦略的計画を、

リスクおよび統制環境に対する悪影響を伴わず、顧客への影響を限定的にして実施することを計画している

が、かかるリスクをすべて解消することは不可能である。

当グループの戦略的リポジショニングのもう一つの主要な要素は、当グループが達成を目指している低リ

ターンRWAの大幅な再編成である。これには収益の変動、顧客関係およびレピュテーションのリスクが伴い、

緊密な管理が必要とされる。当グループは、この戦略的優先項目の有効な実行のために、執行の枠組みの策

定を完了し、資源を充てる予定であるが、発生の可能性がある執行リスク（例えば、枠組みにおける特定で

きていない不備、またはかかる枠組みに従わない結果として）を解消することは不可能である。

また、再編費用の実績が、非戦略的資産の清算損失、解雇手当およびのれんの評価減により、当グループ

が2016年末までに予期している３十億米ドルを上回るリスクもある。特に、当グループの戦略計画では、総

数で約15,000名の人員削減を見込んでおり、これは執行に予定よりも時間を要する可能性があり、再編費用

の追加に至る可能性がある。

上記のリスクは、個別でも合計でも、当グループが戦略計画（および目標とした当該計画による利益）

を、目標とした期間内にまたは所要期間にかかわらず、完全に達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があ

り、このことは、当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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3　当グループの事業は、適切な経営幹部や熟練者の採用、保持、および育成を行えない場合、悪影響を受

ける可能性がある

当グループの成功の継続は、その経営幹部とその他の熟練者の貢献の継続などに左右される。非常に質の

高い専門家を継続的に獲得、研修、奨励、そして保持する能力は当グループの人的戦略の重要項目である。

また、戦略の実行の成否は本社、各事業部門、それに海外拠点の経験の豊富な経営陣の確保に左右される。

経験の豊富な経営陣およびその他従業員（コンプライアンス等の主要機能部門分野における人員を含む）の

獲得競争は当グループが事業を展開する多数の地域、特に新興市場でとりわけ顕著である。金融犯罪対策の

改善プログラムおよび金融犯罪と闘う確約の一環として、当グループは多額の時間および財務資源を事業全

体にわたって、行動およびコンプライアンス関連事項に投資し、今後も継続して投資する。これには、多数

のコンプライアンス関連の追加人員の採用も含まれる。

当グループがその業務に職員を適切に配置できない場合、またはその主要な経営幹部が１名以上退職し、

その後任者を適切かつ適時に補充できない場合、その事業、財務内容、業績は、悪影響を受ける（例えば、

オペレーショナル・リスクの統制の低下の結果として）場合がある。同様に、当グループが優秀な専門家を

確保し、適切に研修、奨励、保持できない場合、その事業、とりわけ一部分野の拡張能力が悪影響を受ける

場合があり、このことは当グループの財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があ

る。経験豊富な経営陣およびその他の従業員を惹きつけ、動機付けを行い、引き留める当グループの能力

は、2015年11月に発表した新たな戦略の実行によっても影響される可能性がある。

EUおよび米国の規制当局は報酬に係る更なる要件を導入しているか、もしくは導入を計画しており、この

ことは当グループの経営陣および熟練者の適切な採用、保持、および奨励の能力に影響を及ぼす可能性があ

る。経営幹部や企業のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼす可能性のある専門業務に携わる者（「重

要なリスクテイカ―」（または「MRT」）として知られている）に対する賞与ならびにその他の契約外の報酬

の支払い、仕組み、および開示に係る規制が2011年１月１日から適用されている。毎年、当グループは、従

業員に個人の変動報酬の決定について連絡する前に、英国の規制当局よりこの制約の遵守についての承認を

得なければならない。2014年以降、MRTに支払うことができる変動報酬額は、その固定報酬額の２倍の上限に

制限されている。2015年１月１日から、支払済み／権利発生済みの変動報酬の取戻しが、付与から７年間ま

で（そして、一部の経営幹部職については、特定の環境の下で、10年間まで）可能となる。2016年より、新

たな英国の規制上の報酬規則の下で、変動報酬の繰延べは、多くのMRTについて５年、大部分の上級管理職に

ついては７年に、それぞれ延長される。2017年１月１日に施行されるEBAの報酬指針では、利息または繰延株

式に係る配当は認めず、MRTに対する権利発生後の保留期間は延長されることが定められている。かかる報酬

に係る要件は当グループに全世界的に適用されているが、同様の制限はEU外、特にアジア、アフリカ、それ

に中東の当グループの主要な中核市場の大半に拠点を置く競合他社には適用されていない。このことは、こ

うした市場で人材を他の現地および非EUの国際的銀行ならびに厳しく規制されていない業界と争う際に、平

等ではない競争の場を創り出す。かかる規定はまた、ストレス状況における変動報酬制度の管理や人材の獲

得競争および保持に係る当グループの能力に重大な影響を及ぼす場合もある。かかる問題はどれも、当グ

ループの事業遂行力、財務内容、業績、および見通しに重大な悪影響を及ぼす場合がある。

4　銀行業界が不正およびその他の犯罪行為のターゲットとなる

銀行業界は長く、詐欺、合法的な経済活動の妨害、またはその他の違法活動の助長を行おうとする第三者

のターゲットとなってきた。業務上の損失は、例えば次から発生する可能性がある。

-　マネーロンダリング防止、テロリストへの資金提供の防止および制裁の遵守に関連して、法的もし

くは規制上の要件の不遵守、または規制上期待されている事項の不達成

-　内部のおよび外部の詐欺

-　サイバー犯罪
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当グループは、規模と戦略的意図により、マネーロンダリングや制裁に関する違反に伴うリスクによって

影響を受けてきており、引き続き影響を受ける。このリスクはバンキング業務に固有のものであり、とりわ

け、（i）当グループが、多数の地理的地域内のもしくはこれらの地域に関連する複数の経路を通じて提供さ

れる様々なバンキング商品を多様な顧客に提供していること、（ii）当グループの防御が犯罪者によって乗

り越えられること、ならびに／または、（iii）当グループの顧客もしくはカウンターパーティのデューディ

リジェンス全体を通じて適用されている当該リスクのガバナンスもしくは付随する統制の設計が、法的もし

くは規制上の要件もしくは規制当局の期待に従ってリスクに対処するには不十分である、と当該当局が評価

することから発生する。

サイバー・リスク（詐欺、破壊行為および重要なインフラストラクチャーに対する損害に関連するリスク

を含む）についての懸念は、地政学的事象等により著しく高まってきており、サイバー犯罪の発生により当

グループに業務上の損失をもたらす可能性がある。この状況で、当グループの事業は、多数の取引を効率的

かつ正確に処理する能力に基づいていること加えて、当グループがそのデジタル技術、コンピューター、電

子メールサービス、ソフトウェア、ネットワーク、ならびに当グループのシステムおよびネットワークの中

の秘密情報およびその他の情報の安全な処理、保存および送信に依拠する能力に基づく程度が増加してお

り、これらによって当グループはサイバー・リスクにさらされている。さらに、インターネットとネット

ワーク化された技術によって事業のデジタル化の大きな機会がもたらされ、当グループは2015年11月に発表

した新たな戦略の一環としてこの機会を引き続き追求している一方で、技術の向上は、十分な装備およびモ

チベーションを有する攻撃者により一段と悪用されるリスクが高まるおそれがある。サイバー犯罪の発生は

増加し、全世界的に連携したものとなってきており、当グループにこのようなサイバー犯罪の結果として損

失が発生する可能性がある（例えば、詐欺による損失は、顧客もしくは当グループの資産（データを含

む。）の窃取、または、文書記録の意図的な隠ぺい、文書記録の操作もしくは虚偽表示から発生する可能性

がある）。

当グループは、人材、プロセス、システム、また顧客やその他利害関係者との取引に係る管理における内

部および外部犯罪のリスクの警戒に努めている。だが、当グループが上記のリスクを管理するために講じた

手段は不十分な可能性があり（または違反されるもしくは遵守されない可能性があり）、このような手段が

当グループを上述のリスクから保全するために有効である保証はない。

上述のリスクのいずれかが発生した場合、またはこのようなリスクを有効に管理できない場合、当グルー

プの財務内容、業績および見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

６【研究開発活動】

当事業年度中、当グループは、主にテクノロジー・システムの計画、分析、立案、開発、テスト、統合お

よび配置に係る研究、開発および当初支援に、594百万米ドル（2014年は504百万米ドル）の投資を行った。

７【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

本節の将来の予測に係る記載は、本書の提出日現在の当社の意見、見通し、目標、予想、および見積りに

基づいている。

2015年における当グループ

2015年は多大な課題と変化に直面した年であった。当グループは組織を再編し、その戦略を発表するとと

もに、3.3十億ポンドのライツ・イシューを完了した。多額にのぼる法定当期純損失と低調な基調的財務業績

は、不利な外部市況および経営管理策案が財務に及ぼした影響を反映したものである。かかる経営管理策の

多くは、当初は利益に悪影響を及ぼしているものの、将来の利益の持続的な改善を確保するには適切な手段

である。

主な外部の逆風としては、コモディティ価格の下落、取引高の低迷、株式市場の激しい変動、および米ド

ルに対する継続的な新興国通貨安が挙げられる。当グループが外部の事象を制御できる余地は少ないが、回

復力を高めるとともにこれらの要因との相関性を軽減するため、積極的に組織を再編している。その他、さ

らなる財務力の強化と多様化、リスク許容度の厳格化、高コスト分野の削減、および一段の収益増加が期待

できる事業への注力にも努めている。

当グループは、組織再編の一環として、グループのRWAの３分の１近くを占め、再編を要する事業と資産の

ポートフォリオを特定した。厳格化した後の当グループのリスク許容度を越えたエクスポージャーに関連す

る約20十億米ドルも、これに含まれている。当グループは、こうした再編に関して、非戦略的な事業や資産

の清算損、解雇手当、およびのれんの評価減により、2016年末までに約３十億米ドルの費用を計上すると見

込んでいた。これらの様々な分野で断固たる措置を講じた結果、2015年第４四半期に1.8十億米ドルの再編費

用が発生した。これは、2015年11月に発表した再編費用の重要な前払部分にあたる。当グループは、依然と

して、組織再編案に関する当初の見積費用約３十億米ドル近辺で収まると確信を持っている。

2015年に計上した再編費用の主な内訳は、次のとおりである。

-　解雇手当は約700百万米ドル。韓国の特別退職制度に関する400百万米ドル超を含む。

-　20十億米ドルのRWAポートフォリオ清算案に伴う追加の貸付金減損損失が、１十億米ドル弱。当グ

ループには、これらの資産を清算するための積極的な計画があり、既にRWAポートフォリオを格下げ

し、減損処理した（当ポートフォリオに係る当期の基調的貸付金減損損失は1.6十億米ドル）。当グ

ループでは、これらのエクスポージャーを清算するとRWAが取り崩されるため、CET１比率はその恩

恵で上昇する、と予想している。

-　当グループのタイ事業に関するのれんの減損が126百万米ドル。
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以上に加えて、信用および資金調達に関する当グループの会計上の評価調整額推定方法を変更した。それ

らのデリバティブの大半には、現在、関連する市場の代替指標があるためである。こうした方法変更の結

果、2015年第４四半期に863百万米ドルの費用を計上した。慎重に見積っていた評価調整額を2015年９月30日

時点で1.1十億米ドルに上方修正するなど、この費用計上は規制資本について概ね中立的である。当グループ

はこの変更による影響の将来の変動性を見積ることはできないが、CVAリスクの管理を目的にヘッジ部門を立

ち上げた。

以下の業績に関する記述は、基調的税引前当期純利益に基づくものである。別途記載がない限り、再編費

用、信用および資金調達に関する評価調整額推定方法変更の影響、のれんの減損、自己信用調整、および事

業売却益を除外する。

業績の概要

2015年 2014年 改善／(悪化)

百万米ドル ％

顧客収益 14,613 16,623 (12)

その他の収益 826 1,613 (49)

営業収益 15,439 18,236 (15)

その他営業費用 (9,032) (9,662) 7

規制費用 (1,006) (717) (40)

英国の銀行税 (440) (366) (20)

営業費用合計 (10,478) (10,745) 2

減損損失控除前税引前営業利益 4,961 7,491 (34)

貸付金減損損失およびその他の信用リスク引当金 (4,008) (2,141) (87)

その他の減損 (311) (403) 23

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 192 248 (23)

基調的税引前当期純利益
1

834 5,195 (84)

再編費用 (1,845) - nm
2

評価方法変更の影響 (863) - nm
2

売却事業/売却目的で保有する事業に係る利益/(損失) 218 (2) nm
2

自己信用調整額 495 100 395

民事課徴金 - (300) nm
2

のれんの減損 (362) (758) 52

法定税引前当期純(損失)/利益 (1,523) 4,235 (136)

標準化後株主資本利益率(%) (0.4) 7.8

標準化後基本的１株当たり(損失)/利益(セント) (6.6) 138.9
3

nm
2

１株当たり配当金(セント)
3

13.7 81.9 (83)

普通株式等Tier１(完全適用ベース、%) 12.6 10.7 18
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1.　
自己信用調整に係る利益495百万米ドル（2014年は100百万米ドル）、売却事業／売却目的で保有する事業に係る純利益218

百万米ドル（2014年は２百万米ドルの純損失）、2015年の信用および資金調達に関する評価調整額推定方法の変更に伴う

費用計上863百万米ドル、再編費用1,845百万米ドル、ならびにのれんの減損362百万米ドル（2014年は758百万米ドル）を

除く。

2.　
有意な値ではない。

3.　
IAS第33号で定められているように前年度の１株当たり利益を修正再表示したのに揃えて、2015年のライツ・イシューに算

入されている割増要素の影響についても修正再表示した後の値。

当グループの収益は、前年比15％減（2.8十億米ドル減）の15.4十億米ドルとなった。減収の大部分は、外

部要因、および中期的なリスク削減とリターン改善を目的に講じた断固とした戦略的対策によるものであっ

た。2015年第４四半期の収益は、外部の一部の傾向が過去１年間を通して悪化したため、前期比11％減、前

年同期比27％減の水準となった。

2015年通年の減収を招いた要因は、次のとおりである。

-　新興国通貨の対米ドル安の結果として、約700百万米ドルの為替の影響。

-　当グループが売却または撤退した事業に関連して、約400百万米ドル。2014年に、当グループはドイ

ツのリテール事業と台湾のリテール証券事業を売却するとともに、UAEの中小企業向け事業から撤退

した。2015年には、機関投資家向け現物株式事業から撤退するとともに、韓国、香港、中国のコン

シューマー・ファイナンス事業を売却した。

-　レガシー資産である株式ポジションのポートフォリオに関して、時価評価損が前年比で約300百万米

ドル増加した。現在、残りのポートフォリオの公正価値評価額は、350百万米ドルを割り込んでい

る。このポートフォリオは過去２年間で大幅に削減されているため、これらの資産が将来の業績に

及ぼし得る影響も大幅に低減している。

-　コモディティ関連の基調的収益が市況に伴い減少したのに関連して、約300百万米ドル。入念なリス

ク削減策により、コモディティ関連の減収が100百万米ドル増えた。

-　2015年に当グループがコモディティに対する全体的なエクスポージャーを28％削減した。その結

果、現在ポートフォリオは40十億米ドルに満たず、コーポレート・アンド・インスティテューショ

ナル部門およびコマーシャル部門に対するエクスポージャー合計に占める割合も８％にすぎない。

このポートフォリオにおける積極的なリスク削減は概ね完了していることから、コモディティ価格

が現行水準近辺を維持すると仮定した場合、同ポートフォリオが現在の水準から大幅に削減される

とは考え難い。ただし当グループは、今後も適度に分散され、ボラティリティを低く抑え、かつ安

全性が高まるよう、このポートフォリオ内を引き続き断固とした態度で運用するつもりである。

-　人民元と中国株式市場のボラティリティが上昇して、ウェルス・マネジメント商品やファイナン

シャル・マーケッツ商品の需要が減少したことから、約100百万米ドルの収益を失った。

-　顧客の売買が減少した影響があったため、および当グループが新しい組織構造を導入して、人員を

削減した故に、営業の勢いがやや低下していたこともほぼ確かであった。現在、上級職の削減プロ

セスも概ね完了しており、今後の人員削減の大部分は自然減で達成できる見通しである。

当グループの営業費用は、2015年も綿密に管理された。10.5十億米ドルの費用のうち、規制費用は大幅に

増え、前年比40％増の1,006百万米ドルとなった。下半期に限れば、22％増加している。それに加えて、英国
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の銀行税も20％増の440百万米ドルとなった。規制費用と銀行税を除くと、営業費用は７％減になる計算であ

る。

2015年には、600百万米ドル以上の費用効率改善効果をあげた。これには、期中の事業の売却または撤退に

伴う約200百万米ドルの利益も含まれている。現在、今後３年間でさらに2.3十億米ドルを目論んだ改善策に

着手している。また2015年には、6,800人を超える従業員を削減した。当グループは、これらの厳しい費用削

減を決定して、リテール事業とプライベート・バンキング事業の組織再編、アフリカ事業、人民元関連サー

ビス、統制強化への投資余力を生み出している。

20十億米ドルのポートフォリオの清算が進んだため、968百万米ドルの費用を2015年第４四半期に計上し

た。これを除くと、貸付金減損損失は、1,867百万米ドル増の4,008百万米ドルとなった。20十億米ドルの清

算ポートフォリオに起因する全費用を除いた2015年通年の貸付金減損損失は2,381百万米ドルで、顧客に対す

る貸付金に係る損失の87ベーシス・ポイントにあたる。

以上の結果、基調的税引前営業利益は84％減の834百万米ドルとなった。

RWAを最適化する、７回のライツ・イシューのうち２回を2015年12月に完了するなど、資本ポジション強化

のために重要な対策を講じた。厳格化後のリスク許容度を越えた資産ポートフォリオの清算に備えて、当グ

ループは、少数のエクスポージャーを不良債権に格下げした。CET１比率は12.6％で、これには、かかる格下

げがRWAに及ぼした影響、およびそれに関連し再編費用の一環として計上した引当金が算入されている。当グ

ループでは、このポートフォリオを清算するとRWAが取り崩されるため、CET１比率はその恩恵で上昇する、

と予想している。

当グループの2015年の行動と2016年の行動計画は、短期の業績に影響を及ぼしているが、いずれも長期的

に株主リターンを大幅に改善し一層持続可能なものにするための重大な対策である。当グループは、事業の

再編と回復力を増した基盤の構築に取り組んでいる。それらが実現すれば、将来の規制要件を吸収し、市場

の不透明感が高い時期でも乗り切り、かつ厳選した成長機会が出現した時にそれらの機会を活かせると考え

ている。

顧客セグメント別の業績

2015年 2014年 増加／(減少） 増加／(減少)

百万米ドル ％

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・ク

ライアント 8,696 10,431 (1,735) (17)

コマーシャル・クライアント 826 1,183 (357) (30)

プライベート・バンキング・クライアント 557 612 (55) (9)

リテール・クライアント 5,360 6,010 (650) (11)

営業収益合計
1 15,439 18,236 (2,797) (15)

1　
自己信用調整に係る利益495百万米ドル（コーポレート・アンド・インスティテューショナル）、売却事業／売却目的で保有

する事業に係る純利益218百万米ドル（コマーシャル部門で１百万米ドルの純損失、リテール部門で219百万米ドルの純利

益）、ならびに信用および資金調達に関する評価調整額推定方法の変更に伴う費用計上863百万米ドル（コーポレート・アン

ド・インスティテューショナル）を除く。
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2　
自己信用調整に係る利益100百万米ドル（コーポレート・アンド・インスティテューショナル）および売却事業／売却目的で

保有する事業に係る純損失２百万米ドル（リテール）を除く。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントの収益は、前年比で17％（1.7十億米ド

ル）減少した。その内訳は以下のとおりである。

-　新興国通貨が対米ドルで下落したことによる外貨換算に関連する分は、約450百万米ドル。為替レー

トが一定であれば、収益は13％減にとどまった計算である。

-　コモディティ関連口座の積極的なリスク削減、およびコモディティ価格の下落に起因する取引額の

目減りに関連する分は、約400百万米ドル。

-　特に下半期にボラティリティが上昇したことから、金融市場の状況が厳しくなったことに伴う分、

および2013年以前に組成されたキャピタル・マーケッツ部門の少数の貸付金ポジションに対する時

価評価による分が、450百万米ドル。

-　残りは、リターンの改善を目指した入念なRWA管理策、その他のリスク削減、および特に厳しかった

下半期の市況による基調的事業活動の低迷の結果であった。

コマーシャル・クライアントによる収益は、30％減の826百万米ドルであった。だが為替レートが一定であ

れば、27％減にとどまった計算である。収益は、2015年における顧客取引解消案、人民元の継続的なボラ

ティリティ上昇に伴う企業活動の停滞、および特にファイナンシャル・マーケッツの収益に響いた中国経済

の成長鈍化の影響を受けた。

プライベート・バンキング・クライアントによる収益は、９％減の557百万米ドルであった。事業撤退の影

響を除くと、下半期に主に香港とシンガポールでウェルス・マネジメント商品の需要が減少したものの、収

益は小幅減少にとどまった計算である。

リテール・クライアントによる収益は11％減の5.4十億米ドルとなった。事業の撤退、ポートフォリオの解

消、リスク削減、外貨換算の影響を除くと、収益はほぼ横ばいになる計算である。ウェルス・マネジメント

およびプライオリティ・クライアントにおける増収の効果は、無担保ポートフォリオのリスク削減案および

多くの市場にわたる利ざやの縮小によって帳消しになった。

商品別収益

2015年 2014年 増加／(減少)

百万米ドル ％

トランザクション・バンキング 3,363 3,802 (12)

ファイナンシャル・マーケッツ
1

2,739 3,400 (19)

コーポレート・ファイナンス 2,145 2,487 (14)

貸付およびポートフォリオ・マネジメント 844 1,026 (18)

ウェルス・マネジメント 1,729 1,701 2

リテール・プロダクツ
2

4,122 4,842 (15)

資産負債管理 425 653 (35)

プリンシパル・ファイナンス 72 325 (78)

営業収益合計
1 15,439 18,236 (15)
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1　
自己信用調整に係る利益495百万米ドル（2014年は100百万米ドル）、ならびに2015年の信用および資金調達に関する評価調整

額推定方法の変更に伴う費用計上863百万米ドルを除く。

2　
売却事業／売却目的で保有する事業に係る純利益218百万米ドル（2014年は純損失２百万米ドル）を除く。

-　トランザクション・バンキングの収益は、貿易部門の19％減とキャッシュ・マネジメントおよびカ

ストディ部門の４％減により、12％減少した。減収の原因は、世界的な貿易需要の低迷、コモディ

ティ価格の下落に加えて、当グループの主要市場の流動性が高く利ざや縮小圧力が強まったことに

あった。為替の影響はトランザクション・バンキング部門が特に大きく、為替レートが一定であれ

ば８％の減収にとどまる計算である。

-　ファイナンシャル・マーケッツは、キャピタル・マーケッツの貸付金ポジションの評価損が再評価

時にさらに膨らんだことで、収益は19％減少した。これらの再評価の影響を除くと、コモディティ

および為替オプションの減収が原因で、ファイナンシャル・マーケッツの収益は11％減になった計

算である。その影響は、金利の６％増収と為替現物の２％増収によって一部相殺された。

-　コーポレート・ファイナンスは、営業拠点の厳しい市場環境、過剰流動性を背景とした競争の激

化、および厳選した資産組成の重視により、収益が14％減少した。これが当グループのファイナン

ス事業の利率と組成額を押し下げた。

-　貸付およびポートフォリオ・マネジメントは、収益最適化の取り組みに利ざやの縮小が重なり、貸

付残高が減少したため、収益は18％減少した

-　ウェルス・マネジメントの収益は前年比で２％増加した。上半期に力強い増収を遂げたものの、下

半期の伸び悩みによって概ね相殺された。下半期の不振の原因は、厳格化されたリスク許容度の範

囲内で管理したことから、プライベート・バンキング部門で一部の顧客取引を解消したため、株式

市場のボラティリティが上昇したため、および人民元が切り下げられたためである。

-　リテール・プロダクツの収益は、不利な外貨換算、無担保商品のリスク削減策、利ざやの縮小が原

因で、15％減少した。

-　資産負債管理は、見越収益の減少が売却可能保有資産の清算益増加で一部埋め合わされたものの、

収益は35％減少した。

-　プリンシパル・ファイナンスの収益は、株安による投資評価損の増加、および撤退時の実現利益の

減少が主な原因で、78％減少した。

費用

2015年 2014年 増加／(減少) 増加／(減少)

百万米ドル ％

人件費（変動給与を含む。） 5,994 6,445 (451) (7)

土地建物費用 779 882 (103) (12)

一般管理費 1,620 1,731 (111) (6)

減価償却費 639 604 35 6

その他営業費用
1

9,032 9,662 (630) (7)
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英国の銀行税 440 366 74 20

規制費用 1,006 717 289 40

営業費用合計 10,478 10,745 (267) (2)

従業員数 (期末) 84,076 90,940

標準化費用対収益比率（％） 67.8% 58.9%

1
　2014年の再編費用と民事課徴金を除く。

2
　「第６－１財務書類－財務諸表注記　12」を参照。

英国の銀行税、規制費用、再編費用を除くその他営業費用は、７％減の9,032百万米ドルになった。これ

は、人員削減に伴い人件費が前年比で７％減少したためであった。当グループは、計画していた600百万米ド

ルを超える費用効率改善を2015年に実現し、現在、今後３年でさらに2.3十億米ドルを目論んだ改善策に着手

している。

当グループ全体で費用は２％減少した。営業費用大幅減少の効果は、規制費用と英国の銀行税の増加に

よって一部帳消しになった。規制費用は、2015年に40％増加して１十億米ドルを超えた。統制能力とコンプ

ライアンス能力の強化に引き続き投資したためである。英国の銀行税は20％増の440百万米ドルとなった。税

率は、適格負債の0.21％から2021年までに0.1％へと徐々に低下すると思われる。その頃には計上する先が、

当グループの世界全体の貸借対照表から英国だけの貸借対照表に変わる予定である。

減損

2015年 2014年 増加／(減少) 増加／(減少)

百万米ドル ％

コーポレート・アンド・インスティテューショナ

ル・クライアント
1

2,638 991 1,647 166

コマーシャル・クライアント 599 212 387 183

プライベート・バンキング・クライアント 94 － 94 nm
2

リテール・クライアント 677 938 (261) (28)

貸付金減損損失およびその他の信用リスク

引当金 4,008 2,141 1,867 87

その他の減損
3

311 403 (92) (23)

減損合計 4,319 2,544 1,775 70

貸付金に対する貸付金減損損失の比率(bps) 143 72

1
　再編策に関連する968百万米ドルを除く。

2
　有意な値ではない。

3
　再編策に関連する56百万米ドルを除く。
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清算ポートフォリオ内の撤退に対するエクスポージャーに備えた再編費用として発生した968百万米ドルの

貸付金減損損失を除くと、当グループの基調的貸付金減損損失は前年比87％増の4,008百万米ドルになる計算

で、その内訳は以下のとおりである。

-　清算ポートフォリオ組入資産で発生した貸付金減損損失は、1,627百万米ドル。

-　継続事業に関連する貸付金減損損失は、2,381百万米ドル。

そのうち、リテール・クライアントの貸付金減損損失は28％減の677百万米ドルで、損失の70ベーシス・ポ

イントにあたる。減少の原因は、特に韓国、タイ、マレーシアにおける入念なリスク削減策、およびコン

シューマー・ファイナンス事業の売却にある。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの

貸付金減損損失は大幅に増加して、3.2十億米ドルに達した。当グループは、2015年を通してポートフォリオ

を幅広く見直した上で、主にコモディティ価格の下落とインドにおけるさらなる悪化を反映するべく、引当

金を積み増しした。

その他の減損は前年比23％減の311百万米ドルであった。これは、航空機関連事業および戦略的投資に関す

る当期の減損損失関連分である。

当グループのリスク指標（清算ポートフォリオおよび再編費用を含む。）

2015年 2014年

不良債権総額（百万米ドル） 12,759 7,492

引当率（％）
1

53％ 52％

減損資産に係る担保保有額（百万米ドル）
2

2,425 1,462

上位顧客20社への集中度（エクスポージャー/Tier１資本比率） 61％ 83％

個人向け無担保貸付金比率 15％ 19％

信用格付が12の貸付金（百万米ドル）
3

1,432 5,618

1
　ポートフォリオの減損引当金を含む。

2
　超過担保の影響を除外するため調整した後の値。

3
　銀行に対する貸付金を除く顧客に対する貸付金に関する値。

上の表は、財務強化と集中度低下を狙った当グループの戦略の発表以降に講じた重要な対策を反映したも

のである。

-　不良債権（以下「NPL」という。）総額は、2014年末時点の7.5十億米ドルから2015年9月30日現在は

9.5十億米ドルに増加したが、特別項目の影響を考慮した後の基調的な値では、2015年12月31日現在

はさらに9.8十億米ドルに増加していた計算である。清算ポートフォリオ設定の一環として、さらに

3.0十億米ドルの貸付金が売却時まで信用格付12（以下「CG 12」という。）からNPLに格下げされた

結果、2015年12月31日現在のNPL総額は12.8十億米ドルに達した。NPLとCG 12の貸付残高合計は、過

去１年で13.1十億米ドルから14.1十億米ドルに増加したことになる。
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-　CG 12に該当する口座とNPL双方が変動した主な原因は、清算ポートフォリオ内の相互に関係するエ

クスポージャー群がCG 12からNPLに格下げされたことにある。これらのエクスポージャー群に係る

減損損失は、回収可能額の査定に基づいて再編費用に算入されている。

-　当グループは、清算ポートフォリオの解消に向けて着実に進んでいる。しかし、清算を執行するに

つれ、2016年にさらに減損損失を計上する必要が生じる可能性もある。

-　当グループの現行のコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント事業および

コマーシャル・クライアント事業の引当率は、59％に増加しており、担保も加味すると70％に達す

る計算である。

-　コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントのNPLにおける継続事業からの返

済は、新規NPLによる返済の大部分が12か月以上にわたって初期段階の要注意債権に区分されていた

口座からの返済であった前２四半期と比べると、2015年第４四半期は鈍化した。心強いが、１四半

期だけでは傾向とは言えない。

-　当グループの上位法人顧客20社に対するエクスポージャー合計がTier１資本に占める割合は、集中

度を引き下げたおかげで、83％から61％に減少した。

当期に計上した再編費用の内訳

当期に計上した再編費用は計1,845百万米ドルで、セグメント別の内訳は以下のとおりである。

コーポレート・アン

ド・インスティ

テューショナル コマーシャル

プライベート・

バンキング リテール その他 合計

百万米ドル

解雇手当およびその

他の再編費用 231 56 8 400 － 695

貸付金減損損失 968 － － － － 968

関連会社およびジョ

イント・ベン

チャーならびに固

定資産の減損 13 20 － 23 － 56

のれんの減損 － － － － 126 126

再編費用合計 1,212 76 8 423 126 1,845

当グループは、依然として、組織再編案に関する当初の見積費用約３十億米ドル近辺で収まると確信を

持っている。

清算ポートフォリオの内訳

清算ポートフォリオと当グループの残りのポートフォリオ双方の分析の助けになるよう、次の表では貸借

対照表および損益計算書の主要開示項目を分けて表示した。

2015年
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清算ポートフォ

リオ 継続事業 合計

百万米ドル

減損

貸付金減損損失 1,627 2,381 4,008

再編に係る減損繰入額 968 - 968

減損繰入額合計 2,595 2,381 4,976

貸付金

顧客に対する貸付金総額 7,940 260,143 268,083

顧客に対する貸付金純額 4,396 257,007 261,403

信用の質

不良債権総額 7,512 5,247 12,759

個別減損引当金 (3,544) (2,584) (6,128)

不良債権純額 3,968 2,663 6,631

引当率
1

47% 62% 53%

引当率（担保考慮後）
2

64% 71% 67%

CG 12の貸付金 428 1,004 1,432

リスク加重資産（十億米ドル） 20 283 303

1
　ポートフォリオの減損引当金を含む。

2
　ポートフォリオの減損引当金を除く。

清算ポートフォリオを含めた連結貸借対照表

2015年 2014年

増加／

（減少）

増加／

（減少）

百万米ドル ％

資産合計 640,483 725,914 (85,431) (12)

資本合計 48,512 46,738 1,774 4

顧客に対する貸付金 261,403 288,599 (27,196) (9)

顧客勘定 359,127 414,189 (55,062) (13)

預貸率（％） 72.8% 69.7%

流動資産比率（％） 30.9% 32.2%

2015年に積極的に貸借対照表を管理して、自己資本比率の向上、質の優れた預金の保持、質の劣る預金の

軽減、および収益改善を目指したRWAの最適化を図った。その結果、貸借対照表の多様性と効率性が高まると

同時に、戦略執行を支える基盤も強化された。

規律に則った賃借対照表管理と厳選した資産組成を重視したため、顧客に対する貸付金は９％減少した。

その一方、顧客勘定は13％減少した。これは、低コストの資金源を中心に据え、魅力が薄い負債の削減と、

有益な流動性を生み出すキャッシュ・マネジメントおよびカストディなどの事業への投資に重点を置いたた
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めである。米ドルに対する通貨安も、当期の貸借対照表に影響を及ぼした。為替の影響を除くと、顧客に対

する貸付金は６％減、顧客勘定は11％減になる計算である。

総合すると、当グループの流動性は高く、預貸率は72.8％で、安定調達比率、流動性カバレッジ比率とも

100％を超えている。

清算ポートフォリオを含めたリスク加重資産

2015年 2014年

増加／

（減少）

増加／

（減少）

百万米ドル ％

コーポレート・アンド・インスティテューショ

ナル・クライアント 169,979 201,978 (31,999) (16)

コマーシャル・クライアント 18,553 21,874 (3,321) (15)

プライベート・バンキング・クライアント 7,101 6,507 594 9

リテール・クライアント 49,769 55,887 (6,118) (11)

信用リスク 245,402 286,246 (40,844) (14)

オペレーショナル・リスク 35,610 35,107 503 1

市場リスク 21,913 20,295 1,618 8

リスク加重資産合計 302,925 341,648 (38,723) (11)

RWAは11％減（38.7十億米ドル減）の302.9十億米ドルとなった。この減少の理由は、次のとおりである。

-　総額マイナス15.3十億米ドルの移行を含め、基調ベースで、継続事業から正味プラス8.9十億米ドル

の信用の移行が生じたが、引当金の積増しと時価評価の影響の計24.2十億米ドルによって相殺され

たため。

-　11月３日以降、清算ポートフォリオに関連して、正味マイナス3.6十億米ドルの信用の移行が生じた

ため。

-　資産削減に伴い9.6十億米ドル減少したため。

-　RWA効率改善により17.3十億米ドル減少したため。その内訳は、ファイナンシャル・マーケッツ部門

が４十億米ドルの削減、貸付債権売却が５十億米ドル、収益性が低い顧客関係の解消が４十億米ド

ル、未利用限度額、担保、その他のシステム改善の積極的な管理の効果が４十億米ドルであった。

-　プリンシパル・ファイナンスにおける案件撤退およびコンシューマー・ファイナンス事業の売却の

恩恵で、により2.7十億米ドル削減されたため。

-　為替による8.8十億米ドル削減効果が、その他の変動による4.9十億米ドルで相殺されたため。

清算ポートフォリオを含めた自己資本および自己資本比率

2015年 2014年

百万米ドル

普通株式等Tier１資本 38,182 36,013
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追加的Tier１資本商品 4,591 2,786

Tier１資本合計 42,773 38,799

Tier２資本合計 16,248 18,300

資本合計 59,021 57,099

普通株式等Tier１資本比率 12.6% 10.7%
1

総資本比率 19.5% 16.7%

レバレッジ比率 5.5% 4.5%

1　
2014年の普通株式等Tier１資本比率（完全適用ベース）

当グループの普通株式等Tier１資本比率（以下「CET１比率」という。）は、再編の影響を考慮後では

12.6％、考慮前は13.2％と高い。

2015年には、継続事業の活動、主に資産削減により、CET１比率が約80ベーシス・ポイント上昇した。ライ

ツ・イシューによる押上げ効果によって、さらに170ベーシス・ポイント近く上昇した。その後再編策の即時

的影響でCET１比率が約60ベーシス・ポイント低下したが、その内訳は、再編費用と清算ポートフォリオ内の

資産の格下げの影響に分けることができる。これらのエクスポージャーを清算するとRWAが取り崩されるた

め、CET１比率はその恩恵で上昇すると予想される。

総合すると、貸借対照表は依然として流動性が高く、資本が厚く、かつ一層分散されている。これは、厳

格化した後の当グループのリスク許容度を超えるエクスポージャー、特に個別の大型エクスポージャーを清

算しているためである。

要約および見通し

事業の伸び悩みは、引き続き厳しい市況、および当グループの位置固めを狙って講じた対策の即時的影響

を反映したものである。今後に関しては、当グループの市場には依然として悪化圧力が存在するため、今後

も引き続きポートフォリオの積極的管理に励む予定である。当グループは自己資本を強化しており、現在

は、収益改善を目指して体制を立て直すべく、根本的な対策を講じている。外部の逆風は改善していない。

しかし、当グループが現在準拠している戦略は、当グループにとって的確な内容であると考えている。こう

した厳しい状況の中、当グループが確信を持ち、かつ規律に従って引き続き戦略を実行する重要性が、一層

高まっている。

2016年は前倒しして実行する予定である。当グループは、貸借対照表の最適化、費用効率の改善、および

統制の強化と将来の収益拡大を目指した投資にこれまで以上に力を注ぐつもりである。

財務概況

当グループは、経営上および報告上は４つの顧客セグメントに分かれており、事業組織上は４つの顧客セ

グメントグループに分かれている。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント部門は、グローバル・コーポレート、

ローカル・コーポレート、ファイナンシャル・インスティテューションで構成されている。2016年１月付
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で、この部門はコーポレート・アンド・インスティテューショナル・バンキングに名称変更され、特定の

ローカル・コーポレート・クライアントは新規のコマーシャル・バンキング部門に移管された。

基調的営業利益は82％減少した。その主な理由は、コーポレート・クライアントおよびファイナンシャ

ル・マーケッツ商品による減収、ならびに貸付金減損損失の増加にある。

-　コーポレート・クライアントによる収益は19％減少した。その原因は、コモディティ関連収益の減

少、当グループの事業拠点における顧客取引の鈍化、厳選した資産組成、およびリスク削減の影響

にある。

-　ファイナンシャル・マーケッツの収益は、少数の貸付金ポジションの時価評価の影響に加えて、特

に下半期における厳しい市況の影響を大きく受けた。

-　減損損失は、コモディティとインドに対するエクスポージャーが主な原因になって、大幅に増加し

た。インドでは、企業は継続的な財務悪化圧力と一層厳しさを増した借換環境の影響を受けた。

当グループは、直面している問題への対処を目的とする事業体制の立直しをかなり進めており、資本強化

と株主資本利益率の改善という確約を実現している。

-　当グループは、目標を定めた諸計画と厳選した資産組成により、2015年に17十億米ドルのRWA効率改

善を達成した。

-　事業の大幅再編がかなり進んだことから、2016年に多額の費用節減が期待される。

-　インフラ構築とインベスター部門の顧客に対する現場の対応力強化を目指した複数年にわたる投資

計画は、順調に進んでいる。これらの顧客による収益は、2015年に13％増加した。

-　当グループの収益の80％をもたらす顧客の割合は、20.3％に若干拡大した。顧客当たりの平均商品

数および平均市場数は、それぞれ6.3と3.0で安定していた。

-　非金融事業の収益は２％増加し、その比率は2014年の41％から47％に増加した。FX、キャッシュ・

マネジメントなど、重要な非金融商品の取引も、2014年よりも大幅に増加した。

財務業績

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント部門の財務業績の内訳は、次のとおり

である。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

トランザクション・バンキング 2,911 3,223 (10)

ファイナンシャル・マーケッツ 2,650 3,192 (17)

コーポレート・ファイナンス 2,128 2,462 (14)

貸付およびポートフォリオ・マネジメント 656 767 (14)

資産負債管理 250 429 (42)

プリンシパル・ファイナンス 101 358 (72)

営業収益
1

8,696 10,431 (17)

営業費用
2

(5,198) (5,191) (0)

貸付金減損損失
3

(2,638) (991) (166)
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その他の減損
4

(294) (307) 4

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 171 198 (14)

基調的利益
1,2,3,4 737 4,140 (82)

顧客収益 8,151 9,174 (11)

顧客に対する貸付金 140,379 157,970 (11)

顧客勘定 200,975 244,731 (18)

リスク加重資産 214,478 244,595 (12)

リスク加重資産利益率
5
(%) 0.3 1.7

1　
自己信用調整に係る利益495百万米ドル（2014年は100百万米ドル）、ならびに信用および資金調達に関する評

価調整額推定方法の変更に伴う費用計上863百万米ドルを除く。

2　
再編策関連費用231百万米ドルを除く。

3　
再編策関連費用968百万米ドルを除く。

4　
再編策関連費用13百万米ドルを除く。

5　
基調的利益に基づく。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントにとっては、市況悪化の影響で厳しい

年になり、特に下半期は厳しかった。その結果、営業収益は17％減の8,696百万米ドルとなった。キャピタ

ル・マーケッツの少数の貸付金ポジションを時価評価した影響を除くと、営業収益は14％減にとどまる計算

である。

営業収益の94％を占める顧客収益は、11％減の8,151百万米ドルとなった。これは、コモディティ関連収益

の減少、厳選した資産組成、および当グループの事業拠点における顧客取引鈍化の影響で、コーポレートの

顧客による収益が19％減少したためである。ファイナンシャル・インスティテューションの顧客による収益

は、１％減少した。顧客セグメントのインベスターは高い業績をあげたものの、トレード・ファイナンス取

引の減少に起因するバンク顧客セグメントの減収によって相殺されたためである。

トランザクション・バンキングの収益は、10％減の2,911百万米ドルになった。これは主として、トレー

ド・ファイナンスの収益が18％減の1,338百万米ドルに落ち込んだためである。その原因は、需要低迷、コモ

ディティ価格の下落、主要市場の高い流動性、リスク削減策にある。キャッシュ・マネジメントおよびカス

トディの収益は、１％減の1,573百万米ドルとなった。利ざやの縮小と不利な外貨換算によるキャッシュ・マ

ネジメントの減収は、カストディの力強い増収によって概ね相殺された。

ファイナンシャル・マーケッツの収益は17％減少した。その理由は、キャピタル・マーケッツの少数の貸

付金ポジションの時価評価、シンジケート・ローン取扱高の落ち込み、ならびにコモディティ、クレジッ

ト、FXオプションの減収である。これは金利および現物決済型FXの成長によって一部埋め合わされた。

コーポレート・ファイナンスは、営業拠点の厳しい市場環境、厳選した資産組成、市場の過剰流動性に起

因する競争の激化により、収益が14％減少した。

資産負債管理の収益は、見越収益の減少により42％減少した。プリンシパル・ファイナンスの収益は、上

場投資の評価損拡大とポジション解消時の実現利益の目減りが原因で、72％減少した。
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営業費用は、横ばいの5,198百万米ドルとなった。構造的な費用節減の効果が、規制費用とコンプライアン

ス費用の増加によって相殺されたためである。

減損損失合計は、コモディティとインドに対するエクスポージャーが主な原因になって、1,634百万米ドル

増の2,932百万米ドルとなった。インドでは、企業は継続的な財務悪化圧力と一層厳しさを増した借換環境の

影響を受けた。

基調的営業利益は、3,403百万米ドル減（82％減）の737百万米ドルとなった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、厳選した資産組成、コモディティ・ポートフォリオ内のリスク削減策、中国経済

の成長鈍化による継続的影響、コモディティ価格の下落を反映して、11％減少した。RWAは12％減少した。

RWA基調的営業利益率は、調整後営業利益が減少した影響で、1.7％から0.3％に低下した。

顧客勘定は、資産を削減する中で資金調達構成を最適化したのに伴い、18％減少した。

コマーシャル・クライアント

コマーシャル・クライアント部門は、専任の顧客担当者が管理する中堅企業にサービスを提供している。

2016年１月付で、この部門はコマーシャル・バンキングに名称変更され、コーポレート・アンド・インス

ティテューショナル・クライアントから移管された特定のローカル・コーポレート・クライアントも含むよ

うになった。

当部門の2015年の基調的営業損益は、貸付金減損損失の増加、顧客取引の解消、リスク削減、ファイナン

シャル・マーケッツの減収、外貨換算の影響で、営業損失になった。

-　減損損失合計は、インド、アフリカ、韓国、UAEおよび中国の悪化に伴い、２倍以上増加した。

-　当グループによる顧客デューデリジェンス（以下「CDD」という。)改善プログラムは2015年も継続

され、該当する顧客取引を解消するか、またはリスク・プロファイルがコマーシャル・クライアン

ト用モデルに適していない場合、または他の顧客セグメントの方がより良いサービスを受けられる

と思われる場合には、他の顧客セグメントに顧客を移管した。

-　ファイナンシャル・マーケッツ減収の理由は、中国人民元のボラティリティが原因でFXオプション

需要が低迷したことにある。

当グループは、株主リターンの改善を目指して、現在このセグメントの大幅再編に取り組んでいる。これ

を実現するため、将来のコマーシャル・バンキング事業を築く基礎固めに励んでいる。

-　当グループは、現在では概ね完了しているCDD改善プログラムと、UAEの中小企業（以下「SME」とい

う。）向け事業の撤退により、オペレーショナル・リスクを削減した。

-　当グループは費用基盤の効率改善を目指しており、収益性が低いRWA８十億米ドルの最適化を図って

いる。

-　その一方、各主要市場におけるリーダーシップの強化と人材の向上、およびターンアラウンド・タ

イム（対応所要時間）短縮を目指したプロセス改善の実行によって、カスタマー・エクスペリエン

スを引き上げた。

-　また、事業の足並みを揃え、かつ事業効率を高めるため、ローカル・コーポレート・クライアント

をコマーシャル・クライアント部門に併合している。
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-　ネットワーク・プロポジションの構築に引き続き努め、コーポレート・アンド・インスティテュー

ショナル・バンキング部門と組んで、インターナショナル・コーポレート・クライアントの買い手

や供給業者を囲い込んでいる。

-　2015年には、約3,000の新規顧客をネットワークに追加して顧客基盤の拡大に改めて力を入れてい

る。

財務業績

コマーシャル・クライアントの財務業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

トランザクション・バンキング 440 560 (21)

ファイナンシャル・マーケッツ 89 208 (57)

コーポレート・ファイナンス 14 25 (44)

貸付およびポートフォリオ・マネジメント 188 259 (27)

ウェルス・マネジメント 85 121 (30)

リテール・プロダクツ 18 11 64

資産負債管理 21 32 (34)

プリンシパル・ファイナンス (29) (33) 12

営業収益
1

826 1,183 (30)

営業費用
2

(711) (739) 4

貸付金減損損失 (599) (212) (183)

その他の減損
3

(7) (35) 80

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 14 22 (36)

基調的（損失）/利益
1,2,3 (477) 219 (318)

顧客収益 823 1,128 (27)

顧客に対する貸付金 11,107 14,651 (24)

顧客勘定 19,071 22,787 (16)

リスク加重資 20,312 24,652 (18)

リスク加重資産利益率
4
(%) (2.1) 0.9

1　
売却事業または売却目的で保有する事業に係る純損失１百万米ドル（2014年は１百万米ドル）を除く。

2　
再編策関連費用56百万米ドルを除く。

3　
再編策関連費用20百万米ドルを除く。

4　
基調的利益に基づく。

営業収益は30％減の826百万米ドルとなった。

トランザクション・バンキングおよび貸付の収益はそれぞれ21％と27％減少した。これはCDD改善、顧客取

引の解消、通貨安、利ざやの縮小、市場全体にわたる取引活動の低迷によるものである。キャッシュ・マネ
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ジメントおよびカストディは、大半の市場における残高の減少および韓国と中国の利ざや縮小の影響で、減

収となった。

ファイナンシャル・マーケッツの収益は、57％減少した。これは、人民元の切下げと変動が激しい市況に

よって、顧客のヘッジ需要が低下したため、大中華圏でFXオプションが低迷した影響である。

費用は、取引高の減少に伴う商品費用の減少が原因で、４％減の711百万米ドルとなった。

貸付金減損損失は、387百万米ドル増の599百万米ドルとなった。その原因は、インドの少数の特定の顧客

について減損損失が膨らんだことに加えアフリカ、韓国、UAEおよび中国で、市況悪化に伴い減損損失が増加

したためである。

基調的営業損益は、減収と貸付金減損損失の増加により、696百万米ドル減の477百万米ドルの損失となっ

た。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は24％減少した。顧客取引解消、顧客移管、トレード・ファイナンスの残高減少の結

果である。RWAは18％減少した。事業の伸び悩み、顧客取引解消、および顧客移管に起因する財務力低下の影

響が、方針転換に伴うRWA増加を帳消したためである。RWA基調的営業利益率は、当期が営業損失になったた

め、+0.9％から-2.1％に低下した。

顧客勘定は、顧客取引解消、香港とシンガポールにおける競争激化、当グループの資金調達構成の最適化

を反映して、16％減少した。

プライベート・バンキング・クライアント

プライベート・バンキング・クライアントは、個々の資金ニーズに合わせた一連の包括的な商品・サービ

スを富裕層の顧客に提供することに特化している。

基調的営業利益は35％減少した。単一の顧客に関連する減損引当金、事業の撤退や移管に伴う減収、下期

に厳しさを増した市況の影響である。

事業の立直しを目指した修正後の戦略と比較してかなり進展したとはいえ、当顧客セグメントの成長に引

き続き力を注ぐにあたり、統制環境の強化など、必要な重要な作業がまだ残っている。

-　現場要員の採用は計画に従って進んでおり、2015年には80人を超える顧客担当者（リレーション

シップ・マネージャー）を採用した。しかし、相変わらず地域内の人材獲得競争が激しい中、人員

減が依然として問題になっている。これに対処するため、当グループは、エンプロイー・バ

リュー・プロポジションの魅力向上に力を入れている。

-　上半期に94百万米ドルの減損引当金を計上した後、当グループは積極的な統制環境強化策を講じ

た。さらにそれを支えるために、３年間のIT強化・運用計画を進めるとともに、リスク許容度と顧

客選別基準を一新した。

-　既存客との関係を深めた。その証拠が経常的な投資商品収益の伸びである。投資が運用資産（以下

「AUM」という。）に占める割合は、2014年末の51％から57％に増加した。

-　2015年には、1,000を超える新規顧客が加わった。そのうち連携強化計画のワン・バンクによる紹介

者成約数は、2015年上半期の50から80超に増加した。これらの紹介者には、当グループの超富裕層

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

 87/616



（以下「UHNW」という。）セグメントにおける顧客による共同投資やレバレッジド・ファイナンス

取引が含まれていた。

財務業績

プライベート・バンキング・クライアントの財務業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

トランザクション・バンキング 1 1 －

コーポレート・ファイナンス 3 － nm
2

ウェルス・マネジメント 377 406 (7)

リテール・プロダクツ 169 189 (11)

資産負債管理 7 16 (56)

営業収益 557 612 (9)

営業費用
1

(361) (447) 19

貸付金減損損失 (94) － nm
2

その他の減損 (5) (16) 69

基調的利益
1 97 149 (35)

顧客収益 532 586 (9)

顧客に対する貸付金 15,068 18,056 (17)

顧客勘 24,532 29,621 (17)

リスク加重資産 8,116 7,409 10

リスク加重資産利益率
3
(%) 1.2 2.3

1　
再編策関連費用８百万米ドルを除く。

2　
有意な値ではない。

3　
基調的利益に基づく。

プライベート・バンキングの収益は、前年比９％減となった。当グループのジュネーブ事業の撤退、およ

びジャージー島のリテール・クライアント部門への顧客移管の影響である。これらの項目（撤退、移管）の

影響を除くと、収益は３％減になる計算である。この減収は、下半期に市況が激しく変動し、顧客の投資活

動が減少したためである。その結果、特にASEAN諸国においてウェルス・マネジメント部門のファンド商品や

トレジャリー商品の取引が鈍化した。

撤退や移管の影響を除くと、AUMは２％減の57十億米ドルになる計算である。これは、下半期の株安の影響

に加えて、厳選した上での顧客獲得とリスク削減策に伴い、新規投資資金の純流入額が低迷した影響であ

る。

2014年に発生したジュネーブ事業撤退費用、事業移管、保険による一時的な信用のため、費用は19％減少

した。これらの項目の影響を除くと、現場の社員に対する投資の増加、当グループのUHNW強化プログラム、

統制機能が原因で、費用は10％増になる計算である。
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貸付金減損損失は、単一の顧客に関する減損引当金を受けて、94百万米ドルに増加した。

基調的営業利益は、52百万米ドル減（35％減）の97百万米ドルとなった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、担保付貸付金の減少により、17％減少した。

RWAは、主に担保適格性に関する方針転換、手法、およびポートフォリオの構成の影響により、前年比で

10％増加した。

RWA基調的営業利益率は、貸付金減損引当金が原因で、2.3％から1.2％に低下した。

顧客勘定は17％減少した。撤退や移管の影響を除くと、顧客勘定は12％減少した。この減少は、顧客が戦

術的な市場投資機会を活用する一方、当社は戦略的事業上、投資に基づくAUMの増加に力を注いだ結果であ

る。

リテール・クライアント

リテール・クライアントは、プライオリティ・クライアント、パーソナル・クライアント、ビジネス・ク

ライアントにサービスを提供している。

リテール・クライアント部門は、18か月をかけて、持続可能性と収益性を高めたデジタル・モデルに移行

する過渡期にある。2015年の外部市場は、中国経済の成長鈍化、その波及効果、不利な為替変動、主要市場

の利下げが主な原因で、厳しいものとなった。

基調的営業利益は13％減少した。事業撤退、リスク削減、不利な外貨換算の影響が、200百万米ドルを超え

る費用節減と貸付金減損損失減少の効果を帳消しにしたためである。

-　営業収益は11％減の5,360百万米ドルとなった。外貨換算、リスク削減、事業撤退、ポートフォリオ

解消の影響を除くと、収益は横ばいになる計算である。

-　費用は、費用効率改善策、事業撤退、ポートフォリオ解消、外貨換算の結果、６％減となった。

-　貸付金減損損失は28％減少した。無担保貸付金ポートフォリオのリスク削減策、およびコンシュー

マー・ファイナンス事業売却の恩恵である。

リテール・バンキング事業の改革は順調に進んでおり、2015年も引き続き大きく前進した。

-　プライオリティ・クライアントおよびウェルス・マネジメントは、下半期の業績が鈍化したとはい

え、引き続き成長した。プライオリティ・クライアントの収益構成比は、27％から35％に増加し

た。

-　6,500人を超える人員削減、約150支店の最適化、クレジットカード商品提供数の約50％削減によ

り、200百万米ドルを超える費用節減を達成した。

-　オペレーショナル・リスク管理の枠組みの完成および導入により、リスクが一層平準化された。新

たなグローバル与信管理の枠組みを設計し、実行した。

-　行動とカスタマー・エクスペリエンスを拡充した結果、苦情が26％減り、ネット・プロモーター・

スコア（顧客推奨度、以下「NPS」という。）は市場平均を上回る水準を維持した。

-　オンライン能力の構築と商品基盤の統一に引き続き取り組んだ。
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-　行動の強化を引き続き主な重点分野とし、CDDプロセスを拡充した。

財務業績

リテール・クライアントの財務業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

トランザクション・バンキング 11 18 (39)

ウェルス・マネジメント 1,267 1,174 8

リテール・プロダクツ 3,935 4,642 (15)

資産負債管理 147 176 (16)

営業収益
1

5,360 6,010 (11)

営業費用
2

(3,768) (4,002) 6

貸付金減損損失 (677) (938) 28

その他の減損
3

(5) (45) 89

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 7 28 (75)

基調的利益
1,2,3 917 1,053 (13)

顧客収益 5,107 5,735 (11)

顧客に対する貸付金 94,849 97,922 (3)

顧客勘定 114,549 117,050 (2)

リスク加重資産 60,019 64,992 (8)

リスク加重資産利益率
4
(%) 1.5 1.6

1　
売却事業／売却目的で保有する事業に係る純利益219百万米ドル（2014年は純損失１百万米ドル）を除く。

2　
再編策関連費用400百万米ドルを除く。

3　
再編策関連費用23百万米ドルを除く。

4　
基調的利益に基づく。

営業収益は11％減の5,360百万米ドルとなった。外貨換算の不利な影響、リスク削減案、事業撤退やポート

フォリオ解消の影響を調整すると、基調的収益は横ばいになる計算である。ウェルス・マネジメントの収益

は増加したものの、住宅ローンの利ざや縮小とクレジットカード発行枚数の減少によって相殺になった。

ウェルス・マネジメントの収益は８％増加した。その主な理由は、バンカシュアランスの継続的増勢にあ

るが、これは、プルデンシャルとの間で複数年にわたる戦略的提携を契約した価値の確保に、当グループが

力を入れていることを反映したものである。上半期の収益は力強く伸びたものの、下半期には、変動が激し

い市況がトレジャリー商品やファンド商品の収益を押し下げたことが原因で、伸び悩んだ。

クレジットカードおよび個人向け貸付金（以下「CCPL」という。）の収益は、24％（615百万米ドル）減少

した。外貨換算、事業撤退とポートフォリオ解消（コンシューマー・ファイナンス事業を含む。）、および

韓国、台湾、タイの個人向け貸付金ポートフォリオにおけるリスク削減の影響が原因である。これらの要因

を除くと、クレジットカード発行枚数の減少と利ざや縮小が主な原因で、収益は4％減になる計算である。
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モーゲージと自動車の収益は、外貨換算と事業撤退が原因で11％減になった。これらの要因を除くと、収

益は、主にシンガポールと韓国における利ざや縮小の影響で、３％減になる計算である。

預金の収益は、不利な外貨換算により３％減少した。この要因を除くと、当座・普通預金（以下「CASA」

という。）残高の継続的増加、およびコストが割高な定期預金の撤退に伴い、収益は２％増になる計算であ

る。

費用は、費用効率改善策、事業撤退、ポートフォリオ解消、為替変動の結果、６％減となった。

貸付金減損損失は28％減の677百万米ドルとなった。リスク削減策およびコンシューマー・ファイナンス事

業売却のおかげで、韓国における無担保貸付金に係る減損損失が減少したためである。

基調的営業利益は13％減になったが、外貨換算、事業撤退、ポートフォリオ解消の影響を除くと、費用節

減と貸付金減損損失の減少の効果で、６％増になった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、不利な為替変動、事業撤退、ポートフォリオの解消、リスク削減策の継続的影響

により、３％減になった。基調的貸付金は、香港と韓国で住宅ローンが伸びたため、２％増になった。

RWAは８％減であった。これは、リスク削減策、事業撤退、ポートフォリオ解消（コンシューマー・ファイ

ナンス事業の売却を含む。）の影響を反映したものである。

RWA基調的営業利益率は、前年よりも若干低下し、1.5％になった。

商品別およびセグメント別の営業収益

商品別および顧客セグメント別の収益は、以下のとおりである。

2015年

合計

コーポレート・ア

ンド・インスティ

テューショナル コマーシャル

プライベート・バ

ンキング リテール

百万米ドル

貸付およびポートフォリオ・マネ

ジメント 844 656 188 － －

トランザクション・バンキング 3,363 2,911 440 1 11

貿易 1,593 1,338 243 1 11

キャッシュ・マネジメントおよび

カストディ 1,770 1,573 197 － －

ファイナンシャル・マーケッツ 2,739 2,650 89 － －

為替 1,345 1,246 99 － －

金利取引 793 774 19 － －

コモディティおよびエクイティ 357 351 6 － －

キャピタル・マーケッツ (18) 2 (20) － －

信用取引およびその他
1

262 277 (15) － －

コーポレート・ファイナンス 2,145 2,128 14 3 －
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ウェルス・マネジメント 1,729 － 85 377 1,267

リテール・プロダクツ 4,122 － 18 169 3,935

CCPLおよび無担保貸付 1,962 － 1 － 1,961

預金 1,184 － 14 120 1,050

モーゲージおよび自動車ローン 835 － － 47 788

その他のリテール・プロダクツ
1

141 － 3 2 136

資産負債管理 425 250 21 7 147

プリンシパル・ファイナンス 72 101 (29) － －

営業収益合計
1 15,439 8,696 826 557 5,360

1　
自己信用調整に係る利益495百万米ドル、売却事業／売却目的で保有する事業に係る純損益218百万米ドル（コ

マーシャル部門で１百万米ドルの純損失、リテール部門で219百万米ドルの純利益）、ならびに信用および資

金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用863百万米ドルを除く。

2014年

合計

コーポレート・ア

ンド・インスティ

テューショナル コマーシャル

プライベート・バ

ンキング リテール

百万米ドル

貸付およびポートフォリオ・マネ

ジメント 1,026 767 259 － －

トランザクション・バンキング 3,802 3,223 560 1 18

貿易 1,956 1,635 302 1 18

キャッシュ・マネジメントおよ

びカストディ 1,846 1,588 258 － －

ファイナンシャル・マーケッツ 3,400 3,192 208 － －

為替 1,321 1,166 155 － －

金利取引 749 721 28 － －

コモディティおよびエクイティ 495 482 13 － －

キャピタル・マーケッツ 437 434 3 － －

信用取引およびその他
1

398 389 9 － －

コーポレート・ファイナンス 2,487 2,462 25 － －

ウェルス・マネジメント 1,701 － 121 406 1,174

リテール・プロダクツ 4,842 － 11 189 4,642

CCPLおよび無担保貸付 2,576 － － － 2,576

預金 1,222 － 10 132 1,080

モーゲージおよび自動車ローン 938 － － 56 882

その他のリテール・プロダクツ
1

106 － 1 1 104

資産負債管理 653 429 32 16 176

プリンシパル・ファイナンス 325 358 (33) － －
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営業収益合計
1 18,236 10,431 1,183 612 6,010

1　
自己信用調整に係る利益100百万米ドルおよび売却事業に係る純損失２百万米ドルを除く。

トランザクション・バンキング　収益は前年比12％減少した。持続的な市場の逆風、為替差損の動向およ

びリスク削減活動などに影響から、そのうちトレード・ファイナンスの収益は19％の減少、キャッシュ・マ

ネジメントおよびカストディの収益は４％の減少となった。トレード収益はトレード・ファイナンスの需要

減退、コモディティ価格の下落および主要市場の潤沢な流動性に影響を受けた。キャッシュ・マネジメント

は、高品質な営業残高が堅調な伸びを示したものの、主要市場の金利低下を背景に利ざやが縮小した結果、

収益は減少した。カストディの収益は、取引高の増加と年前半の大中華圏における市場自由化の取り組みに

支えられて増加した。

貸付およびポートフォリオ・マネジメント　収益最適化の取り組みに利ざやの縮小が重なり、貸付残高が

減少した結果、収益は18％減少した。

ファイナンシャル・マーケッツ　貸付ポジションの時価評価損失、シンジケート・ローン取扱高の落ち込

み、ならびにコモディティおよびFXオプションの収益の減少により、収益は19％減少した。これは金利およ

び現物決済型FXの成長によって一部埋め合わされた。貸付ポジションの時価評価損失を除くと、ファイナン

シャル・マーケッツの収益は11％の減少となる。

外国為替部門の収益は、現物決済型FXの収益増加がFXオプションの収益減少を埋め合わせた結果、２％増

加した。現物決済型FXの収益は、金融機関顧客のシェア拡大がスプレッド縮小という構造的傾向を十二分に

埋め合わせたことで下支えされた。FXオプションは大中華圏の市場イベントに影響を受けた。

金利取引部門の収益は、特に金融機関顧客でストラクチャード・コーラブル債の発行が増えたことを主な

要因として、６％増加した。信用取引の収益は大中華圏の取引高減少に影響を受けて減少した。

コモディティおよびエクイティの収益は28％減少し、中でもコモディティは内部の与信制限の厳格化と、

コモディティ価格の下落に伴う顧客活動水準の低下に影響を受けた。エクイティの収益は、当グループが

2015年初めに現物株式事業から撤退したことで影響を受けた。

資本市場部門の収益の減少は、2013年よりも前に実行された貸付ポジションの時価評価損失と、当グルー

プの拠点における市場活動水準の低下によるものである。

コーポレート・ファイナンス　営業拠点の厳しい市場環境、過剰流動性を背景とした競争の激化、および

選別的な資産組成により、収益は14％減少した。これが当グループのファイナンス事業の価格設定に圧力を

加え、組成水準を押し下げた。

プリンシパル・ファイナンス　収益は78％減少した。撤退による実現利益の減少と、当グループの営業基

盤における株式市場のバリュエーションの低迷を背景とした投資の公正価値評価による損失が要因である。

ウェルス・マネジメント　年前半の堅調な伸びが後半の鈍化により相殺され、収益は２％増加した。伸び

の鈍化は、極めて不安定な市場環境が株式やファンドにおける顧客の投資およびトレーディング活動の減少

につながったことによるものである。当グループのリテール・チャネルを通じ、プレミアム新商品の売上が

２桁ペースで増加したのに伴い、またプルデンシャルとの数年にわたる戦略的提携からの価値創出への重視

を反映して、バンカシュアランスの収益は力強い伸びを示した。運用資産残高は年前半の債券および現物株

式への資本流入が年後半の市場価格下落に一部相殺されたため、４％の増加となった。
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リテール・プロダクツ　為替差損、事業撤退、リスク削減、および利ざやの縮小により、収益は15％減少

した。これらの要因は特に、CCPL、ならびにモーゲージおよび自動車ローンの収益に影響を与えた。預金収

益は為替差損により３％減少したものの、CASA取扱高の堅調な増加と高コストの定期預金からの撤退を反映

して、恒常通貨ベースでは増加した。

資産負債管理　見越し収益の減少が売却目的保有証券の清算による利益増加に一部埋め合わされたもの

の、収益は35％減少した。

地域別業績

営業利益の地域別内訳は、以下のとおりである。

2015年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ

ヨーロッ

パ 合計

百万米ドル

営業収益
1

5,044 1,223 1,435 2,997 1,503 1,432 863 942 15,439

基調的利益/

（損失）
1,2 1,527 (71) (384) 146 117 (32) (5) (464) 834

2014年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ

ヨーロッ

パ 合計

百万米ドル

営業収益
3

5,443 1,473 1,855 3,716 1,844 1,829 861 1,215 18,236

基調的利益/

（損失）
3,4 2,098 (111) 806 916 770 673 171 (128) 5,195

1　
自己信用調整に係る利益、信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用、および売却事業／

売却目的で保有する事業に係る純損益を除く。

2　
再編措置およびのれんの減損を除く。

3　
自己信用調整に係る利益および売却事業／売却目的で保有する事業に係る純損失を除く。

4　
のれんの減損および民事課徴金を除く。

大中華圏

大中華圏の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル 百万米ドル ％

顧客収益 4,550 5,029 (10)

その他の収益 494 414 19

営業収益
1

5,044 5,443 (7)
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営業費用
2

(2,943) (2,911) (1)

貸付金減損損失 (701) (469) (49)

その他の減損
3

(46) (142) 68

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 173 177 (2)

基調的利益
1,2,3,4 1,527 2,098 (27)

純利ざや（％） 1.5 1.7

顧客に対する貸付金
5

77,675 89,646 (13)

顧客勘定
5

132,062 151,644 (13)

リスク加重資産 57,536 66,585 (14)

1　
自己信用調整に係る利益49百万米ドル（2014年は94百万米ドル）、売却事業／売却目的で保有する事業に係る

純利益250百万米ドル（2014年は３百万米ドル）、ならびに信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更

に係る費用14百万米ドルを除く。

2　
再編措置に関する費用80百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用２百万米ドルを除く。

4　
のれんの減損に関する費用362百万米ドルを除く（2014年は32百万米ドルの費用）。

5　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

大中華圏の収益は、７％減の5,044百万米ドルとなった。域内の経済環境が鈍化する中、年後半の市場環境

は一段と厳しいものとなった。

セグメント別の業績は強弱まちまちで、リテール・クライアントおよびプライベート・バンキング・クラ

イアントで撤退の影響を除いた収益の底堅い伸びが、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・

クライアントおよびコマーシャル・クライアントの収益減少に相殺された。その他の収益はプリンシパル・

ファイナンスの収益増加により19％増加した。

リテール・クライアントの収益はコンシューマー・ファイナンス事業の撤退による影響から、４％減少し

た。この影響を除くと収益は２％の増加となった。香港事業の業績は底堅く、年後半の市場の乱高下にもか

かわらずモーゲージおよびウェルス・マネジメントの収益は増加した。

中国において、リテール・クライアント事業はウェルス・マネジメントとリテール・プロダクツの収益増

加による恩恵を享受した。香港と中国の成長は台湾の収益減少により一部相殺された。

プライベート・バンキング・クライアント事業では、顧客基盤を引き続き拡大し、運用資産残高を堅調に

伸ばしたため、収益は８％増加した。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント事業の収益は、クライアントの収益が

11％減少したのに伴い７％減少した。コーポレート・クライアントは、大半の商品、特にファイナンシャ

ル・マーケッツの収益が減少した市場環境のほか、当グループの一部のコモディティ・エクスポージャーの

意識的なリスク削減に影響を受けた。金融機関顧客からの収益は、キャッシュ・マネジメントおよび証券

サービスの取引高の増加、およびファイナンシャル・マーケッツの顧客収益の増加により増加した。

コマーシャル・クライアント部門の収益は30％減少した。トレード・ファイナンスの収益は、中国の景気

減速と市場の競争を背景に低調なローン需要の影響を受けた。ファイナンシャル・マーケッツの収益はデリ
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バティブ販売収益の減少により減少した。減少は主にFXによるもので、人民元のボラティリティ上昇が顧客

活動を低下させたことが背景にある。

営業費用は１％増加した。規制およびコンプライアンスのコスト増加が事業撤退と効率化の取り組みに埋

め合わされた。

減損総額は747百万米ドルとなお高水準である。景気減速を背景に、コモディティ部門におけるポートフォ

リオ集中度の引き下げと、与信引受の厳格化は引き続き進展している。

香港では、プライベート・バンキングの2015年に発生した減損とポートフォリオの減損引当金の引き上げ

は2014年に発生した不正関連の経常外損失に相殺された。

大中華圏の基調的営業利益は27％減少して1,527百万米ドルの損失となった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、景気減速を背景としたローン需要の減少と、さらなるリスク削減の結果、13％減

少した。顧客勘定も貸借対照表の最適化により13％減少した。RWAは14％減少した。

北東アジア

北東アジア地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 1,114 1,323 (16)

その他の収益 109 150 (27)

営業収益
1

1,223 1,473 (17)

営業費用
2

(1,035) (1,179) 12

貸付金減損損失 (247) (394) 37

その他の減損
3

(12) (11) (9)

基調的損失
1,2,3 (71) (111) 36

純利ざや（％） 1.6 2.0

顧客に対する貸付金
4

28,608 29,582 (3)

顧客勘定
4

31,400 32,616 (4)

リスク加重資産 19,752 23,990 (18)

1　
自己信用調整に係る利益３百万米ドル、売却事業／売却目的で保有する事業に係る純損失33百万米ドル（2014

年は14百万米ドル）、ならびに信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用58百万米ドルを

除く。

2　
再編措置に関する費用445百万米ドルを除く。

3　
2014年ののれんの減損に関する費用726百万米ドルを除く。

4　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。
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収益は17％減の1,223百万米ドルとなり、恒常通貨ベースでは11％減少した。韓国がこの地域の収益に占め

る割合は95％近い。

厳しいトレーディング環境、リスク削減の影響およびポートフォリオ最適化による資産残高の減少を反映

して、ライアント収益は16％減少し、恒常通貨ベースでは９％減少した。カスタマー・ファイナンス事業の

撤退の影響を除くと、リテール・クライアントの収益は個人向けローン・ポートフォリオのリスク削減を主

な要因として、恒常通貨ベースで６％減少した。為替差損がコーポレート・ファイナンスの収益増加を相殺

したため、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントの収益は８％減少した。

その他の収益はプリンシパル・ファイナンスの収益減少により、27％減少した。

費用は、継続的な効率化による節減と支店ネットワークの最適化を反映して2014年比で12％減少した。

貸付金減損損失は大幅に減少し、リテール・クライアントの韓国におけるPDRS手続き関連の貸付金減損は

56％減少した。

基調的損失は2014年の111百万米ドルから減少して71百万米ドルとなった。

貸借対照表

無担保貸付の継続的なリスク削減策に、RWA最適化に伴うトレードおよび貸し付けの資産減少が重なり、顧

客に対する貸付金は３％減少した。顧客勘定は４％減少した。

無担保貸付金ポートフォリオにおける継続的なリスク削減策とトランザクション・バンキング部門のRWA最

適化策により、RWAは18％減少した。

南アジア

南アジア地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 1,527 1,725 (11)

その他の収益 (92) 130 (171)

営業収益
1

1,435 1,855 (23)

営業費用
2

(827) (793) (4)

貸付金減損損失
3

(961) (183) nm4

その他の減損
5

(31) (73) 58

基調的（損失）/利益
1,2,3,5 (384) 806 (148)

純利ざや（％） 4.0 3.8

顧客に対する貸付金
6

19,287 22,859 (16)

顧客勘定
6

15,036 15,533 (3)

リスク加重資産 23,384 26,522 (12)

1　
信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用24百万米ドルを除く。
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2　
再編措置に関する費用15百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用386百万米ドルを除く。

4　
有意な値ではない。

5　
再編措置に関する費用３百万米ドルを除く。

6　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

収益は420百万米ドル（23％）減少して1,435百万米ドルとなり、このうちクライアントの収益は厳しい事

業環境と、収益最適化の取り組みとポートフォリオのリスク削減を含む管理措置により11％減少した。その

他の利益は、少数の貸付ポジションの時価評価損失により減少し、92百万米ドルの損失に転じた。

クライアントの収益減少はコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコ

マーシャル・クライアントに主導され、大半のプロダクトで収益が減少した。貸付およびコーポレート・

ファイナンスは減少した。低収益のRWAに対処する意識的な措置に加えて、人活動と信用拡大がなお低迷する

中で、組成案件数が減少したことが背景にある。ファイナンシャル・マーケッツの収益は、コーポレート・

ファイナンス案件関係の資金の流れが鈍化したことで金利のヘッジ機会が減ったことで影響を受けた。トラ

ンザクション・バンキングの収益は大幅に減少した。コモディティ価格の下落と、過剰流動性を背景に競争

が激化している勘定の利ざや縮小に影響を受けて、トレード・ファイナンスの収益が減少したことが背景に

ある。

リテール・クライアントの収益は３％減少した。無担保ポートフォリオのリスク削減に加え、今年のイン

ド準備銀行による利下げを受けインドの預金収益が減少したことが背景にある。これは、バンカシュアラン

スの収益増加に支えられたウェルス・マネジメントの収益増加に一部埋め合わされた。

営業費用は規制変更を主な要因として４％増加して827百万米ドルとなった。人員および設備の合理化がこ

れを一部埋め合わせた。

貸付金減損損失は778百万米ドル増加して961百万米ドルとなった。企業の賃借対照表への継続的な圧力に

加え、借り換え環境のさらなる厳格化が影響した。

基調的営業利益は1,190百万米ドル減少して384百万米ドルの損失となった。

貸借対照表

収益最適化の取り組み、ポートフォリオのリスク削減およびインドの法人活動の低迷による組成案件数の

減少を受け、クライアント貸し付けは16％減少した。RWAは12％減少し、顧客貸付の減少により必要調達額が

減少したため、顧客預金は３％減少した。

ASEAN

ASEAN地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 2,897 3,482 (17)

その他の収益 100 234 (57)

営業収益
1

2,997 3,716 (19)

営業費用
2

(1,880) (2,078) 10
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貸付金減損損失
3

(967) (698) (39)

その他の減損
3

(20) (86) 77

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 16 62 (74)

基調的利益
1,2,3,4,5 146 916 (84)

純利ざや（％） 1.7 1.8

顧客に対する貸付金
5

66,942 78,541 (15)

顧客勘定
5

75,788 94,208 (20)

リスク加重資産 70,406 82,603 (15)

1　
自己信用調整に係る利益269百万米ドル（2014年は３百万米ドル）、ならびに信用および資金調達の評価調整額

の推定方法の変更に係る費用121百万米ドルを除く。

2　
再編措置に関する費用55百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用49百万米ドルを除く。

4　
再編措置に関する費用126百万米ドルを除く。

5　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

営業収益は719百万米ドル（19％）減少した2,997百万米ドルとなった。クライアント収益の17％の減少と

貸付ポジションの時価評価の影響が主な要因である。

クライアント収益は、原油およびその他のコモディティの価格が過去最低を記録する中、引き続き厳しい

市場環境に影響を受けた。収益は通貨の下落、規制面の逆風、およびリスク・エクスポージャーを削減する

慎重な管理措置にも影響を受けた。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントのクライアント収益は23％減少した。

ASEAN地域の法人活動の低迷、持続的な低金利環境、および中国の経済成長の鈍化に影響を受けた。トランザ

クション・バンキングの収益は主に市場心理の悪化とリスク削減により減少した。持続的な利ざや縮小とコ

モディティ価格の下落が取引高の増加でも賄い切れず、ファイナンシャル・マーケッツの収益も減少した。

コーポレート・ファイナンスの収益は、厳しい市場環境、過剰流動性を背景とした競争の激化、および選別

的な資産組成を反映して減少した。

リテール・クライアント収益は、無担保貸付のリスク削減、非戦略的なセールス・モデルからの撤退、な

らびにシンガポールなど主要市場にも影響した規制変更に影響を受けた。ウェルス・マネジメントの収益は

為替換算の影響から減少したものの、これは当グループとプルデンシャル（Prudential）との提携および商

品の浸透率上昇に支えられたバンカシュアランスの収益増加に一部埋め合わされた。

プライベート・バンキング収益は、特に2015年後半の収益減につながったリスクの是正に影響を受けた。

コマーシャル・クライアントの収益は、マクロ経済情勢と、リスクおよびRWAの最適化に向けた管理措置の

影響から減少した。

人員整理と不動産の最低化を含むコスト削減措置の結果、営業費用は198百万米ドル（10％）減の1,880百

万米ドルとなった。
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貸付金減損損失は269百万米ドル（39％）増の967百万米ドルとなった。持続的な景気減速と低水準のコモ

ディティ価格が少数のコーポレート・クライアントによる引当金計上につながったことが背景にある。リ

テールの引当金は無担保貸付のリスク管理措置を反映して減少した。

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益は、プレマタ（Permata）を筆頭に74％減少して16百万

米ドルとなった。

その結果、ASEAN地域の基調的営業利益は84％減の146百万米ドルとなった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、事業活動の鈍化と収益最適化の取り組みを反映して15％減少した。RWAは同じ要因

から15％減少し、方針およびモデル手法の変更によるRWAの増加でも賄い切れなかった。

顧客勘定は20％減少した。割高な定期預金の満了に伴いCASA残高の比率が増加した。

中東、北アフリカおよびパキスタン（MENAP）

MENAP地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 1,341 1,625 (17)

その他の収益 162 219 (26)

営業収益
1

1,503 1,844 (18)

営業費用
2

(947) (984) 4

貸付金減損損失
3

(436) (89) (390)

その他の減損 (3) (1) (200)

基調的利益
1,2,3 117 770 (85)

純利ざや（％） 2.6 2.8

顧客に対する貸付金
4

19,485 22,775 (14)

顧客勘定
4

22,019 22,447 (2)

リスク加重資産 27,022 29,775 (9)

1　
自己信用調整に係る利益１百万米ドル、売却事業／売却目的で保有する事業に係る純利益１百万米ドル（2014

年は１百万米ドルの純損失）、ならびに信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用92百万

米ドルを除く。

2　
再編措置に関する費用28百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用５百万米ドルを除く。

4　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

営業収益は、341百万米ドル減（18％減）の1,503百万米ドルであった。クライアント収益は、リスク削減

と収益最適化を含む管理措置に法人活動の低迷が重なり、17％減少した。管理措置には、当グループのアラ

ブ首長国連邦のSME事業からの撤退も含まれる。
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コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの

収益はそれぞれ19％、40％減少した。管理措置とトランザクション・バンキングおよび貸付の利ざや縮小に

よる影響を受けた結果である。特に金融機関とのFX取引高は増加したが、これはスプレッド縮小により相殺

された。

CCPL、ウェルス・マネジメントおよび預金取引の収益は主にリスク削減と利ざや縮小により減少した。後

者の要因はリテール・クライアントの収益にも影響した。

営業費用は、人員削減と組織効率化に向けた措置により減少した。

少数のコーポレート・クライアントの特別引当金の引き上げにより、貸付金減損損失は347百万米ドル増加

して436百万米ドルとなった。

基調的営業利益は653百万米ドル減（85％減）の117百万米ドルであった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は、リスク削減とアラブ首長国連邦のSME事業からの撤退により、14％減少した。RWA

は９％減少した。顧客勘定はリスク削減による資金流出に伴い２％減少した。

アフリカ

アフリカ地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 1,409 1,539 (8)

その他の収益 23 290 (92)

営業収益
1

1,432 1,829 (22)

営業費用
2

(918) (990) 7

貸付金減損損失
3

(502) (175) (187)

その他の減損 (48) (1) nm4

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 4 10 (60)

基調的（損失）/利益
1,2,3 (32) 673 (105)

純利ざや（％） 4.6 4.7

顧客に対する貸付金
5

11,562 13,103 (12)

顧客勘定
5

10,983 11,224 (2)

リスク加重資産 19,156 20,289 (6)

1　
信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る利益４百万米ドルを除く。

2　
再編措置に関する費用33百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用48百万米ドルを除く。

4　
有意な値ではない。

5　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。
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アフリカにおける営業収益は22％減の1,432百万米ドルとなった。このうちクライアント収益は８％減少

し、その他の収益は92％減少した。その他の収益の減少はプリンシパル・ファイナンスの評価損によるもの

である。

クライアント収益の減少は、為替差損とコモディティ市場の低迷に影響を受けたコーポレート・アンド・

インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントに起因している。トランザク

ション・バンキングおよび貸付の収益はそれぞれ10％、26％減少した。金利取引の収益増加がFXのスプレッ

ド縮小により一部相殺された結果、ファイナンシャル・マーケッツの収益は増加した。コーポレート・ファ

イナンスの収益の減少は手数料収益の減少によるものであった。

リテール・クライアントの収益は為替換算の影響から14％減少したが、これはウェルス・マネジメントの

成長に一部埋め合わされた。

為替換算の影響と継続的な効率化による節減がインフレ圧力に相殺された結果、営業費用は減少した。

貸付金減損損失はコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント部門およびコマー

シャル・クライアント部門における特別引当金の引き上げにより327百万米ドル増加した。

基調的営業利益は673百万米ドル減少して32百万米ドルの損失となった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金は12％減少し、主にコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアン

ト部門におけるRWAの活用の最適化策により、RWAは６％減少した。顧客勘定は高コストの定期預金の減少に

より２％減少した。

南北アメリカ

南北アメリカ地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 789 802 (2)

その他の収益 74 59 25

営業収益
1

863 861 －

営業費用
2

(799) (668) (20)

貸付金減損損失 (62) (21) nm
3

その他の減損
4

(7) (1) nm
3

基調的（損失）/利益
1,2,4 (5) 171 (103)

純利ざや（％） 0.5 0.6

顧客に対する貸付金
5

11,498 10,952 5

顧客勘定
5

18,315 34,019 (46)

リスク加重資産 12,784 13,692 (7)

1　
信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用24百万米ドルを除く。
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2　
2015年の再編措置に関する費用13百万米ドル、および2014年の民事課徴金に関する費用300百万米ドルを除く。

3　
有意な値ではない。

4　
再編措置に関する費用２百万米ドルを除く。

5　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

営業収益は横ばいの863百万米ドルとなった。クライアント収益の２％の減少がファイナンシャル・マー

ケッツのその他の収益の増加に相殺された結果である。

クライアント収益は、RWA最適化とリスク削減策、ならびにトレード・ファイナンスおよびコーポレート・

ファイナンスの活動水準の軟化に影響を受けた。これは市場のボラティリティ上昇をよそに取引高が力強く

上昇したため、ファイナンシャル・マーケッツのFXおよび金利の収益増加に一部埋め合わされた。合併・買

収の資金調達で新発債発行が増額されたため、キャピタル・マーケッツの収益も14％上昇した。

営業費用は131百万米ドル（20％）増加して799百万米ドルとなった。主に規制コンプライアンスに係る費

用と金融犯罪のコンプライアンスに係る費用が増えたことが主な要因である。

貸付金減損損失は少数の顧客に対する引当金計上により、62百万米ドルに増加した。

基調的営業損益はコストの増加と貸付金減損損失により、171百万米ドルの利益から５百万米ドルの損失と

なった。

貸借対照表

顧客に対する貸付金はリバース・レポ残高の増加により５％増加した。RWAはRWAの最適化とリスク削減策

によって７％減少した。

顧客勘定は貸借対照表の最適化により18十億米ドルに減少した。

ヨーロッパ

ヨーロッパ地域の業績の内訳は、次のとおりである。

2015年 2014年 改善／（悪化）

百万米ドル ％

顧客収益 986 1,098 (10)

その他の収益 (44) 117 (138)

営業収益
1

942 1,215 (22)

営業費用
2

(1,129) (1,142) 1

貸付金減損損失
3

(132) (112) (18)

その他の減損 (144) (88) (64)

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 (1) (1) －

基調的損失
1,2,3 (464) (128) (263)

純利ざや（％） 0.5 0.8

顧客に対する貸付金
4

26,346 21,141 25

顧客勘定
4

53,524 52,498 2

リスク加重資産 82,921 89,592 (7)
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1　
自己信用調整に係る利益173百万米ドル（2014年は９百万米ドル）、2014年の売却事業／売却目的で保有する事

業に係る純利益10百万米ドル、ならびに信用および資金調達の評価調整額の推定方法の変更に係る費用534百万

米ドルを除く。

2　
再編措置に関する費用26百万米ドルを除く。

3　
再編措置に関する費用480百万米ドルを除く。

4　
取引契約獲得地ではなく、顧客所在地に基づく。

収益は273百万米ドル（22％）減少し、942百万米ドルとなった。クライアント収益は10％減少した。事業

再編に向けた経営陣の措置、リスク削減措置、および特にトレード・ファイナンスに打撃を与えたクライア

ントの活動水準の低下によるものである。事業再編に向けた措置には、ドイツのリテール事業、ジュネーブ

のプライベート・バンキング事業および機関投資家向け現物株式事業の閉鎖が含まれる。その他の収益は161

百万米ドル減少して44百万米ドルの損失となった。規制上の目的から流動資産の保有額が上昇し、資産・負

債管理の収益が減少したことが影響した。

リスク削減策をすくむ経営陣の措置と、国際貿易金融の需要低迷により、トレード・ファイナンスの収益

は減少した。

ファイナンシャル・マーケッツの収益は減少した。FX取引の収益増加でキャピタル・マーケッツおよびコ

モディティの収益低下を賄い切れなかったためである。

コーポレート・ファイナンスの収益は減少した。航空機販売後にストラクチャード・ファイナンスの収益

が落ち込んだ。

営業費用は１％減少した。このうち英国銀行税が20％増加して440百万米ドルに上ったものの、事業再編措

置の費用と為替差益により相殺された。

貸付金減損損失は、主に少数のコモディティ・クライアントに対する引当金の引き上げにより20百万米ド

ル増加して132百万米ドルとなった。その他の減損は、56百万米ドル増の144百万米ドルとなった。

2015年の基調的営業損益は464百万米ドルとなった。これに対し、2014年は128百万米ドルの損失であっ

た。

貸借対照表

顧客に対する貸付金はリバース・レポ残高の増加により25％増加した。これは経営陣の措置と相まってRWA

の減少につながったトレード・ファイナンスの残高の減少を十二分に埋め合わせた。顧客勘定はファイナン

シャル・マーケッツの債務増加により２％増加した。

事業撤退に係る営業利益

2014年および2015年に当グループは数多くの事業から撤退した。

2015年：

-　韓国、香港および中国のコンシューマー・ファイナンスの売却

-　機関投資家向け現物株式事業の閉鎖

-　ジュネーブのプライベート・バンクの閉鎖

-　ロシアとウィーンの事業所の閉鎖
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-　レバノンのリテール事業支店の売却

2014年：

-　ドイツのリテール事業の売却

-　台湾のリテール証券部門の売却

-　アラブ首長国連邦のSME事業の縮小

下表の数字は、撤退事業の営業収益および費用を反映したもので、売却損益や処分費用は除外している。

2015年 2014年

百万米ドル

営業収益 137 580

その他営業費用 (90) (310)

貸付金減損損失 (30) (177)

営業利益 17 93

グループ要約連結貸借対照表

2015年 2014年 増加／（減少） 増加／（減少）

百万米ドル ％

資産

現金および中央銀行預け金 65,312 97,282 (31,970) (33)

銀行に対する貸付金
1

66,769 87,500 (20,731) (24)

顧客に対する貸付金
1

261,403 288,599 (27,196) (9)

投資有価証券
1

131,846 129,347 2,499 2

デリバティブ金融商品 63,143 65,834 (2,691) (4)

その他資産 52,010 57,352 (5,342) (9)

資産合計 640,483 725,914 (85,431) (12)

負債

銀行からの預金
1

38,248 55,323 (17,075) (31)

顧客勘定
1

359,127 414,189 (55,062) (13)

発行済負債証券
1

68,797 80,788 (11,991) (15)

デリバティブ金融商品 61,939 63,313 (1,374) (2)

劣後負債およびその他の借入金 21,852 22,947 (1,095) (5)

その他負債
1

42,008 42,616 (608) (1)

負債合計 591,971 679,176 (87,205) (13)

資本 48,512 46,738 1,774 4

負債および株主資本合計 640,483 725,914 (85,431) (12)
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1　
損益を通じた公正価値評価区分で保有する残高を含む。

金融サービスへのアクセス

マイクロファイナンス（小口金融）

当グループは、マイクロファイナンス機関（以下「MFI」という。）と協力してセクターの長期発展を支援

している。2015年、当グループは小口顧客への貸付資金として、MFI顧客に271.6百万米ドルを貸し付けた。

2015年 2014年 2013年

百万米ドル

実行融資額 271.6 318.1 271.0

個別の影響
1
（百万） 1.8 2.1 1.8

1　
平均融資額を自国通貨単位で150米ドルとする想定に基づく。

クリーン・テクノロジー

これはクリーン・テクノロジー・セクター支援のため当グループが提供または促進した資金供給（貸付、

債券および合併・買収）を含む。

2015年 2014年 2013年

百万米ドル

提供および促進した資金の価額 883.3 798.6 945.7

貸借対照表

当グループの貸借対照表は分散度が向上しており、経営陣の措置後に、戦略実行を支えるより強力な基盤

となっている。当グループの流動性はなお非常に高く、主な資金源は預金であり、預貸率は2014年末の

69.7％から72.7％に上昇した。当グループは、大中華圏、ASEANおよび欧州地の銀行間市場で純出し手となっ

ている。当グループの資金調達構成は依然として保守的で、向こう数年の借り換えの水準は制限されてい

る。

当グループは、2015年11月に3.3十億ポンドのライツ・イシュー発行により資本基盤を強化し、普通株式等

Tier１比率は2014年末の10.5％から12.6％に上昇した。経営陣の措置は戦略的見直しの一環として実施され

たものを含め、RWAの11％の減少と総資産の12％の減少につながった。

だが、バランスシートの内容は引き続き安定しており、当グループの金融資産の68％超が償却原価評価区

分で保有されており、残存期間１年未満の資産が全体の57％を占める。

現金および中央銀行預け金

現金残高は、当グループが銀行および顧客預金から撤退し、撤退と過剰流動性残高を減らした結果、32十

億米ドル減少した。

銀行および顧客に対する貸付金

当グループが規律ある賃借対照表管理とより選別的な資産組成を重視する中で、顧客および銀行に対する

貸付金は48.9十億米ドル減少した。市場全体で社会・経済の発達を推進するというコミットメントに一致し
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て、当グループは引き続き金融サービスへのアクセスを拡大し、クリーン・テクノロジー・セクターへの融

資を支援している。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアント向

け貸付金は、地域と顧客セグメントの点で分散が向上している。当グループは2015年に引き続き、ポート

フォリオの再編、収益性の低い顧客からの撤退、および貸倒引当金の引き上げを実行し、これによって貸付

残高は前年比で減少した。貸付額は大中華圏（12十億米ドルの減少）のエネルギー、鉱業・採石、耐久消費

財のセクター、およびASEAN地域のエネルギー・セクターを中心に21.2十億米ドル減少した。

リテールおよびプライベート・バンキングのクライアント貸付は６十億米ドル減少した。当グループが主

要市場で無担保貸付商品へのエクスポージャーを縮小したため、無担保貸付は３十億米ドル減少した。これ

はASEAN地域の有担保ウェルス・プロダクツの増加により一部相殺された。モーゲージ事業は大中華圏および

NEAの成長がASEAN地域の残高の減少に相殺された結果、概ね横ばいとなった。

銀行への貸付は20.7十億米ドル（24％）減少し、中でも当グループが余剰流動性を営業する市場全体に配

分したため、欧州の残高が減少した。

投資有価証券

投資有価証券は2.5十億米ドル増加した。当グループが流動資産を再配置して、米財務省短期証券および高

格付社債の保有高を引き上げたためである。これらの資産の残存期間は過年度とほぼ同じで、ポートフォリ

オの約40％超が残存期間12か月未満であった。

デリバティブ

想定元本は、金利ヘッジに対する顧客の需要が減退したため、2014年比で減少した。その結果、プラスの

未実現時価評価ポジションは2.7十億米ドル減少して63十億米ドルとなった。当グループが市場慣行の変化を

反映するアプローチを取ったため、時価評価ポジションは信用および資金調達の評価調整に関する費用の増

加にも影響を受けた。当グループのリスク・ポジションは概ねバランスがとれており、これに対応してマイ

ナスの時価評価ポジションは増加した。63十億米ドルの時価評価ポジションのうち、39十億米ドルをマス

ター・ネッティング契約による相殺に利用できる。

預金

当グループが数々の市場で資産を縮小し、高コストの定期預金から撤退する中で、流動性要件の低下を反

映して、顧客勘定は55十億米ドル（13％）減少し、銀行からの預金は17十億米ドル減少した。CASAは引き続

き中核的な顧客勘定基盤であり、顧客勘定の54％を占めている。

発行済負債証券、劣後負債およびその他の借入金

発行済負債証券および劣後負債は2014年12月から13十億米ドル減少した。資金調達所要額の減少を反映し

て短期証券の水準が低下したことが主な要因である。劣後債は主に為替変動により１十億米ドル減少した。

資本

株主資本合計は1.8十億米ドル増加して48.5十億米ドルとなった。3.3十億ポンド（5.1十億米ドル）のライ

ツイシュー発行と２十億米ドルの追加的Tier１商品の発行が、2.2十億米ドルの当期損失、0.9十億米ドルの

配当支払い（仮証券を除く）、および2.3十億米ドルの為替差損に相殺された結果を反映している。

キャッシュ・フロー分析
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2014年12月31日終了年度は営業活動で使用した純資金が52,563百万米ドルであったのに対し、2015年12月

31日終了年度には営業活動から生じた純資金が29,400百万米ドルとなった。これは2015年12月31日終了年度

に営業資産の増加（36,812百万米ドル）で営業負債の減少（70,244百万米ドル）を賄いきれなかったためで

ある。

投資活動に使用した純資金は、2014年12月31日終了年度に4,172百万米ドルであったのに対し、2015年12月

31日終了年度には13,404百万米ドルとなった。これは2015年12月31日終了年度における投資有価証券の売却

のおよび満了の増加が、投資有価証券の購入の増加によって十二分に相殺されたことを反映している。

2014年12月31日終了年度は財務活動で使用した純資金が980百万米ドルであったのに対し、2015年12月31日

終了年度には財務活動から生じた純資金が2,887百万米ドルとなった。これは前年比で普通および優先株式の

発行額（費用控除後）と追加的Tier１資本の発行額（費用控除後）が増え、劣後債の返済額が減少したこと

を反映している。

上記の活動の結果、現金および現金同等物の2015年12月31日終了年度の純減額は39,917百万米ドルで、

2015年12月31日現在の残高は88,428百万米ドルとなった。

リスクの概況

リスクの概況

当グループは信用リスク、クロスボーダー・リスク、市場リスク、資本リスク、流動性リスク、オペレー

ショナル・リスク、年金リスク、風評リスクおよび当グループの戦略、商品目および営業地域に内在するそ

の他のリスクにさらされている。当グループは、当グループのリスクを許容度の範囲内にとどめつつリスク

調整後リターンを最大化することを目指し、リスク管理の枠組みを通じて企業全体のリスクを管理してい

る。当グループは今後12～18か月に具現化する可能性のある景気後退リスクを確実に監視できるように、

ポートフォリオ分析およびストレス・テストの構造的かつ積極的なアプローチを維持している。これによ

り、当グループはエクスポージャーを確実にリスク許容度の範囲に収めるために必要な措置を講じられる。

厳しい環境を踏まえ、当グループはエクスポージャーの縮小、分散の向上、追加的証券の購入、および脆

弱な勘定を対象としたポートフォリオ分析などのリスク軽減策を講じている。当グループは2015年11月に新

戦略計画を発表すると同時に、リスク許容度を調整した。その結果、当グループは清算対象として、現行の

リスク許容度を超える約20十億米ドルのRWAポートフォリオ（以下「清算ポートフォリオ」という。）を特定

した。これらのポジションは積極的に管理され、この慣行により、ポートフォリオはより多様で集中度が低

いものとなり（以下「継続事業」という。）、経済および信用の下降局面に対する脆弱性が低下するはずで

ある。

2015年の貸付金減損損失は、コモディティ市場とインド市場の持続的な圧力を反映して、4,008百万米ドル

増加した（2014年は2,141百万米ドル）。加えて、清算ポートフォリオのエクスポージャーを縮小するという

決定を受け、第４四半期に968百万米ドルの費用が生じた。

再編費用56百万米ドルを含むその他の減損は、36百万米ドル減少して367百万米ドルとなった。（2014年に

は403百万米ドル）。これは航空機および戦略的投資に対する減損に関連するものである。

当グループの減損総額（のれんの減損を除く）は5,343百万米ドル増加した（2014年は2,544百万米ド

ル）。
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当グループは、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・

クライアントのポートフォリオを特にNPL、早期警告が発された勘定、およびコモディティやインド市場など

のその他の脆弱なポートフォリオに関して、詳細な見直しを行った。これらの見直しで著しく悪い結果は特

定されなかったものの、当グループは回収専門家であるGSAMによる個別管理が必要な少数の勘定を特定し

た。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント部門およびコマーシャル・クライアン

ト部門のNPL純額は概ね横ばいとなったにもかかわらず、NPL総額は2014年の3,304百万米ドルから36％増加し

て4,477百万米ドルとなった。

全体のNPL総額は2015年に12,759百万米ドルへと増加した（2014年は7,492百万米ドル）。これは主に、財

務上欧州に計上された清算ポートフォリオ内の相互に関係するエクスポージャー群が信用格付12からNPLに変

更されたことにある。増加はコモディティおよびインドの持続的な圧力も反映している。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントのNPLにおける継続事業の返済は、新規

NPLによる返済の大部分が12か月以上にわたり初期段階の要注意債権に区分されている口座からの返済であっ

た前２四半期と比べて、第４四半期には鈍化した。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントに

おける継続事業の担保を除くカバー比率は59％に上昇した。これは過去に観測された加重回収率50％と合わ

せると、当グループのポートフォリオの無担保部分を超える。担保を含むカバー比率は70％である。

ポートフォリオ指標は概ね安定しているが、投資適格の組入比率や投資適格エクスポージャーの担保水準

など一部の指標は改善している。

当グループの流動性状況は2015年も底堅さを維持しており、市場リスクのVaR水準は前年比で上昇したもの

の、基調的状況はなお概ね安定している。2015年の業務上の損失はごくわずかであった。

当グループの主なリスクの1つは、貸付およびトレーディング事業を通じた顧客への与信に起因する。以下

のセクションでは、当グループが2015年の全社的リスクと貸付金減損損失をどのように管理しているかにつ

いて詳述し、全体的な信用エクスポージャーを顧客セグメントおよび重要なリスクテーマごとに示す。

全社的リスク管理

当グループは2015年11月に新戦略計画を発表すると同時に、リスク許容度を見直した。当グループは許容

度を引き上げたため、今では取締役会はリスク・エクスポージャーをこれまでよりも詳細に監視できる。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアント、およ

びプライベート・バンキング・クライアントに関して、最新のリスク許容度は合算ベース、産業セクター

別、信用格付別、およびTier１資本に対する比率で単一銘柄の集中度を軽減するよう意図されている。リ

テール・クライアントの場合、最新のリスク許容度は比較的リスクの高い無担保貸付の国別およびグループ

単位での集中度を軽減するよう意図されている。全体として、これらの変化は貸付金減損損失の変動性を軽

減すると予想される。オペレーショナル・リスク許容度の変更は、業務上の損失が当グループの営業基盤に

重大な損害をもたらさないようにするため、当グループのオペレーショナル・リスクを管理することを目的

としている。

これらの変更に一致して、当グループは調整後の許容水準を現在超え、清算対象とすべき数多くのエクス

ポージャーを特定している。これらのエクスポージャーは回収専門家であるGSAMによって清算目的で管理さ

れている。 当グループのリスク許容度について詳しくは後述の「第６－１財務書類－リスク管理アプロー

チ」を参照されたい。
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貸付金減損損失

グループ全体では、貸付金減損損失は総額4,976百万米ドルであった。上記の「2015年における当グループ

－業績の要約」で開示しているとおり、清算ポートフォリオに対する減損を除いた貸付金減損損失は2,381百

万米ドルに増加し、顧客に対する平均貸付金の87ベーシス・ポイントを占めている。

セグメント別では、リテール・クライアントの貸付金減損損失は引き続き改善して28％減の677百万米ドル

となった（損失の70ベーシス・ポイントにあたる）。減少の原因は、特に韓国、タイおよびマレーシアにお

ける熟慮したリスク削減策、およびコンシューマー・ファイナンス事業の売却にある。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの

継続事業の貸付金減損損失は1,703百万米ドルへと大幅に増加した（2014年は698百万米ドル）。当グループ

はリスク削減措置を講じ、2015年を通じてポートフォリオを徹底的に見直し、当グループのコモディティ市

場で続く緊張状態とインド市場のさらなる悪化を反映して引当金を引き上げている。

第４四半期の継続事業の費用は、以下の要因を反映して前期比で増加した。

-　コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントの引当金引き上げによる担保比

率の改善

-　大中華圏でのデリバティブ取引に関連した少数の損失によるコマーシャル・クライアント・ポート

フォリオの貸付金減損損失に増加、およびアフリカでの貸付金減損損失の増加

セクター別に見ると、前述の貸付金減損損失1,703百万米ドルのうち、コモディティ・セクターに関連する

継続事業の貸付金減損損失は、特定商品、特に石炭、鉄鉱石および原油の価格が一段と軟化したことを受

け、572百万米ドルと2015年も高水準にとどまった。コモディティ価格の持続的な低迷は、2013年と2014年に

特定された以外に重大な脆弱性を浮き彫りにしてはいないが、当グループの既存のNPLおよび要注意先顧客に

おいてストレスが特定された。

インドでは、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・ク

ライアントの継続事業の貸付金減損損失は、持続的な信用悪化により439百万米ドルに増加した（2014年は

134百万米ドル）。企業利益は引き続き低く水準で、カバー比率は５年ぶりの低さで、停滞プロジェクトの価

額は2015年に急増した。

清算対象として特定された資産に関して、当グループはこのポートフォリオのエクスポージャーを清算す

るという決定による再編費用968百万米ドルに加え、通年で1,627百万米ドルの貸付金減損損失を負担した。

下表に、各期間の減損費用の詳細を示す。

貸付金減損損失

2015年６月30

日までの６か

月間

2015年12月31

日までの６か

月間

2015年12月31日

までの12か月間

百万米ドル ％

継続事業

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、

およびプライベート・バンキング・クライアント 344 761 1,105

コマーシャル・クライアント 154 445 599

リテール・クライアント 364 313 677

清算ポートフォリオ
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コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、

およびプライベート・バンキング・クライアント 790 837 1,627

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント－

再編 0 968 968

貸付金減損損失の合計 1,652 3,324 4,976

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアント*

*本セクションにおけるコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クラ

イアントのエクスポージャーは、（特に明記されていない限り）正味エクスポージャーで記載されており、銀行および

顧客に対する貸付金、投資有価証券、マスターネッティング契約考慮後のデリバティブ・エクスポージャー、現金およ

び中央銀行預け金、その他の資産、偶発債務ならびに荷為替信用状で構成されている。

本セクションにおける地域別内訳は、与信責任の所在国に基づいている。これは、「第６－１財務書類－リスク・プ

ロファイル」で使用している財務帳簿上の所在地とは異なり、財務会計上は、顧客グループに対するすべてのエクス

ポージャーは親会社の主要な国で報告される。これは当グループのリスク管理アプローチに合わせて調整される。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアント

は、2015年の当グループの主な重点分野である。貸付金減損損失はグループ全体でなお高水準にあるもの

の、ストレス・テスト、ポートフォリオ・レビュー、エクスポージャー削減、および調整後リスク許容度の

導入を含め、数々の意識的な措置が講じられている。

2015年12月31日時点で、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマー

シャル・クライアントのネット・エクスポージャーは507十億米ドルに減少した（2014年は572十億米ド

ル）。これは主に中央銀行預け金の32十億米ドルの減少と、当グループのリスク削減策を一因とした貸付金

の41十億米ドルの減少によるものである。

ポートフォリオ指標

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの

ポートフォリオのリスク・プロファイルは、分散度、担保および年限の点で改善した。当グループの貸付先

上位20の法人顧客グループのエクスポージャーは2015年上半期末から８％（２十億米ドル）、2014年12月か

ら20％（６十億米ドル）それぞれ縮小した。エクスポージャーはTier１資本の61％に相当する（2014年は

83％）。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの

顧客に対する貸付金のうち、短期貸付金の割合は67％で安定した（2014年は65％）。

法人顧客およびノンバンク金融機関の担保水準は２％上昇して42％となり、投資適格未満への長期（１年

超）貸付は４％上昇して59％となった。

早期警戒先のエクスポージャーは、厳密な管理を必要とする少数勘定の移管により増大している。増加の

大部分は、投資適格級の顧客または投資適格級を下回るものの、GSAMへの移管リスクが低い顧客に関するも

のである。
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NPL総額およびNPL純額の前年比での増加は清算ポートフォリオで主に起きており、少数の相互に関係する

エクスポージャー群が信用格付12から格下げされたことに起因する。継続事業のNPL総額は、インドおよびコ

モディティ市場の低迷を反映して増加したものの、NPL純額はなお安定している。コーポレート・アンド・イ

ンスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの継続事業のカバー比率は担保

を除くと59％（2014年は49％）、担保を加味すると70％である。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント

およびコマーシャル・クライアントのポートフォリオ

2015年

12月31日

2015年

６月30日

2014年

12月31日

2014年

６月30日

十億米ドル

投資適格の顧客に対する正味エクスポージャーの構成比 46% 43% 42% 40%

投資適格の顧客に対する貸付金の構成比 43% 39% 38% 38%

早期警戒（正味エクスポージャー） 12.3 10.0 9.2 9.0

信用格付が12の貸付金（延滞を除く） 0.9 4.4 4.7 5.3

延滞ではあるが減損はしていない 2.6 2.8 2.3 3.4

正常債権、条件緩和および猶予貸付金 1.1 4.6 4.9 5.6

NPL総額 11.7 7.7 6.6 6.2

NPL総額（継続事業） 4.5 3.6 3.3 3.7

NPL純額 5.5 3.7 3.5 3.2

NPL純額 1.8 1.8 1.7 1.9

（継続事業）

2015年第４四半期、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントのNPLにおける継続

事業の返済は、新規NPLによる返済の大部分が12か月以上にわたり初期段階の要注意債権に区分されている口

座からの返済であったそれまでの四半期と比べて鈍化した。

セクター

コモディティ

当グループは引き続きポートフォリオのリスクを削減しており、コモディティ・セクターの正味エクス

ポージャーは、コモディティ生産会社（5.1十億米ドルの減少）とコモディティ・トレーダー（10.3十億米ド

ルの減少）のいずれのポートフォリオでも、過去12か月で15.4十億米ドル（28％）減少して39.6十億米ドル

（2014年は54.9十億米ドル）となった。コモディティ・ポートフォリオは、コーポレート・アンド・インス

ティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの正味エクスポージャーの８％を占

めている（2014年は10％）。

コモディティの信用エクスポージャーは、当グループの中核市場における当グループの戦略の追求から発

生する。コモディティはこれらの中核市場において、当グループが進出している国への、またはこれらの国

内での取引フローの非常に重要な部分を占めている。コモディティは引き続き当グループの戦略とポート

フォリオの重要な要素である。当グループは目標エクスポージャーの削減、分散の向上、および貸付金減損

損失の変動性の軽減を目的として、ポートフォリオの部分的なリスク削減を実施している。担保を除くカ

バー比率は2014年の38％から61％に上昇した。
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ポートフォリオの年限は依然として短く、残存期間が１年未満のエクスポージャーの比率は68％（2014年

は74％）である。この低下の大半は、投資適格未満、かつ世界的大企業／大規模SOE以外の顧客に対する短期

エクスポージャーである。投資適格未満、かつ大規模SOE以外の長期エクスポージャーの担保立は41％でなお

安定している。

コモディティにおけるデリバティブ取引は、顧客のヘッジを支援するためのものであり、コモディティ関

連の市場リスクは引き続き非常に低い。

コモディティ勘定は、２種類の事業活動およびコモディティ生産企業とコモディティ・トレーダーで構成

され、それぞれ異なるリスクに晒されている。

コモディティ生産企業は価格変動に直接影響を受けやすく、コモディティ・ポートフォリオの49％を構成

する。生産企業の主な構成要素はエネルギーの10.9十億米ドルと金属・鉱業の７十億米ドルである。エネル

ギー10.9十億米ドルのうち、石油・ガスは9.6十億米ドルであり、後掲の石油・ガス生産者のセクションで詳

述する。勤続・鉱業のエクスポージャーの大半は短期取引枠に関連する。大幅に下落している金属へのエク

スポージャーは非常に小さく、銅生産企業および鉄鉱石生産企業が、コーポレート・アンド・インスティ

テューショナル・クライアントおよびコマーシャル・クライアントの正味エクスポージャーに占める割合

は、それぞれ0.2％および0.1％である。

価格変動の直接の影響を比較的受けにくいコモディティ・トレーダーにとって、主なリスクは、流動性の

欠如とリスク管理慣行である。コモディティ・トレーダーはコモディティ・ポートフォリオの51％を占め

る。

石油、ガスおよび関連するエクスポージャー

2015年12月31日時点で、当グループの石油・ガス関連の正味エクスポージャーは24十億米ドル（2014年は

28.6十億米ドル）であり、意図的に前年比で引き下げられている。このエクスポージャーは、石油およびガ

ス生産企業（9.6十億米ドル、40％）、精製所（5.9十億米ドル、25％）、支援活動（7.0十億米ドル、29％）

ならびに石油およびガス関連ヘッジを行うその他の法人顧客（1.5十億米ドル、６％）で構成されている。こ

のうち、石油およびガス生産企業だけがコモディティ・ポートフォリオに含まれる。

石油およびガス生産企業：石油およびガス生産企業へのエクスポージャーは9.6十億米ドル（2014年は12.9

十億米ドル）であった。このうちの88％（8.1十億米ドル）は、12か月にわたり１バレル30米ドルの価格に耐

え得る顧客、もしくは世界的大企業または大規模SOE向けのエクスポージャーであった。採算価格は、デッ

ト・サービス・カバレッジ比率を「１」として計算されている。デット・サービス・カバレッジ比率は、石

油価格が採算価格の水準で12か月間継続した場合に、借入金の年間金利および元本支払いを満たすために利

用可能なキャッシュ・フローの金額に基づいて算出される。この分析は保守的であり、顧客が利用可能な借

換えオプションまたは現金を節約するために設備投資を繰り延べる顧客の能力を考慮していない。

石油精製所：2015年12月31日現在の石油精製所に対する正味エクスポージャーは5.9十億米ドルであった

（2014年には6.4十億米ドル）。石油精製所の収益性は、総精製マージンによって決定され、総精製マージン

は、原油価格の下落にもかかわらず安定を維持している。

支援活動：支援活動のポートフォリオは、海上輸送融資（オペレーティング・リースを含む）3.4十億米ド

ル（2014年は4.2十億米ドル）ならびに油田設備製造業およびその他のサービス・プロバイダーに関連した

3.6十億米ドル（2014年は3.7十億米ドル）で構成されていた。これらのサブセクターへの正味エクスポー

ジャーは、投資適格の顧客に対するものか、強固な貸借対照表もしくは新規または経過年数の短い媒体形式

による高水準の担保に裏付けられたものである。

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

113/616



石油関連ヘッジを行っているコーポレート・クライアント：すべての顧客は、国際スワップ・デリバティ

ブ協会（ISDA）のクレジット・サポート・アネックス（CSA）に従って、取引決済および担保義務を継続して

履行している。

地域

インド

当グループは2015年にインドのコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよび

コマーシャル・クライアントのポートフォリオを積極的に管理し、脆弱な顧客向けエクスポージャーを引き

下げる一方でポートフォリオの平均よりも信用格付の高い一部顧客向けエクスポージャーを引き上げてい

る。正味エクスポージャーは2012年の42十億米ドルから2015年12月には30十億米ドルに減少した（2014年は

35十億米ドル）。この30十億米ドルには、与信責任の所在国の観点から見た、清算ポートフォリオ内の相互

に関係するエクスポージャー群が含まれる。だが、これらのエクスポージャーは欧州で計上されており、関

連するNPLは欧州に反映されている。

緩慢な経済成長、なかなか進展しない改革、一部セクターの高水準の債務、および予想よりも低い地方銀

行の借り換え意欲などを背景に、マクロ経済環境は依然として厳しい。

投資適格顧客に帰属可能なインドへのエクスポージャーはインド向けエクスポージャー全体の33％で安定

している（2014年は34％）。エクスポージャーの39％は短期である。セクター構成はほぼ変わらず、エネル

ギー、インフラおよび電気通信がエクスポージャー全体の29%を占める（2014年は28％）。

継続事業の貸付金減損損失は2014年の134百万米ドルから439百万米ドルへと大幅に増加した。

中国

2015年、当グループの中国への正味エクスポージャーはさらに減少して50十億米ドル（2014年は71十億米

ドル）となったが、財務帳簿上、このうち17十億米ドル（2014年は24十億米ドル）は中国で計上され、33十

億米ドル（2014年は47十億米ドル）は他の場所で計上されている。

当グループの中国における過去５年間の成長は、人民元の国際化の結果として、金融機関に重点を置いて

いた。オフショア人民元建て預金は、短期の銀行間預金およびトレード商品に投資されている。銀行向けエ

クスポージャーはすべて投資適格顧客向けで、その84％は中国の５大銀行向けである。

ポートフォリオは短期的であり、84％は期間が１年未満である。法人に対するエクスポージャーの73％は

短期であり、期間が１年未満である。

中国のコモディティ生産企業ポートフォリオは58％減少して1.7十億米ドル（2014年4.1十億米ドル）と

なった一方、コモディティ・トレーダー・ポートフォリオは52％減少して2.5十億米ドル（2014年は5.3十億

米ドル）となった。

当グループは、2015年中に不安定であった中国株式市場にごくわずかなエクスポージャーを有する。

市場リスク

当グループは引き続き市場リスクの水準を低めにしており、グループ全体のVaRを36.1百万米ドル（2014年

12月31日時点で26.5百万米ドル、2014年6月30日時点で37.8百万米ドル）としている。これは顧客活動の支援

に使用され、基本的に市場変動の激しい時期に活用が高い。ポジションが縮小された株式および上場プライ

ベート・エクイティを除き、VaR水準は2015年に上昇した。この上昇は、中国経済と想定される米国の利上げ

時期を巡る不透明感から市場のボラティリティが上昇したことによるものであった。
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リテール・クライアント

リテール・クライアント部門の貸付金ポートフォリオは引き続き地域的に十分に分散されており、住宅

ローンが全体の67％を占める（2014年は64％）。当グループのモーゲージ全体のローン資産価値（以下

「LTV」という。）比率は、49％（2014年は49％）である。

リテールの貸付金の82％（2014年は80％）は完全に担保で裏付けられており、主に住宅ローンを理由とし

て、全体の66％残存期間が５年を超える（2014年は64％）。ポートフォリオの新たな形態は、2015年11月に

発表された新戦略と一致するとみられる。この戦略は、有担保貸付およびウェルス・マネジメント、プライ

オリティ顧客、高価値顧客および従業員バンキング・セグメント、ならび負債の少ない顧客を重視したもの

である。

リテール・クライアント部門の貸付金減損損失の比率は平均貸付金の70ベーシス・ポイントを下回った

（2014年は94ベーシス・ポイント）。この持続的な改善は主に、韓国、マレーシア、台湾、タイ、香港およ

びシンガポールでの損失減少によるもので、当グループによるコンシューマー・ファイナンス事業（韓国、

香港および中国）の売却にも帰せられる。30日延滞および90日延滞等のポートフォリ指標は、2014年12月以

降持続的に安定している。

主要市場におけるモーゲージ・ポートフォリオおよび金利上昇

リテール・クライアント部門のモーゲージ・ポートフォリオは、住宅価格の下落または金利の上昇に対応

する態勢が十分に整っている。見込まれる借り手の元利返済能力の評価に際して、当グループはストレス時

の金利が実勢金利を大幅に上回ると仮定する。モーゲージ・ポートフォリオの平均LTV比率は49％であり、

LTV比率が80％超の貸付金はポートフォリオの５％（2014年は５％）に過ぎない。住宅ローン・ポートフォリ

オの大半は、所有者の居住用である。このポートフォリオは、当グループが実施した様々なストレスシナリ

オに対して引き続き抵抗力を示した。

無担保ポートフォリオ

全体的なポートフォリオは、韓国を含む多くの市場で講じられたリスク削減措置が一部セグメントおよび

地域の成長によりある程度相殺された結果、2015年に縮小した。ポートフォリオのパフォーマンス指標は継

続的に監視され、損失は主に韓国、マレーシア、タイおよび台湾での改善により2015年には573百万米ドルに

減少した（2014年は737百万米ドル）。

無担保貸付に対する戦略は、プライオリティ顧客および従業員バンキングや低リスク顧客など、好ましい

セグメントを重視したポートフォリオ形成を支援する新たな意思決定の枠組みに基づいている。

韓国の個人債務者再生制度

韓国は、過去２年間の当グループのリテール・クライアント部門での高水準の減損損失の最大の要因で

あった。個人債務者再生制度（以下「PDRS」という。）の申請は依然として高水準であるが、2014年初めよ

り講じた引受基準の厳格化措置の結果、ポートフォリオのPDRS申請との合致率は著しく低下した。過去18か

月間、季節的に予想された減少を調整後では、政府のPDRSに関連して当グループの韓国の無担保ポートフォ

リオに生じた損失には改善が見られた。ポートフォリオ指標は大幅に改善している。

リスク・プロファイル

以下に記載された情報に加え、下記の「第６－１財務書類－リスク・プロファイル」も参照のこと。
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信用リスク

選択されたポートフォリオ

資産担保証券（未監査）

資産担保証券に対するエクスポージャー合計

2015年 2014年

ポートフォ

リオの想定

元本割合 想定元本 帳簿価額

公正

価値
1

ポートフォ

リオの想定

元本割合 想定元本 帳簿価額

公正

価値
1

百万米ドル

住宅ローン担保証券 39% 2,988 2,983 2,980 39% 4,002 4,007 4,004

債務担保証券 0% 35 15 13 1% 82 54 54

商業用不動産担保証券 1% 75 37 36 4% 390 325 318

その他の資産担保証券
2

60% 4,710 4,698 4,698 56% 5,796 5,795 5,795

100% 7,808 7,733 7,727 100% 10,270 10,181 10,171

このうち、以下に含まれるも

の：

損益を通じた公正価値評価区

分で保有する金融資産 1% 96 97 97 3% 286 282 282

投資有価証券－売却可能 84% 6,551 6,480 6,480 84% 8,624 8,548 8,548

投資有価証券－貸付金 15% 1,161 1,156 1,150 13% 1,360 1,351 1,341

100% 7,808 7,733 7,727 100% 10,270 10,181 10,171

1　
公正価値は、貸付金に再指定された資産を含め、全体のポートフォリオ価値を反映している。

2　
その他の資産担保証券には、自動車ローン、クレジットカード、学生ローン、将来のフローおよび営業債権が

含まれている。

資産担保証券（ABS）の帳簿価額は、資産合計の１％（2014年は１％）を占める。

当グループは、トレーディング目的のABSについて、金額を限定して投資しており、流動性の理由から高品

質のABSポートフォリオを増加させている。これは売却可能目的に分類され、主に信用格付平均がAAAであ

る、上位住宅ローン担保証券および消費者向けABS（自動車ローンおよびクレジットカード）に関係してい

る。

当グループは、2008年７月１日にトレーディングおよび売却可能目的から貸付金に再分類されたABSの既存

ポートフォリオも有している。2008年以降、再分類された資産はない。当ポートフォリオは2010年以降徐々

に規模を縮小している。当ポートフォリオのこの部分の帳簿価額および公正価値は、2015年12月31日現在、

それぞれ100百万米ドルおよび99百万米ドル（2014年12月31日は316百万米ドルおよび334百万米ドル）であっ

た。
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ABSポートフォリオの信用の質は依然として強固で、ポートフォリオ全体の98％がA-またはそれ以上であ

り、ポートフォリオ全体の91％以上がAAA格付けである。当ポートフォリオは、資産クラスおよび地域にわた

り幅広く分散され、平均信用格付けはAA+である。

カントリー・クロスボーダー・リスク

カントリー・クロスボーダー・リスクは、外国政府が講じた特定の措置（主に外貨の転換性および移動性

に係る措置）によって、当グループが顧客または第三者から契約上の債務に係る支払を受けることのできな

いリスクである。カントリー・クロスボーダー・リスク管理に関する当グループの手法の詳細については、

下記の「リスク管理アプローチ－カントリー・クロスボーダー・リスク（未監査）」を参照のこと。

2015年12月31日現在、当グループのカントリー・クロスボーダー・リスクのプロファイルは、中核となる

主要事業国を重視する当グループの戦略、および当グループが事業を展開しているより大きな市場の規模と

引き続き一致している。経済活動のスピードの変動、コモディティ価格の弱含み、ポートフォリオ運用活動

が、特定の領域でのカントリー・クロスボーダー・リスクの増加に影響している。

中国でのクロスボーダー・リスクは大部分が短期（かかるエクスポージャーの71％が期間12か月未満）で

あり、当グループが承認したリスク選好度および中国での経済状況の近代化を最も有効的に活用するために

取った行動に対応して、2015年全体を通じてエクスポージャーは減少している。域内での過剰流動性の配置

を多様化する試みも、中国での短期のクロスボーダー・エクスポージャーの減少に貢献している。

香港およびシンガポールに対するカントリー・クロスボーダー・リスク・エクスポージャーは、2015年に

低下した。これらの国々でのエクスポージャーの減少に貢献した要因には、当グループの中核市場全般での

貿易金融の流れの減速、コモディティに依存する顧客による限度枠の利用および資金需要の両方でコモディ

ティ価格が弱含んだ影響、大中華圏およびASEAN地域での経済活動の減速が含まれる。

インドに対するクロスボーダー・エクスポージャーの全般的な規模は、当グループのインドでの主要事業

の規模およびインドの親会社によって支えられている海外投資と貿易金融の流れの促進を反映している。

2015年のインドでの短期のクロスボーダー・エクスポージャーは、世界の貿易金融の流れの鈍化を受けて、

減少した。ポートフォリオ運用活動と経済状況が原因で新規事業立ち上げが鈍化したことが、2015年を通じ

てインドでの中期的（期間12か月以上）なクロスボーダー・エクスポージャーの低下に寄与した。

銀行間の外貨建て貸付の増加は、2015年下半期の韓国での短期のクロスボーダー・エクスポージャーを上

昇させる誘引となった。

2015年のUAEに対するクロスボーダー・エクスポージャーは、長期化する原油価格の低迷を受け、貿易金融

および中東全体での事業活動の鈍化により、減少した。特定の顧客セグメントおよび顧客に対するエクス

ポージャーを減少させるポートフォリオ運用活動も、UAEでのクロスボーダー・エクスポージャーの低下に貢

献した。

2015年のインドネシアに対するクロスボーダー・エクスポージャーは、コモディティ価格の弱含みとイン

ドネシアの経済成長率の鈍化を反映して、減少した。インドネシアに対するカントリー・クロスボーダー・

エクスポージャーは、ペルマタ（当グループが44.56％を保有するジョイント・ベンチャー）から生じ、当該

ジョイント・ベンチャーに対する当グループの持分の価値で計上される。

ナイジェリアに対する全般的なクロスボーダー・エクスポージャーの低下は、長引くコモディティ価格の

低迷および経済状況の悪化を反映している。2015年に短期コミットメントにより生じるクロスボーダー・エ

クスポージャーは低下したが、これはナイラ安により、多くの顧客がナイラ建ての借り入れを外貨建ての借
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り入れに借り換えたためである。期間12か月以上のコミットメントにより生じるナイジェリアに対するエク

スポージャーは、戦略的により短期の取引を重視したことと、定期融資のシンジケーションおよび分配の成

功により、減少した。

当グループが大きなプレゼンスを持っていない先進国に対するクロスボーダー・エクスポージャーは、主

に短期のマネー・マーケット・トレジャリー活動に関係し、それは期間により大幅に変化する。またエクス

ポージャーは、当グループの拠点に持分を有する顧客のためのグローバル・コーポレート事業も表してい

る。これは、米国および日本での大きなクロスボーダー・エクスポージャーを説明する主因である。

下表は、当グループの社内のクロスボーダー・カントリー・リスク報告要件に基づき、資産合計の１％超

のクロスボーダー・リスクを示している。

2015年 2014年

１年未満 １年以上 合計 １年未満 １年以上 合計

百万米ドル

中国 25,999 10,626 36,625 42,098 14,790 56,888

米国 18,091 14,378 32,469 26,406 10,672 37,078

香港 15,767 7,340 23,107 22,104 8,684 30,788

シンガポール 16,805 4,379 21,184 21,422 5,930 27,352

インド 6,711 12,747 19,458 8,551 15,015 23,566

韓国 10,933 7,684 18,617 9,581 8,216 17,797

アラブ首長国連邦 5,756 8,562 14,318 6,955 8,752 15,707

インドネシア 2,843 4,001 6,844 4,172 4,058 8,230

ナイジェリア 3,625 3,215 6,840 4,543 3,301 7,844

日本 1,746 5,265 7,011 2,602 3,566 6,168

市場リスク

市場リスクの変動

バリュー・アット・リスクではないリスク（未監査）

VaRを反映しない主な市場リスクは、為替レートが固定または管理されている通貨の為替リスクである。

VaRの過去１年間の観察期間では、突然の為替自由化などの通貨体制の変化についての将来の可能性は反映さ

れない。このVaRでないリスクをカバーするために、追加資本が設定されている。

検証試験（未監査）

規制当局による検証試験は、グループおよび単体レベルの両方に適用される。2015年には、例外的な市場

の変動が２日生じたためにマイナスの例外事項があった。２つはグループ・レベル（2014年は１つ）で、１

つが単体レベル（2014年は３つ）である。

これらは、中国および米国での中央銀行の行動に対する市場の反応または市場の予測であった。

-　８月31日：中国人民銀行が人民元を急激かつより強固に固定し、李克強首相が人民元への支援を示

唆した

-　９月17日：米連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、アジア市場での不確実性
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市場イベントによる１年間の２つの例外事項は、銀行規制当局により内部モデルに国際的に適用される

「グリーン・ゾーン」内である。（バーゼル銀行監督委員会：「市場リスク資本要件に対する内部モデル・

アプローチと併せた「バックテスト」の利用に関する監督体制」1996年１月）。

貸借対照表への市場リスク項目のマッピング（未監査）

市場リスクは、当グループの規制資本RWA要件の5.9％に貢献しているだけである（上記「第３対処すべき

課題－オペレーショナル・リスク」のRWA表を参照のこと。）VaRディスクロージャーで強調された通り、大

半の市場リスクは、ファイナンシャル・マーケッツ内で管理され、それはトレーディング・ブックおよび非

トレーディング・ブックの両方に及ぶ。非トレーディングの資本市場リスクは、通常プリンシパル・ファイ

ナンスの上場プライベート・エクイティの保有により生じる。グループ・トレジャリーは、負債と株式資本

発行に伴う市場リスクを管理する。

財務諸表別の金

額（百万米ド

ル）

トレーディン

グ・リスクに

対するエクス

ポージャー

（百万米ド

ル）

非トレーディン

グ・リスクに対

するエクスポー

ジャー（百万米

ドル） 市場リスクの種類

金融資産

デリバティブ金融商品 63,143 60,816 2,327 金利、為替、コモディティまたは株式リスク

銀行に対する貸付金 66,769 14,475 52,294 金利または為替リスク

顧客に対する貸付金 261,403 18,080 243,323 金利または為替リスク

負債証券 93,879 13,248 80,631

主に金利リスクだが、為替リスクまたは株式リス

クも

米財務省短期証券 33,312 858 32,454 金利または為替リスク

株式 4,655 2,236 2,419

主に株式リスクだが、金利リスクまたは為替リス

クも

その他資産 34,601 4,109 30,492 金利、為替、コモディティまたは株式リスク

合計 557,762 113,822 443,940

金融負債

銀行からの預金 38,248 ̶ 38,248 金利または為替リスク

顧客勘定 359,127 ̶ 359,127 金利または為替リスク

発行済負債証券 68,797 ̶ 68,797

主に金利リスクだが、為替リスクまたは株式リス

クも

デリバティブ金融商品 61,939 60,941 998 金利、為替、コモディティまたは株式リスク

売建てポジション 2,824 2,813 11 金利、為替、コモディティまたは株式リスク

合計 530,935 63,754 467,181

流動性リスク

流動性指標

流動性カバレッジレシオ（未監査）
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当グループは、CRD IVの流動性カバレッジ比率要件（LCR）に対する流動性ポジションを監視、報告し、流

動性ポジションを規制要件以上に強化し続けるための行動を取っている。2015年12月31日現在、当グループ

のLCRは、100％を十分に上回っている。安定調達比率はまだ進化中の規則であり、2018年まで堅実な要件は

ない。

抵当に入れられた資産（未監査）

抵当に入れられた資産は、当グループの負債に関して担保として差し入れられたか、利用された貸借対照

表上の資産である。香港政府債務証書は、流通している香港法定通貨と同額で保証され、デリバティブに対

して差し入れられた現金担保は、その他資産に含まれている。

下表は、資産合計に対する当グループの抵当に入れられた資産の調整である。

2015年

銀行以外の取引相手との取引により差し入れられた資

産

その他資産（中央銀行に差し入れられた資産および差し

入れられていない資産で構成される）

中央銀行に預けられていない

資産

証券化の

結果 その他 合計

中央銀行に預

けらた資産

（すなわち、

事前に預け入

れられた資産

と差し入れら

れた資産）

容易に担保

差し入れが

可能

担保差し入

れ可能なそ

の他資産

担保差し入

れ不能 合計

百万米ドル

現金および中央銀行

預け金 － － － 9,112 56,200 － － 65,312

デリバティブ金融商

品 － － － － － － 63,143 63,143

銀行に対する貸付金
1

－ － － － 31,121 － 35,648 66,769

顧客に対する貸付金
1

76 － 76 － － － 261,327 261,327

投資有価証券
1

－ 2,147 2,147 230 95,539 22,425 11,505 129,699

その他資産 － 18,337 18,337 － － － 16,264 16,264

当期税金資産 － － － － － － 388 388

前払費用および未収

収益 － － － － － － 2,174 2,174

関連会社およびジョ

イント・ベンチャー － － － － － － 1,937 1,937

のれんおよび無形資

産 － － － － － － 4,642 4,642

有形固定資産 － － － － － － 7,209 7,209

繰延税金資産 － － － － － － 1,059 1,059
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合計 76 20,484 20,560 9,342 182,860 22,425 405,296 619,923

1　
損益を通じた公正価値評価区分で保有する資産を含む

2　
貸借対照表は修正再表示されている

2014年

銀行以外の取引相手との取引により差し入れられた資

産

その他資産（中央銀行に差し入れられた資産および差

し入れられていない資産で構成される）

中央銀行に預けられていない

資産

証券化の

結果 その他 合計

中央銀行に預

けらた資産

（すなわち、

事前に預け入

れられた資産

と差し入れら

れた資産）

容易に担保

差し入れが

可能

担保差し入

れ可能なそ

の他資産

担保差し入

れ不能 合計

百万米ドル

現金および中央銀行

預け金 － － － 10,073 87,209 － － 97,282

デリバティブ金融商

品 － － － － － － 65,834 65,834

銀行に対する貸付金
1

－ － － － 38,111 － 49,389 87,500

顧客に対する貸付金
1

27
2

－ 27 － － － 288,572
2

288,572

投資有価証券
1

－ 4,323 4,323 1,142 82,119
2

24,278 17,485
2

125,024

その他資産 － 15,049 15,049 － － － 23,640 23,640

当期税金資産 － － － － － － 362 362

前払費用および未収

収益 － － － － － － 2,647 2,647

関連会社およびジョ

イント・ベンチャー － － － － － － 1,962 1,962

のれんおよび無形資

産 － － － － － － 5,190 5,190

有形固定資産 － － － － － － 7,984 7,984

繰延税金資産 － － － － － － 518 518

合計 27 19,372 19,399 11,215 207,439 24,278 463,583 706,515

1　
損益を通じた公正価値評価区分で保有する資産を含む

2　
貸借対照表は修正再表示されている
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上記に加え、当グループは、再差し入れ可能な、リバース・レポ契約に基づく担保として52,841百万米ド

ル（2014年は27,910百万米ドル）を受け取った。このうち、当グループは、レポ契約に基づき、22,185百万

米ドル（2014年は14,841百万米ドル）を売却または再差し入れした。

容易に担保差し入れが可能（未監査）

容易に担保差し入れが可能な資産には、規制上の定義に従い、直ちに売却可能か、または数日中にレポに

基づき売却が可能な担保に差し入れられていない資産が含まれる。当グループの容易に担保差し入れが可能

な資産は、現金および中央銀行預け金、銀行に対する貸付金、投資有価証券で構成される。

容易に担保差し入れが不可能に分類された資産には以下が含まれる。

-　顧客に対する貸付金など、資金調達および担保上の制限のない資産で、流動性価値を創出する意図

で取得または組成されない資産

-　デリバティブ、のれん、無形資産および繰延税金資産など、担保差し入れが不可能な資産

オペレーショナル・リスク（未監査）

当グループは、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス、人員、およびシステムが不適切または不全

なため、あるいは法務リスクなど外部事象の影響により発生する潜在的な損失と規定している。

オペレーショナル・リスクは当グループ内で実施される全活動から生じるため、巨大で複雑な国際的組織

で生じる潜在的なオペレーショナル・リスク事象は、不変の課題である。これに対処するために、当グルー

プは「主力産業」プロセス、全活動に関する統制設計基準、同業他社、他の業界、規制上の要件に対するベ

ンチマーク・プラクティスを達成することを目標としている。 当グループのオペレーショナル・リスクに関

する現在の方針と実務の要約は、下記の「リスク管理アプローチ－オペレーショナル・リスク（未監査）」

のリスク管理アプローチに記載されている。

オペレーショナル・リスク・プロファイル

オペレーショナル・リスク・プロファイルは、所定の時点で、関連するあらゆる種類のオペレーショナ

ル・リスクをカバーする、オペレーショナル・リスクに対する当グループの全般的なエクスポージャーであ

る。オペレーショナル・リスク・プロファイルは、既に発生しているオペレーショナル・リスク・イベント

と損失、ならびにオペレーショナル・リスクに対する現在のエクスポージャー（トップ・リスクと発生する

リスクの考察を総額で含む）の両方で構成される。

オペレーショナル・リスク・イベントおよび損失

当年度中に、グループ委員会がレビューした最も著しい損失は以下のとおりである。

当グループは、香港のプライベート・バンキング事業（バーゼル事業ライン・カテゴリーでは「リテー

ル・バンキング」に分類される）の信用減損に関して、93.3百万米ドルのオペレーショナル・リスク・イベ

ントを計上した。これは、当グループが2015年に計上した最大のオペレーショナル・リスク損失である。根

本的原因分析が実施され、統制を強化する行動が進行中である。

２番目に多いオペレーショナル・リスク損失は、インドネシアでのデリバティブ商品の誤販売について、

当グループに対する法的請求に関して計上された20.4百万米ドルである。当グループは、契約上の債務につ

いて顧客が債務不履行となったために、顧客から回収するために法的措置を2009年に開始した。顧客は誤販

売を主張して、反訴している。2015年10月に顧客に有利な最終判決が下された。当グループの手続きは、

2009年に見直されて改定され、商品が当グループの顧客にとって適切で相応しいことを確証するために強化

を続けている。
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2015年および2014年の当グループのオペレーショナル・リスク損失イベントのプロファイルは、下表に要

約されている。表では、バーゼルの事業ライン別に、総オペレーショナル損失の分布割合が示されている。

損失割合

バーゼル・イベント種類別のオペレーショナル損失の分布 2015年 2014年
3

エージェンシー・サービス 0.7% 0.1%

コマーシャル・バンキング 21.7% 6.3%

コーポレート・ファイナンス － 1.2%

全社項目 4.0% 41.3%

支払いおよび決済 7.3% 17.7%

リテール・バンキング
1

49.4% 4.5%

リテール・ブローカレッジ 1.5% 0.2%

トレーディングおよび販売
2

15.4% 28.7%

1　
香港のプライベート・バンキングのオペレーショナル・リスク・イベントを含む

2　
インドネシアでの販売ミスの請求に関する和解を含む

3　
2014年の損失は、特定の損失の分類の改訂と一致させるために、修正再表示されている。この修正再表示は、

2014年の財務諸表には影響していない。

損失割合

バーゼル事業ライン別のオペレーショナル損失の分布 2015年 2014年
3

事業の中断およびシステム障害 0.4% 0.1%

顧客の商品および事業慣行
2

16.1% 57.5%

雇用実務および職場の安全 － －

実行の提供およびプロセス管理 17.5% 11.6%

外部の詐欺 24.7% 29.0%

内部の詐欺
1

41.4% 1.8%

1　
香港のプライベート・バンキングのオペレーショナル・リスク・イベントを含む

2　
インドネシアでの販売ミスの請求に関する和解を含む

3　
2014年の損失は、特定の損失の分類の改訂と一致させるために、修正再表示されている。この修正再表示は、

2014年の財務諸表には影響していない。

2015年および2014年の当グループのオペレーショナル損失イベントのプロファイルも、上記の表に要約さ

れている。表は、バーゼルのイベント種類別の総オペレーショナル損失の分布割合を示している。

オペレーショナル損失は、オペレーショナル・リスク統制環境の効率性および頑健性を示す指標の１つで

ある。さらに、ニアミスを含めた、社内外の損失イベントのレビューおよび根本的原因分析に学んだレッス

ンは、プロセスおよび統制を改善するために利用されている。
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トップ・リスクおよび新たに発生するリスク

トップ・リスクとは、当グループのリスク受容能力を破る可能性が最も高い、リスク・エクスポージャー

または非常に相関性の高いリスク・エクスポージャーのグループである。目的は、当グループのリスク受容

能力に大きな影響を及ぼずこれらのリスクを特定し、望まない結果およびストレス下のパフォーマンスに対

する早期の警告指標として、測定基準を調整することである。トップ・リスクの候補は、エクスポージャー

の集中またはリスクの集合に対するトップダウンの評価を通じて特定され、一連のフィルタリング条件を発

動させる総リスクでもある。

新たに発生するリスクも、当グループの内部のオペレーショナル・リスク・プロファイルから内部的に、

また外部イベントからも考察される。関連する場合、新たに発生するリスクは、分類され、トップ・リスク

として優先順位がつけられて、具体的なモニタリングの対象となる。

その重要性を鑑みて、トップ・リスクは、トップ・レベルの経営陣およびガバナンス委員会による緊密な

監視の対象となる。トップ・リスクは、上級経営陣によるトップダウン評価に基づき、時間とともに変化す

ることが見込まれる。

2015年12月31日現在の当グループのオペレーショナル・トップ・リスクは、下表に示されている。

トップ・リスク

マクロプルーデンス、規制および外部リスク 内部プロセス、システムおよび変動リスク

●　規制の不遵守 ●　経営の変更

●　マネー・ロンダリング違反およびテロリストへの資金提

供

●　データ管理

●　大規模なシステムの障害

●　国際的な制裁 ●　重大な事業中断

●　外部の詐欺 ●　ローグ・トレーディング

●　情報およびサイバー・セキュリティ ●　内部の詐欺

●　重要な第三者ベンダー ●　市場での不正行為

●　追加の行動 ●　誤売却

●　贈収賄防止 ●　商品管理

●　担保管理

その他のリスク（未監査）

レピュテーション・リスク

当グループのレピュテーション・リスク管理に関する現在の実務の概要は、下記の「リスク管理アプロー

チ－レピュテーション・リスク（未監査）」のリスク管理アプローチに記載されている。

環境および社会リスク

環境および社会リスク管理のための当社の手法の詳細については、下記の「リスク管理アプローチ－レ

ピュテーション・リスク（未監査）」を参照のこと。2015年に、当グループの環境・社会リスク管理（以下

「ESRM」という。）チームは、行動準則セクターの広範囲にわたる480の顧客関係と取引について、レビュー

を行った。特定されたすべてのリスクについて、当グループは効果的な軽減策を策定しようとしている。軽

減策が実施できない場合、取引は減少しているか、減少を続けることになる。2015年に、当グループは、当

グループの要件およびプロセスに関して、1,700人以上のスタッフを訓練している。
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当グループは、2015年に銀行業務環境イニシアチブに参加し、エクエーター（赤道）原則運営委員会のメ

ンバーとしての活動を続けている。

年金リスク

年金リスクは、当グループの年金制度の数理的に評価された不足額を充足しなければならないことによる

損失の可能性である。年金の詳細な開示については、下記の「リスク管理アプローチ－年金（未監査）」を

参照のこと。

戦略的リスク

戦略的リスクは、当グループの主要事業の収益の可能性を最適化できなかったことによる機会損失の可能

性である。戦略的リスクについての詳細な開示は、下記の「リスク管理アプローチ－戦略的リスク（未監

査）」のリスク管理アプローチを参照のこと。

リスク管理アプローチ

以下に記載された情報に加え、下記の「第６－１財務書類－リスク管理アプローチ」を参照のこと。

カントリー・クロスボーダー・リスク（未監査）

カントリー・クロスボーダー・リスクは、外国政府が講じた特定の措置（主に外貨の転換性および移動性

に係る措置）によって、当グループが顧客または第三者から契約上の債務に係る支払を受けることのできな

いリスクである。

グループ・リスク委員会は、当グループのカントリー・クロスボーダー・リスク限度に対する責任を有

し、これらの限度の設定および管理を当グループのカントリー・リスク部門に委任している。事業部門ヘッ

ドおよび各国のCEOは、これらの限度および方針内でエクスポージャーを管理する。リスクが高いとされた国

は、中央監視の強化の対象となる。

カントリー・クロスボーダー・エクスポージャーを生み出す資産とは、返済または担保の主たる資金源

が、当該資産が計上されている国とは別の国で発生する資産である。これには多様な商品が含まれる。例え

ば、貸付金、他行への利付預金、貿易手形および他の手形、引受済みの手形、金融リースに基づく債権、デ

リバティブ、譲渡性預金、その他の流通証券、投資有価証券、コミットメントなどである。クロスボーダー

資産には、現地通貨以外の通貨建てによる現地の居住者に対するエクスポージャーおよびグループ間資金調

達により調達された現地通貨建て資産も含まれる。クロスボーダー・エクスポージャーには、当該国で保有

される当グループのコモディティ、航空機および船舶資産の価値も含まれる。

オペレーショナル・リスク（未監査）

当グループは、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス、人員、およびシステムが不適切または不全

なため、あるいは法務リスクなど外部事象の影響により発生する潜在的な損失と規定している。

オペレーショナル・リスクは当グループ内で実施される全活動から生じるため、巨大で複雑な国際的組織

で生じる潜在的なオペレーショナル・リスク事象は、不変の課題である。これに対処するために、当グルー

プは「主力産業」プロセス、全活動に関する統制設計基準、同業他社、他の業界、規制上の要件に対するベ

ンチマーク・プラクティスを達成することを目標としている。

オペレーショナル・リスクのガバナンス

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

125/616



グループ・リスク委員会は、グループ全般のオペレーショナル・リスク管理の監視を行っている。それ

は、グローバル事業リスク委員会、グループ機能オペレーショナル・リスク委員会、グループ金融犯罪リス

ク委員会およびグループ情報管理統括委員会によってサポートされ、これらの委員会は、グローバル事業、

グループ機能、金融犯罪コンプライアンス、情報管理の観点から、発生するオペレーショナル・リスクを監

視している。リスク委員会は、当グループのオペレーショナル・リスク・プロファイルに係る報告書を定期

的に受け取る。

内部組織－３つの防衛線

当グループ内でオペレーショナル・リスク管理方法を実施するために、当グループはリスク管理の枠組み

で設定され、下記の「第６－１財務書類－リスク管理アプローチ」で説明されている通り、３つの防衛線モ

デルを適用している。

第一防衛線は、第一防衛線の責任の重要な部分として第一防衛プロセス内のあらゆるリスクを特定して管

理する責任を有する。

第二防衛線としての、グループ・オペレーショナル・リスクは、オペレーショナル・リスク管理方法基準

を設定して維持する責任を有する。さらに、第二防衛線は、各オペレーショナル・リスクのサブタイプの第

二防衛線統制オーナーと第二防衛線のグループ方針担当者の両方で構成される。

第三防衛線は、グループ内部監査機能が提供する、独立した立場からの保証である。

リスク許容度の手法

オペレーショナル・リスクは、取締役会が承認したリスク許容度声明を達成するために調整された許容度

内で管理される。当グループは、事業上の行動に関連する事項を含む業務上の損害（財務上または評判上）

が、当グループの主要事業に重大な損害を引き起こさないことを確実にするために、オペレーショナル・リ

スクを統制することを目指す。

この声明を遵守するために、オペレーショナル・リスク管理アプローチには以下の要件が含まれる。

-　当グループは、上級経営陣および取締役会の関与により、主要リスクおよび発生するリスクを組織

的に特定し、事業の制限を含めた適切な取り扱いを規定する。

-　すべてのプロセスは、リスクを軽減するために規定された適切な主要統制基準で計画され、担当さ

れる。

-　当グループは、社内外の事象から教訓を得る機会を逃さず、関連する軽減活動を履行する。

-　当グループは、シナリオ分析およびストレス・テストにより、組織的に内部の自己資本をテストす

る。

リスク分類

オペレーショナル・リスクのサブタイプは、当グループが事業的に損失にさらされるかもしれない別の方

法である。サブリスクの各種類は、当グループの異なる活動または分野で生じる重大な損失の可能性をグ

ループ化したものである。

当グループは、オペレーショナル・リスクのサブタイプの分類を、主として、リスクが生じるどのような

場合にも包括的かつ一貫してオペレーショナル・リスクを特定するための手段として利用する。オペレー

ショナル・リスクのサブタイプは、以下の表に記載されている。

オペレーショナル・リスクのサブタイプ
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外部の規則および規制 法規制の不遵守、法規制あるいはその解釈または適用の変更による実際の

損失または機会の損失の可能性

流動性 当グループのいずれかの部分または当グループ内の個人に対する法的要求

による損失または制裁の可能性

法的強制力 当グループの利益を法的に保護できないこと、または当グループの権利を

強制することが困難なことにより生じる損失の可能性

物理的な資産の損害または損失 財産または他の物理的な資産の損失、損害または使用拒否の可能性

安全安心 健康および安全または物理的安心に係る損失または損害の可能性

内部の詐欺または不正行為 詐欺行為、あるいは法律または会社の方針をくぐり抜ける意図のあるス

タッフの行動による損失の可能性

外部の詐欺 金融資産の詐欺または窃盗など、部外者による犯罪行為による損失の可能

性

情報セキュリティ 情報に対する不正のアクセス、利用、開示、妨害、改訂または破壊による

損失の可能性

プロセスの欠陥 確立されたプロセスの欠陥、またはプロセス設計の脆弱性による損失の可

能性

モデル 信用リスク・市場リスク測定モデルの結果と実際の結果との間の重大な差

異による損失の可能性

金融犯罪顧客のリスク採点、金融犯罪取引の監視モデルの結果と実際の結

果との間の重大な差異による規制違反の可能性

オペレーショナル・リスク管理アプローチ

当グループは、すべての顧客のセグメント、商品および機能プロセスについての完全なプロセス・ユニ

バースを定義して維持している。

プロセス・ユニバースは、端から端までのプロセスの完全なリストで、当グループの活動を集合的に記述

し、オペレーショナル・リスク管理アプローチを適用する際の参照となる。

これは、グループの全活動、それらの活動の担当者、リスクおよびプロセスの担当者によって規定された

統制基準を表している。このリストはまた、方針の伝達の基盤であり、リスク特定、測定、管理、報告の土

台としても利用されている。オペレーショナル・リスク管理アプローチでは、以下が必要となる。

-　主力産業プロセス設計基準が重要なプロセスに適用される。

-　統制許容度基準が、品質、重要性、および不備の発見および訂正のタイムリーさについて、各統制

に設定されている。

-　全プロセスは、規制または法律上のシステムの例外を除き、標準化されている。

-　第一防衛線によるリスク総額および残存リスクの評価、ならびに第二防衛線による承認

-　リスクおよび統制のモニタリング

-　事態収束のためリスク対処活動を直ちに実施

オペレーショナル・リスク管理アプローチが、オペレーショナル・リスク枠組み実施プログラムの一部と

してすべての国において、重点リスクに関して設置されている。

ストレス・テスト
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当グループ のオペレーショナル・リスク管理アプローチの一環として、当グループは、当グループに係る

シナリオ分析によるストレス・テストを実施している。

2015年に、当グループはイングランド銀行のストレス・テストおよび年次内部自己資本評価プロセス演習

に参加した。この演習には、ストレス状況中に発生する頻度が低いが重要性が高い事象の潜在的リスクに係

る内部の判断上の上敷きが含まれる。

マクロ経済シナリオに加え、オペレーショナル・リスク・シナリオ分析プログラムは、当グループのプロ

セス全体のリスクの集中を特定し、当グループのリスク許容度を超過する潜在的な影響を評価するために、

頻度が低いが重要性が高いシナリオを重視している。2015年中に、11のシナリオについて、シナリオ分析プ

ログラムが実施された。これらのシナリオには、マネー・ロンダリング違反、制裁、情報およびサイバー・

セキュリティ、経営の変更が含まれる。

行動

事業行動または行動とは、金融サービス業界にわたり幅広い方法で用いられる用語である。最も広義の意

味では、善行とは、当グループの設定されたリスク許容度　および事業の遂行と一致した適切な事業戦略の

創造である。狭義では、顧客に公平な結果を届け、効果的な市場運営を達成するために設計された特定の規

制を指す。

善行は、当グループの全般的なシステムの枠組み、リスク管理方針に示された管理、および行動規範（以

下「規範」という。）で設定された個人の行動基準に対する規律ある遵守により証明される。

オペレーショナル・リスクについては特に以下が該当する。

-　オペレーショナル・リスクの枠組みで規定された外部の規則および規制の分類には、顧客にとって

公平な結果を届け（顧客行動）、市場の有効な運用を達成するため（市場行動）に設計された規制

の特定のカテゴリーが含まれる。これにより、規制の各カテゴリーが適切に分類され、当グループ

のシステムおよび統制構造と一致するようになる。リスク管理担当者およびグループ方針担当者

は、各カテゴリーについて当グループの最低基準および統制を規定する責務を有する。当グループ

の方針および基準は、最低要件または規制当局の期待をしばしば上回る。

-　行動は当グループのトップ・リスクで考察される（「リスク・プロファイル－トップ・リスク」を

参照のこと。）当グループは、当グループの顧客、投資家および当グループが活動する市場で予想

される事業行動の水準を提供できないリスクを予防することを狙いとしている。トップ・リスクの

多くは、不適切な行動に起因するため、当グループはかかるリスクを取り巻く統制水準を重視して

いる。

レピュテーション・リスク（未監査）

レピュテーション・リスクとは、利害関係者が当グループもしくはその行動を否定的に考える結果、収益

の逸失もしくは時価への悪影響となる当グループの主要事業に対する被害の可能性である。行為またはシス

テムの不全は、「ヒア・フォー・グッド」というグループのブランドの確約に対する利害関係者の認知に影

響する。レピュテーション・リスクは、当グループがカントリー・リスク、信用リスク、流動性リスク、市

場リスク、規制リスク、法的リスク、戦略リスクもしくはその他のオペレーショナル・リスクのうちの１つ

もしくは複数を含め、自己の事業上のリスクを効果的に軽減することができないことで生ずる可能性があ

る。当グループの評判が損なわれた場合、既存の顧客は当グループとの取引を減らすか、または停止する可

能性があり、潜在顧客は当グループとの取引に消極的になる可能性がある。レピュテーション・リスクにつ

いては、従業員全員が日々、確認および管理責任を負っている。かかる責任は当グループの行動規範の一部

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

128/616



であり、バリューベースの業績評価を通じてさらに組み込まれている。リスク管理の担当者は、管理してい

る事業活動または取引により生じる重要なレピュテーション・リスクを特定し、当グループのレピュテー

ション・リスク方針および該当する手続きに従い上申されて管理されるようにしなければならない。

当グループのレピュテーション・リスクは、２つの分野を対象としている。レピュテーション・リスク管

理とは、将来のレピュテーション・リスク・イベントにより生じる可能性のある潜在的な損害を積極的に回

避または軽減することである（事前の）。レピュテーション問題管理および危機コミュニケーションとは、

既に発生したレピュテーション・リスク・イベントにより生じる損害を限定するための措置である（事後

の）。

レピュテーション・リスクは、当グループの顧客との関係および資金調達の決定において、環境や社会的

基準を遵守しなかったことにより生じることもある。環境リスクは、自然環境に対する重大な損害または劣

化を与える可能性であり、社会リスクは個人または共同体に重大な損害を及ぼす可能性である。顧客に伴う

環境および社会リスクは、当グループのリスクの主要分野であり、当グループは1997年以降かかるリスクを

管理するための手法を発展させ、強化させてきた。

当グループの市場の顧客に適用される規制および法律上の枠組みが異なるために、当グループは、17のセ

クターと３つのテーマのポジション声明で規定された、グローバル・セクター重視の環境・社会（以下

「E&S」という）基準を設けている。当グループは、特定のリスクを伴うセクターで事業を展開する顧客に金

融サービスを提供する際や、重要な項目に対してこれらを適用している。これらは、エクエーター（赤道）

原則およびIFC行動基準により支持されている。

当グループは、環境・社会リスク管理に対する利害関係者の期待は時間とともに変化することを認識して

いる。従って、当グループは、ポジション声明でその手法および基準を説明し、当グループが活発なモニタ

リングを通じて適切であることを追求している。

当グループは、ポジション声明のコメントを深刻に受け取っている当グループがそのコミットメントを実

施できるように、当グループは、中核銀行業務プロセスを通じてそれらの要件を組み入れている。当グルー

プは、当グループの基準に従い、環境・社会リスクを特定し評価するために、組成および信用プロセスにメ

カニズムを設置している。当グループは、選任のESRMチームを有し、彼らは特定のリスクを表す顧客および

提案される取引をレビューしている。

2015年に、ESRMチームは、ポジション声明セクターの範囲全般で480以上の顧客関係と取引のレビューを

行った。特定されたすべてのリスクについて、当グループは、効果的な軽減策を策定しようとしている。そ

れができない場合、取引は縮小しているか、縮小を続けることになる。2015年、当グループは、その要件と

プロセスに関して1,700人以上のスタッフを訓練した。

当グループは、持続可能な目標を達成するために、協働することができると考えている。これには、E&S基

準の促進、開発、主導を奨励するための、顧客、他の金融機関および業界団体との協働が含まれる。2015年

に、当グループは、銀行業務環境イニシアチブに参加し、エクエーター（赤道）原則運営委員会のメンバー

としての活動を続けている。

グループ・リスク委員会は、レピュテーション・リスクに係るグループ全体の監視、方針の設定、重要な

リスクの監視を行う。グループ総務部長は、レピュテーション・リスクに係る全般的な管理の担当者であ

る。ブランド・バリュー・行動委員会および取締役会リスク委員会は、取締役会に代わりレピュテーショ

ン・リスクに係る追加の監視を行う。事業レベルでは、事業責任・レピュテーション・リスク委員会がレ

ピュテーション・リスクを管理する責務を負う。
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国レベルでは、国ごとの総務責任者がレピュテーション・リスクのリスク管理の担当者である。カント

リー・マネジメント・グループの協力を得て、当該市場における当グループの評判を保護することがその責

任である。総務のヘッドおよび国ごとのCEOは、以下を積極的に行わなければならない。

-　レピュテーション・リスクに係る当グループの方針および手続きについての意識を高めて、適用す

る

-　事業および機関が、顧客および供給業者との取引を含め、あらゆる意思決定に当グループの評判を

考慮することを奨励する

-　個々の事業委員会と協力して、潜在的な課題すべてに気付くように、効果的な国内の報告システム

を履行する

-　継続的な関わりを通じて、効果的で積極的な利害関係者の管理を促進する

年金リスク（未監査）

年金リスクは、当グループの年金制度の数理的に評価された不足額を充足しなければならないことによる

損失の可能性である。スタンダード・チャータードは、ほとんどの場所での新規雇用者に確定拠出年金制度

を提供し、法律、契約または長期勤続従業員に対する閉鎖的なグループに関して要求されている場所に限

り、確定給付制度を維持している。当グループは、引き継いだ確定給付制度による生じる年金財務リスク、

およびその年金の取り決めすべてに関するオペレーショナル・リスクとレピュテーション・リスクの両方を

監視、管理している。そのために、当グループは主に資本ポジション、ならびにリスク・エクスポージャー

を減少させるか、取り除くための関連費用と給付に注意を払っている。

当グループの主な年金リスク措置は、少なくとも四半期ごとに、会計上の貸借対照表ポジション、PRAに

よって毎年要求される200年に一度のストレス・テスト、英国ファンドの資金調達ポジション（当グループの

年金債務の60％超）について更新されている。当グループは、グループ年金リスク方針により年金リスクを

軽減している。グループ年金リスク方針では、すべての新しい制度は可能な限り確定拠出型とすることを要

求し、投資、給付の変更、資金調達、文書記録、年金数理上の評価、会計および監査についての基準を義務

付けている。これらの基準の遵守は、年次統括レビューにより守られている。

グループ・年金リスク委員会が、年金リスクの統括責任者であり、当委員会はグループ・リスク委員会か

らその権限を与えられている。2016年から、年金リスクのリスク管理担当は、これらの責務を直接引き継ぐ

ことになる。

戦略的リスク（未監査）

戦略的リスクは、当グループの主要事業の収益の可能性を最適化できなかったことによる機会損失の可能

性である。機会損失は、事業上の決定が期待された利益やリターンをもたらさないか、決定が行われなかっ

たために機会を失うことになったために生じる。

戦略的リスクは、市場予測や競合他社のパフォーマンスと比較した場合に、当グループに利益の差異を生

じさせる。これは当グループの株価に著しい影響を及ぼす可能性がある。戦略的リスクが具体化すると、当

グループは戦略の実施を適用して軽減策を取るか、当グループの資本ポジションを管理する。

当グループの最終的な統括主体として、取締役会が当グループの戦略に挑戦し、潜在的なリスクを強調す

る。戦略のグローバル・ヘッドが、戦略的リスクに関するリスク管理担当である。戦略的リスクが、よく考

えられた決定をタイムリーに実施できないために生じることを考慮して、戦略的リスクは、決定が行われる
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部署で管理される。地域、国、セグメントCEOおよびファンクション・ヘッドが、戦略的リスクの特定を担当

する。

グループ・レベルの戦略的リスクは、当グループの年次戦略レビュー・プロセス中に、また取締役会が同

意したテーマについて年間を通じた「掘り下げた」フォローアップにより組織的にレビューされる。主なグ

ループ・レベルの戦略的レビューは、2015年に実施された。戦略計画の実施は、当グループのパフォーマン

ス管理プロセスを通じて管理される。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

無形資産

当グループが認識している2015年12月31日現在ののれんおよび無形資産の総額は4,642百万米ドル（2014年12

月31日現在5,190百万米ドル）である。

固定資産

当グループが認識している2015年12月31日現在の有形固定資産の総額は、7,209百万米ドル（2014年12月31日

現在7,984百万米ドル）である。

投資有価証券

スタンダード・チャータードは、2015年12月31日現在、114,767百万米ドル（2014年12月31日現在104,238百

万米ドル）の投資証券を保有している。

２【主要な設備の状況】

下記「第６－１財務書類－財務諸表注記25および26」を参照のこと。

３【設備の新設、除却等の計画】

本書の提出日現在において、重要な設備の追加または処分に係る計画はない。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

①【株式の総数】

2016年３月31日現在

授権株数(株) 発行済株式

総数(株)

未発行

株式数(株)

普通株式

（１株当たりの額面金額0.50米ドル）
該当事項なし 3,281,374,735 該当事項なし

7.014％の非累積的償還可能優先株式

（１株当たりの額面金額５米ドル）
該当事項なし 7,500 該当事項なし

6.409％の非累積的償還可能優先株式

（１株当たりの額面金額５米ドル）
該当事項なし 7,500 該当事項なし

7
3
/8％の非累積的償還不能優先株式

（１株当たりの額面金額１ポンド）
該当事項なし 96,035,000 該当事項なし

8
1
/4％の非累積的償還不能優先株式

（１株当たりの額面金額１ポンド）
該当事項なし 99,250,000 該当事項なし

下記の額面金額以下の優先株式：

305,000,000ポンド

1,500,000,000米ドル

1,000,000,000ユーロ

100,000,000UAEディルハム

100,000,000香港ドル

1,000,000,000インドルピー

500,000,000,000韓国ウォン

100,000,000シンガポールドル
1

該当事項なし 0 該当事項なし

１　「ユーロ」は、欧州共同体設立条約（その後の修正を含む。）に基づき1999年１月１日に導入された単一通貨

を指す。

②【発行済株式】

2016年３月31日現在

記名・無記名の別

及び

額面・無額面の別

種　類
発行数(株)

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名

内　容
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記名式額面株式

（１株当たりの額面金

額0.50米ドル）

普通株式 3,281,374,735

上場済み －

ロンドン証券取引

所および香港証券

取引所ならびにボ

ンベイ証券取引所

およびインド国立

証券取引所（イン

ド預託証券によ

る）

額面価格２米ドル毎に１つの

議決権を有する
1
。優先株式の

株主への固定配当支払いの

後、配当を受ける権利を有す

る。

記名式額面株式

（１株当たりの額面金

額５米ドル）

7.014％の非

累積的

償還可能

優先株式

7,500

上場済み －

ロンドン証券取引

所

議決権持分は無い。償還可能

であり、普通株式の株主に優

先して固定配当を受け取る権

利を有する。未払配当は累積

しない。

記名式額面株式

（１株当たりの額面金

額５米ドル）

6.409％の非

累積的

償還可能

優先株式

7,500

上場済み －

ロンドン証券取引

所

議決権持分は無い。償還可能

であり、普通株式の株主に優

先して固定配当を受け取る権

利を有する。未払配当は累積

しない。

記名式額面株式

（１株当たりの額面金

額１ポンド）

7
3
/8％の非

累積的

償還不能

優先株式

96,035,000

上場済み －

ロンドン証券取引

所

議決権持分は無い。消却可能

であり、普通株式の株主に優

先して固定配当を受け取る権

利を有する。未払配当は累積

しない。

記名式額面株式

（１株当たりの額面金

額１ポンド）

8
1
/4％の非

累積的

償還不能

優先株式

99,250,000

上場済み －

ロンドン証券取引

所

議決権持分は無い。消却可能

であり、普通株式の株主に優

先して固定配当を受け取る権

利を有する。未払配当は累積

しない。

合計 ― 3,476,674,735 ― ―

１　普通株式の株主は保有する普通株主４株あたりに１つの議決権を有し、インド預託証券（IDR）の保有者は保

有する預託証券40証券あたりに１つの議決権を有する。

(２)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。
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(３)【発行済株式総数及び資本金の推移】

　普通株式

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

（米ドル）

資本金残高

（米ドル）

2011年５月11日
1 23,196,890 2,371,351,703 11,598,445.00 1,185,675,851.50

2011年10月４日
2 1,274,109 2,372,625,812 637,054.50 1,186,312,906.00

2011年内
3 11,425,223 2,384,051,035 5,712,611.50 1,192,025,517.50

2012年５月14日
4 6,961,782 2,391,012,817 3,480,891.00 1,195,506,408.50

2012年10月11日
５ 18,454,741 2,409,467,558 9,227,370.50 1,204,733,779.00

2012年内
6 3,559,652 2,413,027,210 1,779,826.00 1,206,513,605.00

2013年５月13日
７ 1,727,682 2,414,754,892 863,841.00 1,207,377,446.00

2013年10月17日
8 2,081,685 2,416,836,577 1,040,842.50 1,208,418,288.50

2013年内
9 10,542,375 2,427,378,952 5,271,187.50 1,213,689,476.00

2014年５月14日
10 36,260,040 2,463,638,992 18,130,020.00 1,231,819,496.00

2014年10月17日
11 1,315,836 2,464,954,828 657,918.00 1,232,477,414.00

2014年内
12 7,736,568 2,472,691,396 3,868,284.00 1,236,345,698.00

2015年５月14日
13 69,186,004 2,541,877,400 34,593,002.00 1,270,938,700.00

2015年10月19日
14 2,154,390 2,544,031,790 1,077,195.00 1,272,015,895.00

2015年12月11日
15 728,432,451 3,272,464,241 364,216,225.50 1,636,232,120.50

2015年内
16 5,694,811 3,278,159,052 2,847,405.50 1,639,079,526.00

2016年１月-

３月31日
17

3,215,683 3,281,374,735 1,607,841.50 1,640,687,367.50

１　新しい普通株式が2010年の期末配当の代わりに発行された。

２　新しい普通株式が2011年の中間配当の代わりに発行された。

３　普通株式が従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,463ペンスで発行された。

４　新しい普通株式が2011年の期末配当の代わりに発行された。

５　新しい普通株式が2012年の中間配当の代わりに発行された。

６　新しい普通株式が、従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,463ペンスで発行された。

７　新しい普通株式が2012年の期末配当の代わりに発行された。

８　新しい普通株式が2013年の中間配当の代わりに発行された。
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９　新しい普通株式が従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,463ペンスで発行された。

10　新しい普通株式が2013年の期末配当の代わりに発行された。

11　新しい普通株式が2014年の中間配当の代わりに発行された。

12　新しい普通株式が従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,463ペンスで発行された。

13　新しい普通株式が2014年の期末配当の代わりに発行された。

14　新しい普通株式が2015年の中間配当の代わりに発行された。

15　新しい普通株式が2015年11月３日に公表されたライツ・イシューに基づき発行された。

16　新しい普通株式が従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,140ペンスで発行された。

17　新しい普通株式が従業員株式プランに基づき１株当たり０ないし1,140ペンスで発行された。

　7.014％の非累積的償還可能優先株式

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

（百万米ドル）

資本金残高

（百万米ドル）

2007年５月25日 7,500 7,500 750 750

　6.409％の非累積的償還可能優先株式

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

（百万米ドル）

資本金残高

（百万米ドル）

2006年12月８日 7,500 7,500 750 750

　7
3
/8％の非累積的償還不能優先株式

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

（米ドル）

資本金残高

（米ドル）

2003年６月20日 （3,965,000） 96,035,000 （5,700,877） 138,079,123

　8
1
/4％の非累積的償還不能優先株式

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

（米ドル）

資本金残高

（米ドル）

2003年６月20日 （750,000） 99,250,000 （1,078,350） 142,701,650

(４)【所有者別状況】

2016年３月31日現在

個人株主　　4.94％

法人　　　　95.06％

(５)【大株主の状況】

2016年３月31日現在
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氏名又は名称 住所
議決権付保有
株式数（株）

発行済株式総数に対する
保有株式数の割合

(％)

テマセク・ホールディングス

（プライベート）リミテッド
1

238891、シンガポール、

ジ・アトリウム・アット・

オーチャード、#06-18 タ

ワー２、オーチャード・

ロード60B

普通株式

517,051,383株
15.77％

アバディーン・アセット・マネ
ジメント・ピーエルシーの資産
運用事業会社子会社

EC4M 9HH、連合王国、ロン

ドン、ブレッド・ストリー

ト１、ボウ・ベルズ・ハウ

ス

214,883,944株 6.56％

ドッジ・アンド・コックス

MA02021-2809、アメリカ合

衆国、ダン・ロード・カン

トン30、ボストン・ファイ

ナンシャル内

181,694,162株 5.54％

１　テマセク・ホールディングス（プライベート）リミテッドの株式はドーバー・インベストメント・ピーティー

イー・エルティーディーを通して間接的に保有されている。

２【配当政策】

当社は配当政策を策定していない。

業績および配当

2015年：１株当たり14.40セント（2014年は１株当たり28.80セント）の中間配当が支払われた。

2015年：期末配当は行わない（2014年は１株当たり57.20セント）旨の提案が行われた。

合計配当：14.40セント（2014年は86.00セント）

　2015年11月３日、取締役会は2015年12月31日に終了する事業年度については期末配当を行わない旨の勧

告を行ったことが発表された。

３【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

ロンドン証券取引所

回次 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

決算年月 2011年12月 2012年12月 2013年12月 2014年12月 2015年12月

最高

1,794.50

英ペンス

2,782.19円

1,664.50

英ペンス

2,580.64円

1,860.50

英ペンス

2,884.52円

1,358.00

英ペンス

2,105.44円

1,141.00

英ペンス

1,769.01円
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最低

1,141.50

英ペンス

1,769.78円

1,092.00

英ペンス

1,693.04円

1,278.50

英ペンス

1,982.19円

893.00

英ペンス

1,384.51円

476.20

英ペンス

738.30円

引用元　ブルームバーグ

円貨額は、2016年４月13日（日本時間現在）における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の対顧客電信直物
売買相場のポンドの円に対する仲値１ポンド＝155.04円の換算レートで換算されている。（小数点第三
位以下を四捨五入）

（２）【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

ロンドン証券取引所

月別 2015年７月 2015年８月 2015年９月 2015年10月 2015年11月 2015年12月

最高

1,053.50

英ペンス

1,633.35円

980.20

英ペンス

1,519.39円

744.00

英ペンス

1,153.50円

786.70

英ペンス

1,219.70円

713.60

英ペンス

1,106.37円

589.00

英ペンス

913.19円

最低

968.00

英ペンス

1,500.79円

707.30

英ペンス

1,096.60円

624.10

英ペンス

967.60円

647.80

英ペンス

1,004.35円

550.10

英ペンス

852.88円

476.20

英ペンス

738.30円

引用元　ブルームバーグ

円貨額は、2016年４月13日（日本時間現在）における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の対顧客電信直物
売買相場のポンドの円に対する仲値１ポンド＝155.04円の換算レートで換算されている。（小数点第三
位以下を四捨五入）

４【役員の状況】

男女別役員数：男性19人、女性9人（女性比率：約32％）

名前 役職 生年月日 主要略歴
任期

（年）

かかる取締

役が保有す

る株式数お

よび種類

（株）
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サー・ジョ

ン・ピース
会長

1949年

３月２日

就任　2007年に副会長として取締役会に加

わり、2009年に会長に任命された。既に発

表されているとおり、2016年中に取締役か

ら退任する意向を示している。

職歴　金融サービスおよびリテール事業の

分野で優れた経歴を持ち、取締役や議長な

ど要職の経験も豊富であり、グローバル業

務の幅広い知識やガバナンスの模範として

の信用を得ている。1997年にバーバリーお

よびエクスペリアンを傘下とするGUSピーエ

ルシーの取締役会に加わり、2000年から

2006年まで同社のチーフ・エグゼクティブ

を務める。2002年には取締役会会長とし

て、バーバリーのロンドン証券取引所上場

に携わり、現在も会長として在任してい

る。2006年にエクスペリアンの会長に就任

し、2014年に辞任するまで会長を務めた。

地元の共同体を献身的に支援し、長年にわ

たり教育に関心を持つ。10年間にわたり

ノッティンガム・トレント大学の理事会議

長を務めた。1999年よりノッティンガムの

ジャノグリー・シティー・アカデミーの理

事を務め、ノッティンガムシャー州の役員

を務め、王立芸術協会の会員でもある。

ノッティンガム大学から名誉博士号を授与

されており、2011年には事業および奉仕活

動に対しナイト爵に叙せられた。

委員会　ガバナンス・指名委員会の委員長

９
普通株式

281,343
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ビル・ウィン

ターズCBE
グループCEO

1961年

９月27日

就任　2015年６月

職歴　第一線でグローバルな銀行業務に携

わってきた豊富な経験と、リーダーシップ

と財務上の成功にかけては折り紙付きの実

績のある銀行業務の専門家である。新興市

場で働いてきた幅広い経験と、才能の発掘

や育成についての実績がある。JPモルガン

でキャリアをスタートさせ、そこで５名の

最高シニア・エグゼクティブの一人にまで

上り詰め、その後、2004年から退任する

2009年まで投資銀行で共同CEOを務めた。銀

行業務での競争促進と金融安定のための方

法を提言する、2010年に設立された独立銀

行委員会のメンバーとして招かれた。その

後、銀行規制議院内委員会のアドバイザー

を務め、イングランド銀行の取締役会よ

り、銀行の流動性操作について独立した立

場で徹底的に再検討を行うよう依頼され

た。2011年に、レンショー・ベイというオ

ルタナティブ・アセット・マネジメント会

社を設立し、スタンダード・チャーター

ド・ピーエルシーの取締役に選任されるま

で会長兼CEOを務めた。かつては、ペンショ

ン・インシュアランス・コーポレーショ

ン・ピーエルシーおよびRITキャピタル・

パートナーズ・ピーエルシーの非常勤取締

役も務めた。現在は、ノヴァルティス・イ

ンターナショナル・エージーの独立非常勤

取締役を兼任している。2013年には、大英

帝国勲章第３位（CBE）を授与された。

１ 430,370

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

140/616



アンディ・ハ

ルフォード
グループCFO

1959年

３月18日

就任　2014年７月

職歴　財務の分野での優れた経歴と、変化

の激しい市場における複雑なグローバル事

業の経営に豊富な経験を持つ。イースト・

ミッドランズ・エレクトリシティ・ピーエ

ルシーのグループ財務担当取締役を務めた

後、1999年に英国事業会社であるボーダ

フォン・リミテッドの財務担当取締役とし

てボーダフォンに入社した。その後、ボー

ダフォンの北欧、中東およびアフリカ地域

の財務担当取締役に就任し、後に米国のベ

ライゾン・ワイヤレスのCFOを務めた。ベラ

イゾン・ワイヤレス・パートナーシップの

代表者理事会メンバーを務めた。2005年に

ボーダフォン・グループ・ピーエルシーの

CFOに就任し、同職を９年間務めた。スタン

ダード・チャータードのグループCFOとし

て、金融、企業財務、グループ企業開発、

グループの投資家向け広報、財産およびグ

ローバル資金調達部門を担当している。

マークス・アンド・スペンサー・グルー

プ・ピーエルシーの非常勤取締役であり、

税務および競争のビジネス・フォーラム会

員も務める。

２
普通株式

341,794

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

141/616



ナギーブ・ケ

ラジュ

上級独立取

締役

1964年

７月15日

就任　2014年１月。2015年６月に上級独立

取締役に就任。

職歴　重要な銀行業務や金融の経験を持

つ。1986年にソロモン・ブラザーズでキャ

リアを開始し、ロバート・フレミング、

バークレイズ、JPモルガン・カゼノブおよ

びラザードで要職を歴任した。バークレイ

ズ在籍中の12年間、グループ財務担当取締

役、副会長、ウェルス・マネジメント、機

関投資家資産運用、投資銀行業務での様々

な指導的地位を務めた。南アフリカのアブ

サ・グループおよびファースト・カリビア

ン・インターナショナル・バンクにおいて

バークレイズが指名した非常勤取締役で

あった。ロンドンを拠点とする有数の投資

銀行JPモルガン・カザノブのCEOであった。

NHSイングランドの元非常勤取締役ならび

に、英国歳入関税局および英国金融サービ

ス機構に対するシニア・アドバイザーを歴

任した。現在、年金保険を専門とするロス

シー生命の非常勤取締役であり、ウェルカ

ム・トラストの投資委員会のメンバーを務

める。大半の時間をアガ・カーン・デベ

ロップメント・ネットワークのシニア・ア

ドバイザーとしての職務に費やしており、

同ネットワーク内の様々な企業の取締役会

メンバーを務める。

委員会　監査委員会の委員長、ならびにガ

バナンス・指名委員会、取締役会リスク委

員会、取締役会金融犯罪リスク委員会およ

び報酬委員会のメンバー

２
普通株式

2,571

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

142/616



デイビッド・

コナー

独立非常勤

取締役

1948年

７月21日

就任　2016年１月

職歴　豊富なグローバル銀行業務の経験を

持ち、リスク・マネジメントについては多

大な信用を得ており、アジア市場について

の知識も深い。シティバンクおよびOCBCバ

ンクの双方において、37年間、アジア各地

に駐在しながらそのキャリアを金融サービ

ス業界に費やした。1976年、シティバンク

に管理職見習いとして入社し、2002年に同

社を退職するまでは、シティバンク・イン

ディアのCEOやシティバンク・ジャパンのマ

ネージング・ダイレクター兼マーケティン

グ・マネジャーを含め、アジアを拠点とす

る数々の要職に就いた。2002年には、シン

ガポールのOCBCバンクにCEO兼取締役として

加わった。成長戦略を実施し、大きな混乱

の続く期間を通じて同社を導いた。2012年

にCEOを退任したが、2014年に同グループを

退職するまで、OCBCバンク取締役会の非常

勤取締役の職に留まった。ガスログ・パー

トナーシップ・エルピーの非常勤取締役を

兼務している。

委員会　取締役会リスク委員会の委員長、

ならびに監査委員会および取締役会金融犯

罪リスク委員会のメンバー

0.5 10,000

クリスティ

ン・ホッジソ

ン

独立非常勤

取締役

1964年

11月17日

就任　2013年９月

職歴　ビジネス・リーダーシップ、金融、

会計および技術分野で優れた経験を持つ。

クーパーズ・アンド・ライブランドで複数

の要職を歴任し、ロンソン・ピーエルシー

の企業開発担当取締役を務めた。その後、

1997年にキャップジェミニに入社し、

キャップジェミニ英国ピーエルシーのCFO、

北西欧テクノロジー・サービスのCEOなど

様々な役職を歴任し、キャップジェミニ英

国ピーエルシーの会長に就任した。また、

2015年９月に退任するまでマッキンタイ

ア・ケアの理事も務めていた。現在、ラド

ブロークス・ピーエルシーの非常勤取締役

およびザ・プリンス・オブ・ウェールズ・

ビジネス・イン・ザ・コミュニティの取締

役も兼任している。また、ザ・キャリア・

アンド・エンタープライズ・カンパニー・

リミテッドの会長でもある。同社は、若年

者の社会進出を奨励し事前準備をサポート

するために設立された政府後援法人であ

る。

委員会　報酬委員会の委員長、ならびに監

査委員会、ブランド・バリュー・行動委員

会、ガバナンス・指名委員会およびグルー

プ金融犯罪リスク委員会のメンバー

３
普通株式

2,571

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

143/616



ジャスミン・

ウィットブ

レッド

独立非常勤

取締役

1963年

９月１日

就任　2015年４月

職歴　ビジネス・リーダーシップにおける

優れた経験および当社の市場での実務経験

を有する。技術部門で国際マーケティング

のキャリアを開始し、1994年にトムソン・

フィナンシャル（現在のトムソン・ロイ

ター）に入社、ボストンを拠点とする電子

決済グループのマネージング・ディレク

ターに就任した。一昨年前にスタンフォー

ド・エグゼクティブ・プログラムを修了

後、西アフリカへ移り、オクスファムの初

の支社を設立し、９カ国の運営の管理、業

績の優れない事務所の閉鎖およびナイジェ

リアの事務所の再開を担った。その後オク

スファムの全世界のプログラムを担当する

インターナショナル・ディレクターへ昇進

した。2005年にはセーブ・ザ・チルドレン

のチーフ・エグゼクティブに就任し、ブラ

ンドおよび価値の一新、収益成長ならびに

経費削減を行うことにより、英国における

最も認知されたチャリティー団体の１つの

活性化を担った。2010年にはセーブ・ザ・

チルドレンの初の国際CEOに任命され、連合

を単一の目標および戦略のもとに提携させ

る一方で、７地域および60カ国に渡る

15,000人もの人々から成る14の個別の組織

を１つの経営ラインに導く任務を負った。

セーブ・ザ・チルドレンを2015年12月に退

任した。ビーティー・グループ・ピーエル

シーの非常勤取締役も務めている。

委員会　ブランド・バリュー・行動委員会

の委員長、ならびに報酬委員会およびガバ

ナンス・指名委員会のメンバー

１
普通株式

2,571

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

144/616



サイモン・ロ

ウス

独立非常勤

取締役

1961年

９月８日

就任　2010年５月

職歴　金融、資本配分、ポートフォリオ管

理、リスク管理および戦略の分野で相当な

専門技能を持つ。グローバル・マネジメン

ト・コンサルタントのマッキンゼー・アン

ド・カンパニーに15年在籍し、近時は英国

産業業務担当の上級取締役として、主要な

多国籍企業に対し幅広い戦略的、財務的、

経営的問題のアドバイスを行った。2003年

に企業戦略開発担当常勤取締役としてス

コッティッシュ・パワー・ピーエルシーに

入社し、２年後に財務担当取締役となる。

2007年から2013年までアストラゼネカ・

ピーエルシーのCFOを務め、2013年にBGグ

ループのCFO兼常勤取締役に就任した。ロイ

ヤル・ダッチ・シェルによるBGグループの

買収後の2016年２月、BGグループから退い

た。

委員会　取締役会金融犯罪リスク委員会の

委員長

６
普通株式

15,136

オム・バット
独立非常勤

取締役

1951年

３月７日

就任　2013年１月

職歴　幅広い銀行、金融サ―ビスおよび

リーダーシップの洞察、ならびに当社の最

大の市場の１つであるインドに係る深い知

識と経験を有する。インドの大手商業銀行

であるインド国立銀行（SBI）での38年間に

およぶキャリアの間、金融サービスへの取

り込みのパイオニアとなった幹事部門を始

めとして幾多の役職を務めた。1990年代の

SBIの技術構想のパイオニアとなったプロ

ジェクト・チームを率い、SBIのワシントン

およびロンドン事務所に勤務し、2004年か

ら2006年まで総括経営の役割を果たした。

2006年にSBIのマネージング・ダイレクター

となり、会長に昇格後、2011年まで会長を

務めた。また、インド銀行協会の会長およ

びオイル・アンド・ナチュラル・ガス・

コーポレーションの独立非常勤取締役も歴

任した。現在、ヒンドゥスタン・ユニリー

バ・リミテッド、タタ・スティール、タ

タ・コンサルタンシー・サービスの独立非

常勤取締役、ならびにリーダーシップ開発

センターの取締役会会長を務める。

委員会　リスク委員会のメンバー

３
普通株式

2,000

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

145/616



カート・キャ

ンベル博士

独立非常勤

取締役

1957年

８月27日

就任　2013年６月

職歴　米国の政治環境における豊富な経験

および当グループの主要市場、特にアジア

での多大な経験を有する。米国政府で、ア

ジア太平洋担当国防副次官補、ホワイトハ

ウスの国家安全保障会議の理事長など様々

な職務を歴任した。アジアを重視した戦略

的アドバイザリー会社のストラタジアの創

設者兼会長であった。2009年から2013年

に、米国の東アジア太平洋担当国務次官補

を務める。「アジア機軸戦略」方針を立案

した主要人物として広く知られている。米

中関係の進展、アジア同盟国との強力な連

携の構築、ミャンマーの開国における中心

人物であった。それ以前は、新アメリカ安

全保障センターのCEO兼共同設立者および

ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大

学院の准教授でもあった。現在、アジア太

平洋地域を専門とする戦略的アドバイザ

リー投資グループであるアジアン・グルー

プ・エルエルシーの会長兼CEOを務める。

委員会　ブランド・バリュー・行動委員会

のメンバー

３ 無し

ルイス・チェ

ン博士

独立非常勤

取締役

1963年

９月11日

就任　2013年１月

職歴　特に大中華圏での確固たる金融サー

ビスおよび投資家の信任を得ている。マッ

キンゼー・アンド・カンパニーのグローバ

ル・パートナーでアジア太平洋の金融機関

サービスのリーダーを務め、2000年に中国

平安保険股份有限公司に入社した。平安保

険ではCFOを含むいくつかの要職を経て、

2003年に社長に就任し、2006年から2011年

まで常勤取締役を務めた。現在、中国に焦

点を当てたプライベート・エクイティ・イ

ンベストメント会社である博裕投資顧問有

限公司のマネージング・パートナー、富邦

金融控股份有限公司の独立非常勤取締役、

香港管理専業協会のフェロー兼理事会メン

バーでもある。

委員会　報酬委員会のメンバー

３
普通株式

2,571

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

146/616



バイロン・グ

ローテ博士

独立非常勤

取締役

1948年

３月８日

就任　2014年７月

職歴　商業、金融およびグローバル業務の

幅広い経験を持つ。1988年から2000年まで

BPに勤務し、商業、オペレーションおよび

執行の幅広い役職を経験した。2000年にBP

ケミカルのCEOおよびBPピーエルシーのマ

ネージング・ディレクターに就任し、2001

年から2006年までBPのアジア事業に責任を

持つ地域担当者を務めた。2002年から2011

年までBPピーエルシーのCFO、その後2012年

から2013年までBPの法人事業の常勤副社長

を務め、供給および貿易事業、代替エネル

ギー、船舶ならびに技術を統合した部門を

担当した。2015年４月に退任するまで、ユ

ニリーバ・ピーエルシーおよびユニリーバ

NVの非常勤取締役を務めた。現在は、アン

グロ・アメリカン・ピーエルシーおよびテ

スコ・ピーエルシーの非常勤取締役を務

め、アクゾノーベル株式会社監査役会の一

員でもある。欧州監査委員会リーダーシッ

プ・ネットワークの委員であり、コーネル

大学のジョンソン・アドバイザリー・カウ

ンシルの名誉委員である。

委員会　監査委員会および報酬委員会のメ

ンバー

２
普通株式

37,041

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

147/616



ガイ・ヒュー

イ・エバンス

独立非常勤

取締役

1954年

７月17日

就任　2015年４月

職歴　銀行および金融業務の豊富な経験、

ならびに商業、英国規制およびガバナンス

において幅広い経験を持つ。金融サービス

業界、国際資本市場および金融規制当局で

の30年間以上の経験を持つ。1998年から

2005年までの７年間金融サービス機構に勤

務し、資本市場部門のリーダーである市場

部のディレクターを務め、市場インフラ監

督のための市場対峙部門の設立、市場行動

の監視および市場政策の策定を担当した。

2005年から2008年までシティにおいて数々

の職務を歴任したが、これにはシティ・オ

ルタナティブ・インべストメンツ（イーエ

ムイーエー）においてガバナンスのヘッド

も含まれる。その後、バークレイズ・キャ

ピタルに入社し、投資銀行業務および投資

管理の副会長を務めた。また、アビバ・

ピーエルシーおよびロンドン・ストック・

エクスチェンジ・グループ・ピーエルシー

の非常勤取締役も歴任した。現在は、コノ

コフィリップスおよびバンク・イタウ・

ビービーエー・インターナショナル・ピー

エルシーの非常勤取締役、ならびに財務報

告評議会の副会長も務めている。2016年に

は、大英帝国勲章第４位（OBE）を授与され

た。

委員会　取締役会リスク委員会および取締

役会金融犯罪リスク委員会のメンバー

１ 2,571

ハン・スン・

スー博士、

KBE

独立非常勤

取締役

1936年

12月28日

就任　2010年１月

職歴　著名なエコノミストであり、地政学

に造詣が深く、アジア諸国の経済に係る有

益な知識を持つ。大韓民国の元首相。際

立った政治、外交、行政キャリアを持ち、

2008年から2009年に国務総理を務める前

は、副国務総理兼財政経済院長官、外交通

商部長官を務めた。韓国の駐米大使、大統

領主席顧問、第56代国際連合（UN)総会議

長、気候変動に係る国連事務総長特使、

2009年の経済協力開発機構（OECD）閣僚理

事会議長を歴任した。数多くの諮問委員会

に属し、現在は、災害リスク削減と水に係

る国連事務総長特使、水関連災害に係る国

連有識者会議の設立会長、アジア開発銀行

の水関連災害に係る諮問委員会の共同委員

長および国際金融フォーラムの共同議長を

務める。

委員会　ブランド・バリュー・行動委員会

のメンバー

６
普通株式

3,474
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リズ・ロイド
グループ会

社秘書役
非公表

就任　2016年１月

職歴　キャリアの初期においては英国政府

の公共政策に携わり、首相官邸において内

務、アフリカおよび気候変動に関し、当時

の英国首相であったトニー・ブレア元首相

の特別顧問として数々の役職を歴任した

が、2005年に主席補佐官代理に就任した。

2007年にスタンダード・チャータードに入

社し、当初はグループ・コンプライアンス

において規制リスクおよび規制関連に重点

的に取り組んだ後、広報のグローバル・

ヘッドに就任し、あらゆる政治および規制

上の問題に関する当グループの方針と位置

づけの調整を担った。2013年、スタンダー

ド・チャータード・バンク・タンザニアの

CEOに就任し、2015年10月までこれを務め

た。2015年にタンザニア銀行協会の副会長

に就任した。2008年には大英帝国勲章第３

位（CBE）を授与された。

該当なし 該当なし

トレーシー・

クラーク

リージョナ

ルCEO（ヨー

ロッパおよ

び南北アメ

リカ）

1967年

２月９日

就任　2006年３月にグループHR、2013年４

月にグループ法務およびコンプライアン

ス、2015年10月にCEO（ヨーロッパおよび南

北アメリカ）

職歴　1985年にスタンダード・チャーター

ドに入社し、英国および香港で支店銀行業

務、クライアント・カバレッジおよび当グ

ループ機能における数々の職務を務めた。

より最近では、当社のコンプライアンスお

よび行動関係の課題の推進に有益な役割を

果たし、法務・コンプライアンス（および

金融犯罪リスク削減プログラム）、人事、

総務ならびにブランド・マーケティング

等、様々な部門を率いた。

2013年１月にスタンダード・チャーター

ド・バンクの取締役に就任した。2015年10

月１日からは、コンプライアンスおよびHR

の職責に加え、リージョナルCEO（ヨーロッ

パおよび南北アメリカ）を務めている。

現在、ブリティッシュ・スカイ・ブロード

キャスティング・グループ・ピーエルシー

の非常勤取締役も兼務している。

該当なし 194,049
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ベン・ハン

リージョナ

ルCEO（大中

華圏および

北アジア）

1964年

９月２日

就任　2015年10月

職歴　2015年10月１日にリージョナルCEO

（大中華圏および北アジア）に就任した。

その前は大中華圏リージョンのCEOを務め

た。

1992年にスタンダード・チャータードに入

社し、コーポレート、コマーシャルおよび

リテールの各銀行業務において数々の要職

を務めてきた。

2008年から2014年にかけて、スタンダー

ド・チャータード・バンク（香港）リミ

テッドのCEOを務めた。現在、金融発展局の

メンバー、為替資金諮問委員会の委員およ

び香港総商会一般委員会のメンバーも兼務

している。

該当なし 191,676

アジャイ・カ

ンワル

リージョナ

ルCEO

（ASEANおよ

び南アジ

ア）

1966年

８月18日

就任　2015年10月

職歴　2015年10月１日にリージョナルCEO

（ASEANおよび南アジア）に就任した。

1992年に、インドのシティバンクからスタ

ンダード・チャータードに入社した銀行業

務の専門家である。現在の職務に移る前

は、韓国でリージョナルCEOとして韓国、台

湾およびモンゴル国を管理していた。

かつてはCEO（台湾）やコンシューマー・バ

ンキングのリージョナル・ヘッド（東南ア

ジア）として、アジアのあらゆる地域に駐

在したことから、アジアに関して豊富な経

験を有する。SMEを含むリテ－ル・バンキン

グについては高い専門知識を持つ。また、

シンガポールにおける当社のプライベー

ト・バンクのフランチャイズの構築および

育成の成功も手助けした。

該当なし 46,105
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スニル・コー

シャル

リージョナ

ルCEO（アフ

リカおよび

中東）

1965年

３月１日

就任　2015年10月

職歴　2015年10月１日にリージョナルCEO

（アフリカおよび中東）に就任した。その

前は、リージョナルCEO（南アジア）を務め

ていた。

様々な市場における27年間の銀行業務の経

験を有するが、そのうち17年間は当社に在

籍し、ホールセールおよびコンシュー

マー・バンクにおいて要職を務めた。当グ

ループ内での豊富な経験を有しており、ア

ラブ首長国連邦でのコーポレート・バンキ

ングのヘッド、シンガポールでのオリジ

ネーションおよびクライアント・カバレッ

ジのヘッド、シンガポールでのSMEおよび

ニューベンチャーのグローバル・ヘッド、

ならびにSCB（台湾）リミテッドのCEOを歴

任した。1998年にスタンダード・チャー

タードに入社する前は、数々の大手国際金

融機関において様々な銀行業務に就いてき

た。

該当なし 50,127

サイモン・

クーパー

CEO（コーポ

レート・ア

ンド・イン

スティ

テューショ

ナル・バン

キング）

1967年

９月28日

就任　2016年４月

職歴　2016年４月に当社にエイチエスビー

シーから入社し、エイチエスビーシーでは

グローバル・コマーシャル・バンキングの

グループ・マネージング・ディレクターお

よび最高経営責任者を務めた。

当グループの市場およびクライアント・ビ

ジネスにおける幅広い経験を持つ。1989年

にエイチエスビーシーに入社し、中東およ

び北アフリカの副議長およびCEO、韓国CEO

ならびにシンガポールのコーポレートおよ

びインベストメント・バンキング・ヘッド

を含む多くの要職に就いた。コーポレー

ト・ファイナンス、コーポレート・バンキ

ングおよびトランザクション・バンキング

でも重要な経験を積んでいる。

該当なし 74,282
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カレン・

フォーセット

CEO（リテー

ル・バンキ

ング）

1962年

12月21日

就任　2015年10月

職歴　2015年10月１日にCEO（リテール・バ

ンキング）に就任した。リテール・バンキ

ング業務のグローバル戦略および変革を指

揮する任務を負っている。

14年前に、ビジネス・ストラテジーのグ

ローバル・ヘッドとして当グループに入社

した。それ以前は、ブーズ・アレン・アン

ド・ハミルトンで金融業務担当パートナー

を務めており、アジアの主要銀行のための

複数年にわたる変革プログラムを推進し

た。

2005年から2014年まで、トランザクショ

ン・バンキングの変革を行い、トランザク

ション・バンキング規制および業界の今後

の方向性を示すリーダーシップという点に

おいて、対外的に当グループを代表した。

2013年10月まで８年間、スタンダード・

チャータード・バンク・マレーシア・ブル

ハットの非常勤取締役も務めた。

インシアード・ビジネススクールの取締役

会メンバーでもある。

該当なし 112,611

アナ・マーズ

CEO（コマー

シャル・ア

ンド・プラ

イベート・

バンキン

グ）

1973年

５月３日

就任　2015年10月

職歴　2015年10月１日にCEO（コマーシャ

ル・アンド・プライベート・バンキング）

に就任し、拡大したコマーシャル・クライ

アント業務の再編成およびプライベート・

バンクの構築を指揮している。

2012年１月、スタンダード・チャータード

に戦略および企業開発のグループ・ヘッド

として入社した。それ以前は、マッキン

ゼー・アンド・カンパニーのバンキング業

務のグローバル・バンキング業務担当パー

トナーを務めており、銀行業務戦略の専門

家として認められている。

マッキンゼーの前は、金融情報技術の会社

を経営していたが、キャリアを開始したの

はニューヨークのヘッジファンドであっ

た。

該当なし 33,525
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デイビッド・

ファイン

グループ・

ジェネラ

ル・カウン

セル

1960年

８月29日

就任　2013年９月

職歴　グループ・ジェネラル・カウンセル

であり、あらゆる重要な法的事項への助言

ならびにスタンダード・チャータードの法

的機能およびグループ秘書室の監視を行っ

ている。

当グループに入社する前は、コネチカット

地区連邦検事や大統領アソシエイト・カウ

ンセル等、合衆国政府で様々な要職を歴任

した。金融犯罪と闘ってきた豊富な経験

と、官民パートナーシップの形成および支

援についての実績を持つ。

回避可能な視覚障害撲滅を目指す当グルー

プの最重要支援活動「Seeing is

Believing」の会長も務める。

該当なし 該当なし

マイケル・ゴ

リス博士

グループ最

高情報責任

者

1959年

10月３日

就任　2015年７月

職歴　2015年７月のスタンダード・チャー

タード入社時に、グループ最高情報責任者

に就任した。

業界賞の受賞者として、ダイムラー・アー

ゲーから入社した。ダイムラーではごく最

近まで副社長兼CIOを務め、ダイムラーのあ

らゆるシステムの円滑な運営およびグロー

バルでのITプロジェクトの管理を担ってい

た。過去14年間、ダイムラー・グループ内

で様々なCIO職を歴任し、当社との仕事に何

年間も費やした。

該当なし 29,263

ドリス・ホノ

ルド

グループ最

高執行責任

者

1966年

８月１日

就任　2015年10月

職歴　スタンダード・チャータードのグ

ループ最高執行責任者であり、事業戦略の

策定および執行、模範的な管理およびガバ

ナンスの強化、戦略的機能調整ならびに効

率的なビジネス成長の実現に関して、CEOを

支援している。

2007年３月に当グループに入社し、マー

ケット・リスクのグループ・ヘッドおよび

ホールセール・バンキングの最高執行責任

者を務めた。

フランクフルトのドレスナー・バンクで

キャリアを開始した。フランクフルト、東

京およびロンドンにおいて、複数のマー

ケット・リスクに関して指導的な役割を果

たした後、ドレスナー・クラインオートの

マーケット・リスク機能に関するグローバ

ルでの職責を引き継いだ。

該当なし 71,247
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マーク・スミ

ス

グループ最

高リスク責

任者

1961年

８月18日

就任　2016年１月

職歴　2016年１月にグループ最高リスク責

任者に就任し、当グループ全体の信用リス

ク、市場リスクおよびオペレーショナル・

リスクを管理し、より広範なリスクのため

の枠組みが実施されるよう確保する責任を

負う。

スタンダード・チャータードに入社する前

は、エイチエスビーシーの欧州、中東およ

びアフリカ担当の最高リスク責任者ならび

にホールセールの信用および取引リスクの

グローバル・ヘッドであった。

エイチエスビーシーに買収される前のミッ

ドランド・バンクに新卒研修員として入社

後、エイチエスビーシーにおいて長い間、

目覚ましいキャリアを積み上げた。エイチ

エスビーシーでの他の職務としては、グ

ローバル・コーポレート・アンド・インス

ティテューショナル・バンキング最高執行

責任者も含まれており、ロンドンおよび香

港で勤務した。

該当なし 39,434

パム・ウォー

クデン

人事担当グ

ループ・

ヘッド

1960年

５月27日

就任　2015年７月

職歴　2016年４月に人事担当グローバル・

ヘッドに就任し当行のピープル戦略推進を

担当する。

1991年に当社に入社し、総務のグループ・

ヘッド、内務監査のグループ・ヘッド、ALM

のグループ・ヘッド等、組織内の数々の重

要な職務に就いた。

2009年７月、グループ財務責任者に就任

し、当グループの貸借対照表の管理を担当

した。2014年、地域担当グループ・ビジネ

ス・ヘッドに就任し、他のグループ・ビジ

ネス・ヘッドや各地域担当最高経営責任者

と密接に仕事をした。2015年７月、暫定グ

ループ最高リスク責任者に就任した。

該当なし 194,977

上記の取締役らがSCPLCに負っている義務ならびに／または彼らのプライベートな利害関係およびその他の義

務との間には、いかなる顕在的または潜在的な利益相反もない。

取締役の報酬

常勤取締役報酬の個別の金額（監査済）

次の表に、常勤取締役が2015年に受け取った給与、FPA、給付金（年金を含む。）および臨時金（買収に係る

報奨金など）、ならびに2015年に受け取った変動報奨金を示す。2013年に付与されたLTIP報酬については、

（2013年から2015年までの業績に基づき）確定はなされなかった。全ての数字は千米ドル単位である。
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W T ウィンターズ
1

A M G リーズ A N ハルフォード P A サンズ
2

J S ビンドラ
3

V シャンカール
3

2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年

給与 1,172 － 1,490 1,507 1,299 761 759 1,826 279 838 290 871

固定支払手当 1,172 － 1,000 1,000 700 379 488 1,100 192 575 192 575

給付金 88 － 193 182 159 49 230 289 353 965 245 653

年間報奨金 0 － 0 0 0 867 0 0 0 0 0 0

LTIP報酬の確定 － － 0 303 － － 0 376 0 188 0 146

小計 2,432 － 2,683 2,992 2,158 2,056 1,477 3,591 824 2,566 727 2,245

買収に係る（株

式）報奨金 9,933 － － － － 1,876 － － － － － －

年金 468 － 1,813 3,948 519 304 495 1,504 136 411 116 348

合計 12,833 － 4,496 6,940 2,677 4,236 1,972 5,095 960 2,977 843 2,593

注

1.
　ビル・ウィンターズは2015年５月１日に当グループに入社し、2015年６月10日に取締役に就任した。上記の数字は2015年５月１日以降

の報酬を含む。
2.
　ピーター・サンズの報酬は、同氏が取締役を退任した2015年６月10日までのものである。
3.
　ジャスパル・ビンドラおよびV・シャンカールの報酬は、両氏が取締役を退任した2015年４月30日までのものである。

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(１)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　取締役会および委員会の役割

取締役会は、当グループの長期的な成功および効率的な統制の枠組内でリーダーシップを発揮する責任を共

同で負う。取締役会は、当グループの戦略的目標を設定し、戦略を承認し、その戦略的目標達成のために当グ

ループに適切に資源が配分されるように適切な措置を取る。取締役会は当グループの従業員、株主、規制当

局、供給業者、当グループが事業を展開する環境および地域社会などを含め、当グループの意思決定が　これ

らの利害関係者に与える影響と、これらの利害関係者に対する責任の両方を考慮する。

取締役会は、傘下の委員会に特定の責任を委任することで、独立した監視機能が履行されるように支援して

いる。取締役会はまた、当グループの業務管理に係る権限をグループCEOに委任し、また効率的な日々の業務運

営と事業管理に必要な事項についてはさらに同人による委任を認める。

当グループの経営陣についての詳細は、「４役員の状況」に記載されている。

行動規範に則り、グループ会長が議長を務めるガバナンス・指名委員会を除いて、取締役会委員会はいずれ

も独立非常勤取締役で構成され、取締役会を支える重要な役割を果たす。グループ金融犯罪リスク委員会のメ

ンバーには、４名の独立非常勤取締役に加え、４名の独立外部顧問が含まれる。
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　取締役会の役割および主な責務

　委員長

　サー・ジョン・ピース

　取締役会、ならびにその全般的な効率性および統括を主導し、グループ全般にわたり統合性の高い基準を

促進し、取締役、経営陣、株主、幅広い利害関係者間での効果的なコミュニケーションを確保する責任を有す

る。

　グループCEO

　ビル・ウィンターズ

　当グループの事業のあらゆる面の管理、委員長および取締役会と一緒に戦略を策定し、その実行を主導する

責任を有する。

　上級独立取締役

　ナギーブ・ケラジュ

　委員長のために健全な取締役会を提供し、通常のチャネルでは解決できない問題、または株主および他の利

害関係者とのかかるコンタクトが不適切な問題について議論する。委員長の後継を考慮する際に、ガバナン

ス・指名委員会の議長を務める。

　独立非常勤取締役

　上記の「４役員の状況」を参照のこと。

　独立した見解、建設的な挑戦を提供し、リスク内での戦略の実行と提供、取締役会が設定した統制を監視す

る。

　取締役会会議

　2015年は、取締役会は９回の予定した会議と３回の臨時の会議を開催し、うち２回は、英国以外（ワシント

ンDCおよびデリー）で開催された。取締役会の時間を最も有効的に活用するために、取締役会は、前もって計

画された会議のプログラムと定期的な議題を維持している。プログラムには十分な柔軟性があるため、取締役
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会が適時主要な課題を重視することができるように、具体的な項目を特定の議題に付け加えることができる。

また、取締役会は多くの非公式の会合および交流を予定し、それにより取締役会メンバーは、経営メンバーお

よび／または外部のアドバイザーと事業の特定の分野または外部環境について議論することができる。通常、

経営メンバーおよび他の上級役員は、取締役会との効果的な交流を行うために、会議の一部への参加を要請さ

れる。年度中に、委員長は複数の機会で、上級独立取締役および独立非常勤取締役と個人的に会い、彼らの見

解を評価し、発生した問題について協議した。

　合意された主要な財務上の優先課題の履行に対する実施状況は、詳細なグループ経営報告を具体的に参照し

ながら、各会議でレビューされる。グループCEO、副CEO、グループCFOは、各会議において市場および現在の取

引についてコメントし、比較可能なデータおよび顧客の見識を提出する。加えて、グループ最高リスク責任者

が、定期的に会議に出席し、リスク管理について取締役会に最新の情報を提供する。

　年度中に、取締役会はかなりの時間を割いて、当グループの戦略について深く掘り下げたレビューに焦点を

当てた。

　取締役の独立性

　非常勤取締役が独立しているか否かを判断する際に、取締役会は、英国コーポレート・ガバナンス規範（以

下「コーポレート・ガバナンス規範」という。）で規定された条件に照らして各個人を考慮し、彼らが取締役

会でどのように行動しているか（判断の実施と独立した考えを含め）についても考慮する。コーポレート・ガ

バナンス規範に従い、ハン博士とサイモン・ロウスの再任が、両者が2016年に取締役となって６年を超えるた

めに、特定のレビューおよび精査の対象となった。取締役会は、当グループの非常勤取締役全員が強固かつ独

立した監視を行い、引き続き独立性を立証していることに満足している。

　取締役会の構成

　取締役会の構成、構造および規模は、2015年中および2016年にかけてさらに大幅に変化している。この変化

により、2016年４月末現在の取締役会は取締役14人と小型化した。その内訳は、委員長、常勤取締役２人、独

立非常勤取締役11人である。この取締役会の構造の進行中の変化により、当グループが幅広く銀行業務、金

融、リスクと会計スキルおよび経験の組み合わせを維持し、主要市場全般を代表し、見解の多様性を持つこと

ができる。取締役会の多様な構成の詳細および、取締役の経歴の詳細については、取締役委員会のメンバーの

詳細も含め、上記「４役員の状況」に記載されている。

　2015年に効力を発した変化のいくつかは昨年の報告書で強調されている。それには、長期にわたり独立非常

勤取締役を務めた３人の退任が含まれる。オリバー・ストッケンは2015年２月、ルース・マークランドとポー

ル・スキナーは2015年12月31日付で退任した。また新たに２人の独立非常勤取締役、ゲイ・フェイ・エバンズ

とジャスミン・ウィットブレッドが2015年４月に取締役会に加わった。ゲイ・フェイ・エバンズとジャスミ

ン・ウィットブレッドは、2015年中に詳細でそれぞれに応じた任命を受けた。

　ジャスパル・ビンドラとV・シャンカール（両者ともグループ常勤取締役）は、2015年４月30日付で取締役会

を退任した。ビル・ウィンターズが、2015年５月に当グループに加わり、2015年６月10日付でグループ最高経

営責任者としてピーター・サンズの後を継いだ。さらに、2016年１月７日に、当グループは、副最高経営責任

者のマイク・リースが2016年４月30日付で取締役会を退任し、当グループに26年間勤務した後、2016年12月31

日に退職することを発表した。

　2015年12月21日、当グループは、ラース・チュネル博士が2016年１月31日付で取締役会を退任することを発

表した。チュネル博士は2012年11月から独立非常勤取締役を務め、取締役会リスク委員会の委員長であった。

2016年１月１日付で、デビッド・コナーが独立非常勤取締役として取締役会に加わり、2016年２月１日付で取
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締役会リスク委員会の委員長に任命された。デビッド・コナーは、重要なグローバル銀行業務の経験、確固た

るリスク管理の資質、アジア市場に対する深い理解と知識をもたらしている。

　2015年に、当グループは、2009年から委員長として取締役会を率いてきたサー・ジョン・ピースが2016年の

途中で取締役会を退任する意向であることを発表した。それまで、サー・ジョンは、ビル・ウィンターズや経

営陣をサポートし、大幅な変化の時の継続性を維持しながら、戦略的変革を重視し続ける予定である。新しい

委員長を確定するプロセスが進行中である。ガバナンス・指名委員会が監視を行い、2015年６月16日付で上級

独立取締役としてルース・マークランドの後を継いだナギーブ・ケラジが、委員長の後継に関する問題を考慮

する場合に当委員会の委員長を務める。委員長の後継についての詳細は、下記の「第５(１)コーポレート・ガ

バナンス－ガバナンス・指名委員会」のガバナンス・指名委員会報告に記載されている。

　外部の取締役職およびその他業務上の利害関係

　当グループは、外部の取締役職および他の外部の事業利益を有する取締役メンバーをサポートし、より大き

な取締役会のエクスポージャーが取締役に与えるメリットを認識している。しかし、当グループは、取締役メ

ンバー全員がPRA要件を遵守するように、当グループの取締役が引き受けている取締役職数を緊密に監視してい

る。PRA要件では、常勤取締役と独立非常勤取締役の両方が保有することが容認される取締役職を制限してい

る。

　追加の役職を引き受ける前に、取締役は起こりうるか実際の利害の衝突の有無を確認し、その役職がPRA規則

で定められた制限を超えないことを確認し、その任命が当グループの取締役としての役割を引き続き全うする

能力に悪影響を及ぼさないことを約束することとしている。加えて、取締役会の常勤取締役は、FTSE100社の１

社につき１件の非常勤取締役職のみ兼務することが認められている。当グループの常勤取締役のうち、アン

ディ・ハルフォードはマークス・アンド・スペンサー・グループ・ピーエルシーの非常勤取締役も務めてい

る。ビル・ウィンターズは、スイス証券取引所に上場しているノバルティス・インターナショナル・エージー

の非常勤取締役である。

　取締役会委員会

　取締役会の業務をサポートするための正しい能力と専門知識を持ち続けられるように、委員会のメンバーは

当年度中に進化してきた。 当年度に実施された委員会の構成の変化の詳細については、「第５(１)「コーポ

レート・ガバナンス」の各委員会報告に記載されている。

　多くの委員会の委員長も当年度中に変更された。2015年の年次株主総会の後、クリスティン・ホジソンは、

報酬委員会の委員長としてルース・マークランドの後を継いだ。ルース・マークランドは、2015年末によく管

理された円滑な引き継ぎを行って取締役会を退任するまで、当委員会に残った。2016年１月１日付で、ジャス

ミン・ウィットブレッドがポール・スキナーの後継としてブランド・バリュー・行動委員会の委員長に任命さ

れた。ポール・スキナーは詳細な引き継ぎを行った後、2015年末に取締役会を退任した。2016年１月１日付

で、デビッド・コナーが取締役会リスク委員会に加わり、その後2016年２月１日付で、ラース・チュネルの後

を継いで委員長に任命された。2016年１月31日にラース・チュネルが取締役会を退任する前に、ラース・チュ

ネルとデビッド・コナーはよく管理された引き継ぎを行った。

　取締役会金融犯罪リスク委員会は2015年１月に設立された。初年度として、当委員会は非常に活発で、特に

金融犯罪コンプライアンス管理に関する基準の強化を達成するために当グループの進捗を監視し、当グループ

の金融犯罪コンプライアンス統制および手続きに関連する価値ある見識を提供した。初年度に当委員会が重視

した見識、ならびに重要な情報を提供した４人の外部アドバイザーの詳細については、下記の「第５(１)

「コーポレート・ガバナンス－取締役会金融犯罪リスク委員会 」に記載されている。
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　取締役会は、幅広い責任と課題を委員会に委任して、委員会に著しく依拠している。独立非常勤取締役全員

がすべての委員会のメンバーとなることは実用的でないために、委員会と取締役会全体との間に効果的な連携

があることが極めて重要である。委員会の間で総合的なアプローチを取ることで、各委員会の権限の間に空白

または不必要な重複がないようにし、取締役会委員会の間の委員の重複がないようにし、委員会の委員長同士

が定期的に交流することを促進して、かかる連携を強化する効果的なメカニズムを設置している。

　共通の委員会のメンバーであることに加え、取締役会はそれぞれの委員会（ガバナンス・指名委員会を除

く。）の会議の議事録（または書面による要約）を受け取る。2015年中に、多くの委員会のメンバーが変更さ

れ、安定性維持の必要性と新任の取締役メンバーの新鮮な見解をバランスさせて、取り入れている。

　取締役会リスク委員会は、あらゆる種類のリスクについてグループ規模の監視を続けている。それと同時

に、各取締役会委員会は関連するそれぞれのリスクについて主たる責任を負う。例えば、ブランド・バ

リュー・行動委員会は、主に風評リスクを管理する方法について監視している。報酬委員会は報酬により生じ

るリスクを監視する。取締役会リスク委員会は、信用リスク、資本リスク、市場リスク、流動性リスク、オペ

レーショナル・リスク、カントリー・リスク、クロスボーダー・リスク、年金リスクの管理方法について主た

る監視責任を負い、監査委員会は財務および内部統制の運営を監視する。取締役会金融犯罪リスク委員会は、

金融犯罪コンプライアンスに照らしてリスクを監視する。

　各取締役個々の継続的な進展の一環として、当グループの独立非常勤取締役は、すべての委員会で実施され

ている職務および審議事項についての洞察と理解を深める方法として、メンバーではない委員会の会議に出席

することを奨励されている。

　監査委員会

　監査委員会メンバー

予定された会議

N ケラジュ（委員長） 6/6

D P コナー（2016年１月１日任命） N/A

C M ホジソン 6/6

B E グローテ博士 6/6

2015年／2016年に辞任した取締役

R マークランド（2015年５月６日辞任） 2/2

L H チュネル博士（2016年１月31日辞任） 6/6

　2015年の委員会への他の参加者は以下の通り：グループ会長、グループCEO、グループCFO、グループ最高リ

スク責任者、グループ内部監査ヘッド、コンプライアンス・人事・コミュニケーション担当取締役、グループ

相談役、グループ法務・コンプライアンス・ヘッド、グループ秘書役、グループ法定監査人

　予定された委員会の会議の一環として、またはそれに加えて、委員会はメンバーのみの非公開の会議を行っ

ている。
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　当委員会の構成および役割

　当委員会のメンバーは、関連する詳細な経験を有している。取締役会は、クリスティン・ホジソンに最近の

関連する財務上の経験があり、他の委員会メンバーが財務報告および国際的なビジネスについての幅広い経験

および知識を有することに満足している。それぞれの経験の詳細については、上記の「４役員の状況」に記載

されている。当委員会のメンバーは全員、独立している。

　当委員会および、その他の委員会（取締役会リスク委員会、報酬委員会、ブランド・バリュー・行動委員

会、取締役会金融犯罪リスク委員会）との間で、メンバーが重複しているのは、監査委員会および他の取締役

会委員会との連携において、各委員会の権限の間に空白または不必要な重複がないようにするためのメカニズ

ムの１つである。

　当委員会の役割は、取締役会に代わり、当グループの内部財務統制を調査することである。当委員会は、財

務報告に関する問題について監視し、取締役会にアドバイスする責務も負っており、グループ内部監査および

グループの法定監査人KPMGエルエルピーの両者が実施する業務の監視も行っている。

　内部統制の監視

　当委員会は、当グループの事業の統制環境に関する報告を考慮している。

　当委員会は、統制環境の問題、その根本的原因、経営陣の対応と救済活動を議論した。定期的に、グループ

内部監査報告書が当委員会に提出され、あらゆる種類のリスク、事業、カントリー機能についての内部統制シ

ステムに関するグループ内部監査の見解を提供している。さらに、当委員会には、グループ内部監査が監視中

の最も重要な問題、および監査の一環として生じ、当委員会に注意を促す主題利益項目をハイライトした監査

課題マップが提出される。この報告に加え、当委員会には、グループ内部監査報告が提出され、この報告によ

り、当委員会にグループ内部監査報告で言及された重要な分野に関する追加情報が提供される。当報告には、

監査課題マップに含まれた問題に対処するための経営陣の行動が含まれ、年度途中に完了した監査、および当

委員会に対する直近のグループ監査情報報告以降に特定された期限が過ぎた高リスクの問題が要約されてい

る。

　年度途中に、監査課題マップに示されたグループ内部監査が監視している最も重要な問題について、事業お

よび／または地域経営陣が当委員会の会議への参加を要請され、統制環境を強化するため、また信用統制に特

化した内部統制の発見事項に対処するために講じられた措置についての最新情報を提供している。

　内部監査の発見事項を受けた当委員会の要請により、当グループのプライベート・バンクおよびパキスタン

の統制環境に対する具体的に掘り下げた検証が実施された。これに関連し、当委員会は、主要な統制指標に基

づき残存リスクのプロファイルを考慮し、最近の不利なイベントおよびプライベート・バンクとパキスタンの

両方について繰り返されている統制強化プログラムについて協議した。

　監査委員会への報告に加え、グループ内部監査は、取締役会リスク委員会に対し、当委員会の監視の対象で

ある主要なリスク全般についての統制に関するグループ内部監査の評価の要約を提出している。

　当委員会は、当グループの統制環境と発見事項に対する経営陣の反応、ならびに発見事項に対処するために

提案される期限についてのKPMGエルエルピーからの報告も考慮した。

　英国の銀行、建築協会および保険会社の監査委員会の委員長と一緒に、規制当局との交流として、ナギー

ブ・ケラジュはイングランド銀行と会見した。バイロン・グローテもこれらの協議の１つに出席した。さら

に、当委員会の委員長として、ナギーブ・ケラジュはPRAの規制当局団と話をし、PRA、ニューヨーク州金融監
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督局、インド準備銀行と協議の場を持った。クリスティン・ホジソンとラース・チュネル博士と一緒に、ナ

ギーブ・ケラジュは、ニューヨーク連邦準備銀行とも会見した。

　取締役会リスク委員会

取締役会リスク委員会メンバー

　 予定された会議 臨時会議

D P コナー（委員長）
1
（2016年１月１日任命） N/A N/A

O P バット 6/6 1/1

G フェイ・エバンズ、OBE （2015年６月16日任命） 4/4 N/A

N ケラジュ 6/6 1/1

2015年／2016年に辞任した取締役

O H J ストッケン、CBE（2015年２月28日辞任） 2/2 N/A

P D スキナー、CBE（2015年12月31日辞任） 6/6 1/1

L H チュネル博士（2016年１月31日辞任） 6/6 1/1

1.
　デイビット・コナーは2016年１月に委員長に任命された。

　委員会への他の参加者は以下の通り：グループ会長、グループCEO、グループCFO、グループ最高リスク責任

者、グループ内部監査ヘッド、グループ秘書役、グループ財務責任者、グループ法定監査人

　予定された委員会の会議の一環として、またはそれに加えて、委員会はメンバーのみの非公開の会議を行っ

ている。

　当委員会の役割

　当委員会の構成は、銀行業務および銀行業務に影響を及ぼすリスク要因について幅広く深い経験を有するメ

ンバーで構成されるべきであるという当グループの考えを反映している。委員会メンバーの経験の詳細につい

ては、上記の「４役員の状況」に記載されている。

　当委員会は、当グループのリスク機能の有効性、資源、独立性を評価する。当委員会の委員長として、ラー

ス・チュネルは、暫定的なグループ最高リスク責任者および2016年１月25日付でグループ最高リスク責任者と

して当グループに加わったマーク・スミスの両者の任命プロセスに関与した。

　2015年を通じて、取締役会委員会間の空白または不必要な重複への対処として、当委員会および他の委員会

（監査委員会、報酬委員会、ブランド・バリュー・行動委員会および取締役会金融犯罪リスク委員会）との間

でメンバーが重複していた。

　当委員会の役割は、取締役会に代わり、グループ規模のリスクを監視し、リスク管理原則およびリスク許容

度声明を遵守するための全般的な枠組みが有効的に運用されているという保証を取締役会に与えることであ

る。当委員会が所与の種類のリスクの監視について主要な権限を持たないような場合、当委員会はリスクに関
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連する問題について明確な権限を持つ他の取締役会委員会と緊密に連携する。例えば、監査委員会は当グルー

プの内部財務統制を監視し、報酬委員会は報酬に係るリスクを監視し、取締役会金融犯罪リスク委員会は金融

犯罪コンプライアンス問題に係る責任を監視し、ブランド・バリュー・行動委員会は風評リスクを管理するメ

カニズムを監視する。かかる連携により、当委員会は各取締役会委員会で行われている議論について良く知る

ことができ、委員会の委員長同士による緊密な連携により空白がないことと不必要な重複を避けることに役

立っている。

　その責務を実施するにあたって、当委員会は、グループ最高リスク責任者、グループCFO、グループ内部監査

ヘッド、グループ財務責任者の緊密なサポートを受けている。

　ブランド・ バリュー・ 行動委員会

　ブランド・ バリュー・行動委員会のメンバー

予定された会議

J M ウィットブレッド （委員長）
1
（2015年９月１日任命） 2/2

K キャンベル博士 4/5
2

ハン・スン・スー博士、KBE 5/5

C M ホジソン 5/5

2015年／2016年に辞任した取締役

P D スキナー、CBE（2015年12月31日辞任） 5/5

B E グローテ博士（2015年６月16日辞任） 3/3

1.
2016年１月１日付で、ジャスミン・ウィットブレッドが当委員会の委員長に任命された。

2.
カート・キャンベル博士は、医療上の理由により、会議の１つに出席できなかった。

　委員会への他の参加者は以下の通り：グループCEO、副CEO、コンプライアンス・人事・コミュニケーション

担当取締役、グループ秘書役、グループ業務部長

　当委員会の構成および役割

　当委員会のメンバーは、地政学的関係、持続可能性の問題、海外および政府との関係についての重要な経験

と知識を持つ多数の取締役で構成されている。

　ガバナンス・指名委員会

　ガバナンス・指名委員会メンバー

予定された会議 臨時会議

サー・ジョン・ピース（委員長） 4/4
1

3/3
1

C M ホジソン（2015年５月７日任命） 3/3 1/1
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N ケラジュ 4/4 1/3
2

J M ウィットブレッド （2016年１月１日任命） N/A N/A

2015年／2016年に辞任した取締役

R マークランド（2015年６月15日辞任） 1/1 2/2

P D スキナー、CBE（2015年12月31日辞任） 4/4 3/3

L H チュネル博士（2016年１月31日辞任） 3/4
3

3/3

1.
サー・ジョン・ピースは、委員長の後継に関する問題を考慮する会議では委員長を務めなかった。

2.
ナギーブ・ケラジュは、利害衝突の可能性のために、２回の臨時会議に出席しなかった。

3.
ラース・チュネル博士は、事前の約束のために、予定された会議の１つに参加できなかった。

　委員会への他の参加者は以下の通り： グループCEO、コンプライアンス・人事・コミュニケーション担当取

締役、役員能力担当グルーバル・ヘッド、グループ秘書役

当委員会の構成および役割

　当委員会の責務は、取締役会の構造、規模および構成を見直すことであり、それには取締役候補者の特定、

評価、推薦が含まれる。当委員会は、常勤取締役および他の上級取締役の両方に関して、当グループのリー

ダーシップの必要性および後継者計画の審査を続けている。さらに、取締役会に代わり、当委員会は、取締役

会の多様性方針の履行の進捗具合を監視し、当グループの取締役会メンバーが宣言する状況的な利益相反の可

能性を考慮する。当委員会の役割には、取締役会の効率性およびガバナンス問題の監視、ならびにコーポレー

ト・ガバナンスの展開の監視およびベスト・プラクティスの促進が含まれる。

　当年度中に、当グループは、取締役会の幅広い構成の変更を反映して、当委員会のメンバーの多くを変更し

た。2015年５月に、クリスティン・ホジソンは当委員会のメンバーに任命され、報酬委員会の委員長として

ルース・マークランドの後を継いだ。ナギーブ・ケラジュが上級独立取締役（以下「SID」という。）として任

命された後、2015年６月15日付で、ルース・マークランドは当委員会を退任した。2016年１月１日付で、ポー

ル・スキナーに代わり、ジャスミン・ウィットブレッドがブランド・ バリュー・行動委員会に任命され、同日

付でブランド・ バリュー・行動委員会の委員長に任命された。2016年１月31日付で、ラース・チュネルは当委

員会および取締役会を退任した。

取締役会金融犯罪リスク委員会

取締役会金融犯罪リスク委員会メンバー

予定された会議

S J ロウス（委員長） 4/4

D P コナー（2016年１月１日任命） N/A

C M ホジソン 4/4

N ケラジュ 4/4

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

163/616



2015年／2016年に辞任した取締役

R マークランド（2015年12月31日辞任） 4/4

L H チュネル博士（2016年１月31日辞任） 1/4
1

外部のアドバイザー・メンバー

L カンポス 4/4

邱文晖 4/4

サー・イアン・ロッバン 3/3

F タウンゼント 3/4
2

1.
ラース・チュネル博士は、事前の約束のために、予定された会議の３つに参加できなかった。

2.
フランシス・タウンゼントは、事前の約束のために、予定された会議の１つに参加できなかった。

委員会への他の参加者は以下の通り：グループ会長、グループCEO、グループ秘書役、グループ相談役、コンプ

ライアンス・人事・コミュニケーション担当取締役、金融犯罪コンプライアンスのグローバル・ヘッド

　予定された委員会の会議の一環として、またはそれに加えて、委員会はメンバーのみの非公開の会議を行っ

ている。

当委員会の構成

　当委員会は、2015年１月１日に設立された。

　当委員会の委員長はサイモン・ロウスであり、監査委員会、取締役会リスク委員会、報酬委員会の委員長が

含まれる。

　さらに、当委員会には、当グループの取締役でも従業員でもないが、当委員会に関連する能力を持ち、その

専門的な情報に価値のある外部のアドバイザー４人が加わっている。この４人の外部アドバイザーは、当委員

会の業務をサポートし、価値のある外部の見解を提供するために任命された。外部アドバイザーの経歴は以下

の通りである。

　サー・イアン・ロッバン、KCMG CB

　サー・イアン・ロッバンは、2008年半ばから2014年末まで、英国保安情報機構である政府通信本部（以下

「GCHQ」という。）の取締役であった。取締役の地位を引き受ける前は、2004年から2008年にかけて、サー・

イアン・ロッバンはGCHQの運営事務局長を務めていた。サー・イアン・ロッバンは、テロ対策、サイバー・セ

キュリティ、重大犯罪の予防と発見を専門としている。彼は13年間にわたりGCHQ取締役会のメンバーであり、

その半分を委員長として務めた。GCHQでの任務期間中に、彼はコーポレート・リスク、コンプライアンス、倫

理に関する厳格な統括システムを築いた。

　ラザロ・カンポス

　ラザロ・カンポスは、2007年４月から2012年７月まで、金融取引に関する安全な情報交換のための会員制の

グローバルな協同組合である、国際銀行間金融通信協会（以下「SWIFT」という。）のCEOだった。それ以前

は、2003年から2007年まで、彼はSWIFTの銀行部門を運営していた。現在、ラザロ・カンポスは、ミーカード・
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リミテッド（銀行口座データに基づき電子的信用とオンラインでの本人確認を提供する新規企業）の独立非常

勤取締役、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の顧問、アラブ通貨基金のアラブ地域支払システム（以下「ARPS」とい

う。）の顧問を務めている。

　邱文晖

　邱文晖は、2008年から2012年までインターポール長官を務め、2012年から2014年まで、違法な物品と偽造の

世界的な不法行為に対処するインターポールの運営委員会の委員長であった。彼は、1997年から2010年までシ

ンガポール警察長官であり、現在は、インターポール顧問、シンガポール内務省の上級研究員、テマセク財団

の非常勤取締役、シンガポール・カジノ規制当局の非常勤取締役である。

　フランシス・フラゴス・タウンゼント

　フランシス・タウンゼントは、2008年まで米国のジョージW.ブッシュ大統領のもとで、国土安全保障および

対テロ担当大統領補佐官を務めていた。彼女は現在、マクアンドリューズ&フォーブス（投資持株会社）の国際

情勢に関する執行副社長、フリーポート・マクモラン、サイエンティフィック・ゲームズ、ウェスタンユニオ

ンの独立非常勤取締役である。

　取締役報酬報告

　事業の背景

　2015年中に、当グループは、持続可能な成長と改善したリターンが提供できる位置づけを視野に入れて、そ

の戦略、構造、リーダーシップに対する包括的な変更を発表した。

　2015年は、事業成績の主要な財務指標に関しては得るものが少なく、また配当カットと平行して株価も大幅

に低下した。この業績が、今年度の当委員会の意思決定に重大な影響を及ぼしている。

　主要な財務指標

指標 2015年 2014年 増減

営業収益（百万米ドル） 15,439 18,236 (15.3)%

基調的税引前当期純利益（百万米ドル） 834 5,195 (83.9)%

普通株式等Tier１資本比率（％） 12.6 10.7 190 bps

１株当たり利益（セント） (6.6) 138.9 (104.8)%

基調的リスク加重資産利益率（％） 0.3 1.9 (84)%

株主資本利益率（％） (0.4) 7.8 (105.1)%

　当委員会は、2015年の報酬結果を議論する際により幅広い背景の一部として他の要因も考慮した。それに

は、以下が含まれる。

- 当グループの97％以上の従業員が英国以外を拠点としていることを鑑みて、報酬に対してグローバルな手

法を取ること
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- 労働市場の多くが、賃金インフレ圧力により、引き続き上昇していること。2016年のインフレ予測は平均

してアフリカで６％、中東で５％を超える。

- 2015年の任意減少率は16.7％で、2014年の15.1％から上昇

- 新しい戦略を提供するために従業員に報酬とインセンティブを与えることの重要性（2015年11月に発表）

2015年のグループ業績と報酬

当グループの業績に照らして、当委員会は、2015年の裁量的年次インセンティブを、2014年比22％減の855百万

米ドルとすべきであると決定した。2011年以降、年次インセンティブは、41％減少した。当委員会は、新戦略

を提供するために当グループにとどまっているこれらの従業員に報酬と動機を与えるために、この水準の年次

インセンティブが必要であると判断している。

当委員会は、2015年の業績に関して、トップの上位経営陣に年次インセンティブを与えることは適切ではない

という結論を出した。しかし、戦略を実行し、持続可能な株主価値を創出するためのインセンティブは、当計

画の達成の鍵である。2015年の長期インセンティブ報酬価値は、2016年から2018年にかけてのグループの業績

によって決定される。インセンティブ報酬は、事業再編の一環として2015年に当グループを辞職した個人

（2015年に９ヶ月以上勤務した）にも付与される。この報酬は合計45百万米ドルである。

新しく提案される取締役の報酬方針

当グループは、2016年５月の年次株主総会において、新しい取締役の報酬方針を株主に提案する意向である。

当取締役報酬報告に記載され、下記で要約されている当方針は、以下を考慮して策定された。

- インセンティブの取り決めを簡略化し、より明確で透明な報酬方針を策定する狙い

- 最近の会社の変化と新しい事業戦略

- 報酬体系を、新戦略の提供と株主還元の改善に一致させるという当委員会の目的

- 長期業績をより重視した簡素で明確な報酬方針に対する株主の選考、および規制当局の立場が明確になっ

た場合に新方針へこの選考を反映させるという株主に対する当グループの約束

- 規制上の進展。特にPRAが2015年６月に発表した、報酬付与後３年から７年にわたり比例配分より早く権利

が確定する変動報酬について特定の割合を求める新しい要件。さらに、2015年の終わりにEBAが発行した

報酬ガイドライン（株式報酬の運用についてさらに規定が盛り込まれている）

- 上記に照らして、当委員会は、以下の特徴を有する新報酬方針を提案することが適切であると判断した。

- 短期と長期の業績に明確にリンクしたより簡略な報酬構造を設定するために、長期インセンティブ制度報

酬（以下「LTIP」という。）と併せた、別の年次インセンティブ報酬変動報酬機会の60％以上を、延長し

た長期業績尺度の対象とする

- 新事業戦略を重視した年次インセンティブとLTIPの業績基準

- 報酬繰延期間を３年から７年に延長

2015年の取締役報酬

　2015年の当グループの業績に照らして、常勤取締役全員の2015年の年次インセンティブはゼロとすることが

決定された。これは、変動報酬の決定に適用される特定の業績基準およびより広いグループの業績を考慮して

決定された。
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　さらに、業績基準を満たすことができなかったために、2013年に常勤取締役に付与された全LTIP報酬は、全

額が失効した。

　当グループの2016年５月の年次株主総会で新報酬方針を株主が承認することを条件として、LTIP報酬が株式

（付与時点での固定報酬の200％の額面）で、ビル・ウィンターズとアンディ・ハルフォードに付与されること

になる。この報酬は、３年間かけて測定される延長された長期業績基準を満たすことを条件とする。これらの

業績基準は、株主資本利益率（以下「RoE」という。）基準（CET１を根拠として）、相対的合計株主還元（以

下「TSR」という。）基準、および新戦略と一致した他の基準で構成される。業績基準が達成された場合、株式

は2019年から2023年にかけて権利が確定する。

取締役会の変更

　当委員会は、当年度中に取締役に加わり、また辞職した多くの取締役の報酬を考慮した。それには常勤取締

役を辞職したピーター・サンズ、ジャスパル・ビンドラ、V・シャンカール、および2015年６月にグループ最高

経営責任者としてとして取締役会に加わったビル・ウィンターズが含まれる。

　こうした新規参加者と辞職者との取り決めは、採用・辞職に関する承認済みの取締役報酬方針の枠組みに

従って取り扱われる。

　2016年１月７日、マイク・リースが2016年４月30日付で退職することが発表された。英国報告規則に従い、

辞職に係る関連報酬の取り決めは、2016年１月７日のロンドン証券取引所での発表で設定される。

　ビル・ウィンターズの報酬の取り決めの一環として、当委員会は、早期退職割増報酬を承認した。これはビ

ル・ウィンターズが前職からの加入により株式利益を喪失したために、これを賠償するものである。早期退職

割増報酬は、付与日現在（2015年９月22日）で9.93百万米ドルの価値のある当グループの株式の形式で付与さ

れる。これは喪失した株式利益価値よりも大幅に少ない。

　常勤取締役の変更に加え、2015年中にルース・マークランドとポール・スキナーが当委員会を退任し、バイ

ロン・グローテ、ナギーブ・ケラジュ、ジャスミン・ウィットブレッドが加わった。

結論

　当委員会は、常勤取締役に関して2015年の年次インセンティブをゼロとすることにし、それと一緒に改善さ

れた将来の業績の達成に関して報酬を付与される新しい常勤取締役チームに対する機会も設けた。業績に関す

る報酬の重視は、提案されている取締役報酬方針の構築にとっても重要である。新取締役報酬方針について

は、当委員会は2016年５月の当グループの年次株主総会での株主の承認を求めている。

　当取締役報酬報告は、当委員会が作成し、取締役会によって承認された。

報酬委員会

報酬委員会メンバー、出席および出席者

　下表は、当年度中の委員会会議の出席を示している。

予定された会議 臨時会議

C M ホジソン（委員長） 5/5 3/3

L チェン博士 3/3
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J ウィットブレッド （2015年６月16日任命） 3/3 N/A

B E グローテ博士（2015年６月16日任命） 3/3 N/A

N ケラジュ（2015年11月１日任命） N/A

2015年に辞任した取締役

R マークランド 3/3

P D スキナー、CBE 3/3

　委員会への他の参加者は以下の通り： グループCEO、コンプライアンス・人事担当取締役、パフォーマン

ス・報酬・行動のグローバル・ヘッド、グループ秘書役、グループCFO、グループ最高リスク責任者、グループ

相談役

　当委員会は、役員報酬の提案に係る常勤取締役または上級経営陣からの見解を受け取った際に、利害の衝突

を認識して管理している。自身の報酬の決定に関与している取締役はいない。

　当委員会は、その考察において、プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー（以下「PwC」とい

う。）の支援を受けている。PwCは、アドバイザー候補をレビューした後、2013年11月に報酬アドバイザーとし

て当委員会により任命された。３年から４年毎に、アドバイザー候補を精査することが当委員会の慣例であ

る。PwCの任命は当初、当委員会により2014年９月まで延長され、受けたアドバイスの品質をレビューした後、

直近では、2016年１月に2017年７月まで延長されている。

　PwCは、英国での報酬コンサルティングに関係して任意の行動規範に署名している。PwCは、通常の事業過程

において当グループに対して専門サービス（アシュアランス、アドバイザリー、税金アドバイスなど）も提供

しており、当委員会は、当委員会が受け取ったアドバイスが客観的で独立したものであることに満足してい

る。報酬問題に係る当委員会へのアドバイザーとしてのPwCの役割に照らして、当委員会はその地位を考慮し、

利害の衝突がないか、衝突が発生するおそれがないと判断した。PwCに支払われた報酬は、344,002米ドルであ

り、これは合意された日当基準で請求されている。この報酬は、常勤取締役の報酬に関する当委員会へのアド

バイスを対象としている。

　当委員会に対する経営陣のアドバイスは以下によって支援されている。

　- 当グループの株式制度の設計と運営、常勤取締役の契約に関する問題、独立非常勤取締役の任命書に関す

るアドバイス、およびクリフォード・チャンス・エルエルピーによる報酬方針のアドバイス

　- タワーズ・ワトソンによる市場データの提供

　委員会の役割および重点

　当委員会は、スタンダード・チャータードの従業員の全ての報酬方針の監督をするものである。当委員会

は、あらゆる報酬に関する決定に係る原則および運営方針を設定することについて責任を持つ。

　とりわけ当委員会は下記のことを行う。

　- グループ会長、グループ最高経営責任者、常勤取締役、その他の指定された上級幹部に係る報酬の枠組み

や幅広い方針を決定し、かつ取締役会と合意する。

　- 新たな雇用人員への高水準の報酬体系の付与の提案を承認する。
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　- 重要なリスクを取る人の報酬を監視する。

　- 報酬方針が、効果的なリスク管理に適した、またはそれに沿ったものであることを確実にする。

　- 毎年、当グループの変動報酬を承認する。

(２)【監査報酬の内容等】

　①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　監査報酬は、その他の一般管理費に含まれている。当グループは、主要な監査人であるケーピーエムジー・

エルエルピーとその関連会社（以下、総称して「KPMG」という。）に対して、下記の手数料を支払った。

　 2015年

百万米

ドル

2014年

百万米

ドル

当グループの法定監査のための監査手数料：

　当年度の手数料 3.9 3.9

当グループに提供されたその他のサービスのためにKPMGに支払われた手数料：

　スタンダード・チャータード・ピーエルシーの子会社の法定監査

　　当年度の手数料 10.9 10.8

監査および監査関連手数料の合計

その他の法定サービス

税務サービス

企業融資取引に係るサービス

その他すべてのサービス

14.8

5.4

0.4

2.1

0.9

14.7

3.1

0.5

-

0.5

支払い手数料の合計 23.6 18.8

②【その他重要な報酬の内容】

上記①参照。

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

上記①参照。

　④【監査報酬の決定方針】

　2015年に、当グループは、KPMGから受けた監査以外のサービスで8.8百万米ドルを支払った。
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　監査以外のサービスに関する監査人への報酬に係る当グループの方針（以下「当方針」という。）は、当グ

ループの知識および経験で効果的かつ効率的な解決を行うことが必要とされているか、または規制上の要件に

より会計事務所の利用が必要な場合に、品質およびコストの点で他に手段がないという証拠がある場合に限り

監査人を利用すべきである旨を明確に述べている。当方針には、監査委員会の事前の承認が必要となる基準が

明確に定められている。

　「第６－１財務書類－財務諸表注記　８」はKPMGにより提供される監査以外のサービスの種類について説明

している。
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第６【経理の状況】

概論

a.　 本書記載の当グループの財務書類（以下「和文の財務書類」という。）は、英国で公表された2015年12月

31日に終了した事業年度の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）を翻訳したものである。

原文の財務書類は、当グループおよび当社の監査済財務書類からなる。当グループおよび当社の財務書類

は、欧州連合（以下「EU」という。）によって承認されている国際財務報告基準（以下「IFRS」とい

う。）およびIFRS解釈指針委員会（以下「IFRIC」という。）解釈指針に準拠して作成されている。

当グループおよび当社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第１項の規定が適用されている。

b.　 なお、EU承認のIFRSと日本との会計処理の原則および手続ならびに表示方法の相違点については、下記

「４ EU承認のIFRSと日本の会計原則との相違」に記載されている。

c.　 原文の財務書類は、英国における独立監査人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第

103号）第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー オーディッ

ト・エルエルピーの監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査

証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。

d.　 和文の財務書類には、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記さ

れている。日本円への換算には、当社が取得した、2016年４月13日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧

客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝108.67円の為替レートが使用されている。日本円に換算された金

額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。また、本項において記載されている

米ドルの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するもの

ではない。

e.　 日本円への換算および下記「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ EU承認のIFRSと日本の会計原

則との相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、上記c.の監査の対象になっていない。

f.　 和文の財務書類と原文の財務書類に齟齬がある場合には英語原文が優先される。
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１【財務書類】

（１）連結損益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

受取利息 3 14,613 1,587,995 16,984 1,845,651

支払利息 4 (5,206) (565,736) (5,981) (649,955)

正味受取利息 9,407 1,022,259 11,003 1,195,696

手数料およびコミッション収益 5 4,088 444,243 4,651 505,424

手数料およびコミッション費用 5 (481) (52,270) (472) (51,292)

正味トレーディング収益 6 912 99,107 1,896 206,038

その他営業収益 7 1,363 148,117 1,256 136,490

非利息収益 5,882 639,197 7,331 796,660

営業収益 15,289 1,661,456 18,334 1,992,356

人件費 8 (7,119) (773,622) (6,788) (737,652)

土地建物費用 8 (831) (90,305) (910) (98,890)

一般管理費 8 (2,559) (278,087) (2,708) (294,278)

減価償却および償却 9 (664) (72,157) (639) (69,440)

営業費用 (11,173) (1,214,170) (11,045) (1,200,260)

減損損失控除前税引前営業利益 4,116 447,286 7,289 792,096

貸付金減損損失およびその他の信用リスク引当金 10 (4,976) (540,742) (2,141) (232,662)

その他の減損

のれん 11 (488) (53,031) (758) (82,372)

その他 11 (367) (39,882) (403) (43,794)

関連会社およびジョイント・ベンチャーからの利益 23 192 20,865 248 26,950

税引前当期純利益／（損失） (1,523) (165,504) 4,235 460,217

法人税費用 12 (673) (73,135) (1,530) (166,265)

当期純利益／（損失） (2,196) (238,639) 2,705 293,952

以下に帰属する利益／（損失）：

非支配持分 34 (2) (217) 92 9,998

親会社株主 (2,194) (238,422) 2,613 283,955

当期純利益／（損失） (2,196) (238,639) 2,705 293,952

米ドル

（セント） 円

米ドル

（セント） 円

１株当たり利益：

基本普通株式１株当たり利益／（損失） 14 (91.9) (9,987) 97.3
1

10,574
1

希薄化後普通株式１株当たり利益／（損失） 14 (91.9) (9,987) 96.7
1

10,508
1
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1 IAS第33号「1株当たり利益」で要求される１株当たりの金額の過年度における修正再表示と同様に2015年のライツ・イ

シューに含まれているボーナス部分の影響につき修正再表示されている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。
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（２）連結包括利益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

当期純（損失）／利益 (2,196) (238,639) 2,705 293,952

その他包括（損失）／利益

損益計算書へ振替えられない項目

　退職給付債務に係る数理計算上の損失 32 (57) (6,194) (61) (6,629)

損益計算書へ振替えられる可能性がある項目 　

　在外営業活動体に関する換算差額 　

資本に計上される純損失 (2,003) (217,666) (1,090) (118,450)

純投資ヘッジに係る純利益 90 9,780 20 2,173

　関連会社およびジョイント・ベンチャーにおけるそ

の他包括利益の持分
23 - - 17 1,847

　売却可能投資： 　

資本に計上される正味評価（損）／益 (57) (6,194) 479 52,053

損益計算書への振替額 (328) (35,644) (423) (45,967)

　キャッシュフロー・ヘッジ： 　

資本に計上される純損失 (71) (7,716) (116) (12,606)

損益計算書への振替額 17 107 11,628 13 1,413

　その他包括（損失）／利益の構成要素に関する税金 12 25 2,717 (22) (2,391)

当期その他包括利益（税引後） (2,294) (249,289) (1,183) (128,557)

当期包括（損失）／利益合計 (4,490) (487,928) 1,522 165,396

以下に帰属する包括（損失）／利益合計：

非支配持分 34 (40) (4,347) 63 6,846

親会社株主 (4,450) (483,582) 1,459 158,550

(4,490) (487,928) 1,522 165,396

（３）連結貸借対照表

12月31日現在

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

資産

現金および中央銀行預け金 15,37 65,312 7,097,455 97,282 10,571,635

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融資産
15,16 23,401 2,542,987 32,623 3,545,141

デリバティブ金融商品 15,17 63,143 6,861,750 65,834 7,154,181

銀行に対する貸付金 15,18 64,494 7,008,563 83,890 9,116,326

顧客に対する貸付金 15,19 257,356 27,966,877 284,695 30,937,806

投資有価証券 15,21 114,767 12,471,730 104,238 11,327,543

その他資産 15,22 34,601 3,760,091 38,689 4,204,334

当期税金資産 388 42,164 362 39,339

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

174/616



前払費用および未収収益 2,174 236,249 2,647 287,649

関連会社およびジョイント・ベンチャーに

おける持分
23 1,937 210,494 1,962 213,211

のれんおよび無形資産 25 4,642 504,446 5,190 563,997

有形固定資産 26 7,209 783,402 7,984 867,621

繰延税金資産 27 1,059 115,082 518 56,291

資産合計 640,483 69,601,288 725,914 78,885,074

負債

銀行からの預金 15 37,611 4,087,187 54,391 5,910,670

顧客勘定 15 350,633 38,103,288 405,353 44,049,711

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融負債
15,16 20,872 2,268,160 22,390 2,433,121

デリバティブ金融商品 15,17 61,939 6,730,911 63,313 6,880,224

発行済負債証券 15,28 59,880 6,507,160 71,951 7,818,915

その他負債 15,29 32,011 3,478,635 31,237
1

3,394,525
1

当期未払税金 769 83,567 891 96,825

未払費用および繰延収益 5,451 592,360 5,915 642,783

劣後負債およびその他の借入金 15,30 21,852 2,374,657 22,947 2,493,650

繰延税金負債 27 293 31,840 246 26,733

負債および費用に関する引当金 31 215 23,364 129
1

14,018
1

退職給付債務 32 445 48,358 413 44,881

負債合計 591,971 64,329,489 679,176 73,806,056

資本

株式資本 33 1,639 178,110 1,236 134,316

資本剰余金 5,449 592,143 5,482 595,729

その他の準備金 12,182 1,323,818 9,690 1,053,012

利益剰余金 26,934 2,926,918 30,024 3,262,708

親会社株主資本合計 46,204 5,020,989 46,432 5,045,765

その他持分商品 33 1,987 215,927 - -

非支配持分を除く資本合計 48,191 5,236,916 46,432 5,045,765

非支配持分 34 321 34,883 306 33,253

資本合計 48,512 5,271,799 46,738 5,079,018

資本および負債合計 640,483 69,601,288 725,914 78,885,074

1 修正再表示されている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。

本財務諸表は、2016年２月23日に取締役会により承認および公表の許可がなされ、以下の代表者により署名された。
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ジョン・ピース卿 ビル・ウインターズ アンディ・ハルフォード

会長 グループ最高経営責任者 グループ最高財務執行役員
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（４）連結株主資本変動計算書

2015年12月31日に終了した事業年度

株式資本

および

資本剰余金

勘定

その他

持分商品

資本

および

資本償還

準備金
1

合併

差益

準備金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・

フロー・

ヘッジ

準備金

為替

換算

準備金

利益

剰余金

親会社

株主

資本

非支配

持分 合計

百万米ドル

2014年１月１日

現在
6,707 － 18 12,421 446 15 (2,106) 28,745 46,246 595 46,841

当期純利益 － － － － － － － 2,613 2,613 92 2,705

その他包括利

益/（損失）
－ － － － 10 (72) (1,042) (50)

2 (1,154) (29) (1,183)

分配金 － － － － － － － － － (60) (60)

発行済株式（発

行費用控除

後）

11 － － － － － － － 11 － 11

正味自己株式調

整
－ － － － － － － (93) (93) － (93)

株式オプション

費用（税引

後）

－ － － － － － － 247 247 － 247

配当金（スク

リップ配当控

除後）

－ － － － － － － (1,451) (1,451) － (1,451)

その他の増加/

（減少）
３

－ － － － － － － 13 13 (292) (279)

2014年12月31日

現在
6,718 － 18 12,421 456 (57) (3,148) 30,024 46,432 306 46,738

当期純損失 － － － － － － － (2,194) (2,194) (2) (2,196)

その他包括（損

失）/利益
－ － － － (324) 11 (1,878) (65)

2 (2,256) (38) (2,294)

分配金 － － － － － － － － － (26) (26)

発行済株式（発

行費用控除

後）

370 － － 4,683 － － － － 5,053 － 5,053

発行済その他持

分商品（発行

費用控除後）

－ 1,987 － － － － － － 1,987 － 1,987

正味自己株式調

整
－ － － － － － － (58) (58) － (58)

株式オプション

費用（税引

後）

－ － － － － － － 148 148 － 148

配当金（スク

リップ配当控

除後）

－ － － － － － － (921) (921) － (921)

その他の増加
4 － － － － － － － － － 81 81

2015年12月31日

　現在
7,088 1,987 18 17,104 132 (46) (5,026) 26,934 48,191 321 48,512

1 ５百万米ドルの資本準備金および13百万米ドルの資本償還準備金が含まれている。

2 67百万米ドルの数理計算上の損失（税金および非支配持分控除後）（2014年：47百万米ドル）より構成される。
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3 スタンダード・チャータード・バンク・コリア・リミテッドにより発行されたハイブリッドTier1証券（300百万米ド

ル、金利7.267％）の償還。

4 当グループの子会社のうちの一社における非支配持分からの追加投資。

注記33には各準備金についての説明が含まれている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。

2015年12月31日に終了した事業年度

株式資本

および

資本剰余

金勘定

その他

持分商品

資本

および

資本償

還

準備金
1

合併

差益

準備金

売却可能

公正価値

準備金

キャッ

シュ・

フロー・

ヘッジ

準備金

為替

換算

準備金

利益

剰余金

親会社

株主

資本

非支配

持分 合計

百万円

2014年１月１

日

現在

728,850 － 1,956 1,349,790 48,467 1,630 (228,859) 3,123,719 5,025,553 64,659 5,090,211

当期純利益 － － － － － － － 283,955 283,955 9,998 293,952

その他包括利

益/（損失）
－ － － － 1,087 (7,824) (113,234) (5,434)

2 (125,405) (3,151) (128,557)

分配金 － － － － － － － － － (6,520) (6,520)

発行済株式

（発行費用

控除後）

1,195 － － － － － － － 1,195 － 1,195

正味自己株式

調整
－ － － － － － － (10,106) (10,106) － (10,106)

株式オプショ

ン費用（税

引後）

－ － － － － － － 26,841 26,841 － 26,841

配当金（スク

リップ配当

控除後）

－ － － － － － － (157,680) (157,680) － (157,680)

その他の増加/

（減少）
３

－ － － － － － － 1,413 1,413 (31,732) (30,319)

2014年12月31

日

現在

730,045 － 1,956 1,349,790 49,554 (6,194) (342,093) 3,262,708 5,045,765 33,253 5,079,018

当期純利益 － － － － － － － (238,422) (238,422) (217) (238,639)

その他包括

（損失）/利

益

－ － － － (35,209) 1,195 (204,082) (7,064)
2 (245,160) (4,129) (249,289)

分配金 － － － － － － － － － (2,825) (2,825)

発行済株式

（発行費用

控除後）

40,208 － － 508,902 － － － － 549,110 － 549,110

発行済その他

持分商品

（発行費用

控除後）

－ 215,927 － － － － － － 215,927 － 215,927

正味自己株式

調整
－ － － － － － － (6,303) (6,303) － (6,303)

株式オプショ

ン費用（税

引後）

－ － － － － － － 16,083 16,083 － 16,083
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配当金（スク

リップ配当

控除後）

－ － － － － － － (100,085) (100,085) － (100,085)

その他の増加
4 － － － － － － － － － 8,802 8,802

2015年12月31

日

　現在

770,253 215,927 1,956 1,858,692 14,344 (4,999) (546,175) 2,926,918 5,236,916 34,883 5,271,799

1 543百円の資本準備金および1,413百万円の資本償還準備金が含まれている。

2 7,281百万円の数理計算上の損失（税金および非支配持分控除後）（2014年：5,107百万円）より構成される。

3.スタンダード・チャータード・バンク・コリア・リミテッドにより発行されたハイブリッドTier1証券（32,601百万

円、金利7.267％）の償還。

4 当グループの子会社のうちの一社における非支配持分からの追加投資。

注記33には各準備金についての説明が含まれている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成

するものである。

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

179/616



（５）連結キャッシュ・フロー計算書

当グループ

12月31日に終了した事業年度

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純（損失）／利益 (1,523) (165,504) 4,235 460,217

損益計算書に含まれる非現金項目およびその

他の調整
36 6,949 755,148 4,470 485,755

営業資産の変動 36 36,812 4,000,360 (13,657) (1,484,106)

営業負債の変動 36 (70,244) (7,633,415) 59,321 6,446,413

確定給付制度に対する拠出 32 (109) (11,845) (98) (10,650)

英国および外国税の支払 (1,285) (139,641) (1,708) (185,608)

営業活動（に使用した）／から生じた純資金 (29,400) (3,194,898) 52,563 5,712,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入 26 (130) (14,127) (189) (20,539)

有形固定資産の処分 109 11,845 67 7,281

子会社、関連会社およびジョイント・ベン

チャーへの投資の取得（取得現金控除後）
23 ― ― (64) (6,955)

子会社の処分 667 72,483 ― ―

投資有価証券の購入 (209,519) (22,768,430) (196,054) (21,305,188)

投資有価証券の売却および満期 195,457 21,240,312 192,055 20,870,617

関連会社およびジョイント・ベンチャーより

受領した配当金
23 12 1,304 13 1,413

投資活動に使用した純資金 (13,404) (1,456,613) (4,172) (453,371)

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通および優先株式資本の発行（発行費用控

除後）
5,053 549,110 11 1,195

その他Tier１資本の発行（発行費用控除後） 33 1,987 215,927 ― ―

自己株式の購入 (68) (7,390) (110) (11,954)

ESOPを通じた株式オプションの行使 10 1,087 17 1,847

劣後負債に関して支払われた利息 (1,082) (117,581) (1,090) (118,450)

劣後負債の発行による総収入 ― ― 4,684 509,010

劣後負債の返済 (5) (543) (2,114) (229,728)

非支配持分からの投資／（への返済） 82 8,911 (298) (32,384)

優先債に関して支払われた利息 (584) (63,463) (740) (80,416)

優先債の発行による総収入 5,388 585,514 6,579 714,940

優先債の返済 (6,947) (754,930) (6,408) (696,357)

非支配持分、その他Tier1資本証券および優先

株主に支払われた配当金
(192) (20,865) (161) (17,496)

普通株主に支払われた配当金（スクリップ配

当控除後）
(755) (82,046) (1,350) (146,705)
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財務活動から生じた／(に使用した)純資金 2,887 313,730 (980) (106,497)

現金および現金同等物の正味（減少）／増加 (39,917) (4,337,780) 47,411 5,152,153

現金および現金同等物―期首現在 129,870 14,112,973 84,156 9,145,233

現金および現金同等物に関する為替変動の影

響
(1,525) (165,722) (1,697) (184,413)

現金および現金同等物―期末現在 37 88,428 9,609,471 129,870 14,112,973

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。

当社

12月31日に終了した事業年度

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純（損失）／利益 883 95,956 1,483 161,158

損益計算書に含まれる非現金項目およびその他

の調整
36 (246) (26,733) (747) (81,176)

営業資産の変動 36 209 22,712 89 9,672

営業負債の変動 36 (57) (6,194) 265 28,798

確定給付制度に対する拠出 32 - － － －

英国および外国税の支払 (23) (2,499) － －

営業活動（に使用した）／から生じた純資金 766 83,241 1,090 118,450

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　

有形固定資産の購入 26 － － － －

有形固定資産の処分 － － － －

子会社、関連会社およびジョイント・ベン

チャーへの投資の取得（取得現金控除後）
23 (3,500) (380,345) (4,759) (517,161)

子会社の処分 － － － －

投資有価証券の購入 － － (3,698) (401,862)

投資有価証券の売却および満期 － － 1,801 195,715

関連会社およびジョイント・ベンチャーより受

領した配当金
23 973 105,736 1,494 162,353

投資活動に使用した純資金 (2,527) (274,609) (5,162) (560,955)

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通および優先株式資本の発行（発行費用控除

後）
5,053 549,110 11 1,195

その他Tier１資本の発行（発行費用控除後） 33 1,987 215,927 － －

自己株式の購入 (68) (7,390) (110) (11,954)

ESOPを通じた株式オプションの行使 10 1,087 17 1,847

劣後負債に関して支払われた利息 (606) (65,854) (434) (47,163)

劣後負債の発行による総収入 － － 4,684 509,010

劣後負債の返済 － － － －
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非支配持分からの投資／（への返済） － － － －

優先債に関して支払われた利息 (460) (49,988) (605) (65,745)

優先債の発行による総収入 4,248 461,630 5,048 548,566

優先債の返済 (4,548) (494,231) (4,063) (441,526)

非支配持分、追加的Tier1資本証券および優先株

主に支払われた配当金
(166) (18,039) (101) (10,976)

普通株主に支払われた配当金（スクリップ配当

控除後）
(755) (82,046) (1,350) (146,705)

財務活動から生じた／（に使用した）純資金 4,695 510,206 3,097 336,551

現金および現金同等物の正味（減少）／増加 2,934 318,838 (975) (105,953)

現金および現金同等物―期首現在 17,583 1,910,745 18,558 2,016,698

現金および現金同等物に関する為替変動の影響 － － － －

現金および現金同等物―期末現在 37 20,517 2,229,582 17,583 1,910,745

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。
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（６）当社貸借対照表

12月31日現在

注記 2015年 2014年

百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円

非流動資産

子会社への投資 23 28,381 3,084,163 24,881 2,703,818

流動資産

デリバティブ金融商品 43,45 639 69,440 865 94,000

投資有価証券 45 12,309 1,337,619 12,309 1,337,619

子会社に対する債権 45 20,517 2,229,582 17,583 1,910,745

33,465 3,636,642 30,757 3,342,363

流動負債

デリバティブ金融商品 43,45 1,438 156,267 477 51,836

その他債務 387 42,055 407 44,229

未払法人税 23 2,499 50 5,434

繰延収益 － － 18 1,956

1,848 200,822 952 103,454

正味流動資産 31,617 3,435,819 29,805 3,238,909

資産合計（流動負債控除後） 59,998 6,519,983 54,686 5,942,728

非流動負債

発行済負債証券 45 17,293 1,879,230 18,638 2,025,391

劣後負債およびその他の借入金 30,45 13,736 1,492,691 14,177 1,540,615

31,029 3,371,921 32,815 3,566,006

資産合計（負債控除後） 28,969 3,148,061 21,871 2,376,722

資本 　 　

株式資本 33 1,639 178,110 1,236 134,316

資本剰余金 5,449 592,143 5,482 595,729

その他の準備金 17,122 1,860,648 12,439 1,351,746

利益剰余金 2,772 301,233 2,714 294,930

株主資本合計 26,982 2,932,134 21,871 2,376,722

その他持分商品 33 1,987 215,927 ― ―

資本合計 28,969 3,148,061 21,871 2,376,722

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。

本財務諸表は、2016年２月23日に取締役会により承認および公表の許可がなされ、以下の代表者により署名された。

ジョン・ピース卿 ビル・ウィンターズ アンディ・ハルフォード

会長 グループ最高経営責任者 グループ最高財務執行役員
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（７）当社株主資本変動計算書

2015年12月31日に終了した事業年度

株式資本

および資本

剰余金勘定

その他

持分商品

資本および

資本償還

準備金
1

合併差益

準備金 利益剰余金 合計

百万米ドル

2014年１月１日現在 6,707 － 18 12,421 2,528 21,674

当期純利益 － － － － 1,482 1,482

発行済株式（発行費用控除後） 11 － － － － 11

正味自己株式調整 － － － － (93) (93)

株式オプション費用 － － － － 248 248

配当金（スクリップ配当控除後） － － － － (1,451) (1,451)

2014年12月31日現在 6,718 － 18 12,421 2,714 21,871

当期純利益 － － － － 883 883

発行済株式（発行費用控除後） 370 － － 4,683 － 5,053

発行済その他持分商品（発行費用控

除後）
－ 1,987 － － － 1,987

正味自己株式調整 － － － － (58) (58)

株式オプション費用 － － － － 154 154

配当金（スクリップ配当控除後） － － － － (921) (921)

2015年12月31日現在 7,088 1,987 18 17,104 2,772 28,969

1 ５百万米ドルの資本準備金および13百万米ドルの資本償還準備金が含まれている。

注記33に各準備金についての説明が含まれている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。
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2015年12月31日に終了した事業年度

株式資本

および資本

剰余金勘定

その他

持分商品

資本および資本

償還準備金
1

合併差益

準備金 利益剰余金 合計

百万円

2014年１月１日現在 728,850 － 1,956 1,349,790 274,718 2,355,314

当期純利益 － － － － 161,049 161,049

発行済株式（発行費用控除後） 1,195 － － － － 1,195

正味自己株式調整 － － － － (10,106) (10,106)

株式オプション費用 － － － － 26,950 26,950

配当金（スクリップ配当控除後） － － － － (157,680) (157,680)

2014年12月31日現在 730,045 － 1,956 1,349,790 294,930 2,376,722

当期純利益 － － － － 95,956 95,956

発行済株式（発行費用控除後） 40,208 － － 508,902 － 549,110

正味自己株式調整 － 215,927 － － － 215,927

株式オプション費用 － － － － (6,303) (6,303)

スクリップ配当の資本化 － － － － 16,735 16,735

配当金（スクリップ配当控除後） － － － － (100,085) (100,085)

2015年12月31日現在 770,253 215,927 1,956 1,858,692 301,233 3,148,061

1 543百万円の資本準備金および1,413百万円の資本償還準備金が含まれている。

注記33に各準備金についての説明が含まれている。

242ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記は、これらの財務諸表の不可欠な一部を構成するも

のである。

次へ
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財務諸表注記

1 会計方針

(a) 準拠基準

当グループの財務諸表は、スタンダード・チャータード・ピーエルシー（以下、「当社」という。）お

よびその子会社（以下、総称して「当グループ」という。）の財務諸表を連結し、当グループの関連会社

および共同支配企業における持分に持分法を適用している。親会社の財務諸表は、個別の事業体としての

当社に関する情報を表示しており、当グループに関する情報ではない。

親会社の財務諸表および当グループの財務諸表は双方とも、欧州連合（以下、「EU」という。）によっ

て承認されている国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）およびIFRS解釈指針委員会（以下、

「IFRIC」という。）解釈指針に従って、取締役によって作成され、承認されている。基準がEUによって

承認されていない場合、国際会計基準委員会（以下、「IASB」という。）によって公表されたIFRSは、EU

が承認しているIFRSとは異なる可能性がある。

当グループの財務諸表と共に親会社の財務諸表を公表するにあたり、当社は、英会社法セクション408

における免除規定（承認済財務諸表の一部を形成している個別の包括利益計算書および関連する注記を表

示しない）を適用している。

「リスクおよび資本レビュー」の次の部分は、本財務諸表の一部を形成する。

a）161ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「リスク特性」の冒頭から199ページ(訳注：原文

のページ番号である。) の「戦略リスク」セクションの最後まで。ただし、以下の部分を除く。

・183ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「アセット・バック証券」

・186ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「カントリー・クロスボーダー・リスク」

・188ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「市場リスクの変動 － バリュー・アット・リス

クで測定されないリスク」

・188ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「市場リスクの変動 － バック・テスト」

・189ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「市場リスク項目と貸借対照表とのマッピング」

・193ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「処分制約のある資産」

・194ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「資金調達に即時利用可能なもの」

・191ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「流動性カバレッジ比率および純安定調達比率」

・197ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「オペレーショナル・リスク」

・199ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「その他のリスク」

b）201ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「規制上の準拠、レビュー、情報要求および調

査」。

c）204ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「リスク管理アプローチ」の冒頭から214ページ

(訳注：原文のページ番号である。) の「流動性リスク － ストレス・テスト」の最後まで。ただし、211
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ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「カントリー・クロスボーダー・リスク」および214ペー

ジ（訳注：原文のページ番号である。） の指定されている個所を除く。

d）219ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「CRD Ⅳ 自己資本」セクションの冒頭から220

ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「総資本の変動」セクションの最後まで。

(b) 作成の基礎

本連結財務諸表は、取得原価基準に基づいて作成されており、現金決済型の株式に基づく報酬、売却可

能資産ならびに損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債（デリバティブを含む）の再評価に

ついて修正されている。当社財務諸表は、取得原価基準に基づいて作成されており、現金決済型の株式に

基づく報酬ならびに損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債（デリバティブを含む）の再評

価について修正されている。

(c) 重要な会計上の見積りおよび判断

特定の資産および負債の帳簿価額を決定するにあたって、当グループは、貸借対照表日現在におけるそ

れらの資産および負債に対する将来の不確実な事象の影響について仮定を設定する。当グループの見積り

および仮定は、過去の実績および将来の事象に関する予測に基づくものであり、定期的に見直されてい

る。将来に関する重要な仮定および見積りの不確実性に関するその他の重要事項の詳細は、関連する次の

分野の注記の開示において説明されている。

・貸倒引当金（179ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューを参照）

・繰延税金（注記27を参照）

・金融商品の公正価値（注記15を参照）

・のれんの減損（注記25を参照）

・退職給付債務（注記32を参照）

・負債および費用に関する引当金（注記31を参照）

信用評価調整および資金調達評価調整の手法の見直しによる影響

当グループは、2015年12月31日現在のデリバティブについて信用評価調整（以下、「CVA」という。）

を見積もる手法を改善した。これまでCVAは過去のデフォルト確率を用いて取引相手の予想損失を計算し

たものに基づいていたが、改善した手法では、マーケット・インプライド・デフォルト確率を用いる。ま

た、資金調達評価調整（以下、「FVA」という。）も改善され、銀行の内部資金調達金利から市場ベース

の金利に変更された。見積りの変更による正味影響額により、正味トレーディング収益が863百万米ドル

減少した。将来の期間における公正価値の見積りの変更による影響を見積もることは実務上不可能であ

る。使用された手法の詳細については注記15参照のこと。

(d) 信託業務
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当グループは通常、受託者として、またその他の信託者の資格により、個人、信託、退職給付制度およ

びその他の機関を代理して資産の保有または運用を行っている。そうした活動によって生じた資産および

収益は、当グループの資産および収益ではないため、本財務諸表からは除かれている。

(e) 当グループが適用した新会計基準

2015年12月31日に終了した事業年度に適用した新しい基準はなかった。

(f) 公表されているが未発効の新会計基準

2016年１月１日より後に開始する期間に有効となる多くの新基準および基準の改訂ならびに解釈指針が

ある。以下を含むこれらの基準および基準の改訂ならびに解釈指針は、本連結財務諸表の作成において適

用されていない。

IFRS第９号「金融商品」

IFRS第９号は2014年７月に公表されており、その適用日は2018年１月１日である。IFRS第９号はIAS第

39号「金融商品：認識および測定」を差し替え、金融資産および金融負債の分類および測定に関する新規

定、ならびに予想信用損失に基づいて貸倒引当金を認識する新モデルを導入する。また、IFRS第９号は

ヘッジ会計を企業のリスク管理手法とより密接に連携させることによって簡素化されたヘッジ会計を提供

している。

当該基準は、IAS第39号の４つの測定の分類から、償却原価、損益を通じて公正価値で測定する区分

（以下、「FVTPL」という。）およびその他包括利益を通じて公正価値で測定する区分（以下、「FVOCI」

という。）の３つの分類への移行を求めている。現行のIAS第39号の満期保有、貸付金および債権ならび

に売却可能（以下、「AFS」という。）のカテゴリーは削除される。

IFRS第９号は、特定の株式投資およびそうした投資に関連付けられるデリバティブを取得原価で測定す

ることを認める例外規定を削除している。新しい測定カテゴリーであるFVOCIは、金融資産をFVOCIで測定

する場合についてIFRS第９号がより規範的なものになっていることにから、AFSとは異なったものになっ

ている。公正価値損益の損益への組替はなくなり、FVOCIとして分類される株式投資の減損テストは行わ

れなくなる。IFRS第９号の対象範囲内にある株式投資は、特定の要件を満たす場合にはFVTPLまたはFVOCI

で測定することができる。

貸倒引当金の測定は発生損失モデルから将来指向的な予想信用損失モデルに移行する。予想信用損失は

12か月の予想信用損失で測定されるか、信用の著しい悪化が発生している場合には全期間の予想信用損失

で測定される。IFRS第９号の予想信用損失モデルは、規制目的で使用される予想信用損失モデルとは異な

る。

当グループは、グループ全体のプロジェクトを通じて、IFRS第９号が連結財務諸表に与える影響を評価

しているが、潜在的な影響を数値化することは未だできない。当該基準はまだEUによって承認されていな

い。

分類および測定
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金融資産は、当該資産が保有されるビジネス・モデルおよび資産の契約上のキャッシュ・フロー特性に

基づき分類される。金融資産は、当該金融商品が契約上のキャッシュ・フローを回収する目的で保有さ

れ、それらの契約上のキャッシュ・フローが元本および元本残高に対する利息のみで構成される場合に限

り償却原価で保有することができる。償却原価の定義を満たすが随時売却される可能性のある負債商品は

FVOCIで保有される。特定の状況では、持分商品をFVOCIとして指定することができる。未実現損益は、当

該資産が売却されるか、その信用が減損されるまで準備金として繰り延べられる。その他の金融資産はす

べてFVTPLで保有される。

金融負債の分類および測定に関する要件はIAS第39号から変更なく引き継がれているが、金融負債の公

正価値オプションに関する要件は、自己信用リスクおよび、特にその他包括利益における損益の表示に対

応するため変更されている。公正価値オプションが選択された負債に関する当グループの自己信用リスク

の変動の公正価値は、正味トレーディング収益ではなく、その他包括利益に表示される。

減損

償却原価およびFVOCIで測定される金融資産、リース料債権ならびに特定のローン・コミットメントお

よび保証に対して減損要件が適用されていた。IFRS第９号は、信用損失の認識について予想損失アプロー

チを取り入れている。このアプローチにおいて、すべての償却原価およびFVOCIで測定される負債商品の

12か月の予想信用損失または全期間の予想信用損失は、組成または取得以降著しい信用の悪化が発生して

いるか否かによって認識される。著しい悪化が発生してない場合は、12か月の予想信用損失と同等の引当

金が認識され、信用リスクの著しい悪化が発生している場合は全期間の予想信用損失が認識される。IAS

第39号の発生損失アプローチから予想損失アプローチへの移行により、経営陣は将来予想に関する情報を

当グループの減損モデルに織り込むことが求められる。これは、現行の発生損失モデルからの重要な変更

である。

ヘッジ会計

一般ヘッジ会計モデルは、リスク管理活動とヘッジ会計をより密接に連携させ、より原則主義に基づい

たヘッジ会計へのアプローチを確立している。国際会計基準審議会は、通常「マクロ・ヘッジ会計」とい

われる、オープン・ポートフォリオのヘッジに関する会計処理を取り扱う別個のプロジェクトに取り組ん

でいる。そのプロジェクトが完了するまで、企業はIFRS第９号のヘッジ会計規定を適用するか、または引

き続きIAS第39号の既存のヘッジ会計規定を適用するかを選択することができる。

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

IFRS第15号の適用日は2018年１月１日であり、当該基準は早期適用が認められている。

この基準は、収益認識について原則主義に基づいたアプローチを規定し、履行義務に関する収益は義務

が充足された時点で認識するという概念を導入している。当該基準は遡及適用しなければならない。当グ

ループの収益の大部分はIFRS第15号の対象範囲外であると見込まれているが、当該基準による影響は現在

評価中である。IFRS第15号による本連結財務諸表への影響を数値化することは未だできない。IFRS第15号

はまだEUによって承認されていない。
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IFRS第16号「リース」

IFRS第16号の適用日は2019年１月１日であるが、IFRS第15号適用に合わせて、またはIFRS第16号適用前

にIFRS第15号を適用している場合には、当該基準の早期適用が認められている。IFRS第16号はまだEUに

よって承認されていない。

IFRS第16号は、単一の借手の会計モデルを導入しており、原資産の価値が少額である場合を除き、リー

ス期間が12か月を超えるすべてのリースについて資産および負債を認識することを借手に義務付けてい

る。借手は、リースの原資産を使用する権利を示す資産である使用権およびリース料の支払義務を示す

リース負債の認識が求められる。IFRS第16号は、実質的に、IAS第17号の貸手の会計上の要件を引き継い

でいる。そのため、貸手は引き続き、リースをオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースと

して分類し、これらの２種類のリースを別々に会計処理する。IFRS第16号による本連結財務諸表への影響

を数値化することは未だできない。

(g) IFRSおよび香港会計規定

香港上場規則の要求により、EUが承認しているIFRSと香港財務報告基準との会計慣行の差異の説明を開

示することが義務付けられている。香港財務報告基準に従って財務諸表が作成された場合、重要な差異は

ないとみられる。

以下の会計方針は、当グループ全体および当該財務諸表に表示されているすべての年度において一貫し

て適用されている。

(h) 連結

子会社

子会社は、当グループが支配している、組成された企業を含むすべての企業である。当グループは、企

業への関与による変動リターンにさらされている、または変動リターンに対する権利を有しており、投資

先に対するパワーを通じてこれらのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当該企業を支配す

る。パワーの評価は、当該企業の関連活動を当グループの便益のために単独で指揮する当グループの実務

能力に基づいており、また、１つまたは複数の支配の要素が変更された場合は、再評価の対象となる。子

会社は、当グループが実質的に支配を獲得した日から完全に連結される。これらの子会社は、支配を喪失

した日から連結を除外され、何らかの子会社持分が留保される場合は公正価値に再測定され、帳簿価額の

変動が損益計算書に認識される。当グループの主要な子会社の詳細については、注記23に記載されてい

る。

組成された企業は、当グループと組成された企業の関係性の実体が当該企業に対する当グループのパ

ワーを示している場合に連結される。当グループの組成された企業の利用に関する詳細については、注記

24に説明されている。

関連会社および共同支配の取決め
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共同支配の取決めとは、複数の当事者が共同支配の取決めの資産に対する権利および義務を有している

もの（ジョイント・オペレーション）、または共同支配の取決めの純資産に対する権利を有しているもの

（ジョイント・ベンチャー）のいずれかである。当グループは、共同支配の取決めがジョイント・オペ

レーションであるかジョイント・ベンチャーであるかを判断するために、共同支配の取決めの契約条件を

評価する。2015年12月31日現在、当グループのジョイント・オペレーションに対する契約上の持分はな

かった。

関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資は、持分法で会計処理され、当初は取得原価で認識さ

れる。当グループの関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資には、取得時に識別されたのれん

（減損損失累計額控除後）が含まれている。当グループの関連会社およびジョイント・ベンチャー取得後

の損益の持分は、損益計算書に認識され、その他包括利益における取得後の持分の変動は、準備金に認識

される。取得後の累積変動額は、投資の帳簿価額に対して調整される。関連会社またはジョイント・ベン

チャーにおける損失の当グループの負担割合が、関連会社における持分（無担保債権を含む）と同等また

はそれを上回る場合、当グループが関連会社またはジョイント・ベンチャーを代理して債務を負うか、ま

たは支払いを行わない限り、当グループはそれ以上の損失を認識しない。

当グループと関連会社およびジョイント・ベンチャーの間の取引に係る未実現利益または損失は、関連

会社およびジョイント・ベンチャーにおける当グループの持分を上限とする範囲で消去される。

各貸借対照表日において当グループは、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資における減損

の客観的な証拠が存在するか否かについて評価する。こうした証拠には、当グループの関連会社または

ジョイント・ベンチャーへの投資の公正価値の取得原価を下回る著しい下落または長期的な下落が含まれ

る。

関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける当グループの持分の詳細については、注記23に記載さ

れている。

子会社、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資

当社の財務諸表において、子会社、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資は、減損および

2009年１月１日より前に受領した取得前利益からの配当金（もしあれば）を控除した後の取得原価で保有

される。

当グループ会社間の取引に係る関連会社間取引、残高ならびに未実現利益および損失は、当グループの

財務諸表において消去されている。

企業結合

当グループが子会社を取得した際には、取得法を用いて会計処理される。取得原価は、条件付対価の公

正価値と共に、譲渡された資産、発行した持分商品および交換日に発生した、または引き受けた負債の公

正価値で測定される。取得原価が、取得した識別可能な純資産および偶発債務の当グループ持分の公正価

値を超過する部分については、のれんとして計上される（当グループによって認識されたのれんの詳細に

ついては、注記25を参照）。取得原価が、取得した子会社の純資産および偶発債務の公正価値に満たない

場合、その差額は直接、損益計算書に認識される。
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取得した識別可能な純資産および偶発債務の公正価値が暫定的に決定されているか、あるいは条件付対

価または繰延対価が未払いとなっている場合、その後の最終的な結果によって生じた調整は、以下のよう

な場合には、損益計算書に反映されない。（ⅰ）それらが取得日の12か月以内に発生（または2014年１月

１日より前に完了した取得に関連）しており、（ⅱ）取得日現在で存在していた状況に関する情報が改善

されたことによって調整が発生した（測定期間調整）。そうした調整は、取得日現在において適用され、

必要に応じて、過年度の金額が修正再表示される。測定期間調整に関係のない変動はすべて損益に計上さ

れる。ただし、金融商品に分類されない条件付対価の変動は、適切な会計基準に従って会計処理され、ま

た資本に分類される条件付対価の変動は再測定されない。

結果として支配の喪失につながらない子会社における所有持分の変動は、持分保有者間の取引として会

計処理され、資本に計上される。

企業結合が段階的に達成される場合、過年度に保有していた持分は、取得日現在の公正価値で再測定さ

れ、結果として生じた利益または損失は、損益計算書に認識される。

当グループの関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける持分の詳細については、注記23に記載さ

れている。

(i) 外貨

当グループ各社に関して、当グループの財務諸表に含まれている項目は、その会社が事業を行っている

主たる経済環境の通貨（その会社の機能通貨）を用いて測定される。当社および当グループの財務諸表は

共に米ドルで表示されている。米ドルは、当社の機能通貨および表示通貨であり、当グループの表示通貨

である。

取引および残高

外貨取引は、取引日の為替レートを用いて機能通貨に換算されている。外貨取引の決済の結果生じた為

替差損益、ならびに外貨建ての貨幣性資産および負債の年度末時点の為替レートでの換算による為替差損

益は、損益計算書に認識される。非貨幣性資産および負債は、取得原価で保有されている場合には、取得

時の為替レートで換算され、公正価値で保有されている場合には、年度末時点の為替レートで換算され

る。結果として生じた為替差損益は、その資産または負債の利益または損失の取り扱いに応じて、損益計

算書か株主資本のいずれかに認識される。

外貨換算

当グループの財務諸表に含まれており、当グループの表示通貨と異なる機能通貨を用いるすべての事業

体の経営成績および財政状態は、以下のとおり会計処理される。

・各貸借対照表に表示されている資産および負債は、貸借対照表日現在の最終為替レートで換算される。

・各損益計算書の収益および費用は、平均為替レートで換算されるか、または為替レートが大幅に変動す

る場合には取引日のレートで換算される。

・2004年１月１日以降に発生した換算差額はすべて、資本の別個の構成要素として認識される。
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連結に際して、外国企業への純投資、ならびに借入金およびそれらの投資のヘッジ手段として指定され

たその他の外貨建て金融商品の換算によって生じた換算差額は、その他包括利益に計上される。在外営業

活動体が売却されるか、または資本が払い戻される場合、それらは処分に係る利益または損失の一部とし

て損益計算書に認識される。

外国企業の取得によって生じたのれんおよび公正価値調整は、外国企業の資産および負債として取り扱

われ、決算日の最終為替レートで換算される。

(j) 収益認識

金融商品からの収益

損益を通じて公正価値評価される金融商品の公正価値の変動によって生じた利益および損失は、それら

の利益および損失が発生した期間に損益計算書に計上される。損益を通じた公正価値評価区分で保有され

る金融商品に係る契約上の受取利息および支払利息は、正味受取利息に認識される。

売却可能資産ならびに償却原価で保有される金融資産および負債について、受取利息および支払利息

は、実効金利法を用いて認識される。

実効金利法は、金融資産または金融負債の償却原価を算定する方法で、対象期間にわたって受取利息ま

たは支払利息を配分する方法である。実効金利は、金融商品の予想残存期間または必要に応じてより短期

間にわたって、見積将来現金支払額または受取額を金融資産または金融負債の正味帳簿価額に割り引く金

利である。実効金利を計算する際に当グループは、金融商品のすべての契約条件（例えば期限前償還権）

を考慮してキャッシュ・フローを見積るが、将来の信用損失については考慮しない。計算には、実効金利

の主要な一部である、契約当事者間で支払う、または受け取るすべての手数料、取引費用およびその他す

べてのプレミアムまたはディスカウントが含まれている。

キャッシュ・フローの見積りが修正されている場合、金融資産または負債の帳簿価額は、実際の、およ

び修正後のキャッシュ・フローを反映するために調整され、その商品の当初実効金利で割り引かれる。こ

の調整は、修正が行われる期間に受取利息または支払利息として認識される。

金融資産の組替が行われる場合、回収可能性の改善による将来現金受取額の見積りのその後の増加は、

見積りの変更日から実効金利の調整として認識される。

減損の結果、金融資産または類似する金融資産グループが評価減された場合、受取利息は、減損の測定

で将来キャッシュ・フローを割り引くために用いられた金利を用いて認識される。

貨幣性項目の為替差損益を除く売却可能金融資産の公正価値の変動によって生じた利益および損失は、

金融資産の認識が中止されるか、または減損するまで直接資本に認識される。認識の中止時点において過

年度に資本に認識された利益または損失累計額は損益に認識される。

持分商品に係る配当金は、当グループの支払を受領する権利が確立された時に損益計算書のその他収益

に認識される。

手数料およびコミッション収益

手数料およびコミッション収益は、通常、サービス提供時または重要行為の履行時に発生主義で認識さ

れる。ローン・シンジケーション手数料は、シンジケーションを完了し、当グループがローン・パッケー
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ジ自体には参加しない、または参加部分がその他の参加銀行と同一の実効金利である時に収益として認識

される。ポートフォリオならびにその他の経営助言手数料およびサービス提供手数料は、該当する契約に

基づいて通常、期間経過基準で認識される。

(k) 現金および現金同等物

キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、現金（要求払い）ならびに中央銀行へ

の預け金翌日物残高（制限がある場合を除く）および取得日から３か月未満で満期が到来する債権（短期

政府債およびその他の適格証券、銀行に対する貸付金、および短期国債を含む）より構成される。

(l) 金融資産および負債の分類（デリバティブを除く）

当グループは、金融資産を以下の測定区分に分類している。a）損益を通じた公正価値評価で保有する

金融資産、b）貸付金および受取債権、c）満期保有および、d）売却可能。金融負債は、損益を通じた公

正価値評価または償却原価のいずれかに分類される。経営陣は、当初認識時に金融資産および負債の分類

を決定し、適切な場合は、組替時にそれらの分類を決定する。当グループが保有する金融資産および負債

の詳細については、注記15、16および17に記載されている。

損益を通じた公正価値評価で保有する金融資産および負債

当該区分には、トレーディング目的で保有する金融資産および負債、ならびに当初認識時に損益を通じ

て公正価値評価するものとして指定された金融資産および負債の２つのサブ・カテゴリーがある。金融資

産または負債は、主に短期での売却を目的として取得した場合、トレーディング目的として分類される。

以下のような場合に金融資産および負債は、損益を通じて公正価値評価するものとして指定される可能

性がある。

・指定することにより、資産または負債を別の基準で測定することによって生じる可能性のある測定また

は認識の不一致を消去または大幅に軽減する場合

・金融資産および/または負債グループが、公正価値基準で管理され、その業績が評価される場合

・資産または負債が組込デリバティブを含んでおり、それらの組込デリバティブを別個に認識することが

義務付けられている場合

特定の固定金利の貸付金および負債証券については、金利リスクを大幅に削減することを目的として、

金利スワップが取得されている。資産および負債ならびに測定基準間の会計上のミスマッチを大幅に削減

するために、これらの貸付金および負債証券は、損益を通じて公正価値評価するものとして指定されてい

る。公正価値評価に指定された金融資産の詳細については、注記15および16に開示されている。

当グループはまた、負債が以下のいずれかに該当する場合は特定の金融負債を損益を通じて公正価値評

価するものとして指定している。

・負債の金利が固定金利で、金利リスクを大幅に軽減することを目的として、金利スワップまたはその他

の金利デリバティブ契約が締結されている。

・負債が為替リスクにさらされており、市場の変化に対するエクスポージャーを大幅に軽減することを目

的として、デリバティブが取得されている。
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・負債が、トレーディング資産ポートフォリオまたは資産の資金調達のために取得されているか、また

は、文書化されたリスク管理または投資戦略のために、資産および負債が公正価値基準で管理および評

価されている。

特定の負債を損益を通じて公正価値評価するものとして指定することにより、公正価値と償却原価の費

用認識における会計上のミスマッチが大幅に軽減される。公正価値評価に指定された金融負債の詳細につ

いては、注記15および注記16に開示されている。

貸付金および受取債権

貸付金および受取債権は、デリバティブ以外の金融資産で支払い額が固定または決定可能なものであ

り、活発な市場における市場価格がなく、信用の悪化を除き、実質的にすべての初期投資が回収されるこ

とが見込まれているものである。

満期保有

満期保有資産は、デリバティブ以外の金融資産で支払額が固定または決定可能かつ固定満期を有してお

り、当グループの経営陣が満期まで保有する意図と能力を有しているものである。

売却可能

売却可能資産は、デリバティブ以外の金融資産で無期限に保有することを意図しており、流動性要件ま

たは金利、為替レート、コモディティ価格または株価の変動に応じて売却される可能性があるものであ

る。

これらの方針の適用に関する詳細については、注記15にて説明されている。

償却原価で保有する金融負債

損益を通じた公正価値評価に分類されない金融負債（借入金を含む）は、償却原価で保有する商品とし

て分類される。

発行日の市場金利を表す強制クーポン利率が付されているか、特定日あるいは株主の選択で償還可能な

優先株式は、金融負債として分類され、その他の借入金に表示される。これらの優先株式の配当金は、実

効金利法を用いて償却原価基準で支払利息として損益計算書に認識される。

金融資産および負債の公正価値

公正価値とは、測定日において当グループがアクセス可能な主要市場、主要市場がない場合には最も有

利な市場での市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却によって受け取るであろう価格、または

負債を移転によって支払うであろう価格のことである。負債の公正価値は不履行リスクを反映する。

金融商品の公正価値は、通常個別の金融商品に基づいて測定される。ただし、金融資産および金融負債

のグループが市場リスクまたは信用リスクに対する正味エクスポージャーに基づき管理されている場合

は、金融商品グループの公正価値は純額で測定される。
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活発な市場における市場価格のある金融資産および負債の公正価値は、現在の価格に基づいている。市

場は、資産または負債の取引が継続的に価格情報を提供するのに十分な頻度および量で行われている場合

に活発であるとみなされる。金融商品、および非上場証券に関する市場が活発でない場合、当グループ

は、評価技法を用いて公正価値を設定する。

当初認識

損益を通じた公正価値評価区分で保有される金融資産および負債の購入および売却、ならびに満期保有

および売却可能として分類される金融資産は、取引日（当グループが当該資産の購入または売却を約束し

た日）に当初認識される。貸付金は、借り手に現金が引き渡された時点で認識される。すべての金融商品

は、当初、公正価値で認識され、これは、通常取引価格である。損益を通じて公正価値で計上されない金

融資産および負債については、取引価格に直接帰属する取引費用が加算される。

特定の状況において、当初公正価値は、当初認識時において損益認識をもたらす可能性のある評価技法

に基づく場合がある。ただし、これらの損益は、使用された評価技法が市場で観察可能なものに基づいて

いる場合のみ、認識可能となる。当初認識された公正価値が、市場で観察不能なインプットを用いた評価

モデルに基づいている場合には、取引価格と評価モデルとの差額は、損益計算書に即時認識されない。

この差額は、インプットが観察可能になるか、取引が満期を迎えるかまたは終了するまで、損益計算書

に償却計上される。

当初認識後の測定

損益を通じた公正価値評価区分で保有される金融資産および負債は、当初認識後も公正価値で計上さ

れ、公正価値の変動によって生じた利益および損失は、直接、損益計算書の正味トレーディング収益項目

に計上される。

売却可能金融資産は、当初認識後は公正価値で計上され、公正価値の変動によって生じた利益および損

失は、当該資産を売却もしくは減損を認識するまで資本の売却可能公正価値準備金に計上されるが、売却

もしくは減損した時には利益または損失累計額が損益計算書に振替られる。

貸付金および受取債権ならびに満期保有金融資産は、当初認識後は、実効金利法を用いて償却原価で計

上される。

金融負債は、当初認識後は償却原価で表示され、受取金（直接帰属する取引費用控除後）と償還金額と

の差額は、実効金利法を用いて借入期間にわたって損益計算書に認識される。

これらの商品の他に、適格な公正価値ヘッジ関係においてヘッジ対象となっている償却原価で計上され

た金融商品の帳簿価額は、ヘッジされたリスクに起因する公正価値損益により調整される。

金融資産の減損

当グループは、各貸借対照表日において、金融資産または金融資産グループが減損していることを示す

客観的な証拠の有無を評価している。資産の当初認識後に発生した１つ以上の事象（損失事象）により減

損しているという客観的な証拠が存在し、その損失事象が金融資産または金融資産グループの見積将来
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キャッシュ・フローに影響を及ぼし、信頼性を持ってこれを見積ることができる場合にのみ、金融資産ま

たは金融資産グループは減損しており、減損損失が発生する。

当グループは、減損の客観的な証拠を評価するにあたって、以下の要因を考慮している。

・取引相手が、元本または利息の支払不履行となっているかどうか

・取引相手が、破産保護（または現地において同等のもの）を申請しており、これにより取引相手の債

務履行義務が免除または遅延している場合

・当グループが、取引相手の破産を宣言するための申請をするか、または返済義務に関して類似の申請

を行う場合

・当グループが、債務の再編に同意し、結果として、重要な負債の免除または予定された支払いの延期

に示されるような金融債務の減少につながる場合

・当グループが、重要な信用関連の経済的損失をもって返済義務を売却する場合、または特定の個別の

金融資産については、まだ、見積将来キャッシュ・フローの減少を特定することはできないが、金融

資産グループの見積将来キャッシュ・フローの測定可能な減少を示す観察可能なデータが存在する場

合

償却原価で計上する資産

当グループは、まず、個別に重要な金融資産について個別に減損の客観的な証拠の有無について評価

し、個別に重要でない金融資産については、個別または集合的に減損の客観的な証拠の有無について評価

する。

当グループが、重要であるか否かに関わらず、個別に評価した金融資産について減損の客観的な証拠が

存在しないと判断した場合、当該資産は類似した信用リスク特性を有する金融資産グループに含められ、

集合的に減損評価される。減損について個別に評価され、かつ減損損失が認識済、または継続的に認識さ

れる資産は、集合的な減損評価には含まれない。

貸付金および受取債権または満期保有金融資産に係る減損損失が発生していることを示す客観的な証拠

が存在する場合、損失金額は、資産の帳簿価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値（まだ発生して

いない将来の信用損失を除く）の差額として測定され、当該資産の当初実効金利で割り引かれる。資産の

帳簿価額は、引当金勘定を通じて減少し、損失金額は損益計算書に認識される。貸付金および受取債権ま

たは満期保有資産の金利が変動金利である場合、減損損失を測定する際の割引率は、契約に基づいて決定

された現在の実効金利である。当グループは、実務的な便宜方法として、観察可能な市場価格を用いて、

商品の公正価値に基づいて減損を測定する場合がある。

担保付金融資産の見積将来キャッシュ・フローの現在価値の算定は、担保権実行の可能性にかかわら

ず、担保権実行の結果から生じる可能性のあるキャッシュ・フロー（担保の取得および売却費用を除く）

を反映している。当グループが保有している担保の詳細については、168ページ（訳注：原文のページ番

号である。）のリスクおよび資本レビューに記載されている。集合的な減損評価を目的として、金融資産

は類似の信用リスク特性に基づいてグループ化される（すなわち、資産の種類、産業、地域、担保の種

類、延滞状況およびその他の関連要因を考慮した当グループの格付けプロセスに基づいたもの）。これら

の特性は、それらの資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに関連しており、評価される資産の

契約条件に従って、債務者が、支払期限が到来するすべての金額を支払う能力を示唆するものである。
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集合的に減損評価される金融資産グループの将来キャッシュ・フローは、減損貸出金または受取債権の

ポートフォリオに内在する債務不履行の可能性およびその金融資産グループに類似した信用リスク特性を

有する資産の過去の損失実績に基づいている。過去の損失実績の基準期間に影響しない現在の状況による

影響を反映し、現在は存在しない過去の期間における状況の影響を除外するため、過去の損失実績は現在

の観察可能なデータに基づいて調整されている。

貸付金は、回収不能な範囲につき、関連する減損引当金を充当して償却される。それらの貸付金は、す

べての必要な手続きが完了し、現実的な回収可能性がないと判断され、損失金額が決定された後に償却さ

れる。以前償却された金額のその後の回収は、損益計算書における貸付金の減損引当金繰入額を減少させ

る。その後の期間において減損損失金額が減少し、その減少が減損認識後に発生した事象と客観的に関連

付けられる場合（債務者の信用格付けの改善等）、過去に認識された減損損失は引当金勘定の調整により

戻し入れられる。当該戻し入れ金額は、損益計算書に認識される。

これらの方針の適用に関する詳細については、171ページから181ページ（訳注：原文のページ番号であ

る。）のリスクおよび資本レビューに説明されている。

売却可能資産

売却可能金融資産に関する減損の客観的な証拠が存在する場合、損失累計額（過去に損益計算書に認識

された金融資産の減損損失控除後の、償却原価と現在の公正価値との差額として測定される）は、資本か

ら組替えられ、損益計算書に認識される。

売却可能負債証券は、償却原価で計上する資産と同一の方法で減損評価される。その後の期間におい

て、売却可能として分類される負債商品の公正価値が増加し、その増加が、減損損失が認識された後に発

生した事象と客観的に関連付けられる場合、当該減損損失は、損益計算書を通じて戻し入れられる。

持分証券の減損の客観的な証拠を評価するにあたり、特に、持分証券の公正価値が取得原価を下回るま

での著しい下落または長期的な下落が考慮される。持分商品に関して損益計算書に認識された減損損失

は、損益計算書を通じて戻し入れされない。

条件緩和貸付金

当初の契約条件が変更されている貸付金（猶予の対象となるものを含む）は、条件緩和貸付金とみなさ

れる。緩和された貸付条件が、市場において利用可能な貸付金の条件と一致しない場合は、これが減損の

客観的な証拠の提示となり、相応に貸付金が評価される。

金融商品の相殺

金融資産および負債は、これらの認識金額を相殺する法的に強制力のある権利が存在し、純額で決済す

る、もしくは資産の実現と同時に負債を決済する意図がある場合に相殺され、貸借対照表上に純額で計上

される。

相殺に関する詳細については注記15に説明されている。

組替
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以下に説明されているものを除く金融資産または金融負債の測定区分間の組替は、当初認識後は認めら

れていない。

トレーディング目的で保有する非デリバティブ金融資産は、下記の状況においてのみ、損益を通じた公

正価値評価での保有から振替られる。ごく稀に、非デリバティブ金融資産が近い将来における売却または

買戻しを目的としてもはや保有されていない場合には、売却可能区分へ振替られる。近い将来における売

却または買戻しを目的としてもはや保有されておらず、組替日現在で貸付金および受取債権の定義を満た

しており、当グループが、予測可能な将来または満期まで当該資産を保有する意図および能力を有してい

る場合には、貸付金および受取債権の区分へ振替られる。

金融資産が、組替日現在において貸付金および受取債権の定義を満たしており、当グループが、予測可

能な将来または満期まで当該資産を保有する意図および能力を有している場合のみ、金融資産は売却可能

区分から貸付金および受取債権の区分へ振替られる。

僅少でない額の満期保有資産を満期前に売却する事によりポートフォリオの区分基準が毀損した場合に

は売却可能区分へ組替えなければならない。

金融資産は、組替日の公正価値で組替られる。売却可能区分から貸付金および受取債権へ組替られた金

融資産については、組替日より前に資本に認識されていたそれらの資産に係る利益または損失を、実効金

利法を用いて、当該金融資産の残存期間にわたって損益計算書に償却計上される。

組替に関する詳細については、注記15に説明されている。

売却および買戻契約

買戻条件付売渡有価証券（以下、「レポ」という。）は、貸借対照表上に引き続き計上され、取引相手

に対する負債は、銀行からの預金または顧客勘定に適切に含まれる。売戻条件付買入有価証券（以下「リ

バース・レポ」という。）は、銀行または顧客に対する貸付金として適切に計上される。売却価格と買戻

価格の差額は、利息として取り扱われ、実効金利法を用いて、当該契約の契約期間にわたって未収計上さ

れる。

取引相手に対する貸付有価証券もまた、財務諸表に引き続き計上される。借入有価証券は、これらが第

三者に販売されない限り、財務諸表に認識されない。その場合、購入および売却が計上され、利益および

損失はトレーディング収益に含まれる。

当グループが締結したレポおよびリバース・レポ取引の詳細については、注記15に記載されている。

認識の中止

金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効するか、あるいは当グループが所有に係る実

質的にすべてのリスクおよび経済価値を譲渡する場合、金融資産の認識は中止される。実質的にすべての

リスクおよび経済価値が留保も譲渡もされず、当グループが支配を継続する場合、当該資産は、当グルー

プの継続的関与の範囲において、引き続き認識される。

金融負債は消滅した時点で認識が中止される。金融負債は、債務が解消、取消または失効した場合に消

滅する。
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当グループが自己の負債を購入する場合、貸借対照表から除かれ、当該負債の帳簿価額と支払対価の差

額が「その他収益」に計上される。

(m) デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

デリバティブは、金利、金融商品価格、コモディティ価格、為替レート、信用リスクおよび指標の変動

に対応してその価値を導き出す金融商品である。デリバティブは、ヘッジ手段として指定されていない限

り、トレーディング目的に区分される。

すべてのデリバティブは、当初公正価値で認識され、その後も公正価値で測定され、すべての再評価利

益は、損益に認識される（ただし、キャッシュ・フロー・ヘッジまたは純投資ヘッジが達成される場合を

除く。そのような場合、公正価値の変動の有効部分は、その他包括利益に認識される）。

公正価値は、必要に応じて、活発な市場における市場価格、最近の市場取引、および評価技法（割引

キャッシュ・フロー・モデルおよびオプション価格モデルを含む）から得る場合がある。デリバティブ契

約の当初認識時の公正価値が、市場において観察不能なインプットを用いた評価モデルに基づいている場

合、その他の金融資産および負債の当初認識時の会計方針に従う。すべてのデリバティブは、公正価値が

正である場合には資産として、負である場合には負債として計上される。

転換社債の転換オプション等のその他の金融商品に組み込まれた特定のデリバティブは、その組込デリ

バティブの経済特性およびリスクが主契約と緊密に関連付けられておらず、主契約が損益を通じて公正価

値で計上されない場合には、別個のデリバティブとして評価される。これらの組込デリバティブは、公正

価値で測定され、公正価値の変動は、損益計算書に認識される。組込デリバティブは別個に開示またはデ

リバティブに含められず、引き続き、主契約と共に表示される。

結果として生じた公正価値損益を認識する方法は、そのデリバティブがヘッジ手段として指定されてい

るかどうかによって変わり、そうである場合にはヘッジ対象の性質に依拠する。当グループは、特定のデ

リバティブを (1)認識済資産または負債、もしくは確定契約の公正価値のヘッジ（公正価値ヘッジ）、

(2)認識済資産または負債、もしくは発生する可能性の高い予定取引に起因する将来キャッシュ・フロー

のヘッジ（キャッシュ・フロー・ヘッジ）、または(3)在外営業活動体の純投資ヘッジ（純投資ヘッジ）

のいずれかに指定する。

ヘッジ会計は、一定の条件を満たしていることを条件にこの方法で指定されるデリバティブに適用され

る。

当グループおよび当社は、取引の開始時点において、様々なヘッジ取引の実施に係るリスク管理目的お

よび戦略、加えてヘッジ手段とヘッジ対象の関係を文書化している。当グループはまた、ヘッジ開始時点

およびその後にわたって継続的にヘッジ取引で使用されたデリバティブが、ヘッジ対象の公正価値または

キャッシュ・フローの変動を極めて有効に相殺するかどうかに関する評価を文書化している。

当グループが保有しているデリバティブ金融商品（ヘッジ会計で保有しているものを含む）の詳細につ

いては、注記17に記載されている。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジ手段として指定され、適格と認められるデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジされ

たリスクに起因したヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動と共に損益計算書に計上される。当該
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ヘッジが、ヘッジ会計の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象の帳簿価額に対する調整は、実効金利

法を用いて、満期または認識が中止されるまでの期間にわたって損益計算書に償却計上される。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジ商品として指定され、適格と認められるデリバティブの公正価値の変動の

有効部分は、資本の部に認識される。非有効部分に関する損益は、直ちに損益計算書に認識される。

資本の部に認識された累積金額は、ヘッジ対象が損益に影響を及ぼす期間に損益計算書に振り替えられ

る。

ヘッジ手段が失効または売却された場合、あるいはヘッジ会計基準を満たさなくなった場合、その時点

において資本の部に認識されている累積損益は、予定取引が最終的に損益計算書に認識されるまで、資本

の部に引き続き認識される。予定取引が発生する見込みがなくなった場合は、資本の部に計上されていた

累積損益は、直ちに損益計算書に振り替えられる。

純投資ヘッジ

在外営業活動体の純投資ヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理される。ヘッジの有

効部分に関するヘッジ手段の損益は、為替換算準備金に認識され、非有効部分に関する損益は、直ちに損

益計算書に認識される。資本の部の累積損益は、在外営業活動体の処分時に損益計算書に振り替えられ

る。

これらの方針の適用に関する詳細については、注記17に説明されている。

ヘッジ会計に適格でないデリバティブ

ヘッジ会計に適格でないデリバティブ商品の公正価値の変動は、直ちに損益計算書に認識される。

(n) 金融保証契約

金融保証契約に基づき、当グループは、手数料と引き換えに、顧客が負債商品の条件に基づく義務を履

行できない場合にその義務の履行を引き受ける。金融保証は、負債として当初は公正価値で測定するが、

損益を通じて公正価値で測定することを指定されていない場合には、その後、償却累計額を控除後の当初

の価値またはIAS第37号に準拠して測定した当該契約の引当金のいずれか高い方で測定する。償却額は、

受取手数料を保証の期間にわたり損益に認識するよう算定される。

(o) リース

グループ会社が借り手である場合

当グループが締結するリース契約は主にオペレーティング・リースである。オペレーティング・リース

に基づく支払総額は、リース期間にわたって定額法で損益計算書に費用計上される。

リース期間満了前にオペレーティング・リースを終了する場合、違約金として貸し手に支払わなければ

ならない金額は、契約が終了した期間に費用として認識される。
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当グループがファイナンス・リースにおける借り手である場合、リース資産は有形固定資産に計上さ

れ、これに対応する貸し手への負債は、その他負債に計上される。支払金融費用は、一定の期間利益率と

なるよう、リースの計算利子率に基づいてリース期間にわたって認識される。

グループ会社が貸し手である場合

ファイナンス・リースにより資産が顧客にリースされる場合、リース支払額の現在価値は、受取債権と

して認識される。受取債権総額と受取債権の現在価値との差額は、未収金融収益として認識される。リー

ス収益は、税金のキャッシュ・フローを考慮しない一定の期間利益率を反映した純投資法（税引前）を用

いてリース期間にわたって認識される。

オペレーティング・リースに基づいて顧客にリースされる資産は、有形固定資産に計上され、その耐用

年数にわたって減価償却される。これらのリース資産の賃料収入は、他の規則的な基準がより適切である

場合を除き、定額法で損益計算書に認識される。

(p) 無形および有形固定資産

のれん

のれんは、取得原価が、取得した子会社、関連会社またはジョイント・ベンチャーの取得日現在におけ

る識別可能な純資産および偶発債務の当グループ持分の公正価値を上回る部分を表す。子会社の取得に係

るのれんは、無形資産に計上される。関連会社の取得に係るのれんは、関連会社への投資に計上される。

無形資産に計上されたのれんは、各貸借対照表日に減損に関して評価され、減損損失累計額控除後の取得

原価で計上される。事業体の処分に係る利益および損失には、売却された事業体に関連したのれんの帳簿

価額が含まれる。詳細な計算は、関連する資金生成単位（以下、「CGU」という。）の予想割引キャッ

シュ・フロー（税引前）に基づいて行われる。計算は、キャッシュ・フローを適切な割引率で割り引く

が、この決定には判断を必要とする。

のれんは、減損テストを目的として、CGUに対して割り当てられる。CGUは、内部管理目的でのれんがモ

ニターされる当グループ内の最小単位を表す。当グループは、全世界ベースで報告セグメントを捉えてい

るため、これらのCGUはグループの報告セグメント（注記２に説明されている。）よりも小規模である。

のれんが配分されている主なCGUについて、注記25で説明している。

取得した無形資産

子会社または関連会社の取得日現在において、契約またはその他の法的権利により生じた無形資産で分

離可能とみなされるものは、取得した識別可能資産（純額）に含めて資産計上される。これらの無形資産

は、当初、公正価値で測定される。これは、当該資産に組み込まれた将来の経済的便益がその会社に流入

する可能性についての市場予測を反映しており、当該資産の経済的耐用年数（４年から16年）に基づいて

償却される。各貸借対照表日現在において、これらの資産は減損の兆候について評価される。資産の帳簿

価額がその回収可能価額を上回ると判断される場合、当該資産は即時、評価減される。

コンピュータ・ソフトウェア
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取得したコンピュータ・ソフトウェアのライセンスは、その特定のソフトウェアの取得および使用可能

な状態にするために発生した費用に基づいて資産計上される。ソフトウェアの開発に関連した費用は、費

用を上回るだけの将来の経済的便益の発生が見込まれる場合に資産計上される。コンピュータ・ソフト

ウェアの費用は、予想耐用年数（３年から５年）に基づいて償却される。ソフトウェアの保守に関連した

費用は、発生時に費用として認識される。各貸借対照表日において、これらの資産は減損の兆候について

評価される。資産の帳簿価額が回収可能価額を上回ると判断された場合、当該資産は即時、評価減され

る。

有形固定資産

土地および建物は、主に支店および事務所より構成される。すべての有形固定資産は、原価から減価償

却累計額および減損損失を控除した後の金額で表示される。原価には、資産の取得に直接帰属する支出が

含まれる。

その後の費用は、当該項目に関連する将来の経済的便益が当グループに流入する可能性があり、当該項

目の原価を信頼性を持って測定することができる場合のみ、必要に応じて、資産の帳簿価額に含めるか、

あるいは、別個の資産として認識される。その他すべての修繕および保守は、それらが発生した会計期間

に損益計算書に費用計上される。

所有地は、減損テストの対象になっているとしても、減価償却されない。その他資産に係る減価償却

は、定額法を用いて算定され、その費用は以下の見積耐用年数にわたって残存価値まで配分される。

建物 最長50年

建物付属設備 リース期間、最長50年

設備および自動車 ３年から15年

航空機および船舶 最長25年

当該資産の残存価値および耐用年数は、各貸借対照表日に必要に応じて見直され、調整される。各貸借

対照表日現在において、資産は減損の兆候についても評価される。資産の帳簿価額がその回収可能価額を

上回ると判断される場合、当該資産は即時、その回収可能価額まで評価減される。

処分に係る利益および損失は、損益計算書に含まれる。

(q) 法人税費用

利益に係る支払法人税は、各税務管轄地において該当する税法に基づいて決定され、利益が発生した期

間に費用として認識される。

繰延税金は、負債法を用いて、税務上の資産および負債の金額と連結財務諸表の資産および負債の帳簿

価額との一時差異に対して全額引き当てられる。繰延法人税は、貸借対照表日現在において有効または実

質的に有効となっている税率（および税法）で、かつ関連する繰延法人税資産が実現するか、または繰延

法人税負債が決済される際に適用が見込まれる税率（および税法）を用いて決定される。

繰延税金資産は、一時差異の利用対象となる将来の課税所得が発生する可能性が高い場合に認識され

る。
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資本の部に直接計上される項目に関連した当期税金および繰延税金は、資本の部に直接計上され、その

後は、当期損益および繰延損益と共に損益計算書に認識される。

損益計算書上の税金費用の詳細については注記12に記載されており、繰延税金の詳細については注記27

に記載されている。

(r) 引当金

当グループは、過去の事象の結果として生じた現在の法的債務また推定的債務に関する引当金を、当該

債務を決済するために経済的便益を移転する可能性が高く、その債務の金額について信頼性のある見積り

ができる場合に認識する。

特定日における市場への参加により債務が発生する場合（英国銀行税等）、当該債務はその特定日にお

いて財務諸表に認識され、期中にわたって未払計上されない。

偶発債務は、その存在が不確実な将来の事象によってのみ確認される、過去の事象から生じる潜在的な

債務または、経済的便益の流出の可能性が高くないか、債務の金額を信頼性を持って測定できないために

認識されていない過去の事象から生じる現在の債務である。偶発債務は認識されないが、偶発債務に関す

る情報は、決済における経済的便益の流出の可能性が少ない場合を除き開示される。

(s) 従業員給付

退職給付債務

当グループは、世界中で、確定拠出制度および確定給付制度を含む、多数の年金制度およびその他退職

給付制度を運営している。

確定拠出制度に関して、当グループは、公的または私的に運営している年金制度に対して強制、契約上

または任意で拠出しており、それらの拠出金は営業費用に計上される。当グループは、一旦、拠出額を支

払うと、それ以上の支払債務を有することはない。

積立てをする確定給付制度について、貸借対照表に認識された負債は、貸借対照表日現在の確定給付債

務の現在価値から制度資産の公正価値を差し引いた金額である。積立をしない確定給付制度の貸借対照表

日現在において認識された負債は、確定給付債務の現在価値である。確定給付債務は、毎年、独立した年

金数理人によって予測単位積増方式を用いて算定される。確定給付債務の現在価値は、給付が支払われる

通貨建ての、関連する年金債務期間と近似する満期期間を有する高品質の社債の利回りと同等の金利を用

いて、見積将来キャッシュ・フローを割り引くことによって決定される。

発生した年金数理上の利益および損失は、それらが発生した期間に株主資本に認識され、その他包括利

益計算書に表示される。当グループは、年度の開始時に確定給付債務の測定に使用される割引率をその時

点の正味確定給付負債に適用し、拠出および給付の支払いによる当期中の正味確定給付負債の変動を考慮

して、当期の正味確定給付債務に係る正味支払利息を決定している。正味支払利息および確定給付制度に

関するその他の費用は損益計算書に認識される。

当グループの退職給付債務に関する詳細については、注記32に記載されている。

株式に基づく報酬
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当グループは、持分決済型および現金決済型の株式に基づく報酬制度を運営している。オプションの付

与と引き換えに受領した従業員サービスの公正価値は、費用として認識される。年間業績報奨の一部とし

て付与された繰延株式報奨に関しては、業績期間開始日から権利確定日までの期間にわたって費用が認識

される。例えば、2016年から2018年に権利確定する、2014年の業績に関して2015年に付与された報奨に関

する費用は、2014年１月１日から2016年から2018年中の権利確定日までの期間にわたって、費用として認

識される。その他すべての報奨に関して、費用は、付与日から権利確定日までの期間にわたって認識され

る。

持分決済型の報奨に関して、権利確定期間にわたって費用計上される金額は、付与日のオプションの公

正価値を参照して決定される。ここでは、市場条件以外の権利確定条件（例えば、収益性および成長目

標）の影響を除く。付与された持分商品の公正価値は、付与日現在において市場価格が入手可能な場合

は、市場価格に基づいている。市場価格がない場合には、その商品の公正価値は二項式オプション価格決

定モデル等、適切な評価技法を用いて見積られる。市場条件以外の権利確定条件は、権利確定することが

予想されるオプション数に関する仮定に含まれている。各貸借対照表日現在、当グループは権利確定する

ことが予想されるオプション数の見積りを見直している。当グループは、当初の見積りの修正による影響

（もしあれば）を、損益計算書に認識し、それに伴う調整を資本に残存権利確定期間にわたって認識す

る。市場条件以外の権利確定条件の未達以外の要素に起因する権利確定前の失効は、取消しとして扱わ

れ、残存する未償却費用は、取消し時に損益計算書に借方計上される。

直接帰属する取引費用控除後の受領金額は、当該オプションが行使される際に株式資本（額面価額）お

よび資本準備金に貸方計上される。

現金決済型報奨は各貸借対照表日現在で再評価され、すべての未払金額に関して、負債が貸借対照表に

認識され、公正価値の変動は、当該報奨が行使されるまで損益計算書の人件費に費用計上または貸方計上

される。市場条件に基づく業績条件の未達以外の要素に起因して権利確定前に失効した場合、失効日まで

に発生した累積費用を損益計算書に貸方計上される。

当社は、持分決済型報奨の価値を子会社へのみなし投資として計上している。現金決済型報奨に関する

再評価は、子会社に対する債権として計上される。

当グループの株式に基づく報酬制度の詳細については、注記35に説明されている。

(t) 株式資本

発行済みの金融商品は、現金、その他の金融資産の譲渡または可能な数の自己の持分商品を発行する契

約上の義務がない場合には資本として分類される。新株またはオプションの発行に直接起因する増分費用

は、払込金からの控除項目（税引後）として資本に表示されている。

資本に分類される普通株式および優先株式の配当金は、それらの配当金が宣言された期間に資本に認識

される。

裁量権のあるクーポンが付されており、確定期日または償還期日のない有価証券はその他持分商品とし

て分類される。これらの有価証券に係る利払いは、税額控除後の純額で、支払が行われる期間に資本から

の分配として認識される。

当社またはその他の連結グループのメンバーが、当社の普通株式資本を購入する場合、支払った対価

は、それらの株式が消却されるまで、自己株式として当グループおよび/または当社の株主資本合計から
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控除される。その後にそれらの株式が売却または再発行される場合、受け取った対価は、当グループおよ

び/または当社の株主資本に含められる。

当グループの株式資本およびその他持分商品の詳細については、注記33に説明されている。

(u) 売却目的保有資産

非流動資産（不動産等）および処分グループ（処分グループの資産と負債の両方を含む）は、（ⅰ）当

該資産および処分グループの帳簿価額が主に売却によって回収される、（ⅱ）当該資産および処分グルー

プが現在の状態で売却可能である、（ⅲ）当該資産および処分グループの売却の可能性が高い場合に売却

目的保有に分類され、帳簿価額または公正価値から売却費用を控除した額のいずれか低い方で測定され

る。

当初売却目的保有に分類される直前に、資産（または処分グループの資産および負債）の帳簿価額は該

当する上記の会計方針に従って測定される。

次へ
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２ セグメント情報

当グループは、全世界ベースの管理および報告目的のため、コーポレート・アンド・インスティテュー

ショナル・クライアント、コマーシャル・クライアント、プライベート・バンキング・クライアントなら

びにリテール・クライアントという４つのクライアント・セグメントで構成されている。これらのクライ

アント・セグメントに提供される商品は、以下の「商品別利益」に要約されている。重点目標は、特定商

品ラインの拡大よりもクライアントとの関係を拡大し、深めることにある。よって当グループは、個別商

品の収益性ではなく、総合的な税引前損益（配賦されないコーポレート項目は除く）に基づいてセグメン

ト業績を評価している。商品収益情報は、市場におけるクライアントのニーズおよび傾向を評価する手段

として利用されている。クライアント・セグメントが採用した戦略は、各国の経営チームの責任により現

地の市場および規制要件に適応させる必要がある。事業運営の主たる指標ではないが、国別の業績は当グ

ループの組織における重要部分であり、業績および従業員報奨の評価にも用いられている。配賦されない

コーポレート項目は非経常的な性質であることからクライアント・セグメントに集計されない。

当グループの全社的な開示は、税引前当期純利益、正味金利マージンおよび当グループの預金構成を含

み、顧客の所在地別に分類された地域（ディーラーの所在地により分類される金融市場商品を除く）より

構成される。

クライアント・セグメント間および地域間の取引は、独立第三者間取引で行われる。過去２年間におい

て取得した企業を除いて、当グループの共通費は、クライアント・セグメントおよび地域の直接費の割合

に応じて分配されており、当グループの資本による便益は、信用リスク加重資産の平均に応じてセグメン

ト間で分配されている。当グループは、取得が行われた年度において当グループの資本による便益を請求

または配分していない。共通費用の分配は、取得に係る中央管理費用の見積りに基づいて２年間にわたっ

て段階的に行われた。
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クライアント・セグメント別の業績

2015年

コーポレート・

アンド・インス

ティテューショ

ナル・クライア

ント

コマーシャ

ル・クライア

ント

プライベー

ト・バンキン

グ・クライア

ント

リテール・ク

ライアント

報告

セグメント

合計

配賦されない

コーポレート

項目 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

内部収益 (55) 10 (20) 65 ― ― ―

正味受取利息 5,125 546 339 3,397 9,407 ― 9,407

非利息収益 3,258 269 238 2,117 5,882 ― 5,882

営業収益
1

8,328 825 557 5,579 15,289 ― 15,289

営業費用
2

(5,429) (767) (369) (4,168) (10,733) (440)
3

(11,173)

減損損失控除前税引前

営業利益 2,899 58 188 1,411 4,556 (440) 4,116

貸付金減損損失および

その他の信用リスク

引当金
4

(3,606) (599) (94) (677) (4,976) ― (4,976)

その他の減損

　のれんの減損
5

― ― ― ― ― (488) (488)

　その他の減損
6

(307) (27) (5) (28) (367) ― (367)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーか

らの利益 171 14 ― 7 192 ― 192

税引前当期純（損

失）／利益 (843) (554) 89 713 (595) (928) (1,523)

使用資産合計 444,431 20,525 22,988 147,476 635,420 5,063 640,483

　このうち：

　顧客に対する貸付金 140,379 11,107 15,068 94,849 261,403 ― 261,403

使用負債合計 402,305 25,812 27,990 134,802 590,909 1,062 591,971

　このうち：

　顧客勘定 200,975 19,071 24,532 114,549 359,127 ― 359,127

その他セグメント項目:

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーに

おける持分 1,423 341 ― 173 1,937 ― 1,937

資本的支出
7

1,112 81 45 152 1,390 ― 1,390

減価償却 321 13 7 96 437 ― 437

無形資産の償却 135 14 8 70 227 ― 227

1 自己信用調整に関連する便益495百万米ドル、信用評価調整および資金調達評価調整の見積り手法の変更に関連す

る費用863百万米ドル（コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント）ならびに売却済事

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

208/616



業／売却目的保有事業に係る純利益218百万米ドル（リテール・クライアント：219百万米ドルの利益、およびコ

マーシャル・クライアント：１百万米ドルの損失）を含む。

2 組織再編成活動に関連する費用695百万米ドル（コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアン

ト：231百万米ドル、コマーシャル・クライアント：56百万米ドル、プライベート・バンキング・クライアント：

８百万米ドル、およびリテール・クライアント：400百万米ドル）を含む。

3 英国銀行税の440百万米ドルに関するもの。

4 コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントにおける組織再編成活動に関連する費用968百

万米ドルを含む。

5 台湾におけるのれんの減損費用（362百万米ドル）およびタイにおける組織再編成活動（126百万米ドル）の488百

万米ドルに関するもの。

6 組織再編成活動に関連する費用（コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント：13百万米ド

ル、コマーシャル・クライアント：20百万米ドル、およびリテール・クライアント：23百万米ドル）56百万米ド

ルを含む。

7 オペレーティング・リース資産に関連する資本的支出885百万米ドルを含む。
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2014年

コーポレート・ア

ンド・インスティ

テューショナル・

クライアント

コマーシャ

ル・クライア

ント

プライベー

ト・バンキン

グ・クライア

ント

リテール・クラ

イアント

報告

セグメント

合計

配賦されない

コーポレート項

目 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

内部収益 6 2 (6) (2) ― ― ―

正味受取利息 5,821 722 346 4,114 11,003 ― 11,003

非利息収益
1

4,704 458 272 1,897 7,331 ― 7,331

営業収益 10,531 1,182 612 6,009 18,334 ― 18,334

営業費用 (5,191) (739) (447) (4,002) (10,379) (666)
2

(11,045)

減損損失控除前税引前

営業利益 5,340 443 165 2,007 7,955 (666) 7,289

貸付金減損損失および

その他の信用リスク

引当金 (991) (212) ― (938) (2,141) ― (2,141)

その他の減損

　のれんの減損
3

― ― ― ― ― (758) (758)

　その他の減損 (307) (35) (16) (45) (403) ― (403)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーか

らの利益 198 22 ― 28 248 ― 248

税引前当期純利益 4,240 218 149 1,052 5,659 (1,424) 4,235

使用資産合計 513,767 29,444 26,181 151,418 720,810 5,104 725,914

　このうち：

　顧客に対する貸付金 157,970 14,651 18,056 97,922 288,599 ― 288,599

使用負債合計 466,680 32,087 36,370 142,902 678,039 1,137 679,176

　このうち：

　顧客勘定 244,731 22,787 29,621 117,050 414,189 ― 414,189

その他セグメント項目:

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーに

おける持分 1,217 406 19 320 1,962 ― 1,962

資本的支出
4

2,264 120 44 98 2,526 ― 2,526

減価償却 305 13 4 112 434 ― 434

無形資産の償却 107 13 6 79 205 ― 205

1 自己信用調整に関連する正味便益100百万米ドル（コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライア

ント）の自己信用調整および売却済事業／売却目的保有事業に係る純損失２百万米ドルを含む。

2 英国銀行税の366百万米ドルおよび米国民事課徴金の300百万米ドルに関するもの。

3 北東アジアおよび大中華圏におけるのれんの減損費用それぞれ726百万米ドルおよび32百万米ドルに関するもの。

4 オペレーティング・リース資産に関する資本的支出1,966百万米ドルを含む。
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以下の表は営業利益の詳細（商品別）である。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

貸付およびポートフォリオ・マネジメント 844 1,026

トランザクション・バンキング 3,363 3,802

　貿易 1,593 1,956

　キャッシュ・マネジメントおよびカストディ 1,770 1,846

金融市場
1 2,371 3,500

コーポレート・ファイナンス 2,145 2,487

ウェルス・マネジメント 1,729 1,701

リテール商品 4,340 4,840

　カード、個人向けローンおよび無担保貸付 1,962 2,576

　預金 1,184 1,222

　抵当貸付および自動車ローン 835 938

　その他のリテール商品
2 359 104

資産負債管理 425 653

プリンシパル・ファイナンス 72 325

営業収益合計
1、2 15,289 18,334

1 自己信用調整に関連する便益495百万米ドル(2014年：100百万米ドル)および信用評価調整および資金調達評価調整

の見積りの手法の変更に関連する費用863百万米ドルを含む。

2 売却済事業／売却目的保有事業に係る純利益218百万米ドル(2014年：２百万米ドルの純損失)を含む。

地域別および主要国別の業績

全社情報

当グループは、全世界ベースで報告対象のクライアント・セグメントを管理している。当グループの業

務は下記の８つの主要な地域を拠点としている。当グループが業務を行っている主要国の情報も示されて

いる。英国は当社の本拠地である。

2015年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

内部収益 69 (36) (57) 63 84 76 6 (205) ―

正味受取利息 2,494 861 1,240 1,878 845 916 326 847 9,407

手数料収益（純額） 1,306 195 281 750 322 337 345 71 3,607

正味トレーディング収

益 839 (14) (178) 311 97 (36) 148 (255) 912

　額面 790 (17) (178) 42 96 (36) 148 (428) 417

　自己信用調整 49 3 ― 269 1 ― ― 173 495

その他営業収益 621 129 125 143 65 143 14 123 1,363
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営業収益
1

5,329 1,135 1,411 3,145 1,413 1,436 839 581 15,289

営業費用
2

(3,023) (1,480) (842) (1,935) (975) (951) (812) (1,155) (11,173)

減損損失控除前税引前

営業利益／（損失） 2,306 (345) 569 1,210 438 485 27 (574) 4,116

貸付金減損損失および

その他の信用リスク

引当金
3

(701) (247) (1,347) (1,016) (441) (550) (62) (612) (4,976)

その他の減損
4

(410) (12) (34) (195) (3) (48) (9) (144) (855)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャー

からの利益／（損

失） 173 ― ― 16 ― 4 ― (1) 192

税引前当期純利益/(損

失) 1,368 (604) (812) 15 (6) (109) (44) (1,331) (1,523)

使用資産合計
5、6

187,225 59,757 31,436 129,874 41,950 25,198 69,614 171,601

　このうち：顧客に対

する貸付金
6

77,675 28,608 19,287 66,942 19,485 11,562 11,498 26,346

期中平均利付資産
6

168,713 52,535 29,720 114,696 35,167 21,539 72,471 118,675

純金利マージン（％） 1.5 1.6 4.0 1.7 2.6 4.6 0.5 0.5 1.7

資本的支出
7

907 19 18 376 6 14 7 43 1,390

1 自己信用調整に関連する便益495百万米ドル、ならびに信用評価調整および資金調達評価調整の見積りの手法の変

更に関連する費用863百万米ドルおよび売却済事業／売却目的保有事業に係る純利益218百万米ドルを含む。

2 組織再編成活動に関連する費用695百万米ドルおよび英国銀行税440百万米ドルを含む。

3 組織再編成活動に関連する費用968百万米ドルを含む。

4 のれんの減損費用488百万米ドルおよび組織再編成活動に関連する56百万米ドルを含む。

5 グループ間の資産を含む。

6 貸付金が計上された場所ではなく顧客の所在地に基づいている。

7 オペレーティング・リース資産に関する大中華圏での資本的支出885百万米ドルを含む。
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2014年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

内部収益 (28) (80) (51) 54 82 93 (6) (64) ―

正味受取利息 3,006 1,238 1,267 2,251 951 988 396 906 11,003

手数料収益（純額） 1,342 236 298 958 418 413 359 155 4,179

正味トレーディング収益 798 12 231 231 244 199 84 97 1,896

　額面 704 12 231 234 244 199 84 88 1,796

　自己信用調整 94 ― ― (3) ― ― ― 9 100

その他営業収益 422 53 110 219 148 136 28 140 1,256

営業収益
1

5,540 1,459 1,855 3,713 1,843 1,829 861 1,234 18,334

営業費用
2

(2,911) (1,179) (793) (2,078) (984) (990) (968) (1,142) (11,045)

減損損失控除前税引前

営業利益 2,629 280 1,062 1,635 859 839 (107) 92 7,289

貸付金減損損失および

その他の信用リス

ク引当金 (469) (394) (183) (698) (89) (175) (21) (112) (2,141)

その他の減損
3

(174) (737) (73) (86) (1) (1) (1) (88) (1,161)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャー

からの利益／（損

失） 177 ― ― 62 ― 10 ― (1) 248

税引前当期純利益/(損

失) 2,163 (851) 806 913 769 673 (129) (109) 4,235

使用資産合計
4、5

213,196 64,896 35,941 160,286 44,225 26,456 91,999 172,274

　このうち：顧客に対

する貸付金
5

89,646 29,582 22,859 78,541 22,775 13,103 10,952 21,141

期中平均利付資産
5

175,790 58,491 31,733 127,746 36,590 22,837 66,415 110,940

純金利マージン（％） 1.7 2.0 3.8 1.8 2.8 4.7 0.6 0.8 1.9

資本的支出
6

2,008 40 28 377 12 38 2 21 2,526

1 自己信用調整に関連する便益100百万米ドルおよび売却済事業／売却目的保有事業に係る純損失２百万米ドルを含

む。

2 ヨーロッパにおける英国銀行税366百万米ドルおよび南北アメリカにおける民事課徴金300百万米ドルを含む。

3 大中華圏および北東アジアにおけるのれんの減損費用に関してそれぞれ32百万米ドルおよび726百万米ドルを含

む。

4 グループ間の資産を含む。

5 計上された場所ではなく顧客の所在地に基づいている。

6 オペレーティング・リース資産に関する大中華圏での資本的支出1,966百万米ドルを含む。
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2015年

香港 シンガポール 韓国 インド

アラブ首長国

連邦 中国 英国

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

正味受取利息 1,633 1,031 789 921 507 703 552

手数料収益（純額） 985 430 181 215 199 145 9

正味トレーディング

　収益 511 286 (29) (222) 80 219 (276)

　額面 461 16 (32) (222) 79 219 (449)

　自己信用調整 50 270 3 ― 1 ― 173

その他営業収益 669 83 123 116 41 (58) 99

営業収益
1

3,798 1,830 1,064 1,030 827 1,009 384

営業費用
2

(1,868) (976) (1,426) (637) (579) (820) (1,038)

減損損失控除前税引前

営業利益／（損失） 1,930 854 (362) 393 248 189 (654)

貸付金減損損失および

その他の信用リスク

引当金
3

(422) (282) (249) (1,341) (352) (249) (611)

その他の減損
3

(21) (6) (11) (33) (2) (25) (144)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーか

らの利益 ― 1 ― ― ― 173 ―

税引前当期純利益／(損

失) 1,487 567 (622) (981) (106) 88 (1,409)

使用資産合計
4、5

146,889 100,644 46,554 25,901 27,209 28,863 165,601

　このうち：

　顧客に対する貸付金
5

55,128 47,394 27,552 16,311 12,456 12,268 23,920

資本的支出
6

897 2 19 8 2 9 43

1 自己信用調整、信用評価調整および資金調達評価調整の見積りの手法の変更に関連する費用ならびに売却済事業／

売却目的保有事業に係る純利益を含む。

2 組織再編成活動および銀行税を含む。

3 組織再編成活動を含む。

4 グループ間の資産を含む。

5 貸付金が計上された場所ではなく顧客の所在地に基づいている。

6 オペレーティング・リース資産に関する香港での資本的支出885百万米ドルを含む。
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2014年

香港 シンガポール 韓国 インド

アラブ首長国

連邦 中国 英国

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

正味受取利息 1,906 1,164 1,109 966 605 779 731

手数料収益（純額） 1,040 582 219 225 263 133 83

正味トレーディング収

益 702 165 ― 173 136 (6) 81

　額面 609 171 (1) 173 136 (7) 72

　自己信用調整 93 (6) 1 ― ― 1 9

その他営業収益 397 116 52 88 66 13 89

営業収益
1

4,045 2,027 1,380 1,452 1,070 919 984

営業費用
2

(1,792) (1,093) (1,121) (647) (569) (758) (942)

減損損失控除前税引前

営業利益 2,253 934 259 805 501 161 42

貸付金減損損失および

その他の信用リスク

引当金 (272) (80) (392) (171) (63) (177) (108)

その他の減損
3

(169) (2) (737) (73) ― ― (88)

関連会社およびジョイ

ント・ベンチャーか

らの利益／（損失） ― (1) ― ― ― 177 ―

税引前当期純利益／(損

失) 1,812 851 (870) 561 438 161 (154)

使用資産合計
4、5

156,528 120,845 54,437 30,083 28,322 36,250 172,259

　このうち：

　顧客に対する貸付金
5

61,643 55,830 28,600 19,718 14,358 15,939 18,344

資本的支出
6

1,996 355 39 20 2 7 19

1 自己信用調整および売却済事業／売却目的保有事業に係る純損失を含む。

2 英国における銀行税366百万米ドルを含む。

3 香港および韓国におけるのれんの減損費用に関してそれぞれ32百万米ドルおよび726百万米ドルを含む。

4 グループ間の資産を含む。

5 分析は、貸付金が計上された場所ではなく顧客の所在地に基づいている。

6 オペレーティング・リース資産に関する香港での資本的支出1,966百万米ドルを含む。

地域別の預金構成

以下の表は当グループの主要な地域別の預金構成を示している。

2015年

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

215/616



大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

無利息当座預金およ

び要求払預金 13,615 574 2,876 9,926 7,356 5,263 2,727 1,048 43,385

利付当座預金および

貯蓄預金 88,598 21,867 2,658 33,818 4,624 3,145 11,609 15,007 181,326

定期預金 33,582 12,138 8,725 32,731 11,835 2,576 10,410 37,099 149,096

その他預金 193 510 478 2,540 347 163 4,063 15,274 23,568

合計 135,988 35,089 14,737 79,015 24,162 11,147 28,809 68,428 397,375

銀行からの預金 4,635 3,678 351 4,892 2,342 387 10,967 10,996 38,248

顧客勘定 131,353 31,411 14,386 74,123 21,820 10,760 17,842 57,432 359,127

　政府保険制度のも

とで保護される

もの 25,148 8,632 1,090 10,311 786 3,066 ― 67 49,100

　その他の勘定 106,205 22,779 13,296 63,812 21,034 7,694 17,842 57,365 310,027

135,988 35,089 14,737 79,015 24,162 11,147 28,809 68,428 397,375

発行済負債証券：

優先債 1,484 2,456 ― ― ― 5 ― 17,293 21,238

その他負債証券 1,387 3,517 57 4,577 ― 18 18,860 19,143 47,559

劣後負債およびその

他の借入金 1,301 315 ― ― 24 34 ― 20,178 21,852

合計 140,160 41,377 14,794 83,592 24,186 11,204 47,669 125,042 488,024

2014年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

無利息当座預金およ

び要求払預金 12,670 514 3,201 10,579 7,969 5,826 2,610 2,582 45,951

利付当座預金および

貯蓄預金 86,110 21,369 2,771 39,067 5,051 2,590 17,345 17,885 192,188

定期預金 57,735 14,476 8,575 47,583 11,422 3,142 28,231 42,214 213,378

その他預金 220 462 1,001 3,841 412 146 1,689 10,224 17,995

合計 156,735 36,821 15,548 101,070 24,854 11,704 49,875 72,905 469,512

銀行からの預金 5,200 4,202 338 7,283 2,374 687 16,496 18,743 55,323

顧客勘定 151,535 32,619 15,210 93,787 22,480 11,017 33,379 54,162 414,189

　政府保険制度のも

とで保護される

もの

26,700 9,309 1,253 12,825 326 2,927 ― 69 53,409

　その他の勘定 124,835 23,310 13,957 80,962 22,154 8,090 33,379 54,093 360,780

156,735 36,821 15,548 101,070 24,854 11,704 49,875 72,905 469,512
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発行済負債証券：

優先債 1,416 3,919 ― ― ― 5 ― 18,804 24,144

その他負債証券 3,569 6,234 388 5,004 ― 137 17,325 23,987 56,644

劣後負債およびその

他の借入金 1,342 337 ― ― 25 46 ― 21,197 22,947

合計 163,062 47,311 15,936 106,074 24,879 11,892 67,200 136,893 573,247

上記の表は公正価値評価区分で保有される金融商品を含む（注記15を参照）。

主要国別の預金構成

以下の表は当グループの主要国別の預金構成を示している。

2015年

香港 シンガポール 韓国 インド

アラブ首長国

連邦 中国 英国

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

無利息当座預金および

要求払預金 12,731 7,313 42 2,085 5,089 756 688

利付当座預金および貯

蓄預金 67,091 26,773 19,824 1,611 2,170 11,846 11,655

定期預金 20,512 26,386 8,586 7,371 9,781 7,735 33,792

その他預金 37 2,069 397 272 310 150 15,255

合計 100,371 62,541 28,849 11,339 17,350 20,487 61,390

銀行からの預金 3,279 4,058 794 337 2,066 962 9,929

顧客勘定 97,092 58,483 28,055 11,002 15,284 19,525 51,461

　政府保険制度のもと

で保護されるもの 18,294 5,541 8,632 473 ― 56 56

　その他の勘定 78,798 52,942 19,423 10,529 15,284 19,469 51,405

100,371 62,541 28,849 11,339 17,350 20,487 61,390

発行済負債証券：

優先債 151 ― 2,456 ― ― 794 17,293

その他負債証券 932 4,370 2,016 57 ― ― 19,143

劣後負債およびその他

の借入金 1,301 ― 315 ― ― ― 20,178

合計 102,755 66,911 33,636 11,396 17,350 21,281 118,004

2014年

香港 シンガポール 韓国 インド

アラブ首長国

連邦 中国 英国

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル
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無利息当座預金および

要求払預金 11,874 7,985 80 2,404 5,150 663 931

利付当座預金および貯

蓄預金 64,562 30,997 19,889 1,600 2,858 10,861 15,820

定期預金 38,609 36,934 11,106 7,395 9,763 11,697 39,585

その他預金 39 3,042 411 765 369 176 10,226

合計 115,084 78,958 31,486 12,164 18,140 23,397 66,562

銀行からの預金 4,304 5,231 1,786 325 2,175 793 17,573

顧客勘定 110,780 73,727 29,700 11,839 15,965 22,604 48,989

　政府保険制度のもと

で保護されるもの 19,215 6,017 9,309 493 ― 57 57

　その他の勘定 91,565 67,710 20,391 11,346 15,965 22,547 48,932

115,084 78,958 31,486 12,164 18,140 23,397 66,562

発行済負債証券：

優先債 ― ― 3,919 ― ― 817 18,804

その他負債証券 2,737 4,695 3,459 388 ― ― 23,987

劣後負債およびその他

の借入金 1,342 ― 337 ― ― ― 21,197

合計 119,163 83,653 39,201 12,552 18,140 24,214 130,550

上記の表は公正価値評価区分で保有される金融商品を含む（注記15を参照）。

３ 受取利息

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

中央銀行預け金 238 246

短期政府債 647 780

銀行に対する貸付金 1,020 1,206

顧客に対する貸付金 10,266 12,167

上場負債証券 712 823

非上場負債証券 1,623 1,662

減損資産に対する未収計上（割引のアンワインディング） 107 100

14,613 16,984

このうち、以下で保有されている金融商品：

償却原価 11,808 14,281

売却可能 2,425 2,373

損益を通じた公正価値評価区分 380 330

４ 支払利息
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2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

銀行からの預金 396 408

顧客勘定：

　有利子当座預金および普通預金 971 1,009

　定期預金 2,501 2,960

発行済負債証券 773 866

劣後負債およびその他の借入金：

５年以内に返済 43 74

　５年後以降に返済 522 664

5,206 5,981

このうち、以下で保有されている金融商品：

償却原価 5,073 5,541

損益を通じた公正価値評価区分 133 440

５ 手数料およびコミッション収益

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

トランザクション・バンキング 1,307 1,484

金融市場 173 353

コーポレート・ファイナンス 310 462

ウェルス・マネジメント 1,211 1,151

リテール商品 560 668

その他 46 61

3,607 4,179

損益を通じて公正価値評価されない金融商品から生じた手数料収益合計は、1,190百万米ドル（2014年：

1,596百万米ドル）、信託およびその他の受託活動から生じた手数料収益合計は、156百万米ドル（2014

年：156百万米ドル）である。

損益を通じて公正価値評価されない金融商品から生じた手数料費用合計は、40百万米ドル（2014年：79

百万米ドル）、信託およびその他の受託活動から生じた手数料費用合計は、25百万米ドル（2014年：21百

万米ドル）である。

６ 正味トレーディング収益

2015年 2014年
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百万米ドル 百万米ドル

トレーディング目的保有商品からの純収益：

　外貨建て
1 1,608 298

　トレーディング有価証券 (584) 337

　金利デリバティブ (687) 1,306

　クレジットおよびその他のデリバティブ 423 39

760 1,980

公正価値ヘッジからの純収益

　公正価値ヘッジ対象からの純収益 198 (1,301)

　公正価値ヘッジ手段からの純収益 (192) 1,272

6 (29)

公正価値の指定を受けている商品の純収益

　損益を通じた公正価値評価の指定を受けている金融資産 (118) (65)

　損益を通じた公正価値評価の指定を受けている金融負債 (391) (834)

　自己信用調整 495 100

　損益を通じた公正価値評価の指定を受けている金融商品と

あわせて管理されているデリバティブ
160 744

146 (55)

912 1,896

1 外貨建て貨幣性資産および負債の換算による為替損益を含む。

2015年の数値には、信用評価調整および資金調達評価調整の算定手法の変更に関連する評価損863百万米

ドルが含まれる（注記15を参照）。

トレーディング目的保有商品からの純収益は、商品別に表示されている。一部のトレーディング有価証

券における損益は、金利デリバティブあるいはクレジットおよびその他のデリバティブにおける損益と相

殺されている。

７ その他営業収益

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

その他営業収益は以下を含む：

オペレーティング・リース資産からの賃料収益 550 562

金融商品の処分による純収益：

　売却可能 332 426

　貸出金および受取債権 4 8

事業の正味売却益 222 13

配当収益 111 97

有形固定資産の処分による収益 66 49

還付税の受領に関する収益 13 26
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売却目的保有として区分されている事業の公正価値評価損失 (4) (15)

８ 営業費用

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

人件費：

　賃金および給与 4,924 5,035

　社会保障費用 154 168

　その他年金費用（注記32） 299 333

　株式に基づく報酬費用（注記35） 146 234

　その他人件費 1,596 1,018

7,119 6,788

変動報酬は、株式に基づく報酬費用ならびに賃金および給与に含まれている。詳細は、115ページ（訳

注：原文のページ番号である。）の取締役の報酬に関する報告書に開示されている。その他人件費には、

主として現在進行中の戦略的な見直しによる余剰人員削減費用およびその他の組織再編成費用695百万米ド

ルが含まれる。その他の費用には研修費、旅費およびその他人件費が含まれる。

以下の表は、当グループ内における従業員数の要約である。

2015年

事業

サポート・

サービス 合計
 

12月31日現在 42,036 42,040 84,076  

当事業年度における平均 45,207 42,111 87,318

2014年

事業

サポート・

サービス 合計
 

12月31日現在 49,638 41,302 90,940  

当事業年度における平均 48,642 40,293 88,935

当社の2015年12月31日現在の従業員数は、ゼロ（2014年：ゼロ）であり、４百万米ドル（2014年：４百

万米ドル）の費用が生じた。

取締役報酬および給付ならびに株式持分の詳細については、116ページから132ページ（訳注：原文の

ページ番号である。）の取締役の報酬に関する報告書に開示されている。

取締役、役員およびその他の関連当事者との取引については、注記43に開示されている。
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2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

土地建物および設備費用

土地建物賃貸料 433 454

その他土地建物および設備費用 376 432

コンピュータおよび設備賃貸料 22 24

831 910

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

一般管理費

英国銀行税
1 440 366

民事課徴金
2 ― 300

その他一般管理費 2,119 2,042

2,559 2,708

1 英国銀行税は、当グループの連結貸借対照表の課税対象資本および負債に対して適用される。課税対象資本および

負債からの除外項目の主なものは、Tier１資本、保険付きまたは保証されたリテール預金、特定のソブリン債で保

証されるレポおよび相殺の対象とされる負債が含まれる。2015年の税率は、課税対象の短期負債に対して0.197％の

混合税率であり、課税対象の資本および長期負債（すなわち、満期までの残存期間が１年超の負債）に対してはよ

り低い0.098％が通常適用される。

2 2014年８月、スタンダード・チャータードは、ニューヨーク支店における資金洗浄防止の監視体制の不備に関して

ニューヨーク金融サービス局（以下、「NYDFS」という。）との合意に達した。

監査人報酬

監査人報酬はその他一般管理費に含まれている。当グループの主要な監査人であるケーピーエムジー・

エルエルピーおよびその関連会社（以下、「ケーピーエムジー」と総称する。）に対する当グループの支

払報酬は以下のとおりであった。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

当グループ法定監査に対する監査報酬：

当事業年度に関連する報酬 3.9 3.9

当グループに提供されたその他のサービスに対するケーピーエム

ジーへの支払報酬：

法律に準拠したスタンダード・チャータード・ピーエルシー子

会社の監査

当事業年度に関連する報酬 10.9 10.8

監査および監査関連報酬合計 14.8 14.7
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法律に準拠したその他のサービス 5.4 3.1

税務サービス 0.4 0.5

コーポレート・ファイナンス取引関連サービス 2.1 ―

その他すべてのサービス 0.9 0.5

支払報酬合計 23.6 18.8

上述のカテゴリーに含まれるサービスの種類の詳細は以下のとおりである。

・監査報酬は、当グループの連結財務諸表およびスタンダード・チャータード・ピーエルシーの個別財

務諸表の法定監査に対するケーピーエムジー・エルエルピーへの支払報酬に関するものである。監査

報酬は、スタンダード・チャータード・ピーエルシーの子会社の監査に対する支払額およびケーピー

エムジー・エルエルピーの関連会社に対する支払額を除いたものである。当該金額は、当グループに

提供されたその他のサービスに関するケーピーエムジーへの支払報酬に含まれている。

・法律に準拠したその他のサービスには、コンフォート・レターおよび中間レビューを含む法定および

規制上の提出に関連した保証およびその他のサービスが含まれている。

・税務サービスには、税務コンプライアンス・サービスおよび税務アドバイザリー・サービスが含まれ

ている。

・コーポレート・ファイナンス取引関連サービスには、企業取得デューディリジェンスおよびロング・

フォーム・レポートなどの、当グループが売り手であるか買い手であるかに関係なく、取引関連業務

に対するケーピーエムジーへの支払報酬が含まれる。2015年において、これにはライツ・イシューに

関連する1.7百万米ドルが含まれていた。

・その他すべてのサービスには、トランザクション・サービス、臨時の会計上の助言、資本調達におけ

る報告会計士業務および金融モデルのレビューなどの、その他の保証およびアドバイザリー・サービ

スが含まれている。

サービス提供期間中に発生した費用で、当グループから払い戻されたものは、監査人報酬に含まれてい

る。

上記に加えて、ケーピーエムジーは、当グループ以外の当事者ではあるが、当グループと関連があるた

めにケーピーエムジーが指名されたと考えられる契約相手方からの報酬の受領を、0.2百万米ドル（2014

年：0.2百万米ドル以下）以下と見積もっている。これらの報酬は、当グループの年金制度の監査などの

サービスから生じている。

当グループは連結ベースで開示しているため、スタンダード・チャータード・ピーエルシーに対する非

監査サービスに関してケーピーエムジーに支払われた報酬は、個別に開示されていない。

９ 減価償却および償却

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

有形固定資産

土地建物 91 105
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設備 88 95

オペレーティング・リース資産 258 234

437 434

無形資産：

ソフトウェア 205 165

企業結合による取得 22 40

664 639
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10 貸付金減損損失およびその他の信用リスク引当金

以下の表は、貸付金に関する減損引当金に対する繰入費用と減損費用およびその他の信用リスク引当金

合計との調整である。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

貸付金に関して損益に計上した正味費用；

個別の減損費用 4,820 2,096

ポートフォリオの減損（戻入）／費用 (4) 38

4,816 2,134

クレジット・コミットメントに関する減損費用 94 6

貸付金および受取債権に分類された負債証券に関する減損費用 66 1

貸付金減損損失およびその他の信用リスク引当金合計 4,976 2,141

地域およびクライアント・セグメント別の貸付金に関する減損引当金の分析については、179ページおよ

び181ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューにて説明されている。

11 その他の減損

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

のれんの減損（注記25を参照） 488 758

固定資産の減損（注記26を参照） 149 ―

売却可能金融資産の減損損失：

負債証券 5 109

株式 142 47

147 156

関連会社への投資の減損（注記23を参照） 46 97

取得した無形資産の減損（注記25を参照） 1 8

コモディティ資産の減損 ― 139

その他 42 9

873 1,167

金融商品の処分による減損の回復額
1 (18) (6)

855 1,161

1 過年度に減損引当金が計上され、当事業年度中に売却された非上場の持分商品に関連している。

12 法人税費用
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当事業年度に関する当グループの法人税費用の決定には、一定水準の見積りおよび判断が含まれてい

る。

下表は当事業年度中の法人税費用の分析を示している。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

当事業年度の（損失）／利益に基づく税金費用の構成：

当期税金：

英国法人税（税率20.25％（2014年：21.5％））：

当事業年度の利益に関する当期税金（控除）／費用 (15) 169

過年度に関する調整（二重課税控除を含む） 57 (130)

二重課税控除 (4) (8)

海外の税金：

当事業年度の利益に関する当期税金費用 1,084 1,460

過年度に関する調整 49 (29)

1,171 1,462

繰延税金：

一時差異の発生／解消 (526) (15)

過年度に関する調整 28 83

(498) 68

経常事業の（損失）／利益に対する税金 673 1,530

実効税率 nm
1 36.1%

１．重要ではない。

英国法人税率は、2015年４月１日より21％から20％に引き下げられたため、当事業年度の混合税率は

20.25％となった。

貸借対照表日現在、英国法人税率は、さらに2017年４月１日より19％に引き下げられ、2020年４月１日

より18％に引き下げられることが定められている。18％への税率の引き下げによる当グループへの影響は

重要ではない。

海外の税金には、香港の課税対象所得における香港の利益に対する当期税金131百万米ドル（2014年12月

31日：207百万米ドル）が含まれる。

繰延税金には、香港の課税対象所得に適用されている16.5％（2014年：16.5％）の税率での香港の利益

に対する一時差異の発生／解消(12)百万米ドル（2014年：４百万米ドル）が含まれる。

税引前損失1,523百万米ドル（2014年：4,235百万米ドルの税引前利益）に対する当事業年度の税金費用

673百万米ドル（2014年：1,530百万米ドル）は、未認識の繰延税金資産および損金不算入ののれんの減損

による影響を反映していた。
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当事業年度の税金費用は、英国での法人税混合税率である20.25％での費用に比べ、より高い水準となっ

ている。その差異については、以下のとおり説明される。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

経常事業に係る税引前（損失）／利益 (1,523) 4,235

税率20.25％（2014年：21.5％） (308) 911

影響：

非課税利益 (187) (254)

海外利益に対する低い税率 (42) (146)

海外利益に対する高い税率 230 492

過年度の法人税費用に関する調整 134 (76)

のれんの減損 99 163

未認識の繰延税金 314 ―

損金不算入費用 326 525

その他項目 107 (85)

経常事業に係る（損失）／利益に対する税金 673 1,530

2015年 2014年

当期税金 繰延税金 合計 当期税金 繰延税金 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

その他包括利益に認識された税金

売却可能資産 2 58 60 (16) (50) (66)

キャッシュ・フロー・ヘッジ ― (25) (25) ― 31 31

退職給付債務 ― (10) (10) ― 13 13

2 23 25 (16) (6) (22)

資本に認識されたその他の税金

株式に基づく報酬 ― (6) (6) 1 (2) (1)

資本に計上された法人税控除／

（費用）合計
2 17 19 (15) (8) (23)

13 配当金

2015年 2014年

普通株式

ライツ・イ

シュー前

１株当たり

（セント） 百万米ドル

ライツ・イ

シュー前

１株当たり

（セント） 百万米ドル
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当事業年度中に宣言および支払われた2014年／

2013年期末配当
57.20 1,412 57.20 1,385

当事業年度中に宣言および支払われた2015年／

2014年中間配当
14.40 366 28.80 710

1,778 2,095

上表の数値は、2015年および2014年に宣言され株主に支払われた実際の１株当たり配当を反映してい

る。普通株式に対する配当は、配当が宣言された期間に計上され、期末配当に関しては、株主に承認され

た期間に計上される。したがって、上記の普通株式に対する期末配当は、過去のそれぞれの年度に関する

ものである。2014年の期末配当である普通株式１株当たり57.20セント（1,412百万米ドル）は、2015年５

月14日に適格株主に対して支払われた。中間配当である普通株式１株当たり14.40セント（366百万米ド

ル）は、2015年10月19日に適格株主に対して支払われた。

2015年11月３日、取締役会は、戦略的見直しおよびライツ・イシューを踏まえ、2015年度については期

末配当を行わないことを発表した。そのため、2015年の配当金合計はライツ・イシュー前を基準として１

株当たり14.40セント（2014年：ライツ・イシュー前を基準として１株当たり86セント）

2015年のライツ・イシューによる影響

2015年11月３日、当社は、ライツ・イシューにより適格株主に対して普通株式728,432,451株を新規に発

行することを発表した。新規普通株式は１株につき465ペンスで発行される。当該発行は、2015年11月18日

現在で保有されていた普通株式７株につき普通株式２株で行われた。下表の１株当たりの配当額は、2015

年のライツ・イシューに含まれるボーナス要素について、IAS第33号「１株当たり利益」で要求される過年

度の１株当たり利益の金額の修正再表示と同様に調整されている（注記14を参照）。

2015年 2014年

普通株式

ライツ・イシュー後

１株当たり（セント）

ライツ・イシュー後

１株当たり（セント）

当事業年度中に宣言および支払われた2014年／2013年

期末配当
54.44 54.44

当事業年度中に宣言および支払われた2015年／2014年

中間配当
13.71 27.41

ライツ・イシュー後を基準とした、2015年に関して提案および宣言された配当金合計は、１株当たり

13.71セント（2014年：１株当たり81.85セント）である。
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2015年 2014年

優先株式 百万米ドル 百万米ドル

非累積償還不能優先株式： 額面１英ポンドの優先株式、金利7
3
/8％

1
11 12

額面１英ポンドの優先株式、金利8
1
/4％

1
13 13

非累積償還可能優先株式： 額面５米ドルの優先株式、金利7.014％
2 53 53

額面５米ドルの優先株式、金利6.409％
2 48 48

1 これらの優先株式の配当は、支払利息として取り扱われ、未払計上される。

2 資本に分類されたこれらの優先株式の配当は、配当金が宣言された期間に計上される。

2015年 2014年

その他Tier１証券 百万米ドル 百万米ドル

２十億米ドルの固定金利更改永久劣後条件付転換証券
3 65 ―

3 資本に分類されたこれらの有価証券の配当は、配当金が宣言された期間に計上される。

14 普通株式１株当たり利益

2015年 2014年

（損失）
1

加重平均

株式数 1株当たり 利益
1

加重平均

株式数 1株当たり

百万

米ドル 千株 セント

百万

米ドル 千株 セント

基本普通株式１株当たり

（損失）／利益
(2,360) 2,568,098 (91.9) 2,512 2,458,662 102.2

ライツ・イシューボーナ

ス獲得前の普通株式１株

当たり利益

ライツ・イシューの影響
2 ― ― ― ― 123,740 ―

ライツ・イシュー後の基

本普通株式１株当たり

（損失）／利益

(2,360) 2,568,098 (91.9) 2,512 2,582,402 97.3

潜在的な普通株式希薄化の

影響：

オプション
3 ― ― ― ― 15,250

2 ―

希薄化後普通株式１株当

たり（損失）／利益
(2,360) 2,568,098 (91.9) 2,512 2,597,652 96.7

1 当該（損失）／利益金額は、普通株主に帰属する利益を表すものである。これは、非支配持分控除後および資本に

分類される非累積償還優先可能株式およびその他Tier１証券（注記13を参照）の保有者に支払われる配当宣言額控

除後の当期（損失）／利益である。

2 2015年11月３日、当社は、ライツ・イシューにより適格株主に対して728,432,451株の新株を発行することを発表し

た。新株は１株につき465ペンスで発行される。当該発行は、2015年11月18日現在で保有されていた普通株式７株に
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つき普通株式２株で行われた。IAS第33号「１株当たり利益」で要求されるとおり、ライツ・イシューに含まれる

ボーナス要素の影響は、当事業年度および過年度の基本および希薄化後１株当たり利益（およびその正常化ベース

の相当額）の計算に含まれており、注記44に表示されているとおり、基準に従って表示されている。

3 IAS第33号「１株当たり利益」で要求されるとおり、逆希薄化オプションの影響はこの金額から除外されている。

貸借対照表日後に発行された普通株式で、それらが貸借対照表日の終了前に発行されていた場合に上記

計算に用いられた普通株式数に重要な影響を与える可能性のあるものはなかった。

当グループは、正常化ベースで１株当たり利益を測定している。これは、IAS第33号「１株当たり利益」

に定義されている利益とは異なっている。以下の表は調整を示したものである。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

報告された営業収益 15,289 18,334

正常化調整項目：

　自己信用調整による公正価値の変動 (495) (100)

　信用および資金調達評価の手法の調整 863 ―

不動産の処分による利益 (10) (49)

事業の売却による純利益 (222) (13)

売却目的保有として分類された事業の公正価値評価損失 4 15

140 (147)

正常化営業収益 15,429 18,187

報告された営業費用 (11,173) (11,045)

正常化調整項目：

　組織再編費用
1

695 ―

　企業結合によって生じた無形資産の償却 22 40

　民事課徴金
2

― 300

717 340

正常化営業費用 (10,456) (10,705)

報告された貸付金減損損失およびその他の減損 (5,831) (3,302)

正常化調整項目：

　貸付金の減損およびその他の信用引当金
1

968 ―

　関連会社の減損
1

46 97

　固定資産の減損
1

10 ―

　取得した無形資産の減損 1 8

　のれんの減損
1

488 758

1,513 863

正常化された減損の繰入 (4,318) (2,439)

報告された税金 (673) (1,530)
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　正常化調整項目に係る税金
3

(179) 20

正常化税金 (852) (1,510)

報告された（損失）／収益
4

(2,360) 2,512

上記の正常化調整項目：

　営業収益 140 (147)

　営業費用 717 340

　その他の減損 1,513 863

　税金 (179) 20

2,191 1,076

正常化（損失）／利益 (169) 3,588

基本普通株式１株当たり正常化（損失）／利益（セント） (6.6) 138.9
2

希薄化後普通株式１株当たり正常化（損失）／利益（セント） (6.6) 138.1
2

1 組織再編活動に関する費用を含む。

2 2014年８月、スタンダード・チャータードは、ニューヨーク支店における資金洗浄防止の監視体制の不備に関して

ニューヨーク金融サービス局（以下、「NYDFS」という。）との合意に達した。この合意に関する税額控除はな

い。

3 税額控除が利用できないため、のれんの減損に関連する税金は含まれていない。

4 当該（損失）／利益金額は、普通株主に帰属する利益を表すものである。これは、非支配持分控除後および資本に

分類される非累積償還優先可能株式ならびにその他Tier１証券（注記13を参照）の保有者に支払われる配当宣言

額控除後の当期（損失）／利益である。

次へ
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15 金融商品

分類

注記１における会計方針には、異なる分類の金融商品の測定方法および公正価値評価損益を含む収益と

費用の認識方法が記載されている。当グループの主な金融資産および負債の分類の概要は、下表のとおり

である。

公正価値で計上される資産 償却原価で計上される資産

注記

トレー

ディング

ヘッジ目的

で保有する

デリバティ

ブ

損益を通じ

た公正価値

評価の指定

を受けた

もの 売却可能

貸出金

および

受取債権 満期保有

非金融

資産 合計

百万米ドル

資産

現金および中央銀行預け金 ― ― ― ― 65,312 ― ― 65,312

損益を通じた公正価値評価

区分で保有する金融資産

銀行に対する貸付金
1 1,942 ― 333 ― ― ― ― 2,275

顧客に対する貸付金
１ 3,008 ― 1,039 ― ― ― ― 4,047

短期政府債および

その他の適格証券
16 859 ― ― ― ― ― ― 859

負債証券 16 12,896 ― 389 ― ― ― ― 13,285

株式 16 2,237 ― 698 ― ― ― ― 2,935

20,942 ― 2,459 ― ― ― ― 23,401

デリバティブ金融商品 17 61,812 1,331 ― ― ― ― ― 63,143

銀行に対する貸付金
１ 18 ― ― ― ― 64,494 ― ― 64,494

顧客に対する貸付金
１ 19 ― ― ― ― 257,356 ― ― 257,356

投資有価証券

短期政府債および

その他の適格証券
21 ― ― ― 32,453 ― ― ― 32,453

負債証券 21 ― ― ― 77,684 2,700 210 ― 80,594

株式 21 ― ― ― 1,720 ― ― ― 1,720

― ― ― 111,857 2,700 210 ― 114,767

その他資産 22 ― ― ― ― 32,408 ― 2,193 34,601

2015年12月31日現在の合計 82,754 1,331 2,459 111,857 422,270 210 2,193 623,074
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公正価値で計上される資産 償却原価で計上される資産

注記

トレー

ディング

ヘッジ目的

で保有する

デリバティ

ブ

損益を通じ

た公正価値

評価の指定

を受けた

もの 売却可能

貸出金

および

受取債権 満期保有

非金融

資産 合計

百万米ドル

資産

現金および中央銀行預け金 ― ― ― ― 97,282 ― ― 97,282

損益を通じた公正価値評価

区分で保有する金融資産

銀行に対する貸付金
1 3,368 ― 242 ― ― ― ― 3,610

顧客に対する貸付金
１ 2,833 ― 1,071 ― ― ― ― 3,904

短期政府債および

その他の適格証券
16 1,720 ― 92 ― ― ― ― 1,812

負債証券 16 17,735 ― ― ― ― ― ― 17,735

株式 16 4,556 ― 1,006 ― ― ― ― 5,562

30,212 ― 2,411 ― ― ― ― 32,623

デリバティブ金融商品 17 64,111 1,723 ― ― ― ― ― 65,834

銀行に対する貸付金
１ 18 ― ― ― ― 83,890 ― ― 83,890

顧客に対する貸付金
１ 19 ― ― ― ― 284,695 ― ― 284,695

投資有価証券

短期政府債および

その他の適格証券
21 ― ― ― 24,073 ― 16 ― 24,089

負債証券 21 ― ― ― 74,937 2,883 122 ― 77,942

株式 21 ― ― ― 2,207 ― ― ― 2,207

― ― ― 101,217 2,883 138 ― 104,238

その他資産 22 ― ― ― ― 30,754 ― 7,935 38,689

2014年12月31日現在の合計 94,323 1,723 2,411 101,217 499,504 138 7,935 707,251

１ 162ページから181ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューにて、詳細な分析を記載し

ている。

公正価値で計上される負債

注記

トレー

ディング

ヘッジ目的

で保有する

デリバ

ティブ

損益を通じた

公正価値評価

の指定を受け

た

もの 償却原価 非金融負債 合計
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百万米ドル

負債

損益を通じた公正価値評価

区分で保有する金融負債

銀行からの預金 ― ― 637 ― ― 637

顧客勘定 ― ― 8,494 ― ― 8,494

発行済負債証券 ― ― 8,917 ― ― 8,917

売りポジション 2,824 ― ― ― ― 2,824

2,824 ― 18,048 ― ― 20,872

デリバティブ金融商品 17 59,390 2,549 ― ― ― 61,939

銀行からの預金 ― ― ― 37,611 ― 37,611

顧客勘定 ― ― ― 350,633 ― 350,633

発行済負債証券 28 ― ― ― 59,880 ― 59,880

その他負債 29 ― ― ― 31,525 486 32,011

劣後負債およびその他借入

金
30 ― ― ― 21,852 ― 21,852

2015年12月31日現在の合計 62,214 2,549 18,048 501,501 486 584,798

公正価値で計上される負債

注記

トレー

ディング

ヘッジ目的

で保有する

デリバ

ティブ

損益を通じた

公正価値評価

の指定を受け

た

もの 償却原価 非金融負債 合計

百万米ドル

負債

損益を通じた公正価値評価

区分で保有する金融負債

銀行からの預金 ― ― 932 ― ― 932

顧客勘定 ― ― 8,836 ― ― 8,836

発行済負債証券 ― ― 8,837 ― ― 8,837

売りポジション 3,785 ― ― ― ― 3,785

3,785 ― 18,605 ― ― 22,390

デリバティブ金融商品 17 61,896 1,417 ― ― ― 63,313

銀行からの預金 ― ― ― 54,391 ― 54,391

顧客勘定 ― ― ― 405,353 ― 405,353

発行済負債証券 28 ― ― ― 71,951 ― 71,951

その他負債 29 ― ― ― 30,086 1,151 31,237

劣後負債およびその他借入

金
30 ― ― ― 22,947 ― 22,947
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2014年12月31日現在の合計 65,681 1,417 18,605 584,728 1,151 671,582

金融商品の評価

注記１の会計方針に記載のとおり、すべての金融商品は認識日における公正価値で当初認識される。可

能な場合、公正価値は当グループが保有する同一の金融商品の活発な市場における無調整の市場相場価格

を用いて算定される。市場相場価格が利用不能、あるいは流動性が低く信頼性に欠ける場合、公正価値は

可能な限り観察可能な市場インプットを用いた評価技法によるが、一部については市場以外で観察された

インプットを用いて評価される場合もある。

使用する評価技法には、割引キャッシュ・フロー分析および価格モデル、ならびに適切な場合には当グ

ループが保有する金融商品に類似した特性を持つ商品との比較が含まれる。

評価管理のフレームワーク

評価管理部門は、独自の価格検証、公正価値評価調整の監視および評価問題の上申に責任を負ってい

る。独自の価格検証は、財務諸表に組み込まれた評価が当該金融商品を担当する事業部門から独立して検

証されていることを判定するプロセスである。評価管理部門は、出口価格で金融商品が価格付けされてい

ることを確認するために公正価値評価を監視する。これらは、財務諸表に組み込まれた評価の正確性を確

認するための重要なコントロールである。活発でない市場では、取引価格を直接観察出来ない可能性があ

る。価格検証に用いられる市場データは、外部の取引相手またはブルームバーグ、ロイター、ブローカー

やコンセンサス価格提供機関等の第三者が関与する最近の取引データから入手した市場データを含むこと

もある。評価管理部門は、価格テストに用いる市場データの適切性のレビューを半年ごとに行っている。

価格検証は金融商品が取引されている市場を最もよく表していると思われる独立した元データを用い

る。市場データのインプットの質を判断するために、独立性、関連性、信頼性、複数の情報源の利用可能

性や価格提供機関が採用している技法等の要素が検討されている。

事業クラスターの正式委員会はグループ・マーケット・リスク部門、商品管理部門、評価管理部門およ

び事業部門の代表者で構成され、在庫の評価について検討および承認を行うために月次で会議を行ってい

る。事業クラスター評価委員会は評価管理体制の一環として評価ベンチマーク委員会（以下、「VBC」と

いう。）の下位に位置付けられることとなった。

評価階層

公正価値で評価される、あるいは公正価値が開示される資産および負債は、公正価値の決定に用いられ

た重要なインプットの観察可能性によって３つのレベルに分類されている。

報告期間中における重要な評価インプットの観察可能性の変更により、評価階層内の資産および負債を

振り替える可能性がある。当グループは、報告期間末において主たる市場あるいは評価技法に対するイン

プットの観察可能性のレベルに重要な変更があった場合に、評価階層間の異動を認識する。

レベル１

レベル１公正価値評価測定は、同一資産または負債の活発な市場における無調整の相場価格から得たも

のである。

レベル２

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

235/616



レベル２評価は、活発な市場における類似した商品の相場価格あるいは活発でない市場における同一ま

たは類似した商品の相場価格、およびすべての重要なインプットが観察可能である評価モデルを用いて評

価した金融商品である。

レベル３

レベル３ポートフォリオは、当該金融商品の評価に重要な影響をもつインプットのうち、少なくとも１

つが観察可能な市場データを基礎にしていない場合である。

以下の表は、2015年12月31日および2014年12月31日現在において公正価値評価区分で保有する金融商品

の上記の評価階層への分類を示している。

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

百万米ドル

資産

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融商品

銀行に対する貸付金 ― 2,275 ― 2,275

顧客に対する貸付金 ― 3,815 232 4,047

短期政府債およびその他の適格証券 810 49 ― 859

負債証券 4,492 8,537 256 13,285

このうち：

国債 4,181 3,993 12 8,186

金融機関以外の企業による発行 21 2,555 141 2,717

金融機関による発行 290 1,989 103 2,382

株式 2,122 ― 813 2,935

デリバティブ金融商品 736 61,929 478 63,143

このうち：

為替 67 46,901 291 47,259

金利 1 11,735 9 11,745

コモディティ 668 2,838 ― 3,506

クレジット ― 303 35 338

株式および株価指数 ― 152 143 295

投資有価証券

短期政府債およびその他の適格証券 28,978 3,393 82 32,453

負債証券 34,868 42,559 257 77,684

このうち：

国債 20,435 10,356 53 30,844

金融機関以外の企業による発行 10,005 8,818 204 19,027

金融機関による発行 4,428 23,385 ― 27,813

株式 872 7 841 1,720

2015年12月31日現在の合計 72,878 122,564 2,959 198,401
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負債

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融商品

銀行からの預金 ― 637 ― 637

顧客勘定 ― 8,493 1 8,494

発行済負債証券 ― 8,422 495 8,917

売りポジション 1,222 1,602 ― 2,824

デリバティブ金融商品 695 60,925 319 61,939

このうち：

為替 86 47,681 246 48,013

金利 ― 11,913 38 11,951

コモディティ 609 818 ― 1,427

クレジット ― 300 14 314

株式および株価指数 ― 213 21 234

2015年12月31日現在の合計 1,917 80,079 815 82,811

2015年において、評価またはレベル区分方法に重要な変更はなかった。

当年度において、公正価値で測定される金融資産および負債のレベル１とレベル２の間での重要な振替

はなかった。

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

百万米ドル

資産

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融商品

銀行に対する貸付金 ― 3,610 ― 3,610

顧客に対する貸付金 ― 3,264 640 3,904

短期政府債およびその他の適格証券 1,578 234 ― 1,812

負債証券 8,466 8,874 395 17,735

このうち：

国債 8,158 1,519 ― 9,677

金融機関以外の企業による発行 84 2,861 187 3,132

金融機関による発行 224 4,494 208 4,926

株式 4,754 ― 808 5,562

デリバティブ金融商品 759 64,500 575 65,834

このうち：

為替 40 43,665 379 44,084
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金利 ― 15,157 47 15,204

コモディティ 719 4,983 ― 5,702

クレジット ― 420 20 440

株式および株価指数 ― 275 129 404

投資有価証券

短期政府債およびその他の適格証券 20,895 3,178 ― 24,073

負債証券 30,696 43,881 360 74,937

このうち：

国債 16,321 6,053 66 22,440

金融機関以外の企業による発行 9,790 9,713 289 19,792

金融機関による発行 4,585 28,115 5 32,705

株式 1,248 6 953 2,207

2014年12月31日現在の合計 68,396 127,547 3,731 199,674

負債

損益を通じた公正価値評価区分で保有する

金融商品

銀行からの預金 ― 932 ― 932

顧客勘定 ― 8,835 1 8,836

発行済負債証券 ― 8,629 208 8,837

売りポジション 3,267 518 ― 3,785

デリバティブ金融商品 863 62,154 296 63,313

このうち：

為替 102 44,814 240 45,156

金利 ― 13,677 16 13,693

コモディティ 761 2,161 ― 2,922

クレジット ― 955 10 965

株式および株価指数 ― 547 30 577

2014年12月31日現在の合計 4,130 81,068 505 85,703

当年度において、公正価値で測定される金融資産および負債のレベル１とレベル２の間での重要な振替

はなかった。2014年において、評価またはレベル区分方法に重要な変更はなかった。

評価技法

貸付金

これらには、まだシンジケートされていないグローバルシンジケート引受勘定の貸付金が含まれてい

る。これらの貸付金は、原則として相対ローンであり、主に最近の取引または代替指標（たとえば、類似

の信用格付けや業種に属する比較可能な貸付金）に基づいて評価されている。これらの商品に適用される

信用スプレッドが入手できる場合には、当該商品はレベル２に区分される。最近の取引も代替指標となる
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信頼性のある比較可能な貸付金もない場合には、これらの貸付金は、観察不能なインプットに基づいて評

価され、レベル３に区分される。

負債証券―アセット・バック証券

市場における流動性が乏しく、多くの証券が長期にわたって取引されていないことから、資産に観察可

能な価格があるか否かを判断するための十分な証拠があるかどうかについて、外部価格への依拠のみでは

指標にならないことがある。したがって、外部価格が確認された場合には、それぞれの証券について、そ

の信用格付けおよび業種に応じてかなりの流動性を伴って取引されているか否かを評価している。証券の

信用格付けが高く、かつ流動性の高い部門で取引されている場合には、その証券はレベル２に区分され、

そうでない場合にはレベル３に区分される。第三者による価格が入手できない場合には、その証券の評価

は、期限前償還の速度、デフォルト確率、類似の残存期間を有する比較可能な証券から算出したディスカ

ウント・マージン、担保の種類や信用格付けを含むインプット・パラメータを仮定した市場における標準

的なキャッシュ・フロー・モデルによって見積られることになる。これらの証券もまた、レベル３に区分

されている。

その他の負債証券

これらの負債証券には、転換社債、社債ならびにクレジット・ノートおよび仕組債が含まれている。価

格提供機関、ブローカーまたは流動性の高い市場での観察可能な取引活動を通じて相場価格が入手可能な

場合、これらはレベル２に区分され、そうした相場価格を用いて評価される。流動性に乏しい、もしくは

商品内容が複雑なことから、重要な評価インプットが市場において観察不能となっている場合、これらは

レベル３に区分される。これらの負債証券の評価は、社債のスプレッドや信用スプレッド等のインプッ

ト・パラメータを用いて計算される。これらのインプット・パラメータは、同一の発行者（利用可能な場

合）あるいは比較可能な発行者または資産の代替指標を参照することによって算定されている。

株式―プライベート・エクイティ

大部分のプライベート・エクイティ非上場投資は、比較可能な上場企業の利益倍率、すなわち株価収益

率（P/E）または企業価値に対する利息、税金、減価償却費および償却費控除前利益率（EV/EBITDA）に基

づいて評価されている。これらの投資を評価するための２つの主要なインプットは、投資先企業の実際の

または予測される利益ならびに比較可能な上場企業の利益倍率である。投資に直接比較可能な企業がない

場合または比較可能な企業の倍率が信頼性のある外部の情報源から入手できない場合には、主に観察不能

なインプットまたはレベル３のインプットを用いる代替的な評価技法（例えば、割引キャッシュ・フ

ロー・モデル）を適用することもある。たとえ比較可能な上場企業の利益倍率が第三者の情報会社（例え

ば、ブルームバーグ）から入手可能で、そのインプットがレベル２のインプットとみなすことができる場

合であっても、その評価技法には、比較可能な企業の決定から割引キャッシュ・フロー法を適用する場合

の割引率の決定に至るまでに判断を伴うことから、すべての非上場投資（観察可能なインプット（例え

ば、OTC価格）が入手可能な場合を除く）はレベル３に区分される。

デリバティブ

デリバティブ商品は、その商品の評価が独立した信頼性のある市場データの情報源からの観察可能なイ

ンプット・パラメータに基づいている場合にはレベル２に区分される。デリバティブ商品はパフォーマン

スが複数の原資産と連動するような商品で、その市場において観察不能で重要な評価インプット・パラ

メータがある場合には、レベル３に区分される。その例として、為替バスケット・オプション、複数指数

のパフォーマンスを基準とする株式オプションおよび他通貨による決済を伴う金利デリバティブ商品があ
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る。これらの観察不能な相関性パラメータは、過去データの分析および過去の水準または標準的なデータ

との比較といった方法を通じて市場データから計算することのみが可能であった。

発行済負債証券

これらの負債証券は、当グループが発行した仕組債に関するものである。これらのポジションは独立し

た市場データが価格提供機関やブローカーを通じて入手可能な場合にはレベル２に区分される。このよう

な流動性のある外部価格を入手できない場合には、これらの負債証券の評価は、社債のスプレッドや信用

スプレッド等のインプット・パラメータを用いて計算され、レベル３に区分される。これらのインプッ

ト・パラメータは、同一の発行者（利用可能な場合）あるいは比較可能な発行者または資産の代替指標を

参照することによって算定されている。

公正価値調整

評価技法を用いて金融商品の出口価格を算定する際、当グループは市場参加者がその商品の価格付けを

する際に実施するであろうモデル価格への調整を行う。当グループは、金融資産および金融負債の公正価

値を算定する際に、合計で1,435百万米ドル（2014年：432百万米ドル）の評価調整を行った。主な調整は

下記のとおりである。

2015年12月31日現在 2014年12月31日現在

百万米ドル 百万米ドル

評価調整

ビッド・オファー 72 66

信用
１ 815 160

モデル 13 14

資金調達評価調整 366 111

その他（初日の損益を含む） 169 81

合計 1,435 432

１デリバティブに係る自己の負債評価調整を含んでいる。

ビッド・オファー評価調整

市場パラメータが再評価システムにおいて仲値に基づく場合、市場取引を通じて取引ポジションを

ニュートラルにするために必要な予想コストを定量化するためにビッド・オファー評価調整が必要とな

る。この調整により、買いポジションは買値で、売りポジションは売値で調整される。デリバティブ・

ポートフォリオのビッド・オファー調整を計算する手法として、再評価システムにおいて買いポジション

は買値、売りポジションは売値を基にしている場合、買いポジションと売りポジションの相殺ならびに

ヘッジ戦略に基づく権利行使および契約期間ごとのリスクのグループ化が行われている。

信用評価調整
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当グループは、デリバティブ商品の公正価値に対して信用評価調整（以下、「CVA」という。）を行っ

ている。CVAは、取引相手が債務不履行に陥り当グループが取引残高の市場価値を全額回収できなくなる

可能性を反映するために当該取引の公正価値を調整するものである。これは、市場参加者が当グループの

エクスポージャーを取得するための購入価格の算定で織り込む調整の見積りを示すものである。CVAは子

会社毎に、各事業体において保有するエクスポージャーの各取引相手に対して算定され、当グループが担

保を保有する場合にはそれを考慮する。当グループは、マーケット・インプライド・デフォルト確率（以

下、「PD」という。）を用いて取引相手の潜在的な正の見積将来エクスポージャーにPDを適用することに

よりCVAを算定する。マーケット・インプライド・データが即時に入手できない場合には、市場ベースの

代替指標を使用してPDを見積る。原則として、当該手法は「誤方向リスク」を考慮しない。誤方向リスク

は、CVA前のデリバティブの基礎となる価値が取引相手のデフォルト確率と正に相関している場合に生じ

る。当グループは、引き続き健全評価調整に「誤方向リスク」を含めている。CVAの算定は、これまでは

過去のデフォルト確率を用いた取引相手の予想損失計算に基づいていた。2015年12月31日現在、当該計算

はマーケット・インプライドPDを使用するよう変更された。見積りの変更により、正味トレーディング収

益が712百万米ドル減少した。

自己の信用評価調整

当グループは自己の信用状況の変化を反映する自己の信用評価調整を計算している。当グループの自己

の信用評価調整は、当グループのデリバティブ負債および公正価値評価の指定を受けた発行済債券（仕組

債を含む）について計算されている。当グループの自己の信用評価調整は、当グループの信用状態が悪化

している場合には増加し、逆に信用状態が改善している場合には減少する。当グループの自己の信用評価

調整は、当グループの負債が満期に近づくに連れて戻し入れられる。

デリバティブ負債の自己信用評価調整は、当グループの取引相手に対する負の期待エクスポージャーに

当グループのデフォルト確率を乗じることによって算定されている。当グループのデフォルト確率および

期待デフォルト時損失率は、内部で評価されている信用格付けおよび市場の標準的な回収率に基づいて算

出されている。期待エクスポージャーは、シミュレーション法に基づきモデル化されており、特定の取引

相手と締結している取引の契約期間にわたり前提となるリスク要因のシミュレーションによって算出され

ている。このシミュレーション法には、当グループが差し入れている担保およびマスター・ネッティング

契約の影響が織り込まれている。デリバティブ負債に係る自己の信用評価調整の算定に使用している手法

は、デリバティブ資産に係る取引相手の信用評価調整（以下、「CVA」という。）の算定に使用している

手法と整合している。

公正価値評価の指定を受けた発行済債券および仕組債の自己の信用評価調整は、平均的な銀行間取引金

利を上回る市場の観察可能な既発シニア債の発行スプレッドで調整したイールド・カーブを用いて契約上

のキャッシュ・フローを割り引くことによって算定されている。

モデル評価調整

評価モデルは、価格付けの不備または限界があるために評価調整が必要となる可能性がある。価格付け

の不備または限界が発生するのは、価格モデルの選択、整備および補正が原因となって発生する。

資金調達評価調整
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当グループは、デリバティブ商品に対して資金調達評価調整（以下、「FVA」という。）を行ってい

る。FVAは、エクスポージャーに関連して生じる可能性のある資金調達コストを織り込むために市場参加

者が行う公正価値調整の見積りを反映している。FVAは、取引相手毎の正味期待エクスポージャーを決定

し、次に資金調達の時価を反映する資金調達金利を当該エクスポージャーに適用することにより算定す

る。担保付デリバティブのFVAは、裏付けとなる担保に関する取引相手との契約条件を考慮後、関連する

翌日物金利スワップ（以下、「OIS」という。）レートで割り引いた予想将来キャッシュ・フローに基づ

いている。無担保（部分担保付を含む）デリバティブのFVAは、これらの取引の資金調達に関連する市場

での資金調達コストまたは便益の見積現在価値を織り込んでいる。FVAの計算は、これまでは当行内部の

資金調達金利に基づいていた。2015年12月31日現在、当該計算は市場ベースの金利を使用するよう変更さ

れた。この見積りの変更により、正味トレーディング収益は151百万米ドル減少した。

初日の損益

金融商品は、原則としてその取引価格である公正価値で当初認識される。関連する評価モデルから入手

した価値が取引価格と異なる場合には、当グループの評価モデルに基づき資産または負債を計上している

ものの、当初認識時における両者の差額を損益に認識していない。ただし、評価モデルへのインプットが

観察可能なものである場合には、この限りではない。
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レベル３の残高の変動表－金融資産

下表は公正価値で計上されたレベル３の金融資産の変動を分析したものである。

損益を通じた公正価値評価区分で保有 投資有価証券

顧客に対

する

貸付金

短期

政府債

負債

証券 株式

デリバ

ティブ

金融商品

短期

政府債

負債

証券 株式 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

資産

2015年１月１日現在 640 ― 395 808 575 ― 360 953 3,731

損益計算書に認識された

(損失)/利益合計
(441) ― 5 (75) 22 ― (17) (24) (530)

正味トレーディング収

益
(441) ― 5 (75) 22 ― ― 19 (470)

その他営業収益 ― ― ― ― ― ― ― 30 30

減損費用 ― ― ― ― ― ― (17) (73) (90)

その他包括利益に認識さ

れた損失合計
― ― ― ― (4) (1) (49) (20) (74)

売却可能公正価値準備

金
― ― ― ― ― ― (29) (15) (44)

換算差額 ― ― ― ― (4) (1) (20) (5) (30)

購入 3 ― 80 375 101 44 ― 398 1,001

売却 ― ― (161) (357) (72) ― (116) (304) (1,010)

決済 ― ― (25) ― (81) (22) (52) ― (180)

振替（出） ― ― (185) ― (78) (78) (123) (162) (626)

振替（入） 30 ― 147 62 15 139 254 ― 647

2015年12月31日現在 232 ― 256 813 478 82 257 841 2,959

2015年12月31日時点で保

有していた資産の公正

価値の変動に関して、

正味トレーディング収

益として、損益計算書

に認識された(損失)/利

益合計：

(430) ― 6 (66) 33 ― (17) 1 (473)

2015年度における振替（出）は、主に2015年度中に評価パラメータが観察可能となった一部の株式、貸

付金および社債に関連しており、この金融商品はレベル１およびレベル２の金融資産に振り替えられた。

2015年度における振替（入）は、主に2015年度中に評価パラメータが観察不能となった仕組債、社債お

よび貸付金への投資に関連している。
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損益を通じた公正価値評価区分で保有 投資有価証券

顧客に

対する

貸付金 負債証券 株式

デリバ

ティブ

金融商品

短期

政府債 負債証券 株式 合計

百万米ドル

資産

2014年１月１日現在 720 159 904 598 19 608 1,456 4,464

損益計算書に認識された(損失)/

利益合計
(181) 7 (107) (12) ― (10) 191 (112)

正味トレーディング収益 (181) 7 (107) (12) ― ― ― (293)

その他営業収益 ― ― ― ― ― ― 207 207

減損費用 ― ― ― ― ― (10) (16) (26)

その他包括利益に認識された損

失合計
― ― ― ― ― (66) (144) (210)

売却可能公正価値準備金 ― ― ― ― ― (40) (138) (178)

換算差額 ― ― ― ― ― (26) (6) (32)

購入 192 273 444 92 ― 17 314 1,332

売却 (231) (38) (241) (6) ― (83) (880) (1,479)

決済 (61) (19) ― (107) ― (34) ― (221)

振替（出） (6) (3) (192) (3) (19) (127) ― (350)

振替（入） 207 16 ― 13 ― 55 16 307

2014年12月31日現在 640 395 808 575 ― 360 953 3,731

2014年12月31日時点で保有して

いた資産の公正価値の変動に

関して、正味トレーディング

収益として、損益計算書に認

識された(損失)/利益合計：

(154) 5 54 29 ― (37) (16) (119)

2014年度における振替（出）は、主に2014年度中に評価パラメータが観察可能となった一部の株式、貸

付金および社債に関連しており、この金融商品はレベル１およびレベル２の金融資産に振り替えられた。

2014年度における振替（入）は、主に2014年度中に評価パラメータが観察不能となった仕組債、社債お

よび貸付金への投資に関連している。

レベル３の残高の変動表－金融負債

顧客勘定

発行済

負債証券

デリバ

ティブ

金融商品 合計

百万米ドル

負債
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2015年１月１日現在 1 208 296 505

損益計算書に認識された損失合計 ― 11 6 17

正味トレーディング収益 ― 11 6 17

発行 ― 310 40 350

決済 ― (176) (26) (202)

振替（出） ― ― (3) (3)

振替（入） ― 142 6 148

2015年12月31日現在 1 495 319 815

2015年12月31日時点で保有していた負債の公正価値の変動に関し

て、正味トレーディング収益として、損益計算書に認識された

損失合計

― ― 16 16

2014年１月１日現在 8 39 441 488

損益計算書に認識された損失／（利益）合計 ― 3 (18) (15)

正味トレーディング収益 ― 3 (18) (15)

発行 ― 159 27 186

決済 (7) (24) (152) (183)

振替（入） ― 31 (2) 29

2014年12月31日現在 1 208 296 505

2014年12月31日時点で保有していた負債の公正価値の変動に関し

て、正味トレーディング収益として、損益計算書に認識された

損失合計

― ― 29 29

両年度における振替（出）は、主に両年度中に評価パラメータが観察可能となった一部の金融商品に関

連しており、この金融商品はレベル２の金融負債に振り替えられた。

両年度における振替（入）は、主に両年度中にパラメータが観察不能となった一部の金融商品に関連し

ている。

以下の表は、当グループが公正価値で保有している主なレベル３の金融商品を表示したものである。こ

の表はまた、これらの金融商品の公正価値を測定するのに使用した評価技法、重要な観察不能インプッ

ト、それらのインプット値の幅およびそれらのインプットの加重平均値も表示している。

2015年12月31日

現在の価値

金融商品
資産 負債

主な評価技法

重要な観察不能

インプット 幅
１

加重

平均
２

百万米ドル

顧客に対する

貸付金

232 1 価格比準法／利回り 価格／利回り 17.2％から27.5％ 24.0％
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回収率 8.0％から74.0％ 35.1％

負債証券
2 427 － 価格比準法／利回り 価格／利回り 4.5％から10.0％ 6.5％

アセット・バック

証券

21 － 割引キャッシュ・

フロー法

価格／利回り 1.5％から2.1％ 1.7％

発行済負債証券 － 495 内部価格算定モデル 株式との相関 -35.0％から98.0％ 該当なし

割引キャッシュ・

フロー法

信用スプレッド 0.7％から4.0％ 3.4％

国債 147 － 割引キャッシュ・

フロー法

価格／利回り 2.4％から7.0％ 5.1％

価格比準法／利回り 価格／利回り 91.6％から101.1％ 96.6％

デリバティブ金融商品のうち：

為替 291 246 オプション価格算定

モデル

為替オプションの

インプライド・ボ

ラティリティ

5.1％から8.6％ 7.0％

金利 9 38 割引キャッシュ・

フロー法

金利カーブ 0.3％から10.7％ 4.6％

スプレッド・

オプション・モデル

金利との相関 97.9％から98.3％ 98.1％

クレジット 35 14 割引キャッシュ・

フロー法

信用スプレッド 0.1％から4.0％ 1.9％

株式 143 21 内部価格算定モデル 株式との相関 -35.0％から98.0％ 該当なし

株式

（プライベート・

エクイティ投資を

含む）

1,654 － 価格比準法／利回り EV/EBITDA倍率 7.8xから13.7x 10.1x

P/E倍率 13.9xから19.5x 16.3x

流動性

ディスカウント

10.0％から20.0％ 14.2％

割引キャッシュ・

フロー法

割引率 10.6％から29.3％ 13.0％

合計 2,959 815

１ 上表で表示されている値の幅は、2015年12月31日現在の当グループのレベル３の金融商品を評価する際に使用さ

れた値のうちの上限値と下限値を表している。使用された値の幅は、これらのレベル３の基礎となる金融商品の

貸借対照表日現在の市況を踏まえた特徴を反映している。ただし、これらの値の幅は、当グループのレベル３の

金融商品の公正価値測定の不確実性を表しているとは限らない。

２ 非デリバティブ金融商品の加重平均値は、それぞれの公正価値の割合に応じてインプットをウェイト付けするこ

とによって計算されている。デリバティブの加重平均値は、それぞれの変数に関連するリスクに応じてインプッ

トをウェイト付けすることによって提供されている。加重平均値が有用な指標ではない場合には、「該当なし」

と記載している。
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評価技法の表で示されている重要な観察不能インプットについての説明は、以下のとおりである。

信用スプレッド

信用スプレッドは、市場参加者が金融商品の信用リスクに対するエクスポージャーを負担する見返りと

して要求するであろう追加的な利回りを表している。

回収率

回収率は、特定の貸付金の流動化による収益率の期待値である。特定の金融商品のデフォルト確率が上

昇するにつれて、当該商品の評価はデフォルトを仮定した予測回収水準をより反映するようになる。回収

率単独の上昇は、貸付金の公正価値に有利な変動をもたらすことになる。

価格比準法／利回り

価格比準法は、直接観察可能な価格がない場合、公正価値を見積もる際に比較可能な金融商品の価格を

用いる評価手法である。利回りは、割引キャッシュ・フロー・モデルにおいて将来キャッシュ・フローを

割り引くために使用される金利である。比較可能な金融商品を用いた評価は、比較可能な金融商品の価格

から推定される利回り（または流動性の高い指標に対するスプレッド）を計算し、次に金融商品の価値を

導き出すために当該利回り（またはスプレッド）を調整することにより行われる。当該調整は、償還期限

および／または信用の質等、関連する金融商品の差異を考慮する必要がある。あるいは、比較可能な金融

商品と評価対象の金融商品との価格間の関係性を想定して、金融商品の価値を確立することができる（例

えば、担保付上位債券の価格から無担保劣後債券の公正価値を導き出す）。価格単独の上昇は、資産の公

正価値に有利な変動をもたらすことになる。利回り単独の上昇は、資産の公正価値に不利な変動をもたら

すことになる。

相関

相関は、１つの変数の変動が他の変数の変動にどのような影響を及ぼすかを表す指標である。株式の相

関は、２つの資本性金融商品間の相関である。金利の相関は、２つのスワップ・レート間の相関を指して

いる。

ボラティリティ

ボラティリティは、時の経過に伴い特定の金融商品、パラメータまたは指数が変動する程度の見積りを

表している。通常、ボラティリティが増加するほど、オプションの価格が高くなる。

金利カーブ

金利カーブは、金利の期間構造であり、一時点での将来の金利の測定値である。

EV/EBITDA倍率

これは、利息、税金、減価償却費および償却費控除前利益（以下「EBITDA」という。）に対する企業価

値（以下「EV」という。）の比率である。EVは、現金および現金同等物控除後の株式時価総額および負債

の合計である。EV/EBITDA倍率単独の増加は、非上場企業の公正価値に有利な変動をもたらすことにな

る。

株価収益率（P/E）倍率

P/E倍率は、税引後当期純利益に対する時価総額の比率である。これらの倍率は、比較可能な上場企業

の観察可能な倍率から算定されている。P/E倍率の増加は、非上場企業の公正価値に有利な変動をもたら

すことになる。
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非上場投資の評価における流動性ディスカウント

流動性ディスカウントは、主に非上場投資に対してこれらの株式が活発に取引されていないという事実

を反映するために適用される。流動性ディスカウント単独の増加は、非上場企業の公正価値に不利な変動

をもたらすことになる。

レベル３の資産および負債の公正価値に関する感応度

感応度分析は、重要な観察不能なインプットを有する商品について行われる。合理的に考え得る代替的

な評価の範囲を算定するために、観察不能なインプットの値の10％増加または減少を、これらの金融商品

の公正価値を増加させる可能性のある合理的に考え得る代替インプットとして適用している。この百分率

の変動は、当グループのレベル３の資産構成に基づき、一連の基準価格に対して行った統計的分析によっ

て算定されている。有利および不利な変動は、観察不能なインプット水準の変動による金融商品の公正価

値の変動に基づいて計算されている。このレベル３の感応度分析は、一方向の市場の変動を前提としてお

り、ヘッジによる相殺を考慮していない。

損益を通じた公正価値評価区分で保有 売却可能

正味エクス

ポージャー 有利な変動 不利な変動

正味エクス

ポージャー 有利な変動 不利な変動

百万米ドル

公正価値で計上され

た金融商品

負債証券 256 261 251 257 266 247

株式 813 895 731 841 937 745

貸付金 231 259 217 ― ― ―

短期政府債 ― ― ― 82 83 81

デリバティブ金融商

品 159 423 (106)
― ― ―

発行済負債証券 (495) (482) (508) ― ― ―

2015年12月31日現在 964 1,356 585 1,180 1,286 1,073

公正価値で計上され

た金融商品

負債証券 395 404 385 360 386 337

株式 808 889 727 953 1,048 858

貸付金 639 661 620 ― ― ―

短期政府債 ― ― ― ― ― ―

デリバティブ金融商

品 279 334 222
― ― ―

発行済負債証券 (208) (202) (214) ― ― ―

2014年12月31日現在 1,913 2,086 1,740 1,313 1,434 1,195

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

248/616



合理的に考え得る代替的な評価により、損益を通じて公正価値で評価される金融商品の公正価値および

売却可能に区分されるものが以下の金額で増減する可能性がある。

2015年 2014年

金融商品 公正価値の変動 百万米ドル

損益を通じて公正価値で評価 増加の可能性 392 173

減少の可能性 (379) (173)

売却可能 増加の可能性 106 121

減少の可能性 (107) (118)

償却原価で測定される金融商品の経常的評価

以下の表は、当グループの貸借対照表上公正価値で表示されていない金融資産および負債の帳簿価額を

示しており、当グループの公正価値の見積りを加えている。以下の表における公正価値は、金融商品の決

済時または満期時に実際に受け取る／支払う金額と相違する可能性がある。観察可能な価格を入手できな

い一部の金融商品については、仮定を用いて公正価値が算定されているものもある。

公正価値

帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

百万米ドル

資産

現金および中央銀行預け金
１

65,312 ― 65,312 ― 65,312

銀行に対する貸付金 64,494 ― 64,522 161 64,683

顧客に対する貸付金 257,356 ― 6,547 250,334 256,881

投資有価証券 2,910 ― 2,836 71 2,907

その他資産
１

32,408 ― 32,409 ― 32,409

2015年12月31日現在 422,480 ― 171,626 250,566 422,192

負債

銀行からの預金 37,611 ― 38,058 ― 38,058

顧客勘定 350,633 ― 350,614 ― 350,614

発行済負債証券 59,880 17,612 42,230 ― 59,842

劣後負債およびその他の借入

金 21,852 20,495 426
―

20,921

その他負債
１

31,525 ― 31,525 ― 31,525

2015年12月31日現在 501,501 38,107 462,853 ― 500,960

１ これらの金融商品の帳簿価額は、事実上短期であるまたは頻繁に最新の市場金利に更改されているため、公正価

値の合理的な近似値とみなされている。
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公正価値

帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

百万米ドル

資産

現金および中央銀行預け金
１

97,282 ― 97,282 ― 97,282

銀行に対する貸付金 83,890 ― 83,843 180 84,023

顧客に対する貸付金 284,695 ― 5,450 278,398 283,848

投資有価証券 3,021 ― 3,031 28 3,059

その他資産
１

30,754 ― 30,753 ― 30,753

2014年12月31日現在 499,642 ― 220,359 278,606 498,965

負債

銀行からの預金 54,391 ― 54,427 ― 54,427

顧客勘定 405,353 ― 405,879 ― 405,879

発行済負債証券 71,951 19,119 52,682 ― 71,801

劣後負債およびその他の借入

金 22,947 20,549 1,880
―

22,429

その他負債
１

30,086 ― 30,086 ― 30,086

2014年12月31日現在 584,728 39,668 544,954 ― 584,622

１ これらの金融商品の帳簿価額は、事実上短期であるまたは頻繁に最新の市場金利に更改されているため、公正価

値の合理的な近似値とみなされている。

顧客に対する貸付金のクライアント・セグメント別の分析

2015年

帳簿価額 公正価値

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

百万米ドル

コーポレート＆インスティ

テューショナル・クライア

ント

5,156 131,177 136,333 5,204 131,565 136,769

コマーシャル・クライアント 498 10,609 11,107 503 9,859 10,362

プライベート・バンキング・

クライアント
322 14,746 15,068 322 14,745 15,067

リテール・クライアント 493 94,355 94,848 506 94,177 94,683

リ12月31日現在 6,469 250,887 257,356 6,535 250,346 256,881

2014年

帳簿価額 公正価値
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減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

百万米ドル

コーポレート＆インスティ

テューショナル・クライア

ント

3,238 150,828 154,066 3,246 150,434 153,680

コマーシャル・クライアント 545 14,106 14,651 545 14,085 14,630

プライベート・バンキング・

クライアント
32 18,024 18,056 32 18,028 18,060

リテール・クライアント 388 97,534 97,922 391 97,087 97,478

リ12月31日現在 4,203 280,492 284,695 4,214 279,634 283,848

顧客に対する貸付金の地域別分析

2015年

帳簿価額 公正価値

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

百万米ドル

大中華圏 567 75,329 75,896 566 74,858 75,424

北東アジア 87 28,492 28,579 87 28,491 28,578

南アジア 556 12,021 12,577 556 12,003 12,559

ASEAN 1,043 63,041 64,084 1,084 63,315 64,399

MENAP 714 14,816 15,530 714 14,809 15,523

アフリカ 327 6,394 6,721 352 6,363 6,715

南北アメリカ 13 9,753 9,766 14 9,465 9,479

ヨーロッパ 3,162 41,041 44,203 3,162 41,042 44,204

リ12月31日現在 6,469 250,887 257,356 6,535 250,346 256,881

2014年

帳簿価額 公正価値

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

減損してい

る貸付金

減損してい

ない貸付金 合計

百万米ドル

大中華圏 480 86,691 87,171 480 86,173 86,653

北東アジア 141 29,415 29,556 141 29,434 29,575

南アジア 684 13,390 14,074 683 13,369 14,052

ASEAN 324 74,442 74,766 324 74,231 74,555

MENAP 1,357 17,151 18,508 1,367 17,150 18,517

アフリカ 364 7,996 8,360 366 8,026 8,392
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南北アメリカ 37 10,811 10,848 37 10,655 10,692

ヨーロッパ 816 40,596 41,412 816 40,596 41,412

リ12月31日現在 4,203 280,492 284,695 4,214 279,634 283,848

当グループの償却原価で測定される金融商品の公正価値の算定の基準ならびにレベル１、２および３へ

の分類の基準は、以下のとおりである。一部の種類の金融商品は売買されていないため、公正価値の計算

には重要な経営者の判断が行われている。

現金および中央銀行預け金

現金および中央銀行預け金の公正価値は、それらの帳簿価額である。

顧客および銀行に対する貸付金

銀行に対する貸付金のうち、変動金利預金および翌日物預金の公正価値は、それらの帳簿価額である。

固定金利預金の公正価値は、類似の信用リスクおよび残存期間を有する負債の一般的な短期金融市場金利

を用いて割り引いたキャッシュ・フローに基づいて見積られている。

当グループの顧客に対する貸付金ポートフォリオは、地域および業種別に広く分類されている。この

ポートフォリオのうち、約４分の１は１か月以内に金利が更改され、約半分は12か月以内に金利が更改さ

れる。貸付金は、減損に係る引当金控除後の金額で表示されている。残存期間が１年未満の顧客に対する

貸付金の公正価値は、信用スプレッドの重要な変動がない限り、通常その帳簿価額と近似している。残存

期間が１年超の貸付金の公正価値の見積りは、期限前返済率および（適切な場合）信用スプレッドに関す

る仮定を含め、受け取ることが見込まれる将来キャッシュ・フローを割り引いた金額を表している。公正

価値を算定するために、期待キャッシュ・フローは当期の市場金利で割り引かれる。当グループが貸付金

ポートフォリオ内に保有する個々の金融商品の幅が広いため、このような金融商品の評価に用いた主要な

仮定に関する定量的情報を提供することは実務上不可能である。

投資有価証券

直接的に観察可能な市場データのない投資有価証券の公正価値を算定するために、当グループは、複数

の評価技法を利用している。利用可能な場合には、証券を評価するのに、同一のまたは密接に関連する基

礎数値（例えば、同一のまたは密接に関連する発行者の社債のスプレッド）から算定したインプット、あ

るいは異なる基礎数値（例えば、類似しているが、特定の業種および格付けに属する社債のスプレッド）

から算定したインプットを用いている。金融商品の中には、以上のようにインプットを算定できないもの

もある。このような場合、その金融商品は、市場で観察可能なインプット以外のインプットを用いて評価

される。このような金融商品は、償却原価で保有し、主にアセット・バック証券に関連する金融商品を含

む。このような金融商品の公正価値は通常、基礎となるキャッシュ・フローの内部評価によって算定され

る。当グループが非上場負債証券ポートフォリオ内に保有する個々の金融商品は幅が広い。関連する金融

商品の数を踏まえた場合、このような金融商品の評価に用いた主要な仮定に関する定量的情報を提供する

ことは実務上不可能であり、いずれの仮定にも重要性はない。

預金および借入金

満期が規定されていない預金の公正価値は、要求に応じて払戻し可能な金額で見積られている。市場の

相場価格のない固定金利預金およびその他の借入金の公正価値は、類似の信用リスクおよび残存期間を有
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する負債の一般的な市場金利を用いて割り引いたキャッシュ・フローに基づいて見積られている。IFRS第

13号の適用に伴い、当グループはまた、上記の原則を適用して預金および借入金の公正価値に自己の信用

評価調整を行っている。

発行済負債証券、劣後負債およびその他の借入金

これらの公正価値総額は、市場の相場価格を基礎として計算されている。市場の相場価格を入手できな

い債券の場合、残存期間が適合する当期の市場のイールド・カーブを基礎とする割引キャッシュ・フ

ロー・モデルが用いられる。

金融資産の分類変更

2008年に、当グループは、トレーディング目的区分に分類していた一部の非デリバティブ金融資産につ

いて、もはや短期間で売買するために保有しているとはみなされなくなったため、売却可能（以下、

「AFS」という。）区分に分類変更した。この振替を行う際に当グループは、このような振替が認められ

るような稀な状況を識別した。これは、特定の市場の流動性に著しい影響を及ぼした、特に2008年初めか

らの金融市場における信用危機の影響によるものである。当グループはまた、一部の該当する金融資産を

トレーディング目的区分および売却可能区分から貸付金および受取債権区分に分類変更した。その分類変

更した資産について、当グループは、予測可能な将来または満期日まで保有する意思および能力を有して

いた。2008年以降、分類変更は行われていない。

以下の表は、2008年中に分類変更された資産の残高の詳細を示している。

資産が分類変更されな

ければ以下の項目で認

識されたであろう2015

年１月１日から2015年

12月31日までの公正価

値評価益

2015年12

月31日現

在の帳簿

価額

2015年12

月31日現

在の公正

価値 利益

売却可能

公正価値

準備金

損益計算

書に認識

された

利益

分類変更

日現在の

実効金利

期待

キャッ

シュ・フ

ローの見

積額

百万米ドル ％
百万

米ドル

分類変更された資産

トレーディング目的から

売却可能へ
― ― ― ― 3 6.4 ―

トレーディング目的から

貸付金および受取債権

へ

35 36 1 ― 3 5.3 39

売却可能区分から

貸付金および受取債権

へ

88 84 ― (3) 11 5.6 120

123 120 1 (3) 17
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分類変更された資産のう

ち

アセット・バック証券

売却可能への分類変更 ― ― ― ― 3

貸付金および受取債権

への分類変更
100 99 2 (3) 14

資産が分類変更されな

ければ以下の項目で認

識されたであろう2014

年１月１日から2014年

12月31日までの公正価

値評価益

2014年12

月31日現

在の帳簿

価額

2014年12

月31日現

在の公正

価値 利益

売却可能

公正価値

準備金

損益計算

書に認識

された

利益

分類変更

日現在の

実効金利

期待

キャッ

シュ・フ

ローの見

積額

百万米ドル ％
百万

米ドル

分類変更された資産

トレーディング目的から

売却可能へ
38 38 2

１ ― 1 8.7 54

トレーディング目的から

貸付金および受取債権

へ

99 95 2 ― 7 6.0 108

売却可能区分から

貸付金および受取債権

へ

243 260 ― 6 25 5.5 162

380 393 4 6 33

分類変更された資産のう

ち

アセット・バック証券

売却可能への分類変更 38 38 2
１ ― 1

貸付金および受取債権

への分類変更
316 334 2 6 29

１ 分類変更後、この利益は売却可能公正価値準備金に認識されている。

買戻条件付取引

当グループは、担保付買戻条件付契約（レポ取引）および有価証券貸借取引を行っている。これらの取

引により、当グループおよび当グループの取引相手は通常、債務不履行時に担保に供されている資産と同

様の資産の遡求権を有することになる。レポ取引により売却した証券については、当グループが当該証券
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に関するリスクおよび経済価値を実質的に保持しているため、貸借対照表における認識を継続している。

取引相手の負債は、銀行からの預金または顧客勘定のいずれか適切な勘定に含まれている。買戻条件付契

約に基づき売却された資産について、当グループはこれを資金調達のための担保にできないことから、処

分制約のある資産とみなしている。

以下の表は、当グループが買戻条件付取引において担保として差し入れている金融資産の概要を示して

いる。

損益を通じた

公正価値評価
売却可能

貸付金および

受取債権
合計

百万米ドル

買戻条件付契約で差し入れている担保

オンバランス・シート項目

短期政府債およびその他の適格証券 ― 98 ― 98

負債証券 487 520 ― 1,007

オフバランス・シート項目

再担保に供されている受入担保 491 ― 21,694 22,185

2015年12月31日現在 978 618 21,694 23,290

貸借対照表上の買戻条件付契約に係る負債

銀行からの預金 7,598

顧客勘定 13,008

2015年12月31日現在 20,606

損益を通じた

公正価値評価
売却可能

貸付金および

受取債権
合計

百万米ドル

買戻条件付契約で差し入れている担保

オンバランス・シート項目

短期政府債およびその他の適格証券 342 90 ― 432

負債証券 1,375 1,787 ― 3,162

オフバランス・シート項目

再担保に供されている受入担保 376 ― 14,465 14,841

2014年12月31日現在 2,093 1,877 14,465 18,435

貸借対照表上の買戻条件付契約に係る負債

銀行からの預金 9,984

顧客勘定 6,324

2014年12月31日現在 16,308

売戻条件付契約
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当グループはまた、取引相手（通常は金融機関）との間で、担保と引き換えに売戻条件付貸付契約（リ

バース・レポ取引）も行っている。リバース・レポ取引により、当グループは、債務不履行時に担保とし

て受け入れている資産と同様の資産の遡求権を有することになる。また、当グループは、他者に再担保ま

たは転売することを認める条件が付された担保も入手している。リバース・レポ取引により購入した証券

については、当グループはこれらの証券に関するリスクおよび経済価値を実質的に有していないため、貸

借対照表上これらの証券を担保として認識せず、リバース・レポ取引による貸付を銀行に対する貸付金ま

たは顧客に対する貸付金のいずれか適切な勘定で認識している。2015年12月31日および2014年12月31日現

在の当グループのリバース・レポ取引の概要は、以下の表のとおりである。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

貸借対照表上の売戻条件付契約に係る資産

銀行に対する貸付金 17,330 18,435

顧客に対する貸付金 15,307 11,421

32,637 29,856

売戻条件付取引および証券借入取引において、当グループは、他者に再担保または転売することを認め

る条件の付いている証券を入手している。このような条件の付いている証券の金額は、以下のとおりであ

る。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

受け入れた証券および担保（公正価値） 53,357 33,742

再担保または売却が可能な証券および担保（公正価値） 52,841 27,910

上記のうち、空売り取引に基づく約定または買戻条件付売却

契約に基づく負債を履行するための財務活動により、他者

に再担保／譲渡されている証券および担保（公正価値）

22,185 14,841

証券化取引

当グループはまた、当グループが完全に連結しているストラクチャード・エンティティ（以下、「SE」

という。）に対して原貸付金を譲渡する形により多数の証券化取引を行っている。この結果、当グループ

は、そのSEが発行した関連する負債性金融商品と共に、貸借対照表における原貸付金の認識を継続してい

る。その負債性金融商品の保有者は、そのSEに譲渡された資産に対してのみ遡求権を有している。

以下の表は、2015年12月31日現在および2014年12月31日現在における譲渡された資産および関連する負

債の帳簿価額および公正価値をそれぞれ示している。

2015年 2014年

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

百万米ドル 百万米ドル

顧客に対する貸付金 76 76 27 27

証券化に係る負債 43 43 28 28
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純額 33 33 (1) (1)

当グループは、資産の認識が求められる金融資産への継続的関与を表す取引を行わなかった。

相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似契約の対象となる金融商品

貸借対照表上の相殺の影響

IAS第32号「金融商品：表示」に従って、当グループは、相殺する法的に強制可能な権利があり、かつ

当グループが純額で決済するか、または資産の実現と負債の実現を同時に実行する意図を有している場合

にのみ、資産と負債を相殺し、当グループの貸借対照表上これらを純額で表示することが認められてい

る。

貸借対照表上相殺されない金額

当グループは実務上、上記のIAS第32号の相殺の要件を満たしていない資産と負債を相殺することがで

きる。このような契約として、デリバティブに関するマスター・ネッティング契約ならびに買戻条件付取

引および売戻条件付取引に関するグローバル・マスター買戻条件付契約がある。これらの契約は、特定の

取引相手との間の未決済の取引は原則としてすべて相殺することができると規定しているが、相殺が認め

られるのは、債務不履行時またはその他の規定されている事象の発生時のみである。

また、当グループは、デリバティブ取引について、債務不履行時の正味エクスポージャーを補填するた

めに、容易に実現可能な担保の受入れおよび差入れを行っている。買戻条件付契約および売戻条件付契約

に基づき、当グループはそれぞれ、債務不履行時に売却することができる流動性の高い資産の差入れ（法

的には売却取引）および受入れ（法的には購入取引）を行っている。

下記の表には、以下が記載されている。

貸借対照表上の相殺の影響。これは、当グループが純額で決済する意図および能力を有している場合

に、強制力のあるネッティング契約を通じて決済されるデリバティブ取引によるものであり、貸借対照表

上相殺される。

貸借対照表上相殺されない関連する金額。これは、以下に関するものである。

・　貸借対照表上相殺されないが、強制力のあるネッティング契約の対象である金融商品。これに

は、デリバティブ金融商品に対して保有するマスター・ネッティング契約が含まれるが、超過担

保の影響は除かれる。

・　金融担保。これには、デリバティブ金融商品について差入れおよび受入れを行っている現金担保

ならびに買戻条件付契約により購入した担保および売戻条件付契約により売却した担保が含まれ

るが、超過担保の影響は除かれる。

2015年

貸借対照表上相殺されない

関連する金額
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認識済金融

商品の総額

貸借対照表

上の相殺の

影響

貸借対照表

に表示され

ている金融

商品の純額 金融商品 金融担保 純額

百万米ドル

資産

デリバティブ金融商品 69,872 (6,729) 63,143 (38,934) (10,074) 14,135

売戻条件付契約 32,637 ― 32,637 ― (32,637) ―

2015年12月31日現在 102,509 (6,729) 95,780 (38,934) (42,711) 14,135

負債

デリバティブ金融商品 68,668 (6,729) 61,939 (38,934) (13,430) 9,575

買戻条件付売却取引による

負債
20,606 ― 20,606 ― (20,606) ―

2015年12月31日現在 89,274 (6,729) 82,545 (38,934) (34,036) 9,575

2014年

貸借対照表上相殺されない

関連する金額

認識済金融

商品の総額

貸借対照表

上の相殺の

影響

貸借対照表

に表示され

ている金融

商品の純額 金融商品 金融担保 純額

百万米ドル

資産

デリバティブ金融商品 74,272 (8,438) 65,834 (43,735) (7,005) 15,094

売戻条件付契約 29,856 ― 29,856 ― (29,856) ―

2014年12月31日現在 104,128 (8,438) 95,690 (43,735) (36,861) 15,094

負債

デリバティブ金融商品 71,751 (8,438) 63,313 (43,735) (10,311) 9,267

買戻条件付売却取引による

負債
16,308 ― 16,308 ― (16,308) ―

2014年12月31日現在 88,059 (8,438) 79,621 (43,735) (26,619) 9,267
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16 損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融商品

損益を通じた公正価値評価区分で保有する貸付金

損益を通じた公正価値評価の指定を受けた貸付金の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、

1,372百万米ドル（2014年：1,313百万米ドル）であった。

損益を通じた公正価値評価の指定を受けた顧客に対する貸付金の公正価値評価益の純額は、２百万米ド

ル（2014年：78百万米ドル）であった。このうち、信用リスクの変化に関連するものは、ゼロ（2014年：

ゼロ）であった。信用リスクの変化に関連する公正価値の累積変動額は、３百万米ドル（2014年：３百万

米ドル）であった。

信用リスクに起因する公正価値の変動は、類似の満期を有するリスク・フリー債券の公正価値の変動と

損益を通じた公正価値評価の指定を受けた貸付金の公正価値の変動を比較することによって算定されてい

る。

損益を通じた公正価値評価区分で保有する負債証券、株式および短期政府債

2015年

負債証券 株式
短期

政府債
合計

百万米ドル

公共団体による発行：

国債 8,091

その他公共部門発行債 88

8,179

銀行による発行：

譲渡性預金 87

その他負債証券 1,327

1,414

企業およびその他の発行者による発行：

その他負債証券 3,692

負債証券合計 13,285

このうち：

英国の公認取引所に上場 116 ― ― 116

その他に上場 8,516 1,648 282 10,446

非上場 4,653 1,287 577 6,517

13,285 2,935 859 17,079

上場証券の市場価値 8,632 1,648 282 10,562

2014年

負債証券 株式
短期

政府債
合計

百万米ドル
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公共団体による発行：

国債 9,677

その他公共部門発行債 141

9,818

銀行による発行：

譲渡性預金 2,975

その他負債証券 1,222

4,197

企業およびその他の発行者による発行：

その他負債証券 3,720

負債証券合計 17,735

このうち：

英国の公認取引所に上場 126 71 ― 197

その他に上場 7,419 3,876 572 11,867

非上場 10,190 1,615 1,240 13,045

17,735 5,562 1,812 25,109

上場証券の市場価値 7,545 3,948 572 12,065

損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融負債

損益を通じた公正価値評価の指定を受けた負債の公正価値評価益の純額は、当事業年度は104百万米ド

ル（2014年：評価損純額734百万米ドル）であった。この金額には信用リスクの変化に関連する495百万米

ドル（2014年：100百万米ドル）が含まれている。信用リスクの変化に関連する公正価値の累積変動額

は、691百万米ドルの利益（2014年：196百万米ドルの利益）であった。信用リスクに起因する公正価値の

変動は、類似の満期を有するリスク・フリー債券の公正価値の変動と損益を通じた公正価値評価の指定を

受けた負債の公正価値の変動を比較することによって算定されている。
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17 デリバティブ金融商品

以下の表は、当グループのデリバティブ金融商品の想定元本金額ならびに正および負の公正価値の分析

表である。想定元本金額は、報告日現在の契約上の原資産の元本金額である。

2015年 2014年

想定元本

金額 資産 負債

想定元本

金額 資産 負債

百万米ドル 百万米ドル

デリバティブ

為替デリバティブ契約：

為替予約契約 1,846,097 20,379 20,013 1,611,476 19,265 20,649

通貨スワップおよびオプション 1,325,425 26,880 28,000 1,589,989 24,819 24,507

上場先物およびオプション 454 ― ― 300 ― ―

3,171,976 47,259 48,013 3,201,765 44,084 45,156

金利デリバティブ契約：

スワップ 2,121,493 10,810 10,780 2,264,473 14,325 12,874

金利先渡契約およびオプション 72,776 935 1,171 186,796 879 819

上場先物およびオプション 586,588 ― ― 1,313,920 ― ―

2,780,857 11,745 11,951 3,765,189 15,204 13,693

クレジット・デリバティブ契約 23,561 338 314 32,055 440 965

株式および株価指数オプション 9,384 295 234 16,585 404 577

コモディティ・デリバティブ契約 96,984 3,506 1,427 130,058 5,702 2,922

デリバティブ合計 6,082,762 63,143 61,939 7,145,652 65,834 63,313

当グループは、特定の市場の取引相手との間でマスター・ネッティング契約を締結することによって債

務不履行時の信用損失に対するエクスポージャーを制限している。IAS第32号で要求されているとおり、

通常の事業過程においてこれらの項目を相殺する法的権利を有しており、かつ純額で決済する意図を有し

ている場合に限り、これらの項目のエクスポージャーを純額で表示している。相殺可能な金額の詳細は、

281ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記15に記載されている。

190ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューのデリバティブおよび

ヘッジの項目では、当グループのデリバティブ契約およびヘッジの適用に関するリスク管理について説明

されている。

ヘッジ目的で保有するデリバティブ

IAS第39号の要件を満たしている場合、デリバティブおよびヘッジ対象にヘッジ会計を適用している。

以下の表は、当グループがヘッジ会計で保有するデリバティブの種類を一覧にしたものである。

2015年 2014年
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想定元本金額 資産 負債 想定元本金額 資産 負債

百万米ドル 百万米ドル

公正価値ヘッジとして指定され

たデリバティブ：

金利スワップ 52,826 736 233 48,427 671 335

為替予約契約 5 ― ― 12 1 ―

通貨スワップ 29,199 510 2,247 30,953 905 892

82,030 1,246 2,480 79,392 1,577 1,227

キャッシュ・フロー・ヘッジと

して指定されたデリバティ

ブ：

金利スワップ 8,777 3 20 9,465 5 17

為替予約契約 1,589 3 46 2,375 4 75

通貨スワップ 2,621 40 3 6,524 62 98

12,987 46 69 18,364 71 190

純投資ヘッジとして指定された

デリバティブ：

為替予約契約 1,339 39 ― 1,098 75 ―

ヘッジ目的で保有するデリバ

ティブ合計
96,356 1,331 2,549 98,854 1,723 1,417

公正価値ヘッジ

スワップによっては、資金調達の固定金利を変動金利と交換し資産から受け取っている変動金利と一致

させることもあれば、資産の固定金利を変動金利と交換し資金調達で支払っている変動金利と一致させる

こともある。

適格ヘッジの場合、デリバティブの公正価値変動は対応するヘッジ対象の公正価値変動とほぼ一致して

おり、両者はいずれも損益に認識される。当事業年度おいて、公正価値ヘッジのヘッジ手段から生じた純

損失は192百万米ドル（2014年：1,272百万米ドルの純利益）、ヘッジ対象から生じた純利益は198百万米

ドル（2014年：1,301百万米ドルの純損失）であった。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

当グループは、変動利付資産および負債に係る将来キャッシュ・フローの変動性を、変動金利と固定金

利の交換により管理するために金利スワップを利用している。また、当グループは、為替予約契約、通貨

スワップおよびオプションを利用して、外貨建て資産および負債ならびに費用に係る将来の為替レートの

変動性を管理している。

ヘッジの有効部分から生じる損益は、資本勘定で繰り延べられており、キャッシュ・フローの変動性が

損益に影響を及ぼす時点において損益に振り替えられる。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

準備金から損益に振り替えられた損失 (107) (13)
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営業費用に認識された損失 (118) (13)

純利益に認識された損失 11 －

当グループは、以下の期間の損益に影響を及ぼすことが予想される、以下のキャッシュ・フローをヘッ

ジしている。

2015年

１年未満

１年以上

２年未満

２年以上

３年未満

３年以上

４年未満

４年以上

５年未満 ５年以上 合計

百万米ドル

受取キャッシュ・フローの

予測
55 49 30 26 12 ― 172

支払キャッシュ・フローの

予測
(1,504) (10) (5) (1) ― ― (1,520)

(1,449) 39 25 25 12 ― (1,348)

2014年

１年未満

１年以上

２年未満

２年以上

３年未満

３年以上

４年未満

４年以上

５年未満 ５年以上 合計

百万米ドル

受取キャッシュ・フローの

予測
99 54 34 10 2 ― 199

支払キャッシュ・フローの

予測
(1,654) (22) (11) (4) (1) ― (1,692)

(1,555) 32 23 6 1 ― (1,493)

純投資ヘッジ

当グループは、外貨建て純投資に係る将来の為替レートの変動性の管理に、為替予約契約および非デリ

バティブ金融資産を組み合わせて利用している。ヘッジの有効部分から生じる利益および損失は、純投資

が処分されるまで資本勘定で繰り延べられる。当事業年度において、純投資ヘッジから生じた非有効部分

に関して損益計算書に認識された金額は、ゼロ（2014年：ゼロ）であった。

18 銀行に対する貸付金

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

銀行に対する貸付金 66,933 87,601

個別減損引当金 (163) (99)

ポートフォリオ減損引当金 (1) (2)

66,769 87,500
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このうち：損益を通じた公正価値評価区分で保有する貸付金

（注記15）
(2,275) (3,610)

64,494 83,890
1

１ 銀行に対する貸付金(引当金控除後)合計ゼロ（2014年：260百万米ドル）が分類変更され、注記22にて売却目的保有

として記載されている。

銀行に対する貸付金の地域別分析は、163ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび

資本レビューに記載されている。

19 顧客に対する貸付金

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

顧客に対する貸付金 268,083 292,571

個別減損引当金 (6,023) (3,276)

ポートフォリオ減損引当金 (657) (696)

261,403 288,599

このうち：損益を通じた公正価値評価区分で保有する貸付金

（注記15）
(4,047) (3,904)

257,356 284,695
1

１ 顧客に対する貸付金(引当金控除後)計ゼロ（2014年：2.7十億米ドル）が分類変更され、注記22にて売却目的保有と

して記載されている。

当グループは、韓国の居住者に対して13.4十億米ドル（2014年：12.9十億米ドル）、香港の居住者に対

して27.7十億米ドル（2014年：25.5十億米ドル）の住宅用抵当貸付残高を保有している。

顧客に対する貸付金の地域別およびクライアント・セグメント別分析ならびに関連する減損引当金の分

析は、163ページから181ページ（訳注:原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューに記載

されている。
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20 顧客にリースした資産

ファイナンス・リースおよび割賦債権

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

ファイナンス・リース 364 423

割賦信用契約 687 907

1,051 1,330

上記の資産は、顧客に対する貸付金に含まれている。当事業年度において顧客へのファイナンス・リー

スおよび割賦信用契約のために取得した資産の取得原価は、269百万米ドル（2014年：444百万米ドル）で

あった。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

以下の期間に期日が到来するファイナンス・リース契約に基づ

く最低リース料債権：

１年以内 50 167

１年超５年以内 248 204

５年超 144 137

442 508

将来期間に係る利息収益 (78) (85)

ファイナンス・リース債権の現在価値 364 423

このうち、以下の期間に期日が到来するもの：

１年以内 37 156

１年超５年以内 220 167

５年超 107 100

オペレーティング・リース資産

オペレーティング・リース契約に基づき顧客にリースした資産は、注記26の有形固定資産に含まれてい

る商業用航空機および船舶で構成される。2015年12月31日現在、これらの資産の帳簿価額の純額は、

5,514百万米ドル（2014年：6,085百万米ドル）であった。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

以下の期間に期日が到来する、オペレーティング・リース契約に

基づく最低リース料債権：

１年以内 588 619

１年超５年以内 2,042 1,874

５年超 1,427 2,111

4,057 4,604
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21 投資有価証券

2015年

負債証券

満期保有 売却可能

貸付金および

受取債権 株式

短期

政府債 合計

百万米ドル

公共機関による発行：

国債 159 35,086 ―

その他公共部門発行債 ― 2,215 37

159 37,301 37

銀行による発行：

譲渡性預金 ― 4,076 ―

その他負債証券 ― 22,110 15

― 26,186 15

企業およびその他の発行者

による発行：

その他負債証券 51 14,197 2,648

負債証券合計 210 77,684 2,700

このうち：

英国の公認取引所に上場 ― 15,992 120
1 8 2,057 18,177

その他に上場 51 31,837 483
1 782 14,703 47,856

非上場 159 29,855 2,097 930 15,693 48,734

210 77,684 2,700 1,720 32,453 114,767

上場証券の市場価値 51 47,829 603 790 16,760 66,033

2014年

負債証券

満期保有 売却可能

貸付金および

受取債権 株式

短期

政府債 合計

百万米ドル

公共機関による発行：

国債 62 28,296 ―

その他公共部門発行債 ― 926 10

62 29,222 10

銀行による発行：

譲渡性預金 ― 6,236 ―

その他負債証券 ― 23,155 17

― 29,391 17
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企業およびその他の発行

者による発行：

その他負債証券 60 16,324 2,856

負債証券合計 122 74,937 2,883

このうち：

英国の公認取引所に上

場
― 8,971 96

1 256 ― 9,323

その他に上場 ― 27,580 505
1 974 10,898 39,957

非上場 122 38,386 2,282 977 13,191 54,958

122 74,937 2,883 2,207 24,089 104,238

上場証券の市場価値 ― 36,551 601 1,230 10,898 49,280

１ これらの英国の公認取引所またはその他で上場あるいは登録されている負債証券は、取引量が乏しいか、または

これらの証券の市場の流動性が乏しい状況にある。

株式は、その大部分が企業に対する投資で占められている。

投資有価証券の帳簿価額の変動は、以下のように構成されている。

2015年 2014年

負債

証券 株式

短期

政府債 合計

負債

証券 株式

短期

政府債 合計

百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在 77,942 2,207 24,089 104,238 73,374 3,099 26,243 102,716

為替換算差額 (2,868) (4) (966) (3,838) (2,411) (5) (693) (3,109)

増加 132,800 375 76,300 209,475 135,920 224 59,910 196,054

満期および処分 (127,184) (699) (67,244) (195,127) (129,202) (1,173) (61,680) (192,055)

売却目的保有資産へ

振替
― ― ― ― (18) (1) (1) (20)

減損（処分益控除

後）
(71) (124) ― (195) (119) (41) ― (160)

公正価値の変動（公

正価値ヘッジの影

響を含む）

14 (34) (7) (27) 478 104 23 605

ディスカウントおよ

びプレミアムの償

却

(39) (1) 281 241 (80) ― 287 207

12月31日現在 80,594 1,720 32,453 114,767 77,942 2,207 24,089 104,238

負債証券の未償却プレミアムおよび未償却ディスカウント、ならびに投資目的保有の株式にかかる利益

の分析は以下のとおりである。

2015年 2014年
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百万米ドル 百万米ドル

負債証券

未償却プレミアム 401 381

未償却ディスカウント 149 229

上場株式からの利益 92 77

非上場株式からの利益 19 20

以下の表は、貸付金および受取債権区分に分類されている投資有価証券に係る減損引当金の変動を示し

ている。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在 26 26

為替換算差額 (1) －

直接減額 (34) (1)

減損計上額 66 1

12月31日現在 57 26

22 その他資産

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

償却原価で保有する金融資産（注記15）

香港政府債務証書（注記29）
１ 4,907 4,738

現金担保 13,430 10,311

支払承諾見返および裏書 3,949 5,212

約定未決済およびその他の金融資産 10,122 10,493

32,408 30,754

非金融資産および売却目的保有資産

コモディティ 1,652 4,432

売却目的保有資産
２ 349 3,237

その他 192 266

34,601 38,689

１ 香港政府債務証書は、発行済銀行券に関する他の当事者の権利に劣後している。

２ これには、売却費用控除後の公正価値で測定された処分グループが含まれ、売却可能資産および負債は公正価値

階層レベル３に分類された売却可能資産および負債が含まれる。この処分グループには、主に、スタンダード・

チャータード・リーシング・カンパニー・リミテッド、スタンダード・チャータード・モダルバおよびスタン

ダード・チャータード・サービシズ（Pvt）リミテッドより構成されるパキスタンにおける売却目的保有事業が含

まれる。2014年12月の売却目的保有のパキスタン事業の処分は、経営陣の管理を超える展開により、2015年には

完了せず、2016年に完了する見込みである。2014年12月31日現在の香港、韓国およびレバノンにおける売却目的
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保有事業は、2015年に売却が完了した。当グループは2015年において、売却目的保有資産に関して、公正価値評

価損失４百万米ドル（2014年：15百万米ドル）をその他営業収益（注記７）に認識している。

23 子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社に対する投資

子会社への投資

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在 24,881 20,122

増加 3,500 4,759

12月31日現在 28,381 24,881
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2015年12月31日現在の主要な子会社（すべて間接保有で、銀行業を本業とし、その他の金融サービスを

提供している）は、以下のとおりであった。

設立または登録を行っている国および地域 主な事業場所

普通株式資本

に対する当グ

ループの持分

％

スタンダード・チャータード・バンク、

イングランドおよびウェールズ

英国、中東、南アジア、アジア太平洋、南北ア

メリカおよび（グループ企業を通じて）アフリ

カ

100

スタンダード・チャータード・バンク・

コリア・リミテッド、韓国

韓国 100

スタンダード・チャータード・バンク・

マレーシア・ブルハット、マレーシア

マレーシア 100

スタンダード・チャータード・バンク

（パキスタン）リミテッド、パキスタン

パキスタン 98.99

スタンダード・チャータード・バンク

（台湾）リミテッド、台湾

台湾 100

スタンダード・チャータード・バンク

（香港）リミテッド、香港

香港 100

スタンダード・チャータード・バンク

（シンガポール）リミテッド、シンガポール

シンガポール 100

スタンダード・チャータード・バンク

（中国）リミテッド、中国

中国 100

スタンダード・チャータード・バンク

（タイ）パブリック・カンパニー・

リミテッド、タイ

タイ 99.99

スタンダード・チャータード・バンク・

ナイジェリア・リミテッド、ナイジェリア

ナイジェリア 100

スタンダード・チャータード・バンク・ケニア・

リミテッド、ケニア

ケニア 74.30

スタンダード・チャータード・

プライベート・エクイティ・リミテッド、香港

香港 100

子会社の完全なリストは注記46に記載されている。

当グループは、スタンダード・チャータード・バンク・ケニア・リミテッドに関する金額95百万米ドル

（2014年：106百万米ドル）の25.7％の非支配持分を除き、子会社に対する重要な非支配持分を有してい

ない。この持分の寄与度は、当グループの営業利益の3.4％および当グループの資産の0.3％である。

当グループの子会社は外国為替送金に関して各国の法定資本および流動性要件の対象となるが、これら

の制限は通常の事業活動から生じ、当グループの資産の使用や利用、または負債の決済に対する当グルー

プの能力を大きく制限するものではない。
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重要な制約

当グループは、銀行子会社が事業活動を行う上で対象となる規制上の枠組みによる制約以外に、資産の

使用および利用、および負債の決済の実行に関する重要な制約はない。この枠組みでは、銀行業務におい

て、規制資本、流動資産およびエクスポージャー制限の一定水準を維持すること、および他の必要な比率

を遵守することが要求される。これらの制限の要約は以下のとおりである。

規制および流動性要件

当グループの子会社は、最低資本、レバレッジ比率、流動性およびエクスポージャー比率を維持するこ

とが要求される。この結果、これらの子会社が親会社に対して現金またはその他の資産を分配することが

制限される。

子会社は、事業活動を行っている国の中央銀行およびその他の規制当局への預け金を維持することも要

求されている。2015年12月31日現在、現金および中央銀行預け金合計は65十億米ドル（2014年：97十億米

ドル）であり、うち９十億米ドル（2014年：10十億米ドル）が制限されている。192ページ（訳注：原文

のページ番号である。）の流動性資産の開示を参照のこと。

法定要件

当グループの子会社は、親会社に対して資本および未実現利益の分配ができないという法定要件の対象

となっているが、通常は支払能力を維持するためである。これらの要件により、子会社の当グループへの

配当送金に制限が課せられる。特定の子会社は、通常の配当以外にも国外への資本輸出を制限する現地の

為替管理規制の対象にもなっている。

契約上の要件

当グループ子会社の貸借対照表において差入担保資産は、グループ内で振替することができない。193

ページ（訳注：原文のページ番号である。）の差入担保資産の開示を参照のこと。加えて、280ページ

（訳注：原文のページ番号である。）の注記15に開示された証券化資産にも法的制限がある。

ジョイント・ベンチャーに対する持分

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在 751 656

為替換算差額 (74) (14)

増加 － 55

利益持分 9 58

受取配当金 (6) (6)

AFSおよびその他の準備金に対する持分 (1) 2

12月31日現在 679 751
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当グループの主要なジョイント・ベンチャーは、ピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカ（以下、

「ペルマタ」という。）である。当グループはペルマタに対する投資の大部分を保有するジョイント・ベ

ンチャーを通じて、44.56％（2014年：44.56％）の持分を保有している。ペルマタは、インドネシアで消

費者および商業セグメントに対して金融サービスを提供している。ペルマタの利益に対する当グループの

持分は、９百万米ドル（2014年：59百万米ドル）で、純資産に対する当グループの持分は、672百万米ド

ル（2014年：743百万米ドル）である。

以下の表は、ジョイント・ベンチャーに対する当グループの持分考慮前のピー・ティー・バンク・ペル

マタ・テルブカの要約財務諸表である。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

流動資産 8,918 8,358

非流動資産 4,183 6,562

流動負債 (10,739) (10,163)

非流動負債 (1,107) (3,372)

純資産 1,255 1,385

営業収益 623 626

このうち：

　受取利息 1,205 1,313

　支払利息 (742) (855)

費用 (573) (454)

減損 (25) (2)

営業利益 25 170

税金 (5) (38)

税引後利益 20 132

上記の資産および負債の金額には以下が含まれる：

現金および現金同等物 1,814 1,534

その他の包括利益 － 7

包括利益合計 20 139

期中にジョイント・ベンチャーから受け取った配当金 (6) (6)

非流動資産には主に顧客に対する貸付金、流動負債には主に顧客からの預金が契約上の満期に基づいて

含まれている。

上記の純資産から連結財務諸表に認識されたピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカに対する投資

の帳簿価額への調整：

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

ピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカの純資産 1,255 1,385
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ジョイント・ベンチャーに対する当グループの保有持分 559 617

想定のれん 113 126

ピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカに対する当グループの

持分の帳簿価額
672 743

関連会社における持分

渤海銀行

アジア・コマーシャ

ル銀行（以下、

「ACB」という。） その他 合計

2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在 987 799 174 258 50 54 1,211 1,111

為替換算差額 (63) (4) (4) (2) ― (4) (67) (10)

増加 ― ― ― ― ― 9 ― 9

利益持分 173 177 7 4 3 9 183 190

処分 ― ― ― ― (18) ― (18) ―

受取配当金 ― ― (5) (5) (1) (2) (6) (7)

AFSおよびその他の準備金

に対する持分
2 15 (1) (1) ― 1 1 15

減損 ― ― (46) (80) ― (17) (46) (97)

12月31日現在 1,099 987 125 174 34 50 1,258 1,211

関連会社に対する当グループの持分の完全なリストは注記46に含まれている。当グループの主要な関連

会社は、以下のとおりである。

関連会社 事業の性質 主な事業場所

普通株式資本

に対する当グ

ループの持分

％

渤海銀行 銀行業務 中国 19.99

ACB 銀行業務 ベトナム 15.00

当グループの渤海銀行およびACBに対する投資はそれぞれ20％未満であるものの、当グループは両企業

の経営ならびに財務および事業の方針に対して重要な影響力を行使することができるため、両企業を関連

会社とみなしている。重要な影響力は、主に経営者の人事の交流および専門知識の提供を通じて裏付けら

れている。当グループは関連会社に対する投資の会計処理に持分法を適用している。これらの関連会社の

報告日は、当グループの報告日から３か月以内である（渤海銀行およびACBの報告日はそれぞれ2015年11

月30日および2015年９月30日である）。2015年12月31日現在のACBの公正価値は124百万米ドル（2014年：

101百万米ドル）である。

以下の表は、関連会社に対する当グループの持分考慮前の渤海銀行およびACBの要約財務諸表である。
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渤海銀行 ACB

2015年11月30日 2014年11月30日 2015年９月30日 2014年９月30日

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

流動資産 37,947 45,992 3,652 3,369

非流動資産 85,877 60,618 4,937 5,011

流動負債 (96,282) (81,593) (7,887) (7,640)

非流動負債 (22,047) (20,078) (141) (156)

純資産 5,495 4,939 561 584

営業収益 2,968 2,503 303 258

このうち：

　受取利息 6,468 5,875 603 652

　支払利息 (4,023) (3,712) (354) (449)

費用 (1,110) (1,051) (197) (173)

減損 (776) (326) (50) (56)

営業利益 1,082 1,126 56 29

税金 (221) (241) (12) (4)

税引後利益 861 885 44 25

上記の資産および負債の金額には

以下が含まれる

その他の包括損益 9 (35) ― ―

包括利益合計 870 850 44 25

期中に関連会社から受け取った配

当金
― ― (5) (5)

非流動資産には主に顧客に対する貸付金、流動負債には主に顧客からの預金が契約上の満期に基づいて

含まれている。

下表は、上記の要約財務情報から連結財務諸表に認識された関連会社に対する投資の帳簿価額への調整

を表している。

2015年 2014年 2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

関連会社の純資産 5,495 4,939 561 584

関連会社に対する当グループの保

有持分
1,099 987 84 88

のれん（減損控除後） ― ― 35 81

その他の調整 ― ― 6 5

主な関連会社に対する当グループ

の持分の帳簿価額
1,099 987 125 174
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24 ストラクチャード・エンティティ

ストラクチャード・エンティティとは、議決権または類似する権利が、当該企業の支配者を決定する主

要な要因とならないように設計されている企業である。通常、ストラクチャード・エンティティは、狭い

範囲で明確に定義された目的を達成するために設立され、その活動には制限がある。当グループは、当グ

ループまたは第三者が設立した可能性のある連結および非連結ストラクチャード・エンティティの両方に

関与しており、その詳細は以下のとおりである。

連結ストラクチャード・エンティティに対する持分

注記１に記載された当グループの会計方針に従い、当グループがストラクチャード・エンティティを支

配する場合、ストラクチャード・エンティティは当グループの財務諸表に連結される。資産が譲渡された

ストラクチャード・エンティティを連結するか否かを決定するために、当グループは、ストラクチャー

ド・エンティティの関連する活動を管理する能力を考慮する。当該能力は、ストラクチャード・エンティ

ティを清算する単独の権利、ストラクチャード・エンティティが発行する証券の相当割合に対する投資、

または当グループが一定の支配権を組み入れた特定の劣後証券を有する場合などにより裏付けられる。

以下の表は連結ストラクチャード・エンティティに対する当グループの持分を表している。

2015年 2014年

資産合計 資産合計

百万米ドル 百万米ドル

証券化 76 27
1

航空機および船舶リース 5,514 6,085

ストラクチャード・ファイナンス 1,377 1,963

合計 6,967 8,075

１ 当期中の償却費は、注記９の下で損益計算書に認識されている。

非連結ストラクチャード・エンティティに対する持分

非連結ストラクチャード・エンティティは、当グループが支配していないすべてのストラクチャード・

エンティティである。当グループは、顧客との取引の促進、もしくは特別な投資機会のために、通常の事

業活動において、非連結ストラクチャード・エンティティと取引を締結する。

以下の表は、非連結ストラクチャード・エンティティに対して保有する変動持分に関して財務諸表に認

識された資産および負債の帳簿価額、これらの持分に関する損失に対する最大エクスポージャーおよびス

トラクチャード・エンティティの資産合計を表している。損失に対する最大エクスポージャーは主として

ストラクチャード・エンティティに対する当グループの貸借対照表上のエクスポージャーの帳簿価額に限

定される。デリバティブについては、損失に対する最大エクスポージャーは貸借対照表上の評価であり想

定金額ではない。コミットメントおよび保証に関しては、損失に対する最大エクスポージャーは可能性の

ある将来の損失の想定金額である。
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2015年 2014年  

プリンシパ

ル・ファイ

ナンス・

ファンド

ストラク

チャー

ド・ファ

イナンス

アセット・

バック証券 合計

プリンシパ

ル・ファイ

ナンス・

ファンド

ストラク

チャー

ド・ファ

イナンス

アセット・

バック

証券 合計

 

百万米ドル 百万米ドル  

当グループ持分－

資産
 

損益を通じた公正

価値評価区分で

保有する金融資

産

374 ― 97 471 142 ― 282 424

顧客に対する貸付

金
― ― ― ― 38 ― ― 38

投資有価証券－

負債証券（AFS)
― ― 6,480 6,480 25 ― 8,548 8,573

投資有価証券－負

債証券（貸付金

および受取債

権）

61 ― 1,156 1,217 ― ― 1,350 1,350

その他資産 124 297 ― 421 192 282 ― 474

資産合計 559 297 7,733 8,589 397 282 10,180 10,859

当グループ持分－

負債
 

顧客勘定
1 942 ― ― 942 842 ― ― 842

発行済負債証券
1 1,304 ― ― 1,304 313 ― ― 313

その他負債 ― 290 ― 290 ― 256 ― 256

負債合計 2,246 290 ― 2,536 1,155 256 ― 1,411

オフバランスシー

ト

出資契約
１ 560 ― ― 560 555 ― ― 555

損失に対する当グ

ループの最大エ

クスポージャー

１

1,119 297 7,733 9,149 952 282 10,180 11,414

ストラクチャー

ド・エンティ

ティの合計資産

１

160,887 297 507,172 668,356 126,925 283 365,076 492,284

１ 2014年の残高は修正再表示されている。
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当グループが非連結ストラクチャード・エンティティを利用する際の活動の主な種類は、ポートフォリ

オ運用のための合成クレジット・デフォルト・スワップ、運用された投資ファンド（プリンシパル・ファ

イナンス専門ファンドを含む）、ストラクチャード・ファイナンスおよびアセット・バック証券である。
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　　プリンシパル・ファイナンス・ファンド

プリンシパル・ファイナンス・ファンドに対する当グループのエクスポージャーは、主としてアジア全

域のインフラストラクチャー、不動産およびプライベート・エクイティへの投資など、レバレッジされて

いない投資ファンドに対するコミットメントまたは投資資本を表している。

　　ポートフォリオ運用

ポートフォリオ運用のために、当グループは、当グループがスポンサーとなる債券を発行するストラク

チャード・エンティティから合成クレジット・デフォルト・スワップにより信用保護を購入する。参照資

産はこれらのストラクチャード・エンティティに譲渡されないため、当グループの貸借対照表に留保され

る。当グループはこれらの資産のリスクおよびリターンのすべての保有を継続する。規制に準拠した証券

化で得た信用保護は、適格な信用事由の発生による損失に限り当グループを保護し、原資産は当グループ

の貸借対照表における認識を中止されない。当グループは、ストラクチャード・エンティティに対する負

債または株式持分を保有しない。債券の発行代金は通常、信託会社が運用する発行者の口座で現金担保と

して保有されるか、AAA格の政府保証証券に投資され、当該証券は当グループに対するストラクチャー

ド・エンティティのスワップ債務を担保し、満期時点で投資家に元本を返済するために使用される。スト

ラクチャード・エンティティは現金担保を利用するか、担保証券の換金により当グループに実際に発生し

た損失を補償する。それに応じて、ストラクチャード・エンティティは発生した損失に等しい金額で、発

行した債券を優先順位の逆の順序で評価減する。すべての資金調達はこれらのビークルの存続期間中コ

ミットされているため、当グループは当該ビークルの流動性ポジションに関して間接的なエクスポー

ジャーを持たない。当グループがアレンジャーおよびリード・マネージャーであることにより、またはス

トラクチャード・エンティティにスタンダード・チャータードのブランドがあるために、当グループは特

定のポートフォリオ運用ビークルおよび投資ファンドに関してレピュテーション・リスクがある。

　　ストラクチャード・ファイナンス

ストラクチャード・ファイナンスは、当グループ、またはより一般的には顧客が、１つまたは複数のス

トラクチャード・エンティティを用いて組成した取引における持分であり、当該取引は顧客のために受益

契約を提供する。当グループのエクスポージャーは主として、これらのストラクチャーに対する金融仲介

業者としての資金調達の提供を表しており、これに対して当グループは貸し手のリターンを受け取る。取

引の大部分は航空機リースおよび船舶金融の提供に関係している。

　　アセット・バック証券

当グループは、第三者のストラクチャード・エンティティが発行したアセット・バック証券への投資も

保有しており、それは183ページ（訳注：原文のページ番号である。）の「リスクおよび資本レビュー」

に記載されている。

25 のれんおよび無形資産

2015年 2014年
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のれん

取得した

無形資産

ソフト

ウェア 合計 のれん

取得した

無形資産

ソフト

ウェア 合計

百万米ドル 百万米ドル

取得原価

１月１日現在 4,224 564 1,348 6,136 5,207 678 1,103 6,988

為替換算差額 (120) (37) (93) (250) (120) (18) (67) (205)

増加 ― ― 368 368 ― ― 371 371

処分 ― ― ― ― ― ― (1) (1)

減損 (488) ― ― (488) (758) ― ― (758)

直接減額 ― (33) (72) (105) ― (96) (58) (154)

売却目的保有 ― ― ― ― (68) ― ― (68)

その他の変動 ― ― ― ― (37) ― ― (37)

12月31日現在 3,616 494 1,551 5,661 4,224 564 1,348 6,136

償却累計額

１月１日現在 ― 467 479 946 ― 530 388 918

為替換算差額 ― (27) (34) (61) ― (17) (25) (42)

償却額
１ ― 22 205 227 ― 40 165 205

減損計上額 ― 1 ― 1 ― 8 8 16

処分 ― ― ― ― ― ― (1) (1)

直接減額 ― (33) (61) (94) ― (94) (56) (150)

12月31日現在 ― 430 589 1,019 ― 467 479 946

帳簿価額（純額） 3,616 64 962 4,642 4,224 97 869 5,190

１当期中の償却費用は、注記９の下で損益計算書に認識されている。

2014年１月１日現在の帳簿価額（純額）の内訳は、のれん5,207百万米ドル、取得した無形資産148百万

米ドル、およびソフトウェア715百万米ドルである。

2015年12月31日現在において、2005年１月１日以降発生したのれんの減損損失累計額は、2,315百万米

ドル（2014年：1,827百万米ドル）であり、そのうち2015年に認識された488百万米ドルは、台湾（362百

万米ドル）およびタイ（126百万米ドル）の資金生成単位に対して保有するのれんに関連するものである

（2014年：韓国およびコーポレート・アドバイザリー資金生成単位に対して保有するのれん758百万米ド

ル）。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

取得した無形資産の内訳：

コア預金 5 8

顧客関係 50 75

商標名 1 3

ライセンス 8 11
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帳簿価額（純額） 64 97

取得した無形資産には、主にユニオン・バンク（現在はスタンダード・チャータード・バンク（パキス

タン）リミテッドに吸収合併されている）、新竹國際商業銀行（現在はスタンダード・チャータード・バ

ンク（台湾）リミテッドに吸収合併されている）、ペンブローク、ハリソン・ラブグローヴ、アメリカ

ン・エクスプレス・バンクおよびアフリカのカストディ事業の取得の一環で認識した無形資産が含まれて

いる。取得した無形資産は、４年から最長で16年間にわたって償却される。

のれんの減損テスト

現在ののれんの帳簿価額が減損しているか否かについては、年次で評価が行われる。減損テストの目的

上、取得日時点ののれんは資金生成単位（以下「CGU」という。）に配分される。以下の表は、各CGUに配

分されたのれんを示している。のれんは、関連するCGUの帳簿価額がその回収可能価額を上回っている場

合に、減損しているとみなされる。すべてのCGUの回収可能価額は、使用価値に基づいて測定された。回

収可能価額を算定する際に用いている主要な仮定は、以下の表に記載されており、取得したのれんの減損

を評価する目的のみのために見積られている。

2015年 2014年

のれん

税引前

割引率

長期予測

GDP成長率 のれん

税引前

割引率

長期予測

GDP成長率
 

CGU 百万米ドル ％ ％ 百万米ドル ％ ％  

パキスタン事業 251 27.0 4.9 261 21.6 4.6  

台湾事業 828 16.3 3.0 1,238 14.0 4.3  

クレジット・カードお

よび個人向けローン―

アジア、インドおよび

MENAP

896 15.0 4.0 896 12.0 4.0

 

インド事業 303 19.2 7.6 318 16.9 6.5  

MESA事業
１ 368 19.3 4.0 368 21.0 4.2  

タイ事業 165 17.4 3.3 313 13.5 4.5  

金融機関および

プライベート・バンキ

ング事業

396 14.0 3.8 396 11.6 4.0

 

法人向けアドバイザ

リー事業

74 14.0 3.8 77 12.0 4.0
 

シンガポールのコン

シューマー・バンキン

グ事業

197 11.9 4.0 211 11.7 3.7

 

その他
138 13.8-

20.7

3.8-6.2 146 12.0-

14.6

4.0-5.2
 

3,616 4,224
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１ MESA事業は、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、ヨルダン、オマーン、カタール、バーレーン、レバノン、

パキスタン、スリランカおよびバングラデシュより構成される。

使用価値の決定方法

各CGUの使用価値の計算は、利用可能な市場データと整合する長期利益率に基づいて算定されたターミ

ナルバリューを含めた、20年間にわたるキャッシュ・フロー予測に基づいている。これらのキャッシュ・

フローは、上記の表に記載されているとおり、各CGUにとって適切な当期の市場金利を反映する税引前割

引率を用いて割り引かれる。

キャッシュ・フローの予測は、2020年までの５年間を対象として経営者が承認した予算および予測に基

づいているが、その他に含まれる金融機関およびより小さいCGUについては、2016年までの１年間を対象

としている。経営者の成長率の予測は、長期GDP成長率を上回るが、現在の経済環境を反映する調整を

行った後の過去の実績を踏まえている。経営者が承認した予測対象期間以降について、キャッシュ・フ

ローは各CGUに適切なGDP長期安定成長率予想を用いて推定されている。

減損評価の結果

当グループは、減損の兆候に関して、将来キャッシュ・フローの予測の減少および／または割引率ある

いは仮定の変動の有無を考慮して、当グループのCGUに割り当てられたのれん水準に関する年次減損評価

を実施した。2015年12月31日現在の評価の結果、台湾のCGUに関しては、主に台湾市場の景気後退により

帳簿価額が回収可能価額を362百万米ドル上回っていることが示され、タイのCGUに関しては、戦略的レ

ビュー後に経営陣が事業の再配置を行った結果、帳簿価額が回収可能価額を126百万米ドル上回り、事業

再編に分類された。

これらのCGUに帰属するのれんを回収可能価値まで評価減するために、減損費用488百万米ドルが認識さ

れた。台湾のCGUに適用された税引前割引率は16.3％で、タイのCGUについては17.4％であった。

他のすべてのCGUについては、主要な仮定に対して、回収可能価額が帳簿価額を超過している。

割引率の合理的に起り得る変動が現状の事業計画予想もしくはGDP成長率の減少と組み合わされる場

合、台湾およびタイのCGUに関して、のれんの帳簿価額が回収可能額を将来超過するというシナリオが構

成される可能性が引き続き存在する。

26 有形固定資産

2015年 2014年

土地

建物 設備

オペレー

ティン

グ・リー

ス資産 合計

土地

建物 設備

オペレー

ティン

グ・リー

ス資産 合計

百万米ドル 百万米ドル

取得原価または評価額

１月１日現在 2,330 805 6,759 9,894 2,391 797 5,465 8,653

為替換算差額 (107) (52) ― (159) (68) (29) ― (97)

増加 45 85 885 1,015 72 117 1,966 2,155
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処分および償却済資産の

直接減額
(108) (103) (853) (1,064) (48) (80) (672) (800)

売却目的保有資産への振

替
(4) ― (264) (268) (17) ― ― (17)

12月31日現在 2,156 735 6,527 9,418 2,330 805 6,759 9,894

減価償却費

１月１日現在の累計額 655 581 674 1,910 600 582 568 1,750

為替換算差額 (32) (38) ― (70) (16) (20) ― (36)

当期の減価償却額 91 88 258 437 105 95 234 434

減損費用 19 ― 130 149 ― ― ― ―

資産の売却、譲渡または

直接

減額に起因する計上額

(62) (103) (32) (197) (34) (76) (128) (238)

売却目的保有資産への振

替
(3) ― (17) (20) ― ― ― ―

12月31日現在の累計額 668 528 1,013 2,209 655 581 674 1,910

12月31日現在の帳簿価額

（純額）
1,488 207 5,514 7,209 1,675 224 6,085 7,984

2014年１月１日現在の帳簿価額（純額）の内訳は、土地建物1,791百万米ドル、設備215百万米ドル、お

よびオペレーティング・リース資産4,897百万米ドルである。

ファイナンス・リース契約に基づき保有する資産の帳簿価額（純額）は134百万米ドル（2014年：142百

万米ドル）であり、将来の金融費用控除後の最低リース料は４百万米ドル（2014年：７百万米ドル）であ

る。

当事業年度中に、資産の使用価値が帳簿価額（純額）を下回ったために、減損費用130百万米ドル

（2014年：ゼロ）が、オペレーティング・リース資産として保有する航空機および船舶に関して認識され

た。当該減損費用はコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント・セグメントに認

識されている。

27 繰延税金

以下の表は、当グループが認識した主要な繰延税金負債および資産ならびに当事業年度中のそれらの変

動額を示している。

2015年

１月１日

現在

為替および

その他の

調整

損益への

費用/(収益)

計上額

資本への

借方/(貸方)

計上額

2015年

12月31日

現在

百万米ドル

繰延税金の内訳：

加速税務償却 289 (7) 37 ― 319

貸付金に係る減損引当金 (314) 21 (474) ― (767)

繰越欠損金 (325) 9 (80) ― (396)
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売却可能資産 92 (3) (2) (58) 29

キャッシュ・フロー・

ヘッジ
(29) 2 ― 25 (2)

退職給付債務 (79) 2 (4) 10 (71)

株式に基づく報酬 (42) 2 8 6 (26)

その他一時差異 136 (5) 17 ― 148

繰延税金資産（純額） (272) 21 (498) (17) (766)

2014年

１月１日

現在

為替および

その他の

調整

損益への

費用/(収益)

計上額

資本への

借方/(貸方)

計上額

2014年

12月31日

現在

百万米ドル

繰延税金の内訳：

加速税務償却 214 (5) 80 ― 289

貸付金に係る減損引当金 (230) 5 (89) ― (314)

繰越欠損金 (422) 8 89 ― (325)

売却可能資産 42 ― ― 50 92

キャッシュ・フロー・

ヘッジ
2 ― ― (31) (29)

退職給付債務 (72) ― 6 (13) (79)

株式に基づく報酬 (71) ― 27 2 (42)

その他一時差異 184 (3) (45) ― 136

繰延税金資産（純額） (353) 5 68 8 (272)
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繰延税金は、以下の資産および負債で構成されている。

2015年 2014年

合計 資産 負債 合計 資産 負債

百万米ドル 百万米ドル

繰延税金の内訳：

加速税務償却 319 (18) 337 289 22 267

貸付金に係る減損引当金 (767) (765) (2) (314) (365) 51

繰越欠損金 (396) (253) (143) (325) (203) (122)

売却可能資産 29 9 20 92 55 37

キャッシュ・フロー・

ヘッジ
(2) － (2) (29) (28) (1)

退職給付債務 (71) (59) (12) (79) (74) (5)

株式に基づく報酬 (26) (22) (4) (42) (38) (4)

その他一時差異 148 49 99 136 113 23

(766) (1,059) 293 (272) (518) 246

認められる場合、繰延税金資産および負債は、企業単位別で相殺しており、繰延税金の構成要素別では

相殺していない。

2015年12月31日現在の当グループの繰延税金資産（純額）は、766百万米ドル（2014年：272百万米ド

ル）である。

当グループの繰延税金資産の回収可能性は、繰延税金資産が利用可能となる将来課税所得の発生可能性

に関する経営者の判断に基づいている。

当グループの繰延税金資産合計のうち、396百万米ドルは繰越欠損金に関するものである。これらの欠

損金は、個別の法人で発生したものであり、これらの企業で将来課税所得が発生する際には相殺されるこ

とになる。

欠損金に関する繰延税金資産の141百万米ドルは、アイルランドで発生したものであり、アイルランド

では未使用の欠損金に対する失効日がない。これらの欠損金は、航空機リースに関連しており、資産の経

済的耐用年数（最長25年間）にわたって全額使用されることが見込まれる。

欠損金に関する繰延税金資産の90百万米ドルは韓国で発生したものである。経営者の予測によると、こ

の欠損金は、今後３年間にわたって全額使用されることが見込まれる。この欠損金は、10年後に失効す

る。

欠損金に関する繰延税金資産の76百万米ドルは米国で発生したものである。経営者の予測によると、こ

の欠損金は、今後７年間にわたって全額使用されることが見込まれる。この欠損金は、20年後に失効す

る。

欠損金に関する繰延税金資産の43百万米ドルは台湾で発生したものである。経営者の予測によると、こ

の欠損金は、今後４年間にわたって全額使用されることが見込まれる。この欠損金は、10年後に失効す

る。
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残りの欠損金に関する繰延税金資産は、その他の地域に関するものであり、10年以内に回収されること

が見込まれる。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

以下の潜在的な繰延税金資産/(負債)については、検討が行われて

いない。

在外子会社の留保利益に係る源泉税 (237) (344)

支店に対する投資に係る為替換算差額 (241) (140)

欠損金 499 96

在外支店の設立に係る繰延利益 (468) (478)

その他の一時差異 38 －

28 発行済負債証券

2015年 2014年

100,000

米ドル以上の

譲渡性預金

その他の

発行済

負債証券 合計

100,000

米ドル以上の

譲渡性預金

その他の発行

済負債証券 合計

百万米ドル 百万米ドル

発行済負債証券 20,174 39,706 59,880 28,585 43,366 71,951

以下の項目に含まれてい

る負債証券：

損益を通じた公正価値

評価区分で保有する

金融負債（注記15）

104 8,813 8,917 125 8,712 8,837

発行済負債証券合計 20,278 48,519 68,797 28,710 52,078 80,788

2015年に、当社は以下に示したとおり、当グループの一般的な事業目的で優先債合計4.2十億米ドルを

発行した。

証券 百万米ドル

750百万米ドル 2018年満期固定金利優先債 747

250百万米ドル 2018年満期変動金利優先債 249

1,250百万米ドル 2020年満期固定金利優先債 1,245

750百万米ドル 2025年満期固定金利優先債 745

36,900百万円 2018年満期固定金利債 293

93,100百万円 2020年満期固定金利債 739

20,000百万円 2025年満期固定金利債 159
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29 その他負債

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

償却原価で保有する金融負債（注記15）

流通紙幣
1 4,907 4,738

支払承諾見返および裏書 3,949 5,212

現金担保 10,074 7,005

約定未決済およびその他の金融負債 12,595 13,131

31,525 30,086

非金融負債

現金決済型の株式に基づく報酬 18 37

売却目的保有負債
２ 72 710

その他負債 396 404
３

32,011 31,237

１ 香港流通紙幣4,907百万米ドル（2014年：4,738百万米ドル）は、その他資産（注記22）に含まれている同額の香

港政府債務証書により担保されている。

２ 72百万米ドルは、パキスタンの売却目的保有事業に関するものである。処分グループは、スタンダード・チャー

タード・リーシング・カンパニー・リミテッド、スタンダード・チャータード・モダルバおよびスタンダード・

チャータード・サービシズ（Pvt）リミテッドより構成される。関連資産は注記22に開示されている。

３ 表示を一致させるために、特定の残高は「負債および費用引当金」に再分類されている。

30 劣後負債およびその他の借入金

2015年 2014年  

百万米ドル 百万米ドル  

劣後借入資本 ― 子会社による発行  

700百万英ポンド 2018年満期劣後債、金利7.75％ 1,106 1,208

675百万英ポンド ステップ・アップ条項付永久劣後債、金利5.375％

（2020年以降償還可能）
651 706

600百万英ポンド 期限前償還条項付ステップ・アップ条項付永久優先

証券、金利8.103％（2016年以降償還可能）
905 1,013

200百万英ポンド ステップ・アップ条項付永久劣後債、金利7.75％

（2022年以降償還可能）
364 400

1.1十億ユーロ 2017年満期劣後債、金利5.875％ 1,280 1,474

１十億米ドル 2017年満期劣後債、金利6.4％ 1,065 1,099

750百万米ドル 2020年満期劣後債、金利5.875％ 799 802

700百万米ドル 2031年満期劣後債、金利8.0％ 636 641

127.26百万

ボツワナ・プラ

2022年満期劣後債、金利8.2％（2017年以降償還可

能）
11 13
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70百万

ボツワナ・プラ
2021年満期変動金利劣後債（2016年以降償還可能） 6 7

50百万

ボツワナ・プラ
2022年満期変動金利債券（2017年以降償還可能） 5 5

10十億円 2023年満期劣後債、金利3.35％（2018年以降償還可

能）
86 87

270十億韓国ウォン 2021年満期劣後債、金利4.67％（2016年以降償還可

能）
231 247

90十億韓国ウォン 2018年満期劣後債、金利6.05％ 85 92

2.5十億パキ

スタン・ルピー
2022年満期変動金利債券（2017年以降償還可能） 24 25

750百万シンガ

ポール・ドル

2021年満期劣後債、金利4.15％（2016年以降償還可

能）
503 541

450百万シンガ

ポール・ドル

2023年満期劣後債、金利5.25％（2018年以降償還可

能）
323 355

10十億タンザ

ニア・シリング

2020年満期劣後債、金利11％（2015年以降償還可

能）
－ 6

40十億ウガンダ・

シリング

2020年満期劣後債、金利13％（2015年以降償還可

能）
12 14

8,092 8,735

劣後借入資本 ―当社による発行：  

プライマリー・キャピタル変動金利債券  

400百万米ドル 44 44  

300百万米ドル（第２シリーズ） 80 80  

400百万米ドル（第３シリーズ） 64 64  

200百万米ドル（第４シリーズ） 50 50  

150百万英ポンド 45 47  

900百万英ポンド 2034年満期劣後債、金利5.125％ 1,463 1,588  

２十億米ドル 2044年満期劣後債、金利5.7％ 2,379 2,341  

２十億米ドル 2023年満期劣後債、金利3.95％ 1,985 1,952  

1.25十億米ドル 2022年満期劣後債、金利４％（2017年以降償還可

能）
1,247 1,242  

１十億米ドル 2022年満期劣後債、金利5.7％ 1,003 989  

１十億米ドル 2024年満期劣後債、金利5.2％ 996 996  

750百万米ドル 2043年満期劣後債、金利5.3％ 789 774  

1.25十億ユーロ 2025年満期劣後債、金利４％（2020年以降償還可

能）
1,420 1,599  

750百万ユーロ 2022年満期劣後債、金利3.625％ 858 968  

500百万ユーロ 2024年満期劣後債、金利3.125％ 535 604  

700百万シンガポー

ル・ドル

2026年満期劣後債、金利4.4％（2021年以降償還可

能）
473 515  

その他劣後借入金（当社による発行）
１ 329 359  
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13,760 14,212  

当グループ合計 21,852 22,947

１ その他借入金は、英ポンド建て償還不能優先株式（注記33）を含んでいる。当社の貸借対照表において認識され

た金額は、グループレベルで実現したヘッジ会計の効果による差額を加えた305百万米ドル（2014年：324百万米

ドル）である。

2015年

米ドル 英ポンド ユーロ その他 合計

百万米ドル

固定金利劣後債 10,899 4,818 4,093 1,724 21,534

変動金利劣後債 238 45 ― 35 318

合計 11,137 4,863 4,093 1,759 21,852

2014年

米ドル 英ポンド ユーロ その他 合計

百万米ドル

固定金利劣後債 10,836 5,274 4,645 1,870 22,625

変動金利劣後債 238 47 ― 37 322

合計 11,074 5,321 4,645 1,907 22,947

劣後負債はすべて無保証、無担保であり、顧客からの預金および銀行からの預金を含むがこれに限定さ

れない他の債権者の債権よりも劣後している。当グループは、契約上規定されている一定の状況下で、こ

れらの負債性金融商品を早期償還する権利を有している。

当事業年度中の償還

2015年10月21日、スタンダード・チャータード・バンク（タンザニア）リミテッドは、第一回目の任意

償還可能日に、2020年満期金利11％の劣後債10十億タンザニア・シリングを償還する権利を行使した。

当事業年度中の発行

当事業年度中の新規発行はなかった。

31 負債および費用に関する引当金

2015年

与信コミットメントに

係る引当金
その他引当金 合計

百万米ドル

１月１日現在 20 109
１

129
１
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為替換算差額 (3) (4) (7)

引当金繰入額 94 89 183

使用した引当金 (11) (79) (90)

12月31日現在 100 115 215

１ 過年度において、その他の負債に表示されていた特定の残高を修正再表示している。

与信コミットメントに係る引当金には、契約上確約されている与信枠のうち、借手の融資返済義務の履

行能力に疑義がある未実行の金額を含んでいる。

その他引当金は、規制上の決済および法的請求に係る引当金を含んでいる（注記41）。

32 退職給付債務

退職給付債務は、以下の項目を含んでいる。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

確定給付制度債務 422 391

確定拠出制度債務 23 22

帳簿残高（純額） 445 413

退職給付費用は、以下の項目を含んでいる。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

確定給付制度 96 105

確定拠出制度 203 228

（損失）／利益に対する費用（注記８） 299 333

当グループはその業務地域にわたり50の確定給付制度を運営しており、その大半は新規加入者を受け入

れていないため、これらの加入者は現在確定拠出制度に加入している。これらのすべての制度の目的は、

現地の規則、税務上の要件、市場状況に一致した方法で退職後に備えて適切に貯蓄する機会を従業員に提

供することである。確定給付制度では、当グループは為替リスク、金利リスク、投資リスク、長寿リスク

などの保険数理リスクにさらされる。英国のファンドは年金負債合計の60％を占める当グループの最大の

退職制度である。

IAS第19号が要求している開示は、資格を有する独立の年金数理人が最近実施した全面的な年金数理評

価（必要な場合、2015年12月31日現在の状況に更新している）を基礎に計算している。

英国のファンド

スタンダード・チャータード年金ファンド（以下、「英国ファンド」という。）は、当グループの主要

な退職給付制度であり、勤務１年につき最終給与の60分の１に基づく年金が、通常60歳から支給されるこ
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とになる。英国ファンドは当社（正式なスポンサー）から法的に独立した信託のもとで設定され、英国の

法律で規定されているとおり、信託理事会の少なくとも３分の１が加入者によって任命され、残りは当社

によって指名される。信託理事会はファンドの加入者に対する受託者義務を有し、その信託証書および規

則に準拠して英国ファンドを統括する責任がある。

英国ファンドの財政状態は、独立の資格を有する年金数理人によって定期的に評価されている。直近の

積立評価は、2014年12月31日に年金数理人会の会員であるタワーズワトソンのA.ゼグルマン氏が予測単位

積増方式および以下とは異なる仮定を使用して行ったものである。2014年12月31日現在で特定された過去

勤務債務の不足106百万米ドル（72百万英ポンド）を補うために、18.6百万米ドル（12.6百万英ポンド）

の現金が2016年１月以降毎年４年間にわたって支払われる。積立状況が予想よりも早く改善した場合、

2017年１月からの３回の支払いは減少されるか、削除される。加えて、将来の拠出の担保として、162百

万米ドル（110百万英ポンド）のエスクロー勘定がある。当行は、年金剰余金の管理をしているため、

IFRIC解釈指針第14号または予定されている改訂の現在のエクスポージャーのドラフトに基づいて、追加

債務の認識を義務付けられることはない。2014年12月31日の評価後、英国ファンドに対する定期拠出は、

全従業員の年金受給対象給与の32％と設定された。次回の評価は2017年12月31日までに行われる。

1998年７月１日以降、英国ファンドへの新規加入は閉鎖されており、その後新規従業員には確定拠出制

度への加入資格を提供している。現在の当ファンドの債務の85％超は年金受給者または当グループを離職

したがまだ退職していない元従業員に関連するものである。2015年12月31日現在、英国ファンドの加重平

均期間は15年である（2014年：15年）。

海外の制度

当グループが運営する主要な海外の確定給付制度は、ドイツ、香港、インド、ジャージー、韓国、台湾

および米国にある。

2016年度の当グループの確定給付制度への予定拠出額は、90百万米ドルである。

2015年12月31日現在において使用された主な財務上の仮定は、以下のとおりであった。

積立型確定給付制度

英国のファンド
１

海外の制度
２

2015年 2014年 2015年 2014年

％ ％ ％ ％

価格インフレ率 1.9 1.9 1.0-5.0 1.3-5.0

昇給率 1.9 1.9 1.9-6.5 1.9-6.5

年金増加率 1.9 1.9 1.3-3.0 1.1-3.0

割引率 3.7 3.6 1.0-8.1 1.6-8.2

１ 英国のファンドの平均余命に関する仮定では、現在60歳の男性加入者の余命を28年（2014年：28年）、女性加入

者の余命を29年（2014年：29年）、現在40歳で60歳の誕生日を迎えた後の男性加入者の余命を30年（2014年：30

年）、女性加入者の余命を31年（2014年：31年）と仮定している。

２ 表中の仮定の幅は、ドイツ、香港、インド、ジャージー、韓国、台湾および米国における海外の主要な積立型確

定給付制度に係るものである。これらの制度は、海外の積立型制度の負債合計の約85％以上を占めている。
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これらの仮定は、将来変化して退職給付債務の評価額に影響を及ぼす可能性がある。例えば、他の仮定

を一定として、関連する保険数理上の仮定の１つを報告日に変更すると、以下に示す金額だけ確定給付債

務に影響することになる。

・　英国のファンドの割引率が25ベーシス・ポイント（以下、「bps」という。）増加した場合、退職

給付債務は約60百万米ドル減少することになる。

・　英国のファンドのインフレ率および年金増加率が25bps増加した場合、退職給付債務は約60百万米

ドル増加することになる。

・　英国のファンドのインフレ率に対する昇給率が25bps増加した場合、退職給付債務は約５百万米ド

ル増加することになる。

・　英国のファンドの寿命仮定が１年増加した場合、退職給付債務は約45百万米ドル増加することにな

る。

この分析では英国ファンドで予想されるキャッシュ・フローの全分布を考慮していないが、主要な仮定

に対する感応度の概算を示している。他方、その他の仮定の変動もまた影響を及ぼすものの、その影響に

重要性はない。

未積立型制度

退職後医療給付制度
１

その他
２

2015年 2014年 2015年 2014年

％ ％ ％ ％

価格インフレ率 2.5 2.5 1.9-5.0 2.5-5.0

昇給率 4.0 4.0 1.9-6.5 1.9-6.5

年金増加率 該当なし 該当なし 0.0-1.9 0.0-1.9

割引率 4.6 4.2 2.5-8.2 2.8-8.2

退職後医療給付率 2015年の８％か

ら１年ごとに

１％ずつ減少

し、2018年に

５％となる

2014年の７％

から１年ごと

に１％ずつ減

少し、2016年

に５％となる

該当なし 該当なし

１ 米国の退職後医療給付制度

２ 表中の仮定の幅は、インド、インドネシア、韓国、タイ、UAEおよび英国における主要な未積立型制度に係るもの

である。これらは、未積立制度の負債合計の85％超を占める。

確定給付制度加入者に帰属する制度の資産の公正価値および負債の現在価値は、以下のとおりであっ

た。

2015年 2014年

積立型制度 未積立型制度 積立型制度 未積立型制度

英国の

ファンド

海外の

制度

退職後

医療給付

制度 その他

英国の

ファンド

海外の

制度

退職後

医療給付

制度 その他

百万米ドル 百万米ドル
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12月31日現在

株式 176 267 該当なし 該当なし 367 287 該当なし 該当なし

国債 686 164 該当なし 該当なし 852 169 該当なし 該当なし

社債 192 68 該当なし 該当なし 199 73 該当なし 該当なし

絶対リターン・ファン

ド
187 － 該当なし 該当なし － － 該当なし 該当なし

ヘッジファンド
1 189 － 該当なし 該当なし 191 － 該当なし 該当なし

保険連動ファンド
1 56 － 該当なし 該当なし 53 － 該当なし 該当なし

オポチュニスティッ

ク・クレジット
1

79 － 該当なし 該当なし 79 － 該当なし 該当なし

不動産 71 5 該当なし 該当なし 78 5 該当なし 該当なし

デリバティブ (11) － 該当なし 該当なし (5) 2 該当なし 該当なし

現金および現金同等物 49 197 該当なし 該当なし 23 218 該当なし 該当なし

その他
1 9 25 該当なし 該当なし 12 31 該当なし 該当なし

資産の公正価値合計
2 1,683 726 該当なし 該当なし 1,849 785 該当なし 該当なし

負債の現在価値
3 (1,719) (901) (24) (187) (1,839) (963) (27) (196)

年金資産／（負債）純

額
(36) (175) (24) (187) 10 (178) (27) (196)

１ 非上場資産。

２ 自己投資は注意深くモニターされ、2015年において２百万米ドル（2014年：１百万米ドル）以下のスタンダー

ド・チャータードの株式および債券である。自己投資は、例えば当グループが関連指標の構成要素である指標追

跡型ファンドへの投資など、それを除外することが実務的でない場合に限り容認される。

３ ケニアにおける認識できない積立超過による影響額ゼロ（2014年：１百万米ドル）を含む。

確定給付制度の年金費用は、以下のとおりであった。

積立型制度 未積立型制度

英国の

ファンド
海外の制度

退職後医療

給付制度
その他 合計

百万米ドル

2015年

当期勤務費用 7 62 1 21 91

過去勤務費用および縮小 ― (2) ― ― (2)

清算による利益
１ ― (7) ― ― (7)

年金制度資産の受取利息 (64) (24) ― ― (88)

年金制度負債に係る利息 63 29 1 9 102

税引前退職給付費用合計 6 58 2 30 96

資産の運用収益（受取利息以

外）
２

45 22 ― ― 67

負債の損失／（利益） 2 7 (4) (15) (10)
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包括利益計算書に直接認識され

た税引前損失／（利益）合計
47 29 (4) (15) 57

繰延税金 15 (5) ― ― 10

税引後損失／（利益）合計 62 24 (4) (15) 67

１ これらの変動は、当グループの事業再編活動の結果として、多くの地域で人員が削減されたことを反映してい

る。

２ 英国のファンド資産の実際の運用収益は19百万米ドルであり、海外の制度資産の実際の運用収益は２百万米ドル

である。
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積立型制度 未積立型制度

英国の

ファンド
海外の制度

退職後医療

給付制度
その他 合計

百万米ドル

2014年

当期勤務費用 8 65 1 20 94

過去勤務費用および縮小 ― (1) ― ― (1)

清算による利益 ― (1) ― ― (1)

年金制度資産の受取利息 (80) (28) ― ― (108)

年金制度負債に係る利息 81 31 1 8 121

税引前退職給付費用合計 9 66 2 28 105

資産の運用収益（受取利息以

外）
１

(138) (15) ― ― (153)

負債の損失／（利益） 105 89 (1) 21 214

包括利益計算書に直接認識され

た税引前（利益）／損失合計
(33) 74 (1) 21 61

繰延税金 5 (18) ― ― (13)

税引後（利益）／損失合計 (28) 56 (1) 21 48

１ 英国のファンド資産の実際の運用収益は218百万米ドルであり、海外の制度資産の実際の運用収益は43百万米ドル

である。

当事業年度における確定給付年金制度および退職後医療給付制度の積立不足額の変動は、以下のとおりであ

る。

積立型制度 未積立型制度

英国の

ファンド
海外の制度

退職後医療

給付制度
その他 合計

百万米ドル

2015年１月１日現在の積立不足額 10 (178) (27) (196) (391)

拠出 7 81 1 20 109

当期勤務費用 (7) (62) (1) (21) (91)

過去勤務費用および縮小 ― 2 ― ― 2

清算費用および振替の影響 ― 7 ― ― 7

純確定給付資産／債務に係る正味利息 1 (5) (1) (9) (14)

数理計算上の（損失）／利益 (47) (29) 4 15 (57)

為替換算差額 ― 9 ― 4 13

2015年12月31日現在の積立不足額 (36) (175) (24) (187) (422)

積立型制度 未積立型制度
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英国の

ファンド
海外の制度

退職後医療

給付制度
その他 合計

百万米ドル

2014年１月１日現在の積立不足額 (23) (122) (26) (170) (341)

拠出 9 75 ― 14 98

当期勤務費用 (8) (65) (1) (20) (94)

過去勤務費用および縮小 ― 1 ― ― 1

清算費用 ― 1 ― ― 1

純確定給付資産／債務に係る正味利

息
(1) (3) (1) (8) (13)

数理計算上の利益／（損失） 33 (74) 1 (21) (61)

為替換算差額 ― 9 ― 9 18

2014年12月31日現在の積立不足額 10 (178) (27) (196) (391)

2015年 2014年

資産 債務 合計 資産 債務 合計

百万米ドル

１月１日現在の積立不足額 2,634 (3,025) (391) 2,585 (2,926) (341)

拠出
１ 110 (1) 109 100 (2) 98

当期勤務費用
２ ― (91) (94) ― (94) (94)

過去勤務費用および縮小 ― 2 2 ― 1 1

清算費用 (46) 53 7 (11) 12 1

年金制度債務に係る利息費

用
― (102) (102) ― (121) (121)

年金制度資産に係る受取利

息
88 ― 88 108 ― 108

支払給付
２ (196) 196 ― (167) 167 ―

数理計算上の(損失)／

　利益
３

(67) 10 (57) 153 (214) (61)

為替換算差額 (114) 127 13 (134) 152 18

12月31日現在の積立不足額 2,409 (2,831) (422) 2,634 (3,025) (391)

１ 従業員拠出１百万米ドル（2014年：２百万米ドル）を含む。

２ 制度資産から支払われた管理費用１百万米ドル（2014年：１百万米ドル）を含む。

３ 債務に係る数理計算上の利益の内訳は、財務仮定の変更による利益42百万米ドル（2014年：損失205百万米ド

ル）、人口統計上の仮定の変更による利益５百万米ドル（2014年：損失12百万米ドル）、実績からの損失37百万

米ドル（2014年：利益３百万米ドル）である。

33 株式資本、その他持分商品および準備金

当グループおよび当社
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普通株式数
普通株式

資本
１

優先株式

資本

株式資本

合計

その他持分

商品

百万株 百万米ドル

2014年１月１日現在 2,427 1,214 ― 1,214 ―

スクリップ配当による増資 38 19 ― 19 ―

株式の発行 8 3 ― 3 ―

2014年12月31日現在 2,473 1,236 ― 1,236 ―

スクリップ配当による増資 71 36 ― 36 ―

株式の発行 734 367 ― 367 ―

その他Tier１持分の発行 ― ― ― ― 1,987

2015年12月31日現在 3,278 1,639 ― 1,639 1,987

１ 一株当たり50セントで発行された全額払込済み普通株式。

普通株式資本

英会社法に従い、当社は授権株式資本を有していない。普通株式１株当たりの額面金額は、50セントで

ある。

2015年５月14日、当社は期末配当金の代わりに普通株式69,186,004株を新規発行した。また、2015年10

月19日、当社は2015年の中間配当金の代わりに普通株式2,154,390株を新規発行した。

2015年度において、従業員持株制度に基づき、ゼロから1,140英ペンスの価格で5,694,811株が発行され

た。

2015年11月３日、当社は、普通株式一株当たり465英ペンスの価格で適格株主に対する権利を付与する

方法で、普通株式728,432,451株を新規発行することを発表した。

当該発行は、2015年11月18日現在保有されている普通株式７株につき普通株式２株を基準として行われ

た。ライツ・イシューにより、当社は107百万米ドルの費用控除後で、5.1十億米ドル（3.3十億英ポン

ド）の追加資本を調達した。その手取金は通常の事業過程で使用される。このライツ・イシューでは、当

該取引前に当社が完全所有していたジャージーの子会社（以下、「ジャージー・カンパニー」という。）

が関与するキャッシュ・ボックス構造を利用した。当社による投資家への株式発行と引き換えに、株式発

行による手取金純額はジャージー・カンパニーに支払われた。かかる株式発行に従い、当社はジャー

ジー・カンパニーの残りの株式資本（当社が保有していなかった、すべての償還可能優先株式）を取得し

た。当該構造に基づき、英会社法第612項に基づく合併免除が適用され、それにより資本剰余金勘定の設

定を要求する英会社法第610項の要件が免除される。ジャージー・カンパニーは、その後、株式発行手取

金と引き換えに、償還可能株式を償還した。

優先普通株式資本

2015年12月31日および2014年12月31日現在、当社は額面５米ドルの発行済非累積償還可能優先株式

15,000株を保有しており、99,995米ドルのプレミアムにより優先株式１株当たりの払込済金額は100,000

米ドルとなる。当該優先株式は当社の選択により償還可能であり、資本に分類されている。
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当社の処分可能利益は、普通株式の保有者に優先して、さらにその他の発行済種類株式の保有者に優先

して（またはそれと同順位で）発行済優先株式の保有者に分配される。清算時の当社の資産は、普通株式

の保有者に優先して、さらにその他の発行済種類株式の保有者に優先して（またはそれと同順位で）優先

株式の保有者に充当される。充当額は当期および／または過年度の未払配当金ならびに株式の額面金額合

計に取締役会が決定したプレミアムを加算した金額と等しい金額となる。償還可能優先株式は、その株式

の契約条件に従って当社が任意に（プレミアム込みの）払込済金額で償還することができる。優先株式の

保有者は株主総会での投票に参加する権利を有していないが、優先株式に該当する配当金の一部が未払い

となっている場合、または優先株式の権利を変更する決議案が提案されている場合を除く。

その他持分商品

2015年４月２日、スタンダード・チャータード・ピーエルシーは、通常の事業目的および当グループの

規制資本ベースを増強するため、その他Tier１（以下、「AT１」という。）証券として固定金利更改型永

久劣後偶発転換証券2,000百万米ドルを発行し、発行費用控除後で1,987百万米ドルを調達した。

AT１証券の主要な契約条件は以下のとおりである。

・　当該証券は永久で、最初の償還可能日または最初の償還可能日後５年毎に、スタンダード・

チャータード・ピーエルシーの選択により、一部ではなく全部を償還可能である。

・　当該証券は、特定の規制上または税法上の事由により、元本金額の100％に、確定償還日まで

（当該日を含めない）の経過未払利息を加算して、いつでも償還可能である。償還は、スタン

ダード・チャータード・ピーエルシーが関連規制当局へ通達を行い、当局から償還許可を得るこ

とを条件としている。

・　発行日（当該日を含む）から2020年４月２日まで（当該日を含めない）の期間の当該証券の金利

は、年利6.50％の固定金利である。金利更改日は、2020年４月２日および最初の更改日の５年後

または５年の整数倍の応答日である。

・　当該証券の金利は、毎年４月２日および10月２日に半年ごとに後払いで支払われ、初回は2015年

10月２日であり、配当として会計処理される。

・　当該証券の金利は、契約条件で規定された特定の追加制限を条件として、スタンダード・チャー

タード・ピーエルシーの単独かつ絶対的な裁量により支払われる。従って、スタンダード・

チャータード・ピーエルシーは、金利支払日に支払うべき金利（またはその一部）の支払いをい

つでも中止することを選択できる。

・　当グループの全額加算された普通株式Tier１比率が7.0％を下回った場合、当該証券は、予め決

定されている価格で、スタンダード・チャータード・ピーエルシーの普通株式に転換される。こ

の転換条件を満たすためには、約184百万株の普通株式が必要となる。

・　当該証券の順位は、スタンダード・チャータード・ピーエルシーの(a)非劣後債権者、(b) スタ

ンダード・チャータード・ピーエルシーの非劣後債権者の債権に劣後するが、それ以上は劣後し

ないことが明示されているもの、または(c) 転換前に生じた清算においてAT１証券の保有者の債

権と同等またはそれよりも順位が下であるか、そのように明示された債権以外で、スタンダー

ド・チャータード・ピーエルシーの他の債権者の債権（劣後または非劣後にかかわらず）より下

であるか、下であることが明示されているものに劣後する。
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準備金

1973年以降の当グループの準備金から直接減額された子会社および関連会社の取得時ののれんの累積額

は、27百万米ドル（2014年：27百万米ドル）である。

資本準備金は、2001年の株式資本および資本剰余金の英ポンドから米ドルへの通貨単位の変更による換

算差額を表している。資本償還準備金は、償還された優先株式の額面金額を表している。

合併差益準備金は、キャッシュ・ボックス金融構造を利用して発行した株式について生じているプレミ

アムを表している。この利用により、当社は英会社法第612項に基づき合併差益準備金を設定しなければ

ならなかった。2005年および2006年には、特定の取得に要する資金調達のためにこの構造を利用して株式

が発行された。2008年、2010年および2015年には、ライツ・イシューを利用して株式が発行された。2009

年には、売出により株式が発行された。2008年および2010年のライツ・イシューならびに2009年の株式発

行によって調達された資金は、全額が当社で保有されている。2015年の資金調達のうち、1.5十億米ドル

は当社の全額保有子会社であるスタンダード・チャータード・バンクに追加資本を出資するために利用さ

れた。

売却可能公正価値準備金は、売却可能区分に分類されている金融資産に関する未実現の（税引後）公正

価値評価損益を表している。評価損益はこの準備金で繰り延べられ、対象資産が売却されたり、満期を迎

えたり、あるいは減損したりした場合に損益に振り替えられる。

キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金は、この種類のヘッジ要件を満たしているデリバティブの評価損益

のうちのヘッジの有効部分を表している。評価損益はこの準備金で繰り延べられ、ヘッジ対象が損益に影

響を及ぼすか、または予定取引の発生する見込みがなくなった場合に損益に振り替えられる。

為替換算準備金は、当グループの在外営業活動体に対する純投資の換算による為替差損益の累積額を表

している。2004年１月１日以来、差損益はこの勘定で繰り延べられ、対象となる在外営業活動体が処分さ

れる場合に損益に振替えられる。純投資のヘッジ手段として用いられているデリバティブから生じる損益

は、在外営業活動体の純投資の換算による為替差損益と相殺される。

利益剰余金は、当グループおよび当社が当期および過年度に稼得した利益ならびにその他包括利益に、

株式決済型ストック・オプションに関する税引後増加額を加算し、支払配当金および保有する自己株式を

控除した金額を表している。

当グループの準備金の相当部分は、主に現地事業の支援または現地規制の遵守のために、在外子会社お

よび支店で保有されている。現地の規制資本比率の維持により、分配可能準備金の金額が制限される可能

性がある。また、仮にこれらの在外準備金が分配された場合には、未計上の繰延税金負債がさらに発生す

る可能性がある。

2015年12月31日現在、スタンダード・チャータード・ピーエルシー（当社）の分配可能準備金は、15.2

十億米ドル（2014年：12十億米ドル）であった。これらは、利益剰余金および合併差益準備金12.5十億米

ドルで構成されていた。準備金の分配は、最低資本要件の維持を条件としている。

自己株式

ベデル・ラスティーズ・リミテッドは、1995年従業員持株制度信託（以下、「1995年信託」という。）

の受託会社であり、2015年10月に退任するまでスタンダード・チャータード2004年従業員給付信託（以

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

301/616



下、「2004年信託」という。）の受託会社であった。コンピューターシェア・トラスティーズ（ジャー

ジー）リミテッドが2015年10月20日付で2004年信託の新受託会社に任命された。2004年信託は、当グルー

プの従業員株式報酬制度と併せて利用され、1995年信託はその他の従業員株式報酬の支給（前払株式およ

び固定手当など）に利用されている。当グループのグループ会社は、受託会社がこれらの報奨に対応する

ための株式を取得できるよう、随時信託に拠出を行っている。

当期において、開示されている事項を除き、当社または子会社は香港証券取引所に上場されている当社

の有価証券の購入、売却または償還を行っていない。必要に応じて、信託が購入または保有している株式

（ライツ・イシューを含む）の詳細は、以下のとおりである。

1995年信託 2004年信託 合計

2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年

株式数

当事業年度中に購入し

た株式
6,448,053 4,090,094 439,906 1,306,188 6,887,959 5,396,282

購入した株式の市場価

格

　（百万米ドル）

63 84 5 26 68 110

当事業年度末時点で保

有する株式
4,861,846 5,291,941 137,850 － 4,999,696 5,291,941

当事業年度中に保有し

た株式の最大数
7,517,013 7,808,099

34 非支配持分

ハイブリッド

Tier１証券

（300百万米ドル、

金利7.267％）

その他非支配持分 合計

百万米ドル

2014年１月１日現在 320 275 595

資本における非支配持分に帰属する費用 ― (29) (29)

非支配持分に帰属する利益 4 88 92

当期の包括利益 4 59 63

分配額 (11) (49) (60)

その他の（減少）／増加
１ (313) 21 (292)

2014年12月31日現在 ― 306 306

資本における非支配持分に帰属する費用 ― (38) (38)

非支配持分に帰属する損失 ― (2) (2)

当期の包括損失 ― (40) (40)

分配額 ― (26) (26)

その他の増加
２ ― 81 81
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2015年12月31日現在 ― 321 321

１ ハイブリッドTier１証券（300百万米ドル、金利7.267％）は、当グループの完全子会社であるスタンダード・

チャータード・バンク・ コリア・リミテッド により発行されたものであり、2014年中に償還された。当グ

ループは、当該証券に関する持分は保有していない。

２ 当グループの子会社の１つに対する非支配持分からの追加投資

次へ
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35 株式に基づく報酬

当グループは、当グループの業務執行取締役および従業員に対して、多くの株式に基づく報酬の取決め

を行っている。株式に基づく報酬の費用詳細については、下記に説明されている。

2015年
２

2014年
２

現金
１ 株式 合計 現金 株式 合計

百万米ドル 百万米ドル

繰延株式報奨 (18) 119 101 (5) 191 186

その他株式報奨 (5) 50 45 (14) 62 48

株式に基づく報酬合

計
(23) 169 146 (19) 253 234

1 現金決済の報奨の貸方計上は、株価の変動による予想負債の減少を反映している。

2 失効の想定はない。

2011年スタンダード・チャータード株式制度

2011年スタンダード・チャータード株式制度（以下、「2011年度の制度」という。）は、多様な報奨タ

イプを提供する柔軟性を持ち、すべての従業員に適用される当グループの主要な株式報奨制度であり、

2011年５月に株主に承認された。この2011年度の制度は、長期の業績要件を条件とする多様な株式報奨の

付与を目的としており、当グループが規制環境および競争環境の変化に柔軟に対応するよう整備されてい

る。株式報奨は業務執行取締役および上級経営陣双方の変動報酬の重要な一部である。かかる報奨は、リ

スク・テイクに対する適切なリターンがあり、その測定が当グループのリスク選好と確実に整合するよう

にするものである。

●　業績株式は、３つの業績測定である株主総利益率（以下、「TSR」という。）の割合、１株当た

り利益（以下、「EPS」という。）の増加、およびリスク加重資産利益率（以下、「RoRWA」と

いう。）の組合せを条件としている。３つの要素の加重は均等に、つまり報奨の三分の一は均

等に分割され、個別に評価されるそれぞれの測定に左右される。業績株式報奨は、業務執行取

締役に対する変動報酬の一部である。

●　繰延報奨は、市場慣行および規制要件双方に従って、変動報酬合計の繰延部分を付与するため

に用いられる。これらの報奨は、３年または５年間の繰延期間の対象となり、付与日から毎年

の各応当日に均等に権利確定する。繰延報奨は予定限度額の対象外になっている。これによ

り、当グループは、繰延水準に関する規制要件を満たし、市場慣行と歩調をあわせることがで

きる。

●　支持株式は、EPSの増加とRoRWAの２つの業績測定の組み合わせを条件としている。この２つの

要素の加重は均等に分割され、報酬の半分がそれぞれの測定によって決定され、個別に評価さ

れる。支持株式は、2014年の業績に関して、業務執行取締役および上級経営陣に付与される変

動報酬の一部を形成していた。
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●　制限株式報酬は、追加インセンティブ、雇用を定着させる方法、または前職を辞職したために

報酬が失効した新規採用者への代替報酬として、年次業績プロセスの他に行われ、2011年度の

制度における制限株式として提供される。これらの報奨は、通常、報奨日の２年目および３年

目の各応当日に均等に権利確定する。競合他社によって運営されている類似制度と同水準に合

わせるため、制限株式報奨は年間限度額を設けておらず、業績条件もない。

評価－業績株式

TSRの構成要素の公正価値は、関連TSR条件を満たす確率（TSR権利確定スケジュール曲線に基づき領域

ごとに算定される）と共に、権利確定期間にわたる予想配当の損失で当該報奨の３分の１を割り引くこと

によって算定される。EPSの増加の公正価値は、権利確定期間にわたる予想配当の損失で当該報奨の３分

の１をそれぞれ割り引くことによって算定される。同一アプローチが、当該報奨の３分の１のRoRWAの公

正価値を算定する際に適用される。EPSの成長およびRoRWAの構成要素に関して、権利確定すると予想され

る株式数は、当事業年度の株式に基づく報酬費用を算定する際に実際の業績に対して調整される。同一公

正価値が、業務執行取締役を含むすべての従業員に適用される。

新しい報奨が実施可能な当制度の残存期間は５年間である。

2015年 2014年

付与日 ３月19日 12月10日 ９月17日 ６月18日 ３月13日

付与日現在の株価（英ポンド） 10.51 9.34 12.28 12.83 11.92

権利確定期間（年数） 5 3 3 3 3

予想配当利回り（％） 5.7 5.7 5.8 5.6 5.3

公正価値（EPS）（英ポンド） 2.65 2.64 3.45 3.63 3.40

公正価値（RoRWA）（英ポンド） 2.65 2.64 3.45 3.63 3.40

公正価値（TSR）（英ポンド） 1.08 1.07 1.41 1.48 1.38

予想配当利回りの仮定は、権利確定までの当該期間に相当する期間あるいは権利確定までの期間が１年

未満の場合は１年間の過去平均利回りに基づいている。

評価－繰延株式、支持株式および制限株式

業務執行取締役を含むすべての従業員に関する公正価値は、将来の配当予想すべてが株価に反映される

ため、付与日における株式額面の100％に基づいている。

繰延株式および支持株式は、権利確定期間中、配当と同等の支払額を未払計上している。予想配当利回

りの仮定は、権利確定までの「平均」期間に相当する期間あるいは権利確定までの平均期間が１年未満の

場合は１年間の過去の平均利回りに基づいている。

業務執行取締役に対する繰延株式、支持株式、業績連動株式の詳細は、127ページから129ページ（訳

注：原文のページ番号である。）の取締役の報酬に関する報告書に記載されている。すべての報酬は、当

グループのクローバック方針の対象である。

繰延株式報奨
１
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2015年 2014年

付与日 ６月17日 ３月19日 ６月18日 ３月13日

付与日現在の株価（英ポンド） 10.28 10.51 12.83 11.92

権利確定期間（年数）
1/2/3,

1/2/3/4/5

1/2/3,

3,1/2/3/4/5,5
1/2/3 1/2/3

予想配当利回り（％） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

公正価値（英ポンド） 10.28 10.51 12.83 11.92

１ 繰延株式には、３年および５年の一括型の受給権を持つ2015年３月19日に付与された支持株式88,024

個が含まれる。評価は、同日付で実施された繰延株式と同一である。

繰延報奨は、権利確定期間中、配当と同等の支払額を未払計上している。

その他の制限株式報奨

2015年 2014年

付与日 12月１日 ９月22日 ６月17日 ３月19日 12月10日 ９月17日 ６月18日 ３月13日

付与日現在の株価

（英ポンド）
5.57 6.73 10.28 10.51 9.34 12.28 12.83 11.92

権利確定期間

（年数）
2/3

2/3,

1/2/3/4,

2/3/4

2/3 2/3
2/3,

1/2/3/4

2/3,

1/2/3/4

2/3,

1/2/3/4
2/3

予想配当利回り

（％）
6.4 6.4 7.0 7.0 5.5 5.7 6.1 5.8

公正価値

（英ポンド）
4.77 5.77 8.68 8.88 8.17 10.69 11.08 10.37

2001年業績株式制度（以下、「2001PSP」という。）－新規付与は終了

当グループの業績株式を付与するための過年度の制度が2001PSPであり、権利確定した報奨が残存して

いる。2001PSPのもとでは、報奨の半分がTSR業績に応じて変動し、残りは定義されたEPS成長目標の対象

となっている。双方の測定は共に、３年間の同一期間を用いており、独立して評価される。

2006年制限株式制度（以下、「2006RSS」という。）/2007年補足的制限株式制度（以下、「2007SRSS」

という。）

当グループの制限株式を受け渡すための過年度の制度が2006RSSおよび2007SRSSであり、現在では双方

とも2011年度の制度に置き換えられている。これらの制度に基づいた権利確定報奨が残存している。報奨

は通常、ゼロ・コスト・オプションの形態を取っており、業績条件はない。一般的に繰延制限株式報奨

は、３年間にわたって均等に権利確定し、繰延報奨以外の報奨は付与日の２年後に半分が権利確定し、３

年後に残りが権利確定する。2006RSSおよび2007SRSSにおいては、この他の報奨は付与されない。
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すべての従業員の株式積立制度（以下、「2004国際株式積立」「2004英国株式積立」「2013株式積立」

という。）

株式積立制度に基づいて、従業員は積立契約を開始することができる。従業員は、３年目または５年目

の応当日後の６か月以内に、必要に応じて、当社の普通株式を当該制度に参加する日の株価の最大20％割

引で購入することができる。株式積立制度に基づいて付与されたオプションには業績条件は付されない。

当グループが事業を行っているいくつかの国においては、通常、証券法および当局の規制により、株式積

立制度を運営できない。これらの国々においては、当グループは、従業員に同等の現金ベースの制度を提

供している。2004年株式積立制度は現在終了しており、これらの制度に基づく新規の報奨は付与されな

い。

スタンダード・チャータード2013年株式積立制度は2013年５月に株主に承認され、すべての将来の参加

募集は当該制度により行われている。2013年株式積立制度の残存期間は、７年である。

評価－株式積立

株式積立制度に基づくオプションは、二項式オプション価格決定モデルを用いて評価されている。業務

執行取締役を含むすべての従業員に対して、同一の公正価値が適用される。付与されたオプションごとの

公正価値および計算に使用された仮定は、以下のとおりである。

すべての従業員の株式積立制度（以下、「株式積立」という。）

2015年 2014年

付与日 10月７日 10月８日

付与日現在の株価（英ポンド） 7.41 11.12

行使価格（英ポンド）
１ 5.86 9.85

権利確定期間（年数） 3 3

予想ボラティリティ（％） 28.0 25.1

予想オプション期間（年数） 3.33 3.33

リスク・フリー金利（％） 0.9 1.19

予想配当利回り（％） 6.3 5.8

公正価値（英ポンド） 1.40 1.61

１ 2015年および2014年に付与された株式積立について、行使価格は、ライツ・イシューを反映して約5.06％下方修正

されている（調整後行使価格は、2015年については5.58英ポンド、2014年については9.38英ポンドである）。

予想ボラティリティは、過去３年、または付与日より前の３年にわたる過去のボラティリティに基づい

ている。予想期間は、行使の平均予想期間である。収益のリスク・フリー金利は、想定されたオプション

期間と同一期間の英国国債のゼロ・クーポン利回りである。予想配当利回りは、付与日の前の３年間の過

年度の配当に基づいている。
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2015年12月31日までの１年間のオプション変動の調整

2011年の制度
1

業績株式

繰延/

制限株式 PSP
1

RSS
1

SRSS
1

株式積立

加重平均

行使価格

(英ポンド)

１月１日現在

　残高 14,277,137 18,235,300 249,645 2,245,347 663,148 14,017,543 10.91

付与
２

83,787
4

11,654,081
5

― ― ― 7,744,134 5.86

ライツ・イシュー

に関する追加株

式
３

466,018 1,114,589 4,986 55,669 6,761 782,130 ―

失効 (4,696,340) (840,478) (78,787) (472,152) (386,668) (6,979,307) 10.74

行使 (471,869) (7,054,938) (72,076) (677,998) (143,131) (222,692) 10.66

12月31日現在

　残高 9,658,733 23,108,554 103,768 1,150,866 140,110 15,341,808 7.87

12月31日現在

行使可能 324,373 3,475,711 103,768 1,150,866 140,110 1,685,205 11.31

行使価格の範囲

（英ポンド）
２

― ― ― ― ― 5.58-13.93 ―

権利確定している

ものの行使され

ていないオプ

ションの本源的

価値（百万米ド

ル）

0.1 1.7 0.2 0.5 0.1 ― ―

加重平均残存契約

期間（年数） 7.7 5.4 2.6 1.6 1.4 2.6 ―

当期中に行使され

たオプションの

加重平均株価

（英ポンド） 10.02 9.78 9.13 9.66 10.00 10.82 ―

1 これらの報奨費用に対して従業員は拠出していない。

2 2015年に付与された株式積立について、行使価格は、ライツ・イシューを反映して約5.06％下方修正されている

（調整後行使価格は、5.58英ポンドである）。

3 ライツ・イシューの発表前に付与され、2015年11月23日現在行使されていないか失効していない報酬について、報

酬に基づく株式数は、ライツ・イシューを反映して約5.06％上方修正されている。当該調整は、ライツ・イ

シューの際に、企業が従業員の株式報酬に適用する標準的手法に従っている。当該調整は、発行済従業員株式報

酬に関してライツ・イシューに参加できない加入者への補償である。

4 2015年３月19日に83,787個が付与された。

5 2015年３月19日に9,426,009個、2015年３月13日に781,538個（みなし配当）、2015年６月17日に140,722個、2015

年６月18日に2,572個（みなし配当）、2015年９月19日に261個（みなし配当）、2015年９月22日に1,215,196個、

2015年12月１日に87,783株が付与された。
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2014年12月31日までの１年間のオプション変動の調整

2011年の制度
1

業績株式

繰延/

制限株式 PSP
1

RSS
1

SRSS
1

ESOS

加重平均

行使価格

(英ポン

ド) 株式積立

加重平均

行使価格

(英ポンド)

１月１日現

在

　残高 13,315,596 15,493,384 535,629 7,091,740 980,352 36,156 7.89 14,596,338 11.62

付与 4,856,656
2

8,741,868
3

― 147,942
4

― ― ― 4,498,832 9.85

失効 (2,919,405) (664,974) (1,321) (179,307) (4,054) ― ― (4,733,743) 12.10

行使 (975,710) (5,334,978) (284,663) (4,815,028) (313,150) (36,156) 7.89 (343,884) 10.81

12月31日現

在

　残高 14,277,137 18,235,300 249,645 2,245,347 663,148 ― ― 14,017,543 10.91

12月31日現

在

行使可能 335,245 1,488,503 249,645 2,245,347 663,148 ― ― 2,986,185 10.67

行使価格の

範囲（英ポ

ンド）

―

― ― ― ― ― ― 9.80-14.63 ―

権利確定し

ているもの

の行使され

ていないオ

プションの

本源的価値

（百万米ド

ル）

0.3 1.3 0.5 2.4 0.5 ― ― ― ―

加重平均残

存契約期間

（年数） 8.2 5.4 3.6 2.4 1.9 ― ― 2.0 ―

当期中に行

使されたオ

プションの

加重平均株

価（英ポン

ド） 12.58 12.21 12.55 12.32 12.24 12.57 ― 12.74 ―

1 これらの報奨費用に対して従業員は拠出していない。

2 2014年３月13日に4,687,363株、2014年６月18日に128,616株、2014年９月17日に33,896株、2014年12月10日に

6,781株が付与された。

3 2014年３月13日に7,738,315個、2014年３月11日に268,035個(みなし配当)、2014年３月13日に231,006個(みなし配

当)、2014年６月18日に81,432個、2014年６月19日に263個(みなし配当)、2014年６月20日に3,101個(みなし配
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当)、2014年６月22日に40個(みなし配当)、2014年９月17日に223,209個、2014年９月17日に368個(みなし配当)、

2014年12月10日に196,099個が付与された。

4 2014年３月10日に付与され、権利未確定報奨に適用される額面配当に関係する。
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36 キャッシュ・フロー計算書

損益計算書に含まれている非現金項目の調整およびその他の調整

当グループ 当社

2015年 2014年 2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

投資有価証券のディスカウントおよび

プレミアムの償却
(241) (207) ― ―

劣後負債に係る支払利息 565 738 428 394

発行済優先負債証券に係る支払利息 436 498 308 337

その他非現金項目 304 33 (9) 16

確定給付制度に係る年金費用 96 105 ― ―

株式に基づく報酬費用 146 234 ― ―

貸付金減損損失およびその他の信用リス

ク

　引当金

4,976 2,141 ― ―

子会社からの受取配当金 ― ― (973) (1,494)

その他減損 855 1,161 ― ―

売却目的保有事業に係る損失 4 15

関連会社およびジョイント・ベンチャー

からの利益
(192) (248) ― ―

合計 6,949 4,470 (246) (747)

営業資産の変動

当グループ 当社

2015年 2014年 2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

デリバティブ金融商品の減少/ (増加) 730 (4,631) 226 187

損益を通じて公正価値評価区分で保有する

負債証券、短期政府債および株式の減

少/ (増加) 9,575 (1,965) ― ―

顧客および銀行に対する貸付金の減少/

(増加) 20,979 (271) ― ―

前払金および未収収益の純減少/ (増加) 383 (187) ― ―

その他資産の純減少/ (増加) 5,145 (6,603) (17) (98)

合計 36,812 (13,657) 209 89

営業負債の変動

当グループ 当社

2015年 2014年 2015年 2014年
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百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

デリバティブ金融商品の (減少) /増加 (304) 2,650 961 131

銀行からの預金、顧客勘定、発行済負債

証券、香港流通紙幣および売りポジ

ションの純(減少) /増加 (69,958) 51,273 (585) (392)

未払費用および繰延収益の(減少) /増加 (198) 1,417 (18) (9)

その他負債の純増加 216 3,981 (415) 535

合計 (70,244) 59,321 (57) 265

37 現金および現金同等物

当グループは、以下の取得日から３か月以内に満期の到来する債権を現金および現金同等物と識別して

いる。

当グループ 当社

2015年 2014年 2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

現金および中央銀行預け金 65,312 97,282 ― ―

控除：制限付預金 (9,112) (10,073) ― ―

短期政府債およびその他の適格証券 10,280 7,495 ― ―

銀行に対する貸付金 18,946 31,204 ― ―

トレーディング有価証券 3,002 3,962 ― ―

子会社に対する債権および債務 ― ― 20,517 17,583

合計 88,428 129,870 20,517 17,583

制限付預金には、中央銀行に預けなければならない最低残高の預金が含まれている。

38 出資契約

取締役が承認したが出資契約勘定において実行されていない金額は、以下のとおりである。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

契約済 1 6

39 オペレーティング・リース契約

2015年 2014年

土地建物 設備 土地建物 設備

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

以下の期間に期限が到来する解約不能

オペレーティング・リース契約：

１年以内 282 3 317 3

１年超５年以内 674 2 735 4
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５年超 383 ― 578 ―

1,339 5 1,630 7

当事業年度において、オペレーティング・リースに関して金額433百万米ドル（2014年：406百万米ド

ル）が損益計算書に費用として認識された。当グループは、解約不能オペレーティング・リース契約に基

づき様々な土地建物および設備をリースしている。これらのリースには、様々な契約条件、エスカレー

ション条項および更新権がある。2015年12月31日現在の解約不能転リース契約に基づき受領することが見

込まれる将来の最低転リース料合計は、116百万米ドル（2014年：144百万米ドル）である。

40 偶発債務および契約債務

以下の表は、貸借対照表日現在の満期を迎えていないオフバランス取引の契約金額または基礎となる元

本金額ならびにリスク加重金額を示している。契約金額または基礎となる元本金額は、未決済の取引高を

表しており、リスクにさらされている金額を表していない。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

偶発債務

保証および取消不能信用状 29,694 33,318

その他偶発債務 9,361 9,214

39,055 42,532

契約債務

信用状および短期貿易関連取引 4,852 7,911

将来購入資産および将来実行預金 530 539
１

未実行の公式スタンドバイ契約、与信枠およびその他の貸付契約
１

１年以上 45,327 42,380
１

１年未満 14,104 18,490
１

無条件に解約可能 123,036 142,601
１

187,849 211,921

１ 2014年の残高は修正再表示されている。

当グループの、ジョイント・ベンチャーに係る偶発債務および契約債務の持分は、286百万米ドル

（2014年：336百万米ドル）である。

偶発債務

当グループの銀行業務取引の一環として、当グループが顧客に代わって履行保証書や取消不能信用状等

の発行済保証による支払いを行っているが、報告日現在支払義務が生じていない場合には、このような支

払義務は連結財務諸表上偶発債務に含まれている。

その他偶発債務には、主に取消可能信用状および顧客の為に対税関、入札目的および荷物引取保証とし

て発行した保証書が含まれている。
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契約債務

当グループが顧客に対して、または顧客の為に、貸付金、当座貸越、将来の保証（取消可能か否かを問

わない）または信用状という形で資金を提供するという意図を確認し、かつ当グループが貸借対照表日現

在支払いを行っていない場合には、これらの金融商品は連結財務諸表上契約債務に含まれている。

41 訴訟および規制項目

当グループは、適用されるすべての法令および規制を遵守することに努めているものの、当グループの

市場全般で規制措置や調査を受ける可能性がある。これらによる結果は、通常予測することが困難であ

り、当グループにとって重要となりうる。

規制上の準拠、レビュー、情報要求および調査、ならびに詐欺およびその他の犯罪リスクに関する詳細

は、200ページおよび201ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスクおよび資本レビューのセク

ションを参照のこと。

これらの事象に加え、当グループは、多数の管轄地域において、通常の事業の過程で生じた法的な賠償

請求の提訴を受けている。当グループは、これらの案件には重要性がないとみなしている。

経済的便益をもたらす経済的資源の流出を義務付けられることがほぼ確実であり、かつその義務を信頼

性をもって見積ることができる場合には、当グループは適宜負債性引当金を認識している。法律および規

制上の問題に内在する不確実性は、設定された引当金に関する資金流出の可能性（金額およびタイミン

グ）に影響を与える。

42 後発事象

税金

2015年７月８日、英国政府は税率変更を発表した。この変更は、実質的に貸借対照表日現在で実施され

るが、将来の期間に影響する。変更は以下のとおりである。

●　法人税加算金

2016年１月１日から、銀行の英国利益に対し８％の法人税加算金が適用される。経営陣は、こ

の変更による当グループへの影響は、重要ではないと予想している。

●　英国銀行税

適格負債について課せられている英国銀行税の税率の段階的な引き下げが導入された。現在の

税率は、短期負債については0.21％、長期負債については0.105％で、今後６年間にわたって

徐々に引き下げられる予定である。2021年１月１日から適用される税率は、短期負債について

は0.10％、長期負債については0.05％となる予定である。さらに、銀行税の範囲は、2021年以

降、英国事業の貸借対照表のみに限定されることになる。範囲の制限については、現在協議中

である。

43 関連当事者間取引

取締役および執行役員
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取締役の報酬および株式に対する持分の詳細は、116ページから132ページ（訳注：原文のページ番号で

ある。）の取締役の報酬に関する報告書で開示されている。

IAS第24号「関連当事者についての開示」は、経営幹部の報酬について以下の追加的な情報を要求して

いる。経営幹部には、非業務執行取締役、スタンダード・チャータード・ピーエルシーの業務執行取締

役、スタンダード・チャータード・バンクの取締役会メンバー、およびスタンダード・チャータード・

ピーエルシーの役員を退任した人物（以下、「PDMR」という。）が含まれる。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

給与、手当および現物給付 42 28

年金拠出額 3 9

支給済または未収賞与 － 1

株式に基づく報酬 40 37

85 75

取締役およびその他との取引

2015年12月31日現在の英会社法および香港証券取引所の上場規則（香港上場規則）に基づき開示される

取締役に対する貸付金に関する金額の合計は、以下のとおりであった。

2015年 2014年

人数 百万米ドル 人数 百万米ドル

取締役 1 － 3 6

スタンダード・チャータード・ピーエルシーの取締役に対する貸出取引は、香港上場規則第14A条に基

づく関連取引である。当該取引は、当グループの通常の事業の過程において、および通常の商業条件に

従って行われているため、上場規則第14A条87(1)に基づき金融支援として全額免除された。

2015年12月31日現在、スタンダード・チャータード・バンクは、事業主が拠出を行う退職給付制度の独

立受託会社のために現金資産74百万米ドル（2014年：68百万米ドル）を提供した。

年次報告書で開示されている事項以外に、英会社法、英国上場審査局の規則または香港上場規則に基づ

いて開示しなければならない当社の取締役、関連当事者または執行役員に関する未決済の取引、契約また

は取決めはなかった。

当社

当社は、スタンダード・チャータード・バンクから受取利息627百万米ドル（2014年：633百万米ドル）

を受領している。当社は、外部に債券を発行すると共に、グループ会社に貸付を行っている。2015年12月

31日現在、当社は、スタンダード・チャータード・バンクに対して、貸付金ならびにスタンダード・

チャータード・バンクが発行した負債性金融商品16,209百万米ドル（2014年：13,308百万米ドル）、デリ

バティブ金融資産639百万米ドル（2014年：865百万米ドル）およびデリバティブ金融負債1,438百万米ド

ル（2014年：477百万米ドル）を有すると共に、スタンダード・チャータード・ホールディングス・リミ
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テッドに対して、貸付金130百万米ドル（2014年：130百万米ドル）を有している。当社は、2015年12月31

日現在、スタンダード・チャータード・インターナショナル・ホールディングスに対し、1,801百万米ド

ル（2014年：1,925百万米ドル）の貸付金を有している。

当社は、スタンダード・チャータード・バンクが、契約条件下で要求されるクーポン利息の支払不履行

となった場合、当社がそのクーポン利息を決済するために株式を発行する契約をスタンダード・チャー

タード・バンクとの間で締結している。

関連会社およびジョイント・ベンチャー

2015年 2014年

渤海

銀行

アジア・コ

マーシャ

ル・バンク

クリフォー

ド・キャピ

タル

ピー・

ティー・バ

ンク・ペル

マタ

渤海

銀行
1

アジア・

コマー

シャル・

バンク

クリ

フォー

ド・キャ

ピタル

ピー・

ティー・バ

ンク・ペル

マタ

百万米ドル 百万米ドル

資産

貸付金 11 － － 69 － － 30 136

負債証券 － － － 112 － － － 120

デリバティブ資

産
18 － 6 － 18 － － －

資産合計 29 － 6 181 18 － 30 256

負債

預金 70 － － 16 89 － 4 40

デリバティブ負

債
3 － － － 1 － － －

負債合計 73 － － 16 90 － 4 40

ローン・コミッ

トメントおよ

び他の保証 － － 50 － － － 50 －

１ 残高は修正再表示されている。

44 過年度の修正再表示

１株当たり利益

2015年11月３日、当グループは、１株当り465英ペンスで適格株主に対して権利を付与することによ

り、728,432,451株の新規普通株式を発行することを公表した。この発行は、2015年11月18日付で、保有

株式７株に対して２株の割合で実施された。国際会計基準第33号「１株当り株式」（以下「IAS第33号」

という。）の要件に従い、当グループは、ライツ・イシューに含まれるボーナス要素に関して、基本、希

薄化後、正常化ベース基本、正常化ベース希薄化後１株当たり利益を調整した。

2014年の既報告額 修正再表示 修正再表示
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セント 係数 セント

基本普通株式１株当たり利益 102.2 1.051 97.3

希薄化後普通株式１株当たり利益 101.6 1.051 96.7

正常化ベース基本普通株式１株当たり利益 145.9 1.051 138.9

正常化ベース希薄化後普通株式１株当たり利

益 145.1 1.051 138.1

１株当たり配当

下表の１株当たり配当金額は、IAS第33号で要求される過年度の１株当たり利益金額の修正再表示に伴

い、2015年のライツ・イシューに含まれるボーナス要素に関して調整されている。

2014年の既報告額 修正再表示 修正再表示

セント 係数 セント

１株当たり配当－2013年期末配当 86.00 1.051 81.9

１株当たり配当－2014年中間配当 28.80 1.051 27.4

１株当たり配当－2014年期末配当 86.00 1.051 81.9

１株当たり配当－2015年中間配当 14.40 1.051 13.7
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45 スタンダード・チャータード・ピーエルシー（当社）

金融商品の分類および測定

2015年 2014年

ヘッジ目的で

保有する

デリバティブ 償却原価 合計

ヘッジ目的

で

保有する

デリバティ

ブ 償却原価 合計

百万米ドル 百万米ドル

金融資産

デリバティブ 639 ― 639 865 ― 865

負債証券 ― 12,309 12,309 ― 12,309 12,309

子会社に対する債

権 ― 20,517 20,517 ― 17,583 17,583

合計 639 32,826 33,465 865 29,892 30,757

ヘッジ目的で保有するデリバティブは、公正価値で保有しており、レベル２に区分されている。取引相

手は、スタンダード・チャータード・バンクである。

負債証券には、スタンダード・チャータード・バンクが発行した、公正価値が12,309百万米ドル（2014

年：12,309百万米ドル）の社債が含まれている。

2015年および2014年の子会社に対する債権の公正価値は、その帳簿価額と同額である。

2015年 2014年

ヘッジ目的で

保有する

デリバティブ 償却原価 合計

ヘッジ目的

で

保有する

デリバティ

ブ 償却原価 合計

百万米ドル 百万米ドル

金融負債

デリバティブ 1,438 ― 1,438 477 ― 477

発行済負債証券 ― 17,293 17,293 ― 18,638 18,638

劣後負債およびその他

の

借入金 ― 13,736 13,736 ― 14,177 14,177

合計 1,438 31,029 32,467 477 32,815 33,292

ヘッジ目的で保有するデリバティブは、公正価値で保有しており、レベル２に区分されている。取引相

手は、スタンダード・チャータード・バンクである。

発行済負債証券の公正価値は、17,293百万米ドル（2014年：18,638百万米ドル）である。
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劣後負債およびその他の借入金の公正価値は、12,920百万米ドル（2014年：13,774百万米ドル）であ

る。

デリバティブ金融商品

2015年 2014年

想定元本金額 資産 負債 想定元本金額 資産 負債

百万米ドル 百万米ドル

デリバティブ

為替デリバティブ契

約：

通貨スワップ 10,528 58 1,426 13,084 338 464

金利デリバティブ契

約：

スワップ 14,748 581 12 12,750 527 13

合計 25,276 639 1,438 25,834 865 477

信用リスク

信用リスクに対する最大エクスポージャー

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

デリバティブ金融商品 639 865

負債証券 12,309 12,309

子会社に対する債権 20,517 17,583

合計 33,465 30,757

2014年および2015年の子会社に対する債権は、延滞も減損もしていない。当社は、個別の減損した貸付

金を有していない。

2014年および2015年において、当社は減損した負債証券を有していない。当グループが保有している負

債証券は、完全子会社であるスタンダード・チャータード・バンクが発行した、信用格付けがA+/A+/Aa2

のものである。

流動性リスク

以下の表は、当社の資産および負債の残存契約期間別の割引後金額を分析した表である。

2015年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル
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資産

デリバティブ金融

商品
― ― 13 ― ― 19 20 587 639

投資有価証券 ― ― 1,300 ― ― 2,850 1,698 6,461 12,309

子会社に対する債

権
293 584 2,779 506 2,958 3,950 8,663 784 20,517

子会社に対する投

資
― ― ― ― ― ― ― 28,381 28,381

資産合計 293 584 4,092 506 2,958 6,819 10,381 36,213 61,846

負債

デリバティブ金融

商品
― ― ― ― 339 242 384 473 1,438

優先債 ― ― 1,913 ― 1,371 3,956 6,800 3,253 17,293

その他負債 202 56 76 ― 33 23 20 ― 410

劣後負債およびそ

の他の借入金
― ― ― ― ― 1,247 1,420 11,069 13,736

負債合計 202 56 1,989 ― 1,743 5,468 8,624 14,795 32,877

正味流動性ギャッ

プ
91 528 2,103 506 1,215 1,351 1,757 21,418 28,969

2014年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル

資産

デリバティブ金融

商品
― ― 24 ― 5 39 65 732 865

投資有価証券 ― ― ― ― ― ― 1,250 11,059 12,309

子会社に対する債

権
78 21 1,500 ― 2,692 3,783 7,306 2,203 17,583

子会社に対する投

資
― ― ― ― ― ― ― 24,881 24,881

資産合計 78 21 1,524 ― 2,697 3,822 8,621 38,875 55,638

負債

デリバティブ金融

商品
― ― ― ― 161 83 233 ― 477

優先債 ― ― 2,015 ― 2,572 3,491 8,007 2,553 18,638

その他負債 208 43 89 ― 48 ― 87 ― 475

劣後負債およびそ

の他の借入金
― ― ― ― ― ― 1,242 12,935 14,177

負債合計 208 43 2,104 ― 2,781 3,574 9,569 15,488 33,767
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正味流動性ギャッ

プ
(130) (22) (580) ― (84) 248 (948) 23,387 21,871

デリバティブ金融商品を除く金融負債の割引前金額

2015年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル

発行済負債証券 70 21 1,999 46 1,537 4,259 7,421 4,317 19,670

劣後負債および

その他の借入

金 150 57 79 207 83 1,822 3,146 17,429 22,973

その他負債 202 56 76 ― 33 23 4 ― 394

負債合計 422 134 2,154 253 1,653 6,104 10,571 21,746 43,037

2014年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル

発行済負債証券 75 23 2,107 48 2,803 3,832 8,640 3,664 21,192

劣後負債および

その他の借入

金 150 69 72 207 91 590 2,916 18,790 22,885

その他負債 208 43 80 ― 39 ― 89 ― 459

負債合計 433 135 2,259 255 2,933 4,422 11,645 22,454 44,536

デリバティブ金融商品の割引前金額

デリバティブ金融商品には、純額負債ポジションにある純額決済されるデリバティブ契約と共に契約全

体が資産ポジションか負債ポジションかにかかわらず総額で決済される契約の支払分が含まれている。受

取分はこの表には表示されていないことから、この表のデリバティブの金額は受取分を反映しない分だけ

膨らんでいる。

2015年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル
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デリバティブ金融

商品 59 25 94 102 108 424 1,218 2,338 4,368

2014年

１か月

以内

１か月超

３か月

以内

３か月超

６か月

以内

６か月超

９か月

以内

９か月超

１年以内

１年超

２年以内

２年超

５年以内

５年超

および

無期限 合計

百万米ドル

デリバティブ金融

商品 60 31 92 96 104 468 1,498 2,422 4,771

46 当グループの関連子会社

英会社法第409項に従い、2015年12月31日現在の関連会社、設立国、保有株式の有効割合の全リストが

以下に開示されている。当グループの純利益または純資産に大きく寄与している子会社については注記23

を参照のこと。

子会社

名称 設立国 株式の説明

保有株式

割合

（％）

ビーダブリューエー・ディペンデンツ・リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

チャータード・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッド 英国 5.00英ポンドの普通株式 100

1.00英ポンドの優先株式 100

コンパス・エステーツ・リミテッド（清算中） 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

フィンベンチャーズ・ユーケー・リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

ハリソン・ラブグルーブ・アンド・カンパニー・リミテッド

（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

ペンブローク・エアクラフト・リーシング（英国）リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

エスシー（セクレタリーズ）リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

エスシー・リースコ・リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

エスシー・オーバーシーズ・インベストメンツ・リミテッド 英国 1.00豪ドルの普通株式 100

1.00米ドルの普通株式 100

エスシー・トランスポート・リーシング１リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

エスシー・トランスポート・リーシング２リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

エスシーエムビー・オーバーシーズ・リミテッド 英国 0.10英ポンドの普通株式 100

セント・ヘレンズ・ノミニーズ・リミテッド
1 英国 1.00英ポンドの普通株式 99

スタンチャート・ノミニーズ・リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード（シーティー）リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード（ジーシーティー）リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100
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スタンダード・チャータード・アフリカ・リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・エーピーアール・リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・バンク 英国 0.01米ドルの非累積償還不能

優先株式

100

5.00米ドルの非累積償還可能

優先株式
１

100

1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・キャピタル・マーケッツ・

リミテッド（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・コーポレート・ファイナンス（カナダ）リミ

テッド（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・コーポレート・ファイナンス（ユーラシア）

リミテッド（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・デット・トレーディング・

リミテッド

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・エクイター・リミテッド

（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・ファイナンシャル・インベストメンツ・リミ

テッド（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通A株式 100

スタンダード・チャータード・エフユーアールビーエス・

リミテッド

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・ヘルス・トラスティー（英国）

リミテッド

英国 1.00英ポンドの普通株式 100
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スタンダード・チャータード・ホールディングス・リミテッド
１ 英国 2.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・アイエイチ・リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リース・トラスティー・リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リーシング（英国）２リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リーシング（英国）３リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リーシング（英国）リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・マスターブランド・ライセンシング・リミ

テッド

英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・エヌイーエー・リミテッド 英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・ノミニーズ・リミテッド
１ 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・オーバーシーズ・ホールディングス・リミ

テッド

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・ポートフォリオ・トレーディング（英国）リ

ミテッド（清算中）

英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リシーバブルズ（英国）リミテッド（清算

中）

英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（アフリカ）

ホールディングス・リミテッド

英国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・トラスティーズ（英国）リミテッド 英国 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・ユーケー・ホールディングス・リミテッド 英国 10.00英ポンドの普通株式 100

ザ・エスシー・トランスポート・リーシング・パートナーシップ１
2 英国 パートナーシップ持分 100

ザ・エスシー・トランスポート・リーシング・パートナーシップ２
2 英国 パートナーシップ持分 100

ザ・エスシー・トランスポート・リーシング・パートナーシップ３
2 英国 パートナーシップ持分 100

ザ・エスシー・トランスポート・リーシング・パートナーシップ４
2 英国 パートナーシップ持分 100

ザ・ビーダブリュー・リーシング・パートナーシップ１エルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ビーダブリュー・リーシング・パートナーシップ２エルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ビーダブリュー・リーシング・パートナーシップ３エルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ビーダブリュー・リーシング・パートナーシップ４エルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ビーダブリュー・リーシング・パートナーシップ５エルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ニュー・ヘラルド・エルエルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・ニュー・ジョイ・リーシング・エルエルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・オーシャン・マスター・エルエルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

ザ・トゥーリー・インベストメント・エルエルピー
3 英国 パートナーシップ持分 99.9

スタンダード・チャータード・バンク・アンゴラ・エス・エー アンゴラ 4,825.00クワンザの普通株式 60

スタンダード・チャータード・グリンドレイズ・ピーティーワイ・リミテッ

ド

オーストラリ

ア

豪ドル建て普通株式 100
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スタンダード・チャータード・バンク・ボツワナ・インシュランス・エー

ジェンシー（プロプライエタリ）リミテッド

ボツワナ 1.00ボツワナ・プラの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・バンク・ボツワナ・インベストメント・サー

ビシズ（ピーティーワイ）リミテッド

ボツワナ 1.00ボツワナ・プラの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・バンク・ボツワナ・リミテッド ボツワナ 1.00ボツワナ・プラの

普通株式

75.827

スタンダード・チャータード・ボツワナ・エデュケーション・トラスト
4 ボツワナ － 100

スタンダード・チャータード・ボツワナ・ノミニーズ（プロプライエタリ）

リミテッド

ボツワナ ボツワナ・プラ建て

普通株式

100

スタンダード・チャータード・バンク（ブラジル）エス・エー－バンコ・

デ・インベスティメント

ブラジル ブラジル・レアル建て

普通株式

100

スタンダード・チャータード・パーティシパソエス・エ・アセッソリア・エ

コノミカ・リミターダ

ブラジル 0.51ブラジル・レアルの普通

株式

100

スタンダード・チャータード・ファイナンス（ブルネイ）ブルハド ブルネイ・

ダルサラーム

1.00ブルネイ・ドルの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・バンク・カメルーン・エス・エー カメルーン 10,000.00CFAフラン株式 100

スタンダード・チャータード（カナダ）リミテッド カナダ 1.00カナダ・ドルの普通株式 100

エスシービー・インベストメント・ホールディング・

カンパニー・リミテッド

ケイマン諸島 0.01米ドルのA普通株式 100

シラト・ホールディングス・リミテッド ケイマン諸島 0.01米ドルの普通株式 91

0.01米ドルの優先株式 66.7

スタンダード・チャータード・アジア・リアルエステート・ファンド・カン

パニー・リミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・コーポレート・プライベート・エクイティ

（ケイマン）リミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・インターナショナル・

パートナーズ

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・プリンシパル・ファイナンス（ケイマン）リ

ミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ

（ケイマン）リミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・サーディク・

サーティフィケート・カンパニー・リミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・サーディク・ムダリブ・カンパニー・リミ

テッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式 100

サンフラワー・ケイマン・エスピーシー
5 ケイマン諸島 1.00米ドルの重役株 100

セルリーン・インベストメンツ・エルピー ケイマン諸島 パートナーシップ持分 100

ゲティスバーグ・インベストメンツ・エルピー ケイマン諸島 パートナーシップ持分 100

内蒙古和林格尔渣打村鎮銀行有限責任公司 中国 1.00人民元の普通株式 100

エスシーエル・コンサルティング（上海）カンパニー・リミテッド（清算

中）

中国 米ドル建て普通株式 100

スコープ・インターナショナル（中国）リミテッド 中国 米ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・バンク（中国）リミテッド 中国 人民元建て普通株式 100
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スタンダード・チャータード・コーポレート・アドバイザリー・カンパ

ニー・リミテッド

中国 1.00米ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・トレーディング（上海）リミテッド 中国 15,000,000.00米ドルの

普通株式

100

ソシエダード・フィデュシァリア・エクステバンデス・エス・エー（清算

中）

コロンビア 1.00コロンビア・ペソの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・バンク・コートジボワール・エス・エー コートジボ

ワール

100,000.00CFAフランの

普通株式

100

アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・ファイナンス・

コーポレーション・エヌ・ヴィ（清算中）

キュラソー 1,000.00米ドルの普通株式 100

リカネックス・パーティシペーションズ・エヌ・ヴィ（清算中） キュラソー 1,000.00米ドルの普通株式 100

ペンブローク・リース・フランス・エスエーエス フランス 1.00ユーロの普通株式 100

スタンダード・チャータード・バンク・ガンビア・リミテッド ガンビア 額面1.00ガンビア・ダラシの

普通株式

74.9

ガーナ・セディ建て普通株式 69.4

額面5,200.00ガーナ・セディ

の優先株式

87.1

スタンダード・チャータード・ガーナ・ノミニーズ・リミテッド ガーナ ガーナ・セディ建て普通株式 100

バードソング・リミテッド ガーンジー 1.00英ポンドの普通株式 100

ノミニーズ・ワン・リミテッド ガーンジー 額面1.00英ポンドの普通株式 100

ノミニーズ・ツー・リミテッド ガーンジー 1.00英ポンドの普通株式 100

ソングバード・リミテッド ガーンジー 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・セクレタリーズ（ガーンジー）リミテッド ガーンジー 1.00英ポンドの普通株式 100

スタンダード・チャータード・トラスト（ガーンジー）リミテッド ガーンジー 1.00英ポンドの普通株式 100

ダブル・ウィングス・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 100

GEキャピタル（香港）リミテッド（清算中） 香港 額面10.00香港ドルの

普通株式

100

グリムズ・ゴールデン・リミテッド（清算中） 香港 香港ドル建て普通株式 100

米ドル建て普通株式 100

ホースフォード・ノミニーズ・リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

コザギ・リミテッド 香港 10.00香港ドルの普通株式 100

ラルネ・リミテッド（清算中） 香港 香港ドル建て普通株式 100

レオパルド香港リミテッド（清算中） 香港 米ドル建て普通株式 100

マジェスティック・レジェンド・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 100

マリーナ・アカシア・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・アマリリス・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・アメジスト・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・アメトリン・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・エンジェライト・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・アポロ・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ベリル・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・カーネリアン・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100
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マリーナ・エメラルド・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・フラックス・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・グロキシニア・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ヘーゼル・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・オナー・シッピング・リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

米ドル建て普通株式 100

マリーナ・レックス・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・イリドット・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・クンツァイト・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・リーシング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ミモザ・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ムーンストーン・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ペリドット・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・ルビー・シッピング・リミテッド（清算中） 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・サファイア・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

マリーナ・スプレンダー・シッピング・リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

米ドル建て普通株式 100

マリーナ・トルマリン・シッピング・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

オリ・プライベート・リミテッド 香港 1.00米ドルの普通株式 100

1.00米ドルのA普通株式 90.8

プライム・ファイナンシャル・リミテッド（清算中） 香港 香港ドル建て普通株式 100

リーベンデール・プライベート・リミテッド 香港 1.00米ドルのA普通株式 84.8

エスシー・ラーニング・リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・アジア・リミテッド 香港 香港ドル建て繰延株式 100

香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・バンク（香港）リミテッド 香港 香港ドル建てA普通株式 100

香港ドル建てB普通株式 100

米ドル建て優先株式 100

スタンダード・チャータード・グローバル・トレーディング・

インベストメンツ・リミテッド

香港 香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・インベストメント・サービシズ・リミテッド 香港 10.00香港ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・リーシング・グループ・リミテッド 香港 米ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・ピーエフ・リアルエステート（香港）リミ

テッド

香港 10.00香港ドルの普通株式 100

スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 100

香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・

マネージャーズ（香港）リミテッド

香港 香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（香港）リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・シャーウッド（香港）リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100
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スタンダード・チャータード・トレード・サポート（香港）リミテッド 香港 香港ドル建て普通株式 100

スタンダード・チャータード・トラスト（香港）リミテッド 香港 10.00香港ドルの普通株式 100

ユニオン・タウン・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 100

スコープ・インターナショナル・プライベート・リミテッド インド 10.00インド・ルピーの株式 100

セント・ヘレンズ・ノミニーズ・インディア・プライベート・リミテッド インド 10.00インド・ルピーの株式 99

スタンダード・チャータード（インド）モデリング・アンド・

アナリティクス・センター・プライベート・リミテッド

インド 10.00インド・ルピーの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・ファイナンス・リミテッド インド 10.00インド・ルピーの

普通株式

98.7

スタンダード・チャータード・インベストメンツ・アンド・ローンズ（イン

ド）リミテッド

インド 10.00インド・ルピーの

普通株式

100

スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・

アドバイザリー（インド）プライベート・リミテッド

インド 1,000.00インド・ルピーの普

通株式

100

スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（インド）リミテッド インド 10.00インド・ルピーの

普通株式

100

ピーティー・スタンダード・チャータード・セキュリティーズ・インドネシ

ア

インドネシア 100,000,000.00

インドネシア・ルピアの

普通株式

99

ピーティー・プライス・ソリューションズ・インドネシア インドネシア 100.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュブロフィ・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 アイニッシュキャノン・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュコーキー・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュクリーン・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュダスキー・リーシング・リミテッド（清算中） アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュドーソン・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 アイニッシュエルキン・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュゴート・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュイルラ・リーシング・リミテッド（清算中） アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュリンチ・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 アイニッシュムレン・リーシング・リミテッド（清算中） アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュー・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュクワーク・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュロー・リーシング・リミテッド（清算中） アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 アイニッシュチュブリッド・リーシング・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ナイトジャー・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク 7006 リーシング・リミテッド アイルランド 1.25ユーロの普通株式 100

 ペンブローク 717 リーシング・リミテッド（清算中） アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング１リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング２リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング３リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング４リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100
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 ペンブローク・エアクラフト・リーシング５リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング６リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング７リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 320

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング８リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング９リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング10リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング11リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・エアクラフト・リーシング12リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 
ペンブローク・エアクラフト・リーシング・ホールディングス・リミテッ

ド

アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・アルファ・リミテッド アイルランド 1.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・キャピタル・リミテッド アイルランド 1.25ユーロの普通株式 100

 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・キャピタル・シャノン・リミテッド アイルランド 1.25ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・ノミニーズ・リミテッド（清算中） アイルランド 1.25ユーロの普通株式 100

 スクア・リミテッド アイルランド 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・グループ・リミテッド マン島 0.01米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・アシュアランス・リミテッド マン島 1.00米ドルの普通株式 100

 
1.00米ドルの償還可能

優先株式

100

 スタンダード・チャータード・インシュランス・リミテッド マン島 1.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード証券準備株式会社 日本 50,000円の普通株式 100

 オーシャン・ホライズン・ホールディングス・イースト・リミテッド ジャージー 1.00米ドルの普通株式 100

 オーシャン・ホライズン・ホールディングス・ウェスト・リミテッド ジャージー 1.00米ドルの普通株式 100

 エスシービー・ノミニーズ（シーアイ）リミテッド ジャージー 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ファンディング（ジャージー）リミテッド

1

ジャージー 1.00英ポンドの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・バンク・ケニヤ・リミテッド ケニヤ 5.00ケニア・シリングの

普通株式

74.3

 
5.00ケニア・シリングの

優先株式

100

 
スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（ケニヤ）リミテッド ケニヤ 10.00ケニア・シリングの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッ

ド

ケニヤ 20.00ケニア・シリングの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・インシュランス・エージェンシー・リミ

テッド

ケニヤ 100.00ケニア・シリングの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・インベストメント・

サービシズ・リミテッド

ケニヤ 1.00ケニア・シリングの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ケニヤ・ノミニーズ・リミテッド ケニヤ 20.00ケニア・シリングの普

通株式

100
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スタンダード・チャータード・マネージメント・サービシズ・リミテッド

（清算中）

ケニヤ 20.00ケニア・シリングの普

通株式

100

 
リゾリューション・アライアンス・コリア・リミテッド 韓国 5,000.00韓国ウォンの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク・コリア・リミテッド 韓国 5,000.00韓国ウォンの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・コリアⅡ 韓国 1,000,000.00韓国ウォンの普

通株式

52.2

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・マネージャー

ズ・コリア・リミテッド

韓国 5,000.00韓国ウォンの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・セキュリティーズ・コリア・リミテッド 韓国 5,000.00韓国ウォンの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・メトロポリタン・ホールディングス・エス

エーエル

レバノン 10.00米ドルの普通A株式 100

 
スタンダード・チャータード・ファイナンシャル・サービシズ

（ルクセンブルグ）エス・エー（清算中）

ルクセンブル

グ

25.00ユーロの普通株式 100

 
アンフィッサ・コーポレーション・スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
カルタバン（マレーシア）ノミニーズ・スンディリアン・ブルハド マレーシア 10.00マレーシア・リンギッ

トの普通株式

100

 
カルタバン・ノミニーズ（エーシング）スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
カルタバン・ノミニーズ（テンパタン）スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
ゴールデン・マエストロ・スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・

リンギットの普通株式

100

 マリーナ・モルガナイト・シッピング・リミテッド マレーシア 米ドル建て普通株式 100

 マリーナ・モス・シッピング・リミテッド マレーシア 1.00米ドルの普通株式 100

 マリーナ・タンザナイト・シッピング・リミテッド マレーシア 米ドル建て普通株式 100

 ペンブローク・リーシング（ラブアン）２ブルハド マレーシア 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・リーシング（ラブアン）３ブルハド マレーシア 1.00米ドルの普通株式 100

 ペンブローク・リーシング（ラブアン）ピーティーイー・リミテッド マレーシア 1.00米ドルの普通株式 100

 
ポピュラー・アンビエンス・スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・

リンギットの普通株式

100

 
プライス・ソリューションズ・スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・

リンギットの普通株式

100

 リゾリューション・アライアンス・スンディリアン・ブルハド
6 マレーシア 1.00マレーシア・

リンギットの普通株式

91

 
エスシービーエムビー・トラスティー・ブルハド マレーシア 10.00マレーシア・

リンギットの普通株式

100

 
スコープ・インターナショナル（エム）スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク・マレーシア・ブルハド マレーシア 0.10マレーシア・リンギット

の償還不能累積優先株式

100
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1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・サーディク・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギット

の普通株式

100

 
マリーナ・アリシー・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・アマンディエ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・アンブロワーズ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・アンジェリカ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・アクアマリン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・アベンチュリン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・バクサス・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・セルシー・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・シトリーン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ダリア・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ディターニー・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ドラド・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ジェサミン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ライラック・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ロライト・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・オブシディアン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ピセンレット・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ポセイドン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・プロテア・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・クォーツ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100
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マリーナ・レモラ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ターコイズ・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ゼウス・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 
マリーナ・ジルコン・シッピング・リミテッド マーシャル諸

島

1.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・バンク（モーリシャス）リミテッド モーリシャス 10.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・ファイナンシャル・ホールディングス モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ

（モーリシャス）Ⅱリミテッド

モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ（モーリシャ

ス）リミテッド

モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 100

 米ドル建て償還可能優先株式 100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ

（モーリシャス）Ⅲリミテッド

モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 100

 サブコンチネンタル・エクイティーズ・リミテッド モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・バンク・モザンビーク・エスエー モザンビーク 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・バンク・ネパール・リミテッド ネパール 100.00ネパール・ルピーの普

通株式

75

 ペンブローク・ビー717 ホールディングス・ビーヴィ オランダ 1.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・ファンディング・ビーヴィ オランダ 100.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・オランダ・・ビーヴィ オランダ 450.00ユーロの普通株式 100

 ペンブローク・タイ・エアクラフトⅡ・ビーヴィ オランダ 100.00ユーロの普通株式 100

 スマート・アプリケーション・インベストメント・ビーヴィ オランダ 45.00ユーロの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・ホールディングス（アフリカ）ビーヴィ オランダ 4.50ユーロの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ホールディングス（アジア・パシフィッ

ク）ビーヴィ

オランダ 4.50ユーロの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ホールディングス（インターナショナル）

ビーヴィ

オランダ 4.50ユーロの普通A株式 100

 4.50ユーロの普通B株式 100

 4.50ユーロの普通C株式 100

 4.50ユーロの普通D株式 100

 4.50ユーロの普通E株式 100

 4.50ユーロの普通F株式 100

 4.50ユーロの普通G株式 100

 スタンダード・チャータード・エムビー・ホールディングス・ビーヴィ オランダ 4.50ユーロの普通株式 100

 
シェルルーツ・ナイジェリア・リミテッド ナイジェリア 1.00ナイジェリア・ナイラの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク・ナイジェリア・リミテッド ナイジェリア 1.00ナイジェリア・ナイラの

償還不能非累積優先株式

100
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1.00ナイジェリア・ナイラの

普通株式

100

 
1.00ナイジェリア・ナイラの

償還可能優先株式

100

 
スタンダード・チャータード・キャピタル＆アドバイザリー・ナイジェリ

ア・リミテッド

ナイジェリア 1.00ナイジェリア・ナイラの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ノミニーズ（ナイジェリア）リミテッド ナイジェリア 1.00ナイジェリア・ナイラの

普通株式

100

 プライス・ソリューション・パキスタン（プライベート）リミテッド
1 パキスタン 10.00パキスタン・ルピーの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク（パキスタン）リミテッド パキスタン 10.00パキスタン・ルピーの

普通株式

99

 
スタンダード・チャータード・リーシング・リミテッド パキスタン 10.00パキスタン・ルピーの

普通株式

86.5

 スタンダード・チャータード・モダラバ
7 パキスタン 10.00パキスタン・ルピーの

モダラバ証書

20

 
スタンダード・チャータード・サービシズ・オブ・パキスタン

（プライベート）リミテッド

パキスタン 10.00パキスタン・ルピーの

普通株式

100

 バンコ・スタンダード・チャータード・エン・リクイダシオン（清算中） ペルー 75.133米ドルの普通株式 100

 
アシュアランス・ソリューションズ・インシュランス・エージェンシー・

インク

フィリピン 1.00フィリピン・ペソの

普通株式

100

 
プライス・ソリューションズ・フィリピン・インク フィリピン 1.00フィリピン・ペソの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ノミニーズ（西サモア）

リミテッド

サモア 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・キャピタル（サウジアラビア） サウジアラビ

ア

10.00サウジアラビア・

リヤルの普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク・シエラレオネ・リミテッド シエラレオネ 1.00シエラレオネ・レオンの

普通株式

80.7

 
マリーナ・アクアタ・シッピング・ピーティーイー・

リミテッド

シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 
マリーナ・アルアナ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 米ドル建て普通株式 100

 
マリーナ・アスター・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
マリーナ・コビア・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 米ドル普通株式 100

 
マリーナ・ダフォディル・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 マリーナ・ファトマリニ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 マリーナ・フラバンダリ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール 米ドル建て普通株式 100
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マリーナ・フリージア・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 マリーナ・ガーベラ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 
マリーナ・マース・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
マリーナ・マーキュリー・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
マリーナ・オウパー・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 米ドル建て普通株式 100

 マリーナ・パタワティ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 マリーナ・ポイズ・シッピング・ピーティーイー・リミテッド シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 
プライス・ソリューションズ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッ

ド

シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
プライム・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 米ドル建て普通株式 100

 
ラッフルズ・ノミニーズ（ピーティーイー）リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
エスシー２インベストメンツ（シンガポール）プライベート・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
エスシーエム・リアルエステート（シンガポール）プライベート・リミ

テッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
エスシーティーエス・キャピタル・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
エスシーティーエス・マネジメント・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード（1996）リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード（2000）リミテッド シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク（シンガポール）リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
シンガポール・ドル建て

優先株式

100

 
スタンダード・チャータード・ホールディングス（シンガポール）

プライベート・リミテッド

シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・アイエル・アンド・エフエス・マネジメン

ト（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド

シンガポール 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・インベストメンツ（シンガポール）

プライベート・リミテッド

シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ノミニーズ（シンガポール）ピーティー

イー・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100
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スタンダード・チャータード・ピーエフ・マネージャーズ・ピーティー

イー・リミテッド

シンガポール 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ（シンガポー

ル）ピーティーイー・リミテッド

シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 米ドル建て償還可能優先株式 100

 
スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・

マネージャーズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド

シンガポール 米ドル建て普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅰプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅱプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅲプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅳプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅴプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅵプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅶプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント（シ

ンガポール）Ⅷプライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・リアルエステート・インベストメント・

ホールディングス（シンガポール）プライベート・リミテッド

シンガポール 1.00シンガポール・ドルの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（シンガポール）

ピーティーイー・リミテッド

シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・トラスト（シンガポール）リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て

普通株式

100

 
シーエムビー・ノミニーズ・プロプライエタリ・リミテッド 南アフリカ 1.00南アフリカ・ランドの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ノミニーズ・南アフリカ・プロプライエタ

リ・リミテッド（アールエフ）

南アフリカ 南アフリカ・ランド建て

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク（スイス）エス・エー

（清算中）

スイス 1,000.00スイスフランの

普通株式

100

 
1,000.00スイスフランの

参加資本株式

100

 クワン・フア・モカッタ・リミテッド（台湾）（清算中） 台湾 1,000.00台湾ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・バンク（台湾）リミテッド 台湾 10.00台湾ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ライフ・インシュランス・エージェン

シー・カンパニー

台湾 10.00台湾ドルの普通株式 100

 
台湾スタンダード・チャータード・ライフ・インシュランス・

エージェンシー・カンパニー

台湾 10.00台湾ドルの普通株式 100
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スタンダード・チャータード・バンク・タンザニア・リミテッド タンザニア連

合共和国

1,000.00タンザニア・シリン

グの普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・タンザニア・ノミニーズ・リミテッド タンザニア連

合共和国

1,000.00タンザニア・シリン

グの普通株式

100

 
スタンダード・チャータード（タイ）アセット・

マネジメント・カンパニー・リミテッド.

タイ 100.00タイ・バーツの

法定株式

100

 
スタンダード・チャータード（タイ）カンパニー・

リミテッド

タイ 10.00タイ・バーツの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・バンク（タイ）パブリック・カンパニー・

リミテッド

タイ 10.00タイ・バーツの

普通株式

99.9

 
タイ・エクスクルーシブ・リーシング・カンパニー・リミテッド タイ 10.00タイ・バーツの

普通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ヤチリム・バンカシ・トルコ・アノニム・

シルケチ

トルコ 0.10トルコ・リラの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・バンク・ウガンダ・リミテッド ウガンダ 1,000.00ウガンダ・シリング

の普通株式

100

 
エスシー・スタジオス・エルエルシー 米国 1.00米ドルのメンバーシップ

持分株式

100

 スタンチャート・セキュリティーズ・インターナショナル・インク 米国 0.01米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・バンク・インターナショナル（アメリカ

ズ）リミテッド

米国 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・キャピタル・マネジメント（ジャー

ジー）・エルエルシー

米国 米ドル建て普通株式 100

 スタンダード・チャータード・ホールディングス・インク 米国 100.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・インターナショナル（米国）リミテッド 米国 100.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・オーバーシーズ・インベストメント・イン

ク

米国 10.00米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・セキュリティーズ（北米）インク 米国 0.01米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・トレード・サービシズ・コーポレーション 米国 0.01米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ウルグアイ・レプレゼンテーション・エ

ス・エー（清算中）

ウルグアイ 1.00ウルグアイ・ペソの

普通株式

100

 スタンダード・チャータード・バンク（ベトナム）リミテッド ベトナム ベトナム・ドン建て資本株式 100

 
カリフォルニア・ローズ・リミテッド 英領ヴァージ

ン諸島

1.00米ドルの普通株式 90.5

 
アーネスト・レンジ・リミテッド 英領ヴァージ

ン諸島

1.00米ドルの普通株式 90.5

 
ニュー・グループ・インベストメンツ・リミテッド 英領ヴァージ

ン諸島

1.00米ドルの普通株式 100

 
スカイ・フェイバー・インベストメンツ・リミテッド 英領ヴァージ

ン諸島

1.00米ドルの普通株式 100

 
スカイ・ハーモニー・ホールディングス・リミテッド 英領ヴァージ

ン諸島

1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・バンク・ザンビア・ピーエルシー ザンビア 0.25ザンビア・クワチャの普

通株式

90
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スタンダード・チャータード・ザンビア・ノミニーズ・リミテッド ザンビア 2.00ザンビア・クワチャの普

通株式

100

 
スタンダード・チャータード・ザンビア・セキュリティーズ・サービシ

ズ・ノミニーズ・リミテッド

ザンビア 1.00ザンビア・クワチャの普

通株式

100

 スタンダード・チャータード・アセット・マネジメント・リミテッド ジンバブエ 0.001米ドルの普通株式 100

 スタンダード・チャータード・バンク・ジンバブエ・リミテッド ジンバブエ 1.00米ドルの普通株式 100

 
スタンダード・チャータード・ノミニーズ・ジンバブエ（プライベート）

リミテッド

ジンバブエ 2.00米ドルの普通株式 100
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関連会社

名称 設立国 株式の説明

保有株式

割合

（％）

渤海銀行
8 中国 人民元建て普通株式 19.99

エフエーアイ・リミテッド モーリシャス 1.00米ドルの普通株式 25

セーシェル・インターナショナル・マーカンタイル・バンキン

グ・コーポレーション・リミテッド

セーシェル 1,000.00セーシェル・ルピーの

普通株式

22

クリフォード・キャピタル・ピーティーイー・リミテッド
9 シンガポール 米ドル建て普通株式 9.9

エム・キャッシュバック・リミテッド（清算中） 英国 0.01英ポンドの普通株式 31.7

アジア・コマーシャル銀行
8 ベトナム 10,000.00ベトナム・ドンの

普通株式

15

ジョイント・ベンチャー

名称 設立国 株式の説明

保有株式

割合

（％）

ピー・ティー・バンク・ペルマタ・テルブカ
10 インドネシア 125.00インドネシア・ルピアのB株

式

44.6

カナス・リーシング・リミテッド
10 アイルランド 1米ドルの普通株式 50

エルビラ・リーシング・リミテッド
10 アイルランド 1米ドルの普通株式 33.3
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重要な投資持分

名称 設立国 株式の説明

保有株式

割合

（％）

アバカス・エイト・リミテッド ケイマン諸島 A株式 24.5

アバカス・ナイン・リミテッド ケイマン諸島 A株式 24.5

アバカス・セブン・リミテッド ケイマン諸島 A株式 24.5

アバカス・テン・リミテッド ケイマン諸島 A株式 31.2

アジア・トレーディング・ホールディングス・リミテッド ケイマン諸島 0.01米ドルの普通株式 50

エーティーエスシー・ケイマン・ホールドコ・リミテッド ケイマン諸島 0.01米ドルのA普通株式 5.3

0.01米ドルのB普通株式 100

イートンキッズ・エデュケーショナル・グループ・リミテッド ケイマン諸島 0.001米ドルのシリーズA優先株式 100

グレートホース・ケミカル・リミテッド ケイマン諸島 1.00ケイマン諸島ドルの

普通株式
27.7

スタンダード・チャータード・アイエル・アンド・エフエス・アジ

ア・インフラストラクチャー（ケイマン）リミテッド

ケイマン諸島 0.01米ドルの普通株式
50

スタンダード・チャータード・アイエル・アンド・エフエス・アジ

ア・インフラストラクチャー・グロース・ファンド・カンパニー・

リミテッド

ケイマン諸島 1.00米ドルの普通株式

50

スタンダード・チャータード・アイエル・アンド・エフエス・アジ

ア・インフラストラクチャー・グロース・ファンド・エルピー

ケイマン諸島 パートナーシップ持分
38.6

広東愛嬰島児童百貨股彬有限公司 中国 1.00人民元の普通株式 20.2

ジンリー・リアルティ（上海）カンパニー・リミテッド 中国 登録資本 45

ニンポー・シングシン・リアルエステート・デベロップメント・カ

ンパニー・リミテッド

中国 登録資本
36

シューリー・リアルティ（上海）カンパニー・リミテッド 中国 登録資本 45

ユンナン・ゴールデン・シャイナー・プロパティ・デベロップメン

ト・カンパニー・リミテッド

中国 登録資本
50

ファスト・グレート・インベストメント・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 28

オリジン・ダイレクト・アジア・リミテッド 香港 1.00香港ドルの普通株式 32

ジョイビル・シャプールジ・ハウジング・プライベート・リミテッ

ド

インド 10.00インド・ルピーの普通資本株

式
25.8

マヒンドラ・ホームズ・プライベート・リミテッド インド 10.00インド・ルピーのA普通株式 50

プリヴィ・オーガニック・リミテッド インド 10.00インド・ルピーのB普通株式 100

10.00インド・ルピーの強制転換優

先株式
100

10.00インド・ルピーの普通株式 24.1

オムニ・センター・ピティーイー・リミテッド インドネシア 米ドル建て償還可能転換優先株式 100

ピーティー・トラヴィラ・エア インドネシア 1.00インドネシア・ルピアの普通株

式
30
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アル・ジャジーラ・アグリカルチュラル・カンパニー・ピーエス

シー

ヨルダン 1.00ヨルダン・ディナールの普通株

式
33.1

ダイヤン・メタル・カンパニー・リミテッド 韓国 500韓国ウォンの普通株式 23.1

転換優先株式 100

ファウンテン・バレー・ピーエフヴィ・リミテッド 韓国 5,000.00韓国ウォンの普通株式 47.3

コロン・ウォーター 韓国 5,000韓国ウォンの普通株式 35

5,000韓国ウォンの償還可能転換優

先株式
100

コロン・ウォーター・アンド・エナジー 韓国 5,000韓国ウォンの普通株式 35

5,000韓国ウォンの償還可能転換優

先株式
100

サムヤン・パッケージング 韓国 5,000.00韓国ウォンの普通株式 22

スムーシー・キング・コリア・インク 韓国 5,000韓国ウォンの普通株式 20.3

スタンダード・チャータード・プライベート・エクイティ・コリア

Ⅲ

韓国 1,000,000.00韓国ウォンの普通株式
31

ウェスト・ポイント・ピーエフヴィ・カンパニー・リミテッド 韓国 50,000.00韓国ウォンの普通株式 50

ハウス・ネットワーク・スンディリアン・ブルハド マレーシア 1.00マレーシア・リンギットの普通

株式
25

オリジン・フルーツ・ダイレクト・ビーヴィ オランダ 2.27ユーロの普通株式 32

ジーゼット・インダストリーズ・リミテッド ナイジェリア 1.00ナイジェリア・ナイラの普通株

式
37

クリスタル・ジェイド・グループ・ホールディングス・ピーティー

イー・リミテッド

シンガポール 1.00米ドルの普通株式
42.3

インタープレックス・ホールディングス・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て普通株式 29.7

エムエムアイ・テクノベンチャーズ・ピーティーイー・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て普通株式 50

ポラリス・リミテッド シンガポール シンガポール・ドル建て普通株式 25.8

アフリフレッシュ・グループ（プロプライエタリ）リミテッド 南アフリカ 1.00南アフリカ・ランドの普通株式 45.1

ロク・トロイ・グループ・ジョイント・ストック・カンパニー ベトナム 10,000.00ベトナム・ドンの普通株

式
34.4

１ 当グループの親会社による直接保有。

２ これらの事業体は、登録住所（1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD United Kingdom）が同じである。こ

れらのパートナーシップは、注記１（ｈ）に基づき、連結財務諸表に含まれている。したがって、これらは、

2008年パートナーシップ（アカウント）規則（規則７）により、年次財務諸表の提出の免除という優遇措置が

適用されている。

３ これらの事業体は、登録住所（1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD United Kingdom）が同じである。こ

れらのパートナーシップは、当グループが間接的にジェネラル・パートナーを支配しているが、その経営上の

役割が当グループの裁量権のない所定の事務的機能に限定されるため、連結財務諸表に含まれていない。最新

の財務諸表の写しは、英国会社登記所に提出される予定である。

４ 信託であるために、株式資本はない。
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５ 当グループが活発にファンドを運用しておらず、活動が市場に対する資金提供の調査に限定されるため、連結

されていない。当事業体は自己勘定により投資していないため、当グループは、この投資による利益を得るこ

ともなければ、リスクを被ることもない。

６ オリックス・リーシング・マレーシア・ブルハドとの株主契約により、当グループが当事業体を支配していな

いため、連結されていない。

７ 当グループが、運用会社であるスタンダード・チャータード・サービシズ・オブ・パキスタン（プライベー

ト）リミテッドを完全支配しているため、注記１（ｈ）に基づき、連結財務諸表に含まれている。

８ 注記23に記載のとおり、両社は関連会社とみなされる。

９ 当グループが、取締役会への代表を通じて、経営および財務・営業方針への重要な影響力を有しているため、

関連会社として会計処理されている。

10 共同経営は、ジョイント・ベンチャー契約による経営および財務・営業方針に対する重要な影響に基づいてい

る。

次へ
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リスクおよび資本レビューの以下の箇所は財務諸表の一部を構成するものである。

●　161ページ（訳注：原文のページ番号である。以下同じ）の「リスク・プロファイル」の始めから

199ページの「戦略的リスク」セクションの終わりまで。ただし、以下を除く。

－183ページの「アセット・バック証券」、

－186ページの「カントリー・クロスボーダー・リスク」、

－188ページの「市場リスクの変動－バリュー・アット・リスクに反映されないリスク」、

－188ページの「市場リスクの変動－バック・テスト」、

－189ページの「貸借対照表への市場リスク項目のマッピング」、

－191ページの「流動性カバレッジ比率」、

－193ページの「処分制約のある資産」、

－194ページの「処分制約に即時利用可能なもの」、

－197ページの「オペレーショナル・リスク」、

－199ページの「その他リスク」

●　201ページの「規制上の準拠、レビュー、情報要求および調査」

●　204ページの「リスク管理アプローチ」の始めから214ページの「流動性リスク－ストレス・テス

ト」の終わりまで。ただし、211ページのカントリー・クロスボーダー・リスクおよび214ページの

その他の部分を除く。

●　219ページの「CRD IV資本基盤」セクションの冒頭から220ページの「資本合計の変動」の終わり

まで（ただし、「資本比率およびリスク加重資産（RWA）」を除く）。

リスク・プロファイル

本セクションに示されている貸借対照表および損益計算書の情報は、会計上の計上場所に基づくもので

あり、その顧客の所在地に基づくものではない。したがって、損益計算書情報が地域別に表示されてい

る場合の内訳は、顧客の所在地に基づいて開示されている42ページから59ページ（訳注：原文のページ

番号である。）までのファイナンシャル・レビューとは異なる。163ページ（訳注：原文のページ番号で

ある。）の地域別による顧客セグメントの表において、顧客および銀行に対する貸付金は計上される地

域と顧客の所在地の両方により表示している。

信用リスク

以下のページでは、信用エクスポージャーの詳細について下記のとおり分けて表示している。

・オン・バランスシートおよびオフ・バランスシートの金融商品について信用リスク軽減手法考慮前およ

び考慮後の信用リスク全般に対するエクスポージャー（162ページ（訳注：原文のページ番号であ

る。））

・ローン・ポートフォリオの概要。顧客セグメント別、地域別、産業およびリテール商品別、ならびに満

期別のローン・ポートフォリオの分析を示している（163ページから167ページ（訳注：原文のページ番

号である。））

・信用リスク軽減。クライアント・セグメントおよび担保種類別の保有担保の分析、ならびに融資比率

（以下、「LTV」という。）およびその他の形態の信用リスク軽減手法の詳細について示している（167

ページから170ページ（訳注：原文のページ番号である。））
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・信用の質。信用格付（以下、「CG」という。）別のローン・ポートフォリオの分析を示している（170

ページから173ページ（訳注：原文のページ番号である。））

・問題となっている信用の管理および引当金。不良債権、減損貸付金、条件緩和および猶予貸付金の分析

を示している（174ページから181（訳注：原文のページ番号である。））

・選択的ポートフォリオ。負債証券および短期政府債、アセット・バック証券および特定の欧州諸国のエ

クスポージャーに関する詳細を示している（182ページから185ページ（訳注：原文のページ番号であ

る。））

信用リスクは、合意した条件に従って、契約相手が当グループに対する債務の支払義務を履行できない

ことによる潜在的な損失のリスクである。信用エクスポージャーは、バンキング・ブックおよびトレー

ディング・ブックの双方より生じる。

信用リスク管理に関する当グループの現在の方針および慣行に関する概要については、207ページから

210ぺージ（訳注：原文のページ番号である。）のリスク管理アプローチに示されている。

当グループの信用ポートフォリオは、十分に分散化され主に短期のもので維持されているおり、長期貸

付金および投資適格でない貸付金に関しては高水準の担保が付されている。当グループは、一貫して当グ

ループの中核市場における特定の顧客に重点をおいており、リスク管理に対する統制のとれたアプローチ

を維持している。

信用リスクに対する最大エクスポージャー

162ページ（訳注：原文のページ番号である。）の表は、2015年12月31日現在におけるオン・バランス

シートおよびオフ・バランスシートの金融商品に関する、担保またはその他の信用リスク軽減措置考慮前

および考慮後の当グループの信用リスクに対する最大エクスポージャーを表したものである。オン・バラ

ンスシート商品に関しては、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、貸借対照表上に報告された帳

簿価額である。オフ・バランスシート商品に関して信用リスクに対する最大エクスポージャーは、通常、

契約上の想定元本である。

当グループの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、当グループが拠点としている市場全体に広

がっており、当グループが事業を行っている地域の一般的な経済状態による影響を受ける。当グループ

は、あらゆる契約相手に対するエクスポージャーに限度額を設定し、信用リスクはさまざまに異なる個

人、コマーシャル顧客および機関顧客に広がっている。

当グループの信用リスクに対する最大エクスポージャー総額は、2014年に比べ、88十億米ドル減少して

いる。これは主に、現金および中央銀行預け金ならびに貸付金の減少によるものである。顧客および銀行

に対する貸付金は、いくつかの市場および部門におけるエクスポージャーを低減するためのリスク軽減措

置と共に収益の最適化への注力を反映して、48十億米ドル減少した。ローン・ポートフォリオの詳細につ

いては、162ページ（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。主として貿易金融によって

生じるオフ・バランスシート・エクスポージャーは、当グループが拠点としている主要な市場における景

気の低迷を反映して、８十億米ドル減少した。

投資有価証券は、当グループによる低リスク投資資産の流動性の強化により、5.6十億米ドル増加し

た。デリバティブによって生じる、リスク軽減措置考慮前の当グループの信用リスク・エクスポージャー

は、2.7十億米ドル減少した。
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信用リスクに対する最大エクスポージャー

2015年 2014年

信用リスク管理 信用リスク管理

最大エクス

ポージャー 担保

マスター・

ネッティン

グ契約

正味エクス

ポージャー

最大エクス

ポージャー 担保

マスター・

ネッティン

グ契約

正味エクス

ポージャー

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

オン・バランスシート

現金および中央銀行預け

金
65,312 － － 65,312 97,282 － － 97,282

銀行および顧客に対する

貸付金合計
1

　貸借対照表による 321,850 368,585

損益を通じた公正価値

評価区分で保有する

ものに含まれる

6,322 7,514

328,172 152,843 － 175,329 376,099 159,476 － 216,623

投資有価証券
2

貸借対照表による 114,767 － － 114,767 104,238 － － 104,238

損益を通じた公正価値

評価区分で保有する

ものに含まれる

17,079 － － 17,079 25,109 － － 25,109

控除：持分証券 (4,655) － － (4,655) (7,769) － － (7,769)

127,191 － － 127,191 121,578 － － 121,578

デリバティブ金融商品
3 63,143 10,074 38,934 14,135 65,834 7,005 43,735 15,094

売却目的保有資産 340 340 3,112 3,112

その他資産 10,122 10,122 10,493 10,493

貸借対照表合計 594,280 162,917 38,934 392,429 674,398 166,481 43,735 464,182

オフ・バランスシート

偶発債務 39,055 － － 39,055 42,532 － － 42,532

未実行の取消不能スタン

ドバイ融資枠、信用枠

およびその他の貸付コ

ミットメント
4

59,431 － － 59,431 60,870
5 － － 60,870

荷為替信用状および短期

貿易関連取引
4,852 － － 4,852 7,911 － － 7,911

先渡資産購入および先渡

預金
530 － － 530 539

5 － － 539

オフ・バランスシート合

計
103,868 － － 103,868 111,852 － － 111,852
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合計 698,148 162,917 38,934 496,297 786,250 166,481 43,735 576,034

1 信用の質の分析は、170ページ（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。クライアント・セグメン

トに保有される担保ならびに延滞および個別減損貸付金に関して保有される担保の詳細については、177ページ

（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。

2 持分株式は、信用リスクの対象ではないため、除外される。

3 当グループは、マスター・ネッティング契約を締結している。マスター・ネッティング契約は、債務不履行時に、

該当するデリバティブ取引の正および負の時価評価価額の合計をネッティングすることによって、契約相手が負

う、または契約相手に対して負う金額が単一金額になる契約である。

4 無条件に解約可能な融資枠を除く。

5 残高は修正再表示されている。
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ローン・ポートフォリオ

このセクションでは、顧客および銀行に対する貸付金の信用リスクに対する当グループのエクスポー

ジャーに関する定性的および定量的情報（信用リスク軽減措置および問題となっている信用の管理の影響

を含む）を提供している。当グループの信用ポートフォリオは、十分に多様化しており、主に短期であ

る。

ローン・ポートフォリオは、クライアント・セグメントおよび信用の質別（延滞も減損もしていない、

延滞、および減損）に172ページ（訳注：原文のページ番号である。）に要約されている。当グループ

は、当グループのローン・ポートフォリオを契約条件（当初契約または条件緩和後のどちらかにかかわら

ず）に従って正常に返済が行われている資産と不良債権とに分けて管理している。コーポレート・アン

ド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアントに関するエクスポー

ジャーは、通常、個別に管理され、その結果、信用格付の移動が信用リスク管理の重要な要素となる。リ

テール・クライアントにおいては、貸付金は、ポートフォリオ単位でモニタリングされ、リスク管理の一

環として延滞傾向が継続的にモニタリングされる。３つのクライアント・セグメントすべてにおいて、信

用リスクは担保を通じてある程度軽減される。詳細については、167ページから170ページ（訳注：原文の

ページ番号である。）に説明されている。

このセクションでは、満期プロファイル、信用の質および引当金と共に、事業別および地域別に幅広く

分析した当グループのローン・ポートフォリオの概要を示している。

地域別およびクライアント・セグメント別分析

顧客に対する貸付金（個別減損引当金（以下、「IIP」という。）およびポートフォリオ減損引当金

（以下、「PIP」という。）控除後）は、2014年12月以降、27.2十億米ドル減少した。この減少は、長引

く景気低迷を経験した市場および部門におけるリスク軽減の結果であり、内訳は主にコーポレート・アン

ド・インスティテューショナル・クライアント（17.7十億米ドル）およびコマーシャル・クライアント

（3.5十億米ドル）であった。

銀行に対する貸付金は、2014年12月以降、20.7十億米ドル減少しており、内訳は主として大中華圏

（7.4十億米ドル）、ヨーロッパ（5.9十億米ドル）およびASEAN（4.6十億米ドル）であった。これは、大

部分が当グループの流動性管理活動によるものである。帳簿の内容は大部分が短期で、満期プロファイル

は前期比ベースで一貫している。

リテール・クライアント・ポートフォリオ全体の貸付金は３％減少し、最も大幅に減少したのはASEAN

であった。この成長の鈍化は、規制上の引き締め政策ならびに特定の市場における販売網の再編成および

リスク軽減措置によるものである。これは、香港および韓国における住宅ローンの成長によって一部相殺

された。

全般的に、当グループの顧客に対する貸付金を地域別に分割した場合、2014年と酷似しており、当グ

ループのローン・ポートフォリオは当グループが拠点としている各国において十分に多様化している。当

グループ最大の国は、顧客および銀行に対する貸付金の21％を占めている。

地域別クライアント・セグメント

2015年
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大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

コーポレート・ア

ンド・インス

ティテューショ

ナル・クライア

ント

26,748 7,880 7,002 32,765 9,921 4,546 10,377 41,367 140,606

コマーシャル・ク

ライアント
3,800 2,403 1,769 1,712 857 635 － 43 11,219

プライベート・バ

ンキング・クラ

イアント

3,406 － 152 7,615 257 － － 3,640 15,070

リテール・クライ

アント
42,295 18,426 4,292 23,489 4,799 1,581 － 283 95,165

76,249 28,709 13,215 65,581 15,834 6,762 10,377 45,333 262,060

ポートフォリオ減

損引当金
(169) (69) (50) (158) (56) (43) (8) (104) (657)

顧客に対する貸付

金合計
1,2

76,080 28,640 13,165 65,423 15,778 6,719 10,369 45,229 261,403

地域間残高
3 1,595 (32) 6,122 1,519 3,707 4,843 1,129 (18,883) －

顧客に対する貸付

金合計
1,4

77,675 28,608 19,287 66,942 19,485 11,562 11,498 26,346 261,403

銀行に対する貸付

金合計
1

21,376 4,596 515 7,777 2,266 957 10,532 18,750 66,769

2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計  

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル
 

コーポレート・ア

ンド・インス

ティテューショ

ナル・クライア

ント

37,253 7,882 8,093 37,419 12,136 5,894 10,964 38,657 158,298  

コマーシャル・ク

ライアント
5,395 3,176 2,036 2,234 1,106 669 － 74 14,690  

プライベート・バ

ンキング・クラ

イアント

3,494 － 167 9,732 274 － － 4,391 18,058  

リテール・クライ

アント
41,408 18,633 4,272 27,220 4,869 1,845 － 2 98,249  
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87,550 29,691 14,568 76,605 18,385 8,408 10,964 43,124 289,295  

ポートフォリオ減

損引当金
(98) (75) (56) (201) (78) (47) (9) (132) (696)  

顧客に対する貸付

金合計
1,2

87,452 29,616 14,512 76,404 18,307 8,361 10,955 42,992 288,599  

地域間残高
3 2,194 (34) 8,347 2,137 4,468 4,742 (3) (21,851) －  

顧客に対する貸付

金合計
1,4

89,646 29,582 22,859 78,541 22,775 13,103 10,952 21,141 288,599  

銀行に対する貸付

金合計
1

28,758 5,997 488 12,388 1,603 940 12,661 24,665 87,500

1 個別減損引当金控除後の金額および損益を通じた公正価値評価区分で保有される金融商品を含む（266ページ（訳

注：原文のページ番号である。）の注記15を参照のこと。）

2 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。

3 地域間残高は、貸付が計上された場所から顧客の所在地への移動を表している。

4 残高は顧客の所在地に基づいている。
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産業およびリテール商品の地域別分析

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

ト・セグメントにおいては、当グループ最大の産業エクスポージャーは、エネルギーからファイナンス、

保険およびノンバンクのクライアントへと変化し、当グループの顧客に対する貸付金の21％（2014年：

15％）を占めている。ファイナンス、保険およびノンバンクのクライアントに対する貸付は、ほとんどが

投資適格機関に対するもので、当グループの流動性管理の一環で行われている。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

トに対する貸付金合計の13％（2014年：16％）を占めているエネルギー部門に対する貸付金は減少してい

る。エネルギー部門への貸付は、５つの下位の部門および300を超えるクライアントに広がっている。

製造部門は、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャ

ル・クライアントの貸付金の14％（2014年：15％）を占めている。製造業グループは、多岐にわたってお

り、自動車および自動車部品、資本財、製薬、バイオテクノロジーおよびライフ・サイエンス、技術機器

および部品、化学、製紙および梱包等が含まれ、貸付を行っているクライアントの数は、4,700に及ぶ。

当グループは、商業不動産（以下、「CRE」という。）の契約相手に対して、13十億米ドル（2014年：

16.1十億米ドル）の貸付を行っている。これは、顧客に対する貸付金合計の５％未満であり、資産の３％

未満である。５年超の貸付金は、CREポートフォリオの９％未満となっている。

合計で、当該貸付の6.1十億米ドルは、不動産の賃貸または売却により返済原資が実質的に調達される

契約相手に対するものであり、返済原資が不動産担保により保証されている。残りのCRE貸付金は、不動

産会社に対する運転資本貸付金、不動産以外の担保による貸付金、無担保貸付金および多角化したコング

ロマリットの不動産事業体への貸付金より構成される。

リテール商品ポートフォリオのCCPLおよびその他の無担保貸付は、リテール商品貸付金の18％から16％

に下落しており、29を超える市場の複数の商品にわたっている。リテール無担保ポートフォリオの減少

は、主に市況および規制、販売網の再編成、ならびに特定の市場におけるリスク軽減措置によるもので

あった。当グループのリテール商品ポートフォリオの形成において、この他に重要な変動はなかった。
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産業およびリテール商品の地域別分析

2015年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

産業

エネルギー 1,041 275 83 5,689 881 508 2,628 8,576 19,681

製造 7,490 1,846 2,145 2,589 1,851 869 1,076 3,023 20,889

ファイナンス、保険お

よびノンバンク
4,182 780 700 5,443 955 267 3,948 15,183 31,458

運輸、通信および電力 2,804 1,654 919 3,075 945 713 723 5,646 16,479

食品および日用品 1,498 232 668 4,716 1,399 1,083 906 1,126 11,628

商業不動産 4,680 2,091 1,460 3,200 1,037 87 － 473 13,028

鉱業および採石 1,261 408 594 2,364 341 617 389 2,581 8,555

耐久消費財 3,905 574 1,160 927 1,116 319 295 2,563 10,859

建設 945 362 653 1,256 1,123 211 28 724 5,302

貿易会社および販売 642 235 96 602 451 277 29 97 2,429

政府 1,171 1,247 － 3,191 131 19 128 325 6,212

その他 929 579 293 1,425 548 211 227 1,093 5,305

リテール商品

住宅ローン 35,869 13,397 2,345 18,519 1,878 367 － 1,313 73,688

CCPLおよびその他無担

保貸付
5,902 3,582 995 3,798 2,038 1,147 － 90 17,552

自動車 － － 38 407 345 6 － － 796

担保付資産運用商品 3,673 54 31 7,725 98 － － 2,505 14,086

その他 257 1,393 1,035 655 697 61 － 15 4,113

76,249 28,709 13,215 65,581 15,834 6,762 10,377 45,333 262,060

ポートフォリオ減損引

当金
(169) (69) (50) (158) (56) (43) (8) (104) (657)

顧客に対する貸付金

　合計
1

76,080 28,640 13,165 65,423 15,778 6,719 10,369 45,229 261,403

銀行に対する貸付金

　合計
21,376 4,596 515 7,777 2,266 957 10,532 18,750 66,769

1 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。
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2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

産業
1

エネルギー 1,470 310 123 9,006 1,228 533 3,206 11,347 27,223

製造 9,456 2,419 2,452 4,337 2,239 1,031 1,031 3,838 26,803

ファイナンス、保険お

よび

ノンバンク

5,856 995 431 5,497 1,136 628 3,507 7,336 25,386

運輸、通信および電力 3,715 1,602 922 3,706 1,210 662 612 6,176 18,605

食品および日用品 2,589 313 929 5,034 1,381 1,346 1,438 1,302 14,332

商業不動産 6,876 2,190 1,503 3,798 1,133 79 － 485 16,064

鉱業および採石 3,383 649 922 2,186 512 764 273 4,123 12,812

耐久消費財 5,076 659 1,291 1,170 1,385 439 404 1,752 12,176

建設 1,169 486 897 1,178 1,352 252 20 1,095 6,449

貿易会社および販売 1,419 400 232 932 719 418 56 114 4,290

政府 536 368 5 1,206 230 19 220 165 2,749

その他 1,103 667 422 1,603 717 392 197 998 6,099

リテール商品

住宅ローン 34,381 12,918 2,366 20,724 1,853 345 － 1,320 73,907

CCPLおよびその他無担

保貸付
6,673 4,407 987 4,850 2,096 1,425 － 51 20,489

自動車 － － 40 631 339 6 － － 1,016

担保付資産運用商品 3,466 74 70 9,385 805 － － 1,455 15,255

その他 382 1,234 976 1,362 50 69 － 1,567 5,640

87,550 29,691 14,568 76,605 18,385 8,408 10,964 43,124 289,295

ポートフォリオ減損引

当金
(98) (75) (56) (201) (78) (47) (9) (132) (696)

顧客に対する貸付金

　合計
1

87,452 29,616 14,512 76,404 18,307 8,361 10,955 42,992 288,599

銀行に対する貸付金

　合計
28,758 5,997 488 12,388 1,603 940 12,661 24,665 87,500

1 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。

顧客セグメント別満期分析

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

ト・セグメントに対する貸付金は、依然として主に短期であり、これらのセグメントにおける顧客に対す
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る貸付金の67％が１年以内に期限を迎えるものであり、2014年12月に対して２％増加した。銀行に対する

貸付金のうち、95％は１年未満で期限が到来する。満期が短くなることは、事象に対する当グループの迅

速な対応に柔軟性を与え、また圧力あるいは不確実性が増加しているクライアントおよび部門に対する当

グループのエクスポージャーを再調整または軽減することが可能になる。

プライベート・バンキング・クライアントの貸付金勘定もまた、短期ベースを示しており、典型的なの

は、ウェルス・マネジメント資産の担保が付されている貸付金に関するものである。

リテール・クライアントの貸付金勘定は引き続き、その性質上、より長期のものが66％(2014年：64％)

を占めるが、これはリテール・クライアントの貸付金勘定の大部分が住宅ローンで構成されていることに

よる。リテール商品全般の期間がわずかに上昇していることは、無担保資産の減少およびそれに伴う住宅

ローン比率の増加を反映している。

顧客セグメント別

2015年

１年以内
１年から

５年
５年超 合計

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

コーポレート・アンド・インスティテューショナ

ル・クライアント
155,907 41,152 10,317 207,376

－銀行に対する貸付金 63,160 3,572 38 66,770

－顧客に対する貸付金 92,747 37,580 10,279 140,606

コマーシャル・クライアント 8,925 1,262 1,032 11,219

プライベート・バンキング・クライアント 13,468 494 1,108 15,070

リテール・クライアント 15,366 17,304 62,495 95,165

193,666 60,212 74,952 328,830

ポートフォリオ減損引当金 (658)

銀行および顧客に対する貸付金合計 328,172
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2014年

１年以内
１年から

５年
５年超 合計

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

コーポレート・アンド・インスティテューショナ

ル・クライアント
184,880 48,542 12,378 245,800

－銀行に対する貸付金 83,845 3,587 70 87,502

－顧客に対する貸付金 101,035 44,955 12,308 158,298

コマーシャル・クライアント 11,905 1,436 1,349 14,690

プライベート・バンキング・クライアント 15,349 1,449 1,260 18,058

リテール・クライアント 16,877 18,610 62,762 98,249

229,011 70,037 77,749 376,797

ポートフォリオ減損引当金 (698)

銀行および顧客に対する貸付金合計 376,099
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産業別満期分析

産業別

下表は、借り手の事業または産業の各主要区分別に顧客に対する貸付金の契約満期を示したものであ

る。

2015年

１年以内
１年から

５年
５年超 合計

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

産業

エネルギー 9,122 8,075 2,484 19,681

製造 15,690 4,309 890 20,889

ファイナンス、保険およびノンバンク 27,048 4,079 331 31,458

運輸、通信および電力 5,515 5,708 5,256 16,479

食品および日用品 9,606 1,957 65 11,628

商業不動産 6,178 5,730 1,120 13,028

鉱業および採石 5,745 2,421 389 8,555

耐久消費財 9,055 1,720 84 10,859

建設 3,442 1,779 81 5,302

貿易会社および販売 2,115 296 18 2,429

政府 5,890 237 85 6,212

その他 2,266 2,531 508 5,305

リテール商品

住宅ローン 4,106 9,065 60,517 73,688

CCPLおよびその他無担保貸付 9,054 7,116 1,382 17,552

自動車 132 612 52 796

担保付資金運用商品 13,644 304 138 14,086

その他 1,898 701 1,514 4,113

130,506 56,640 74,914 262,060

ポートフォリオ減損引当金 (657)

顧客に対する貸付金合計
1 261,403

1 リスク・プロファイル・セクションにおける開示は、顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて

表示される。
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2014年

１年以内
１年から

５年
５年超 合計

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

産業

エネルギー 14,894 9,545 2,784 27,223

製造 19,984 5,813 1,006 26,803

ファイナンス、保険およびノンバンク 20,980 4,162 244 25,386

運輸、通信および電力 6,204 6,946 5,455 18,605

食品および日用品 11,642 2,606 84 14,332

商業不動産 6,184 8,549 1,331 16,064

鉱業および採石 9,104 2,517 1,191 12,812

耐久消費財 10,682 1,346 148 12,176

建設 3,758 2,060 631 6,449

貿易会社および販売 3,969 246 75 4,290

政府 2,612 56 81 2,749

その他 2,927 2,545 627 6,099

リテール商品

住宅ローン 4,733 8,786 60,388 73,907

CCPLおよびその他無担保貸付 10,424 8,533 1,532 20,489

自動車 199 742 75 1,016

担保付資金運用商品 14,085 1,074 96 15,255

その他 2,785 924 1,931 5,640

145,166 66,450 77,679 289,295

ポートフォリオ減損引当金 (696)

顧客に対する貸付金合計
1 288,599

1 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。

信用リスク軽減

如何なる口座、顧客またはポートフォリオの潜在的信用損失も、担保、ネッティング契約、信用保険、

クレジット・デリバティブ（予想ボラティリティを考慮）および保証等のさまざまなツールを用いて軽減

されている。これらの軽減措置の依拠が可能となる状況は、法的確実性および法的強制力、市場評価の相

関関係および保証人のカウンターパーティ・リスク等の側面から慎重に評価されている。当グループの信

用リスク軽減に対する全般的なアプローチについては、208ページ（訳注：原文のページ番号である。）

を参照のこと。

担保
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担保に関する要件は、支払能力の代用にはならず、貸付決定における主要な検討事項である。

当グループの担保要件を強化した結果、2014年度末と比較した保有担保の公正価値は、貸付残高に対す

る割合で４％上昇した。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

トに関する担保の市場価値（無調整）は、超過担保に関する調整なしで、201十億米ドル（2014年：212十

億米ドル）であった。

168ページ（訳注：原文のページ番号である。）の表における担保価値は、適切である場合には、当グ

ループのリスク軽減方針に従って、また、超過担保の影響に関して調整されている。当グループに担保を

差し入れている顧客の50％に対するエクスポージャーは、超過担保となっている。超過担保の平均は、

51％である。

当グループは、担保価値を評価するに当たり、依然として慎重な姿勢をとっている。そのため、重大な

下落に対する調整が行われ、過去の実績に対してバック・テストが行われる。全種類の担保を通じた価値

の平均は、現在の市場価値の約半分となっている。

コモディティの３％から１％への担保残高の減少は、主にコモディティ関連エクスポージャーの全体的

な減少によるものである。売戻（レポ）および有価証券担保の36％から42％への増加は、資産・負債管理

（以下、「ALM」という。）により、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント

ならびにコマーシャル・クライアントに対する流動性を増加させたことを表している。

CREポートフォリオのLTV比率は、2014年の39.9％に比べ、37.4％と比較的安定を維持していた。同期間

中のLTV比率が80％超の貸付金の割合は、２％を下回っていた。

リテール・クライアントおよびプライベート・バンキング・クライアントにおいて、有担保貸付金とは

借り手が担保として資産を差し入れていて、当グループが借り手の債務不履行によりその担保の所有権を

得るものである。リテール・クライアントに対する担保水準は、2014年に比べ、安定していた。

顧客および銀行に対する貸付金（損益を通じた公正価値評価区分で保有される貸付金を含む）につい

て、次のページの表で当グループが保有する担保の公正価値を示している。これは適切な場合には208

ページ（訳注：原文のページ番号である。）で説明されているリスク軽減方針に従った調整および超過担

保の影響について調整されている。

担保 残高
1

うち うち

合計

延滞して

いるが個

別に減損

していな

い貸付金

個別減損

貸付金 合計

延滞して

いるが個

別に減損

していな

い貸付金

個別減損

貸付金

百万米ドル 百万米ドル

2015年12月31日現在

コーポレート・アンド・

インスティテューショ

ナル・クライアント
2

63,509 57 1,547 207,376 2,278 10,428
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コマーシャル・クライア

ント
5,331 191 298 11,219 337 1,246

プライベート・バンキン

グ・クライアント
10,561 52 322 15,070 52 325

リテール・クライアント 73,442 1,563 258 95,165 2,402 831

合計 152,843 1,863 2,425 328,830 5,069 12,830

2014年12月31日現在

コーポレート・アンド・

インスティテューショ

ナル・クライアント
2

64,343 228 809
3 245,800 1,847 6,094

コマーシャル・クライア

ント
6,034 265

3 253 14,690 454 1,068

プライベート・バンキン

グ・クライアント
12,905 220 40 18,058 140 91

リテール・クライアント 74,994
3 2,053 360 98,249 2,928 846

合計 158,276 2,766 1,462 376,797 5,369 8,099

1 損益を通じた公正価値評価区分で保有される貸付金を含む

2 銀行に対する貸付金を含む

3 残高は修正再表示されている

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

ト

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

ト・エクスポージャーに対して保有する担保は、69十億米ドル（2014年：70十億米ドル）であった。

当グループの引受基準は、資産に係る特定の費用を負荷することを奨励しており、当グループは、常に

高品質かつ投資適格な担保を求めている。保有担保の30％は、物的資産より構成されているか、または不

動産に基づくものとなっている。残りの保有担保は、大部分が現金および投資有価証券である。

無形資産担保（保証および信用状等）もまた、コーポレート・エクスポージャーに対して保有されてい

るが、回収という観点から見た場合、この種の担保の財務的影響はあまり重要ではない。ただし、この種

の担保は債務不履行の可能性およびその他の信用関連要因を決定する際に考慮される。

長期貸付金および投資適格でない貸付金に対する担保は、59％（2014年：55％）と引き続き高い。担保

はまた、未実行のコミットメントおよび貿易関連商品を含む、オフ・バランスシート・エクスポージャー

に対しても保有されている。

担保のうち高格付の有価証券の割合は31％で、2014年12月の24％から増加した。これは、より高水準の

リバース・レポ取引によるものである。

下表は、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・ク

ライアントに関する貸付金エクスポージャーに対して保有する担保種類の分析を示したものである。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル
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不動産 17,043 16,438

工場、機械およびその他の在庫 3,822 5,498

現金 11,060 12,594

リバース・レポおよび有価証券 28,973 25,641

　AAA 4 4

　AA-からAA+ 21,679 17,188

　BBB-からBBB+ 3,240 3,062

　BBB-未満 1,150 997

　未格付け 2,900 4,390

コモディティ 923 2,426

船舶および航空機 7,019 7,780

担保価値合計 68,840 70,377

リテール・クライアントおよびプライベート・バンキング・クライアント

リテール・クライアントおよびプライベート・バンキング・クライアントにおいて、ポートフォリオの

82％は全額担保が付されている。平均LTVは、住宅ローン勘定の50％未満である。リテール・クライアン

トおよびプライベート・バンキング・クライアント・セグメントにおける無担保ポートフォリオは15％

で、2014年の19％から減少している。

個人向け住宅ローンについては、担保として保有している不動産の価値が、住宅ローン金額を大幅に超

過している。LTV比率は、抵当権が付されている当該不動産の現在の公正価値に対する現在の住宅ローン

残高の比率を測定している。

当グループの住宅ローン・ポートフォリオのLTV比率全般は、50％を下回っており、2014年末から概ね

変動していない。当グループの主要な住宅ローン市場である香港、韓国および台湾においては、平均LTV

は50％を下回っている。2014年12月と比較して、LTVが100％を超えるポートフォリオは、主にMENAP内の

地域によるものであり、主に、アラブ首長国連邦の既存ポートフォリオ（2009年以前）によるものであ

る。

下表は、個人に対する貸付金を、商品別に全額担保、一部担保および無担保に分けて分析したものであ

る。

2015年
１ 2014年

全額担保 一部担保 無担保 合計
２ 全額担保 一部担保 無担保 合計

1

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

個人に対する貸付金

　住宅ローン 72,674 1,014 － 73,688 73,907 － － 73,907

　CCPL 386 632 16,534 17,552 4 － 20,485 20,489

　自動車 792 － 4 796 1,016 － － 1,016

担保付資金運用商品 13,689 383 14 14,086 15,255 － － 15,255

その他 2,585 1,208 320 4,113 2,783 1,494 1,363 5,640
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90,126 3,237 16,872 110,235 92,965 1,494 21,848 116,307

貸付金総額に占める割合 82% 3% 15% 80% 1% 19%

1 2015年において、全額担保、一部担保および無担保商品の振分けを改善した。2014年の残高は修正再表示されてい

ない。

2 個別減損引当金控除後の金額である。

地域別の住宅ローン融資比率

下表は、リテール・クライアントおよびプライベート・バンキング・クライアントの住宅ローン・ポー

トフォリオのLTV比率を地域別に分析したものである。

2015年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

50％未満 62.9 47.2 68.8 32.5 23.7 34.3 － 38.5 51.4

50％から59％ 15.1 20.8 13.5 18.4 18.0 13.9 － 38.5 17.4

60％から69％ 10.8 28.0 12.1 19.5 22.2 19.2 － 18.3 16.7

70％から79％ 6.9 2.8 4.6 18.9 17.9 21.1 － 4.3 9.1

80％から89％ 3.7 0.7 0.5 9.9 9.7 8.2 － － 4.5

90％から99％ 0.6 0.3 0.1 0.6 3.5 2.1 － 0.5 0.6

100％以上 － 0.2 0.3 0.2 5.0 1.1 － － 0.3

平均ポートフォ

リオLTV
44.1 49.2 38.6 57.2 64.0 58.3 － 44.4 48.9

個人に対する貸

付金―住宅

ローン（百万

米ドル）

35,869 13,397 2,345 18,519 1,878 367 － 1,313 73,688

2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

50％未満 65.6 46.3 68.6 32.7 28.9 32.1 － 33.1 52.0

50％から59％ 12.3 22.0 13.0 21.0 18.7 13.5 － 40.3 17.0

60％から69％ 10.5 24.5 11.3 20.1 19.8 21.7 － 23.2 16.2

70％から79％ 7.1 4.7 5.6 17.7 17.7 23.3 － 3.4 9.5

80％から89％ 4.1 1.5 1.2 7.3 7.2 8.9 － － 4.4

90％から99％ 0.4 0.6 0.1 1.0 3.6 0.2 － － 0.6

100％以上 － 0.4 0.2 0.2 4.1 0.3 － － 0.3

平均ポートフォ

リオLTV
44.0 50.0 38.7 56.4 61.4 58.2 － 51.5 49.3
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個人に対する貸

付金―住宅

ローン（百万

米ドル）

34,381 12,918 2,366 20,724 1,853 345 － 1,320 73,907

所有されている、または要求される担保およびその他の信用補完

当グループは、担保の所有またはその他の信用補完（例えば、保証）を要求することによって資産を取

得している。差し押さえられた不動産は、秩序立った方法で売却される。収入が貸付金残高を超過する場

合、その超過分は借り手に返還される。取得した特定の持分証券は、投資目的で当グループによって保有

される可能性があり、売却可能として分類され、関連貸付金は償却される。

2015年12月31日現在、当グループが取得および保有している担保の帳簿価額は、45百万米ドル（2014

年：44百万米ドル）である。銀行が担保として保有している要求払預金により、現金は22.5百万米ドル増

加した。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

有形固定資産 11.0 20.1

株式 2.6 18.1

保証 3.6 2.3

現金 26.1 3.6

その他 2.0 ―

合計 45.3 44.1

その他の信用リスク軽減

その他の形態の信用リスク軽減については、下記に説明されている。

証券化

当グループは、証券化を通じて、額面金額76百万米ドル（2014年：31百万米ドル）の顧客のローン資産

の元本および利息の回収に対する権利を第三者に譲渡している。当グループは、証券化によって生じる43

百万米ドル（2014年：29百万米ドル）の収入および関連負債に加えて、これらの資産を引き続き認識す

る。当グループは、上述の顧客の貸付金資産を処分制約のある資産とみなしている。処分制約のある資産

の詳細については、193ページ（訳注：原文のページ番号である。）に記載されている。

クレジット・デフォルト・スワップ

当グループはポートフォリオ管理目的で、想定元本23十億米ドル（2014年：22.3十億米ドル）の貸付金

資産を参照するクレジット・デフォルト・スワップを締結している。これらのクレジット・デフォルト・

スワップは、国際会計基準（以下、「IAS」という。）第39号に示されている会計上の要件を満たしてい

るため、保証として会計処理される。当グループは、クレジット・デフォルト・スワップで参照した原資

産を引き続き保有し、継続的にこれらの資産に関連する信用リスクおよび為替リスクにさらされる。
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デリバティブ金融商品

当グループは、マスター・ネッティング契約を締結している。マスター・ネッティング契約は、債務不

履行時に、該当するデリバティブ取引の正および負の時価評価価額の合計をネッティングすることによっ

て、契約相手が負う、または契約相手に対して負う金額が単一金額になる契約である。マスター・ネッ

ティング契約に基づくエクスポージャー金額は、38,934百万米ドル（2014年：43,735百万米ドル）であ

る。

さらに当グループは、担保がエクスポージャーに対して必要または望ましい軽減手法であるとみなされ

る場合に契約相手とクレジット・サポート・アネックス（以下、「CSA」という。）を締結している。現

金担保には、無担保値洗いエクスポージャー合計が、CSAで指定された基準金額および最低譲渡金額を超

過する場合に、変動証拠金プロセスに基づいて契約相手から支払われる現金担保が含まれている。特定の

契約相手に対して、CSAは相互的であり、ポジションの全体的な値洗い金額が契約相手に有利な状況に

あって合意した基準値を超える場合、当グループに担保の提供を要求する。当グループは、CSAに基づい

て4,194百万米ドル（2014年：3,484百万米ドル）を保有している。

オフ・バランスシート・エクスポージャー

信用状および保証等の特定の種類のエクスポージャーに関して、債務不履行が起こった場合に原資産に

係る法的権限を有する信用状の場合同様、内部信用リスク評価に応じて、当グループは、現金等で担保を

取得する。

信用の質の分析

顧客セグメント別のローン・ポートフォリオ全体の内訳は、正常債権と不良債権に区別して、172ペー

ジ（訳注：原文のページ番号である。）に示されている。

正常債権においては以下のような分析がなされている。

・CG別。CGは、207ページから209ページ（訳注：原文のパージ番号である。）に説明されているとお

り、信用の質の評価およびリスクのモニタリングにおいて中心的な役割を果たしている。

・延滞しているが減損していない貸付金。契約上の支払い期日までに元本または利息の支払いが行われ

なかった場合、貸付金は延滞とみなされる。

・減損引当金が計上されている貸付金。これらは、180日超にわたって修正後の契約条件を遵守してい

て、元本の損失が見込まれない猶予貸付金を表す。

不良債権は、個別減損引当金控除後で、延滞しているが減損していない貸付金と減損貸付金の分析を示

している。地域別の信用の質の分析については、関連する減損費用および引当金と共に175ページおよび

176ページ（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。

信用格付の移動
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延滞も減損もしていない正常債権は、顧客に対する貸付金の96％を構成しており、これは過年度（2014

年：97％）から一貫している。信用の質全般もまた、安定しており、法人貸付金ポートフォリオの平均CG

は8Bのままであり、2013年以降、変化していない。

すべての貸付金にCGが割り当てられており、借り手の状況または行動の変化により、定期的に見直さ

れ、修正される。CG1から12までは正常先または正常債権に割り当てられ、CG13および14は不良債権また

は債務不履行となった顧客に割り当てられる。当グループの信用格付に対するアプローチの詳細について

は、207ページ（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。

CGの移動の傾向もまた、ほとんどの国で安定しているが、インドおよびコモディティにおいては、経済

成長の鈍化に関連して、幾分、悪化がみられる。2015年におけるCG12残高の減少は、主に、相互に関連す

るエクスポージャーグループの格下げがあったことによる。これを除けば、すべての顧客セグメントのCG

構成は、前年から一貫している。銀行に対する貸付金に関しては、信用の質の構成もまた、過年度から一

貫しており、当期における増加の大部分は、CG1から5におけるものである。

リテール・クライアントの信用の質の構成は、昨年中は安定していた。2015年のプライベート・バンキ

ングCG12における残高の増加は、関連グループへのエクスポージャーの信用格付の移動によるものであ

る。

「延滞しているが減損していない」正常債権は、すべての区分を通じて減少が見られたため、2014年よ

りも0.6十億米ドル減少している。延滞残高は、大部分が「30日までの延滞」区分において生じている。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

ト・セグメントにおいては、すべての延滞区分にわたって、延滞金額の約60％が、2016年１月31日まで

に正常化された。「61日から90日までの延滞」区分における、コーポレート・アンド・インスティ

テューショナル・クライアントのエクスポージャーで延滞しているが減損していない428百万米ドルのう

ち、40％超が2016年１月末までに返済された。

不良債権

不良債権（以下、「NPL」という。）（個別減損引当金控除後）は、2.4十億米ドル増加している。この

増加は主に、コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント・セグメントにおけるも

ので、会計上はヨーロッパで計上されている清算ポートフォリオ内の相互に関連するエクスポージャーグ

ループで生じている。クライアント・セグメント別および地域別のNPL総額および純額の詳細および更な

る分析については、177ページおよび178ページ（訳注：原文のページ番号である。）に示されている。

NPLは、延滞期間が90日超の貸付金、またはそれ以外の場合は個別に減損している貸付金である。これ

には、延滞期間が90日間以上の貸付条件が緩和された貸付金で、条件緩和以降、180日超の利息または元

本の支払いにおいて債務不履行が発生しておらず、元本の損失が予想されないものが除外されている。こ

れらの貸付金は、貨幣の時間的価値を反映して引当金が計上される可能性があり、その場合、猶予貸付金

の一部として報告される。条件緩和および猶予貸付金に関する定義および方針は、210ページ（訳注：原

文のページ番号である。）に説明されている。

貸付金の減損
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2015年の当グループの貸付金の減損およびその他の信用リスク引当金は、2014年に比べ、2.8十億米ド

ルまたは132％増加して、５十億米ドルである。これは顧客に対する貸付金の平均の178ベーシス・ポイン

ト（以下、「bps」という。）を表している。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

トにおいては、NPLに関する貸借対照表のIIP合計は、2014年12月31日現在に比べ、3.1十億米ドルまたは

112％増加している。これは、清算ポートフォリオのエクスポージャーを管理するための決定に関連して

第４四半期に計上された968百万米ドルの費用に加えて、コモディティおよびインドにおける継続的なプ

レッシャーを反映している。コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびに

コマーシャル・クライアントに関する貸付金の減損は、顧客に対する貸付金の平均の253bpsを表してい

る。

リテール・クライアントにおいては、IIP合計額が2014年に比べて121百万米ドル減少している。韓国に

おける個人負債減免制度規制に関連した損失による減損は、タイおよびマレーシアにおける改善と同様に

減少している。ポートフォリオ減損引当金は、主に外国為替換算により僅かに減少した。当グループは、

リスク管理に対する当グループのアプローチにおいて、統制のとれたアプローチを維持しており、口座の

延滞を最小限に抑えるために積極的に回収に向けて努力している。

その他の減損（のれんの減損を除く）は、ヨーロッパにおける負債証券の減損の減少およびアジアにお

ける関連投資を反映して36百万米ドル減少し367百万米ドルとなっている。

ポートフォリオ減損引当金

PIPは、まだ特定されていないが、実績を通じてどのローン・ポートフォリオにも内在することが知ら

れている損失リスクをカバーするために保有される。PIP残高は、2014年から６％減少している。コーポ

レート・アンド・インスティテューショナル・クライアント・セグメントにおける102百万米ドルの減少

は、正常債権の信用の質の改善とエクスポージャーの減少によるものである。この減少は、コーポレー

ト・クライアント・セグメントに関するPIP残高の73百万米ドルの増加によって一部相殺されている。こ

れは、当グループが拠点とするいくつかの市場における信用環境の悪化に対する市場の調整によるもので

ある。

PIPの決定要因となる方針および根拠に関する詳細については、209ページおよび210ページ（訳注：原

文のページ番号である。）のリスク管理アプローチの貸付金の減損セクションに示されている。

カバー比率

カバー比率は、NPL総額に対する減損引当金総額の割合を測定するためのものであり、減損の傾向を検

討するにあたって一般的に用いられる測定基準である。この測定基準は、NPLの構成における変化を考慮

しておらず、その他の信用リスク情報（担保によるカバーの水準を含む）と共に使用しなければならな

い。

リテール・クライアントに対する担保考慮前のカバー比率は、80％（2014年：91％）に減少した。コー

ポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントに対する担保考慮前のカバー比率は、2014

年の46％に比べて51％に増加した。コマーシャル・クライアント・セグメントの担保考慮前のカバー比率

もまた、2014年の51％から68％に増加した。プライベート・バンキング・クライアント・セグメントは、

保有担保の価値を考慮し、全額カバーされたままである。
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IIPによってカバーされていないNPLの残高は、保有担保調整後の価値および当グループが見積もる正味

の回収努力ならびに回収戦略の成果を表す。コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライ

アントに対する担保考慮後のカバー比率（ただし、PIPを除く。）は、64％（2014年：55％）で、コマー

シャル・クライアントに関しては、83％（2014年：71％）である。

167ページ（訳注：原文のページ番号である。）で強調されているとおり、担保は、すべての顧客セグ

メントにある程度のリスク軽減を提供するものであり、信用の質および減損引当金考慮後のカバー比率の

評価を補完する。詳細については、177ページ（訳注：原文のページ番号である。）に示されている。
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顧客セグメント別の信用の質

2015年

顧客に対する貸付金

銀行に対す

る貸付金

コーポレー

ト・アン

ド・インス

ティテュー

ショナル・

クライアン

ト

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

正常債権

延滞も減損もしていない貸付金

-格付け１－５ 60,197 64,230 451 2,653 65,223 132,557

-格付け６－８ 4,856 50,078 4,231 11,770 14,944 81,023

-格付け９－11 1,327 18,257 5,663 151 11,610 35,681

-格付け12 44 779 39 122 492 1,432

66,424 133,344 10,384 14,696 92,269 250,693

このうち、条件緩和貸付金 1 950 － － 152 1,102

延滞しているが減損していない貸付金

-30日以内の延滞 177 1,435 255 52 1,701 3,443

-31日から60日の延滞 2 110 39 － 335 484

-61日から90日の延滞 126 428 30 － 152 610

305 1,973 324 52 2,188 4,537

このうち、条件緩和貸付金 － 197 1 － 42 240

減損猶予貸付金（引当金控除後） － － － － 240 240

正常債権合計 66,729 135,317 10,708 14,748 94,697 255,470

不良債権

延滞しているが減損していない貸付金

-91日から120日の延滞 － － 9 － 149 158

-121日から150日の延滞 － － 4 － 65 69

－ － 13 － 214 227

個別減損貸付金（引当金控除後） 41 5,289 498 322 254 6,363

このうち、猶予貸付金 1 3,023 56 － 214 3,293

不良債権合計（個別減損控除後） 41 5,289 511 322 468 6,590

貸付金合計 66,770 140,606 11,219 15,070 95,165 262,060
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ポートフォリオ減損引当金 (1) (227) (112) (2) (316) (657)

貸付金合計（純額） 66,769 140,379 11,107 15,068 94,849 261,403
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下表は、上記の表に含まれている貸付金のうち、損益を通じた公正価値評価区分で保有される貸付金を

示したものである。

2015年

顧客に対する貸付金

銀行に対す

る貸付金

コーポレー

ト・アンド・

インスティ

テューショナ

ル・クライア

ント

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・ク

ライアント 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

延滞も減損もしていない貸付金

-格付け１－５ 2,134 1,796 － － － 1,796

-格付け６－８ 141 891 － － － 891

-格付け９－11 － 1,128 － － － 1,128

-格付け12 － － － － － －

2,275 3,815 － － － 3,815

延滞しているが減損していない貸付金

-30日以内の延滞 － － － － － －

-31日から60日の延滞 － － － － － －

-61日から90日の延滞 － 98 － － － 98

－ 98 － － － 98

個別減損貸付金 － 134 － － － 134
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2014年

顧客に対する貸付金

銀行に対す

る貸付金

コーポレー

ト・アン

ド・インス

ティテュー

ショナル・

クライアン

ト

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

正常債権

延滞も減損もしていない貸付金

-格付け１－５ 79,001 65,551 775 3,115 65,467 134,908

-格付け６－８ 6,456 61,863 5,413 14,648 14,472 96,396

-格付け９－11 1,871 20,879 7,377 120 14,050 42,426

-格付け12 28 4,545 126 3 944 5,618

87,356 152,838 13,691 17,886 94,933 279,348

このうち、条件緩和貸付金 － 4,277 17 － 262 4,556

延滞しているが減損していない貸付金

-30日以内の延滞 40 1,467 344 139 2,187 4,137

-31日から60日の延滞 － 183 60 1 400 644

-61日から90日の延滞 3 154 23 － 179 356

43 1,804 427 140 2,766 5,137

このうち、条件緩和貸付金 － 106 10 － 61 177

減損猶予貸付金（引当金控除後） － 479 － － 153 632

正常債権合計 87,399 155,121 14,118 18,026 97,852 285,117

不良債権

延滞しているが減損していない貸付金

-91日から120日の延滞 － － 2 － 96 98

-121日から150日の延滞 － － 25 － 66 91

－ － 27 － 162 189

個別減損貸付金（引当金控除後） 103 3,177 545 32 235 3,989

このうち、猶予貸付金 － 1,072 48 － 225 1,345

不良債権合計（個別減損控除後） 103 3,177 572 32 397 4,178

貸付金合計 87,502 158,298 14,690 18,058 98,249 289,295
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ポートフォリオ減損引当金 (2) (328) (39) (2) (327) (696)

貸付金合計（純額） 87,500 157,970 14,651 18,056 97,922 288,599
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下表は、上記の表に含まれている貸付金のうち、損益を通じた公正価値評価区分で保有される貸付金を

示したものである。

2014年

顧客に対する貸付金

銀行に対す

る貸付金

コーポレー

ト・アン

ド・インス

ティテュー

ショナル・

クライアン

ト

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキン

グ・クライア

ント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

延滞も減損もしていない貸付金

-格付け１－５ 3,293 1,651 － － － 1,651

-格付け６－８ 317 1,415 － － － 1,415

-格付け９－11 － 320 － － － 320

-格付け12 － 100 － － － 100

3,610 3,486 － － － 3,486

延滞しているが減損していない貸付金

-30日以内の延滞 － － － － － －

-31日から60日の延滞 － － － － － －

-61日から90日の延滞 － － － － － －

－ － － － － －

個別減損貸付金 － 418 － － － 418

条件緩和および猶予貸付金

下表は、条件緩和および猶予貸付金の分析を地域別に示したものである。

2015年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

その他の条件緩和貸

付金
219 79 11 337 426 153 － 118 1,343

猶予の対象となる貸

付金
218 117 58 304 196 115 － 2,526 3,534

条件緩和および猶予

貸付金合計
437 196 69 641 622 268 － 2,644 4,877
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2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

その他の条件緩和貸

付金
321 85 18 579 258 42 － 3,430 4,733

猶予の対象となる貸

付金
212 114 75 417 550 75 － 534 1,977

条件緩和および猶予

貸付金合計
533 199 93 996 808 117 － 3,964 6,710

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

372/616



産業別の信用の質

2015年

減損の変動

延滞も個別

に減損もし

ていない

延滞して

いるが個

別に減損

していな

い

個別に減損

している

個別減損

引当金 合計

2015年１

月１日現

在計上し

ている個

別減損引

当金

減損費用/

（戻入

れ）

純額

償却額/そ

の他の変

動

2015年12

月31日現

在計上し

ている個

別減損引

当金

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

産業

エネルギー 16,750 264 3,917 (1,250) 19,681 141 1,276 (167) 1,250

製造 19,991 452 1,009 (563) 20,889 306 361 (104) 563

ファイナンス、保険およ

び

ノンバンク

31,100 57 724 (423) 31,458 334 115 (26) 423

運輸、通信および電力 15,808 328 862 (519) 16,479 266 291 (38) 519

食品および日用品 11,036 277 688 (373) 11,628 336 302 (265) 373

商業不動産 12,868 120 60 (20) 13,028 16 8 (4) 20

鉱業および採石 7,777 184 1,878 (1,284) 8,555 572 790 (78) 1,284

耐久消費財 10,473 146 666 (426) 10,859 275 202 (51) 426

建設 4,709 68 857 (332) 5,302 99 296 (63) 332

貿易会社および販売 1,918 304 526 (319) 2,429 296 206 (183) 319

政府 6,212 － － － 6,212 － － － －

その他 5,086 110 283 (174) 5,305 118 125 (69) 174

リテール商品

住宅ローン 72,173 1,367 272 (124) 73,688 131 20 (27) 124

CCPLおよびその他無担保

貸付
16,347 906 494 (195) 17,552 289 608 (702) 195

自動車 741 53 2 － 796 － － － －

担保付資産運用商品 13,747 31 312 (4) 14,086 － 96 (92) 4

その他 3,957 97 76 (17) 4,113 97 34 (114) 17

顧客に対する貸付金 250,693 4,764 12,626 (6,023) 262,060

個別減損引当金 3,276 4,730 (1,983) 6,023

ポートフォリオ減損引当

金
(657) 696 (3) (36) 657

合計 261,403 3,972 4,727 (2,019) 6,680

銀行に対する貸付金 66,424 305 204 (163) 66,770 － － － －

個別減損引当金 99 90 (26) 163
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ポートフォリオ減損引当

金
(1) 2 (1) － 1

合計 66,769 101 89 (26) 164
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2014年

減損の変動

延滞も個別

に減損もし

ていない

延滞して

いるが個

別に減損

していな

い

個別に減損

している

個別減損引

当金 合計

2014年１

月１日現

在計上し

ている個

別減損引

当金

減損費用/

（戻入

れ）

純額

償却額/そ

の他の変動

2014年12

月31日現

在計上し

ている個

別減損引

当金

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

産業

エネルギー 26,568 293 503 (141) 27,223 109 43 (11) 141

製造 25,609 360 1,140 (306) 26,803 217 243 (154) 306

ファイナンス、保険およ

び

ノンバンク

24,708 27 985 (334) 25,386 474 11 (151) 334

運輸、通信および電力 18,020 277 574 (266) 18,605 333 77 (144) 266

食品および日用品 13,860 263 545 (336) 14,332 247 124 (35) 336

商業不動産 15,989 36 55 (16) 16,064 39 1 (24) 16

鉱業および採石 11,795 201 1,388 (572) 12,812 139 460 (27) 572

耐久消費財 11,841 123 487 (275) 12,176 266 45 (36) 275

建設 5,769 270 509 (99) 6,449 76 35 (12) 99

貿易会社および販売 4,055 54 477 (296) 4,290 265 43 (12) 296

政府 2,749 － － － 2,749 － － － －

その他 5,566 354 297 (118) 6,099 84 64 (30) 118

リテール商品

住宅ローン 72,131 1,610 297 (131) 73,907 123 42 (34) 131

CCPLおよびその他無担保

貸付
19,181 1,106 491 (289) 20,489 273 869 (853) 289

自動車 935 80 1 － 1,016 1 (4) 3 －

担保付資産運用商品 15,166 81 8 － 15,255 － － － －

その他 5,406 191 140 (97) 5,640 103 39 (45) 97

顧客に対する貸付金 279,348 5,326 7,897 (3,276) 289,295

個別減損引当金 2,749 2,092 (1,565) 3,276

ポートフォリオ減損引当

金
(696) 696 38 (38) 696

合計 288,599 3,445 2,130 (1,603) 3,972

銀行に対する貸付金 87,356 43 202 (99) 87,502 － － － －

個別減損引当金 100 4 (5) 99
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ポートフォリオ減損引当

金
(2) 2 － － 2

合計 87,500 102 4 (5) 101
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地域別の信用の質

下表は、顧客および銀行に対する貸付金の分析を示したもので、延滞も減損もしていない貸付金、延滞

しているが減損していない貸付金、減損貸付金、減損引当金および減損費用（純額）を地域別に表示して

いる。この表は、与信責任のある国別ではなく、会計上の計上場所に基づいて表示されている。

顧客に対する貸付金

2015年

貸借対照表
1 損益計算書

延滞も個別

に減損もし

ていない

貸付金

延滞してい

るが個別に

減損してい

ない貸付金

個別減損

貸付金

個別減損

引当金

ポート

フォリオ

減損引当

金 合計

個別減損

引当金

（純額）

ポート

フォリオ

減損引当

金/

(戻入れ)

貸付金の

減損費用

（純額）
2

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

大中華圏 75,213 469 1,000 (433) (169) 76,080 585 74 659

北東アジア 28,174 443 380 (288) (69) 28,640 236 (1) 235

南アジア 12,074 584 1,589 (1,032) (50) 13,165 719 (4) 715

ASEAN 63,194 1,267 1,869 (749) (158) 65,423 772 (26) 746

MENAP 14,543 577 2,047 (1,333) (56) 15,778 505 (22) 483

アフリカ 5,798 637 635 (308) (43) 6,719 243 3 246

南北アメリカ 10,335 29 63 (50) (8) 10,369 49 － 49

ヨーロッパ 41,362 758 5,043 (1,830) (104) 45,229 1,621 (27) 1,594

250,693 4,764 12,626 (6,023) (657) 261,403 4,730 (3) 4,727

2014年

貸借対照表
1 損益計算書

延滞も個別

に減損もし

ていない

貸付金

延滞してい

るが個別に

減損してい

ない貸付金

個別減損

貸付金

個別減損

引当金

ポート

フォリオ

減損引当

金 合計

個別減損

引当金

（純額）

ポート

フォリオ

減損引当

金/

(戻入れ)

貸付金の

減損費用

（純額）
2

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

大中華圏 86,315 754 847 (366) (98) 87,452 496 (25) 471

北東アジア 28,989 562 428 (288) (75) 29,616 423 (34) 389

南アジア 13,129 754 1,135 (450) (56) 14,512 149 5 154

ASEAN 74,059 1,859 1,137 (450) (201) 76,404 477 54 531

MENAP 16,683 544 2,204 (1,046) (78) 18,307 96 (7) 89

アフリカ 7,785 260 478 (115) (47) 8,361 74 (15) 59

南北アメリカ 10,924 3 37 － (9) 10,955 (2) 3 1
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ヨーロッパ 41,464 590 1,631 (561) (132) 42,992 379 57 436

279,348 5,326 7,897 (3,276) (696) 288,599 2,092 38 2,130

1 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。

2 貸付金および受取債権に分類されている負債証券に関連した減損費用を除く（261ページ（訳注：原文のページ番

号である。）の注記10を参照のこと）。
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銀行に対する貸付金

2015年

貸借対照表
1 損益計算書

延滞も個別

に減損もし

ていない

貸付金

延滞してい

るが個別に

減損してい

ない貸付金

個別減損

貸付金

個別減損

引当金

ポート

フォリオ

減損

引当金 合計

個別減損

引当金

（純額）

ポート

フォリオ

減損

引当金/

(戻入れ)

貸付金の

減損費用

（純額）

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

大中華圏 21,375 1 － － － 21,376 － － －

北東アジア 4,596 － － － － 4,596 － － －

南アジア 512 3 － － － 515 － － －

ASEAN 7,760 18 160 (160) (1) 7,777 82 (1) 81

MENAP 2,265 1 － － － 2,266 － － －

アフリカ 859 97 1 － － 957 － － －

南北アメリカ 10,528 4 － － － 10,532 － － －

ヨーロッパ 18,529 181 43 (3) － 18,750 8 － 8

66,424 305 204 (163) (1) 66,769 90 (1) 89

2014年

貸借対照表
1 損益計算書

延滞も個別

に減損もし

ていない

貸付金

延滞してい

るが個別に

減損してい

ない貸付金

個別減損

貸付金

個別減損

引当金

ポート

フォリオ

減損

引当金 合計

個別減損

引当金

（純額）

ポートフォ

リオ減損

引当金/

(戻入れ)

貸付金の

減損費用

（純額）

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

大中華圏 28,757 1 － － － 28,758 3 － 3

北東アジア 5,997 － － － － 5,997 － － －

南アジア 485 3 － － － 488 － － －

ASEAN 12,297 5 165 (78) (1) 12,388 － － －

MENAP 1,604 － － － (1) 1,603 － － －

アフリカ 930 10 － － － 940 － － －

南北アメリカ 12,641 20 － － － 12,661 － － －

ヨーロッパ 24,645 4 37 (21) － 24,665 1 － 1

87,356 43 202 (99) (2) 87,500 4 － 4

1 顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて表示される。
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問題となっている信用の管理および引当金

　顧客セグメント別の不良債権

下表は、すべてのセグメントについて、顧客および銀行に対するNPL総額の変動を計上されている引当

金および各カバー比率と共に示したものである。

2015年

コーポレー

ト・アン

ド・インス

ティテュー

ショナル・

クライアン

ト

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万米ドル

１月１日現在不良債権総額 5,510 1,095 90 797 7,492

為替換算差額 (244) (48) (2) (55) (349)

当事業年度中に不良債権として分類され

たもの
6,128 601 394 561 7,684

過去に償却された貸付金の回収 － － － 5 5

増加 6,128 601 394 566 7,689

売却目的保有資産に振り替えられたもの － － － － －

当事業年度中に正常債権に振り替えられ

たもの
(32) (7) (6) (59) (104)

正味返済額 (456) (131) － (144) (731)

償却額 (477) (228) (93) (305) (1,103)

貸付金の処分 (1) (23) (58) (53) (135)

減少 (966) (389) (157) (561) (2,073)

12月31日現在不良債権総額 10,428 1,259 325 747 12,759

個別減損引当金
1 (5,098) (748) (3) (279) (6,128)

不良債権純額 5,330 511 322 468 6,631

ポートフォリオ減損引当金 (228) (112) (2) (316) (658)

合計 5,102 399 320 152 5,973

カバー比率 51% 68% 2% 80% 53%

担保（百万米ドル） 1,547 298 322 258 2,425

カバー比率（担保考慮後、PIPを除く） 64% 83% 100% 72% 67%
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上記のうち、清算ポートフォリオに含まれ

るもの

12月31日現在、不良債権総額 7,210 － 302 － 7,512

個別減損引当金 (3,544) － － － (3,544)

不良債権純額 3,666 － 302 － 3,968

ポートフォリオ減損引当金 － － － － －

合計 3,666 － 302 － 3,968

カバー比率 49% － － － 47%

担保（百万米ドル） 992 － 302 － 1,294

カバー比率（担保考慮後、PIPを除く） 63% － 100% － 64%

1 個別の減損引当金総額との差額は、180日間にわたって返済が滞っていないため不良債権に含まれていない正常猶

予貸付金に対する引当金を反映している。

2014年

コーポレー

ト・アン

ド・インス

ティテュー

ショナル・

クライアン

ト

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万米ドル

１月１日現在不良債権総額 4,541 959 94 885 6,479

為替換算差額 (73) (35) (9) (33) (150)

当事業年度中に不良債権として分類され

たもの
1,981 469 28 606 3,084

過去に償却された貸付金の回収 32 － － 2 34

増加 2,013 469 28 608 3,118

売却目的保有資産に振り替えられたもの (6) (2) － (15) (23)

当事業年度中に正常債権に振り替えられ

たもの
(232) (30) (17) (142) (421)

正味返済額 (230) (155) － (124) (509)

償却額 (369) (53) － (349) (771)

貸付金の処分 (134) (58) (6) (33) (231)

減少 (971) (298) (23) (663) (1,955)

12月31日現在不良債権総額 5,510 1,095 90 797 7,492

個別減損引当金
1 (2,230) (523) (58) (400) (3,211)

不良債権純額 3,280 572 32 397 4,281

ポートフォリオ減損引当金 (330) (39) (2) (327) (698)

合計 2,950 533 30 70 3,583
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カバー比率 46% 51% 67% 91% 52%

担保（百万米ドル） 809 253 40 360 1,462

カバー比率（担保考慮後、PIPを除く） 55% 71% nm
2 95% 62%

1 個別の減損引当金総額との差額は、180日間にわたって返済が滞っていないため不良債権に含まれていない正常猶

予貸付金に対する引当金を反映している。

2 重要ではない。

地域別の不良債権

NPL総額は、2014年以降、5,267百万米ドルまたは70％増加している。これらの増加は、主に、会計上は

ヨーロッパにおいて計上された、清算ポートフォリオの一部となっている大規模エクスポージャーから生

じたものであるる。下表は、地域別の銀行および顧客に対するNPL合計を示したものである。

2015年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

貸付金

不良債権総額
1 872 412 1,613 1,994 2,077 642 63 5,086 12,759

個別減損引当金
2 (394) (288) (1,032) (890) (1,333) (308) (50) (1,833) (6,128)

不良債権（個別減損

引当金控除後）
478 124 581 1,104 744 334 13 3,253 6,631

ポートフォリオ減損

引当金
(169) (69) (50) (159) (56) (43) (8) (104) (658)

不良債権純額 309 55 531 945 688 291 5 3,149 5,973

カバー比率 65% 87% 67% 53% 67% 55% 92% 38% 53%

2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

貸付金

不良債権総額
1 668 448 1,159 1,396 1,643 478 37 1,663 7,492

個別減損引当金
2 (321) (288) (450) (519) (936) (115) － (582) (3,211)

不良債権（個別減損

引当金控除後）
347 160 709 877 707 363 37 1,081 4,281

ポートフォリオ減損

引当金
(98) (75) (56) (202) (79) (47) (9) (132) (698)
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不良債権純額 249 85 653 675 628 316 28 949 3,583

カバー比率 63% 81% 44% 52% 62% 34% 24% 43% 52%

1 リスク・プロファイル・セクションにおける開示は、顧客の所在地ではなく、貸付金が計上された場所に基づいて

表示される。

2 個別減損引当金総額との差額は、180日間にわたって返済が滞っていないため不良債権に含まれていない条件緩和

貸付金に対する引当金を反映している。
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個別およびポートフォリオ減損引当金

減損金額を決定する際には、その資産の当初の実効金利で割り引かれた見積将来キャッシュ・フローの

現在価値が使用される。条件緩和貸付金の場合には、処分戦略の効果および時期が将来キャッシュ・フ

ローの見積りに含められる。

IIPの変動は以下に説明されている。PIP費用は、主にコーポレート・アンド・インスティテューショナ

ル・クライアントに関連して42百万米ドル減少した。

2015年 2014年  

個別減損

引当金

ポートフォリ

オ減損

引当金 合計

個別減損

引当金

ポートフォ

リオ減損

引当金 合計

 

百万米ドル 百万米ドル  

１月１日現在引当金残高 3,375 698 4,073 2,849 698 3,547  

為替換算差額 (214) (36) (250) (61) (21) (82)  

償却額 (1,889) － (1,889) (1,517) － (1,517)  

取得時の公正価値の戻入れ (1) － (1) (5) － (5)  

過年度に償却された金額の

回収
181 － 181 217 － 217  

割引のアンワインディング (107) － (107) (100) － (100)  

売却目的保有資産への振替 － － － (104) (17) (121)  

事業部門の処分 (14) － (14) － － －  

　新規引当金－事業再編 968 － 968 － － －  

　新規引当金－事業再編を

除く
4,174 229 4,403 － － －  

新規引当金 5,142 229 5,371 2,483 202 2,685  

回収/不要となった引当金 (322) (233) (555) (387) (164) (551)  

損益に計上した減損費用/

戻入れ

（純額）

4,820 (4) 4,816 2,096 38 2,134  

その他の変動
1 35 － 35 － － －

12月31日現在引当金残高 6,186 658 6,844 3,375 698 4,073

1 過年度においてその他の減損に計上されていた引当金
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地域別

下表は、減損引当金合計の変動を地域別に示したものである。

2015年  

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計
 

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル
 

１月１日現在引当金残

高
464 363 506 730 1,125 162 9 714 4,073  

為替換算差額 (18) (23) (41) (67) (11) (32) － (58) (250)  

償却額 (520) (214) (82) (484) (208) (32) (1) (348) (1,889)  

取得時の公正価値の戻

入れ
－ － － － (1) － － － (1)  

過年度に償却された金

額の回収
48 7 18 78 19 9 1 1 181  

割引のアンワインディ

ング
(17) (6) (34) (16) (18) (2) － (14) (107)  

売却目的保有資産への

振替
－ － － － － － － － －

事業部門の処分 (14) － － － － － － － (14)  

　新規引当金－事業再

編
－ － 33 32 19 － － 884 968  

　新規引当金－事業再

編を除く
648 270 715 935 535 261 50 760 4,174  

個別減損引当金 648 270 748 967 554 261 50 1,644 5,142  

ポートフォリオ減損引

当金
100 13 8 43 6 9 － 50 229  

新規引当金 748 283 756 1,010 560 270 50 1,694 5,371  

回収/不要となった引

当金
(89) (48) (41) (183) (77) (24) (1) (92) (555)  

損益に計上した減損費

用（純額）
659 235 715 827 483 246 49 1,602 4,816  

その他の変動
1 － (5) － － － － － 40 35  

12月31日現在引当金残

高
602 357 1,082 1,068 1,389 351 58 1,937 6,844

1 過年度においてその他の減損に計上されていた引当金

2014年

大中華圏

北東

アジア 南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ ヨーロッパ 合計
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百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

１月１日現在引当金残

高
341 429 440 593 1,205 158 11 370 3,547

為替換算差額 (6) (13) (10) (11) 4 (15) － (31) (82)

償却額 (362) (370) (64) (448) (165) (45) (5) (58) (1,517)

取得時の公正価値の戻

入れ
(4) － － － (1) － － － (5)

過年度に償却された金

額の回収
59 26 17 80 26 7 2 － 217

割引のアンワインディ

ング
(15) (9) (31) (15) (24) (2) － (4) (100)

売却目的保有資産への

振替
(23) (89) － － (9) － － － (121)

新規引当金 593 512 198 691 155 90 3 443 2,685

個別減損引当金 572 509 182 599 149 88 － 384 2,483

ポートフォリオ減損引

当金
21 3 16 92 6 2 3 59 202

回収/不要となった引当

金
(119) (123) (44) (160) (66) (31) (2) (6) (551)

損益に計上した減損費

用（純額）
474 389 154 531 89 59 1 437 2,134

12月31日現在引当金残

高
464 363 506 730 1,125 162 9 714 4,073
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顧客セグメント別個別減損貸付金

リテール・クライアントにおける減損貸付金総額は0.8十億米ドルとなっており、2014年と比較して安

定を保っていた。コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントの個別減損貸付金総

額は、2014年以降4.3十億米ドルまたは71％増加しているが、これは主にヨーロッパにおいて清算ポート

フォリオ内の相互に関連するエクスポージャーグループがCG12から移動したことによるものである。

償却額は、主にリテール・クライアントに関連している。リテール・クライアントでは、無担保貸付残

高が150日超の延滞で償却されるため、償却水準がより高くなっている。

下表は、各顧客セグメントに関する個別減損貸付金および引当金の変動を示したものである。

2015年

コーポレー

ト・アンド・

インスティ

テューショナ

ル・クライア

ント

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万米ドル

１月１日現在減損貸付金総額 6,094 1,068 91 846 8,099

為替換算差額 (243) (42) (2) (40) (327)

売却目的保有資産への振替 － － － － －

当事業年度中に個別の減損として分類され

たもの
5,899 589 394 382 7,264

当事業年度中に減損していないものに振り

替えられたもの
(391) (6) (6) (43) (446)

その他の変動
1 (931) (363) (152) (314) (1,760)

12月31日現在減損貸付金総額 10,428 1,246 325 831 12,830

１月１日現在で保有している引当金 2,335 523 59 458 3,375

為替換算差額 (85) (79) (3) (47) (214)

償却額 (670) (198) (146) (875) (1,889)

取得時の公正価値の戻入れ (1) － － － (1)

過年度に償却された金額の回収 5 1 － 175 181

割引のアンワインディング (64) (18) － (25) (107)

事業部門の処分 － － － (14) (14)

新規引当金 3,591 544 93 914 5,142

回収/不要となった引当金 (48) (25) － (249) (322)

損益に計上した個別減損費用（純額） 3,543 519 93 665 4,820

その他の変動
2 35 － － － 35

12月31日現在計上されている個別減損引当

金
5,098 748 3 337 6,186

個別減損貸付金純額 5,330 498 322 494 6,644

1 減損貸付金総額のその他の変動には、返済、償却額および貸付金の処分が含まれる。
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2 引当金のその他の変動には、過年度にその他の減損に計上されていた引当金が含まれる。
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2014年

コーポレー

ト・アンド・

インスティ

テューショナ

ル・クライア

ント

コマーシャ

ル・クライ

アント

プライベー

ト・バンキ

ング・クラ

イアント

リテール・

クライアン

ト 合計

百万米ドル

１月１日現在減損貸付金総額 5,018 963 93 898 6,972

為替換算差額 (63) (41) (8) (40) (152)

売却目的保有資産への振替 (6) (2) － (15) (23)

当事業年度中に個別の減損として分類され

たもの
2,215 469 28 656 3,368

当事業年度中に減損していないものに振り

替えられたもの
(234) (30) (17) (133) (414)

その他の変動
1 (836) (291) (5) (520) (1,652)

12月31日現在減損貸付金総額 6,094 1,068 91 846 8,099

１月１日現在で保有している引当金 1,927 422 52 448 2,849

為替換算差額 (44) (5) － (12) (61)

償却額 (417) (97) 7 (1,010) (1,517)

取得時の公正価値の戻入れ (4) (1) － － (5)

過年度に償却された金額の回収 － 2 － 215 217

割引のアンワインディング (58) (16) － (26) (100)

売却目的保有資産への振替 (1) － － (103) (104)

新規引当金 955 251 － 1,277 2,483

回収/不要となった引当金 (23) (33) － (331) (387)

損益に計上した個別減損費用（純額） 932 218 － 946 2,096

12月31日現在計上されている個別減損引当

金
2,335 523 59 458 3,375

個別減損貸付金純額 3,759 545 32 388 4,724

1 その他の変動には、返済、償却額および貸付金の処分が含まれる。
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特定のポートフォリオ

負債証券および短期政府債

負債証券および短期政府債は、以下のとおり分析される。

2015年 2014年

負債証券 短期政府債 合計 負債証券 短期政府債 合計

百万米ドル 百万米ドル

正味減損有価証券

減損有価証券 395 － 395 409
1 － 409

減損 (283) － (283) (314) － (314)

112 112 95 － 95

延滞も減損もしていな

い

有価証券

AAA

AA-からAA＋ 28,996 15,778 44,774 31,549 5,569 37,118

A-からA＋ 30,688 12,930 43,618 23,131 13,621 36,752

BBB-からBBB＋ 10,590 451 11,041 19,489 640 20,129

BBB-より低い 9,389 1,962 11,351 10,158
1 3,393 13,551

未格付け 3,106 1,578 4,684 3,423 2,097 5,520

10,998 613 11,611 7,832 581 8,413

93,767 33,312 127,079 95,582 25,901 121,483

このうち 93,879 33,312 127,191 95,677 25,901 121,578

公正価値で計上する資

産

トレーディング 12,896 859 13,755 17,735 1,720 19,455

公正価値評価に指定 389 － 389 － 92 92

売却可能 77,684 32,453 110,137 74,937 24,073 99,010

90,969 33,312 124,281 92,672 25,885 118,557

償却原価で計上する資

産

貸付金および受取債

権
2,700 － 2,700 2,883 － 2,883

満期保有目的 210 － 210 122 16 138

2,910 － 2,910 3,005 16 3,021

93,879 33,312 127,191 95,677 25,901 121,578

1 残高は修正再表示されている。

上表は、外部の信用格付けによって延滞も減損もしていないとされる負債証券および短期政府債につい

ても分析している。当グループが利用している標準的な信用格付けは、スタンダード・アンド・プアーズ
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が使用する信用格付けまたはそれと同等のものである。保有している負債証券のうち、短期格付けを有す

るものは、発行体の長期格付けに替えて報告される。未格付けの有価証券については、当グループは、

207ページ（訳注：原文のページ番号である。）の信用格付けおよび測定に記載されている内部信用格付

けを適用している。

当事業年度中の減損している負債証券（純額）の減少は、主にヨーロッパにおける負債証券の処分およ

びインドにおける社債エクスポージャーの減少によるものである。

AA-からAA+の格付区分に該当する負債証券は、2015年12月に7.6十億米ドル増加して30.7十億米ドルに

なった。これは主に、ヨーロッパにおいて、保有資産を現金から高利回りかつ高品質の流動資産へシフト

したことによるものである。

未格付けの有価証券は、主として、企業発行体に関連している。これらの有価証券の9,629百万米ドル

（2014年：7,908百万米ドル）は、内部信用格付けを使用して、投資適格と同等とみなされている。

アセット・バック証券の財務諸表上の影響

売却可能
貸付金および

受取債権
合計

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

2015年

　売却可能準備金に貸方計上 (19) － (19)

　損益勘定に貸方計上 17 5 22

2014年

　売却可能準備金に費用計上 22 － 22

　損益勘定に貸方計上 － － －

特定の欧州諸国のエクスポージャー

下表は、他のユーロ圏の国々と比べて、より高い債券利回り、より高い対GDPソブリン負債比率および

外部格付けを有していると特定されているユーロ圏内の特定の国々に対する当グループの直接エクスポー

ジャー（オン・バランスシートおよびオフ・バランスシートの両方）を要約したものである。

総額エクスポージャー合計は、貸借対照表上の残高（引当金控除前の未払利息を含む）およびネッティ

ング前のデリバティブに係る正の時価評価金額を表している。総額エクスポージャーは、損失に対する最

大エクスポージャーを表しておらず、これは別個に開示されている。エクスポージャーは、2015年12月31

日現在の契約相手の設立国に基づいて割り当てられる。

当グループは、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガルおよびスペイン（以下、「GIIPS」と

いう。）のユーロ圏の国々に対して直接ソブリン・エクスポージャー（欧州銀行当局によって定義されて

いる）を有しておらず、その他のユーロ圏の国々に対して、わずか1.7十億米ドルの直接ソブリン・エク

スポージャーを有している。当グループのソブリン以外のエクスポージャーは、GIIPSに対しては、3.4十

億米ドル（担保考慮後およびネッティング後は1.5十億米ドル）で、ユーロ圏の残りの国々に対しては、

41十億米ドル（担保考慮後およびネッティング後は24.2十億米ドル）である。当該エクスポージャーは、

主として、対銀行残高より構成されている。当グループのGIIPS総額エクスポージャー合計の大部分は期
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間が５年未満であり、約80％は期間が１年未満である。当グループは、キプロスに対する直接ソブリン・

エクスポージャーを有しておらず、ソブリン以外のエクスポージャー（担保考慮後およびネッティング

後）は、91百万米ドル（2014年：120百万米ドル）である。

ユーロ圏からの１カ国以上の国々の離脱または最終的なユーロ圏の崩壊は、潜在的に重大な市場の混乱

につながる可能性があり、その規模を予測することは困難である。そのような離脱または崩壊、および旧

ユーロ建ての権利および義務の自国通貨への置き換えというリデノミネーションは、主権国であるか否か

に関わらず、離脱国において重大な不確実性を伴う。それらの事象はまた、資本、取引および同様の管理

の賦課を伴う可能性がある。当グループは、状況を緊密に監視し、通貨のリデノミネーションを含む、潜

在的な可能性のあるさまざまなシナリオに対応するための危機管理計画を準備している。現地の資産およ

び負債残高は、グループ・レベルでの当グループの資産負債委員会およびリスク委員会による適切な監視

の下で、国内の資産負債委員会およびリスク委員会で注意深く監視される。

ギリシャ

アイル

ランド イタリア ポルトガル スペイン 合計

百万米ドル

2015年12月31日現在

直接ソブリン・

　エクスポージャー
－ － － － － －

銀行 － － 460 － 329 789

その他の金融機関 － 1,895 2 － 15 1,912

その他の企業 6 304 272 － 128 710

総額エクスポージャー

　合計
6 2,199 734 － 472 3,411

直接ソブリン・

　エクスポージャー
－ － － － － －

銀行 － － (31) － (290) (321)

その他の金融機関 － (1,434) － － － (1,434)

その他の企業 － (54) (13) － (102) (169)

担保/ネッティング合計 － (1,488) (44) － (392) (1,924)

直接ソブリン・

　エクスポージャー
－ － － － － －

銀行 － － 429 － 39 468

その他の金融機関 － 461 2 － 15 478

その他の企業 6 250 259 － 26 541

2015年12月31日現在

　純額エクスポージャー

　合計

6 711 690 － 80 1,487

2014年12月31日現在純額

　エクスポージャー合計
6 262 446 － 327 1,041
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2015年12月31日現在における当グループのGIIPSに対するエクスポージャーは、金融資産別に以下のと

おり分析される。

2015年

ギリシャ

アイル

ランド イタリア ポルトガル スペイン 合計

2015年12月31日現在 百万米ドル

貸付金

貸付金および受取債権 － 1,670 284 － 142 2,096

損益を通じた公正価値評

価区分で保有するもの
－ － － － － －

貸付金合計（総額） － 1,670 284 － 142 2,096

貸付金に対して保有され

る担保
－ (1,266) (2) － (123) (1,391)

貸付金合計（純額） － 404 282 － 19 705

負債証券

トレーディング － － － － － －

公正価値評価に指定 － － － － 15 15

売却可能 － 55 － － － 55

貸付金および受取債権 － － － － － －

負債証券合計（総額） － 55 － － 15 70

負債証券に対して保有さ

れる担保
－ － － － － －

負債証券合計（純額） － 55 － － 15 70

デリバティブ

エクスポージャー総額 － 473 30 － 278 781

担保のネッティング
1 － (221) (28) － (268) (517)

デリバティブ合計 － 252 2 － 10 264

偶発債務および契約債務 6 － 406 － 36 448

純額エクスポージャー合

計（オン・バランス

シートおよびオフ・バ

ランスシート）
1

6 711 690 － 80 1,487

バランスシート・

エクスポージャー合計
－ 2,198 314 － 435 2,947

2014年12月31日現在

　貸付金純額 － 159 26 － 85 270

　正味負債証券 － 100 － － 37 137

正味デリバティブ － 3 10 － － 13

　偶発債務および契約債

務
6 － 410 － 205 621
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純額エクスポージャー合

計（オン・バランス

シートおよびオフ・バ

ランスシート）
1

6 262 446 － 327 1,041

1 国際スワップ・デリバティブ協会のネッティングに基づいている。

その他の特定のユーロ圏の国々

フランス、ドイツ、オランダおよびルクセンブルグは、GIIPSに対する重大なソブリン負債エクスポー

ジャーを有しているとみなされるため、これらの諸国に対する当グループのエクスポージャーの分析の要

約も提示されている。

フランス ドイツ オランダ

ルクセン

ブルグ 合計

百万米ドル

直接ソブリン・エクスポージャー 188 994 － － 1,182

銀行 2,461 9,644 2,012 508 14,625

その他の金融機関 180 542 1,343 1,016 3,081

その他の企業 631 303 355 2,953 4,242

2015年12月31日現在純額エクスポー

ジャー合計
3,460 11,483 3,710 4,477 23,130

2014年12月31日現在純額エクスポー

ジャー合計
3,572 5,096 5,852 3,157 17,677

これらの特定のユーロ圏の国々に対する当グループの貸付は、主に買戻契約、インターバンク貸付金お

よび債券の形態を取っている。これらの特定の国々に対する当グループの総額エクスポージャー合計の実

質的過半数は、３年未満の期間となっており、64％超が１年未満の期間となっている。

ドイツにおける当グループのエクスポージャーは、主として中央銀行に対するものである。これらの具

体的に特定された国々以外のユーロ圏に対する当グループの残りの純額エクスポージャーは2.7十億米ド

ルで、主に銀行および企業に対する債券ならびに輸出仕組金融より構成される。

市場リスク

市場リスクは、金融市場における金利または価格の不利な変動による、収益または経済価値の潜在的な

損失可能性である。当グループの市場リスクに対するエクスポージャーは、主に顧客に金融市場へのアク

セスを提供することによって、また当グループが適度な市場リスク・ポジションを取ることを支援するこ

とによって生じる。すべてのトレーディング・チームが顧客活動を支援するが、自己勘定取引のトレー

ディング・チームはない。よって、市場リスク関連の活動によって稼得した収益は、リスク負担によるも

のではなく、主に顧客活動によるものである。市場リスクはまた、高品質かつ流動性の高い負債証券で構

成される大規模な流動性資産バッファーを保有するという規制により非トレーディング・ブックにおいて

生じており、また米ドル以外の通貨建ての資産、負債および損益の換算からも生じている。市場リスク管
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理に関する当グループの現在の方針および慣行に関する要約は、211ページおよび212ページ（訳注：原文

のページ番号である。）のリスク管理アプローチに示されている。

当グループの主な市場リスク区分は以下のとおりである。

・金利リスク：イールド・カーブ、クレジット・スプレッドおよび金利オプションのインプライド・ボ

ラティリティの変動によって生じる。

・為替リスク：為替レートおよび為替オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生じ

る。

・コモディティ価格リスク：エネルギー、貴金属、ベースメタルおよび農業を網羅する、コモディティ

価格およびコモディティ・オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生じる。

・株価リスク：株価、株価指数、エクイティ・バスケットおよび関連オプションのインプライド・ボラ

ティリティの変動によって生じる。

市場リスクの変動

市場リスク、バリュー・アット・リスクの変動

2015年の平均バリュー・アット・リスク（以下、「VaR」という。）は、2014年よりも僅かに低く、

４％低下した。この下落は、上場プライベート・エクイティのポジションの減少による平均エクイティ

VaR23％の減少、およびポジションの下落による平均トレーディング・ブックの金利VaR25％の減少による

ものであった。その他のリスク区分においては、2015年において、中国経済に関する不確定要因および米

国の予定金利の上昇のタイミングにより市場ボラティリティが高まったため、平均VaRレベルが上昇し

た。

2015年における12月31日現在の合計VaRの実際の水準は、エクイティを除くすべての区分のVaR水準が上

昇したことを反映して、2014年によりも36％高い水準となった。この上昇の主な要因は、2015年に市場ボ

ラティリティの高まりにより68％増加した非トレーディング・ブックの金利リスクであった。エクイティ

VaRは、上場プライベート・エクイティおよびトレーディング・ブックの双方においてポジションが減少

したことにより33％低い水準となった。2016年１月１日現在、信用評価調整（以下、「CVA」という。）

の認識によって生じる市場エクスポージャーおよび信用エクスポージャーを積極的にヘッジするよう指示

されている。年度末に変更が行われたことにより、CVAおよび関連ヘッジ取引は2016年のVaRに含まれるこ

とになる。
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日次バリュー・アット・リスク（バリュー・アット・リスク97.5％で、１日間）

2015年 2014年

平均 高
1

低
1

実際
2 平均 高

1
低
1

実際
2

百万米ドル 百万米ドル

トレーディングおよび

　非トレーディング

金利リスク
3 26.9 35.5 18.9 30.7 25.8 36.8 19.0 22.0

為替リスク 4.9 9.0 2.3 4.8 3.6 6.7 2.2 4.7

コモディティ・リスク 1.6 2.6 0.7 1.6 1.4 2.9 0.7 0.7

エクイティ・リスク 13.7 18.2 9.7 11.0 17.9 20.0 15.1 16.4

合計
4 32.9 45.9 24.4 36.1 34.4 47.4 25.2 26.5

2015年 2014年

平均 高
1

低
1

実際
2 平均 高

1
低
1

実際
2

百万米ドル 百万米ドル

トレーディング
5

金利リスク
3 7.0 8.8 5.3 6.4 9.3 21.3 5.7 5.7

為替リスク 4.9 9.0 2.3 4.8 3.6 6.7 2.2 4.7

コモディティ・リスク 1.6 2.6 0.7 1.6 1.4 2.9 0.7 0.7

エクイティ・リスク 1.7 2.8 0.7 0.8 1.6 2.4 1.3 2.0

合計
4 9.9 13.2 6.8 9.7 10.6 20.8 7.1 7.6

2015年 2014年

平均 高
1

低
1

実際
2 平均 高

1
低
1

実際
2

百万米ドル 百万米ドル

非トレーディング

金利リスク
3 24.1 34.6 15.6 30.3 20.9 27.4 14.6 18.0

エクイティ・リスク 12.9 17.9 9.2 10.4 17.2 19.1 15.5 16.1

合計
4 29.6 37.8 23.2 31.4 30.1 39.0 17.3 25.1

1 各リスク要因の最高および最低VaRは独立しており、通常、異なった日に発生する。

2 期末日現在における実際の１日間のVaRである。

3 金利リスクVaRには、トレーディング目的で保有する有価証券または売却可能有価証券によって生じたクレジッ

ト・スプレッド・リスクが含まれる。

4 上表の合計VaRは、構成要素リスク間の相殺によるものであり、構成要素リスクの合計ではない。

5 市場リスクに関するトレーディング・ブックは、トレーディング・ブックに認められるポジションを制限するEUの

自己資本要件規制（CRDIV/CRR）第３部第１節３章に準拠して定義されている。この規制上の定義は、IAS第39号

「金融商品：認識および測定」の中のトレーディング・ブックの会計上の定義よりも狭義となっている。

下表はトレーディングおよび非トレーディングVaRが当グループの商品全体にどのように分配されているかについ

て示したものである。
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2015年 2014年

平均 高
1

低
1

実際
2 平均 高

1
低
1

実際
2

百万米ドル 百万米ドル

トレーディングおよび

　非トレーディング
32.9 45.9 24.4 36.1 34.4 47.4 25.2 26.5

トレーディング
3

レート 5.5 7.0 3.5 5.1 6.3 13.7 3.7 3.9

世界規模の外国為替 4.9 9.0 2.3 4.8 3.6 6.7 2.2 4.7

信用取引および資本市場 2.7 4.3 1.9 2.4 3.9 8.2 2.8 2.8

コモディティ 1.6 2.6 0.7 1.6 1.4 2.9 0.7 0.7

株式 1.7 2.8 0.7 0.8 1.6 2.4 1.3 2.0

合計
4 9.9 13.2 6.8 9.7 10.6 20.8 7.1 7.6

非トレーディング

資産・負債管理 24.1 34.6 15.6 30.3 20.6 26.6 14.5 17.7

その他金融市場（非トレー

ディング・ブック）
0.6 2.2 0.1 0.3 1.2 1.5 0.9 1.3

上場プライベート・エクイ

ティ
12.9 17.9 9.2 10.4 17.2 19.1 15.5 16.1

合計
4 29.6 37.8 23.2 31.4 30.1 39.0 17.3 25.1

1 各リスク要因の最高および最低VaRは独立しており、通常、異なった日に発生する。

2 期末日現在における実際の１日間のVaRである。

3 市場リスクに関するトレーディング・ブックは、許可されたトレーディング・ブックに認められるポジションを制

限するEUの自己資本要件規制（CRDIV/CRR）第３部第１節第３章に準拠して定義されている。この規制上の定義

は、IAS第39号「金融商品：認識および測定」の中のトレーディング・ブックの会計上の定義よりも狭義となって

いる。

4 上表の合計VaRは、構成要素リスク間の相殺によるものであり、構成要素リスクの合計ではない。

金融市場損失日数

2015年 2014年

金融市場のトレーディング・ブックの商品収益合計に関して報

告された損失日数
1

5 2

1 ALM事業（非トレーディング）および資本市場、予想損失引当金および翌日物インデックス・スワップ割引に関す

る周期的な評価の変動を除く金融市場に関する商品収益合計を反映している。

市場リスク関連活動によって稼得される平均日次収益
1

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

トレーディング
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金利リスク 1.8 3.9

為替リスク 5.2 5.1

コモディティ・リスク 1.0 1.4

エクイティ・リスク 0.3 0.6

合計 8.3 11.0

非トレーディング

金利リスク 2.1 3.2

エクイティ・リスク 0.4 0.1

合計 2.5 3.3

1 顧客収益および自己勘定収益の合計である商品収益合計を反映している。市場リスク関連活動によって生じるト

レーディング収益、利息収益およびその他収益を含む。

グループ・トレジャリー市場リスク

グループ・トレジャリーは、負債および株式資本を発行し、その手取金は資本として当グループ内に投

資されるか、またはALMに委ねられる。金利リスクは、資本および準備金の金利感応資産への投資、なら

びに債券発行と投資の期間の不一致によって増加する。このリスクは、金利の予期せぬ不利な瞬間的平行

移動による正味受取利息（以下、「NII」という。）への影響として測定され、繰り返し今後１年ごとの

期間にわたって監視される（下表を参照のこと。）

イールド・カーブの平行移動に対するグループ・トレジャリー正味受取利息感応度

2015年 2015年 2014年 2014年

百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル 百万米ドル

通貨別 +25bp -25bp +25bp -25bp

香港ドル 11.4 -11.4 10.4 -10.4

シンガポールドル 2.0 -2.0 1.5 -1.5

インドルピー 4.4 -4.4 3.4 -3.4

米ドル 9.9 -9.9 2.1 -2.1

その他の通貨 19.0 -19.0 21.5 -21.5

合計 46.7 -46.7 38.9 -38.9

2015年12月の当グループのライツ・イシューによりフリー・ファンドが増加し、NII感応度が上昇し

た。

構造上の為替エクスポージャー

下表は、当グループの主要な構造上の為替エクスポージャー（投資ヘッジ控除後）を示したものであ

る。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

398/616



香港ドル 6,973 7,708
1

韓国ウォン 2,448 4,782

インドルピー 4,434 4,425

台湾ドル 2,143 2,755

人民元 3,577 3,586

シンガポールドル 2,654 2,768

タイバーツ 1,332 1,608

UAEディルハム 1,647 1,757

マレーシアリンギット 1,291 1,578

インドネシアルピア 994 1,185

パキスタンルピー 588 594

その他 3,535 3,948

31,616 36,694
1

1 残高は修正再表示されている。

2015年12月31日現在、当グループは、韓国ウォンに対するエクスポージャーを部分的にカバーするため

に1,339百万米ドル（2014年：1,097百万米ドル）の純投資ヘッジ（デリバティブ金融商品と非デリバティ

ブ金融商品の組み合わせを用いる。）を行った。米ドルに対するこれらの通貨の相関関係の影響を調整後

で米ドル為替レートに対する１％の下落の影響を評価するために、これらのエクスポージャーについての

分析が行われている。上記のポジションへの影響は、228百万米ドル（2014年：265百万米ドル）の増加と

なる。これらのポジションの評価における変動は、準備金に計上される。

デリバティブ

デリバティブは、基礎となる金融商品、金利および為替レートまたは指標から派生した特性および価値

を有する契約である。デリバティブには、先物、先渡し、スワップおよびオプション取引が含まれる。詳

細については、212ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスク管理アプローチを参照のこと。

ヘッジ

2015年12月31日現在において、公正価値ヘッジを目的とした金利スワップの想定元本は、2014年12月31

日に比べ4.4十億米ドル増加した。公正価値ヘッジは、主として英国において当グループの劣後負債証券

および負債証券の金利リスクをヘッジしている。これは、当グループの流動性バッファーの一部を構成し

ており、当グループの主要市場において、確定利付証券およびローン・ポートフォリオの管理に使用され

る。2015年12月31日現在で、キャッシュ・フロー・ヘッジに対して用いられる通貨および金利スワップ

は、2014年12月31日に比べ、4.6十億米ドル減少した。キャッシュ・フロー・ヘッジの減少は、主に韓国

およびシンガポールにおける変動金利貸付金、債券および預金に起因している。

流動性リスク
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流動性リスクは、当グループが、過大な費用なしで支払期限が到来した債務を返済するための十分な財

政資源を持っていないリスクである。当グループの流動性の枠組みは、当グループの暗黙の支援に頼るこ

となく、あるいは中央銀行の特別支援を求めることなく、単独で事業を運営するよう各国に対して要求し

ている。流動性リスク管理に関する詳細については、213ページ（訳注：原文のページ番号である。）に

示されている。

これを達成するために、当グループは、厳しい流動性ストレス下で持ちこたえることを目的とした一連

の指標を適用している。そうした指標は、流動性の枠組みを最新の状態に保ち、市場、ビジネス・モデル

または規制上の変化に適応するために、常に再評価されている。

2015年に当グループは、当グループが想定したストレス・シナリオ下において60日より後の現金流入

（正味）の維持を義務付ける様に、流動性ストレス・テストの枠組みを更新した。

2015年10月１日に、健全性要件として資本要求指令Ⅳ（以下、「CRD Ⅳ」という。）に基づく流動性カ

バレッジ比率（以下、「LCR」という。）として知られる欧州におけるバーゼル委員会の枠組みが適用さ

れた。これはまた、健全性監督機構（以下、「PRA」という。）のもとで規定された当グループの過去の

健全な流動性の枠組みに対する重要な変更となる。PRAは過去においてPRAの「銀行、住宅金融組合および

投資業者のための健全性基準第12」に基づく個別流動性基準を適用していた。

これらの流動性の枠組みの変更により、当グループは資金調達プロファイル全般の改善を図り、新しい

LCR体制に基づき流動性の低い預金を積極的に排除することによって、2015年を通じて当グループのポジ

ションの最適化を行った。

当グループは引き続き、ホールセール市場への良好なアクセスを維持した。2015年の銀行のホールセー

ル債券市場の状況は、全般的に良好であった。2015年に当グループは、7.4十億米ドルの期限付負債証券

を発行した。このうち、5.4十億米ドルが優先債および２十億米ドルがその他Tier １（以下、「AT1」と

いう。）証券であった（2014年：11.2十億米ドル
１
発行し、このうち、6.51十億米ドルが優先債および

4.7十億米ドルがTier 2劣後債であった。）。

1 残高は修正再表示されている。

主要な資金調達源

当グループの資産の大部分は、顧客預金によって資金調達されている。ホールセール資金調達は、種類

および満期別に多様化しており、当グループの安定した資金源を表している。

当グループは、当グループが事業を行っているすべての主要な金融センターおよび国々において、ホー

ルセール資金調達市場へのアクセスを維持している。これにより、当グループは、当グループが金利リス

ク管理活動を実行する際に、市場の戦略情報を有し、安定した資金調達枠を維持し、最適な価格設定を可

能にしている。

負債のリファイナンス水準は低い。今後12か月間において、当グループの優先負債証券の約6.9十億米

ドルが契約上または当グループによる任意償還のいずれかによって支払期限を迎える。

当グループの地域別の優先債および劣後債の詳細については、256ページ（訳注：原文のページ番号で

ある。）の財務諸表注記２に記載されている。
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以下のグラフは、負債の構成を示したものであり、2015年12月31日現在、顧客預金は負債合計の56％を

構成しており、このうち大部分は、当座、貯蓄口座および定期預金である。地域別の当グループの最大の

顧客預金基盤は大中華圏（特に香港）で、当グループの顧客預金の37％を占めている。
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当グループの負債の構成（2015年12月31日現在）

顧客勘定の地理的分布（2015年12月31日現在）

流動性指標

当グループは、国別および当グループ全体合計の両方において、主要な流動性指標を定期的に監視して

いる。ここに記載されている流動性指標の他に、当グループはその他のリスク指標についても監視してい

る。これについては、213ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスク管理アプローチに記載さ

れている。

ストレス・カバレッジ比率

当グループは、すべての拠点国および通貨において健全かつ持続可能な資金調達および流動性ポジショ

ンを維持することを意図しており、そうすることにより厳しい流動性ストレスに持ちこたえることができ

る。

・当グループは、主要な拠点国全体で、特定および市場規模の複合的なストレス下において、中央銀行

の特別な支援に頼ることなく、少なくとも60日間、支払および担保義務の履行を可能にすることを意図し

ている。

・より小規模の拠点国においては、その国における市場規模のシステム上のストレス下において、各事

業会社が、当グループの暗黙の支援に頼ることなく、あるいは特別な中央銀行の支援を求めることなく、

少なくとも60日間、支払および担保義務の履行が可能となるようにしなければならない。

市場規模の流動性ストレス・シナリオをより小規模な拠点国に適用する上で、他の国との比較における

現地のシステム上の重要性により相違した軽減措置が適用されることを想定している。
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預貸比率

預貸比率は、顧客預金合計に対する顧客に対する貸付金合計の比率と定義されている。低い預貸比率

は、顧客預金が顧客貸付金を上回っていることを示しているが、これは顧客からの資金調達を高水準に保

つことに重点を置いた結果によるものである。顧客預金はホールセール資金調達よりも安定傾向にあり、

これらの預金の中核部分は中期にわたって当グループに維持される可能性がある。

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

顧客に対する貸付金
1 261,403 288,599

顧客預金 359,127 414,189

預貸比率 72.8% 69.7％

1 285ページ（訳注：原文のページ番号である。）の財務諸表注記19を参照のこと。

流動資産比率

流動性資産比率（以下、「LAR」という。）は、連結通貨基準で、当グループの資産合計に対する流動

資産の比率を監視するツールである。

流動資産は、現金合計（拘束預金控除後）、短期政府債、銀行に対する貸付金（銀行からの預金控除

後）および負債証券（流動性の低い有価証券を除く）である。

流動性の低い有価証券は、大きな価値の損失を伴わずに容易に売却または現金と交換できない負債証券

で、その額は1,210百万米ドル（2014年：492百万米ドル）であった。

当グループは、内部および規制上の数多くの厳しいストレス・シナリオに耐えるために十分な流動性資

産を保持している。

当グループのLAR（30.9％）は、主に南北アメリカ、ASEANおよびヨーロッパにおいて保有される流動資

産の減少を反映して、前年（32.2％）に比べ減少した。

下表は、地域別に当グループの流動資産の分析を示したものである。

2015年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

現金および中央銀行預

け金
9,239 8,333 781 3,759 2,026 2,045 18,970 20,159 65,312

拘束預金 (2,417) (1,691) (458) (2,053) (1,271) (823) (359) (40) (9,112)

銀行に対する貸付金－

　不良債権控除後
21,376 4,596 515 7,777 2,266 956 10,532 18,710 66,728

銀行からの預金 (4,635) (3,678) (351) (4,892) (2,342) (387) (10,967) (10,996) (38,248)

短期政府債 8,693 4,210 1,184 4,703 1,125 2,183 4,595 6,619 33,312

負債証券 31,686 3,863 4,754 12,289 5,605 2,049 4,336 29,297 93,879
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このうち、

政府発行によるも

の
17,235 2,318 4,253 4,803 4,400 932 52 9,343 43,336

銀行発行によるも

の
8,775 167 49 3,955 601 129 2,016 11,923 27,615

会社およびその他

の事業体発行に

よるもの

5,676 1,378 452 3,531 604 988 2,268 8,031 22,928

流動性の低い有価証券

　およびその他資産
(599) (61) (274) (40) － － (4,063) (9,180) (14,217)

流動資産 63,343 15,572 6,151 21,543 7,409 6,023 23,044 54,569 197,654

資産合計 181,102 58,881 24,547 121,442 34,345 18,079 62,770 139,317 640,483

資産合計に対する

　流動資産比率（％）
35.0% 26.4% 25.1% 17.7% 21.6% 33.3% 36.7% 39.2% 30.9%
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2014年

大中華圏
北東

アジア
南アジア ASEAN MENAP アフリカ

南北

アメリカ
ヨーロッパ 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

現金および中央銀行

預け金
9,017 5,278 808 4,182 2,239 1,682 42,257 31,819 97,282

拘束預金 (3,339) (919) (486) (2,098) (1,602) (710) (877) (42) (10,073)

銀行に対する貸付金－

不良債権控除後
28,758 5,997 488 12,301 1,603 940 12,661 24,649 87,397

銀行からの預金 (5,200) (4,202) (338) (7,283) (2,374) (687) (16,496) (18,743) (55,323)

短期政府債 7,689 5,320 1,864 4,540 954 2,723 2,059 752 25,901

負債証券 30,928 5,357 4,292 16,280 5,024 2,539 5,124 26,133 95,677

このうち、

政府発行によるも

の
13,992 4,412 3,651 6,859 4,315 1,001 367 3,438 38,035

銀行発行によるも

の
10,495 185 163 4,088 272 430 3,823 14,149 33,605

会社およびその他

の事業体発行に

よるもの

6,441 760 478 5,333 437 1,108 934 8,546 24,037

流動性の低い有価証券

およびその他資産
(127) (18) (747) (453) (5) － (1,689) (3,777) (6,816)

流動資産 67,726 16,813 5,881 27,469 5,839 6,487 43,039 60,791 234,045

資産合計 210,351 69,746 26,968 160,958 38,272 20,076 85,427 114,116 725,914

資産合計に対する

流動資産比率（％）
32.2% 24.1% 21.8% 17.1% 15.3% 32.3% 50.4% 53.3% 32.2%

当グループの貸借対照表の流動性分析

資産および負債の契約上の満期

この表は、貸借対照表日現在の契約満期までの残存期間に基づいて、資産および負債の関連満期区分別

の分析を割引ベースで示したものである。契約上の満期は、必ずしも実際の返済またはキャッシュ・フ

ローを反映するわけではない。

下表の中で、現金および中央銀行預け金、銀行間貸付金、短期政府債および売却可能投資有価証券は、

当グループが主に流動性管理目的で使用している。

契約上の満期

2015年
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１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

資産

現金および中央

銀行預け金
56,200 － － － － － － 9,112 65,312

デリバティブ金

融商品
6,654 7,957 6,926 5,413 4,152 9,136 14,181 8,724 63,143

銀行に対する

　貸付金
1

31,208 16,629 9,180 3,648 2,494 1,982 1,590 38 66,769

顧客に対する

　貸付金
1

70,254 23,863 16,642 10,046 9,044 18,492 38,148 74,914 261,403

投資有価証券 7,226 14,706 15,925 10,078 7,095 19,359 40,959 16,498 131,846

その他資産 21,263 5,198 2,456 82 216 105 236 22,454 52,010

資産合計 192,805 68,353 51,129 29,267 23,001 49,074 95,114 131,740 640,483

負債

銀行からの預金
1 32,008 2,606 1,623 867 155 414 369 206 38,248

顧客勘定
1 283,048 33,939 20,768 8,539 7,974 1,960 1,187 1,712 359,127

デリバティブ金

融商品
6,830 7,510 6,878 5,137 4,324 8,552 14,304 8,404 61,939

優先債 1,706 170 3,484 153 1,431 2,699 7,578 4,017 21,238

その他の発行済

　負債証券
1

9,430 15,641 9,104 1,345 976 3,453 776 6,834 47,559

その他負債 17,475 5,947 3,390 553 563 797 854 12,429 42,008

劣後負債および

　その他の借入

金

－ － － － － 3,591 4,061 14,200 21,852

　負債合計 350,497 65,813 45,247 16,594 15,423 21,466 29,129 47,802 591,971

　正味流動性

ギャップ
(157,692) 2,540 5,882 12,673 7,578 27,608 65,985 83,938 48,512

1 金額には損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融商品が含まれる（266ページおよび267ページ（訳注：原文

のページ番号である。）の注記15を参照のこと。）。
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2014年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

資産

現金および中央

銀行預け金
87,209 － － － － － － 10,073 97,282

デリバティブ金

融商品
7,345 8,987 7,753 5,796 4,072 9,549 12,327 10,005 65,834

銀行に対する

　貸付金
1

38,111 18,421 15,388 6,260 5,663 1,774 1,813 70 87,500

顧客に対する

　貸付金
1

77,288 26,106 19,147 10,801 11,128 22,701 43,749 77,679 288,599

投資有価証券
1 9,951 13,065 11,245 8,202 8,446 20,881 36,917 20,640 129,347

その他資産 20,163 7,488 3,007 366 456 331 705 24,836 57,352

資産合計 240,067 74,067 56,540 31,425 29,765 55,236 95,511 143,303 725,914

負債

銀行からの預金
1 49,903 2,776 784 168 349 118 681 544 55,323

顧客勘定
1 308,310 49,482 24,117 10,342 10,847 6,194 1,899 2,998 414,189

デリバティブ金

融商品
7,832 8,844 7,605 5,478 3,737 8,714 12,449 8,654 63,313

優先債 215 191 2,607 904 2,663 5,303 8,938 3,323 24,144

その他の発行済

　負債証券
1

12,078 16,217 14,818 3,767 1,169 695 1,133 6,767 56,644

その他負債 16,780 7,692 4,731 808 336 426 915 10,928 42,616

劣後負債および

　その他の借入

金

－ － － 6 － 1,013 5,114 16,814 22,947

　負債合計 395,118 85,202 54,662 21,473 19,101 22,463 31,129 50,028 679,176

　正味流動性

ギャップ
(155,051) (11,135) 1,878 9,952 10,664 32,773 64,382 93,275 46,738

1 金額には損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融商品が含まれる（266ページおよび267ページ（訳注：原文

のページ番号である。）の注記15を参照のこと。）。

金融資産および負債の実際上の満期

239ページ（訳注：原文のページ番号である。）に示されたキャッシュ・フローは、その商品の契約上

の満期までの残存期間にわたる支払キャッシュ・フローを反映している。ただし、契約上の満期は、必ず
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しも実際の返済またはキャッシュ・フローを反映していない。実際には一部の資産および負債商品は契約

上の満期とは異なる動きを示し、特に、短期の顧客勘定、クレジット・カード残高および当座貸越につい

ては、契約上の満期よりも長期に延長される。他方、住宅ローン残高は、契約上の満期日よりも短い返済

期間を有する傾向にある。そうした実際上の調整は、過去の残高実績を通じて各国において特定され、管

理される。資産および負債の見込支払期日についての当グループの予測が、以下の表に示されている。
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実際上の満期

2015年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

資産

銀行に対する貸

付金
1

31,091 16,647 9,053 3,549 2,779 1,965 1,647 38 66,769

顧客に対する貸

付金
1

54,687 22,171 13,262 8,045 13,269 18,084 79,150 52,735 261,403

貸付金合計 85,778 38,818 22,315 11,594 16,048 20,049 80,797 52,773 328,172

負債

銀行からの預金
1 21,861 2,705 1,744 985 278 9,758 711 206 38,248

顧客勘定
1 115,514 21,641 13,423 8,821 17,582 65,241 114,913 1,992 359,127

預金合計 137,375 24,346 15,167 9,806 17,860 74,999 115,624 2,198 397,375

正味ギャップ (51,597) 14,472 7,148 1,788 (1,812) (54,950) (34,827) 50,575 (69,203)

1 金額には損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融商品が含まれる（266ページおよび267ページ（訳注：原文

のページ番号である。）の注記15を参照のこと。）。

2014年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

資産

銀行に対する貸

付金
1

38,958 17,946 14,935 6,237 5,320 1,734 2,285 85 87,500

顧客に対する貸

付金
1

56,456 22,008 14,780 9,023 15,786 22,079 90,032 58,435 288,599

貸付金合計 95,414 39,954 29,715 15,260 21,106 23,813 92,317 58,520 376,099

負債

銀行からの預金
1 37,983 2,854 841 224 421 11,719 737 544 55,323

顧客勘定
1 144,144 29,151 15,898 11,151 22,720 79,491 107,446 4,188 414,189

預金合計 182,127 32,005 16,739 11,375 23,141 91,210 108,183 4,732 469,512

正味ギャップ (86,713) 7,949 12,976 3,885 (2,035) (67,397) (15,866) 53,788 (93,413)

1 金額には損益を通じた公正価値評価区分で保有する金融商品が含まれる（266ページおよび267ページ（訳注：原文

のページ番号である。）の注記15を参照のこと。）。
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割引前ベースでの金融負債（デリバティブ金融商品を除く）の満期

下表は、契約満期までの残存期間別に、割引前ベースで、当グループの金融負債の契約上の未払キャッ

シュ・フローの分析を示したものである。下表の金融負債残高は、連結貸借対照表に報告された残高と一

致しない。これは、元本および利息双方の支払いに関して、契約上のキャッシュ・フローはすべて割引前

ベースで下表に組み込まれているためである。

「５年超および無期限」の区分に含まれているのは、無期限の金融負債であり、これらはすべて劣後負

債に関連しており、これらに係る利息の支払いは含まれていない。これは、これらの商品が無期限である

ことを考慮した場合、利息の支払いに関する情報に意味がないからである。これらの商品に係る利息の支

払いは、５年までの関連満期内に含まれている。

2015年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限

合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

銀行からの預

金
31,677 2,615 1,629 875 161 495 625 254 38,331

顧客勘定 265,502 34,133 21,019 8,794 8,060 7,045 14,146 2,514 361,213

発行済負債証

券
11,216 15,855 12,739 1,566 2,597 6,592 9,280 13,302 73,147

劣後負債およ

びその他の借

入金

174 92 1,200 344 147 4,571 6,415 20,136 33,079

その他負債 17,568 6,616 3,437 487 585 796 810 12,843 43,142

負債合計 326,137 59,311 40,024 12,066 11,550 19,499 31,276 49,049 548,912

2014年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限

合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

銀行からの預

金
49,597 2,862 811 177 352 193 1,025 690 55,707

顧客勘定 297,368 49,629 24,341 10,453 10,978 10,419 14,410 4,108 421,706

発行済負債証

券
12,381 16,469 17,570 4,760 4,129 6,474 10,835 20,679 93,297
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劣後負債およ

びその他の借

入金

176 104 298 361 158 2,113 7,729 23,331 34,270

その他負債 16,505 7,751 4,742 812 338 427 904 11,140 42,619

負債合計 376,027 76,815 47,762 16,563 15,955 19,626 34,903 59,948 647,599

割引前（想定元本）ベースでのデリバティブ金融商品の満期

デリバティブ金融商品には、正味負債ポジションにあり差金決済されるデリバティブ契約と共に契約全

体が資産または負債ポジションのいずれであるかに関わらず、総額決済される契約の支払部分が含まれて

いる。受取部分はこの表には表示されていない。その結果、下表のデリバティブ金額は、受取部分が除外

されていることにより、増加している。

2015年

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

デリバティブ

　金融商品
435,036 375,963 179,355 132,034 87,710 105,856 137,942 83,673 1,537,569

2014年  

１か月

以内

１か月から

３か月

３か月から

６か月

６か月から

９か月

９か月から

１年

１年から

２年

２年から

５年

５年超

および

無期限 合計

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

百万

米ドル

デリバティブ

　金融商品
289,423 260,266 196,477 125,491 95,975 149,660 160,721 102,694 1,380,707

オペレーショナル・リスク・プロファイル

オペレーショナル・リスク・プロファイルは、当グループの全般的なオペレーショナル・リスクに対す

るエクスポージャーであり、ある時点において該当するすべてのオペレーショナル・リスクの種類を網羅

している。オペレーショナル・リスク・プロファイルは、オペレーショナル・リスク事象およびすでに発

生している損失ならびにオペレーショナル・リスクに対する現在のエクスポージャー（累計レベルで、

トップ・リスクおよびエマージング・リスクを考慮する。）より構成される。

オペレーショナル・リスク事象および損失

当事業年度中に当グループの委員会は、以下の最も重要な損失についてレビューした。
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・当グループは、香港において、プライベート・バンキング事業（バーゼルで規定された事業項目の区

分では「リテール・バンキング」に分類される）における信用の減損に関連して93.3百万米ドルのオペ

レーショナル・リスク事象を計上した。これは、2015年に当グループが計上した最大のオペレーショナ

ル・リスク事象であった。根本原因の分析が行われており、統制を強化するための措置が行われてい

る。

・２番目に大きなオペレーショナル・リスク損失は、インドネシアにおけるデリバティブ商品の不正販

売に関して、当グループに対する法的請求に関連して計上された20.4百万米ドルである。当グループ

は、契約上の義務に関するクライアントの債務不履行に際して、2009年に当該クライアントからの回収

を求めて法的措置を開始した。当該クライアントは、不正販売を主張し、反訴した。最終判決は、クラ

イアントに有利な判決となり、2015年10月に下された。当グループの販売手続きは、2009年に見直しお

よび修正されており、商品が当グループのクライアントに適切なものとなるようにするために引き続き

強化されている。

2015年および2014年における当グループのオペレーショナル損失事象の分析結果は、下表に要約されて

いる。下表は、バーゼルで規定された事業項目別に、オペレーショナル損失総額に対する分布（％）を示

している。
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バーゼルで規定された事象タイプ別のオペレーショナル損失の分布

損失（％）

2015年 2014年
3

代理業務サービス 0.7% 0.1%

コマーシャル・バンキング 21.7% 6.3%

コーポレート・ファイナンス － 1.2%

法人項目 4.0% 41.3%

支払および決済 7.3% 17.7%

リテール・バンキング
1 49.4% 4.5%

リテール仲介業務 1.5% 0.2%

トレーディングおよび販売
2 15.4% 28.7%

1 香港におけるプライベート・バンキングについてのオペレーショナル・リスク事象を含む。

2 インドネシアにおける不正販売に関する支払を含む。

3 特定の損失の修正後の分類に合わせるために2014年の損失は修正再表示されている。この修正再表示による2014年

の財務諸表への影響はない。

バーゼルで規定された事業項目別のオペレーショナル損失分布

損失（％）

2015年 2014年
3

事業混乱およびシステム障害 0.4% 0.1%

顧客の商品および事業慣行
2 16.1% 57.5%

労務環境および職場の安全 － －

注文等の執行、送信およびプロセスの管理 17.5% 11.6%

外部不正 24.7% 29.0%

内部不正
1 41.4% 1.8%

1 香港におけるプライベート・バンキングについてのオペレーショナル・リスク事象を含む。

2 インドネシアにおける不正販売に関する支払を含む。

3 特定の損失の修正後の分類に合わせるために2014年の損失は修正再表示されている。この修正再表示による2014年

の財務諸表への影響はない。

2015年および2014年における当グループのオペレーショナル損失事象の分析結果は、上表に要約されて

いる。上表は、バーゼルで規定された事象タイプ別に、オペレーショナル損失総額に対する分布（％）を

示している。

オペレーショナル損失は、オペレーショナル・リスク管理環境の有効性および安定性の一つの指標であ

る。さらに、外部および内部の損失事象（ニアミスを含む）から得た教訓のレビューおよび根本原因の分

析は、プロセスおよび管理体制の改善に利用される。

トップ・リスクおよびエマージング・リスク
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トップ・リスクは、当グループのリスク能力を妨害する可能性が最も高いリスク・エクスポージャーま

たは高い相関関係のあるリスク・エクスポージャーのグループである。目的は、当グループのリスク能力

に重要な影響を及ぼすそれらのリスクを特定することであり、ストレス下に置かれている不本意な結果お

よび業績に対する早期警告指標としての基準を決定することである。トップ・リスクの候補は、エクス

ポージャーの集中またはリスクの累積に関するトップダウンの評価を通じて特定され、おそらく、一連の

選定基準のうちのいずれか一つをもたらすグロス・リスクである。

エマージング・リスクもまた、内部的には当グループ内部のオペレーショナル・リスク・プロファイル

および外部事象の両面から検討される。エマージング・リスクは、関連性がある場合、特定のモニタリン

グに関するトップ・リスクとして分類され、優先順位が付けられる場合がある。

それらの重要性を考慮すると、トップ・リスクは経営陣およびガバナンス委員会のトップ・レベルによ

るより精密な調査の対象となる。トップ・リスクは、上級経営陣によるトップダウン評価に基づいて、随

時、変更が予想される。

2015年12月31日現在の当グループのオペレーショナル・トップ・リスクは、下表に示されている。

トップ・リスク

マクロ・プルデンシャル・リスク、規制上のリスクおよび

外部リスク

内部プロセス・リスク、システム・リスクおよび

変更リスク

・規制に準拠していない ・変革管理

・反マネー・ローンダリングおよびテロリスト資金調達 ・データ管理

・国際的制裁 ・重大なシステム障害

・外部不正 ・重大な事業妨害

・情報およびサイバーセキュリティ ・不正を働くトレーダー

・重要な第三者ベンダー ・内部犯罪

・追加的行為 ・市場の不正操作

・収賄および汚職 ・不正販売

・商品管理

・担保管理
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規制上の準拠、レビュー、情報要求および調査（監査済）

当グループは、適用されるすべての法令および規制の文書および主旨を常に遵守するよう努めているも

のの、今後もこれまで同様、当グループの市場全般で規制措置、レビュー、情報要求（召喚状や文書要求

を含む。）や調査を受ける可能性がある。その結果は通常予測することが困難であり、当グループにとっ

て重要となりうる。

規制および執行当局は、法律および規制に準拠していない場合に訴追し、さまざまな罰則を課す広範な

裁量権を有している。当局によって課される罰則には、多額の課徴金、追加的な準拠および改善要求なら

びに追加的な業務上の制限が含まれる。近年、当局は、法律および規制に違反したと判断された金融機関

に対して、厳格な罰則を課すための裁量権を行使する傾向が強まっており、将来的にそうした罰則が変わ

らないもしくは厳しさが強まるという補償はない。

2012年に当グループは、2001年から2007年の間の米国の制裁準拠に関して、ニューヨーク州金融サービ

ス局（以下、「NYDFS」という。）による同意指令、ニューヨーク州連邦準備制度理事会（以下、「FED」

という。）のによる停止命令、司法省（以下、「DOJ」という。）およびニューヨーク郡地方検事（以

下、「DANY」という。）との各繰延起訴合意（以下、各「DPA」という。）ならびに外国資産管理局との

和解（以下、一括して「和解」という。）を含む、米国当局との和解に至った。民事課徴金合計667百万

米ドルに加え、これらの和解の条件には、改善プログラム、報告要件、コンプライアンス・レビューおよ

びプログラム、銀行透明性要件、研修対策、監査プログラム、開示義務ならびにNYDFSの同意指令に関連

した独立監視人（以下、「モニター」という。）の任命等、改善制裁、反マネー・ローンダリング（以

下、「AML」という。）および銀行秘密法（以下、「BSA」という。）コントロールに関する数多くの条件

および継続的な義務が含まれる。これらの義務は、米国監督改善プログラム（以下、「SRP」という。）

と呼ばれる作業計画に基づいて管理される。SRPは、和解のすべてに含まれる改善要求に確実に準拠でき

るように設計されたワークストリームより構成される。当グループはまた、2013年に金融犯罪リスク軽減

プログラム（以下、「FCRMP」という。）を設定している。当該プログラムは、マネー・ローンダリング

の防止およびテロ行為への資金調達の撲滅に対する当グループの既存のアプローチ、ならびに制裁準拠、

収賄および汚職の防止に対するアプローチの数多くの側面をレビューし、強化するために設計された包括

的かつ多年にわたるプログラムである。SRPに基づく提出物の多くは、米国外の個人または機能に依拠す

るか、または先導されており、場合によっては、FCRMP に基づいて管理されるグループ全体の改善または

改良活動の米国での実施を表している。結果的にプロジェクトの調整および運用のためにSRP とFCRMP の

間には業務上の緊密な関係がある。FCRMPの一環として当グループまたはそのアドバイザーは、新しい課

題、潜在的な違反もしくはFCRMPの範囲または期間に影響を及ぼす可能性のある更なるレビューまたは更

なるプロセスの改善を必要とする事項を特定することがある。

当グループは、これらのプログラムを実施するため、および和解に基づく義務を履行するためにすべて

の関係当局と連携している。

2014年８月19日、当グループは、ニューヨーク支店（以下、「支店」という。）のAML取引監視システ

ムの欠陥に関して、NYDFSと最終的な和解に達したと発表した。このシステムは、制裁審査プロセスから

は切り離された当グループ全体の金融犯罪管理の一部であり、非定型的な取引パターンについて支店に警

告を発して、取引後ベースで追加調査を要請する様に設計されている。
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和解条件は、以下のとおり要約される。

（ⅰ）民事課徴金300百万米ドル

（ⅱ）支店における取引監視システムの強化

（ⅲ）モニターの期間の２年間延長

（ⅳ）以下の一時的な改善策一式は、モニターが承認した基準に従って取引監視システムの検出シナリ

オが機能するようになるまで、適用される。

（a）　支店は、モニターとの協議に基づくNYDFSの事前承認なしに、支店にまだ当座預金口座を保

有していない顧客に対して、当座預金口座を開設しない。

（b）　支店を通して決済された一部の関係会社および第三者の送金メッセージの送金人と受取人

を識別する情報の組み入れ要請。

（c）　特定の香港のリテール事業顧客に対するドル建て決済サービスの制限

（d）　アラブ首長国連邦における特定の中小企業のモニタリングの強化。当グループは、この事

業から撤退することを決定したが、これは当グループが戦略的に重点をおいている非戦略的

事業（当グループの経済的健全性を損なう規制上の費用が増加している事業を含む。）から

の撤退または再編に集中するための広範囲にわたる取り組みの一環である。撤退プロセス

は、概ね完了しており、2014年11月17日付で、和解合意に従って、ドル建て決済制限が実施

された。

SRPの権限は、これらの義務の管理に至るまで拡大されている。

2014年12月９日に当グループは、DOJ、DANYおよび当グループが、DPAの３年間の延長（2017年12月10日

まで）ならびに当グループの制裁準拠プログラムに関する勧告を評価および実施するためのモニターの継

続につき合意したことを発表した。DOJの合意は、当グループが当初のDPAの要件に準拠するための数多く

のステップの実施、制裁準拠の強化および最適化を認めている。ここには、より厳格な米国の制裁方針お

よび手続きの実施、スタッフの認定研修、法務および金融犯罪コンプライアンスに携わる上級スタッフの

雇用ならびに最近実施された米国の制裁法および規制対象国への一括送金指図に関する追加対策が含まれ

る。当グループは、米国の制裁プログラムが、DPAが要求している水準に達するようにするために追加的

かつ大幅な改善を行うべく、当局と緊密に協力している。

当グループは、米国の制裁法および規制に対する過去の違反の可能性に関する、米国当局およびニュー

ヨーク州司法長官による調査に協力している。この調査は、既存のイラン顧客との新規取引の中止を目的

として当グループが2007年に下した決定より前の期間に重点を置いた2012年の和解とは異なり、この継続

調査は2007年より後のスタンダード・チャータード・バンクを通じたイラン関連の顧客取引の実行および

統制の不備範囲ならびに、その様な不備が2012年において関連する米国当局と共有された範囲に重点を置

いている。

当グループは、過去、現在および将来の制裁ならびにAMLおよびBSA要件に対する当グループの準拠、な

らびに米国のみならず当グループの拠点とする地域全体にわたる顧客のデューデリジェンス実務が引き続

き関係当局の焦点となっており、将来も焦点となるであろうということを認識している。

金融行為規制機構（以下、「FCA」という。）は、スタンダード・チャータード・バンクの金融犯罪の

管理に関する調査を行っており、スタンダード・チャータード・バンクのロンドン支店が行ったコルレス

銀行業務の範囲内で、それらの管理の有効性およびガバナンスに注目している。特に欧州経済地域以外の
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受取銀行との間で実施された取引に関連して、スタンダード・チャータード・バンクの海外支店のうちの

１つにおけるそれらの管理の有効性およびガバナンスならびにそれらの管理について当グループレベルで

実施した監視に注目している。

市場行動を監視する権限の一環として、特定の市場の規制当局およびその他の機関は、規制上の準拠お

よび市場行動の数多くの分野の調査またはレビューの要求を行っている。これには、広範にわたる金融商

品に関わる販売およびトレーディングおよび為替レート等のさまざまな市場金利およびその他の金融ベン

チマークを設定するための提示を含む。対象期間において、当グループ支店および/または子会社の一部

は、それらの市場のいくつかの参加者で、場合によってはそれらの利率およびその他の金融ベンチマーク

を設定する機関にデータを提示していた（している）。当グループは、特定の市場において金融ベンチ

マークプロセスを強化するための業界提案に貢献しており、引き続き、調査、レビューおよび業界提案の

観点において、実務およびプロセスの見直しを行っている。

当グループは、それらすべての継続的レビュー、情報要求および調査に協力している。これらのレ

ビュー、情報要求および調査の結果は不確実性を伴うものであり、更なる措置、違約金または罰金につな

がる可能性があるが、発生する可能性のある負債の範囲またはその他の結果を予想することはできない。

当グループはまた、規制当局の期待に応え、積極的なリスク管理を示す上で、よりリスクの高い事業活

動を制限または再編もしくは低減するためのステップを実施する。ここには、リスクの許容範囲を超えて

存在する事業の処分または終了が含まれる可能性がある。

法的事項および規制事項の詳細については、312ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記41

を参照のこと。

リスク管理アプローチ

リスク管理の枠組み

有効なリスク管理は、継続的かつ持続可能な利益を生み出すことができるようにするための基礎となる

ものであり、よって、当グループの財務および経営管理の中核となるものである。

当グループは、当グループのリスク管理の枠組みを通じて、会社全体のリスクを管理しており、当グ

ループのリスク許容度の範囲内で、リスク調整後の収益を最大化することを目的としている。

信用リスク、カントリー・クロスボーダー・リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・

リスク、レピュレーション・リスク、年金リスクおよび戦略的リスクについては、204ページから217ペー

ジ（訳注：原文のページ番号である。）に記載されており、資本リスクに対するアプローチについては、

218ページから225ページ（訳注：原文のページ番号である。）に記載されている。

この枠組みの一部として、取締役会は、当グループが維持したいと考えているリスク管理の認識につい

て記述した一連の原則を承認している。

リスクと収益の均衡

・当グループは、当グループのすべてのステークホルダーの利益において、持続的なフランチャイズを構

築するために当グループのリスクを管理している。

・当グループは、当グループが承認した戦略と整合している場合に、当グループのリスク許容度およびリ

スク選好の範囲においてのみ、リスクを負担する。
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・当グループは、当グループのリスク・プロファイルを管理し、そうすることによって、当グループの投

資家の信頼を著しく損なう予想外の損失事象が発生する可能性を低く抑えることができる。

事業の遂行

・当グループは、当グループの経営を通じて、当グループのブランド・プロミスである”ヒア・フォー・

グッド”を示しており、不適切な行為の結果、生じる評判に配慮している。

・当グループは、法律および規定の精神ならびに条文に従いながら、顧客、投資家および当グループが事

業を営なむ市場に対して良い成果を達成しようとしている。

・当グループは、当グループの同僚を公正かつ尊敬をもって処遇する。

責任および説明責任

・当グループは、リスクテイクにおける管理および監督を確認すること、特に当グループの権限の範囲内

にあることを確認する責任を個別に担っている。

・当グループは、リスクテイクはリスク選好度およびリスク許容範囲内にあり適切なインフラストラク

チャーおよび資源が存在する場合のみ実施され、リスク管理の枠組みに従って透明性のある管理および報

告されることを確認する。

・当グループのアプローチは、持続可能な方法で社会および環境への影響を管理することを約束するクラ

イアントと協力することである。

予測

・当グループは重要な将来のリスクを予測し、不利な結果を招いた事象から教訓を得ることにより、既知

のリスクを意識する。

競争的優位性

・当グループは効率的かつ有効なリスク管理およびコントロールを通じて、競争的優位性を達成すること

を模索する。

リスク・ガバナンス

当グループのリスク許容範囲を設定し、有効なリスク管理を行う最終的な責任は、取締役会にある。

取締役会によって委任された権限の中で活動する取締役会リスク委員会のメンバーは、当グループの非

業務執行取締役のみで構成されており、健全性リスクの監視およびレビューを行う責任がある。健全性リ

スクには、信用リスク、市場リスク、資本リスク、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスクが含ま

れるが、これらに限定されるわけではない。当委員会は、当グループの全体的なリスク許容基準を見直

し、それに基づいて取締役会に勧告を行う。当委員会の責任にはまた、当グループのリスク管理システム

およびコントロールの妥当性と有効性のレビュー、重要な規制改正案の影響についての検討、重要な取得

および処分に関する有効なデューデリジェンスの実施、ならびに当グループのリスク委員会および当グ

ループの資産負債委員会の活動の監視が含まれる。
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取締役会リスク委員会は、リスク管理に関する定期的な報告書を受け取る。この報告書には、当グルー

プのポートフォリオの傾向、方針および基準、ストレス・テスト、流動性および自己資本比率が含まれて

おり、その権限内の活動に関する情報を調査または要求する権限を与えられている。取締役会リスク委員

会はまた、予定された委員会の各会合で提示される連結リスク情報報告書の異なるセクションについて、

繰り返し「詳細にわたる」レビューを行っている。

ブラント・バリュー・アンド・コンダクト・コミッティーは、当グループのブランド、価値および高い

評判について監視している。当委員会は、レピュテーション・リスクが、取締役会が承認しているリスク

許容基準と一致し、長期的な株主の価値を生み出すものとなるようにしている。

取締役会金融犯罪リスク委員会は、金融犯罪規制に対する当グループの準拠の有効性について監視して

いる。

監査委員会は、金融リスクを特定、評価、管理およびモニタリングするための当グループ内部の財務管

理についてレビューする。

取締役会およびその各委員会のリスク・ガバナンスに関する役割の詳細については取締役の報告書の85

ページから88ページ（訳注：原文のページ番号である。）に記載されている。

リスク管理に関する経営責任は、スタンダード・チャータード・バンク・コート（以下、「コート」と

いう。）に委譲されており、このコートは当グループの業務執行取締役およびスタンダード・チャーター

ド・バンクのその他の取締役より構成されている。

コートは、当グループの最高執行機関であり、その権限は、スタンダード・チャータード・ピーエル

シーの取締役会によって承認されている。コートは、当グループのリスク委員会および当グループの資産

負債委員会にリスク管理に関する権限を委譲している。

当グループのリスク委員会は、コートが当グループの資産負債委員会に委譲した権限以外のすべてのリ

スク管理に関する責任を担っている。当グループのリスク委員会は、信用リスク、カントリー・クロス

ボーダー・リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスクおよびレピュテーション・リス

クに関する方針を設定し、準拠する責任を担っている。当グループのリスク委員会はまた、当グループの

リスク管理全体の枠組みについても定義している。

当グループの資産負債委員会は、資本の管理および貸借対照表管理（当グループの流動性、自己資本比

率および構造的な為替および金利エクスポージャーならびに税金エクスポージャーを含む）に関する方針

を設定し、準拠する責任を担っている。

スタンダード・チャータード・コート・コミッティ組織構造の変化

2015年12月31日現在 2015年に承認され2016年１月１日付で有効
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当グループのリスク委員会および当グループの資産負債委員会は、当グループの組織変更後も基本的に

変わっていない。ただし、これらの委員会の傘下におかれている小委員会の構成は一部変更されている。

2016年に更なる委員会構成の簡素化が行われる予定で、これらの変更の一部については、225ページ（訳

注：原文のページ番号である。）の資本レビューに記載されている。

当グループのリスク委員会および当グループの資産負債委員会のメンバーは、基本的にコートのメン

バーである。当グループのリスク委員会は、当グループの最高リスク責任者が議長を務めている。当グ

ループの資産負債委員会は、当グループの最高財務責任者が議長を務めている。リスク限度およびリス

ク・エクスポージャー承認権限の枠組みは、信用リスク、カントリー・クロスボーダー・リスク、市場リ

スクおよびオペレーショナル・リスクに関しては当グループのリスク委員会が設定している。当グループ

の資産負債委員会は、資本および流動性リスクに関する承認権限の枠組みを設定している。リスク承認権

限は、リスク委員会または権限を与えられた個人によって行使される。

当委員会のガバナンス構造は、リスク負担権限およびリスク管理方針が取締役会から適切な機能、クラ

イアント・ビジネスならびに国レベルの上級経営陣および委員会に確実に委譲されるようにするものであ

る。重要なリスク課題ならびに方針および基準への準拠に関する情報は、適切な国、クライアント・ビジ

ネス、機能別ならびにグループ・レベルの上級経営陣および委員会に伝達される。

権限およびリスク委員会の根拠は、上級経営陣の管理体制における個々の説明責任の原則の観点から現

在レビュー中である。

当グループのリスク委員会および当グループの資産負債委員会は、当グループがさらされているリスク

に関連したガバナンスの任務を全うするために情報を要求および受領しており、リスク報告書が要件を満

たすものでない場合には上級経営陣に警告を行う。当グループのリスク委員会および当グループの資産負

債委員会は、取締役会リスク委員会と同様に報告書を受け取る。この報告書には、リスク測定、リスク許

容度、リスクの集中、将来を見越した評価、特定のリスク・シミュレーションに関するアップデート、あ

るいはリスクを低減または管理するためにこれらの委員会が合意した措置に関する情報が含まれている。

リスク管理方針および責任は、「３つの防御線」モデルに基づいて定義されている。各防御線は、リス

ク管理およびコントロールに関する具体的な責任について述べている。

・第一防御線：すべての従業員は、組織における自らの直接的な責任の範囲で、確実に効果的なリスク管

理を行うことを義務付けられている。事業、機能および地域の責任者は、各事業および機能におけるリス

ク管理ならびに彼らがガバナンス責任を担っている国における説明責任がある。

・第二防御線：それぞれのコントロール機能によって支援されているリスク・コントロール・オーナーよ

り構成される。リスク・コントロール・オーナーは、その責任の範囲内の残存リスクが確実にリスク許容

度およびリスク選好の範囲内に収まるようにする責任がある。リスク・コントロール・オーナーの責任範

囲は、そのリスク・タイプおよびリスク・タイプに関連するリスク管理プロセスによって定義されてい

る。これらの責任は、当グループ全体にわたっており、機能、事業および地域別な教会による制約を受け

ない。主要なリスク・タイプは、以下のセクションに個別に記述されている。

・第三防御線：独立した評価は、当グループの内部監査機能によって提供されている。その役割は、取締

役会の監査委員会によって定義され、監視されている。

当グループの内部監査は、経営陣自らの事業運営に関するコントロール（第一防御線）およびリスク・

コントロール・ファンクションによって維持されるプロセス（第二防御線）の有効性について、独立した
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保証を提供している。その結果、当グループの内部監査は、全体的なシステムのコントロールの有効性

が、リスク管理の枠組み内で要求されているとおり機能しているという保証を提供している。

リスク機能

当グループの最高リスク責任者は、取引の組成、トレーディングおよび販売機能とは分離され独立した

リスク機能を直接管理している。

リスク機能の役割：

・当グループの活動に対して適切であり続け、当グループ全体に効果的に伝達され実行されるようにリス

ク管理の枠組みを維持すること。また、関連するガバナンスおよび報告プロセスを管理すること。

・当グループのリスク/リターン決定の全体的な一貫性を保持すること。特に、リスクが適切に評価され

ること、リスク/リターン決定が適切な評価基準に基づいて透明性をもって行われること、および当グ

ループの基準およびリスク許容度に従って管理されること。

・信用リスク、市場リスク、カントリー・クロスボーダー・リスク、短期流動性リスクおよびオペレー

ショナル・リスク等のリスク・タイプに関して直接リスク管理責任を果たすこと。

リスク機能の独立性は、リスク/リターンの決定において必要なバランスが、収益を生み出すための短

期的な圧力によって危うくされないようにすることである。これは、リスク残高から生じる損失は、通

常、時間と共に明らかになるのに対し、収益は販売時に認識されることを考慮すると、特に重要である。

さらにリスク機能は、大規模組織におけるリスク管理プロセスに関連した専門能力を提供する中核的拠

点である。

リスク許容度および選好

当グループは、戦略追求および持続可能な主要事業の展開のために負うリスクを決定する３つの制約を

認識している。

・リスク負担能力は、外部からの制約を定義するもので、当グループは、その範囲内で事業を遂行しなけ

ればならない。現在の能力およびリソースを考慮すると、規制上の自己資本および流動性要件で決定され

る制約に違反せずに当グループが引き受けることができる最大限のリスクであり、これを超えた場合には

規制当局および法の執行機関の期待を満たせなかったことを意味する。

・リスク許容度は、取締役会が定めた限度額で、当グループが戦略を追求する上で、リスク原則に従って

通常、引き受けることができるリスクの上限である。リスク許容度は、潜在的な財務またはレピュテー

ションの損害可能性が、持続的な戦略の追及と整合し、ステークホルダーの合理的な期待と一致した水準

となるよう、リスクを制限するものでなければならない。リスク許容度がリスク負担能力を上回ることは

できない。

・リスク選好は、現在および合理的に予測可能な外部の市況を考慮して、当グループが収益を生み出すた

めに最適であるとみなしているリスクの金額である。リスク選好がリスク許容度を上回ることはできな

い。

当グループのリスク・プロファイルは、ある時点において該当するすべてのリスクの種類を網羅した当

グループのリスク全体に対するエクスポージャーである。当グループのリスク・プロファイルをリスク選
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好の範囲内（ならびにリスク許容度およびリスク負担能力の範囲内）にとどめるために、エクスポー

ジャー限度額、引受基準、スコアカードによる審査およびその方針、ならびにその他の業務上のコント

ロール・パラメータ等のリスク・コントロール・ツールが使用される。

取締役会は、リスク許容度として知られる一連の財務および業務上のコントロール・パラメータによっ

て裏付けられたリスク許容基準を承認した。これらのリスク許容度は、グループ全体で負担する可能性の

あるリスク・エクスポージャー全体を直接、制限する。リスク許容度の数値は、追加の信用リスクおよび

流動性リスクの許容度を含めるために2015年に増加している。さらに今回初めて年金リスク許容基準およ

びリスク許容度が導入されている。

取締役会によって承認された当グループのリスク許容基準および関連するリスク許容度の区分は、以下

のとおりである。

・一般事項：当グループは、収益の成長またはより高いリターンを追求するために当グループのリスク許

容度の遵守を危うくするということはない。

・信用リスクおよびカントリー・クロスボーダー・リスク：当グループは、多様化の原則に従って、商

品、地域、顧客セグメントおよび産業部門にまたがる信用リスクおよびカントリー・クロスボーダー・リ

スクのエクスポージャーを管理する。具体的なリスク許容度は、個別および上位20の単一相手先への信用

の集中、産業部門への信用の集中、ポートフォリオの残存期間、リテールの無担保信用リスクの集中、住

宅ローンの高い預貸比率の集中およびカントリー・クロスボーダー信用リスクの集中に関して設定され

る。

・資本および損益ボラティリティ：平均して25年に１度経験するような深刻なストレス状況下において、

移行ベースによる当グループの健全な自己資本比率は、外部からの資源に頼ることなく、規制上の最低自

己資本要件（当グループがその活動において追加的な規制上の制限なしに事業を運営できる水準）を上回

らなければならない。具体的な許容度は、25年に１度のストレス状況下における最低普通株式等Tier1資

本およびレバレッジ比率について設定される。

・市場リスク：当グループは、市場リスクによる損失（財務上またはレピュテーション上の損失）によ

り、当グループのフランチャイズに重大な損害が発生しないようにするためにトレーディング・ポート

フォリオおよびトレーディング活動をコントロールしなければならない。金融市場における市場ストレス

に対する回復力および損益ボラティリティに対して具体的なリスク許容度が設定される。

・流動性リスク：当グループは、極端ではあるものの可能性のある流動性ストレス下において、中央銀行

の特別支援に頼ることなく、支払義務および担保義務を履行できるようにしなければならない。流動性ス

トレスのサバイバル・ホライズン、短期ホールセール借入、最低預貸比率および流動性カバレッジ比率に

対して具体的なリスク許容度が設定される。
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・オペレーショナル・リスク：当グループは、事業の遂行に関連したものを含むオペレーショナル・リス

クによる損失（財務上またはレピュテーション上の損失）により、当グループのフランチャイズに重大な

損害が発生しないようにするためにオペレーショナル・リスクをコントロールしようとしている。この方

針は、各オペレーショナル・トップ・リスクに関するリスク許容度によって裏付けられている。当グルー

プの現在のオペレーショナル・トップ・リスクのリストについては、198ページ（訳注：原文のページ番

号である。）を参照のこと。

・レピュテーション・リスク：当グループは、当グループのフランチャイズに重大な損害が発生しないよ

うにするために当グループの評判を保護する。

・年金リスク：当グループは、以下のとおり年金制度を管理する。

－年金制度の積立要件またはその他の財務指標に予想外の重大な悪化はない。

－市場ストレス事象が発生した場合には、任意の給付金の廃止等経営陣による措置は認められるが、加

入者の給付金は引き続き現在の形態で継続される。

当グループのリスク委員会および資産負債委員会は、当グループのリスク・プロファイルが取締役会に

より設定されたリスク許容度を遵守するよう管理されていることを確認する責任がある。取締役会リスク

委員会は、リスク許容基準について取締役会に助言し、当グループの継続的なリスク許容基準の遵守をモ

ニタリングする。

ストレス・テスト

ストレス・テストおよびシナリオ分析は、極端ではあるものの可能性のあるマクロ金融条件の下で、ス

タンダード・チャータードが有効に事業を継続するための能力を評価するために用いられる。

当グループのストレス・テストに対するアプローチは、以下の目的で整備されている：

・取締役会レベルのリスク許容限度の設定および監視への貢献

・役員レベルのリスク選好の設定および監視ならびにより全般的なリスク管理への貢献

・資本および流動性ポジション、戦略、フランチャイズならびにレピュテーションに関する重要なリスク

の特定

・当グループが、極端ではあるものの可能性のある状況から確実に回復できるようにすることを目的とし

た戦略的管理措置および危機管理計画の策定の支援（事業の継続性を含む。）。

・規制上の要件の遵守

ストレス・テストは、当グループ、国および事業レベルで実施される。212ページ（訳注：原文のペー

ジ番号である。）の市場リスクおよび214ページ（訳注：原文のページ番号である。）の流動性リスクの

セクションに記載されているとおり、当グループの市場および流動性ポジションに対して、カスタマイズ

されたシナリオが適用される。これらに加えて、当グループのストレス・テストは関連する地域、顧客セ

グメントおよびリスクの種類（特に以下に詳しく記載されている信用リスク）に関するマクロ金融事象、

地政学的な事象および物理的な事象による潜在的な影響にも焦点を当てている。

信用リスク

EDINET提出書類

スタンダード・チャータード・ピーエルシー(E30667)

有価証券報告書

424/616



信用リスクは、合意した条件に従って、契約相手が当グループに債務を支払う義務を満たすことができ

ないことによる潜在的な損失のリスクである。信用エクスポージャーは、バンキング・ブックおよびト

レーディング・ブックの双方より生じる。

信用リスクは、信用リスクの測定および管理を網羅する方針および手続きを設定する枠組みを通じて管

理されている。事業における取引の組成者とリスク部門における承認者の職務分掌は明確である。すべて

の信用エクスポージャー限度は、定義された信用承認権限の枠組みの中で承認される。当グループは、商

品、地域、産業、担保の種類および顧客セグメントにわたる多様化という原則に従って、当グループの信

用エクスポージャーを管理している。

信用リスク委員会

信用リスク委員会は、当グループのリスク委員会から最終的な権限を委譲されている主要な上級経営委

員会である。当委員会は当グループの戦略を支援しながら、当グループ全体を通じて信用リスクがリスク

選好に従って有効に管理されることを確認する。信用リスク委員会は定期的に会合を開き、すべての重要

な信用リスク・エクスポージャー、主要な内部での変化および外部の動向を監視し、適切な措置が確実に

講じられるようにしている。当グループの最高与信責任者が委員長を務めている。

与信方針

当グループ全体の与信方針および基準は、当グループのリスク委員会によって検討され、承認され、与

信承認および貸倒引当金に関する権限の委譲についても監視している。これらの方針は、与信案件の組

成、信用リスク評価、集中リスクおよび大規模エクスポージャー、信用リスク軽減、信用モニタリング、

回収および回収管理に関する重要な管理基準を設定している。さらに、ストレス・テスト、リスク測定お

よび減損引当金等、その他のグループ全体の信用リスク管理に不可欠な方針も定められている。

各顧客セグメントまたは商品セグメントに特有の方針および手続きは、承認された機関によって設定さ

れる。これらは、当グループのグループ全体の与信方針と一致しているが、顧客セグメントおよび商品セ

グメント全体を通じてさまざまなリスク特性を反映するためにより詳細に定められ、適応されている。方

針は、それらが引き続き有効かつリスク環境およびリスク選好と整合するよう定期的に見直され、監視さ

れている。

信用格付けおよび測定

リスク測定は、リスク負担およびポートフォリオ管理の決定を伝達する上で、判断および経験と共に中

核的な役割を担っている。

2008年１月１日以降、スタンダード・チャータードは、バーゼルⅡの規制の枠組みに基づいて信用リス

ク資本要件を算定するために、先進的な内部格付けベース（以下、「AIRB」という。）のアプローチを使

用している。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントならびにコマーシャル・クライアン

トに関しては、標準的な数字からなる信用リスク格付け（以下、「CG」という。）システムが用いられて

いる。数値格付けは、１から14までで、格付けによってはさらに補足的な格付けに分類される。信用格付

けの数値がより低いことは、債務不履行の可能性がより低いことを示している。CG1から12までは、正常
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債権である顧客または勘定に対して割り当てられ、CG13および14は、不良債権であるか、または債務不履

行となった顧客に割り当てられる。延滞も減損もしていない貸付金のCGごとの分析は、172ページおよび

173ページ（訳注：原文のページ番号である。）で説明されている。

リテール・クライアントのIRBポートフォリオは、債務不履行の可能性を生成するように調整された申

請および行動の信用スコアを用いて、標準的な数字からなる信用リスク格付システムにマッピングされて

いる。当グループは、入手可能な場合には、与信局からの外部格付を参照するが、リテール・クライアン

トのCGを決定する際に、全面的にこれらに依存するわけではない。

AIRBモデルは、当グループのエクスポージャーの実質的に大部分をカバーしており、顧客およびポート

フォリオ・レベルでリスク評価を行い、戦略を設定し、当グループのリスク/リターンの決定を最適化す

る上で用いられる。重要なIRBリスク測定モデルは、信用モデル評価委員会の推薦に基づき、信用リスク

委員会によって承認される。信用モデル評価委員会は、すべての決定を信用リスク委員会に伝えた上で、

その他すべてのIRBリスク測定モデルを承認している。信用モデル評価委員会は、リスクの特定および測

定能力が客観的かつ一貫したものであり続けるために信用リスク委員会を支援する。そうすることによっ

て、リスク管理およびリスク発生の判断は、正確に伝達される。信用リスク評価委員会のレビュー前にす

べてのIRBモデルは、モデル評価チームによって詳細に検討される。モデル評価チームは、モデルを開発

および維持しているチームとは別のチームである。モデルは定期的にレビューされる。また、継続的なモ

デルのパフォーマンス監視プロセス中に、モデルのパフォーマンスが、予め設定した基準値に対して著し

く悪化した場合にも、レビューが実施される。

与信承認および信用リスク評価

個別の契約相手、関連付けられた契約相手グループおよびリテール・エクスポージャーのポートフォリ

オに対する主要な信用エクスポージャーは、信用承認委員会によってレビューされ、承認されている。信

用承認委員会は、信用リスク委員会によって任命され、当グループのリスク委員会から与信承認権限を得

ている。

その他のすべての信用承認権限は、当グループのリスク委員会の判断および経験の双方および顧客また

はポートフォリオから生じる潜在的な見積最大損失を考慮したリスク調整スケールに基づいて、当グルー

プのリスク委員会によって個人に委譲される。与信の組成と承認の役割は、リテール・クライアントに関

して承認された一部のケースを除いて、分離されている。それらの一部の例外においては、オリジネー

ターは、信用リスク機能からの監視の対象となる定義されたリスク・パラメータの中で限定されたエクス

ポージャーのみを承認することができる。

すべての与信提案は、厳格な信用リスク評価の対象となる。これには顧客の信用の質の包括的な評価が

含まれており、返済の意思および返済能力が加味される。主要な貸付検討項目は、通常、顧客の信用格付

ならびに取引相手に関しては営業キャッシュ・フローによる返済能力および個人の借り手に関しては個人

所得または財産である。リスク評価では、顧客の流動性およびレバレッジ・ポジションに関して十分な検

討が行われる。評価には、必要に応じて、信用リスク軽減の取決めに関する詳細な分析が含まれており、

顧客の信用の質の著しい悪化によって債務不履行に陥った場合の二次的な返済原資としてのその取決めへ

の依存度を判断する。よりリスクが高いか、あるいは非標準的とみなされる貸付は、より厳格な最低要件

の対象となり、上級与信担当者または承認機関への上申が義務付けられている。ローン・ポートフォリオ

の分析については、162ページから167ページ（訳注：原文のページ番号である。）で説明されている。
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信用集中リスク

信用集中リスクは、契約相手または契約相手グループに対する単一の大規模エクスポージャーまたは

ポートフォリオ全体を通じて緊密な相関関係にある複数のエクスポージャーから生じる可能性がある。

大規模エクスポージャー集中リスクは、契約相手または関連付けられた契約相手グループごとに設定さ

れた集中限度額の中で管理される。

ポートフォリオ・レベルでは、適切な場合は、国、産業、商品、期間、担保の種類、担保水準および信

用リスク・プロファイルごとに信用集中リスク基準値が設定され、集中を管理するために監視される。

当グループ・レベルで重要な集中については、信用リスク委員会によって基準値が設定され、監視さ

れ、当グループのリスク委員会および取締役会リスク委員会に報告される。

信用リスク軽減

如何なる口座、顧客またはポートフォリオの潜在的信用損失も、担保、ネッティング契約、信用保険、

予想ボラティリティを考慮したクレジット・デリバティブおよび保証等のさまざまなツールを用いて軽減

されている。これらの軽減措置に依拠可能な状況は、法的確実性および法的強制力、市場評価の相関関係

および保証人のカウンターパーティ・リスク等の問題に照らして、慎重に評価されている。

当グループの信用リスク軽減方針では、信用リスク軽減の取決めの適格性、法的強制力および有効性に

関する重要な検討について判断している。

当グループは、信用リスク軽減措置として認められる担保に関する基準を設定するための方針および手

続きを有している。これには、法的確実性、優先順位、集中、相互関係、流動性および評価パラメータ

（レビューの頻度および独立性等）に関する要件が含まれている。

リスク軽減に適格とされる担保の種類には、現金、住宅用、商業用および工業用不動産、自動車、航空

機、工場および機械等の固定資産、市場性のある有価証券、コモディティ、銀行保証および信用状等が含

まれる。当グループはまた、担保付売戻契約を締結している。

担保として認められるために、また貸付金の場合は有担保貸付金として分類されるために、担保に供さ

れた項目はすべて独立して評価され、当該担保に関する活発な流通市場が存在しなければならない。当グ

ループは、担保の売却が必要になった場合にその資産の保有者と協力しなくても担保を実行することが可

能になる様に書類を保有しなければならない。当グループはまた、資産分類および市場全体を通じて担保

を多様化することも進めている。

特定の種類の貸付（通常、住宅ローンまたは資産金融）に関しては、リスク軽減措置に関する抵当権第

一位の獲得が義務付けられる場合、現物資産の抵当権を得ることは適切な価格設定および債務不履行時の

回収可能性を決定する上で重要である。ただし、担保に関する要件は、貸付決定における主要な検討事項

である支払能力の代用にはならない。

当グループの信用リスク軽減方針に従って、定期的な担保の評価が要求されている。当該方針は、さま

ざまな担保種類に関する評価のプロセスおよび評価の頻度の両方を規定している。担保は実行前に独立し

て評価され、その後は定期的に評価される。評価の頻度は、通常年１回で、各種担保の価格変動レベルお

よび基礎となる商品またはリスク・エクスポージャーの性質によっては、さらに頻繁に評価が行われる。

最近の独立した評価によって担保価値が裏付けられない場合、リスク軽減による便益は失われる可能性が

ある。
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金融担保が適格であると認められるには、信用補完獲得の確実性が適切に示されるように、依拠するリ

スク軽減措置は十分に流動的であり、その価値は時間が経過しても十分に安定していなければならない。

ストレス・テストは、上級経営陣による重要ポートフォリオのリスク管理を支援するため、これらのポー

トフォリオの担保価格の変動に対して実施される。物的担保は、常に物的損失または損害のリスクに対し

て付保することが義務付けられており、他のリスクに対する保険については、引き続きレビューが行われ

る。

担保価値は、適切な場合は、現在の市況、回収可能性および占有時に担保を処分するまでの期間を反映

するために調整される。

保証またはクレジット・デリバティブが信用リスクの軽減に使用される場合、債務者または主な契約相

手の信用力に加えて、与信承認プロセスを用いて保証人の信用力が評価および設定される。保証人の主な

種類には、銀行、保険会社、親会社、株主および輸出信用保証機構が含まれる。

トレーディング商品

トレーディング商品から生じる信用リスクは、企業および金融機関の全体的な信用リスク選好の中で管

理される。

トレーディング商品から生じる信用リスク・エクスポージャーは、基礎となる商品の正の値洗い金額、

および潜在的な将来の市場変動に対応するための追加的な構成要素から導き出される。

当グループは、双務的ネッティング契約またはマルチラテラル・ネッティング契約を利用して、決済前

および決済時のカウンターパーティ・リスクを軽減している。決済前のリスク・エクスポージャーは、法

的に認められた管轄地において、通常、双務的ネッティング契約を用いてネッティングされる。決済エク

スポージャーは、デリバリー・バーサス・ペイメント決済またはペイメント・バーサス・ペイメント決済

を用いてネッティングされる。マスター・ネッティング契約は、通常、債務不履行時のみ強制的に実行さ

れる。国際会計基準（以下、「IAS」という。）第32号に従って、相殺に関する法的権利があり、純額

ベースで決済するか、あるいは資産と負債を同時に実現させる意図がある場合のみ、デリバティブのエク

スポージャーは財務諸表上に純額ベースで表示される。

さらに、当グループは、担保がエクスポージャーに対して必要または望ましい軽減手法であるとみなさ

れる場合に契約相手とクレジット・サポート・アネックス（以下、「CSA」という。）を締結している。

CSAに関する詳細については、170ページ（訳注：原文のページ番号である。）に説明されている。

有価証券

売却目的で保有される、予め定義されたすべての有価証券資産の引受けおよび購入に関するポートフォ

リオ限度額およびパラメータは、引受委員会によって承認されている。引受委員会は、当グループの信用

リスク委員会の権限に基づいて設定される。当該事業は、国、単一発行者、保有期間および信用格付け限

度を含む、設定された限度内で運営されている。

トレーディング有価証券の日々の信用リスク管理活動は、リスク機能の専門家チームによって実行され

ており、その活動には、引受委員会が委譲したレベル内での監視および承認が含まれる。決済時および決

済前のリスクを含む発行者の信用リスクならびに価格リスクは、リスク機能によって管理されている。
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引受委員会は、当グループの顧客より新しい有価証券発行を引き受ける個々の提案を承認している。引

き受けた有価証券が目標売却期間よりも長期にわたって保有される場合、当該ポジションを売却するか否

かの最終判断は、リスク機能に委ねられる。

信用モニタリング

当グループは、信用エクスポージャー、ポートフォリオ実績および当グループのリスク管理結果に影響

を及ぼす可能性のある外部傾向を定期的に監視している。

内部リスク管理レポートは、リスク委員会に提示され、主要なポートフォリオおよび国にまたがる主要

な環境、政治および経済的動向、ポートフォリオ延滞および貸付金の減損実績、ならびに信用格付けの移

動を含むIRBポートフォリオ計測に関する情報を含んでいる。

信用リスク委員会は、外部事象の影響および当グループの信用リスク・ポートフォリオの傾向を評価

し、またポートフォリオの形態、ポートフォリオおよび引受基準、リスク方針および手続きの適切な変更

に関する当グループの対応を定義および実施するために、定期的に会合を開いている。

顧客またはポートフォリオは、実際の、または潜在的な脆弱性の兆候が示された場合、早期警告の対象

となる。例えば、業界内で顧客の地位の低下がみられる場合、財政状態の悪化、財務制限条項の違反、所

定の期限内に義務を果たさない、もしくは所有者または経営陣に関する懸念などである。

それらの口座およびポートフォリオは、国々の信用問題委員会による専用監視プロセスの対象となる。

顧客口座目標および信用格付けは、再評価される。さらに改善策が合意され、監視される。改善策には、

エクスポージャー削減、担保拡大、口座終結または当該口座を当グループの専門家による回収部門であ

る、当グループ特別資産管理（以下、「GSAM」という。）の管理下に即時移動することが含まれるが、こ

れらに限定されるわけではない。

通常、すべてのコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・ク

ライアントおよびプライベート・バンキング・クライアントの延滞口座は、GSAMによって管理される。

リテール・クライアント・エクスポージャーについては、詳細なレベルで、延滞傾向が継続的に監視さ

れる。個人顧客の行動もまた、トラッキングされ、貸付の決定に関して、検討される。延滞している口座

は、回収プロセスの対象となり、リスク機能によって独立して管理される。償却口座は、専門家の回収

チームによって管理される。国によっては、取立および回収機能部分を外注している国もある。

貸付金の減損

当グループが契約上のキャッシュ・フローの一部を回収できないと考える場合、貸付金は減損してい

る。貸付金が減損しているとみなされる場合の具体的な定義については、以下のリテール・クライアント

ならびにコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアン

トおよびプライベート・バンキング・クライアントのセクションに記載されている。

当グループの貸倒引当金は、個別の貸付金資産に関して、または貸付金ポートフォリオ内においていず

れかで発生した減損損失を認識するために設定される。個別に減損している貸付金は、個別減損引当金

（以下、「IIP」という。）が計上されている貸付金である。

将来の回収金額および時期の見積りには重要な判断を伴い、延滞水準ならびに将来の経済状態および担

保価値（直ちにアクセスのない可能性あり）等の事項の評価を考慮する。
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貸借対照表日現在で発生しているものの個別に特定されていない減損損失は、経済環境によって生じる

不確実性の結果である過去の損失実績、およびポートフォリオ傾向に基づく債務不履行を考慮して決定さ

れる。識別された実際の損失は、例えば、経済環境によって生じた不確実性の結果、報告された減損引当

金とは大幅に異なる可能性がある。

当グループの減損引当金の合計金額は、本質的に不確実であり、当グループが事業を行っている地域全

体の経済および信用状態の変動に敏感である。経済および信用状態は、各地域内で相互依存しており、そ

の結果、当グループの貸付金の減損引当金全体が敏感になっている要因は一つではない。翌年の実際の事

象は、モデルに組み込まれた仮定とは異なる可能性があり、貸付金の帳簿価額に対する重要な調整につな

がる可能性がある。

リテール・クライアント

リテール・クライアントのポートフォリオについては、支払延滞に関して定義された一定の基準値の条

件に該当する（「契約上の減損」）か、あるいは破産、債務の再編、詐欺または死亡等その他の客観的な

条件に該当する場合に、口座は「減損している」とみなされる。貸付金は、顧客がローン契約に従って元

本または利息の返済を行わなかった場合に延滞（または「期日経過」）とみなされる。これらの基準とな

る条件は、方針で定義されており、経験に基づく証拠により顧客が契約上の義務を果たせないか、元本の

損失が見込まれる時点と設定されている。

ポートフォリオ減損引当金（以下、「PIP」という。）は、貸借対照表日現在で存在するものの個別に

識別されないポートフォリオに内在する損失をカバーする。適切なポートフォリオ引当金の水準を決定す

る際には、過去の損失実績、損失発現期間、延滞率等のリスク指標、および既存の外部条件の潜在的な影

響を加味した検討が行われる。これらの要因の中には、判断を必要とするものもある。PIPは、延滞は減

損の指標であるが、すべての延滞貸付金（特に初期の段階の延滞に該当するもの）が減損するわけではな

いという事実を考慮する。これは時間の経過に伴って、当グループが個別に延滞原因を調査することに

よってのみ、明らかになるものである。

この基準に基づき、債権が150日延滞となっている場合にリテール・クライアント口座は減損している

とみなされる。ただし、経験に基づく証拠がより保守的に設定すべきであると示しているポートフォリオ

については、例外規定が存在する。

IIPを算定する際に中核となる構成要素は、貸倒償却総額と回収価額である。貸倒償却総額および/また

は引当金は、延滞またはその他の特定の条件のいずれかにより、その口座が支払を行わない可能性がある

とされる場合に認識される。減損後の無担保負債の回収は、顧客から直接または焦げ付き融資の第三者へ

の売却を通じて、実際に回収された現金に基づいて認識される。減損後の有担保貸付の引当金の戻入れ

は、貸付金残高が全額返済される（引当金全額の戻し入れ）、または引当金が貸付金残高を上回っている

（引当金の超過分の戻入れ）、あるいは貸付金が正常に返済され、180日を超えて正常を維持している場

合（引当金全額の戻入れ）に認識される。

リテール・クライアントの詳細については、172ページから181ページ（訳注：原文のページ番号であ

る。）を参照のこと。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアントおよ

びプライベート・バンキング・クライアント
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分析およびレビューにより利息または元本のいずれかの全額支払いに疑念が生じていることが示唆され

るか、あるいは利息または元本の支払いが90日間の延滞になった場合、貸付金は減損として分類される。

減損口座は当グループの専門家による回収部門であり、当グループの主要事業からは切り離されている

GSAMによって管理される。金額が回収不能とみなされる場合、IIPが計上される。この引当金は貸付金の

帳簿価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値の差額である。

GSAMが将来キャッシュ・フローを見積る場合、各顧客の個々の状況が考慮される。事業、資産または子

会社の売却、担保の実現または保証に基づく支払いによって生じるキャッシュ・フロー等、すべての利用

可能な資金源が考慮される。引当金の計上に関する決定を下すにあたって、当グループは経済状態、現地

における知識および経験、ならびに独立した資産のレビュー結果の調和を保とうとしている。

減損引当金が計上されている貸付金に対するエクスポージャーの一部を回収する現実的な見込みがない

とみなされる場合、その金額は償却される。

リテール・クライアントにおいては、損失が特定されなくても、その実績を通じてすべてのローン・

ポートフォリオに内在することが示される損失リスクをカバーするためにPIPが計上される。PIPは過去の

損失率および経済環境や重要なポートフォリオ指標の傾向等の主観的な要因を参照することにより設定さ

れる。PIP手法は、IIPが計上されていない口座に対して適用される。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアントおよ

びプライベート・バンキング・クライアントの詳細については、172ページから181ページ（訳注：原文の

ページ番号である。）を参照のこと。

条件緩和および猶予貸付金

当グループは、特定の状況において、クライアントに対する貸付金の条件を緩和することがある。

商業上の理由（例えば、クライアントの信用格付けが改善した場合等に発生する可能性がある）で条件

変更される貸付金は、如何なる信用ストレスの兆候もないため、条件緩和および猶予貸付金の一部には含

まれない。

主として、何らかの困難に直面しているが当グループが減損すると考えていないクライアントに対して

期間延長を行う条件緩和貸付金は、「その他の条件緩和貸付金」に報告される。市場において容易に利用

可能な条件と整合しない条件で貸付条件が緩和される貸付金および/または当グループが当該貸付金の当

初の条件に比べて譲歩を付与する貸付金は、猶予戦略の対象となるとみなされ、「猶予の対象となる貸付

金」として開示される。これは、減損貸付金の一部である。

猶予戦略は、一時的に財政逼迫状態に陥っていて、当初の契約上の返済条件を満たすことのできない顧

客を支援するものである。猶予は、顧客、銀行または第三者（政府支援プログラムまたは信用機関のコン

グロマリットを含む）によって開始され、債務の再編（新しい返済計画、支払いの繰り延べ、期間延長お

よび利息のみの支払い等）を含んでいる。

貸付金は、一旦、猶予または条件緩和の対象になると、その貸付金が満期を迎えるまで、またはそれ以

外で認識が中止されるまで、引き続き猶予または条件緩和として報告される。

リテール・クライアントについては、（その他の条件緩和貸付金に加えて）猶予の対象となるすべての

貸付金が別個のポートフォリオ内で管理される。それらの貸付金がその後に延滞となる場合、償却および

IIPは90日間の延滞（無担保貸付金および自動車金融）または120日間の延滞（有担保貸付金）に加速され
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る。このポートフォリオに適用される加速損失比率は、内在するより重大なリスクを認識するためにリ

テール・クライアント・ポートフォリオ全体としてよりもその他の条件緩和貸付金の実績によって導き出

される。

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアントおよ

びプライベート・バンキング・クライアントについては、猶予およびその他の条件緩和は、事業全体のプ

ログラムの対象ではなくケース・バイ・ケースで適用される。場合によっては、債務再編の一部として新

規貸付金が付与されるが、その他の場合には、既存の貸付金の契約条件および返済が変更または延長（例

えば、一定期間、金利のみの支払い等）される。

猶予の対象として分類された貸付金は、GSAMによって管理され、再編された返済戦略を着実に実行する

顧客の能力を評価するために、また顧客の返済能力を悪化させる結果生じ得る事象を特定するために引き

続き緊密なレビューが行われる。

条件緩和の条件により新規キャッシュ・フローの現在価値が、当初キャッシュ・フローの現在価値を下

回る場合、当該貸付金は減損しているとみなされ、少なくとも割引引当金が計上され、猶予対象の貸付金

に表示される。これらの勘定は、209ページ（訳注：原文のページ番号である。）に記載されているとお

り監視されている。

条件緩和および猶予貸付金については、174ページ（訳注：原文のページ番号である。）のクライアン

ト・セグメントに記載されている。

市場リスク

市場リスクは、金融市場における金利または価格の不利な変動による、収益または経済価値の損失の潜

在的なリスクである。当グループの市場リスクに対するエクスポージャーは、主に顧客に金融市場へのア

クセスを提供すること、ならびに当グループが適度な市場リスク・ポジションを取るよう促進することに

よって生じる。すべてのトレーディング・チームは、顧客の活動を支援しており、自己勘定売買チームは

ない。したがって、市場リスク関連活動によって稼得した収益は、主として、リスク負担よりもむしろ顧

客活動によってもたらされたものである。市場リスクはまた、高品質かつ流動性の高い負債証券を多く保

有するという流動資産バッファー要件および米ドル以外の通貨建ての資産、負債および損益の換算によっ

て、非トレーディング・ブックにおいても生じる。

当グループの主な市場リスク区分は以下のとおりである。

・金利リスク：イールド・カーブ、クレジット・スプレッドおよび金利オプションのインプライド・ボラ

ティリティの変動によって生じる。

・為替リスク：為替レートおよび為替オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生じ

る。

・コモディティ価格リスク：エネルギー、貴金属、ベースメタルおよび農業を網羅する、コモディティ価

格およびコモディティ・オプションのインプライド・ボラティリティの変動によって生じる。

・株価リスク：株価、株価指数、エクイティ・バスケットおよび関連オプションのインプライド・ボラ

ティリティの変動によって生じる。

市場リスク・ガバナンス
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取締役会は、市場リスクに対する当グループのリスク許容度を承認している。市場リスクに対して設定

されたリスク許容度を条件として、当グループのリスク委員会は、グループ・レベルの市場リスク限度額

およびストレス損失要因を設定している。

市場および取引信用リスク委員会は、最終的に当グループのリスク委員会より委譲された権限に基づ

き、当グループのリスク委員会が設定した水準の範囲内で事業およびデスクレベルの、バリュー・アッ

ト・リスク（以下、「VaR」という。）および市場リスクの損失要因を設定する責任を担っている。市場

および取引信用リスク委員会はまた、市場リスク管理に関する方針および基準に責任を持ち、それらの継

続的な有効性について監視している。これらの方針は、当グループのトレーディングおよび非トレーディ

ング・ブック双方をカバーしている。

市場および取引信用リスク機能は、委譲された権限の中で限度額を承認し、これらの限度額に対するエ

クスポージャーを監視している。特定の商品およびポジションの集中に関しては、必要に応じて、追加的

な限度額が設定される。リスク管理ツールとしてのVaRに加えて、感応度測定が用いられる。例えば、金

利感応度は、利回りの１ベーシス・ポイントの上昇に対するエクスポージャーに関して測定されるが、為

替、コモディティおよび株式の感応度は、基礎となる金額または関連金額に関して測定される。オプショ

ン・リスクは、基礎となる価格およびボラティリティの変化に係る再評価限度、ボラティリティ・リスク

に係る限度およびオプション価値を決定するその他の変数を通じて管理される。

VaR

当グループは、市場金利、価格およびボラティリティの将来における不利な変動の可能性から生じる損

失リスクを、VaR手法を用いて測定する。一般的にVaRは、直近の市況を適用した市場リスクの定量的測定

であり、設定された期間と設定された統計的な信頼水準の限度を超過しない将来の市場価値の損失可能性

を見積る。VaRは、トレーディング事業および商品全体に常に適用可能で、実際の日次トレーディング収

益および損失結果に対して設定可能な一貫性のある測定手段である。

VaRは、97.5％の信頼水準に対して、最低１営業日の予想変動に関して測定される。この信頼水準は、

VaR基準を超過する日次の潜在的損失が１年に６回発生する可能性があることを示している。

当グループは、２つのVaR手法を適用する。

・ヒストリカル・シミュレーション：すべての既存ポートフォリオの再評価を含んでおり、現在のポート

フォリオの評価に過去に観察された市場リスク要因の変動の影響を反映するものである。このアプローチ

は一般的な市場リスク要因および特定（クレジット・スプレッド）のリスクのVaRの大部分に適用されて

いる。

・モンテカルロ・シミュレーション：この手法は、ヒストリカル・シミュレーションと類似しているが、

かなりのインプット・リスク要因の観察を伴うものとなっている。これらはランダムなサンプリング技法

によって生成されるが、その結果は、基本的な変動可能性と過去に観察されたリスク要因の変動との相関

関係を維持するものとなっている。このアプローチは、信用市場における特異なエクスポージャーに関連

して、特定（クレジット・スプレッド）のリスクのVaRの一部に適用されている。

上記の両方の方法において、１年間の歴史的観察期間が選択および適用されている。

VaRは、通常、英国時間の営業終了時に当グループのエクスポージャーとして算定される。日中のリス

ク水準は、その日の営業終了時に報告されるリスク水準から変動する可能性がある。
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トレーディング・ポジションによって生じた市場リスクの僅かな部分は、VaRに含まれないか、または

VaRに適切に取り込むことができない。これは、これらのリスクを見積り、資本が追加される、リスク

ス・ノット・インVaR（以下、「RNIV」という。）フレームワークを通じて認識される。

それらの予測能力を評価するために、VaRモデルは、実際の結果に対してバック・テストが行われる。

2015年のVaRの分析およびバック・テストの結果については、187ページおよび188ページ（訳注：原文

のページ番号である。）を参照のこと。
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ストレス・テスト

97.5％の信頼区間から外れている損失は、VaRの計算で把握されないため、そのような状況下での予想

外の損失規模の数値は提供されない。

市場および取引信用リスク機能は、毎週、潜在的リスクに焦点を当てて、市場リスク・エクスポー

ジャーのストレス・テストを行うことによってVaR測定を補完している。潜在的リスクは、稀ではあるが

起こりうる市場の極端な事象によって生じる可能性のあるリスクである。

ストレス・テストは、市場リスク管理の枠組みの重要な一部であり、過去の市場事象および将来を見据

えたシナリオの両方を考慮する。一貫性のあるストレス・テスト手法が、トレーディング・ブックおよび

非トレーディング・ブックに適用される。ストレス・テスト手法は、しばしば発生する市場の流動性の低

下を反映して、ストレス事象が発生している間は、経営陣の対応措置の範囲が限定されることを仮定して

いる。

ストレス・シナリオは、リスク・プロファイルおよび経済的事象の変化を反映するために定期的に更新

される。市場および取引信用リスク機能は、ストレス・エクスポージャーをレビューし、必要な場合に

は、市場リスク・エクスポージャー全体を強制的に縮小させる。当グループのリスク委員会は、ストレ

ス・テストの結果をリスク許容度の管理の一部とみなしている。

定期的ストレス・テスト・シナリオは、金利、クレジット・スプレッド、為替レート、コモディティ価

格および株価に適用される。これは、ファイナンシャル・マーケッツのバンキング・ブックおよびトレー

ディング・ブックにおけるすべての資産クラスをカバーしている。

また、特定の市況を反映するために、および事業の中で発生する特定のリスクの集中に備えるために特

別な目的のためのシナリオも策定されている。

市場リスクのVaRカバー範囲

非トレーディング・ブック・ポートフォリオの金利リスクは、ファイナンシャル・マーケッツに移転さ

れ、現地の資産負債委員会の監督のもとで現地の資産・負債管理（以下、「ALM」という。）デスクに

よって管理されている。当該市場において、ALMは、承認されたVaRおよびリスク限度下で、正味金利リス

クを管理するために承認された金融商品の市場を扱っている。

したがって、VaRおよびストレス・テストは、トレーディング・ブック（売却可能有価証券を含む）と

同じ方法で、これらの非トレーディング・ブック・エクスポージャー（グループ・トレジャリーを除く。

下記を参照のこと。）に適用される。貸付金および受取債権または満期保有として分類される有価証券

は、VaRまたはストレス・テストに反映されない。というのも、これらの有価証券は、償却原価基準で会

計処理されるため、市場価格の変動による損益または準備金への影響が制限されているからである。

下記に記載されているとおり、構造上の為替リスクは、グループ・トレジャリーによって管理されてお

り、当グループのVaRには含まれていない。それ以外の場合、非トレーディング・ブックは、未決済為替

ポジションを管理しない。

非上場プライベート・エクイティおよび戦略的投資に関するエクイティ・リスクは、当該VaRには含ま

れていない。エクイティ・リスクは、投資および投資の撤収の双方に関して割り当てられた限度額を通じ

て別個に管理され、投資委員会による定期的なレビューの対象にもなる。
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これらは、268ページおよび269ページ（訳注：原文のページ番号である。）の財務諸表注記15に開示さ

れているとおり、レベル３の資産に含まれている。

グループ・トレジャリー市場リスク

グループ・トレジャリーは、負債および株式資本を発行し、その収入はALMに委ねられる。金利リスク

は、資本および準備金の金利感応資産への投資、ならびに負債発行と投資の期間の不一致によって増加す

る。このリスクは、金利の予期せぬ不利な瞬間的平行移動による正味受取利息（以下、「NII」とい

う。）への影響として測定され、繰り返し今後１年ごとの期間にわたって監視される。詳細については、

190ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスク・プロファイルのセクションに開示されてい

る。

これらのリスクは、当グループの資本管理委員会によって監視および管理されている。

グループ・トレジャリーはまた、支店および子会社に対する米ドル以外の通貨建ての純投資によって生

じる構造上の為替リスクを管理している。為替変動の影響は、資本基盤の一部を形成している準備金にて

考慮される。資本比率に対する為替変動の影響は、投資およびそれらの通貨建てのリスク加重資産の価値

が両方とも概ね同じ為替レートの変動に従っているという事実によって一部軽減される。グループ・トレ

ジャリーは、資本比率が為替レートの変動によって重大な影響を受けると予想される場合、資本管理委員

会の承認に基づき、純投資をヘッジすることもある。これらのポジションの評価における変動は、準備金

に計上される。詳細については、190ページ（訳注：原文のページ番号である。）のリスク・プロファイ

ルのセクションに開示されている。

デリバティブ

デリバティブは、基礎となる金融商品、金利および為替レートまたは指標から派生した特性および価値

を有する契約である。デリバティブには、先物、先渡し、スワップおよびオプション取引が含まれる。デ

リバティブは、市場価格リスクを管理することを目的として使用できるため、銀行およびその顧客にとっ

て重要なリスク管理ツールである。デリバティブの市場リスクは、基本的にその他のトレーディング商品

と同じ方法で管理される。

当グループのデリバティブ取引は、主に、独立した価格および評価価格を参照することによって、値洗

い価値がすぐに決定可能な商品において行われる。当グループのデリバティブ金融商品の詳細について

は、283ページおよび284ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記17を参照のこと。

当グループは、通常の事業過程において、顧客の要件を満たすと共に、市場価格の変動における当グ

ループのエクスポージャーを管理するためにデリバティブ契約を締結している。

デリバティブは公正価値で計上され、相殺のための法的権利を有しておらず、純額ベースで決済する

か、または資産と負債を同時に実現する意図がない場合、貸借対照表上の資産および負債に別個の合計金

額が表示される。公正価値損益の認識は、デリバティブがトレーディング目的として分類されているか、

またはヘッジ目的で保有するものとして分類されているかによって変わる。

すべての金融デリバティブによって生じた信用リスクは、金融機関および法人顧客に対する全体的な貸

付限度額の一部として管理される。これについては、207ページから209ページ（訳注：原文のページ番号

である。）の信用リスクのセクションにより詳細に記載されている。
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ヘッジ

当グループは、主として、国内エクスポージャーによって生じた金利および為替リスクを軽減するため

に、先物、先渡し、スワップおよびオプションを用いる。当グループがヘッジ目的で保有するデリバティ

ブの詳細については、283ページ（訳注：原文のページ番号である。）の注記17を参照のこと。

IAS第39号に基づく会計処理において、ヘッジは３つのタイプに分類される。公正価値ヘッジ（主に、

固定金利または為替レートが変動レートと交換される場合）、キャッシュ・フロー・ヘッジ（主に、変動

金利または為替レートが固定レートと交換される場合）および親会社の機能通貨であるドル建に換算され

る海外事業の純投資ヘッジである。

当グループはまた、特定の個別に承認された状況において、経済的ヘッジを締結している。経済的ヘッ

ジは、IAS第39号のヘッジ会計処理に適格ではなく、損益勘定を通じて値洗いされるため、会計上の不均

衡を生み出している。これらは主に、残存する金利および為替リスクが効果的に管理するために締結され

る。現在の経済的ヘッジ関係には、米ドル以外の通貨建ての特定の負債の発行およびドル建以外の通貨で

保有されているその他の金融商品に係る為替リスクをヘッジすることが含まれる。

流動性リスク

流動性リスクは、当グループが、支払期限が到来した時に当グループの債務を履行するために利用可能

な財政資源を十分に有していないか、または追加費用なしではこれらの財政資源を利用できないリスクで

ある。

すべての地域において、すべての通貨について常に十分な流動性および資金調達を維持することが当グ

ループの方針であり、そうすることによって、支払期限が到来した時に債務の履行が可能な状態になる。

当グループは、短期および中期の双方において、流動性リスクを管理する。短期においては、当グループ

の焦点は、必要に応じてキャッシュ・フロー需要を満たせるようにすることである。中長期においては、

当グループの焦点は、貸借対照表を構造的に健全な状態に維持し、当グループの資金調達戦略に見合うよ

うにすることである。

取締役会は、流動性リスクに対して許容度を設定しており、これらは日々の管理の中で業務に浸透して

いる。当グループの資産負債委員会は、流動性リスク方針を承認しており、取締役会の許容度の範囲内で

流動性限度額を設定または設定するための権限を委譲する責任を担っている。流動性管理委員会は、現

在、当グループの資産負債委員会から権限を委譲され、流動性リスク方針を提案する責任を担っている。

各国における流動性は、ALM機能によって支援されており、その国の資産負債委員会によって管理されて

いる。各国は、所定の流動性限度額の範囲内で事業を行っており、当グループの流動性方針および慣行な

らびに現地の規制要件に準拠して、事業を行っている。市場および取引信用リスクならびにグループ・ト

レジャリーは、流動性リスクに関する方針およびその他の管理を実行することを提案し、監督する。

当グループは、すべての地域において、すべての通貨について、当グループの流動性を慎重に管理しよ

うとしている。市場の例外的な事象が当グループに不利な影響を及ぼす可能性があり、その結果、支払期

限到来時に当グループの債務の履行能力に潜在的な影響を及ぼす。流動性リスクに関する主な不確定要因

は、顧客が予想よりかなり早い段階で預金を引き出すこと、あるいは予定された満期日に資産の弁済が行

われないことである。これらの不確定要因を軽減するため、当グループは、多様化され大規模な顧客から

の資金調達基盤を維持しているが、当グループの顧客に対する貸付金は大半が短期となっている。さらに
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当グループには、通常の市況におけるホールセール資金へのアクセス可能性および流動性ストレスが発生

した場合の実現可能流動資産ポートフォリオを含む緊急時の資金調達計画がある。

顧客資産は、可能な限り、同一通貨で資金調達される。通貨のミスマッチが生じた場合、現地通貨と交

換可能な外貨（およびその逆）の金額について、各国の限度額によって管理される。そうした限度額によ

り、外国為替市場へのアクセスが制限される場合に、必要な通貨による債務の支払義務が履行不能となる

リスクを管理する。限度額を決定するに当たり、当グループは、現地の外国為替市場の規模および深度な

らびに現地の規制環境を含むさまざまな要因を考慮する。

流動性リスクの枠組み

取締役会は、流動性ストレスのサバイバル・ホライズン、短期ホールセール借入、最低預貸比率および

流動性カバー比率に関して、流動性リスク許容水準を設定している。当グループの資産負債委員会は、当

グループが取締役会の許容範囲内で事業を運営する様にリスク選好水準を設定することができる。

ストレスのサバイバル・ホライズンに関する取締役会の許容度は、当グループ特有の構造を反映してい

る。当グループ特有の構造とは、当グループおよび世界経済に対してシステム上重要な大規模拠点を有す

るいくつかの国々、ならびに当グループにとって流動性はさほど重要ではないものの現地のシステミッ

ク・ストレスにおいて、主にリスクにさらされる可能性のある、より小規模な拠点を有する数多くの国々

より構成される。当グループは、当グループが拠点とするすべての国および通貨において、堅実かつ持続

可能な資金調達および流動性ポジションを維持することを意図しており、そうすることによって、当グ

ループは厳しい流動性ストレスに耐えることができる。

・当グループは、主要な拠点国全体で、特定および市場規模の複合的なストレス下において、中央銀行の

特別な支援を頼ることなく、少なくとも60日間、支払および担保義務の履行を意図している。

・主要な拠点国以外の国においては、その国におけるシステム上の市場規模のストレス下において、各事

業会社が、当グループの暗黙の支援に頼ることなく、少なくとも60日間、支払および担保義務を満たせる

ようにしなければならない。

当グループの資産負債委員会の方針に従って、以下のとおり、各国に対して更なる限度額が設定されて

いる。

・現地通貨と外貨のキャッシュ・フローのギャップ

・ある国から別の国への連鎖リスクを封じ込めるための当グループ内における他国からの借入水準

・資金引出時に利用可能な十分な資金が確保できる契約

・他の通貨で資金調達される可能性のある資産の金額

・中期資金調達によって資金調達する必要のある中期資産の金額

すべての限度額は、それらが市況および事業戦略に則したものとなるようにするために、最低、年１回

見直され、必要に応じて、より頻繁に見直される。限度額への準拠は、定期的に市場および取引信用リス

クならびにグループ・トレジャリーが独立して監視している。限度額超過分は、権限委譲構造の中で上位

者に上申、承認され、その国の資産負債委員会に報告される。超過分はまた、流動性管理委員会に月次で

報告され、必要に応じて、当グループの資産負債委員会および取締役会リスク委員会に報告される。
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当グループは、市場性のある有価証券（流動性ストレス時に買戻可能、または担保として供することが

可能な国債を含む）を大量に保有している。さらに年次で見直しおよび承認されている資金調達危機対

応・回収計画（以下、「FCRRP」という。）がグループ・トレジャリーによって維持されている。FCRRPは

また、広範囲にわたる早期警告指標（以下、「EWI」という。）、上申の枠組みおよび流動性ストレス時

に適切なレベルの上級経営陣が効果的に実行できる一連の管理措置を含んでいる。同様の計画が各主要国

内で維持されている。

ストレス・テスト

上述の取締役会のストレス・サバイバル・ホライズンの監視に加えて、当グループは、内部および規制

上の目的において、広範囲にわたる流動性関連のストレス分析を実施している。

当グループ内では、国別レベルのより精緻なサバイバル・ホライズンの分析において、ストレス下の流

入と流出の間の潜在的な通貨のミスマッチを考慮する。特に流動性の低い通貨と自由に交換できない通貨

のミスマッチに注意が払われる。これは、各国の資産負債委員会によって監視される。グループ全体のス

トレス・テストはまた、主要な拠点国間の流動性余剰の移管を検討しており、国境を越えた資金の移動お

よびグループ間エクスポージャーに対する規制上の制限を考慮している。また、厳格な８日間の特定銘柄

のストレス・テストも定期的に実施され、30日間の市場全体（銀行間資金市場または外国為替市場等）の

混乱に対する回復力をテストするストレス・テストが主要な拠点国において行われる。流動性リスクはま

た、リバース・ストレス・テストを含む、当グループのより広範囲にわたる定期的シナリオ分析の一部と

みなされる。当グループはまた、PRAおよび現地規制当局が定義している規制上の要件を満たすために広

範なストレス・テストを実施している。

国別ストレス・テストは、通貨の流入と流出の間の潜在的な通貨ミスマッチを考慮している。流動性の

低い通貨と自由に交換できない通貨のミスマッチに特に注意が払われる。ミスマッチは、市場および取引

信用リスク機能によって設定された管理措置要因によって管理される。グループ全体のストレス・テスト

はまた、グループ会社間の流動性余剰の可能性を検討しており、大規模なグループ間エクスポージャーに

対する規制上の制限を考慮している。

2015年12月末現在のスタンダード・チャータード・バンクの信用格付けは、ネガティブな見通しでA+

（フィッチ）、A+（S&P）およびレビューに基づく格付け下落の可能性によりAa2（ムーディーズ）であっ

た。信用格付けの下落は、デリバティブ担保要件および格付け関連負債による流出を増加させる。１つの

結果の可能性として、信用格付けの二段階下落による影響は、1.7十億米ドルの見積流出額（未監査）に

つながる可能性がある。
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CRD Ⅳ　資本基盤

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

CET1商品および準備金

資本商品および関連する資本剰余金勘定 5,596 5,225

　うち：資本剰余金勘定 3,957 3,989

利益剰余金
1 29,128 27,394

その他包括利益（およびその他準備金）累計額 12,180 9,690

非支配持分（連結CET1における許容額） 582 583

個別に見直された中間および期末（損失）/利益
2 (2,194) 2,640

予測可能な配当金、スクリップ配当控除後 (115) (1,160)

CET1自己資本（規制上の調整前） 45,177 44,372

CET1に対する規制上の調整

追加価値調整（健全性評価調整） (564) (196)

無形資産（関連税金負債控除後） (4,820) (5,449)

将来の収益性に依存する繰延税金資産（一時差異によって生

じたものを除く）
(212) (180)

キャッシュフロー・ヘッジに係る利益または損失に関連した

公正価値評価準備金
38 55

予想損失の超過分の算定によって生じた金額の控除 (569) (1,719)

公正価値で評価される負債の自己信用リスクの変更によって

生じた利益または損失
(630) (167)

金融機関のデリバティブ負債に関連する自己信用リスクから

生じた公正価値評価による利益および損失
(34) (9)

確定給付年金基金資産 (4) (13)

1,250％のリスク加重に関して適格となり得るエクスポー

ジャー金額
(200) (199)

　うち、証券化ポジション (168) (177)

　うち、無条件引渡し (32) (22)

未実現利益に関する規制上の調整 － (481)

その他 － (1)

CET１に対する規制上の調整合計 (6,995) (8,359)

CET１資本 38,182 36,013

その他Tier１（以下、「AT１」という。）資本性商品 4,611 2,786

AT１の規制上の調整 (20) －

Tier１資本 42,773 38,799

Tier２資本性商品 16,278 18,304

Tier２の規制上の調整 (30) (4)

Tier２資本 16,248 18,300
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資本合計 59,021 57,099

リスク加重資産合計
3 302,925 341,648

1 利益剰余金には、規制上の連結調整による影響が含まれている。

2 CRD Ⅳに関する個別に見直された期末（損失）/利益は、規制上の連結に基づくものである。

3 リスク加重資産は、監査対象外である。

資本合計の変動

2015年 2014年

百万米ドル 百万米ドル

１月１日現在CET１ 36,013 35,961

当事業年度に発行された普通株式 5,053 11

当期（損失）/利益 (2,194) 2,640

予測可能な配当金、CET1から控除されるスクリップ配当控除

後
(115) (1,160)

配当金、スクリップ配当控除後
1 240 (1,451)

のれんおよびその他無形資産 629 724

為替換算 (1,878) (1,042)

売却可能資産に係る未実現利益 481 65

適格なその他包括利益 (298) 254

将来の収益性に依存する繰延税金資産（一時差異によって生

じたものを除く）
(32) 93

予想損失の超過分 1,150 19

追加価値調整（健全性評価調整） (368) (16)

自己信用利益 (463) (82)

その他 (36) (3)

12月31日現在CET１ 38,182 36,013

１月１日現在AT１ 2,786 4,458

発行（償還控除後） 1,987 (1,800)

その他 (182) 128

12月31日現在AT１ 4,591 2,786

１月１日現在Tier 2資本 18,300 15,950

規制上の償却 (683) (701)

発行 － 3,867

為替換算 (764) (701)

Tier２不適格少数株主持分 (592) 114
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その他 (13) (229)

12月31日現在Tier 2資本 16,248 18,300

12月31日現在資本合計 59,021 57,099

1 配当金からの現金分配予想額と実際の現金分配額との差額を表している。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

当グループの資産、負債、収入および費用は、上記「１財務書類」に記載の連結損益計算書および連結貸

借対照表を参照のこと。詳細は、同財務諸表の注記も参照のこと。

３【その他】

(１) 後発事象

該当事項なし。

(２) 規制上の準拠、レビュー、情報要求および調査

「第６－１財務書類－財務諸表注記41」および上記「規制上の準拠、レビュー、情報要求および調査」を

参照のこと

４【EU承認のIFRSと日本の会計原則との相違】

EU承認のIFRSと、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「日本の会計原則」とい

う。）との間には、2015年12月31日現在、以下を含む相違点がある。

　(１)　連結

IFRS

IFRSでは、組成された事業体を含む支配事業体の連結は、パワー、リターンの変動性およびパワーとリ

ターンのリンクの概念に基づき、組成された事業を含むすべての事業体に関する連結の要否を判断するた

めの概念に基づいている。これは事業体の性質により法的な支配権またはリスクおよび経済的便益に対す

るエクスポージャーを重視する従来の財務諸表にて適用されていたアプローチを差し替えるものである。

投資者は事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事

業体に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当該事業体を支配してい

るため連結する。（IFRS第10号）

親会社は、類似の状況における同様の取引および他の事象に関し、統一された会計方針を用いて、連結

財務諸表を作成しなければならない(IFRS第10号)。

日本の会計原則

日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社の財務書類は連結され

る。公正価値で譲渡された資産からの利益を享受するために特別目的事業体（以下「SPE」という。）が

発行した証券の保有者のためにSPEが設立され業務が行われている場合には、SPEに資産を譲渡した企業の

子会社に該当しないと推定される。

親会社および子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけれ

ばならない。ただし「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、

所在地国の会計原則に代えて、在外子会社の財務書類がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されてい

る場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用

処理、ならびに投資不動産の時価評価および固定資産の再評価の会計処理等の一定の項目の修正を除き、

これを連結決算手続上利用できることと規定されている。

　(２)　ジョイント・アレンジメント（共同支配の取決め）

IFRS
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ジョイント・アレンジメント（共同支配の取決め）とは、複数の当事者により、ジョイント・アレンジ

メントに関する資産に対する権利および負債に対する義務を有する取決め「ジョイント・オペレーショ

ン」(共同支配事業）または、ジョイント・アレンジメントの純資産に対する権利を有する取決め「ジョ

イント・ベンチャー（共同支配企業）のいずれかである。ジョイント・オペレーション（共同支配事業）

に該当する持分に係る資産および負債（ならびに収益および費用）の認識および測定は、特定の資産、負

債、収益および費用に適用される適切なIFRSに従って会計処理されるが、ジョイント・ベンチャー（共同

支配企業）への投資は持分法で会計処理される。（IFRS第11号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、共同支配の取決めに関する包括的な基準はない。

　(３)　企業結合およびのれん

IFRS

IFRSでは、企業結合は取得法で会計処理されている。取得原価は、譲渡資産、発行された持分商品およ

び取引日において発生した、または引き受けた負債の公正価値ならびに条件付対価の公正価値と合わせて

測定される。識別可能純資産および偶発債務の公正価値のグループ/事業体の持分を超過する取得原価は

のれんとして認識される。のれんは減損テスト目的で資金生成単位に配分される。資金生成単位は内部管

理目的でのれんを監視するためのグループ/事業体の最小単位を表わす。のれんについては年に一回、お

よび減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実施される。（IFRS第３号およびIAS第36号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、企業結合はパーチェス法により会計処理される。また、のれんは20年以内の期間

にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、減損の兆候が認められた場合に減損テスト

の対象となる。

　(４)　金融商品の分類と測定

IFRS

IFRSにおいて金融資産は、1)損益を通じて公正価値で測定される金融資産、2)満期保有投資、3)貸付金

および受取債権、4)売却可能金融資産の４つに分類される。金融負債は、1)損益を通じて公正価値で測定

される金融負債、2)償却原価で測定される金融負債の２つに分類される。

損益を通じて公正価値で測定するものと指定した金融資産および負債には、トレーディング目的保有お

よび当初の認識時に損益を通じて公正価値で測定することを指定したものが含まれる。これらの商品は公

正価値で計上され、公正価値の変動に起因する損益は損益計算書に認識される。

貸付金および受取債権ならびに満期保有投資は実効金利法を用いて償却原価で計上される。

売却可能金融資産は、取引費用を含む公正価値で計上される。公正価値の変動に伴う損益は、当該資産

を売却、減損、または満期になるまでその他の包括利益に直接認識され、売却、減損、または満期のいず

れかが生じた時点で、それまでその他の包括利益に認識された損益の累計額が損益計算書に認識される。

償却原価で測定される金融負債は、償却原価で表示され、直接帰属する取引費用控除後の収入と償還金

額との差額は実効金利法を用いて借入期間にわたって損益計算書に認識される。(IAS第39号)

日本の会計原則

日本では、「金融商品に係る会計基準」により、売買目的の有価証券は公正価値による時価で計上さ

れ、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の有価証券は償却原価で計上される。その他の有価証券
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は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は税効果考慮後、純資産の部に直接計上される。金融商

品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。

デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益となる。ただ

し、一部の取引についてはヘッジ会計が適用されることがある。

債権については取得原価から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額で測定される。

金融負債については、債務額または償却原価で測定される。

　(５)　金融資産の認識の中止

IFRS

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅し、所有に伴うすべてのリスクおよび

経済価値の大半が移転した場合、金融資産の認識は中止される。（IAS第39号）

譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、また

は資産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義

務を引受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有にかかるリスク

および便益がどの程度留保されているかを評価する。実質的にすべてのリスクおよび便益が留保されてい

る場合は、その資産は引続き貸借対照表で認識される。実質的にすべてのリスクおよび便益が移転された

場合は、当該資産の認識は中止される。（IAS第39号）

実質的にすべてのリスクおよび便益が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引続き留

保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。

一方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引続きその資産を認識する。（IAS第

39号）

日本の会計原則

日本では、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したと

き、権利を喪失したとき、または権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の

契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利

が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、（b）譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直

接または間接に通常の方法で享受でき、（c）譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻

すまたは償還する権利および義務を実質的に有していない場合である。

　(６)　ヘッジ会計

IFRS

一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係にかかるヘッジ会計が認められている。

・　公正価値ヘッジ（すなわち、特定のリスクに起因し、損益に影響を与える可能性がある、公正価値

の変動に対するエクスポージャーのヘッジ）

-　 ヘッジ会計上、公正価値ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの公正価値の

変動は、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動とともに

損益計算書に計上される。

・　キャッシュフロー・ヘッジ（すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起因

し、損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー

ジャーのヘッジ）

-　 ヘッジ会計上、キャッシュフロー・ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの

公正価値の変動は資本の部に計上される。
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・　海外事業への純投資のヘッジ

- 　ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分は為替換算準備金に直

接計上され、純投資の認識が中止される場合に限り損益に認識される。非有効部分は損益計算

書に直接認識されている。（IAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を

満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に

計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。）を適用し、ヘッジ

対象である資産または負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に

は、「時価ヘッジ会計」（ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象

の損益も認識する。）を適用できる。

　(７)　金融資産の減損

IFRS

各貸借対照表日において金融資産または金融資産グループに減損が生じていることを示す客観的な証拠

が存在する場合には、資産の評価が行われる。このような事象が金融資産または金融資産グループの見積

将来キャッシュ・フローに影響を及ぼしている場合、減損引当金が認識される。償却原価で計上される金

融資産の減損引当金の金額は、当該資産の帳簿価額と当該資産の当初の実効金利で割引かれた見積将来

キャッシュ・フローの現在価値との差額である。資産に伴う金利が変動金利の場合、減損引当金の測定に

使用する割引率は最新の実効金利とする。また売却可能金融資産については、各貸借対照表日に、売却可

能金融資産に減損が生じていることを示す客観的な証拠があるかどうかの評価が行われる。株式の場合に

は、その公正価値が著しくまたは長期間にわたって取得原価を下回っているかどうかについて減損の客観

的な証拠の評価におけるその他の要素と共に検討される。減損損失が生じている場合、取得原価(元本償

還額と償却額控除後)と現在の公正価値の差額から、当該資産について過去に認識された減損損失を差し

引いた額で測定される累計損失が、資本から損益計算書へ再分類される。

その後の期間において減損損失の金額が減少し、その減少が減損認識後に生じた事象(借手の信用格付の

改善など)と客観的に関連がある場合には、引当金が調整され、戻入額が損益計算書へ認識される。

持分商品について損益計算書に認識された減損損失は、損益を通じて戻入されない。

（IAS第39号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、回収不能と判断された金額に対して一般貸倒引当金または個別貸倒引当金が計上

される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒実績等に基づい

て計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債務者の支払能力

調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。

また有価証券については、有価証券の市場価値が著しく下落している場合に、回復する見込みがあると

認められた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、市場価格が50％以上下落していれば、合理的な反証

がないかぎり減損処理が行われ、50％未満で30％より大きい下落であれば、著しい下落と判断され、時価

の下落が一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。

　(８)　非金融資産の減損

IFRS
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IFRSでは、報告企業は各事業年度末において減損の兆候について評価を行う。資産の帳簿価額がその回

収価格を超過していると判断された場合、当該資産は直ちに評価減される。のれんにかかる減損損失の戻

入は行われない。（IAS第36号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー（20年以内の

合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額

につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。

　(９)　退職後給付

IFRS

確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて給

付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は

資産（超過額）として、不足する場合は負債（不足額）として、それぞれ貸借対照表に計上されている。

当期勤務費用、正味超過額または不足額に対する正味利息費用、および過去勤務費用は、損益に認識され

ている。数理計算上の損益は、包括利益計算書のその他包括利益に認識される。（IAS第19号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、確定給付型年金制度について、未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差

異は、その他包括利益を通じて貸借対照表に計上される。退職給付にかかる費用は、数理計算上の損益も

含め、すべて営業費用として損益計算書に計上される。

　(10)　株式に基づく報酬

IFRS

従業員株式オプションの費用はオプションが付与された日の公正価値に基づいて測定される。公正価値

は、オプションの行使価格、有効期間、現在の株価、株価の予想ボラティリティおよびリスク・フリー金

利を考慮した評価方法を用いて見積もられる。非市場条件の権利確定条件は、権利確定が見込まれるオプ

ション数の見積りに含まれる。持分決済型報奨について、費用は権利確定期間にわたり損益に認識され

る。現金決済型報奨は各貸借対照表日において再評価され、すべての未払金額について貸借対照表日に負

債が認識され、公正価値の変動は費用計上されるか報奨が行使されるまで損益計算書に貸方計上される。

（IFRS第２号）

日本の会計原則

日本の会計原則では、「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプション

については、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストッ

ク・オプションの公正価値に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は純資産の部に新株予約権とし

て計上される。
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第７【外国為替相場の推移】

当社の財務書類の表示に用いられた通貨(米ドル)と本邦通貨との間の為替相場が、日本国内において時事に

係る事項を掲載する２紙以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度において掲載されているため、記載を省略

する。

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当事項なし。

第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりであ

る。

提出書類 提出年月日  

 １ 有価証券届出書 平成27年５月13日

 ２ １の有価証券届出書の訂正届出書 平成27年５月25日

 ３ １の有価証券届出書の訂正届出書 平成27年５月28日

 ４ １の有価証券届出書の訂正届出書 平成27年５月29日

 
５ 臨時報告書（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９

号の規定に基づく）

平成27年６月23日

 ６ 半期報告書（自平成27年１月１日至平成27年６月30日） 平成27年９月30日

 
７ 臨時報告書（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１

号の規定に基づく）

平成27年10月27日

 
８ 臨時報告書（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１

号の規定に基づく）

平成27年12月９日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当事項なし。

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。

第３【指数等の情報】

該当事項なし。
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(翻訳)

有価証券報告書の「第二部企業情報　第６経理の状況　１. 財務書類」に含まれている財務諸表は、英国の企

業登記局に提出されたスタンダード・チャータード・ピーエルシーの法定決算書(http://www.sc.com/から入手

可能)の抜粋である。当社は、法定決算書については、金融商品取引法第５条（昭和23年法律第25号(改訂版)）

に従って財務諸表およびその注記のみを有価証券報告書に含めることが要求される一方、イングランド法に準

拠した当社の決算書全体に対する下記「スタンダード・チャータード・ピーエルシーのメンバーに限定した独

立監査人の監査報告書」の複写の添付も要求されている。読者は監査人の監査報告書の複写で言及されている

「監査委員会報告書」、「信用リスクの開示に関する経営陣の見解」、「取締役の報酬に関する報告書」、

「戦略レポート」、「取締役の報告書」、「事業の存続可能性に関する取締役の声明」、「取締役の声明」、

「年次報告書のコーポレート・ガバナンスのセクション」、「取締役の報酬に関する報告書」、「コーポレー

ト・ガバナンス報告書」、「取締役の責任に関する声明」は、有価証券報告書に含めることが求められていな

い点に留意されたい。

スタンダード・チャータード・ピーエルシーのメンバーのみに対する独立監査人の監査報告書

監査意見および結論

１．私たちは、当財務諸表について無限定適正意見を表明する。

私たちは、235ページから325ページ（訳注：原文のページ番号である。以下同様。）に掲載されている

2015年12月31日に終了した事業年度におけるスタンダード・チャータード・ピーエルシー（以下「当グ

ループ」という。）の財務諸表の監査を行った。私たちは、

■　当財務諸表は、2015年12月31日現在の当グループおよび親会社の財政状態および同日をもって終了

した年度の当グループの損失について、真実かつ公正な概観を提供しているものと認める。

■　当グループの財務諸表は、欧州連合（以下「EU」という。）が採択した国際財務報告基準（以下

「IFRS」という。）に準拠して適切に作成されているものと認める。

■　親会社の財務諸表は、EUが採択し、英会社法の規定に基づき適用したIFRSに準拠して適切に作成さ

れているものと認める。

■　当財務諸表は英会社法、また当グループの財務諸表については国際会計基準規則第４条の要件に準

拠して作成されているものと認める。

監査アプローチの概要

重要性の基準値

232ページ

グループ全体の重要性の基準値は、150百万米ドル（2014年：300百

万米ドル）である。この基準値は、ベンチマークである正常化税引

前当期純損益の過去３年間の平均値を参照することによって算定

（3.4％に相当する金額）した。この算定根拠についての詳細は、

233ページに示されている。
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監査の範囲

233ページ

■　30カ国（2014年：27カ国）における36（2014年：34）の構成単

位

■　多くの財務プロセスを実施する８つ（2014年：８つ）の事務拠

点

■　税引前当期純損益の絶対値の95％（2014年：96％）および総資

産の97％（2014年：97％）に相当する報告単位

特別な検討を必要とするリスク

228-232ページ

■　貸付金の減損

■　公正価値評価区分で保有する金融商品の評価および関連する評

価調整

■　のれんの減損

■　余剰人員削減費用およびその他の再編費用に係る引当金

２．重要な虚偽表示のリスクの評価

私たちは、当グループの事業モデルの固有リスクおよびその固有リスクがどのように低減されているか

を検討することから監査を開始した。これには、当グループの自己資本および流動性の健全性、資産の分

散化、ならびに貸借対照表の柔軟性および構成を理解することが含まれる。

私たちは、以下の事項を参照することによって固有リスクを評価し検証した。

■　国際通貨基金（以下「IMF」という。）の経済予測および解説

■　現地の経済、特に銀行業界に関する現地の監査チームの見解

■　銀行規制、IT、税務および金融犯罪対策等の多くの分野における自身の専門家の見解

■　健全性監督機構（以下「PRA」という。）および他の主要な地域の規制当局の見解

■　2015年12月１日に公表されたPRAのストレス・テストの結果

■　当グループの予算、定期的な予測、ストレス・テスト、監査委員会、取締役会リスク委員会および

グループ・リスク委員会への報告と、私たちが当グループの上級経営陣および各国の経営チームと

行った多数の討議

2015年11月に新たな戦略計画が公表されたことを受けて、私たちは、それによる監査アプローチおよび

当年度の初期の計画段階で識別した固有リスクへの影響を評価した。

私たちはまた、当グループの統制環境について検討し、特に当グループのシステムが取引を網羅的かつ

正確に処理しており、かつ不正を適切に防止するようにデザインされた統制を含んでいるか否かを検討し

た。私たちが行った手続には、取引および主要システム間の処理に係る主要な統制、銀行勘定と保管口座

の調整手続および取引の確認手続の検証が含まれている。

最後に、私たちは規制当局により当グループが調査される際に起こり得る影響について、当グループの

外部および内部の弁護士の見解を含めて検討した（201ページおよび203ページを参照のこと）。

このような評価を通じて、私たちは継続企業の前提についての判断を形成し、監査上の重点項目とすべ

き財務諸表における重要なリスクを特定した。その後、当グループ全体に及ぶ幅広いリスクの内容と個別

の地域および事業における特定の懸念事項の双方を検討することによって、私たちは財務諸表におけるリ

スクにより適合した監査手続を実施することができた。
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監査意見の形成に際して、主観的かつ不確実性のある見積りの評価において最も重要な判断を必要とす

る項目として私たちが識別したものは、以下のとおりである。

特別な検討を必要とするリスク 重点項目

貸付金の減損

229ページ

■　インドの貸付金エクスポージャー
１
（コーポレート・アンド・

インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャ

ル・クライアント）

■　中国の貸付金エクスポージャー（コーポレート・アンド・イン

スティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・ク

ライアント）

■　コモディティ、石油および天然ガスならびにそれらに関連する

エクスポージャー（以下、総称して「コモディティ関連エクス

ポージャー」という）

■　コマーシャル・エクスポージャーに対する減損損失の増加

■　2015年11月に公表された新たな戦略計画の影響（清算ポート

フォリオ
２
に係る減損）

金融商品の評価

231ページ

■　レベル３の金融商品

■　信用評価調整および資金調達評価調整に関する見積りの変更

のれんの減損

232ページ

■　対象事業の継続的な業績

■　2015年11月に公表された新たな戦略計画の影響

余剰人員削減費用およびその他の

再編費用に係る引当金

232ページ

■　2015年11月に公表された新たな戦略計画の影響

１ エクスポージャーの定義は、157ページに記載されている。

２ 清算ポートフォリオとは、現行のリスク許容度の水準を上回っており、清算のために保有されている資産ポート

フォリオと定義されている。

３．リスクおよびリスク対応手続

私たちがこのような特別な検討を必要とするリスクに対して実施した主な手続は、以下のとおりであ

る。

貸付金の減損

リスクおよび重点項目

当該項目のリスクは、償却原価で保有する銀行および顧客に対する貸付金の帳簿価額の虚偽表示であ

る。

→注記１の重要な会計上の見積りおよび判断、79ページから84ページの監査委員会報告書、および161

ページから186ページの信用リスクの開示に関する経営陣の見解を参照のこと。
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重点項目の概要

■　インドのコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・

クライアントの貸付金エクスポージャー（政策改革の遅滞および再融資の需要の増加によるもの）

■　中国のコーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアントおよびコマーシャル・ク

ライアントの貸付金エクスポージャー（経済の低迷およびリバランス、ならびに人民元の切下げに

よるもの）

■　コモディティ関連エクスポージャー（コモディティおよび石油価格の継続的な下落によるもの）

■　コマーシャル・クライアント・エクスポージャー（特に、中国における人民元に対する特定のエク

スポージャー、インドにおける景気の減速、および当該エクスポージャーのコモディティ価格の下

落に対する感応度によるもの）

■　清算ポートフォリオ（当グループの減損貸付金の売却可能価格の評価に判断を要するため）

私たちが2014年に重点項目として識別した当グループの韓国のリテール・ポートフォリオについては、

ポートフォリオの継続的縮小に伴い、債務整理を求める顧客の請求が減少したことを一因として、2015年

における損失リスクは継続的に低減している。したがって、当該ポートフォリオは2015年の監査の重点項

目としていない。

インド

当グループは、2015年12月31日現在のインドのエクスポージャーを30十億米ドル（2014年：35十億米ド

ル）まで削減した。2014年にみられた景気減速は2015年に入っても継続している。この低迷が続くマクロ

経済を背景として2014年に新政権が公約した改革は遅滞している。一部の業種では引き続き債務比率が高

く、現地の銀行によって再融資の引締めが行われている。したがって、主に2014年にすでにストレス状況

下にあった（早期警戒の対象であった、または信用格付けが12から14であった）契約相手によって、2015

年の減損計上額が大幅に増加した。また、厳しい市況および最近の減損勘定の回収実績によって、利用可

能な担保の回収予測に関する前提も変更された。

さらに、2015年11月に新たな戦略計画が公表されたことに伴い増加した減損もある。この戦略計画に

よって、少数の減損エクスポージャーが、現在は清算ポートフォリオに含まれるものとして特定されてい

る。そのポートフォリオでは、売却見込額に基づく改訂後の割引キャッシュ・フロー予測に基づいて減損

が追加計上されている。

中国

中国のエクスポージャーは50十億米ドル（2014年：71十億米ドル）であり、当グループは引き続きこの

ポートフォリオのリスク低減措置を行っている。これによって、中国のコモディティおよび関連エクス

ポージャーが減少し、銀行に対するエクスポージャーは23.9十億米ドル（2014年：34.5十億米ドル）まで

減少した。中国では依然として市況が厳しく、経済成長率は2014年の7.3％から2015年の6.9％まで減速

し、米ドルに対する人民元の切下げが続いており、中国の株式市場の変動性は高い。特に、当グループ

は、コマーシャル・クライアント・ポートフォリオにおいて、契約相手の債務水準の増加、コモディティ

価格の下落および人民元の切下げによって、損失が増加した。

コモディティ関連エクスポージャー

当グループは、当年度においても引き続きリスク低減措置を行っている。コモディティおよび関連エク

スポージャーは、54十億米ドル（2014年：70.6十億米ドル）まで減少している。その内訳は、トレーダー
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20.3十億米ドル、生産業者19.3十億米ドル（石油および天然ガスの生産業者9.6十億米ドルを含む）、石

油精製業者5.9十億米ドル、石油関連サービス業者7.0十億米ドルおよび石油と天然ガス関連のヘッジを

行っているその他の法人顧客1.5十億米ドルである。

石油価格を含むコモディティ価格の継続的な下落によって、当グループの多数の顧客が影響を受け、当

年度において減損額が増加している。これらの減損の大半は、2014年にすでにストレス状況下にあった顧

客から生じている。

コモディティ価格の下落によって、必ずしもコモディティ関連エクスポージャー全体に不利な影響が広

範囲に及ぶわけではなく、価格の継続的な下落の影響をより受けやすい一部の業種（例えば、エネルギー

生産業者や一部の石油関連サービス業者）に対して影響が及ぶ可能性があるという点に留意すべきであ

る。

コマーシャル

コマーシャル・クライアントの貸付金ポートフォリオの合計は11.2十億米ドル（2014年：14.7十億米ド

ル）であり、貸付金合計の３％（2014年：４％）を占める小規模のポートフォリオである。ただし、この

ポートフォリオの減損費用は、主にインド、中国、アフリカおよび韓国において減損が増加したことによ

り、2014年の212百万米ドルから2015年の599百万米ドルまで増加した。

当グループは、減損したエクスポージャーの回収率に関する仮定も下方修正しており、減損の増加原因

となっている。この下方修正は、主に最近の回収実績と市況の悪化に基づいて行われたものである。

清算ポートフォリオ

2015年11月の新たな戦略計画の公表の一環として、当グループは、当グループのリスク許容水準を上

回った貸付金7.9十億米ドルを特定し、このポートフォリオの清算を予定している。これには、3.5十億米

ドルの引当金を計上している不良債権の総額7.5十億米ドルが含まれている。この引当金のうち、968百万

米ドルは、少数の契約相手に対して計上されており、この回収は、売却見込額に基づく改定後の割引

キャッシュ・フロー予測に基づいている。
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リスク対応手続

概要

コーポレート・アンド・インスティテューショナル・クライアント、コマーシャル・クライアント、プ

ライベート・バンキング・クライアントおよび銀行に対する貸付金（総称して、「大規模クライアン

ト」）は当グループの正味貸付金エクスポージャーの71％（233十億米ドル）を占めており、リテール・

クライアントは29％（95十億米ドル）を占めている。大規模クライアントのエクスポージャーは、それぞ

れの債務者に関する知識に基づき、個別に監視されている多額の貸付金から構成されている。一方、リ

テール・クライアントのエクスポージャーは、大規模クライアントよりも多数の顧客を対象とした、より

少額の貸付金から構成されている。したがって、個別単位で監視されている貸付金はないが、商品ごとに

同質のエクスポージャーに分類されている。そのエクスポージャーは、延滞に関する統計を通じて監視さ

れており、貸倒引当金の評価もその統計に基づき行われている。

実施した手続

私たちは、すべての監査対象となる構成単位に対して、以下の監査手続を実施した。

■　大規模クライアントおよびリテール・クライアント両方について、現地の監査チームは、現地に関

する知識を利用して、現地の信用状況の推移を評価し、重要なリスクを重点的に検証するために当

グループのエクスポージャーに起こり得る影響を検討した。

■　大規模クライアントについて、私たちは、以下の手続を実施した。

－　信用格付けおよび監視プロセスに係る主要な統制の検証、および取引相手に割り当てられたリ

スク格付けが適切であり、貸付金が適時に早期警戒の対象または12から14の信用格付けに適切

に特定されているか否かの評価

－　信用格付けが12、13および14の帳簿価額40百万米ドル超のすべての貸付金（172ページおよび

173ページを参照）、当グループの早期警告リポート上の75百万米ドル超の貸付金（209ページ

を参照）および各国の重要性の基準値に基づき現地の監査チームが抽出したその他の貸付金に

対する信用評価の実施。これらの抽出した貸付金について、私たちは、回収可能なキャッ

シュ・フロー、担保の実現およびその他の考えうる回収源に関する予測の合理性を評価した。

私たちは、事業計画の進捗状況ならびに関連する産業および事業環境に関する独自の理解と主

要な仮定との照合を行った。可能な場合、私たちは、主要な仮定をコモディティ価格、業績お

よび不動産鑑定といった外部の情報源より得た証拠と照合することも行った。

－　信用格付けが１から11の契約相手を監査対象である各構成単位から抽出し、信用格付けの妥当

性を検証する実証手続の実施

■　リテール・クライアントについて、その減損の評価は、現在の市況を加味したそれぞれのクライア

ントの過去の回収実績に基づき損失を予測するというプロセスに基づいて行われている。私たち

は、以下の手続を実施した。

－　モデルへの主要なインプットの正確性の検証

－　モデルの選定に関して、自身の評価専門家を利用した減損計算方法の妥当性の評価および当グ

ループによる当該モデルの妥当性評価の結果の吟味

－　モデルにおいて最近の損失実績および現在の市況を反映するような調整が行われている場合に

は、当該調整の妥当性を評価した。
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■　ポートフォリオ減損引当金（以下「PIP」という。）について、私たちは以下の手続を実施した。

－　モデルへの基礎データのインプットに関する主要な内部統制の検証

－　自身のモデル評価の専門家を利用して、リテール・クライアントと大規模クライアントの両方

に関する見積りの算定に用いられた手法および主要な仮定の評価。可能な場合、用いられた主

要な仮定と外部から入手可能な業界、財務および経済データとの照合を行った。

－　発現期間および経営陣が行ったモデルからのアウトプットの調整（経済要因やエクスポー

ジャーに対する特定のリスクの変化に応じて行ったもの）の妥当性の評価

－　基礎となる貸付金ポートフォリオの定性的および定量的変化に対するPIP残高の全体的な評価

および合理性の検証

■　取引の処理に用いられた主要システムについて、私たちは自身のIT専門家の関与により当該システ

ムにおいて自動化された内部統制を抽出し検証した。また、当該システムに係る主要な統制（例え

ば、システムおよびデータへのアクセスならびに管理の変更に係る内部統制）も検証した。

■　財務諸表の開示が当グループの信用リスクに対するエクスポージャーを適切に反映しているか否か

の評価

■　貸付金ポートフォリオのうち、特定のリスク項目（すなわち、インド、コモディティ、中国および

コマーシャル・エクスポージャー）について、私たちは以下の追加手続を実施した。

－　重点項目を識別するために経営陣が自ら行ったストレス・テストおよびリスク軽減措置に関す

る文書の閲覧

－　ストレス状況下にある業種および地域、特に、当該ポートフォリオに含まれる一部の構成単位

（例えば、インドのインフラおよび通信事業やコモディティ関連エクスポージャーに含まれる

低格付けの石油生産業者）に対する監査手続範囲を拡大した。追加的な監査手続の際に、私た

ちは、契約相手の格付けに焦点を当て、ポートフォリオを継続的に監視する内部統制の質、債

務の期間および契約相手が早期警戒の対象または12から14の信用格付けに推移する率を評価し

た。

－　構成単位チームが実施した監査に対するグループ監査チームの監督の範囲を拡大した。例え

ば、上級法定監査人は中華圏、その代理人はインドを訪問した。

■　清算ポートフォリオについて、私たちは減損エクスポージャーに対する追加手続を実施し、回収に

関する主要な判断（すなわち、売却価格および売却時期の見込み）を評価した。

金融商品の評価

リスクおよび重点項目

当該項目のリスクは、評価技法の適用には判断が行使され、仮定および見積りの使用を要する場合が多

いことから、金融商品の評価額が虚偽表示される可能性があるということである。注記１の重要な会計上

の見積りおよび判断、79ページから84ページの監査委員会報告書、および注記15の評価リスクの開示を参

照のこと。

2015年12月31日現在の当グループの貸借対照表上の純損益を通じて公正価値で計上される金融商品また

は売却可能金融商品のうち、98.5％（2014年：98.5％）は公正価値ヒエラルキーのレベル１またはレベル
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２のインプットを使用して測定する資産に該当する。すなわち、これらの金融商品は、市場において観察

可能な価格または市場で観察可能なインプットを用いたモデルによって評価されており、評価リスクは低

いことを意味している。ただし、過去には新興国および途上国市場で流動性が急速に失われたことがある

ため、価格が市場において真に観察可能である程の十分な流動性を有していることを確かめることが重要

であり、この点がレベル１およびレベル２の金融商品における私たちの重点項目である。金融商品の残り

の1.5％（３十億米ドル）は、重要な価格付けのインプットが観察不能であるため、レベル３に区分され

ている。レベル３の価格算定は、本質的により主観的なものになる。2015年度におけるレベル３の金融商

品は、主に非上場のプライベート・エクイティ投資と、少数の流動性に乏しく取引高が少ない貸付金、負

債証券およびデリバティブから構成されている。

当年度におけるその他の顕著な変更は、デリバティブの評価調整に関するものである。その変更におい

て、当グループは、市場慣行に従った、信用評価調整および資金調達評価調整の見積りの改訂された計算

手法を適用した。この改訂された信用評価調整に関する手法では、過去に使用されていた損失実績率また

は内部モデルで算出された損失率ではなく、市場から推定されるスプレッドが損失率の見積りに使用され

る。さらに、改訂されたモデルの手法を用いて、契約相手／法人／管轄地域レベルでのエクスポージャー

の相殺を適用すること等によって、デリバティブの予想エクスポージャーの見積りが行われた。この見積

りの変更による当年度の調整額の合計は、863百万米ドルであった。

監査リスクは、見積り計算の際に用いた主要な判断、デリバティブの予想エクスポージャーを測定する

際に使用したモデルの仮定に関する判断、および直接観察可能な市場スプレッドが入手不能な場合に代用

した契約相手に関する（損失率の見積りのための）インプットの妥当性にある。

リスク対応手続

私たちは、以下の監査手続を実施した。

■　独立した価格検証統制、評価モデルに係るガバナンス、モデルの検証および評価リスクに関する報

告を含む、当グループの評価リスクの識別、測定および管理に係る内部統制の検証

■　価格算定に用いられたインプットを抽出し、そのインプットが外部から入手され、価格算定モデル

に正確に投入されていることの検証

■　自身の評価専門家を利用して、抽出したモデルの評価手法が適切か否かの評価

■　自身の評価専門家を利用して、抽出した当グループの負債証券およびデリバティブのポジションの

独自評価、および当該評価と当グループの評価との比較

■　抽出した金融商品に対して、価格付けのインプットに使用された価格提供機関の数、および観察可

能な相場価格にどの程度の幅があるかを確認するための検証。これにより、私たちはレベル１およ

び２の金融商品の価格の流動性を評価した。

■　レベル３から抽出された投資について、主要なインプット、仮定およびモデルの評価、代替的な評

価手法および主要な要因に対する感応度の検討。

■　金融商品に関する取引の処理に用いられた主要システムについて、私たちは自身のIT専門家の関与

により、当該システムにおいて自動化された内部統制を抽出し検証した。また、当該システムに係

る主要な統制（例えば、システムおよびデータへのアクセスならびに変更の管理に係る内部統制）

も検証した。
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■　特にレベル３について、私たちは、財務諸表の開示（主要なインプットに対する感応度分析を含

む）が当グループの金融商品の評価リスクに対するエクスポージャーを適切に反映しているか否か

を評価した。

■　私たちは、信用評価調整および資金調達評価調整について、以下のような追加手続も実施した。

－　自身の評価専門家を利用して、当該手法の適切性の評価および用いられた主要モデルを評価

－　契約相手のエクスポージャーを抽出し、これらが最終的なエクスポージャーの算出において適

切に相殺されているか否かを評価

－　契約相手を抽出し、直接観察可能なスプレッドが利用可能な市場データと一致しているか否か

を評価

－　直接観察可能なスプレッドを利用できなかったために代替的なインプットを使用した契約相手

について、私たちは、自身の評価専門家を利用して、その代替的なインプットを算定するため

に使用した手法の適切性を評価し、これらを抽出して利用可能な市場データ（例えば、関連す

る業種の代用的なインプット）と比較した。

のれんの減損

リスクおよび重点項目

当該項目のリスクは、貸借対照表上ののれんに基礎となる事業の将来キャッシュ・フローによる裏付け

がない可能性があるということである。注記１の重要な会計上の見積りおよび判断、79ページから84ペー

ジの監査委員会報告書、および注記25ののれんの開示を参照のこと。

貸借対照表上の減損損失控除前ののれんの額は4.1十億米ドルであるが、このうちの約1.5十億米ドル

は、取得後のキャッシュ・フローの成長がのれんの残高を十分に上回る超過収益のある事業に関するもの

である。私たちは、虚偽表示の観点から、これらのリスクは低いとみなしている。したがって、私たち

は、超過収益の少ない事業の取得に係るのれん2.6十億米ドルや、2015年11月に公表された戦略計画の変

更によって実質的な影響を受ける可能性の高い事業について、重点的に監査を行った。

リスク対応手続

私たちは、以下の監査手続を実施した。

■　私たちは、自身の評価の専門家を利用して、当グループの評価アプローチおよび割引率の算出の妥

当性を評価した。また、後者については外部の情報と比較した。

■　キャッシュ・フローの予測の検証には、仮定の内部的な整合性の確認およびその仮定と事業計画の

進捗状況および現地の銀行業の状況に関する知識との比較、予測と過去の実績およびIMFのGDP予測

との比較、ならびに非財務情報に関する私たちの仮定の評価が含まれる。

■　最後に、私たちは、当財務諸表の開示（主要なインプットに対する感応度分析を含む）が適切か否

かを評価した。

余剰人員削減費用およびその他の再編費用に係る引当金

リスクおよび重点項目
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当該項目のリスクは、再編費用が該当する会計基準の認識要件を満たしていないために、当期の費用と

して不適切な計上が行われている可能性があるということである。注記１の重要な会計上の見積りおよび

判断、79ページから84ページの監査委員会、および注記８の再編費用の開示を参照のこと。

当グループは、2015年11月に公表された新たな戦略計画に関連する決定を下したことに伴う多くの影響

を財務諸表に認識した。これらの影響には、既定のまたは表明した人員削減に係る余剰人員削減および関

連費用が含まれている。

リスク対応手続

私たちは、以下の監査手続を実施した。

■　特に費用が適切な報告期間に計上されたか否かを検証するための、余剰人員削減手段の公表に伴い

要求される引当金の認識の評価

■　解約有償リース契約およびその他の再編費用の認識の評価

■　財務諸表に含まれる開示の妥当性の評価

４．重要性の適用および監査範囲の概要

監査範囲は、重要性の適用によって影響を受ける。私たちは、重要性について一定の定量的基準値を設

定した。この設定に加えて、質的重要性を検討することによって、私たちは、監査範囲および監査手続の

内容、実施時期および範囲を決定し、虚偽表示が個別項目と財務諸表全体の両方に及ぼす影響を評価し

た。

職業的専門家としての判断に基づき、私たちは、財務諸表全体の重要性を以下のように決定した。
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グループ全体の重要性の基準値 150百万米ドル（2014年：300百万米ドル）

重要性の基準値の算定方法 ベンチマークである正常化税引前当期純損益の過去３年間の平均値

を参照している（重要性の基準値は、ベンチマークの3.4％に相当

する）。当期純利益（2014年および2013年）および当期純損失

（2015年）の絶対値について、正常化調整後に考慮されている。こ

こでは、注記25で開示されているのれんの減損（2015年、2014年お

よび2013年）および注記８で開示されている米国支店の民事課徴金

（2014年）が、非経常的な項目であるために調整されている。

適用したベンチマークの根拠 この算定方法によって、当グループの過去３年間の基本的な収益性

に着目し、重要性の基準値を算定する際に過度の変動性が除かれ、

より安定的な方法で重要性の基準値の算定が可能となる。

私たちは、当グループの損益または当グループの株主資本に7.5百万米ドル超の影響を及ぼす修正済み

または未修正の識別された虚偽表示ならびに当グループの資産および負債のみに75百万米ドル超の影響を

及ぼす修正済みまたは未修正の識別された虚偽表示を監査委員会に報告した。また、私たちは、質的側面

から報告を要するその他の識別された虚偽表示を監査委員会に報告した。

５．監査範囲の決定方法

監査範囲に含まれる構成単位 ■　監査計画の策定上、私たちは、支店または子会社を当グループ

の監査上の構成単位として特定することとし、30カ国（2014

年：27カ国）における36（2014年：34）の構成単位を特定し

た。

■　当グループの連結財務諸表監査は、33の構成単位で実施され

た。その上で３つの構成単位を監査範囲に加えたのは、それら

の構成単位において相当量の流動性資産が保有されているか、

または相当量の取引高が処理されているためである。特定の監

査手続が、主にこの資産、取引を対象に実施された。

■　当グループは、多くの財務プロセスを実施する８つの事務拠点

を運営しており、その財務プロセスの成果は報告単位の財務情

報に含まれている。これらの事務拠点におけるプロセスは監査

手続の対象であり、主に取引処理およびIT統制の検証を行っ

た。

■　監査範囲とした構成単位には、すべての重要なディーリング・

ルーム活動が含まれている。
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構成単位の重要性の基準値および

カバー率

■　これらの構成単位および事務拠点で実施された当グループの連

結財務諸表監査を目的とした監査手続きは、グループ監査チー

ムが設定（または同意）した重要性の基準値に基づき、構成単

位および事務拠点の監査人が実施した。これらの重要性の基準

値は個々の構成単位または事務拠点別に設定されたものであ

り、当グループの構成単位および事務拠点の規模およびリスク

特性を考慮しており、その幅は１百万米ドルから40百万米ドル

であった。

■　報告単位は、当グループの税引前当期純損益（構成単位ごとの

絶対値で測定したもの）の95％（2014年：96％）、総資産の

97％（2014年：97％）を占めている。

グループ監査チームの手続き

および構成単位の監査人の監督

■　監査範囲の決定ならびに監査計画および戦略策定の一環とし

て、グループ監査チームは、グローバル計画会議を主催し、主

要な監査リスクに関する議論および構成単位の監査チームから

の意見聴取を行った。

■　その後、グループ監査チームは、構成単位の監査チームに対し

て、上述の関連リスクおよびグループ監査チームに報告すべき

情報等、対応すべき重要項目に関し、グループ監査指示書を送

付した。

■　構成単位と事務拠点の監査チームとの効果的な連携が必要な事

務拠点の監査手続きについては特に重点的な管理が行われた。

共通のグローバル監査手続書を通じて共通の監査目的の調整が

行われ、手続ごとの各構成単位の監査チームの責任が規定され

た。このプロセスは、グループ監査チームおよび当グループの

主要地域を拠点とするシニアパートナーによって監督された。

シニアパートナーは、それぞれの地域をより綿密に監督し、監

査アプローチが完全に理解され、主要な論点が適切に対処され

るよう支援した。

■　グループ監査チームは、金融商品の評価およびのれんの減損に

関する監査手続を実施した。また、グループ監査チームは、信

用格付けが12、13および14の40百万米ドル超のすべての主要な

貸付金（172ページおよび173ページを参照）ならびに当グルー

プの早期警戒リスト上の75百万米ドル超の主要な貸付金（209

ページを参照）について構成単位の監査人が下した貸倒損失に

関する判断に対して、品質保証チェックを実施した。

■　上級法定監査人は、主要なリスクおよび論点に関する知識を直

接得るために、主要な地域を訪問した。当年度においては、香

港、シンガポール、インド、アラブ首長国連邦、中国、米国お

よび韓国への訪問が行われた。
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６．英会社法で規定されているその他の事項に関する無限定適正意見

私たちは、

■　取締役の報酬に関する報告書の監査対象部分は、英会社法に準拠して適切に作成されているものと

認める。

■　当財務諸表が作成された事業年度の戦略レポートおよび取締役の報告書に記載されている情報は、

当財務諸表の内容と整合しているものと認める。

７．主要なリスクの開示に関する報告（該当なし）

監査上入手した知識を踏まえ、以下の記載について追加または注意喚起すべき重要な事項はない。

■　主要なリスク、当該リスクの管理、ならびに、当該管理を踏まえ、2018年12月31日までの３年間に

わたる当グループの事業存続に関する取締役の評価および予想について記載された142ページの事

業の存続可能性に関する取締役の声明

８．例外的に報告を要求されている事項（報告事項なし）

国際監査基準（英国およびアイルランド）においては、監査上入手した知識を踏まえて、年次報告書の

その他の情報がその知識または財務諸表との間に重要な相違がある、または本文に重要な虚偽記載が含ま

れていることを識別した、あるいはそれを報告しなければ誤解を招く場合には報告することが要求されて

いる。

特に、以下に該当する場合には、報告することが要求されている。

■　監査上入手した知識と、年次報告書全体が公正で、バランスのとれた、理解しやすいものであり、

株主が当グループの財政状態および業績、事業モデルおよび戦略を評価するために必要な知識を提

供していると考えているという旨が記載されている取締役の声明との間に重要な相違があると識別

した。

■　当グループの監査委員会の業務について記載されている年次報告書のコーポレート・ガバナンスの

セクションにおいて、当グループの監査委員会に私たちが伝達した事項が適切に記載されていな

い。

英会社法においては、以下に該当する場合、意見の中で報告することが要求されている。

■　親会社により適切な会計記録が保存されていない、あるいは往査対象外の支店から監査上十分な回

答が提供されていない。

■　親会社の財務諸表および取締役の報酬に関する報告書の監査対象部分が会計記録および回答と一致

していない。

■　特定の取締役の報酬に関する開示において、法律で規定された開示がなされていない。

■　私たちが監査上要求した情報および説明のすべてを得ることができていない。

上場規則においては、以下の事項をレビューすることが要求されている。

■　142ページに記載されている取締役の声明における継続企業および長期の存続可能性に関する事項

■　67ページのコーポレート・ガバナンス報告書のうち、2014年英国コーポレート・ガバナンス規則の

11の規定への当社の準拠性に関して、私たちのレビューに指定されている部分
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私たちは、上記の事項に関して、報告すべきことはない。

報告および責任の範囲

151ページに掲載されている取締役の責任に関する声明に詳述されているように、取締役は財務諸表の

作成および財務諸表が真実かつ公正な概観を提供していると確認することについて責任を負っている。財

務諸表監査の範囲については、財務報告評議会のウェブサイト（www.frc.org.uk/auditscopeukprivate）

にて説明されている。当監査報告書は、当社のメンバー全体に限定して作成されており、私たちのウェブ

サイト（www.kpmg.com/uk/auditscopeukco2014a）に公表されている私たちの責任に関する重要な説明お

よび免責事項を前提としている。これらは、当監査報告書に全文が掲載されているものとして組み込まれ

ており、当監査報告書の目的、私たちが実施した手続および意見の根拠について理解するためには通読さ

れるべきものである。

ミシェル・ヒンチリフ

上級法定監査人

法定監査人ケーピーエムジー・エルエルピーを代表して

勅許会計士

15 カナダ・スクウェア

ロンドンE14 5GL

2016年２月23日

[注：この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。情報、見解または意見のあ

らゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。]

次へ
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The financial statements included in Part II-Section VI 1. Financial Statements are an extract from the statutory accounts

of Standard Chartered plc, which have been filed with Companies House in the United Kingdom and are available on the

Company's website at http://www.sc.com/. With respect to the accounts, although the Company is only required to include

the financial statements and the notes thereto under Article 5 of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Act

No. 25 of 1948, as amended), also requires the accompanying auditor's report to be a copy of the auditor’s report to the

members only on the Company's full annual accounts and directors' report pursuant to the English law. Readers should

note that the “Audit Committee report”, the “management’s commentary on the disclosure of credit risk”, the “Directors’

remuneration report”, the “strategic report”, the “Directors’ report”, the “directors’ statement of Viability”, the

“directors’ statement”, the “Corporate Governance section of the Annual Report and Accounts”, the “Directors’

remuneration report”, the “Corporate Governance Statement” and the“ Statement of directors’ responsibilities”, referred

to in this copy of the auditor's report, are not required to be included in this document.

Independent Auditor’s report to the members of Standard Chartered PLC only

Opinions and conclusions arising from our audit

1.　Our opinion on the financial statements is unmodified

We have audited the financial statements of Standard Chartered PLC (the ‘Group’) for the year ended 31 December 2015
set out on pages 235 to 325. In our opinion:

・　The financial statements give a true and fair view of the state of the Group’s and of the parent company’s affairs as at
31 December 2015 and the Group’s loss for the year then ended

・　The Group financial statements have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU)

・　The parent company financial statements have been properly prepared in accordance with IFRS as adopted by the EU
and as applied in accordance with the provisions of the Companies Act 2006

・　The financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006 and, as
regards the Group financial statements, Article 4 of the International Accounting Standards Regulation

Summary audit approach

Materiality
Page 232

Overall Group materiality: $150 million (2014: $300 million). This was determined with
reference to a benchmark of the normalised average profit or loss before tax for the past three
years (representing 3.4 per cent). Details for the rationale are set out on page 233.

Scoping
Page 233

・　36 components (2014: 34) in 30 countries (2014: 27)
・　Eight central hubs (2014: 8) which perform many financial processes
・　Reporting components represent 95 per cent (2014: 96 per cent) of absolute profit or loss

before tax and 97 per cent (2014: 97 per cent) of total assets

Significant risks
Page 228-232

・　Impairment of loans and advances
・　Valuation of financial instruments held at fair value and related valuation adjustments
・　Goodwill impairment
・　Provision for redundancy and other restructuring costs
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2. Our assessment of the risks of material misstatement

The starting point for our audit was a consideration of the inherent risks to the Group’s business model and how these have
been mitigated. This included understanding the strength of the Group’s capital and liquidity position, the diversification of
its asset and the flexibility and tenor of its balance sheet.

We assessed and challenged the inherent risks with reference to:

・　International Monetary Fund (IMF) economic forecasts and commentary

・　The perspectives of our in-country audit teams on their local economies, particularly the banking sector

・　The views of our specialists in a number of areas including bank regulation, IT, tax and financial crime prevention

・　The views of the Prudential Regulatory Authority (PRA) and regulators in other key geographies

・　The results of the PRA’s stress tests, published on 1 December 2015

・　The Group’s budgets, regular forecasts, stress testing, reporting to the Audit, Board Risk and Group Risk Committees
and the many discussions we have with senior management of the Group as well as country management teams

Following the new strategic plan announced in November 2015, we evaluated its impact on our audit approach and the
inherent risks that were identified at the planning stage earlier in the year.

We also considered the Group’s control environment and, in particular, whether its systems were processing transactions
completely and faithfully, and included appropriate controls designed to prevent fraud. Our work included testing the key
controls over the processing of transactions and the key inter-system, bank and custodial reconciliations as well as trade
confirmations.

Finally we considered the potential impact of regulatory investigations (see pages 201 to 203) on the Group, including
considering the views of the Group’s external and internal counsel.

These assessments enabled us to form a judgement on going concern and to determine the key areas of financial statement
risk on which our audit should be focused. Thereafter, by looking at both broad risk themes across the Group and particular
concerns in specific geographies and businesses, we were then able to calibrate our work to financial statement risk more
precisely.

In arriving at our opinion, the areas which we identified as requiring the most significant judgement in assessing subjective
and uncertain estimates were:

Significant risks Areas of focus

Impairment of loans and
advances
Page 229

・　India loan exposures
1

(Corporate & Institutional Clients’ and Commercial
Clients)

・　China loan exposures (Corporate & Institutional Clients’ and Commercial Clients)
・　Commodities, oil and gas and related exposures (together ‘Commodities and

related exposures’)
・　Increased impairment losses against Commercial exposures
・　Impact of the new strategic plan announced in November 2015 － impairment on

liquidation portfolio
2

Valuation of financial
instruments
Page 231

・　Level 3 financial instruments
・　Change in the estimate for credit and funding valuation adjustments

Goodwill impairment
Page 232

・　Ongoing performance of underlying businesses
・　Impact of the new strategic plan announced in November 2015

Provision for redundancy and
other restructuring costs
Page 232

・　Impact of the new strategic plan announced in November 2015

1.Exposure is defined on page 157
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2. Liquidation portfolio is defined as portfolio of assets which are beyond the current risk tolerance metrics and is held for liquidation

3. Risks and response

The principal procedures we performed over these significant risks were as follows:

Impairment of loans and advances

Risk and areas of focus

The risk is that the carrying value of loans and advances to banks and customers held at amortised costs may be misstated.

Refer to the critical accounting estimates and judgements in note 1, the Audit Committee report on pages 79 to 84 and
management’s commentary on the disclosures of credit risk on pages 161 to 186

Summary areas of focus

・　Indian Corporate & Institutional Clients and Commercial Clients loan exposures due to the slow progress in policy
reforms and increased refinancing pressures

・　Chinese Corporate & Institutional Clients and Commercial Clients loan exposures due to the slowdown and
rebalancing of the economy and the devaluation of renminbi (RMB)

・　Commodities and related exposures as commodity and oil prices continue to decline

・　Commercial Client exposures particularly due to certain exposures to RMB in China, slowdown in India and the
sensitivity of the exposure to decreases in commodity prices

・　Liquidation portfolio due to the judgement required to assess a price at which the Group could sell impaired loans

With regard to the Group’s Retail portfolio in South Korea, which we identified as a focus area in 2014, the risk of losses
has continued to reduce in 2015, partly as a result of reduced claims by customers to restructure debt accompanied by
continued portfolio reduction. Accordingly, it has not been an audit focus area in 2015.

India

The Group has reduced its India exposures to $30 billion at 31 December 2015 (2014: $35 billion). The slowdown
observed in 2014 has continued into 2015 and the macroeconomic backdrop continues to be challenging with slow
progress in reforms which were promised by the new government in 2014, continued high indebtedness in some sectors
and tightening in refinancing by local banks. Consequently, impairments have risen significantly in 2015, mainly driven by
counterparties who were already stressed in 2014 (present on either early alert or in credit grades 12 to 14). In addition,
there was also a change in underlying assumptions regarding prospects of recovery on available collateral due to the
challenging market conditions and recent experience from recoveries on impaired accounts.

Additionally, there has also been an increase in impairments as a result of the new strategic plan announced in November
2015, whereby a small number of impaired exposures have now been identified to be in the liquidation portfolio, where
additional impairment was taken based on discounting revised cash flow projections based on expected sales value.

China

China exposures amount to $50 billion (2014: $71 billion) and the Group has continued to take risk-mitigating actions in
this portfolio. This has resulted in the commodities and related exposures in China reducing and exposure to banks
reducing to $23.9 billion (2014: $34.5 billion). China remained a challenging market, with growth slowing to 6.9 per cent
in 2015 from 7.3 per cent in 2014, continued RMB devaluation against the US dollar, and volatility in Chinese equity
markets. In particular, the Group experienced increased losses within the Commercial Clients portfolio as counterparties
struggled with increased levels of debt, lower commodity prices and the RMB devaluation.

Commodities and related exposures

The Group continued to take risk-mitigation actions during the year. Commodities and related exposures have reduced to
$54 billion (2014: $70.6 billion), comprising $20.3 billion of traders, $19.3 billion of producers (including $9.6 billion of
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oil and gas producers), $5.9 billion of petroleum refineries, $7.0 billion of support activities and $1.5 billion of other
corporate clients with oil and gas-related hedges.

The sustained fall in commodity prices, including oil price, has impacted a number of the Group’s customers and translated
into increased impairments for the year. The majority of these impairments have arisen from customers who were already
stressed in 2014.

It should be noted that a fall in commodity prices may not necessarily result in a pervasive adverse impact on the entire
commodities and related exposures but may impact certain pockets that are more exposed to a sustained fall in prices, for
example, energy producers and some oil support services.

Commercial

The total Commercial Clients loan portfolio of $11.2 billion (2014: $14.7 billion) is a small portfolio representing 3 per
cent (2014: 4 per cent) of total loans and advances. However, the impairment charge on this portfolio increased to $599
million in 2015 from $212 million in 2014 mainly due to increased impairments in India, China, Africa and Korea.

The Group has also revised its assumptions regarding recovery rates on impaired exposures downward leading to higher
impairment. This is mainly based on recent recovery experience and more stressed market conditions.

Liquidation portfolio

As part of the announcement of the new strategic plan in November 2015, the Group identified $7.9 billion of loans which
were outside the Group’s risk tolerance levels and plan to liquidate this portfolio. This included $7.5 billion of gross non-
performing which carries a provision of $3.5 billion. $968 million of this provision was taken for a small number of
counterparties where the recovery was based on discounting revised cash flow projections based on expected sales values.

Our response

Overview

Corporate & Institutional Clients, Commercial Clients, Private Banking Clients and loans and advances to banks
(collectively ‘Larger Clients’) represents 71 per cent ($233 billion) of the Group’s net loan exposure, while Retail Clients
represent 29 per cent ($95 billion). The Larger Client’s exposure comprises larger loans that are monitored individually,
based on the knowledge of each individual borrower. However, the Retail clients exposure comprises much smaller value
loans to a much greater number of customers. Accordingly, loans are not monitored on an individual basis, but are grouped
by product into homogeneous exposures. Exposures are then monitored through delinquency statistics, which also drive the
assessment of loan loss provisions.

Procedures performed:

Our audit procedures in all in-scope components included:

・　For both Larger Clients and Retail Clients, our in-country teams used their local knowledge to assess the trends in
their local credit environments and considered the likely impact on the Group’s exposures to focus their testing on key
risk areas

・　For Larger Clients, our procedures included:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-　Testing the key controls over the credit grading and monitoring process, to assess if the risk grades allocated to
counterparties were appropriate and loans were appropriately identified, on a timely basis, into early alert or credit
grades 12 to 14

-　Performing credit assessments of all loans with a carrying value above $40 million in credit grades 12, 13 and 14
(see pages 172 and 173) and loans above $75 million on the Group’s Early Alert Report (see page 209) together
with a selection of other loans selected by country teams based on local materiality levels. For these selected loans,
we assessed the reasonableness of the forecast of recoverable cash flows, realisation of collateral and other possible
sources of repayment. We compared key assumptions to progress against business plans and our own
understanding of the relevant industries and business environments. We also compared them, where possible, to
externally derived evidence such as commodity prices, business performance and real estate valuations
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-　Substantive testing of a selection of credit grade one to 11 counterparties in each scoped component to test the
appropriateness of the credit grade

・　For Retail Clients, the impairment process is based on projecting losses based on the prior historical payment
performance of each client, adjusted for current market conditions. Our procedures included:

-　Testing the accuracy of the key inputs into the models

-　For a selection of models, using our own valuation specialists to assess the appropriateness of the impairment
calculation methodology and reviewing the results of the Group’s validation of such models

-　Where model adjustments were made to reflect recent loss experience and current market conditions, we assessed
the appropriateness of such adjustments

・　For portfolio impairment provision (PIP), our procedures included:

-　Testing the key management controls over the input of underlying data into the models

-　Using our modelling specialists to evaluate the methodology and the key assumptions used in determining the
estimate for both the Retail Clients and the Larger Clients and wherever possible, we compared the key
assumptions used to externally available industry, financial and economic data

-　Assessing the appropriateness of the emergence period and management adjustments to the output from models for
changes in economic factors and specific risks to the exposure

-　Overall assessment and reasonableness of the PIP balance with respect to the qualitative and quantitative changes in
the underlying loan portfolio

・　For the key underlying systems used for the processing of transactions we involved our information technology
specialists to test a selection of automated controls within these systems. We also tested the key controls over these
underlying systems, for example, controls over access to systems and data and change management

・　Assessing whether the financial statement disclosures appropriately reflect the Group’s exposure to credit risk

・　Our additional procedures in the particular risk areas of the portfolio, i.e. India, Commodities, China and Commercial
exposure included:
-　Reading management’s own stress tests and risk-mitigation actions to identify areas of focus

-　Extending our audit coverage over the stressed sectors and geographies and, in particular, to certain components
within these portfolios, for example, infrastructure and telecoms in India as well as lower-rated oil producers within
Commodities and related exposures. In doing so, we focused on the grading of the counterparties, assessed the
quality of the ongoing portfolio monitoring controls, the tenor of the debt and the rate at which counterparties were
moving into early alert and credit grades 12 to 14

-　Increasing the extent of Group audit team oversight over work done by the component team. For example, the
Senior Statutory Auditor visited Greater China and her delegate visited India

・　For the liquidation portfolio, our additional procedures in respect of the impaired exposures involved assessing the key
judgements, relating to recovery, namely the likely price and expected time to sell

Valuation of financial instruments

Risk and areas of focus

The risk is that the valuation of financial instruments may be misstated due to the application of valuation techniques
which often involve the exercise of judgement and the use of assumptions and estimates. Refer to the critical accounting
estimates and judgements in note 1, the Audit Committee report on pages 79 to 84 and the disclosures of valuation risk in
note 15.

Of the financial instruments that are held at fair value through profit and loss or as available-for-sale in the Group’s
balance sheet, 98.5 per cent (2014: 98.5 per cent) qualified as being measured using Level 1 or 2 inputs in the fair value
hierarchy as at 31 December 2015. This means they were valued using prices that were observable in the market place or
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through models with market observable inputs, resulting in the valuation risk being low. However, given the past
experience of liquidity rapidly disappearing from emerging and developing markets, it is important to ascertain that prices
are liquid enough to be genuinely observable in the market, and this has been our focus for Level 1 and 2 instruments. The
remaining 1.5 per cent ($3 billion) of financial instruments are classed as Level 3, because significant pricing inputs to
them are unobservable. The determination of these prices is inherently more subjective. In 2015, the Level 3 instruments
mainly comprised unlisted private equity investments and a small number of illiquid, thinly traded loans, debt securities
and derivatives.

The other notable change during the year related to valuation adjustments on derivatives, whereby the Group adopted a
revised methodology for calculating its estimate of the credit and funding valuation adjustments, to be in line with market
practice. The revised methodology for credit valuation adjustments uses market-implied spreads for estimating loss rates,
rather than historical or internally modelled loss rates which were used in the past. Further, revised modelling capabilities
were used to estimate the expected derivative exposures including the application of netting exposures on a
counterparty/legal entity/jurisdiction level. The total adjustment for the year due to this change in estimate amounted to
$863 million.

The audit risk lies in the main judgements in the calculation of this estimate, those related to the modelling assumptions
used in measuring expected exposures of derivatives and the appropriateness of the proxies used (for estimating loss rates)
for counterparties where directly observable market spreads could not be obtained.

Our response

Our audit procedures included:

・　Testing of the Group’s controls over the identification, measurement and management of valuation risk including
independent price verification control, governance over valuation models, model validation and management reporting
of valuation risk

・　Testing, for a selection of pricing inputs used, that they were externally sourced and were correctly input into pricing
models

・　Using our valuation specialists to assess whether, for a selection of models, the model valuation methodology is
appropriate

・　Valuing a selection of the Group’s debt securities and derivative positions independently, using our valuation
specialists, and comparing their valuation to the Group’s valuation

・　Testing a selection of instruments to establish how many institutions contributed to pricing inputs and how wide the
ranges of observable quotes were. This allowed us to assess the liquidity of the prices for Level 1 and 2 instruments

・　Assessing, for a selection of investments within Level 3, key inputs, assumptions and models, considering alternative
valuation methods and sensitivities to key factors

・　For the key underlying systems used for the processing of transactions in relation to financial instruments we involved
our information technology specialists to test a selection of automated controls within these systems. We also tested the
key controls over these underlying systems, for example controls over access to systems and data and change
management.

・　Particularly for Level 3, we assessed whether the financial statement disclosures, including sensitivity to key inputs,
appropriately reflect the Group’s exposure to financial instrument valuation risk

・　We also performed a range of additional procedures on the credit and funding valuations adjustments which included:

-　Using our valuation specialists to assess the appropriateness of the methodology and to assess the key underlying
models used

-　Checked a selection of counterparty exposures to assess whether these were appropriately netted in arriving at the
final exposures

-　Checked that for a selection of counterparties, directly observable spreads agreed to available market data
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-　For counterparties where proxies were used because directly observable spreads were not available, we used our
valuation specialists to evaluate the appropriateness of the methodology used for determining proxies and checked a
selection of these to available market data, for example, sector proxies of relevant industries

Impairment of goodwill

Risk and areas of focus

The risk is that goodwill in the balance sheet may not be supported by the future cash flows of the underlying business.

Refer to the critical accounting estimates and judgements in note 1, the Audit Committee report on pages 79 to 84 and the
disclosures of goodwill in note 25.

Pre-impairment goodwill in the balance sheet is $4.1 billion but approximately $1.5 billion of this relates to businesses
where post-acquisition growth in cash flows provides substantial headroom over the goodwill balance. We regard these as
low risk from a misstatement perspective.

Our work was therefore focused on the acquisitions where the headroom is lower, amounting to $2.6 billion of goodwill, or
businesses which are likely to be substantially impacted by the change in strategy announced in November 2015.

Our response

Our audit procedures included:

・　We used our valuation specialists to assess the appropriateness of the Group’s valuation approach and its derivation of
discount rates. We also compared the latter to external sources

・　Challenging the cash flow forecasts including confirming the internal consistency of assumptions and comparing them
to progress against business plans and our knowledge of the local banking environment; comparing forecasts to past
performance and to GDP forecasts from the IMF; and assessing non-financial assumptions

・　Finally we assessed whether the financial statement disclosures, including sensitivity to key inputs, are appropriate

Provision for redundancy and other restructuring costs

Risk and areas of focus

The risk is that restructuring costs may not meet the relevant accounting standards’ criteria for recognition and therefore
are inappropriately recorded as costs in the period. Refer to the critical accounting estimates and judgements in note 1, the
Audit Committee on pages 79 to 84 and the disclosures of restructuring costs in note 8.

The Group has recognised a number of impacts in the financial statements as a result of decisions linked to the new
strategic plan announced in November 2015. These impacts include redundancy and related expenses associated with
enacted or committed headcount reductions

Our response

Our audit procedures included:

・　Assessing the recognition of redundancy provisions required as a result of the staff reduction measures announced,
particularly to validate whether costs were recorded in the appropriate reporting period.

・　Assessing the recognition of onerous lease contracts and other restructuring charges

・　Assessing the adequacy of disclosures contained within the financial statements

4. Our application of materiality and an overview of the scope of the audit

The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for
materiality. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature,
timing and extent of our audit procedures and to evaluate the effect of misstatements, both individually and on the financial
statements as a whole.
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Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statement as a whole as follows:

Overall Group materiality $150 million (2014: $300 million

How we determined it With reference to a benchmark of the normalised average profit or loss before tax

for the past three years (materiality represents 3.4 per cent of the benchmark).

Absolute values of profit (for 2014 and 2013) and

loss (for 2015) were considered after normalisation adjustments for the

impairment of goodwill (for 2015, 2014 and 2013) as disclosed in note 25 and the

civil penalty from the US branch (for 2014) as disclosed in note 8 as these items

are discrete

Rationale for benchmark applied This approach mitigates undue volatility in determining our materiality and

provided a more stable basis for determining materiality, focusing on the

underlying profitability of the Group over the past three years

We reported to the Audit Committee any corrected or uncorrected identified misstatements affecting Group profit and loss
or Group shareholders’ funds of more than $7.5 million and any corrected or uncorrected identified misstatements affecting
Group assets and liabilities only of more than $75 million. In addition, we reported to the Audit Committee other identified
misstatements that warranted reporting on qualitative grounds.

5. How we scoped our audit

Component scoping ・　For the purpose of planning our audit, we identified a branch or a subsidiary

as components in the Group audit. 36 components (2014: 34 components)

were identified in 30 countries (2014: 27 countries)

・　Audits for Group reporting purposes were performed at 33 components. A

further three components were scoped as they either hold significant

quantities of liquid assets or because they process significant volumes of

transactions. Specific audit procedures were performed primarily to cover

these areas

・　The Group operates eight central hubs which perform many financial

processes, the outputs of which are included in the financial information of

the reporting components. Processes within these hubs are subject to audit

procedures, predominantly the testing of transaction processing and

information technology controls

・　The components scoped included all significant dealing room activities

Component materiality and coverage ・　The audit work undertaken for Group reporting purposes at these

components and hubs was performed by the component and hub auditors to

materiality levels set by, or agreed with, the Group audit team. These

materiality levels were set individually for each component or hub, having

regard to the size and risk profile of the Group across the components and

hubs, and ranged from $1 million to $40 million

・　Reporting components represent 95 per cent (2014: 96 per cent of profit) of

Group loss or profit (measured on an absolute basis per component) before

tax and 97 per cent (2014: 97 per cent) of total assets
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Group audit team procedures and

oversight of component auditors

・　As part of determining the scope and preparing the audit plan and strategy,

the Group audit team led a global planning conference to discuss the key

audit risks and obtain inputs from the component teams

・　Thereafter, Group audit instructions were sent to component auditors with

respect to the significant areas to be covered, including the relevant risks

detailed above and the information to be reported back

・　A particular focus was managing the audit work at the hubs, which require

component and hub audit teams to cooperate effectively. Common audit

objectives were coordinated through common global audit programmes,

which set out the responsibilities of each component team on a test-by-test

basis. This process was overseen by the Group audit team and senior

partners, based in each of the Group’s key regions, who oversaw their region

in more detail and helped to ensure that the audit approach was fully

understood and that key issues were properly addressed

・　The Group audit team performed the work on valuation of financial

instruments and goodwill impairment. In addition, it performed quality

assurance checks on loan loss judgements made by component auditors for

all loans above $40 million in credit grades 12, 13 and 14 (see pages 172 and

173) and key loans above $75 million on the Group’s early alert list (see

page 209)

・　The Senior Statutory Auditor visited key locations to gain first-hand

knowledge of key risks and issues. This year, visits were made to Hong

Kong, Singapore, India, the UAE, China, the US and South Korea

6. Our opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2006 is unmodified

In our opinion:

・　The part of the Directors’ remuneration report to be audited has been properly prepared in accordance with the
Companies Act 2006

・　The information given in the strategic report and the Directors’ report for the financial year for which the financial
statements are prepared is consistent with the financial statements

7. We have nothing to report on the disclosures of principal risks

Based on the knowledge we acquired during our audit, we have nothing material to add or draw attention to in relation to:

・　The directors’ statement of Viability on page 142, concerning the principal risks, their management, and, based on that,
the directors’ assessment and expectations of the Group’s continuing in operation over the three years to 31 December
2018

8. We have nothing to report in respect of the matters on which we are required to report by exception

Under ISAs (UK and Ireland) we are required to report to you if, based on the knowledge we acquired during our audit, we
have identified other information in the Annual Report and Accounts that contains a material inconsistency with either that
knowledge or the financial statements, a material misstatement of fact, or that is otherwise misleading. In particular, we are
required to report to you if:

・　We have identified material inconsistencies between the knowledge we acquired during our audit and the directors’
statement that they consider that the Annual Report and Accounts taken as a whole is fair, balanced and understandable
and provides the information necessary for shareholders to assess the Group’s position and performance, business
model and strategy
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・　The Corporate Governance section of the Annual Report and Accounts describing the work of the Group Audit
Committee does not appropriately address matters communicated by us to the Group Audit Committee

Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:

・　Adequate accounting records have not been kept by the parent company, or returns adequate for our audit have not
been received from branches not visited by us

・　The parent company financial statements and the part of the Directors’ remuneration report to be audited are not in
agreement with the accounting records and returns

・　Certain disclosures of directors’ remuneration specified by law are not made

・　We have not received all the information and explanations we require for our audit

Under the Listing Rules we are required to review:

・　The directors’ statement, set out on page 142, in relation to going concern and longer-term viability

・　The part of the Corporate governance statement on page 67 relating to the Company’s compliance with the 11
provisions of the 2014 UK Corporate Governance Code specified for our review

We have nothing to report in respect of the above responsibilities.

Scope of report and responsibilities

As explained more fully in the Statement of directors’ responsibilities set out on page 151, the directors are responsible for
the preparation of the financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view. A description of the
scope of an audit of financial statements is provided on the Financial Reporting Council’s website at
www.frc.org.uk/auditscopeukprivate. This report is made solely to the Company’s members as a body and subject to
important explanations and disclaimers regarding our responsibilities, published on our website at
www.kpmg.com/uk/auditscopeukco2014a, which are incorporated into this report, as if set out in full and should be read to
provide an understanding of the purpose of this report, the work we have undertaken and the basis of our opinions.

Michelle Hinchliffe

Senior Statutory Auditor

for and on behalf of KPMG LLP, Statutory Auditor

Chartered Accountants

15 Canada Square

London E14 5GL

23 February 2016

（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。その原本は本有価証
券報告書提出会社が別途保管しております。
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